
中国経済と
日本企業
2025年白書
中国经济与
日本企业

2025年白皮书



長体は96％まで

ご挨拶------------------------------------- 4

2025年建議の訴求点--------------- 6

エグゼクティブ・サマリー----------- 10

建議一覧---------------------------------- 18

第１部-------------------------------------- 65
中国経済と日本企業の現状

第１章-------------------------------------66
中国経済と日本企業の現状

第２部-------------------------------------- 73
共通課題・建議

第１章-------------------------------------74
貿易

第２章------------------------------------82
投資

第３章------------------------------------92
競争法

第４章------------------------------------100
税務・会計

第５章------------------------------------108
労務

第６章------------------------------------114
知的財産権

第７章------------------------------------122
省エネ・環境

第８章------------------------------------130
物流

第９章------------------------------------138
政府調達

第10章-----------------------------------144
商工会組織

第３部-------------------------------------- 147
各産業の現状・建議

第１章-------------------------------------148
農林水産業・食品

第２章------------------------------------156
電力

第３章
建設業
１.- 建設----------------------------------164
２.-不動産-------------------------------170

第４章
製造業
１.- 繊維・アパレル--------------------176
２.-化学品-------------------------------182
３.-医薬品------------------------------188
４.-医療機器・体外診断用医薬品--194
５.-化粧品------------------------------202
６.-セメント----------------------------210
７.- 鉄鋼----------------------------------216
８.-家電----------------------------------222
９.-事務機器---------------------------228
10.-電子部品・デバイス-------------234
11.-自動車-------------------------------238

第５章
情報通信業
１.- 情報通信---------------------------248
２.-ソフトウェア-----------------------258
３.-コンテンツ-------------------------266

第６章
運輸業
１.- 海運----------------------------------278-
２.-空運----------------------------------286

第７章
流通・小売業
１.- 卸売業------------------------------292
２.-小売業------------------------------298

第８章
金融・保険業
１.- 銀行----------------------------------304
２.-生命保険---------------------------316
３.-損害保険---------------------------322
４.-証券----------------------------------328

第９章
観光・レジャー
１.- 旅行----------------------------------342
２.-ホテル-------------------------------350

第10章-----------------------------------358
高齢者関連サービス・産業

第４部-------------------------------------- 363
各地域の現状・建議

第１章-------------------------------------364
華北地域（北京市、天津市、山東省）

第２章------------------------------------384
華東地域（上海市、江蘇省、浙江省、
安徽省）

第３章------------------------------------410
華南地域（広東省、福建省、海南省）-

第４章------------------------------------418
東北地域（瀋陽市、大連市）

第５章------------------------------------424
中部地域（湖北省、湖南省、河南省、
江西省）

第６章------------------------------------432
西部地域（重慶市、四川省、陝西省）-

目 次

2 中国経済と日本企業2025年白書



長体は96％まで

　中国日本商会は中国の中央政府および地方政府とのさらなる対話促進を目的として、2010年から本白書を発刊しています。本白
書は、中国日本商会および中国各地の商工会組織の日系企業（法人会員8,268社）が直面している課題の分析および解決のため
の建議を取りまとめたものです。｢中国経済と日本企業の現状｣｢共通課題・建議｣｢各産業の現状・建議｣｢各地域の現状・建議｣の4
部に分かれ、全27章、557の建議からなっています。描かれているのは、日本企業の目から見た中国経済の現在の姿にほかならず、
中国全土で長きにわたり事業に携わってきた日系企業が、中国でのビジネスの過程で遭遇したさまざまな課題が浮き彫りになって
います。

　中国経済の改革開放において、外資の重要性は計り知れず、なかでも日本企業の果たしてきた役割は非常に大きいものがありま
す。2024年には在留邦人にかかわる極めて遺憾な出来事が発生しました。在留邦人の安心・安全確保に向けた日中両国政府の迅
速且つ適切な取り組みに感謝を申し上げるとともに、短期滞在者を含む中国に滞在するすべての日本人の安心・安全の確保を今
後も強く求めて参ります。

　さて、2024年11月の石破茂総理と習近平国家主席の会談では、引き続き「戦略的互恵関係」を包括的に推進し、「建設的且つ
安定的な関係」を構築するという大きな方向性を共有していることを確認しました。また、両首脳は、日中間の4つの基本文書の諸
原則と共通認識を堅持し、「率直な対話」を重ねられる関係を築いていくことを確認しました。

　首脳会談の翌週、日本の一般旅券保持者に対するビザ免除措置の再開が発表されました。これまで、本白書を含め多くの機会
で要望してきた措置が実現したことを心から歓迎いたします。また、実現に向けて尽力された日中両国政府をはじめとする関係者
のみなさまに深く感謝を申し上げます。日中両国の経済交流の強化に不可欠である「人的往来」の活発化につながることを強く期
待します。

　年が明けた2025年2月には200名を超える経済三団体代表訪中団が北京を訪れ、何立峰副総理との会見、王文涛商務部長との
意見交換などを行いました。2025年4月には関西大阪万博が開幕し、訪日中国人観光客数も増えて続けています。こうした背景の
もと、日中の相互交流による対話がいっそう活発になり、両国のさらなる経済発展につながることを願っております。

　2025年3月に開催された第14期全国人民代表大会第3回会議では、消費押し上げと投資効果の向上に力を入れ内需を全面的に
拡大すること、ハイレベルの対外開放を拡大し貿易・対中投資の安定化に積極的に取り組むことなどが示されました。本白書の主
要な訴求点である「公平性と予見性・透明性の向上によるビジネス機会の確保」はこれらの実現にあたっての土台となるものであ
り、中国が発展の質の向上を図るうえで不可欠なものです。本白書の建議には、中国政府が改革の深化を図るにあたり、ヒントとな
るものが多く含まれていると確信しています。

　中国日本商会は先人の業績を引き継ぎ、日中間の経済協力関係をさらに磐石なものとし、中国のビジネス環境をさらに良いもの
とするために、今後も中国の中央政府および地方政府に積極的に建議して参ります。在中国日本大使館、中国各地の在外公館にお
かれては、日本企業がおかれた事業環境の諸課題を踏まえ、2025年3月、約6年ぶりに開催された日中ハイレベル経済対話を含
め、日中両国間でのさまざまなレベルでの交流を深めていただき、戦略的互恵関係の包括的な推進につなげていただきたく存じ
ます。

　本白書は、すべて中国日本商会の会員である企業の方々から仕事の傍ら寄せていただいた玉稿から成っています。本白書には当
会のみならず中国各地の商工会組織から集められた意見が反映されています。御尽力いただいた方々に心からお礼を申し上げた
いと思います。

　本白書を通じて日中両国の対話が促進され、両国間の絆が深まり、共にさらなる発展に繋がることを切に願っています。

ご挨拶

本間-哲朗
中国日本商会会長
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2025年建議の訴求点

＜全体コンセプト＞

公平性と予見性・透明性の向上によるビジネス機会の確保

＜建議の三要素＞

1. 公平な競争
　秩序ある競争が行われる市場体系の建設のため、公平競争の阻害となっている各種制度の見直
し、政府調達や標準の策定等における国内企業と外資企業への公平な待遇、知的財産権制度のいっ
そうの改革を要望する。

2. 対外開放
　経済のグローバル化に適応するため、製造・サービス業分野での外資参入制限のいっそうの開放、
グローバルスタンダードのさらなる採用を要望する。

3. 行政の予見性・透明性向上と円滑化
　法治政府・サービス型政府の建設のため、行政手続の簡素化・迅速化、許認可・認証の大幅な
廃止を要望する。併せて、制度の運用・解釈の統一や制度変更の際の十分な準備期間の確保を要
望する。

＜本年の重点分野＞

1. 人的交流の活性化
　良好な日中関係の構築に向け、相互の理解と信頼を育むための環境づくりを要望する。その基礎
は円滑な人的交流であり、対話の促進が重要である。日本の一般旅券保持者に対するビザ免除措
置が 2024 年 11月に再開した。当該措置を歓迎するとともに、日本と中国における人的交流のさら
なる活性化を期待している。そのための在留邦人の安心・安全な環境づくり、反スパイ法など法令
の適用の不透明性の排除、ビザ免除措置の常態化を要望する。

2. 発展的且つ安定的な貿易関係の構築
　ルールに基づく自由で透明性の高い貿易体制を構築し、日中両国がグローバルな経済発展に寄与
すべく、貿易関連条例の整備を引き続き要望する。過度な輸出規制や貿易措置は民生用品のサプ
ライチェーンを阻害する影響にもなりかねず、真に安全保障にかかるものに限定し、適切な運用を
要望する。また、日本産食品等に対する輸入規制については早期解除・緩和を引き続き強く要望す
る。グローバルな貿易関係が国際情勢や政治的事情に左右されず、安定的な発展を遂げることを期
待している。
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3. 公平で適切な経済政策（政府調達・補助金・規制 等）
　中国政府が掲げる「質の高い発展」のためには外資企業による積極的な参画が必須である。「ハ
イレベルの対外開放の拡大」はその土台となるものであり、公平・公正な競争環境の構築に向けた
適切で透明性の高い経済政策の推進を要望する。政府調達への外資企業の効果的参画、内外無差
別の徹底、補助金政策や税制優遇などの公平な適用と企業支援策の統一的な情報提供を要望する。
政策策定においては、外資企業の声も十分に汲み取っていただきたい。力強い経済運営と公平な機
会の提供を期待している。

＜本白書について＞
・	「中国経済と日本企業白書」は、中国日本商会が、中国の中央政府および地方政府との対話促進
を目的として、中国各地の日系企業が直面している課題について建議を取りまとめたものである。
2010 年から毎年作成して、今年で16 冊目である。

・	本白書の作成に当たっては、中国日本商会および中国各地の商工会組織の日系企業 8,268 社に対
して意見募集を行い、日系企業の生の声として建議に生かしている。

・	本白書は、中国日本商会他の幹部から中央政府、地方政府の幹部に手交することとしている。原
則として、日本の経済団体合同訪中団のトップが中国中央政府の指導部に直接手渡す。

＜本白書の視点と価値＞
・	中国は外資企業に大きな市場機会（世界 GDPの約 17％）を提供しており、多くの進出企業の企
業収益の有力な源泉になっている。その表裏で、中国にとって外資企業は重要な経済の担い手に
なっているとも言える。改革開放後の中国経済の急速な発展を見ても、雇用機会の創出、経営技術・
技術の伝播、地元企業への波及効果などを通じて外資企業は中国経済に大きく貢献してきている。

・	中国と外資企業は、まさにウィンウィンの関係をこれまで培っている。「中国の健全な経済発展と
企業の成長を両立する」ことが、あらゆる関係者の利益の最大化につながる。

・	本白書は「投資を増やしたい」「国や地域の経済成長を実現したい」「雇用や税収を増やしたい」「企
業の健全な成長を実現したい」と考える組織や人の目的を達成する、具体的なヒントやアイディア
を多く含んでいる。

＜本白書の構成＞
・	エグゼクティブ・サマリーにおいて過去1年の改善の結果報告を行うとともに、今回の白書で改善
を期待する建議項目の主要なものをピックアップするとともに、建議項目の一覧を添付している。

・	本白書は「中国経済と日本企業の現状」「共通課題・建議」「各産業の現状・建議」「各地域の現状・
建議」の 4部に分かれ、全 27章、557の建議からなっており、主に次の分野をカバーしている。

	 共通分野：貿易、投資、競争法、税務・会計、労務、知的財産権、省エネ・環境、物流、政府調達、
商工会組織。

	 産業別：食品、電力、化学、医薬、家電、自動車などの製造業、通信、運輸、流通・小売、金融、
観光などのサービス業。

	 各地域別：華北、華東、華南、東北、中部、西部。
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中国経済の改革の方向性とビジネス環境
2024年白書を公表してからの一年、中国の内外のビジネ
ス環境は大きく変動している。米国における選挙、政権交
代と政策転換による米中関係の変化、貿易構造の急激な
変化を受けた欧州等との貿易摩擦など、外部環境に大きな
変化が見られる一方、国内的にもIT、AI、ロボティクスはじ
めとする諸々の先進技術導入や過去の急激な経済成長の
緩やかな鈍化、高齢化など社会構造の変化なども明らかに
なりつつある。このような情勢の変化を受けて、中国では、
データ三法、輸出管理法、政府調達法など幅広い法律の細
則策定や細則案の意見募集、これらの法に基づく規制対象
の公表や具体的措置の導入など外資企業の貿易・投資に
影響を与える措置が導入されつつある。

国務院は2025年2月に「2025年外資安定化行動方案」
を発表し、2025年の政府活動報告においても、対外開放
を堅持するとの方向を打ち出している。同方案は国務院が
2024年3月に発表した「ハイレベルの対外開放の着実な推
進と外資の誘致・利用の促進に関する行動計画」と同様こ
れまでの白書で示す建議と方向性を一にするものがあり、
行動方案・行動計画の着実な実施と実現が期待される。

商務部による外資への進捗説明会は継続的に開催され
ており、2025年2月の経済三団体訪中団と中国政府幹部と
の意見交換等からは、外資企業と対話をしつつビジネス環
境を整備しようとする姿勢がうかがえる。今後外資企業の
声が実施細則の策定や行政の運用に着実に反映されると
期待するとともに、進捗や改善事項につきすべての企業が
フォローしやすいよう、文書での進捗や改善状況の定期的
情報公開を要望する。

2025年3月に東京で開催された第6回日中ハイレベル経済
対話後、中国政府から同対話の成果が公表された。それらの
多くは本白書と方向性を一とするものであり歓迎したい。特
に、公正・透明・予見可能なビジネス環境の提供を目的とした
「日中ビジネス環境円滑化ワーキンググループ」の開催や、中
国政府部門と中国日本商会の対話の開催は日系企業が直面
している課題の解決に貢献し得るものである。是非とも積極
的且つ重層的な交流を基にした、日中双方にとってウィンウィ
ンとなる建設的対話が持続的に行われることを期待する。

2024年白書の建議のうち、改善が見られた主な項目を
挙げると以下のとおりとなる。

2024年白書 改善が見られた主な項目
(1) 一日も早いビザ免除措置の再開、ビザ審査期間

の短縮（2024年白書P.122「労務」①）
外交部は2024年11月22日の記者会見で、日本の一般旅

券保持者に対し2024年11月30日から2025年12月31日ま
での期間でビザ免除措置を適用すると発表した。ビザ免除
となる滞在期間は従来の15日以内から30日以内に延長さ
れた。当該措置を歓迎するとともに、日本と中国における
人的交流の活性化を期待する。ただし、当該ビザ免除政策
は2025年12月31日までに限り試行されるものであるため、
2025年12月31日以降も引き続きビザ免除政策を常態的に
施行することを要望する。

(2) データ三法における進捗
サイバーセキュリティ法、データセキュリティ法、個人情報
保護法の3つの法律（データ三法）の制定が行われ、弁法、
細則、標準等の策定が進んでいる。2024年3月に公布・施
行された「越境データフローの促進・規範化規定」により、
機微な個人情報を除き、個人情報の中国国外への越境移転
の際の手続が緩和されたことについては一定の評価ができ
る。また、2024年には一部の自由貿易試験区でデータの域
外移転に関するネガティブリストにて、データ域外移転安全
評価の申告や個人情報域外移転標準契約の締結、個人情
報保護認証の取得が必要な分野やケースが示された。この
ように、情報セキュリティに関する弁法や標準、ガイドライ
ン等の策定が進められ、相次いで公布されているが、これら
の策定過程において、外資系企業を含む関係者の意見を取
り入れるとともに、クラウドサービスなどの新しいビジネス
の発展を妨げることや、外国製品やサービスを差別的に取
り扱われることがないよう、制度の制定や運用面での配慮
を要望する。また、施行に際しては事前のガイダンスの提供
や十分な対応期間の確保および円滑な施行に向けた関係
政府部門間での調整・連携を要望する。

(3) 投資性公司の投資原資の多様化（2024年白書
P.338「銀行」⑩）
外資投資性公司の再投資について、商務部は2025年1月
の記者会見で、投資性公司の資本投資において国内借入を
利用できない現行の規制を解除すると発表した。投資性公
司における中国向けM&A等の資本投資は、これまで親会
社からの外債、中国国内傘下企業からの配当より拠出され
ることが一般的であったが、規制緩和によりグループ企業
の余剰資金等を充当できるようになる。商務部によれば、
外資企業による国内再投資が拡大するなか、外資からの改
善要望に対応するものと表明があった。早期に細則への反
映および具体的な運用の開始を望む。

(4) 電信業務ライセンスに関する外資規制の緩和
（2024年白書P.276「情報通信」1.）
データセンターやクラウドサービス等の付加価値電信
サービスにおいて、2024年10月23日に施行された一部地
域での試行については歓迎したい。当該分野における対外

エグゼクティブ・サマリー
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開放が一部地域に限ったものではなく、全国的に展開さ
れ、外資系企業が自国で培ったノウハウを活用し、中国で
魅力的なICTサービスを展開できるよう、引き続き緩和する
ことを要望する。

(5) 化粧品安全評価の適切な運用整備等（2024年白
書P.230「化粧品」7.）
当初2024年5月からの開始が予定されていた化粧品安
全評価報告書（完全版）について、2024年4月に「国家薬
監局による化粧品安全評価管理の一部措置の最適化に関
する公告（2024年第50号）」により開始時期を1年間の猶
予期間を設け、2025年4月30日までこれまでの化粧品安
全評価報告書（簡易版）での申請も受理するとされた。化
粧品安全評価報告書（完全版）への移行における準備期
間の延長は歓迎するところである。化粧品安全評価報告書
（完全版）の提出にあたっては、過度な要求にならない適
切な記載要求を引き続き要望する。

(6) 小売業界における模倣品の販売（2024年白書
P326.「小売」⑪）
これまで小売業界においても正規商品ではない商品が
多く販売されていたが、模倣品販売を行う店舗への取り
締まりもあり、以前と比較すると改善の傾向にある。しか
しながら、商標権を違法に侵害し、模倣商品を製造する
業者、それを知りながら販売をする業者は依然として存在
していることからも、引き続き処罰を強化し、市場に流通
する違法・規則違反の商品の取り締まりを実施いただき
たい。

(7) 電子発票の促進（2024年白書P.118「税務・会
計」⑫）
特に2024年の1年間において、電子発票の導入エリアは
拡大し、ほぼ中国全土に広がって促進された。

中国経済における日本企業の貢献
中国が成長の質と効率の向上を図りながら経済成長を
実現していく中で、日系企業は重要な役割を果たしてき
た。貿易に関しては、中国海関統計によると、日本は第3位
の貿易相手国（2024年輸出入総額）であり、中国にとって
日本は貿易総額の5.0％を占める重要な貿易パートナーと
なっている。

投資に関しては、中国国家外貨管理局によると、2024年
の国際収支統計における中国の対内直接投資額は45億ド
ルで前年比89.5％減となった。他方で、統計基準は異なる
ものの、日本の財務省（速報値）によると、2024年の日本
から中国へのネットの直接投資は4,931億円の前年比1.0％
増となっている。日本の外務省の「海外進出日系企業拠点
数調査令和5年版」では中国の日系企業の拠点数が3万
1,060拠点となっており、大企業から中小企業、幅広い産
業の日系企業が中国で活動を行っている。

日系企業の中国へのスタンス
中国日本商会の第6回景気・事業環境認識アンケート
（2025年2月12日発表）によると、2024年対比で2025年
の中国への投資額を増加させるかとの問いに対し、回答し
た在日系企業（1,484社）のうち16％の企業が「大幅に増
加させる」または「増加させる」、42％の企業が「2024年
と同額」と回答している。また、2025年以降の中国市場を
どう考えているかという問いに対して、53％の企業が「一番
重要な市場」または「三つの重要な市場の一つ」と回答して
いる。ジェトロの調査（2024年度海外進出日系企業実態
調査）においては、今後の1～2年の事業展開について在中
国日系企業のうち「拡大」と回答した企業は21.7％と前年
に続き3割を切り慎重な姿勢がみられるが、「現状維持」
は64.6％と大多数の日系企業は中国市場でしっかりと根
を下ろしてビジネスを続けていく強いコミットメントを持っ
ている。前述の第6回日本商会アンケートにおいては、中国
の事業環境に「非常に満足」と「満足」と回答した企業は
64％に上っており、1年前の第2回日本商会アンケートと比
較すると10ポイント改善している。中国政府による事業環
境の改善の努力は見られるが、国内企業との不平等さや、
当局による突然の検査実施、制度の不透明性や煩雑性に
対する改善要望が挙げられており、引き続き事業環境の改
善を求めたい。

中国政府に期待すること
中国政府は2025年の政府活動報告において、外部環
境がいかに変化しても、終始一貫して対外開放を堅持し、
「ハイレベルの対外開放を拡大し、貿易・対中投資の安定
化に積極的に取り組む」こととしている。また、貿易安定化
政策の実施に注力し、企業の安定性と市場開拓を支援する
としている。さらには外商投資を大いに奨励するとして、外
国投資家による再投資拡大を奨励し、産業チェーンへの参
加を支持することを明らかにしている。日本企業としてはこ
れまでのように、あるいはそれ以上に、中国の質の高い経
済発展に貢献をしていきたいと考えている。

良好な日中関係の構築には、相互信頼を育くむための環
境が重要である。相互信頼の土台となるのは人的交流であ
り、短期ビザ免除措置の再開による効果を期待したい。そ
のためには、在留邦人の安心・安全な環境づくりは必須で
ある。また、反スパイ法の運用の不透明性の排除など、予
見可能なビジネス環境の確保を期待する。

また、両国政府間のハイレベルの対話や往来が国際情
勢や政治的情勢に左右されず、定期的且つ確実に開催さ
れることを期待したい。過度な輸出規制や貿易措置の応酬
は、民生用品のサプライチェーンを阻害する影響にもなり
かねない。真に安全保障にかかるものに限定し、適切な運
用を要望する。

中国政府により改革・開放路線が適切な形で進められ
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れば、両国間の貿易・投資関係が深化するポテンシャルは
まだまだ大きい。中国政府においては経済建設のプライオ
リティを高め、さらなる経済対策を行い、経済の安定的発
展を引き続き期待する。さまざまな経済主体が中国経済へ
の自信を取り戻し、中国のポテンシャルを最大限発揮でき
るよう、力強い経済運営に期待したい。

改革の深化にあたり、長きにわたり中国で事業に携わっ
てきた日系企業が直面している課題の分析と解決のため
の建議をとりまとめた本白書にはヒントとなるものが多く含
まれると確信している。この中の少しでも今後の政策運営
の参考としていただきたい。

本白書では、日本企業が、中国ビジネスの現場で直面し
ている課題を各分野・業種・地域で557の建議を集約して
いる（別表）。そのうち、主要なものを「公平な競争」「対外
開放」「行政の予見性・透明性向上と円滑化」の3つの観
点から整理すると、下記のとおりである。

建議の三要素と主要な建議
(1) 公平な競争
第14次5カ年規画では、高水準な市場体系を建設し、平
等な参入や公正な監督管理を堅持し、公平な競争が行わ
れる国内統一市場を形成することが強調された。外資投資
法および外商投資法実施条例においては、内資外資平等
の原則がうたわれている。2025年3月の全人代の政府報告
においても「外資企業の内国民待遇を着実に確保し、『投
資中国』のブランド力を高め、外資企業のよりよい発展を
後押しする」としている。本白書では市場原理が十分に活
きるように、公平競争の障害となっている各種制度の見直
しや、透明性の高い市場経済ルールの整備とその適正な
運用を要望する。

・輸出許可申請の円滑化・迅速化（第2部第1章- 貿
易①）

・輸出管理法の関連細則や管理品目の公表および国際標
準に則した運用（第2部第1章-貿易②）

・公的標準策定プロセスの運営方法統一と透明性・公平
性の向上（第2部第2章-投資⑨）

・大型企業等による優越的地位の濫用に対する規制の導
入をめぐる慎重な検討、または当該規制における不
明確な点の解明（第2部第3章-競争法⑩）

・外国の著名商標保護強化（第2部第6章-知的財産
権②）

・政府調達における原産地認定基準の早期明確化（第2
部第9章-政府調達①）

・外資系企業と中央企業・国有企業の公平且つ公開取
引が可能なビジネス環境の構築（第2部第9章-政府調
達④）

・「安可」「信創」制度の明確化と認証製品に関する情
報公開（第2部第9章-政府調達⑧）

・日本産水産物の輸入一時停止措置の撤廃（第3部第1
章-農林水産業・食品④）

・輸入通関時の追加証明書の法令に基づく対応の徹底、
従来どおりへの期間短縮（第3部第1章-農林水産業・
食品⑤）

・日本産食品の輸入規制の解除・緩和（第3部第1章-農
林水産業・食品⑥）

・医療機器等：輸入品に対する調達品選定プロセスの
適正化（第3部第4章4.-医療機器・体外診断用医薬
品⑦）-

・情報セキュリティに関する国産要求（第3部第4章9.-
事務機器⑦）

(2) 対外開放
第14次5カ年規画においては「より高水準な開放型経済
新体制の建築」として、対外開放のレベルを全面的に引き
上げ、貿易・投資の自由化・円滑化を推進し、高水準な対
外開放を進めることとされている。2025年3月の全人代の
政府報告においても「サービス業開放拡大総合モデル事
業を推し進め、インターネット、文化などの分野の秩序ある
開放を推し進め、電気通信、医療、教育などの分野の開放
の試行を拡大する」としている。今後このような自由化の方
向性が法令改正に反映され、外資企業がより広い範囲で
中国経済に貢献していくことができると期待している。

・外商投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）のさ
らなる緩和（第2部第2章-投資⑥）

・ネガティブリスト以外の法律・法規による参入規制の
緩和（第2部第2章-投資⑦）

・規制緩和に向けた体制整備（第2部第2章-投資⑧）
・環境プロジェクトへの日系企業参入に向けた配慮（第
2部第7章-省エネ・環境⑦）

・外国企業・海外コンテンツに関する中国市場参入規制
の緩和（第3部第5章3.-コンテンツ①②③）

・外商独資旅行社へ中国公民に対するアウトバウンド業
務の全面開放（第3部第9章1.-旅行⑥）

(3) 行政の予見性・透明性向上と円滑化
第14次5カ年規画では、放・管・服（行政簡素化と権限
委譲、監督管理の強化、サービスの最適化）改革を深化さ
せ、行政許可事項をスリム化していくことが強調されてい
る。法に基づく規制が進められており、適切な法制度整備
および執行が進められると期待している。

中国政府として「中国式現代化」および「改革開放」を
進める中で規制・制度を変更していくことは当然のことで
ある。規制・制度の変更を実施する場合には、十分な準備
期間を確保し、文書で事前にホームページに掲載するなど
情報開示時期および具体的実施方法について配慮するよ
う要望する。政策・法律・計画の策定をする際、外資系企
業を含む関連業界との情報交換、関係国政府機関との調
整も十分に行いつつ進めるとともに、実施細則等の規制の
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整備や解釈の明確化、問い合わせ窓口の明確化が引き続
き必要である。日系企業が法令遵守を適切に行うにあた
り、当局による監視や取り締まりなど執行面において、担当
者の恣意的な対応ではなく、内外資問わず統一した基準に
基づく運用がなされることを要望する。加えて、企業に対す
る行政指導等を行う際には、その根拠法令やデータ等の
違反根拠を書面で示す等の説明を要望する。

・税関規則・規定に対する解釈の統一および統一的運用
の強化（第2部第1章-貿易⑤）

・「信頼できないエンティティ・リスト規定」の公平・
透明な運用（第2部第2章-投資③）

・連続的・継続的な統計・調査データの発表（第2部第
2章-投資⑯）

・企業支援策の統一的な情報提供（第2部第2章-投
資⑰）

・税務規則の一貫性のある公平な適用（第2部第4章-税
務・会計①⑫⑬）

・外国籍人員に対する免税措置の恒久化（第2部第4章-
税務・会計③）

・日本人入国ビザ免除政策の常態化（第2部第5章-労
務①）

・製品安全規格GB-4943.1-2022における国際規格に
沿った市場監督の運用（第3部第4章8.-家電⑤）

・重要データをはじめとする情報セキュリティ制度の制
定・運用における企業への配慮（第3部第5章1.-情報
通信③）

・長期介護保険制度の早期全国統一導入（第3部第10章-
高齢者関連サービス・産業②）

図１： 日本の対中投資
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図２： 前年と比較した2025年の投資額
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出所：-中国日本商会「会員企業景気・事業環境認識アンケート結果-
第6回」

図３： 在中国日系企業 今後1～2年後の事業展開
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出所：-ジェトロ「海外進出日系企業実態調査」
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＜第２部＞
第１章：貿易
①	輸出許可申請の円滑化・迅速化
②	輸出管理法の関連細則や管理品目の公表および国際標準に則した運用
③	塩化チオニルを一定量含むリチウム電池の輸入許可制度の撤廃
④	関連規制・制度の情報開示時期および具体的実施方法の事前通知化
⑤	税関規則・規定に対する解釈の統一および統一的運用の強化
⑥	HS番号対象品目の詳細解釈資料の公開
⑦	HSコード修正時の提出資料確認の迅速化、および適切な修正期間の設定
⑧	保税工場間にてHSコードが異なる際の内陸輸送取り扱い
⑨	通関所要時間の調査およびその公表、商品検査リードタイムの短縮
⑩	通関申告地と検査検疫組織間の連携強化、通関申告地での法定検査受検の取り扱い
⑪	通関後の輸出入申告事項の修正の可否明確化、自主的な修正申告が認められる事例の提示
⑫	貨物貿易の外貨支払業務における規制緩和の継続
⑬	サービス貿易における課税要否や課税価格判断根拠の明確な提示
⑭	原産地証明書発給機関に対するFTA条文の遵守指導
⑮	RCEP協定利用におけるHSコード分類判断相違時の協調体制の構築
⑯	税関高級認証企業標準における認証企業の判断基準について実態に則した対応
⑰	AEO制度運用方法の改善ならびに再認証申請不可期間の短縮
⑱	保税工場から中国国内への輸入に対する運用条件の明確化とルール整備
⑲	米中貿易摩擦の早期解消

第２章：投資
1.	 公平な競争環境の確保
①	外商投資法および外商投資法実施条例の細則整備
②	制度運用の透明化
③	「信頼できないエンティティ・リスト規定」の公平・透明な運用
④	「外国の法律および措置の不当な域外適用を阻止する規則」の運用基準明確化
⑤	「外商投資安全審査弁法」の対象範囲明確化

2.	 対外開放の拡大
⑥	外商投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）のさらなる緩和
⑦	ネガティブリスト以外の法律・法規による参入規制の緩和
⑧	規制緩和に向けた体制整備

建議一覧
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3.	 政府の規制運用・手続の明確化・簡素化
⑨	公的標準策定プロセスの運営方法統一と透明性・公平性の向上
⑩	標準・認証関連情報の適切な開示と公布から実施までの十分な猶予期間の設定
⑪	国有資産の譲渡手続の簡素化・明確化
⑫	事業再編手続の簡素化
⑬	株式譲渡に関する手続の明確化・簡素化
⑭	土地使用許可更新に関する詳細規定の制定
⑮	外国人の法定代表者によるオンライン手続

4.	 情報公開の推進
⑯	連続的・継続的な統計・調査データの発表
⑰	企業支援策の統一的な情報提供

第３章：競争法
1.	 中国における競争法関連法令の全般について
①	「独占禁止法」に基づく関連の実施細則と運用ガイドラインの改正の早期完了
②	加重処罰適用要件と処罰確定基準の明確化
③	「外商投資安全審査弁法」のさらなる整備
④	標準必須特許の開示義務の軽減、善意交渉制度の具体的な運用方法の明確化
⑤	「事業者団体に関する独占禁止ガイドライン」のさらなる具体化
⑥	企業結合に関連する法執行基準と審査指導等の公布、実施の迅速化

2.	 独占的協定について
⑦	セーフハーバー制度の運用基準の明確化、同制度の適用範囲の拡大
⑧	垂直的協定におけるリニエンシー制度の適用可否の解明
⑨	個人を対象とする責任追及制度の運用基準の明確化

3.	 市場支配的地位の濫用について
⑩	大型企業等による優越的地位の濫用に対する規制の導入をめぐる慎重な検討、または当該規制における不明確な点
の解明

⑪	買掛金・代金決済をめぐる大手企業への指導の提供
⑫	知的財産権への過度な制限の緩和

4.	 企業結合について
⑬	企業結合届出・審査制度における不明確な点の解明
⑭	簡易届出制度の運用上のさらなる改善、案件受理・審査期間の短縮

5.	 行政権力の濫用による競争の排除および制限について
⑮	行政権力の濫用による競争の排除および制限行為に対する規制の整備

6.	 商業賄賂について
⑯	「不正競争防止法」の改正作業の加速、法令内容の整備
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第４章：税務・会計
1.	 税務

(1)	制度運用／税収管理
①	税収徴収管理の安定化
②	重点企業グループに対する管理強化

(2)	所得税（個人所得税・企業所得税）
③	外国籍人員に対する免税措置の恒久化
④	法人に対する連結納税制度の導入
⑤	欠損金の繰り戻し還付
⑥	組織再編上の課税
⑦	租税条約における源泉税率

(3)	移転価格税制
⑧	移転価格調査における税務機関の姿勢
⑨	日中APAの申請手続のさらなる円滑化

(4)	印紙税
⑩	印紙税法における海外企業への課税

(5)	増値税
⑪	増値税の仕入税額控除対象の拡大
⑫	留保額還付手続における実務運用

(6)	税務調査
⑬	法に基づいた税務調査における執行の担保

2.	 会計
⑭	企業の自主的判断での決算期設定
⑮	新会計準則移行措置の統一とIFRSコンバージェンスの促進

第５章：労務
1.	 就労および出入国関連
①	日本人入国ビザ免除政策の常態化
②	旧パスポートの提出を不要とし、申請書類を簡素化する
③	外国人の指紋・顔写真などの情報採取回数の削減
④	S2ビザ申請条件の緩和
⑤	外国人の地域を跨ぐ転勤による就業·居留手続のさらなる簡素化、および新政策の十分な告知後の実施
⑥	外国人帰国者の銀行口座凍結措置の撤廃、または国外での凍結解除手続の許可
⑦	各地の就労許可、居留許可の手続プロセスおよび手続期間の統一、処理期間の短縮

2.	 社会保障
⑧	外国人の医療保険等その他社会保険項目の強制納付義務の免除
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⑨	社会保険、住宅積立金の追納期間および時効を合理的に設定し、社会保険納付基数、料率の調整時期を固定する
⑩	社会保険·住宅積立金の全国統一計画の早期実現

3.	 労働管理
⑪	「月間残業時間が36時間を超えてはならない」という強制規定の見直し
⑫	女性従業員の身分定義基準の明確化、女性従業員の統一的退職年齢基準の制定
⑬	医療期間関連の法律整備、および重症・軽症による医療期間を明確に区分する

第６章：知的財産権
1.	 知的財産の適切な保護の促進

(1)	出願権利化プロセス・保護期間の合理化・適正化（建議先：国家知識産権局）
①	意匠制度の見直し
②	外国の著名商標保護強化
③	商標審査における意見書提出機会の付与
④	「商標法」第10条第1項第7号の適用範囲の明確化
⑤	商標審査における情報提供制度の導入
⑥	商標審査審理の延期
⑦	商標出願の拒絶査定に対する復審の請求期間の延長
⑧	商標コンセント制度の導入
⑨	特許請求の範囲や明細書の記載要件および補正制限の緩和

2.	 知的財産にかかわる公正な競争環境の実現

(1)	模倣行為抑制に向けた諸施策
⑩	再犯防止（建議先：国家市場監督管理総局、税関総署、公安部）

(2)	インターネットを介した模倣品販売の対応
⑪	知的財産保護プログラムの整備強化（建議先：国家市場監督管理総局、国家知識産権局、工業情報化部）
⑫	模倣品の海外流出への対応（建議先：海関総署）

3.	 知的財産にかかわる紛争処理の公平化・合理化
⑬	司法機関・行政機関の期日・期限設定における配慮（建議先：最高人民法院、国家市場監督管理総局、国家知識産権局）
⑭	実用新案権および意匠権行使時の注意義務化（建議先：国家知識産権局）
⑮	情報公開の促進（建議先：国家知識産権局、最高人民法院）
⑯	商標検索システムの安定性と利便性の向上（建議先：国家知識産権局)
⑰	ライセンス技術の保証期間等（建議先：商務部）

第７章：省エネ・環境
1.	 カーボンニュートラルの実現に向けた取り組み
①	日系企業の参入・貢献の実現に向けた機会創出

24 中国経済と日本企業2025年白書



長体は96％まで 建議一覧

②	電力制限の回避と安定的な電力供給の実現
③	再生エネルギー活用に向けた奨励策の拡充
④	自動車業界における重複規制の回避
⑤	再生エネルギー証書の相互承認の実現
⑥	排出権取引市場拡大施策の調和のとれた実施

2.	 環境対策
⑦	環境プロジェクトへの日系企業参入に向けた配慮
⑧	急な生産停止措置の回避
⑨	行政指導等の法令等に基づく統一的基準による実施
⑩	新規法令等策定時の企業運営への配慮
⑪	VOC規制への対応負担軽減策
⑫	国際的なルールと常識に則った標準検討
⑬	日系企業に公平的な標準作成・検討機会の確保
⑭	生物多様性保護技術の導入促進

第８章：物流
①		 検査時の荷役品質の改善、貨物施設の整備、物流業者による立ち入り・立ち合い規制の緩和
②		 通関一体化のいっそうの推進と規制変更の事前通知
③		 検疫対策と食品輸入規制の標準化および統一的運用
④		 化学品輸入手続の効率化と柔軟対応
⑤		 危険品輸送の規制緩和
⑥		 単一窓口プラットフォームのデータ統計ダウンロード機能の再開放
⑦		 道路運輸許可取得に関する規制緩和
⑧		 新しい船舶燃料の安定供給
⑨		 完成車輸出入税関手続の一体化促進および「沿岸輸送特許」の制度化実現
⑩		 サンプル品や中古品輸入の際、輸入許可の要否、中古品の認定の統一
⑪		 関連規制・制度の情報開示時期および具体的実施方法の事前通知化
⑫		 貿易上の制限、海運および港湾関連の規則の変更等における事前の明示

第９章：政府調達
①	政府調達における原産地認定基準の早期明確化
②	WTO「政府調達協定」(GPA)の交渉推進の継続的加速、GPAへの早期加盟
③	政府調達分野における「公平競争審査条例」の適切な実施
④	外資系企業と中央企業・国有企業の公平且つ公開取引が可能なビジネス環境の構築
⑤	各地方における「重点産業」定義の統一を要望する
⑥	外資系企業における政府出資基金支援の平等な獲得
⑦	セキュリティ要件による事実上の自国製品優遇
⑧	「安可」「信創」制度の明確化と認証製品に関する情報公開
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第10章：商工会組織
①	各地域商工会の法人化
②	中国企業在籍外国人の商会加入

＜第３部＞
第１章：農林水産業・食品　
1.	 生産許可関係
①	ラベルの原料記載内容の見直し
②	新しい食品分野の基準策定
③	食品工場の立ち入り検査の基準統一

2.	 食品輸出入関係
④	日本産水産物の輸入一時停止措置の撤廃
⑤	輸入通関時の追加証明書の法令に基づく対応の徹底、従来どおりへの期間短縮
⑥	日本産食品の輸入規制の解除・緩和
⑦	輸入食品添加物のGB策定の加速
⑧	不正規輸入食品の取り締まりのさらなる強化　

3.	 食品物流関係
⑨	食品物流車両の例外措置
⑩	物流過程での温度帯変更
⑪	食品包装の消費期限細分化　

4.	 消費者対応関係
⑫	悪質クレーマー行為に対する公正な判断

第２章：電力
①	電力安定供給の確保
②	グリーン・低炭素エネルギー転換への貢献
③	電力市場取引の透明性、公平性の確保

第３章：建設業　１.	建設
①	建築業に従事する社員における資格取得制度の内外無差別な取り扱いと法令整備
②	二級建造師受験要件における社会保険納付先による受験・登録制限の撤廃
③	プロジェクトに対する品質終身責任制の撤廃
④	各地域における施工許可申請の諸要求の緩和・統一化
⑤	工事停止命令の抑制、期間短縮、事前通知
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⑥	農民工給与専門口座の取り扱い規制の緩和
⑦	外国人の外地での就労および滞在許可の申請の簡素化
⑧	省を跨ぐ異動のあるプロジェクト契約社員の給与所得申告の納税窓口統一化、簡便化
⑨	すべての施工資質証書の電子化

第３章：建設業　２.	不動産
1.	 300㎡を超える工事に対する工事申請のルールについて
①	工事申請の簡素化

2.	 外国人の臨時住宿登記のルールについて
②	登記が必要な場合のルールや運用方法の統一
③	臨時住宿登記システムの不具合の解消

3.	 不動産広告について
④	事実と異なる不動産広告掲載に対する法細則の整備

第４章：製造業　１.	繊維・アパレル
①	中国縫製業の競争力回復のための貿易協定推進
②	環境対応に関する協力と情報交換
③	繊維製品の知的財産保護
④	保税加工貿易のロス率許容範囲の拡大
⑤	アパレル製品品質表示の適切な制度運用
⑥	消防、環境等に関する工場管理強化の現実に則した実施

第４章：製造業　２.	化学品
1.	 全般
①	カーボンニュートラル
②	化学工場の強制移転

2.	 安全および環境保全
③	危険化学品企業主要責任者（外国籍）の資格および安全教育と資格試験について
④	プラスチック問題
⑤	安全検査基準
⑥	工業園区の環境基準について

3.	 化学品管理
⑦	危険化学品法規制の制度上の齟齬の解消
⑧	少量危険化学品の許可申請免除
⑨	新化学物質環境管理登記（簡易登記）の「環境リスク累積」の文書化と合理化
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⑩	重点管理新汚染物の閾値設定
⑪	新規化学物質環境管理登記制度での社名変更・登記証取消申請の簡略化

4.	 輸出入、通関関係
⑫	危険分類GHSの全国的な基準統一
⑬	税関政策運用開始時の準備
⑭	危険化学品/危険貨物の返送手段の確立

第４章：製造業　３.	医薬品
①	新法規作成・改正時における当局と民間の交流深化、新規法規制施行時のガイドライン即時公布ならびに運用に関す
る配慮

②	海外MAHに対する実施細則の早期公布および内外格差の是正
③	ICH実装のプロセスの確実な推進を中心とした国際基準への規制調和
④	中国国外への検体持ち出し制限の緩和および審査手続の簡素化
⑤	医薬保障改革の推進
⑥	当局相談制度のタイムリーな実施と交流機会のさらなる充実
⑦	データ保護期間の設定および特許承認のさらなる推進
⑧	中国での処方薬の適正使用の推進による患者保護の徹底
⑨	OTCによるセルフメディケーションの推進

第４章：製造業　４.	医療機器・体外診断用医薬品
1.	 薬事登録
①	医療機器登録申請段階の相談
②	登録審査に関して
③	延長登録に関して
④	医療機器の分類に関して

2.	 政府事務

(1)	外資系企業の公平な扱いに関して
⑤	政府調達での輸入品と国産品の公平な競争の実現
⑥	国産品の登録・認可基準の統一化に関連した外資系企業のコア技術の保護
⑦	輸入品に対する調達品選定プロセスの適正化
⑧	偽造医療機器の排除

(2)	製品分類・費用徴収・保険支払い制定と運用に関して
⑨	消耗品の分類区分の適切化
⑩	革新的医療機器に対する政策支援の強化
⑪	国家医療サービス価格ガイドライン関連の各政策の明確化
⑫	消耗品医療保険目録の各政策明確化
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(3)	帯量購買の運用改善
⑬	多角的・総合的な評価ガイドライン制定と運用法の見直し
⑭	各関連運用の改善
⑮	入札・購買システムのプラットフォーム運営の健全化

3.	 市販後の監督管理
⑯	市販後監督管理規準の統一化
⑰	市販後の監督管理措置の革新
⑱	能動医療機器使用期限に対する監督管理の改善
⑲	市場抜き取り検査業務の規範化
⑳	医療機器ネット販売規制の強化
㉑	有害事象モニタリングの質の向上

4.	 通関関連

(1)	企業の合法性向上のための税関による公式分類参考APPの提供
㉒	税関によるHSコード分類APP等の発布
㉓	HSコード判定標準の全国統一化
㉔	合法性リスクとコストの低減

(2)	検査検疫期限および統一した監督管理要求の明確化による全体的な通関効率化
㉕	監督管理要求および検査資料の統一化と明確化
㉖	検査フローの改善および検査証明書発行期間等の規定

第４章：製造業　５.	化粧品
1.	 化粧品安全評価報告書（完全版）の適切な運用
①	化粧品安全評価報告書（完全版）の記載項目に関する要望
②	登録・備案済商品、既販売商品に関する要望
③	CMA認証機関に関する要望
④	軽微変更における審査期間に関する要望

2.	 原料安全性登録の適切な運用
⑤	原料安全性登録申請に関する要望
⑥	ナノ原料に関する要望

3.	 化粧品ラベル表示規制の適切な整備
⑦	ラベル記載に関する要望
⑧	ラベル変更申請に関する要望

4.	 化粧品監督管理条例および各種関連法規の管理運用体制の整備
⑨	電子申請制度運用における猶予期間設定の要望
⑩	中央と地方の一貫した法規管理運用を要望
⑪	対話・交流深化に関する要望
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5.	 海外製造拠点査察に関する柔軟な対応
⑫	海外査察基準の拡大の要望

6.	 効能効果評価の柔軟な運用
⑬	CMA認証機関の取り組みに関する要望

7.	 化粧品副作用監視管理に関する柔軟な運用
⑭	化粧品副作用報告の基準に関する要望

8.	 新原料登録の柔軟な運用
⑮	他国での使用実績からの登録緩和の要望
⑯	国際安全性評価データ記載原料の登録の要望
⑰	代替法試験に関する運用緩和・拡大の要望

第４章：製造業　６.	セメント
1.	 生産能力過剰問題関係
①	生産ピークシフト政策措置の公平性の見直し

2.	 採鉱許可証期間延長手続の適正化
②	採鉱許可証期間延長に際しての申請受け付け期限の見直し

3.	 地方政府による政策的閉鎖命令の問題
③	移転・閉鎖命令の適切なプロセスと遅滞ない補償の要望

第４章：製造業　７.	鉄鋼
①	鉄鋼生産について
②	世界の鉄鋼過剰生産能力問題に対する取り組み
③	鉄鋼貿易
④	省エネ・環境対策について
⑤	統計

第４章：製造業　８.	家電
1.	 廃棄電器電子製品回収処理管理条例関連
①	廃棄電器電子製品回収体制および解体廃棄物処理施設の整備強化
②	生産者責任延伸制度の制定時における実証活動成果の公開、共有およびその考慮

2.	 省エネ関連（エネルギー効率ラベル制度）
③	エネルギー効率ラベル制度および関連法規・基準の整理と効率的運用
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3.	 物流関連（輸送包装規制）
④	「包装性能証明書」基準の見直しおよび規制緩和

4.	 製品安全規格
⑤	製品安全規格GB	4943.1-2022における国際規格に沿った市場監督の運用

第４章：製造業　９.	事務機器
①	製品標識標注規定廃止に対する代替措置
②	「電器電子産品有害物質制限使用管理弁法」
③	模倣品（消耗品）取り締まり
④	改造機の取り締まり
⑤	技術標準・製品認証
⑥	「安可」または「信創」
⑦	情報セキュリティに関する国産要求

第４章：製造業　10.	電子部品・デバイス
①	政府出資基金の外資企業への開放（建議先：工業情報化部）

第４章：製造業　11.	自動車
1.	 自動車全般

(1)	ダブルクレジット規制(CAFC/NEV規制)
①	カーボンニュートラル関連政策の整理および業界意見聴取
②	電力・充電インフラ関連政策の整備
③	低燃費車への優遇継続
④	柔軟な制度の運用

(2)	CAFC（GB27999:企業平均燃費規制）
⑤	オフサイクルクレジット制度の長期制度としての確立と拡大
⑥	低燃費車優遇の継続・拡大

(3)	データセキュリティ関連規定
⑦	規定策定に際する業界意見の聴取
⑧	制度の簡素化

(4)	ICV関連政策・法規・強制標準
⑨	ロードマップの策定および強制化の明確化
⑩	ADAS機能のレベルに応じた技術要件の適用
⑪	60GHz帯レーダー部品の認可
⑫	自動運転の社会受容性向上
⑬	AECSに関するコールセンターの早急な構築
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(5)	次期排ガス規制
⑭	地方での先行適用の回避

(6)	「道路機動車両生産企業および製品参入管理弁法」
⑮	研究開発能力の要件緩和

(7)	燃料電池車(FCEV)関連政策
⑯	公平な支援および関連政策の策定

(8)	CCC認証に関する手続簡素化および相互承認の徹底
⑰	自動車補修部品の認証簡素化

(9)	GBおよびGB/Tに関する要望
⑱	標準の公布日から実施日までの十分な猶予期間の設定、強制標準とその並列標準の同時公布
⑲	標準策定段階での運用の決定
⑳	適切なリードタイムの設定

(10)	公告管理（工業情報化部管轄）
㉑	新技術の迅速な導入に向けた制度

(11)	自動車リサイクル規制
㉒	規制の明確化および重複規制の回避

(12)	自動車衝突評価
㉓	第三者安全評価の整理・統合

(13)	地方政府における認可制度
㉔	地方政府独自認可制度の廃止

(14)	自動車購置税減免および自動車税制
㉕	自動車税制の見直し

(15)	自動車リコール実施率の向上
㉖	「機動車安全技術検査項目と方法」に基づく早急なリコール実施
㉗	車検止め/公道走行許可剥奪制度の導入
㉘	リコールに際する個人情報の提供

(16)	自動車販売管理弁法（2017年）
㉙	純正同質部品の定義明確化

(17)	交通事故データの開示
㉚	交通事故データの開示

(18)	福祉車両への支援
㉛	高齢者をはじめ福祉用車両への支援

2.	 二輪車

(1)	二輪車の高速道路・都市中心部への乗り入れ規制撤廃
㉜	二輪車の高速道路・都市中心部への乗り入れ規制撤廃
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(2)	機動車強制廃車標準規定
㉝	二輪車使用期限13年の撤廃

(3)	二輪車生産・販売統計の発行
㉞	二輪車生産・販売統計の発行

(4)	二輪車認証基準
㉟	二輪車認証基準の国際調和

(5)	二輪車輸入通関
㊱	二輪車輸入通関の検査簡素化

第５章：情報通信業　１.	情報通信
1.	 電信業務ライセンスに関する外資規制の緩和
①	外資系事業者による電信サービス再販へのさらなる規制緩和
②	付加価値電信サービスのライセンス取得に関する外資規制の緩和

2.	 情報セキュリティ関連
③	重要データをはじめとする情報セキュリティ制度の制定・運用における企業への配慮
④	「データフリーフローウィズトラスト」のコンセプトに基づくデータセキュリティ関連政策の策定

第５章：情報通信業　２.	ソフトウェア
①	ソフトウェア人材育成
②	日本への中国人社員の出向・研修時の課税などにかかわる問題
③	知的財産権の保護
④	ソフトウェア事業環境変化に伴う優遇策
⑤	社会基盤整備等の政府主導プロジェクトへの参入機会の拡大
⑥	クラウド等ソフトウェアサービス事業の扱い
⑦	中国データ三法への対応策や運用のガイドライン整備

第５章：情報通信業　３.	コンテンツ
1.	 外国企業・海外コンテンツに関する中国市場参入規制の緩和
①	海外コンテンツに関する事前内容審査・検閲規制の緩和
②	海外コンテンツの総量規制の緩和
③	外資規制の撤廃、緩和、実務上の運用改善

2.	 著作権関係制度の整備、商標冒認出願の対応強化
④	著作権関係制度の整備
⑤	商標冒認出願の対応強化
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3.	 非正規コンテンツの市場からの排除
⑥	著作権侵害に対する行政取り締まりの強化
⑦	海賊版・無許可コンテンツに対する監督管理の強化
⑧	ゲーム配信アプリプラットフォーマーの監督管理の強化
⑨	著作権保護に関する普及啓発

4.	 コンソールゲーム産業の振興
⑩	コンソールゲームの振興に向けた政策支援と規制緩和

第６章：運輸業　１.	海運
①	LNG	燃料供給の規制緩和
②	入港航路を含めた港湾近辺の水路情報の開示
③	貿易上の制限、海運および港湾関連の規則の変更等における事前の明示

第６章：運輸業　２.	空運
①	定期便、不定期便に対する運航認可手続の迅速化
②	外国商業航空運送事業者業務に関する承認期間の短縮
③	IATAスロット会議における各国航空会社要望に対する回答の早期化
④	混雑空港におけるスロット配分および運用についての、IATAルールの正確な適用と透明性のある運用
⑤	外国航空会社への適宜適切な情報提供
⑥	中国発着便の管制事由による出発遅れの改善
⑦	空港制限区域内立ち入り許可証交付手続の迅速化
⑧	外国航空会社が中国空港に配置する航空機整備工具の保税扱い化
⑨	整備不具合で地上に駐機中の航空機に対する緊急通関の実施
⑩	貨物チャーター便設定上の制約の撤廃
⑪	外国航空会社に対する運行評価プログラム見直し
⑫	各種空港料金の見直し

第７章：流通・小売業　１.	卸売業
①	経営範囲拡大手続の改善
②	小売業者との公平且つ健全な取引へのさらなる支援
③	違法行為者に対する取り締まり強化
④	公平且つ透明な通行証発行基準の制定・運用、および共同配送に対する支援
⑤	低温物流発展のための人的支援

第７章：流通・小売業　２.	小売業
①	市場の監督・管理面における内資企業・外資企業の平等性のよりいっそうの確保
②	公平性の確保
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③	日本産食品の輸入規制の解除・緩和
④	輸入手続の短縮化
⑤	タバコ、薬、書籍等の取扱制限の撤廃・緩和
⑥	介護用品の取り扱いに関する規制の撤廃
⑦	チルド即食食品の審査基準の適切な緩和と統一
⑧	冷蔵食品の生産許可申請に関する統一した規定・細則等の策定
⑨	賃貸借契約に関する法律整備
⑩	「職業的クレーマー」による販売監視体制の見直し
⑪	就業制度の見直し

第８章：金融・保険業　１.	銀行
①	金融市場の自由化にかかわるロードマップについて
②	外貨管理規制について
③	事業法人が発行する事業債引受主幹事資格の開放と要件緩和
④	金利変動リスクヘッジ商品拡充について
⑤	外貨リスク準備金について
⑥	国外保証履行規制の緩和
⑦	監督管理費用の廃止
⑧	支払預金保険料にかかわる企業所得税控除の見直し
⑨	カーボンニュートラルに資する貸出に対する特別ファンディング制度の対象銀行範囲を拡大
⑩	融資租賃会社（ファイナンスリース会社）に対する省またぎ営業規制導入の中止
⑪	金融当局が金融機関より収集する各種データに関する基準の統一化および明確化

第８章：金融・保険業　２.	生命保険
1.	 外資合弁保険会社規制関係
①	「外資保険会社管理条例実施細則」関連条項の制限緩和
②	「保険会社持分管理弁法」関連条項の制限緩和

2.	 業界情報開示
③	中国保険年鑑等の整合性
④	業界統計データの再公表

第８章：金融・保険業　３.	損害保険
①	地域限定でのライセンス制の緩和
②	異地引受にかかわる制限条件の緩和（建議①地域限定でのライセンス制が緩和されない場合の建議）
③	外資合弁損保会社におけるパートナーの出資比率制限の緩和
④	同業競争回避規定の緩和
⑤	外資保険会社の業務範囲拡大
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⑥	自動車保険のリスク情報開示
⑦	非執行董事や監事等の職務遂行に関する諸制限の緩和
⑧	重要ポストの在任任期制限の緩和

第８章：金融・保険業　４.	証券
1.	 外資による中国証券業、資産運用業への参入規制の緩和ならびに撤廃
①	重要金融サービス分野での実質的支配権取得にかかわる規定運用の明確化
②	「外商投資証券会社管理弁法」2019年10月決議事項に沿った開放政策の推進、証監会の全面的支援
③	「『証券会社株式持分管理規定』の修正に関する決定」における基準の緩和
④	証券投資顧問会社への外資参入規制の緩和と業務範囲の拡大
⑤	銀行理財子会社の外資参入基準・業務範囲の明確化、外資合弁理財子会社の養老理財商品テスト展開指定基準の明確化

2.	 国内外投資規制の緩和
⑥	中国向け証券投資規制の緩和
⑦	対外証券投資規制の緩和

3.	 越境証券投資制度の緩和・明確化
⑧	滬港通、深港通の売買対象銘柄拡大および同制度の他地域への拡大
⑨	スワップコネクトにおけるサウスバウンドの実施細則および実施時期の公表
⑩	「自由貿易試験区での改革・イノベーションを深化する若干の措置を支援することに関する通知」の実施細則制定、
個人投資家による対外証券等投資制度の実施細則制定と実施時期の公表

⑪	越境証券投資税制の明確化

4.	 ファイナンス規制の緩和

(1)	株式市場の活用
⑫	国内株式上場手続の明確化、上海証券取引所・国際板の開設
⑬	中国企業の海外上場にかかわる関連規制・制度の円滑化ならびに体系化、公開性の確保

(2)	債券市場の活用
⑭		銀行間債券市場と取引所債券市場の相互接続に向けた発行・流通市場の制度整備

(3)	相互上場の促進
⑮	外国指数ETFの上場申請手続の簡素化、QDIIの個別運用枠の拡大
⑯	ETFおよびETF以外の商品の日中相互上場に向けた支援

(4)	中国発行体の資金調達支援
⑰	中国国有企業・金融機関の新規公開や株式売出を通じた資金調達支援における内外無差別の取り扱い推進

第９章：観光・レジャー　１.	旅行
①	訪中旅行の安全性をアピール：安全性をアピールするキャンペーンと多様な日中交流イベントの推進
②	訪中意欲を引き上げ、未来のニーズを育成する：教育機関との連携による青少年交流の機会提供および日本人若者に
リーチするSNS施策の実施
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③	日本人旅行者にやさしい中国観光地・観光関連施設情報の整備
④	デジタル観光サービスの拡充と中国在住日本人インフルエンサーを活用したプロモーションを行い、訪中旅行に関心
を持つ日本人を増やす

⑤	メディア戦略を活用し、中国ファンを育成する日中友好総合プラットフォームの構築
⑥	外商独資旅行社へ中国公民に対するアウトバウンド業務の全面開放

第９章：観光・レジャー　２.	ホテル
①	MICE需要の創出に向けた支援
②	「以旧換新」推進とホテルへの拡大適用
③	「盤活存量」の実現に向けたチェーンホテルや外商投資系ホテルの誘致

第10章：高齢者関連サービス・産業
①	高齢者をはじめ福祉用車両の架装に関する規制緩和
②	長期介護保険制度の早期全国統一導入

＜第４部＞
第１章：華北地域　１.	北京市
1.	 統括拠点および先進企業の立地拠点に相応しい人材の集積を促進するため、先進的な人材
政策の展開を要望
①	居留許可手続の手続日数の短縮
②	外国籍人員の就業条件の運用統一
③	中国人地方出身者へのインセンティブ強化
④	1年未満短期駐在外国籍人員と中国籍人員における別送品輸入の通関手続明確化と電子化

2.	 統括拠点および科学技術分野の企業の集積を促進するため、透明性の高い政策運営、ハイ
テク企業や先端的サービス業への優遇強化、行政手続の簡素化を要望
⑤	外資研究開発センター設立にかかわる関連規定の運用強化
⑥	北京市の指導者レベルと中国日本商会、日系企業との交流メカニズムの構築
⑦	外資系企業を対象とした説明会等での通訳手配、資料配布
⑧	政府と企業のコミュニケーションメカニズムの構築および運用

3.	 北京市がサービス業拡大・開放総合試験を推進するにあたり、個別分野での積極展開を要望
⑨	中外合弁、外資独資旅行会社に対する出境ライセンスの認可
⑩	300㎡超の工事に対する申請ルールの要求や手続の統一

4.	 北京市が中国の他都市と比較して、統括拠点等に相応しい生活環境を整備するために、生活
に密接にかかわりを持つ分野において、総合的視野に立った取り組みを要望
⑪	小売・飲食店舗営業許可における行政の協力強化
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⑫	公共交通機関のいっそうの整備・拡充、交通整理の強化による交通渋滞の緩和
⑬	外国人永久居留身分証制度と北京日本人学校入学資格の矛盾の解消
⑭	天津市・河北省との往来
⑮	三元橋エリアの地域断水を事例とした再発防止

第１章：華北地域　２．天津市
1.	 企業活動の円滑化、環境対応
①	優遇、補助政策
②	水素、環境
③	行政管理機関による査察

2.	 交通環境の整備
④	北京との往来
⑤	天津空港の利便性向上

3.	 生活環境の整備
⑥	市内地下鉄建設の遅れによる工事
⑦	在留邦人の安全確保

第１章：華北地域　３.	山東省
①	人材確保に対する支援
②	法令・制度・運用の制定・変更時の周知強化
③	環境、安全生産に関するさらなる制度整備
④	移転・立ち退き要請に際する配慮
⑤	外国人の活動における利便性向上
⑥	定期的な意見交換会の開催

第２章：華東地域　１.	上海市
1.	 人的交流
①	ビザ免除の回復等、渡航の容易化
②	邦人の滞在に係る安全確保
③	トランジット	ビザによる滞在可能範囲の拡大
④	Mビザ申請手続の簡素化
⑤	外国人工作許可証申請における年齢点数の改善
⑥	「単一窓口」の拡充と就労手続の簡素化、迅速化
⑦	人的交流イベントの増加
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2.	 情報の透明性
⑧	企業支援策の統一的な情報提供
⑨	税務・財務・経理等にかかわる法･政令の情報提供
⑩	税務政策に関するコンサルサービス
⑪	工商関連手続の透明化
⑫	連続的・継続的な統計・調査データの発表

3.	 公平な競争環境
⑬	政府調達：病院への参入障壁の軽減

4.	 環境規制
⑭	環境情報開示に関するガイダンスについて
⑮	温室効果ガス排出量の可視化の推進
⑯	新規化学物質監査改善
⑰	脱プラスチック規制に対する意見聴取と検討

5.	 安全規制
⑱	医療機器に対するGB規格適用申請
⑲	脆弱性情報の標準化
⑳	耐圧容器の耐用年数更新許可の緩和

6.	 貿易
㉑	ゲルマニウム、ガリウムの輸出許可承認
㉒	HSコードの判定統一化、書面判定意見取得手続の簡素化
㉓	少量危険物の倉庫管理に関する法整備

7.	 金融
㉔	クロスボーダー担保の対象拡大
㉕	融資租賃会社（ファイナンスリース会社）に対する省をまたぐ営業規制導入の中止
㉖	投資性公司の投資原資調達の多様化（M＆Aローンの利用）
㉗	債券先物市場へのアクセス解禁
㉘	大口リスクエクスポージャー規制・カントリーエクスポージャー規制の緩和
㉙	投資性公司の投資原資調達の多様化（中国内の預現金の充当）
㉚	外資保険会社の業務範囲拡大
㉛	外資合弁損保会社におけるパートナーの出資比率制限の緩和
㉜	統括保険証券発行制度の規制緩和
㉝	企業グループ内を含めた企業間の転貸

8.	 税務
㉞	企業所得税に関する納税調整
㉟	連結納税制度の導入
㊱	グループファイナンスにおける財政補助制度の検討
㊲	過小資本税制における関連会社への転貸規程の見直しと明文化
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㊳	繰越欠損金の期限延長
㊴	外国籍人員の免税優遇措置
㊵	高鉄における領収書発行の利便性向上

9.	 通信
㊶	通信事業の参入規制緩和

10.	会社運営
㊷	データ三法における再申請サイクルおよび申請者要件の緩和
㊸	企業の自主的判断での決算期設定
㊹	立替給与の外貨送金範囲の拡大
㊺	立替金決済の規制緩和
㊻	浦東新区重点企業人材賃貸補助金制度の制限緩和
㊼	中国現法の海外事業展開
㊽	同業競争回避規定の緩和
㊾	法人登記変更手続

11.	上海市の政策
㊿	電子申請アプリの外国人対応改善

 大型自動二輪車ナンバープレートの新規発行
	大型自動二輪車ナンバープレートの法人名義登録

12.	食品
	震災後の食品輸入の再開
	農産物輸入規制の緩和

13.	化粧品
	通関検査の統一化
	化粧品新原料登録の促進
	化粧品備案制度に対する企業意見を取り入れた運用緩和
	電子ラベルの先行運用
	化粧品業界発展に向けた取組の推進

14.	地域性外国商会
	商工クラブの合法的権益の明確化
	商工クラブの年会費収入の非課税化

第２章：華東地域　２.	江蘇省
①	移転要請について
②	化学系企業への環境要求について
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第２章：華東地域　３.	浙江省
1.	 環境・省エネ、都市開発等における問題点・要望
①	工場立退きに際して、十分な情報開示および補償の確保
②	工業用地譲渡条件に関する透明性の確保
③	電力制限規制の撤廃、ならびに、やむを得ない制限時の事前通知の徹底
④	環境政策の紹介や解説の実施と周知
⑤	化学品や危険物関連規制の漸進的・合理的な実施
⑥	バランスの取れた環境規制への取り組み
⑦	廃棄物処理に対する環境整備

2.	 通関上の問題点・要望
⑧	輸出入通関手続の明確化・簡素化と関税負担の軽減
⑨	関税率見直しに関する周知徹底と適正な導入期間

3.	 金融に関する問題点・要望
⑩	外貨換金規制の緩和
⑪	送金金額の上限撤廃、よりいっそうの便利化

4.	 日系企業の円滑な活動支援への要望
⑫	対外開放、持続的成長の堅持と良好な日中ビジネス環境実現
⑬	日系企業クラブ等への活動支援と交流促進

5.	 その他
⑭	税務管轄区間をまたがる事業所の移転の円滑化
⑮	食品安全法に対する細則策定
⑯	企業ガバナンス強化の政策策定、実施
⑰	政府管理下の大型プロジェクトに関する入札の公平性、公開性の改善
⑱	不動産物件の用途変更・企業登記の際の規制緩和
⑲	海外との通信環境の改善
⑳	交通、医療を中心とした生活環境の改善
㉑	外資企業に対する優遇政策の周知

第２章：華東地域　４.	安徽省
①	夏場電力制限の抑制
②	政府調達にかかる国内産優遇制度
③	外人に対する安全管理
④	当局検査縦割り運営の弊害
⑤	日本語等での現地投資環境情報ならびに現地規制情報の発信強化
⑥	円滑な事業運営に向けた支援・協力
⑦	企業の海外送金に関する制限緩和
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⑧	駐在員の生活環境の改善
⑨	政府当局との交流のサポート

第３章：華南地域　１.	広東省
①	大湾区個人所得税優遇政策
②	グリーン分野支援策
③	工業用地の用途変更の問題
④	電力料金に関する問題
⑤	日系企業が安心して中国企業と取引できる環境の整備
⑥	過去の土地契約をめぐる問題の解決
⑦	日系商工会組織が直面している困難の解決
⑧	社会全体の安全確保

第３章：華南地域　２.	福建省
①	人材採用難の問題

第３章：華南地域　３.	海南省
①	政策周知と日系企業との交流
②	政府部門との継続的な対話

第４章：東北地域（瀋陽市、大連市）
1.	 瀋陽市	投資環境にかかわる建議（問題点・改善要望）
①	中小企業に対する負担軽減
②	企業に対する休日対応強要の回避

2.	 大連市	投資環境にかかわる建議（問題点・改善要望）
③	在留日本人の安全確保
④	日本語人材、高度なIT系人材といった人材の確保と定着に向けた施策
⑤	中国内外の航空便の拡充
⑥	電力設備の経年劣化とその対応

第５章：中部地域（湖北省、湖南省、河南省、江西省）
①	日本と武漢、日本と長沙の定期直航便の拡充
②	外国人の中国駐在にかかる就労許可、ビザ・居留証取得に関する柔軟対応の継続
③	在留邦人の安全確保
④	日本国総領事館の設立にかかる支持
⑤	法規執行の安定性・透明性・利便性の維持・確保
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⑥	人件費上昇に対する支援（減税、補助金等）
⑦	工場運営、生活維持のためのエネルギーの安定供給確保
⑧	工場グリーン化等に伴う助成政策の外資企業への適用

第６章：西部地域　１.	重慶市
①	日系企業との直接対話の継続的な実施
②	重慶市に投資した企業のさらなる発展に向けた優遇政策の措置・適用
③	成都-重慶地区両都市経済圏などによってもたらされる効果の提示
④	西部大開発の優遇政策における不平等な競争環境の是正
⑤	電力供給制限に関する問題
⑥	工場移転補助金未払い

第６章：西部地域　２.	四川省·成都市
①	日系企業と省市政府との直接対話の継続
②	日中モデルプロジェクトの推進に向けた優遇政策、規制緩和の実施
③	成都-重慶地区両都市経済圏によってもたらされる効果の提示
④	カーボンニュートラルへ向けたクリーンエネルギーの積極的なPR
⑤	西部大開発の優遇政策の適用に関する不平等の是正
⑥	外資小売店舗におけるタバコ販売の規制にかかわる制限の緩和
⑦	電力供給制限に関する問題
⑧	就労許可や居留許可にかかる手続運用の改善

第６章：西部地域　３.	陝西省
1.	 安定操業環境の確保
①	駐在員、人材
②	環境政策

2.	 交通、生活環境、インフラ整備の改善
③	日本からの渡航に関する利便性の向上
④	市内渋滞の抜本的な改善
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2024年の中国経済の動向
2024年の中国経済は、国内の有効需要不足、産業構

造転換に伴う企業経営難、外部環境の複雑化に直面する
「容易ではない」状況にあったが、9月末以降追加的な景
気刺激策が打ち出される下で、経済成長率は前年比5.0％
増と政府目標を達成した。四半期ベースでは第4四半期に
大きな伸び（前年比5.4％増）を記録しており、上述の景気
刺激策のほか、消費財の買換え支援の期限に向けた駆け
込みや、米国トランプ大統領就任後の関税引き上げを懸
念した前倒し輸出の影響とみられる。

表１： 主要経済指標と目標値
2024年 2023年

目標 実績 実績
経済成長率（実質） 5％前後 5.0％ 5.4％
消費者物価指数（CPI） 3％前後 0.2％ 0.2％
M2（注1） n.a. 7.3％ 9.7％
固定資産投資-
(農家除く）（名目） n.a. 3.2％ 3.0％

社会消費財小売売上総額-
（名目） n.a. 3.5％ 7.2％

都市部調査失業率（注2） 5.5％前後 5.1％ 5.1％
都市新規就業者数（万人） 1,200以上 1,256 1,244
全国住民一人当たり可処分-
所得（実質）（注3） n.a. 5.1％ 6.1％

注1：- M2の目標値は「政府活動報告」において「（その伸び率が）名目
経済成長との基本的一致を保つ」とされた。実績は12月時点。

注2：- 実績は12月時点。
注3：- 全国住民一人当たり可処分所得の目標は「政府活動報告」にお

いて、「（その伸び率が）経済成長率とほぼ同じペースに保つ」
とされた。

出所：-国務院「政府活動報告」、国家統計局、中国人民銀行、人力資
源和社会保障部

需要項目別動向
個別の指標をみると、消費（社会消費財小売売上総額）
は国内の需要不足が影響し、前年比3.5％増（2023年対比
3.7ポイント減）に留まった一方、輸出（人民元ベース）は好
調に推移し、前年比7.1％増（同6.5ポイント増）となった。
固定資産投資（農家を除く）は、通年で前年比3.2％増（同
0.2ポイント増）と、前年と概ね同様の伸び率となった。

固定資産投資の内訳をみると、製造業投資が好調に推
移し、前年比プラス幅が拡大した一方、不動産投資は不動
産市場の低迷を反映して前年比マイナス幅が拡大。インフ
ラ投資の弱含みも影響し、全体の伸び率は前年と同水準
に止まった。

図１： 実質経済成長率と寄与度
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出所：-CEIC

図２： 固定資産投資の推移

出所：-CEIC

金融面での動き
金融政策では、中国人民銀行は7日物リバースレポオペ
金利の引き下げなどにより、資金調達コストの低下を促す
一方で、長期債投資の過熱の抑制に取り組むなど複雑な
舵取りとなった。こうした中で、政策金利をMLF金利から
7日物リバースレポオペ金利に変更したほか、国債売買や
アウトライト・リバースレポ取引などのツールを新たに導入
し、公開市場操作スキームの最適化を図った。

構造的金融政策手段においても、保障性住宅再貸出を
新設して不動産市場を支援したり、証券・基金・保険会社
のスワップ・ファシリティおよび自己株式取得等支援再貸出
を新設して資本市場支援したりするなど、積極的に政策を

第１章
中国経済と日本企業の現状
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第１章  中国経済と日本企業の現状

打ち出した。

金利動向をみると、緩和的な金融環境により総じて低下
傾向にあった。特に12月には、同月に開催された中央経済
工作会議で緩和的な金融政策スタンスが示されたことなど
が影響し国債利回りが急低下した。

図３： インターバンク金利と国債利回り（10年）
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出所：-CEIC

人民元および上海総合株価指数の動向
人民元対ドルレートは、年初来中国と米国の金融政策ス
タンスの違いから両国間の金利差拡大が意識され、人民
元安が進行したが、9月には米国の金融政策が利下げに転
じたことなどを受け反転し、9月末には終値ベースで1ドル
7.01元台まで上昇した。その後、米国トランプ大統領就任
後の関税引き上げへの懸念の高まりなどを受けて、再び7.3
元台まで下落した。

上海総合株価指数は、上半期は軟調に推移したが、9月
末に資本市場支援を含む追加的な景気刺激策が示された
ことを受けて急騰。年末にかけては3,300～3,400ポイント
台で推移した。

図４： 人民元対ドルレートと上海総合株価指数

出所：-CEIC
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今後の中国経済の展望
2024年12月に開催された中央経済工作会議では、中国
経済は、「少なくない困難と挑戦に直面している」との現状
認識と共に、①国内需要の不足、②一部の企業の経営困
難、③雇用・収入増加への圧力、④多くのリスク・隠れた問
題の存在を課題として指摘した。同会議では、2025年には
「一段と積極的な財政政策」と「適度に緩和的な金融政
策」を採るとして、2024年までよりも積極的な政策スタン
スが示されている。2025年3月の政府活動報告において
も、こうした積極的なスタンスは踏襲されている。

先行きのリスク要因としては、①不動産市場の調整長期
化、②国内消費低迷の長期化、③地方政府の財政問題解
決の遅れ、④外部環境の複雑化、⑤人口減少・高齢化など
が挙げられる。

日本経済と中国経済は切り離せない密接な関係にあり、
中国経済の安定的な発展は日本経済の発展にとって極めて
重要であることに変わりはない。中国経済が直面するリスク
に対し、今まで以上に積極的な政策対応が期待される。

在中国日系企業の経営状況
日本貿易振興機構（ジェトロ）は毎年、中国を含む各国
の日本企業の現地法人を対象に「海外進出日系企業実態
調査」（以下、「日系企業調査」）（注1）を実施し、現地に
おける日系企業の活動実態について調査・公表している
（中国について2024年度は8月20日～9月18日に実施、有
効回答数771件、有効回答率56.4％）。

2024年度の結果を見ると、在中国日系企業について今
後1～2年の事業展開の方向性を「拡大」と回答した割合
は21.7％だった。前年の27.7％から6ポイント低下し、3年
連続で減少となり過去最低を更新した（図5）。企業規模
別にみると大企業は製造業で25.0％、非製造業は20.4％
が「拡大」と回答した一方で、中小企業はそれぞれ19.4％、
20.7％となった。
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図５： 中国における事業展開の方向性

0 20 40 60 80 100%

出所：-ジェトロ「海外進出日系企業実態調査」

また、ジェトロが海外ビジネスに関心が高い日本企業
（本社）を対象に実施している「日本企業の海外事業展
開に関するアンケート調査」（以下、「海外事業展開調
査」）（2024年度は2024年11月6日～2024年12月6日実
施、有効回答数3,162件、有効回答率33.5％）の2024年度
の結果をみると、「今後海外で事業拡大を図る国・地域」
（複数回答）は、1位が米国で38.6％、中国は24.9％で2位
となった。前年の3位から順位を上げたものの、米国との
差は5.5ポイントから13.7ポイントに拡大した。また、「今
後最重要と考える輸出先」について、「中国」と回答した
企業は14.8％と前年から3.6ポイント減少し、国別では米
国の25.8％に次いで2位となった。中国は、調査として比較
可能な2016年以降で初めて首位を譲った前年に続き、2年
連続で2位となった。

一方で、「日系企業調査」で事業を「縮小」すると回答し
た割合は12.9％、「第三国（地域）へ移転・撤退」と回答し
た割合は1.4％と前年からそれぞれ3.6ポイント、0.7ポイン
ト増加したものの、64.6％が「現状維持」を選択している。
また、「海外事業展開調査」でも「中国ビジネスは縮小し
て、他国への移管を検討する」は7.6％、「中国ビジネスから
撤退して、他国での展開を検討する」は1.0％と、前年とほ
ぼ同水準にとどまった。

アンケート結果からは、多くの企業が中国での投資拡大
について年々慎重になっているものの、引き続き中国で事
業を続ける姿勢であることがわかる。中国からの移転・撤
退が限定的である原因の一つとして、経営環境は厳しくな
りつつあるものの、企業にとって中国は、現時点では依然
として他国・地域と比べ利益をあげる機会が豊富であるこ
とが挙げられる。

「日系企業調査」では、在中国日系企業のうち2024年
度の営業利益（見込み）を「黒字」と回答した割合は58.4％
と、依然として6割弱の企業が黒字を維持している。

中国内での競争が激化
「日系企業調査」では、2019年と比較した主力製品・
サービスの市場シェアについて、「縮小」と回答した企業の

割合が41.9％と最大を占め、「増加」は29.2％にとどまっ
た。また、同時期に競合相手の数が「増加」したと答えた
割合は60.4％を占めた。最大の競争相手としては「地場企
業」が80.3％を占めており、現地企業との競争が激化して
いることが分かる。競争への対策の上位をみると、「コスト
削減」が54.9％、「製品・サービスの開発」が40.9％、「製
品・サービスの多角化」が36.2％となっている。

RCEP活用企業が引き続き増加
2022年1月1日に発効した「地域的な包括的経済連携
（RCEP）協定」は、2024年にはさらに活発に利用され
た。「日系企業調査」では、FAT・EPA・一般特恵関税制度
（GSP）の利用対象となる企業のうち、RCEPを「利用して
いる」と回答した企業は60.3％だった。うち、製造業の大
企業は59.8％、非製造業の大企業は74.3％が利用している
と回答した。

2024年の日本における第一種特定原産地証明書（注2）
の発給件数を見ると、RCEPは前年比17.9％増の16万1,691
件で、前年に続き対象となる協定で1位となり、2位の日本・
タイ経済連携協定の8万6,117件を大幅に上回った。

製造業で進む脱炭素へ取り組み
中国政府が目指す2030年までのカーボンピークアウト、
2060年までのカーボンニュートラルの達成に向けて、日系
企業の脱炭素化への取り組み姿勢は強まっている。

「日系企業調査」では、脱炭素化への取り組み状況につ
いて、「すでに取り組んでいる」が45.8％、「まだ取り組ん
でいないが、今後取り組む予定がある」が28.7％となった。
「すでに取り組んでいる」と回答した企業について、製造
業は49.7％と前年からで5.3ポイント増加した。うち、精密・
医療機器は73.3％に達したほか、化学・医薬（57.1％）、ゴ
ム・窯業・土石（57.1％）、電気・電子機器部品（56.4％）な
どで高い割合となった。

一方、非製造業は41.0％で0.6ポイント減少した。金融・
保険業は71.4％、小売業は53.8％と高かったものの、商
社・卸売業が31.5％、情報通信業が27.0％にとどまった。
注1：- 2019年度までは「アジア・オセアニア進出日系企業実態調査」

として実施されていたが、2020年度からは「海外進出日系企
業実態調査」として全世界で統一的に実施されている。アジ
ア・オセアニア地域については中国、香港・マカオ、台湾、韓国、
ベトナム、タイ、シンガポール、インドネシア、マレーシア、フィリ
ピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、インド、バングラデシュ、
パキスタン、スリランカ、オーストラリア、ニュージーランドを対
象に実施している。

注2：- 日本商工会議所が第三者証明制度により発給するEPAに基づ
く原産地証明書。2024年2月時点で日本・タイ、日本・インドネ
シア、日本・インドなどが対象となっている。日シンガポール協
定については、全国各地の商工会議所が発給する特恵原産地
証明書が使用される。
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中国の貿易
中国海関総署によると、2024年の中国の貿易総額は前

年比3.8％増の6兆1,623億ドルとなった。うち輸出は5.9％
増の3兆5,772億ドル、輸入は1.1％増の2兆5,851億ドルと
なり、輸出入とも前年を上回った。なお、人民元ベースで
は貿易総額は43兆8,468億元の5.0％増、うち輸出は25兆
4,545億元の7.1％増、輸入は18兆3,923億元の2.3％増と
なった。

海関総署は2024年の中国の貿易について、質、量、成長
率ともに向上したと評価したうえで、特に「質」については、
ハイテク製品の貿易が順調に成長し自主ブランドの輸出が
過去最高を記録したことや、越境EC（電子商取引）などの
新たな貿易形態が盛んになっていると振り返った。また、
2025年の見通しについて、輸入は中国市場の大きさのみな
らず、中国政府が積極的に輸入を拡大することを強調して
いることからも、依然として伸び代があると示した。輸出は
外部環境もあり不透明感が続くとしているが、輸出品目の
豊富さを基にした柔軟性と多様性で安定化を図るとした。

日本と中国の貿易
2024年の日中貿易を日本財務省貿易統計と中国海関統

計による双方輸入ベース（注1）でみたところ、総額は前年比
3.3％減の3,235億7,468万ドルとなり、過去最高を更新した
2021年から3年連続で減少した。日本から中国への輸出（中
国の対日輸入、以下同じ）は前年比2.7％減の1,564億5,525
万ドル、日本の中国からの輸入は3.9％減の1,671億1,943万
ドルとなった（注2）。日本の中国に対する貿易収支は106億
6,419万ドルの赤字にて、3年連続で輸入超過となった。

日本から中国への輸出をHSコード4桁ベースで品目別に
みると、集積回路（8542）は193億9,239万ドルの6.7％減
となった。集積回路（8542）は日本から中国への輸出に占
める割合（構成比）が前年比0.5ポイント低下となったもの
の、12.4％にて引き続き最大である。輸出構成比2位は半導
体、集積回路またはフラットパネルディスプレイの製造用機
器（8486）であり、142億9,611万ドルの24.94％増と高い伸
びを示し、構成比は9.1％（前年比2.0ポイント上昇）となっ
た。構成比3位の乗用自動車その他の自動車（8703）は前
年比4.6％減の75億8,318万ドルと前年に続き減少した。自
動車関連では、自動車の部分品および附属品（8708）も前
年比15.5％減の32億6,752万ドルと減少した。

日本の中国からの輸入は1,671億1,943万ドルの前年比
3.9％減となり、前年に続き減少となった。HSコード4桁

ベースの品目別では、輸入構成比1位の電話機およびその
他の機器（8517）は193億6,578万ドルで前年比2.6％減と
なったが、輸入全体の減少により構成比は11.6％（前年比
0.2ポイント上昇）だった。構成比2位の自動データ処理機
械（8471）は4.9％増の119億5,555万ドルとなり、構成比は
7.2％（0.6ポイント上昇）だった。

日本の貿易に占める中国の構成比は、輸出が17.6％で前
年に続き2位だった（1位は米国の19.9％）。輸入は22.5％
で0.4ポイント上昇、2002年以降23年連続で1位を維持し
ている。貿易総額に占める中国の構成比は20.1％と前年比
0.2ポイント上昇し、1位を維持した。

日本外務省の「海外進出日系企業拠点数調査：2023
年10月1日時点」では中国の日系企業の「拠点数」は3万
1,060拠点となっている（注3）。日系企業は中国に各種拠
点を設置し、中国での競争力強化と内需開拓に向け経営資
源を配分しつつ、積極的に事業を展開し、グローバルなサ
プライチェーンの中で日々貿易に従事している。
注1：- ジェトロが財務省貿易統計と中国海関統計を基に分析したも

の。貿易統計は輸出を仕向地主義、輸入を原産地主義で計上し
ており、香港経由の対中輸出（仕向地を香港としている財）が、
日本の統計では対中輸出に計上されない。一方で、中国の輸入
統計には日本を原産地とする財がすべて計上されることから、
両国間の貿易は双方の輸入統計のデータがより実態に近いと
考える。なお、中国の輸入統計はドルベース発表値、日本の輸
入統計は-Global-Trade-Atlasによるドル換算値を用いている。

注2：- 日本の財務省貿易統計の円ベース（確々報値）では日中貿易
総額が44兆1,680億円（前年比4.7％増）、輸出（日本の対中
輸出）が18兆8,625億円（6.2％増）、輸入が25兆3,055億円
（3.6％増）となった。

注3：- 中国側統計である中国貿易外経統計年鑑では、2014年版以
降、国別の企業数の統計が発表されていない。

貿易における具体的問題点
法制度・運用の不透明性
中国には通関拠点数が4,000近くある。これだけ多くの
拠点があるためか、依然として各税関において税関審査や
法制度の解釈に違いがみられるなどの問題が発生してい
る。また、同一商品であっても通関担当者によっては異なる
HS番号区分と判定され、関税や輸出増値税還付率が異な
るというケースも発生している。

通関手続および運用に関する問題
中国政府は通関の効率化やサービス向上のため、各種の
努力を行っており、以前に比べると状況は大きく改善してい
る。通関のペーパーレス化などの進展を評価する日系企業
の声も聞かれる。他方で、通関手続やその運用において依
然としてトラブル事例など問題がみられることもある。

第１章
貿易
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第１章  貿易

例えば、政府が発行している通関オペレーションマニュ
アルに誤植があったために通関手続が滞るという事例が
あった。こうした問題が発生しないよう、また、発生した際
にはすみやかな情報の周知と改善を求めたい。

さらなる貿易自由化への期待
2022年1月1日より、RCEP協定が発効した。中国は中央
政府部門がRCEP関連規定を相次いで公布・施行したのを
はじめ、商務部などが中心となって政府関係者や企業への
研修を多数実施している。こうした取り組みにより、各地税
関などの担当部門において協定内容の理解の深化や実施
の徹底が図られることや、日系企業を含む多くの企業にお
いてRCEPの利活用に関する情報が認知されることが期待
される。他方、実際に協定を活用する中で問題となる事例
も発生している。このようなRCEP協定の利活用における問
題の発生については、日系企業も強く関心を持っていると
ころであり、こうした事例が発生した場合にはすみやかに周
知するとともに、対応について各地税関で運用が異なるこ
とがないよう徹底いただきたい。

このほか、中国は2021年9月16日に環太平洋パートナー
シップに関する包括的および先進的な協定（CPTPP）への
加入を、11月1日にはデジタル経済連携協定（DEPA）への
加入を申請するなど、物品・サービス貿易における二国間・
多国間の協定参加へ向けた取り組みを進めている。また、
2025年3月に開催された全人代で行われた政府活動報告
では、多国間・二国間の経済協力を深化させるとして、「グ
ローバル志向のハイスタンダードな自由貿易協定網を引き
続き拡大させ、中国ASEAN自由貿易協定（ACFTA3.0）の
調印を推進し、DEPAとCPTPPへの加入交渉を積極的に推
進する。WTOを中核とする多角的貿易体制を揺るぐことな
く擁護し、各国との共通利益を拡大し共同発展を促す」と
示された。

中国政府が貿易のさらなる自由化のため、RCEP協定を
はじめ、近年諸外国・地域とFTA締結に向けた取り組みを
積極的に進めていることを歓迎する。今後も引き続き貿易
自由化に向けた取り組みの進展が期待される。他方、FTA
を実際に利用するにあたっては、条文との矛盾や、記載の
ない要求が行われている事例もあるため、運用面の改善が
期待される。

＜建議＞
 輸出許可申請の円滑化・迅速化
　2023年より順次実施された、ガリウム・ゲルマ
ニウム関連品目ならびに一部黒鉛品目、2024
年9月より実施された一部のアンチモンと超硬
材料の関連品目、2025年2月・4月より実施され
た各種レアメタルに対する輸出許可申請におい
て、申請が遅滞するケースが発生している。これ
ら資源は中国が世界における主要生産・輸出国

であり、サプライチェーンの構築において重要
な役割を担っている。申請手続の円滑化ならび
に認可所要時間の短縮を強く要望する。

 輸出管理法の関連細則や管理品目の公表およ
び国際標準に則した運用
　「輸出管理法」が2020年12月1日より施行され
た。2024年10月に「両用品目輸出管理条例」
が公布され、同12月1日に「輸出管理法」および
「両用品目輸出管理条例」に付随する「両用品
目輸出管理リスト」が施行された。輸出管理関
連法令について整備が進められているが、日系
企業にとって依然として事業運営上の不透明性
が存在する。管理品目等の関連細則の整備、解
釈の統一的運用を進め、その内容や運用が国
際標準から乖離しないよう要望する。さらに、
順次公表した情報は整理のうえ解説を要望す
る。また、同法における輸出許可の要否に関す
る基準が明確となっておらず、許可が必要な場
合は申請から許可取得まで最大45日間を要す
る。許可の要否に関する基準を明確化するとと
もに、許可申請から許可取得までに要する時間
の短縮を要望する。

　また、「輸出管理法」では「再輸出」「みなし輸
出」「法の域外適用による責任追及」などが定め
られているが、これらがどのように運用されるか
が不透明である。これらは、運用の如何により、
業界や企業のサプライチェーンを含めた既存の
ビジネスモデルへ大きな影響を与えるものであ
り、既存ビジネスの予見性の著しい低下および、
新規投資を抑制する大きな要因となりえる。これ
らについて、早急に下位法令で明確化するととも
に、その運用にあたっては日系企業を含む外資
企業の意見も十分に踏まえるよう要望する。

 塩化チオニルを一定量含むリチウム電池の輸入
許可制度の撤廃
　化学物質である塩化チオニルを一定量含むリ
チウム電池の中国への輸入が、「輸出管理法」
および「両用品目輸出管理条例」を根拠に許
可制となっていることが判明した。税関によっ
ては過去に遡り輸入実績を報告させ、許可有無
に基づき処罰を科す事例もある。当該許可制度
に関しては、情報の公開が乏しく、企業は輸入
許可取得のため多くの負担を強いられている。
電池に係る国際安全規格（国連勧告テスト：
UN-Manual-of-Tests-and-Criteria-7th-Revised-
Edition,-Part- III,-sub-section-38.3）に準拠し
ていること、輸入品目は「電池」であり化学品
本体を規制するような運用を当てはめるケース
は国際的に見て本件以外にないことを鑑み、本
輸入規制の撤廃を要望する。

 関連規制・制度の情報開示時期および具体的
実施方法の事前通知化
　通関に関する規制・制度の変更が直前に周知さ
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れるケースがある。WCO（世界税関機構）改正
「京都規約」の一般付属書第9章では、税関は
すべての利害関係者が関連情報を容易に入手で
きるようにすること、変更が発生した際には事前
に十分な余裕を持って情報を入手できるように
することを規定している。ついては、海関総署な
どの関連部門に対し、通関に伴う規制・制度の
変更を実施する場合には、十分な準備期間を確
保するとともに、文書で事前に税関ホームペー
ジに掲載するなど情報開示時期および具体的
実施方法について配慮するよう要望する。

 税関規則・規定に対する解釈の統一および統
一的運用の強化
　同一製品のHS番号や原産地証明など輸出入申
告に関する税関審査および保税区、物流園区
または保税港区の運用や規則、規定に対する
解釈が、地域や担当者により異なるケースがあ
る。通関一体化の推進に伴い改善が見られる部
分もあるが、税関総署等の関連部門に対して、
窓口人員等への研修の強化やより詳細なマニュ
アルの整備などにより全国で統一的な運用を
行うよう要望する。また、税関内での情報共有
が全国統一的な運用の実効性を高めるため、
税関間の調整機能の強化を要望する。

 HS番号対象品目の詳細解釈資料の公開
　HS番号の対象品目を詳細に解釈した資料の公開
を要望する。また、入港、接岸、荷役許可時の必
要書類、所要時間も可能な限りの統一を要望す
る。また、これらに関連する政府発行のオペレー
ションマニュアルの適時適切な更新を要望する。

 HSコード修正時の提出資料確認の迅速化、お
よび適切な修正期間の設定
　税関調査でHSコードの違いを指摘され、関連
資料・説明書を提出したものの、2カ月以上回
答を得られないケースがあった。また、税関担
当者の交代により、従来用いていたHSコードで
はなく別のHSコードへの修正指摘が入り、修正
機会なく即時処罰が課されたケースもあった。
その他には、HSコードの違いを過去数10年に
遡り処罰を行うとした指摘も発生している。HS
コードの修正に関しては、提出資料の確認の迅
速化ならびにその回答期限の提示、適切な修正
機会の設定を要望する。

 保税工場間にてHSコードが異なる際の内陸輸
送取り扱い
　自社中国工場と中国顧客が登録している同一
製品（部品）に対するHSコードが異なる場合、
中国内で同製品（部品）の保税工場間の移動
ができないため、一度香港・日本等へ輸出し、
再輸入している。EU内やマレーシアと同様に、
保税工場間は双方のHSコードが異なる場合で
も、内陸輸送ができるよう改善を要望する。

 通関所要時間の調査およびその公表、商品検
査リードタイムの短縮
「WTO貿易円滑化協定」第7条では努力規定とし
て所要時間調査（TRS）を定期的に実施し公表
するように求めている。各税関の通関所要時間
を可視化することにより、通関効率化への取り
組み向上にもつながるため、税関ごとの通関所
要時間を調査し公表するよう要望する。また、
上記で収集したデータに基づき、引き続き通
関、商品検査にかかわるリードタイムの短縮に
取り組むよう要望する。

 通関申告地と検査検疫組織間の連携強化、通
関申告地での法定検査受検の取り扱い
　輸入商品の法定検査について、「輸出入商品検
査法実施条例」第16条に基づき通関申告地の出
入境検験検疫機構へ検査申請することになって
おり、且つ同条例第18条により目的地での検査
を受けなければならないが、通関申告地と目的
地の検査検疫組織間で申請情報の連絡がうまく
できておらず、検査まで非常に時間を要したケー
スがあった。海関総署等の関連部門に対して、
通関申告地においても法定検査を受検できるよ
う要望する。併せて商品検査検疫の迅速化、手
続の簡素化を早期に実現し、同一港湾のみなら
ず全国で検疫一体化を実施するよう要望する。

 通関後の輸出入申告事項の修正の可否明確
化、自主的な修正申告が認められる事例の提示
　「税関輸出入貨物通関申告書修正および取消
管理弁法」第7条により、修正事由が通関業者
に起因する場合は申告事項を修正できるが、そ
れ以外の中国輸入者や海外輸出者等に起因す
る場合については修正の可否が規定されておら
ず、修正が認められない場合が多い。海関総署
等の関連部門に対して、通関後の輸出入申告事
項の修正の可否を明確にするとともに、FAQ等
にて自主的な修正申告が認められる事例の提
示を要望する。

 貨物貿易の外貨支払業務における規制緩和の継続
　2012年貨物貿易改革が行われ、対外支払時に通
関データとの照合作業が不要となり、貿易決済
の利便性が高まった。一方、貨物貿易にかかる外
貨支払業務を行う際には、原則、輸入通関情報
を照会する運用がなされており、その結果通関
手続が終了するまで外貨支払ができず、支払が
遅れる事象が依然として起きている。また三国
間貿易決済に関する規制は緩和されているもの
の、適用対象は限定的なものにとどまる。規制緩
和の継続、会社規模にかかわらず信用良好な企
業に対する運用のさらなる緩和を要望する。

 サービス貿易における課税要否や課税価格判
断根拠の明確な提示
　近年、税関によるロイヤルティ支払いや特殊関
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係間の取引価格にかかわる調査が強化されて
いる。しかし、個々の案件について、税関からど
のような根拠・基準に基づいて課税の必要性や
価格の妥当性を判断しているかの情報が企業
に十分に開示されていない。また、企業の主張
および説明に対して税関が同意しない場合、そ
の理由を明確にせず、企業に主張を立証するよ
うに一方的に求める事例がある。企業の対応負
担を減らすため、海関総署から各地税関に対し
て、課税の要否や課税価格の判断根拠を明確
に提示するよう指導することを要望する。

 原産地証明書発給機関に対するFTA条文の遵
守指導
　中国からASEANや中南米各国向けにFTAを利
用する際、原産地証明書を発給機関から取得
するにあたり、発給機関がFTAの条文とは異な
る、または条文に記載の無い要求を行うことに
より、FTAが利用できない或いはFTAの利用に
遅れが生ずる状況が発生している。例えば、中
国ASEAN自由貿易協定（ACFTA）では、その施
行細則上に、原産地証明書に記載するHSコー
ドを輸入国のHSコードとする旨の規定がある。
しかし、輸入国と輸出国である中国のHSコード
が異なる品目について、中国各地の原産地証明
書発給機関が自国、すなわち中国のHSコードを
記載する要求がある。発給機関の要求通りに発
給された原産地証明書は、輸入国では条文違
反となることから、FTAが利用できない或いは
発給機関との交渉に時間を要しFTAの利用に遅
れが生じる場合がある。各地の原産地証明書
発給機関に対し、条文に記載のない要求を行
わないよう要望する。

 RCEP協定利用におけるHSコード分類判断相違
時の協調体制の構築
　RCEP協定の利用にあたって、中日両国のHS
コード分類判断が相違する場合、両国税関がコ
ミュニケーション、協調体制を構築し、企業の
実務における困難を解決し、企業がRCEP協定
による減税の優遇を真に享受できるように要望
する。

 税関高級認証企業標準における認証企業の判
断基準について実態に則した対応
　2022年10月より施行された税関総署公告2022
年第106号「税関高級認証企業標準」により、
共通して適用される基準が制定されたととも
に、企業の種類と経営範囲の違いに基づいて
個別に独立した基準が定められた点は評価で
きる。しかしながら、基準を満たすための条件
が画一的であり柔軟性に欠ける。例えば、二段
階申告への変更や事前申告への対応等につい
ては、発生の都度総経理等に報告をしており、
総経理も内容を認識しているが、輸出入認証
企業の基準では、総経理等に対する定期的な

研修が求められており、別途改めて研修を開催
しなければならない。また、同じ輸出入者でも、
自社工場で貨物を生産しているメーカーと生産
工場を持たない貿易会社では、安全上の問題
が発生する可能性が異なるため、求められるセ
キュリティレベルは異なって然るべきである。し
たがい、海関総署においては、認証企業の判断
基準を細分化するなど実態に合った対応を行う
よう要望する。

 AEO制度運用方法の改善ならびに再認証申請
不可期間の短縮
　AEO（Authorized-Economic-Operator）制度
は、貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制
が整備された事業者に対し、税関が承認・認定
し、税関手続の緩和・簡素化措置を提供する制
度であるが、2018年の法改正以降、再認定作
業が優先される傾向にあると思われるため、新
規受付・承認・認定に時間を要しており、改善を
要望する。また、再認定に伴う提出書類が多い
ことから、その簡素化も要望する。さらに、「認
証に通らなかった企業は、1年以内は税関に認
証の再申請をしてはならない」とされているが、
問題点を改善した企業については、再認証の申
請を早期に可能にするよう要望する。また、日本
では製造業、通関業者それぞれ業種カテゴリー
ごとに審査基準があるが、中国ではすべて同じ
括りにされているため、自社の業務に関係の無
い部分まで審査項目となっていることが多くな
る原因となっているため、業種カテゴリー毎の
審査基準の設定を要望する。

 保税工場から中国国内への輸入に対する運用
条件の明確化とルール整備
　国内保税工場から物流園区等の保税地域を利
用し中国国内へ貨物を輸入する場合の運用条件
が厳しく、活用できない事態が発生しやすい。
具体的には入区（輸出）と出区（輸入）の両者間
で「HSコードが同一であること」「申告価格がマ
イナスではないこと」の両者を満たさない限り、
貨物を出区（輸入）させることができないとされ
ている。法令上の根拠が必ずしも明確とは言え
ない中で、長年そのような運用が続いていると
理解しているが、法令根拠を含めた活用条件の
明確化と、条件を満たさない場合に例外的に活
用を行うためのルール整備を要望する。

 米中貿易摩擦の早期解消
　米中貿易摩擦の継続により、関税率の複数回に
わたる引き上げが事前に十分な周知期間なく実
施されていることにより、関税の引き上げに伴
う負担の増加が継続している。このことにより、
収益の悪化など深刻な影響を受けている企業
もあり、早期の問題解決が望まれる。両国政府
間で摩擦解消に向けた協議を加速することを
要望する。
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商務部の発表によると、2024年の中国の外資利用額
（実行ベース）は前年比27.1％減の8,262億5,000万元と2
年連続で減少した。国際収支統計における対内直接投資
額（速報値）は、前年比89.5％減の45億ドルと大幅に減少
した。日本側統計（ネット、速報値）では、対中直接投資額
は2年ぶり増加したもののわずかな伸びにとどまった。

ジェトロの調査では事業の縮小や移転・撤退を考える日
系企業は限定的なものにとどまったものの、事業を拡大
意欲はこれまでで最低となった。日系企業にとって中国は
引き続き重要な投資相手国であり、移転・撤退を考える割
合はわずかであるものの、事業拡大の意欲は年々弱まって
いる。また、輸出先としても他国と比べ相対的な重要性が
薄れている。

中国政府は、外資に対するビジネス環境改善や法整備
などを引き続き進めている。他方、依然としてビジネス上
の予見可能性低下への懸念、政府の規制運用・手続の明
確化・簡素化や情報公開などについて改善要望が寄せら
れている。

商務部の2025年1月17日の発表によると、中国の2024
年の外資利用額（実行ベース）は前年比27.1％減の8,262
億5,000万元だった。産業別にみると、製造業は2,212億
1,000万元だった。医療機器・設備および計測機器製造業
は98.7％増、コンピュータ・オフィス設備製造業は21.9％
増だった。投資元の国・地域別に見ると、スペインが約2.3
倍、シンガポールが10.8％増、ドイツが2.2％増、スイスが
1.0％増だった（注1）。

また、国家外貨管理局の2025年2月14日の発表では、
2024年の国際収支統計（速報値）における対内直接投資
額（直接投資負債額、フロー）は前年比89.5％減の45億ド
ルと大幅に減少した。2021年に過去最高の3,441億ドルを
記録したものの、その後3年で1991年（44億ドル）以来の
水準に落ち込んだ。

日本側の統計（財務省発表）では、2024年の日本の対
中直接投資額（国際収支統計ベース、ネット、フロー、速報
値）は4,931億円と前年から49億円増となり、2年ぶりに増
加に転じた。対中直接投資の実行額は1兆821億円と1,787
億円減少したが、回収額も5,889億円と1,836億円減少し
たためネットでは増加となった。

ジェトロが中国を含む各国・地域の日本企業の現地法
人を対象に実施している「海外進出日系企業実態調査」
（2024年度調査）によると、今後1～2年の事業展開の方向
性を「拡大」と回答した割合は21.7％だった。前年の27.7％

から6ポイント低下し、3年連続での減少となり過去最低
を更新した。また、事業を「縮小」すると回答した割合は
12.9％、「第三国（地域）へ移転・撤退」と回答した割合は
1.4％と前年からそれぞれ2.6ポイント、0.7ポイント増加した
ものの、「現状維持」も64.6％と2.3ポイント増加した。

ジェトロが海外ビジネスに関心が高い日本企業（本社）
を対象に実施している「日本企業の海外事業展開に関す
るアンケート調査」の2024年度の結果を見ると、「今後海
外で事業拡大を図る国・地域」（複数回答）は、1位が米国
で38.6％、中国は24.9％で2位となった。中国は前年の3位
から順位を上げたが、米国との差は5.5ポイントから13.7ポ
イントに拡大した。また、「最も重視する輸出先」について
中国と回答した企業は14.8％となり2年連続で2位にとど
まった。ただし、今後の中国ビジネス展開の方針として「中
国ビジネスは縮小して、他国への移管を検討する」は7.6％、
「中国ビジネスから撤退して、他国での展開を検討する」
は1.0％でほぼ前年と同水準にとどまっている。

これらの調査を踏まえると、日本企業にとって中国は引
き続き重要な投資相手国であり、移転・撤退を考える企業
はわずかであるものの、事業拡大の意欲は年々弱まってい
ることがうかがえる。また、輸出先としても他国と比べ相対
的な重要性が薄れている。中国政府が白書の建議事項に
対応することで、日系企業を含めた外資系企業の事業拡大
意欲の増加につながることを期待する。

2024年も中国政府は対外開放を推進し、外資系企業に
対する法制度の整備などを含む、ビジネス環境の整備が進
んだと評価できる。

4月11日に国家発展改革委員会など8部門は「入札・応札
分野の公平競争審査規則」（2024年第16号令）を交付し
た。入札・応札などでの資格審査、評価方法、評価基準、
信用評価、保証金納付などに関し、外資系も含めた企業形
態による差別的な扱いを制限した。

7月25日に商務部など7部門は「ハイレベルの対外開放
を推進するための外国人向け宿泊の利便性向上へ向けた
取り組みに関する通知」を発表した。外国人の宿泊取り扱
いを制限しないことや、外国語対応可能なフロント受付員
の配置を奨励している。

9月7日に国家衛生健康委員会、国家薬品監督管理局は
「医療分野の対外開放拡大の試行に関する通知」（商資
函［2024］568号）を発表した。外資導入によって医療分
野の質の高い発展を促進し、国民の医療・健康ニーズを
満たすため、バイオ技術分野の開発や応用と、外国資本に
よる独資での病院設立について、一部の地域で規制緩和

第２章
投資
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を試行するもの。

9月10日に国家発展改革委員会、商務部は外資企業の投
資を制限・禁止する分野を示した「外商投資参入特別管理
措置（ネガティブリスト）（2024年版）」（国家発展改革委
員会、商務部令第23号）を公布した。リストでは、2021年
版から（1）出版物の印刷は中国側の持ち分支配とする規
制、（2）漢方薬材における蒸す、煎（い）る、炙（あぶ）る、
焼くなどの加工処理技術の応用および漢方薬剤の秘伝処
方製品の生産への投資を禁止する規制の2点が削減され、
全29項目となった。これにより、製造業についてネガティブ
リスト上の参入規制は撤廃された。

10月10日に司法部と国家発展改革委員会は「民間経済
促進法（意見募集稿）」を発表した。同草案は全9章77条
の構成で、民間経済の発展環境を最適化し、各種経済組
織が市場競争に公平に参加できることを保障し、民間経済
の健全な発展と人材の成長を促進することをねらう。

11月25日には日本の一般旅券保持者に対して、ビザ免
除措置を再開するとともに、滞在期間は従来の15日以内か
ら30日以内に拡大した。

今後も中国においていっそうの対外開放と、外資系企業
が平等に活動できるビジネス環境整備が促進されることを
期待する。
注1：- 中国の外資利用額の多くを香港が占めており、中国外資統計公

報2024では2023年の香港のシェアは68.1％となっている。
注2：- 2014年1月取引分からIMF国際収支マニュアル第6版

（「BPM6」）に基づいて計上した統計となるため、それ以前と
の連続性がない。

投資における具体的問題点
公平な競争環境の確保
秩序ある競争の行われる市場体系の建設のため、外資
系企業の対中投資のリスクと見られている不透明な制度運
営の改善に期待が寄せられており、法制度解釈の統一的
運用、制度変更の際の十分な準備期間確保、諸手続の簡
素化・迅速化、申請・照会に対する文書での回答といった
予見可能性等に資する改善が引き続き望まれる。また、「信
頼できないエンティティ・リスト規定」「輸出管理法」「外
国の法律および措置の不当な域外適用を阻止する規則」
「外商投資安全審査弁法」について、どのように運用され
るか、適用対象の定義がどのようなものかなどに不明確な
点があるため、予見可能性が大きく低下しており、改善が求
められている。

対外開放の拡大
「外商投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）
（2024年版）」により、製造業についてネガティブリスト上
の参入規制は撤廃された点は評価できる。しかし一部業種
では、ネガティブリストには規定がないものの他の関連法
令によって、外資の参入が実質的に制限されている分野も

依然として残っている。そのような事例に対応するため政
府内に対応窓口を設け問題を把握するとともに、関連部門
との連携により必要な関連法令の改正を行うことができる
ような、体制の整備が求められている。

政府の規制運用・手続の明確化・簡素化
国有資産の譲渡手続は通常の持ち分譲渡手続に加え、
別途審査・許可取得、資産評価、公開取引等の一連の手続
も必要とされるなど、実務上で所要期間が相当必要になっ
ており、簡素化が求められている。税務登記抹消にかかる
時間短縮の実現や登記簡易抹消プロセスにおける関連政
府当局間の認識のばらつきの是正についても要望がある。
また、一部の地域において、明確な規定なく投資性公司の
分公司設立が拒否されるケースが発生しており、法的根拠
のない設立拒否をしないことや、他地域と同様の取り扱い
が求められている。土地使用許可についても、使用期限が
近付いている企業が現れていることから、国による統一的
な基準策定が求められている。

情報公開の推進
近年、中国政府の統計データについて定義の変更や発表

の停止により、それまでのデータとの連続性・継続性がなく
なる事例が生じている。投資判断にあたりデータの連続性・
継続性は極めて重要なものであるため、可能な限り継続して
発表し、定義を変更する場合は可能な限り過去にさかのぼっ
て既存のデータを改訂するなどの対応が求められている。ま
た、中央および地方政府は産業振興のための各種の企業支
援制度を定めており、外資系企業も対象となっていることが
高く評価されている一方、省、地級市など複数の行政レベル
で、複数の行政部門がそれぞれ制度を定めているため内容
の把握が難しいとの意見があり、統一的に全国の企業支援
制度が一覧できるような情報提供が求められている。

＜建議＞
1. 公平な競争環境の確保

 外商投資法および外商投資法実施条例の細則
整備
　外商投資法および外商投資法実施条例が2020
年1月より施行され、既存の外商投資企業は
2025年1月1日より前に、組織形態や組織機構
の調整を完了する必要があるとされるなど、実
務上、大きな制度変更に直面した。一方で、実務
上の細則等の法令について適宜に十分な整備
がされず、企業側に混乱が生じた。今後、細則の
整備にあたっては、外商投資法に則り、適時に
外国商会や外資企業の意見を聴取し、反映する
よう要望する。さらに、外商投資法実施条例の
第29条、第30条に規定されている「外商投資企
業クレーム申告業務メカニズム」について、実務
上適切に運用されるよう要望する。
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 制度運用の透明化
　外資系企業の対中投資のリスクと見られている
不透明な制度運営について、法制度解釈の統
一的運用、制度変更の際の十分な準備期間確
保、諸手続の簡素化・迅速化、申請・照会に対
する文書での回答といった予見可能性等に資す
る改善を要望する。また、明文化されていない
口頭での指導や規制の実施は行わないよう要
望する。

 「信頼できないエンティティ・リスト規定」の公
平・透明な運用
　2020年9月施行の「信頼できないエンティティ・
リスト規定」について、処罰対象となる行為とし
て提示されている「中国の国家主権、安全、利
益の発展への危害」「正常な市場取引原則への
違反」や「差別的措置」などが不明確な概念と
なっている。商務部等の関連部門においての同
制度の運用にあたり、下位法令等により、これら
の概念をより明確化することを要望する。また、
同規定は米中摩擦も制定の背景として指摘され
るところ、日系企業が米中間の対抗措置や恣意
的な運用の対象とならないよう要望する。この
ほか、手続の透明性や公正性の確保、ならびに
日系企業の意見に十分な配慮を要望する。

 「外国の法律および措置の不当な域外適用を
阻止する規則」の運用基準明確化
　2021年1月施行の「外国の法律および措置の不
当な域外適用を阻止する規則」について、中国
政府が「不当な域外適用の状況にある」と判断
した場合は、中国の法人等がその他国の制裁
法規等に従うことへの禁止令を発出できるとさ
れている。一方で、「不当な域外適用の状況」と
いった概念があいまいであり、ビジネス上の予
見性の著しい低下につながっている。どのよう
な場合に同規則が適用されるのか等の判断基
準を明確にするよう要望する。また、日系企業
へ恣意的に適用することのないよう要望する。

 「外商投資安全審査弁法」の対象範囲明確化
　2021年1月施行の「外商投資安全審査弁法」に
ついて、同弁法により、グリーンフィールド投資
にまで外商投資の審査範囲が拡大された。且
つ、審査範囲について明確な定義がないことか
ら、審査当局に幅広い解釈の余地を残している
ことが指摘されている。自主申告が必要な範囲
とされている「重要インフラ」「重要技術」「重
要情報技術およびインターネット製品・サービ
ス」などの範囲につき、いっそうの明確化を要
望する。

2. 対外開放の拡大
 外商投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）
のさらなる緩和
　2024年11月1日に施行された「外商投資参入特

別管理措置（ネガティブリスト）（2024年版）」
では、制限・禁止条項が2020年版の31項目か
ら29項目に減少し、一定の緩和が進んだ。これ
により、製造業についてネガティブリスト上の
参入規制は撤廃されたことを評価する。引き続
き、制限・禁止項目の調整・削減にあたっては、
具体的にどのようなケース、業態であれば実際
に参入できるのか、解釈や解説、ガイドライン等
を併せて示すことによって明確化し、且つ、その
内容が行政の各レベルにおいて徹底されるよう
な環境整備や指導を要望する。

 ネガティブリスト以外の法律・法規による参入
規制の緩和
　2024年11月施行の「外商投資参入特別管理措
置（ネガティブリスト）（2024年版）」において、
「インターネットカルチャーに関する商品の経営
（音楽を除く）」という表現があり、「音楽を除
く」となっていることから、外資がインターネッ
ト音楽商品を取り扱う可能性を見出せるが、実
際は「ネットワーク出版サービス管理規定（工業
情報化部、旧国家新聞出版広電総局）」の存在
等により難しいとされる。ネガティブリストを掌
握する国家発展改革委員会および商務部と、同
規定を掌握する工業情報化部等に対し、「外商
投資参入特別管理措置（ネガティブリスト）」に
合わせ、「ネットワーク出版サービス管理規定」
を改正し、外資企業でも、インターネットでの音
楽分野のサービスを運営できるよう要望する。

 規制緩和に向けた体制整備
　各種ネガティブリストの改定や、企業が新たな
分野への参入を模索する中で、上記⑦のように
「外商投資参入特別管理措置（ネガティブリス
ト）（2024年版）」や「市場参入ネガティブリス
ト（2022年版）」では制限されていないが、他
の関連法令によって外資への開放分野が事実
上制限されており、参入が難しいといった事例
が生じる場合がある。外商投資法の大きな柱で
ある「参入前の内国民待遇とネガティブリスト
による外資投資管理制度」や「外商投資企業へ
の公平な競争環境の確立」の実現にあたり、そ
ういった事例に対応するため、国家発展改革委
員会や商務部などに対応窓口を設け、問題の把
握を行うとともに関連部門との連携により必要
な関連法令の改正を行うことができるよう、体
制の整備を要望する。

3. 政府の規制運用・手続の明確化・簡素化
 公的標準策定プロセスの運営方法統一と透明
性・公平性の向上
　国家標準、業界標準などの公的標準策定プロ
セスにおいて、例えば会員資格、会員費用など
を内資・外資で区別されることが依然見られ
るなど、標準工作組によって運営方法が統一さ
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れておらず透明性に欠ける。「外商投資企業標
準化作業指導意見」が公布され外商企業と内
資企業が標準化活動で同等の待遇を得るとの
方針が示されたことは高く評価するが、この方
針に則った対応が徹底されるとともに、標準化
活動にかかる策定・改定過程は、公開を原則と
し、外国企業の標準化技術委員会や標準化策
定工作組などへの参加を中国企業と同等の条
件とするなど、外資企業の参画も容易にするこ
とで透明性と公平性を高めるよう要望する。ま
た、国家標準の解釈や制度運用による混乱を
防ぎ、認証、試験等にかかわる、さらなる手続
透明化と合理化を図ることを要望する。

 標準・認証関連情報の適切な開示と公布から実
施までの十分な猶予期間の設定
　強制標準や認証等の実施に当たり、企業に影
響を与える規定や内部書簡、解釈、説明会の
開催情報と一般的な質疑応答（FAQ）等に関
する情報は、会議の開催を通じて内容を伝え
るだけではなく、関連するすべての機関・部門
のホームページ上に即時且つ正式に公布するよ
う要望する。また、標準の公布日から実施日ま
で、十分な猶予期間を取るよう要望する。特に
強制標準については、公に誰もが入手可能と
なった日を起算日として、1年から3年程度の猶
予期間を確保するべきである。強制標準の実
施に伴って企業が対応措置を取る際に、並列
標準が未公布であることにより、強制標準の
実施日前に対応が完了できないことがある。
強制標準とその並列標準については同時に公
布するよう要望する。

 国有資産の譲渡手続の簡素化・明確化
　国有資産の譲渡手続につき、｢会社法｣「企業国
有資産取引監督管理弁法」等に基づき、通常の
持分譲渡手続に加え、国有資産譲渡の審査・認
可取得、資産評価、公開取引等の一連の手続
も必要とされ、実務上で所用期間が相当必要と
なるため関連手続の簡素化を要望する。また、
国有資産譲渡に該当するかの判断基準をより
明確にするよう要望する（例えば、重大資産の
定義の明確化など）。

 事業再編手続の簡素化
　市場経済化が進展する中で、競争の活性化を
通じて、事業再編を余儀なくされる企業が出る
ことは自然な流れであり、撤退、分割、合併と
いった事業再編にかかわる時間的、費用的負
担を軽減する制度整備を要望する。2020年1月
に施行されたビジネス環境改善条例においても
関連する方針が示されているが、税務登記抹消
にかかる時間短縮の実現や、登記簡易抹消プ
ロセスにおける関連政府当局間の認識のばらつ
きの是正などが求められている。こうした措置

により、予見可能性が向上し、却って新たな投
資をもたらすことや、中国の産業構造の適正化
につながることが期待される。

 株式譲渡に関する手続の明確化・簡素化
　外国企業（非居住者企業）間における中国国内
企業の株式譲渡において、株式を売却する外国
企業は「企業所得税法」および実施条例、「印
紙税法」に基づいて、譲渡完了日から15日以内
に譲渡対象企業が所在する地域の税務局に企
業所得税および印紙税の納税申告を行う必要
がある。実際には中国の代理人を起用して納税
申告することが一般的となっているが、この方
法であると申告漏れが発生する恐れもある。例
えば、譲渡対象企業が株主名簿変更等の手続
を行う際に同時に代理申告する仕組みにするな
ど、中国国内に所在する企業が代理申告、源泉
徴収の義務を負うのが望ましいと考えるが、現
状は明確な規定がない。企業投資性資産の入
替え促進や申告漏れによるコンプライアンスリ
スク低減の観点から、譲渡や減資等にかかる手
続の明確化ならびに簡素化を要望する。

 土地使用許可更新に関する詳細規定の制定
　土地使用許可について、1990年制定の「都市国
有地使用権譲渡および再譲渡暫定施行条例」
において工業用地の最長使用期限は50年と定
められている。同時に、現地政府からの要求で
同条例にて規定された最長期限よりも短い期
間での土地使用契約が求められた場合もあり、
90年代に中国に進出した日系企業の中には、
土地使用期限が近付いている企業も現れてい
る。一方で、土地使用期限の更新にあたり、必
要な手続や費用などの詳細について、国による
統一的な基準が定められていない。近い将来多
くの企業が土地使用契約の更新時期を迎える
ことが予想されており、混乱を避けるために、早
期の詳細規定の制定を要望する。

 外国人の法定代表者によるオンライン手続
　法定代表者が外国人である外資企業は数多く
存在する。外国人が法定代表者の場合、実名認
証のための顔認証によるオンライン上の操作が
できないケースがある。このため、董事変更、経
営範囲変更等企業登録および届出手続を申請
する際に、法定代表者本人が窓口で手続を行う
か、もしくは授権委託書にて代理人が対応する
ことが必要になるため、企業登録および届出手
続の簡素化を要望する。なお、法定代表者が海
外にいる場合は海外で関連法的文書を署名し
た上で送付する必要もあり手続上の負担が生
じている。各地の市場監督管理部門においてシ
ステムを改善し、外国人が法定代表者であって
も、オンライン上での手続に支障が出ないこと
を要望する。
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4. 情報公開の推進
 連続的・継続的な統計・調査データの発表
　国家統計局発表のデータにつき、2023年か
ら固定資産投資額について統計範囲が変更さ
れ、前年の数値との連続性がなくなっている。
また、16～24歳の都市部調査失業率は2023
年6月分を最後に発表が停止され、2024年1月
に新たな定義のもとに発表が再開された。中国
人民銀行による都市部預金者・銀行・企業家
を対象としたアンケート調査は、2023年第2四
半期を最後に発表が停止され、2024年3月にな
り未発表分がまとめて発表されたが、現在では
再度発表が滞っている。統計・調査データをよ
り実態に即したものにするための制度変更の必
要性は理解できる一方、投資判断にあたりデー
タの連続性・継続性は極めて重要なものであ
る。政府機関による統計・調査データは可能な
限り継続して発表し、定義を変更する場合は可
能な限り過去にさかのぼって既存のデータを改
訂するなどの対応を要望する。

 企業支援策の統一的な情報提供
　中央および地方政府は、産業振興のための各
種の企業支援制度を定めており、多くの場合外
資系企業も対象となっていることを高く評価す
る。一方で国、省、地級市など複数の行政レベ
ルで、複数の行政部門がそれぞれ制度を定めて
いるため、外資系企業にとって、自身が利用で
きる支援策の把握が難しくなっている。統一的
に全国の企業支援制度が一覧できるような情
報提供を要望する。
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2024年に中国の競争法の規則体系はさらなる拡充と完
全化を遂げている。立法の面においては多くの行政法規、
部門規定、独占禁止ガイドラインなどが公布されている。
法執行の面においては企業結合の審査数量と独占行為の
行政処罰の公開数量が前年比で若干減少している。不正
競争防止の面においては不正競争防止法の第3回改正が
推進され、商業賄賂を対象とする監督管理と法執行の強
度が引き上げられ、腐敗防止に対する厳重な姿勢が継続
されている。

法令の改正と制度の改善
独占禁止法の面においては2024年1月22日に国務院が
改正後の「企業結合申告基準に関する規定」を公布およ
び施行し、企業結合申告の基準は若干緩和されている。
2024年3月25日には国家発展改革委員会、国家市場監督
管理総局などの8つの政府機関が「入札募集・入札分野公
平競争審査規則」を共同で公布し、2024年5月1日から施
行している。2024年6月13日には国務院が「公平競争審査
条例」を外部に公開し、2024年8月1日から施行している。
2024年10月13日には国家市場監督管理総局が「公平競争
審査通報処理業務規則」を公布し施行している。

上述の行政法規と部門規則のほか、2024年に国家市場
監督管理総局は多くの独占禁止分野のガイドラインや関
連文書なども公開している。具体的に述べると、これには
「事業者団体に関する独占禁止ガイドライン」「事業者独
占禁止コンプライアンスガイドライン」「標準必須特許独
占禁止指導」「水平的企業結合審査指導」「企業結合独占
禁止申告指導手引」「企業結合簡易案件独占禁止審査申
告表」「企業結合簡易案件公示表」などが含まれている。
このほか、国家市場監督管理総局は「薬品の分野に関する
独占禁止ガイドライン（意見募集稿）」「『独占禁止法』に
違反した企業結合実施の行政処罰裁量権基準（意見募集
稿）」「公平競争審査条例実施弁法（意見募集稿）」などの
文書も公開している。そのうち、「薬品の分野に関する独占
禁止ガイドライン」は2025年1月23日に国務院独占禁止不
正競争防止委員会が正式に公布し、これに伴い「原料薬分
野に関する独占禁止ガイドライン」は廃止されている。「公
平競争審査条例実施弁法」および「違法な企業結合実施
の行政処罰裁量権基準（試行）」もそれぞれ2025年2月28
日と2025年3月25日に国家市場監督管理総局より正式に
公布されている。

不正競争防止法の面においては2024年5月6日に国家市
場監督管理総局が「オンライン不正競争防止暫定規定」を

公布し、2024年9月1日から正式に施行している。2024年
12月21日には第14期全国人民代表大会常務委員会第13
回会議において「不正競争防止法（改正案）」が審議され
ている。2024年12月25日には全国人民代表大会常務委
員会弁公庁の公式サイトにおいて「不正競争防止法（改正
案）」の意見募集稿が公開されている。2025年1月10日に
は国家市場監督管理総局が「医薬企業商業賄賂リスク防
止コンプライアンス指導」を正式に公布している。

独占協定行為に対する規制の動向
2024年1月から12月にかけて、国家市場監督管理総局
は公式サイトにおいて8件の独占協定行為に関する処罰案
件を公開した。これらの公開案件はいずれも水平的協定
行為にかかわっており、案件に関与した当事者はそれぞれ
河南省焦作市の中古車流通協会および同業界の事業者、
福建省福州市の不動産査定協会、雲南省硯山県のレンガ
製造企業11社、新疆ウイグル自治区のロックウール企業5
社、湖南省湘西トゥチャ族ミャオ族自治州の自動車検測機
構13社、安徽省蚌埠市懐遠県の液化ガスボンベ事業者10
社、天津市の自動車検測会社10社および貴州省六盤水市
の自動車検測企業23社であった。

市場支配的地位の濫用行為に対する規
制の動向
市場支配的地位濫用の面においては2024年1月から12
月にかけて、国家市場監督管理総局の公式サイト上におい
て7件の処罰案件が公開されており、これには上海市の医
薬企業と金融情報サービス企業の案件、および広西チワン
族自治区・山西省・四川省・海南省・山東省等の地区の公
益事業企業の案件が含まれていた。ここで注目に値するの
は前述の金融情報サービス企業による市場支配的地位濫
用案件が、中国において金融データ分野における市場支配
的地位濫用をめぐる初の行政処罰案件であったという点で
ある。

企業結合行為に対する規制の動向
国家市場監督管理総局が公開した公式データの表示に
よると、2024年に国家市場監督管理総局が結審した企業
結合案件は643件に上り、そのうち、無条件の許可が623
件、受理後の申告者による申告の撤回が19件、制限条件付
きの許可が1件となっており、その1件は半導体業界にかか
わる案件であった。また、2024年に国家市場監督管理総
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局は同局の公式サイト上において、法令とおりに申告せず
に違法に実施された企業結合に対する行政処罰案件も3
件公開している。

独占禁止法関連の司法の動向
最高人民法院は2024年6月24日に「独占民事紛争案件
の審理における法律適用上の若干の問題に関する解釈」
を公開し、7月1日から正式に施行している。当該解釈にお
いては2022年に新たに改正された「独占禁止法」を基に
長年にわたる司法裁判の過程において形成された実践経
験上の教訓が汲まれており、2012年に公布された「独占行
為によりもたらされる民事紛争案件における法律応用上の
若干の問題に関する規定」に対する全面的且つ大幅な改
正が行われている。

さらに、2024年に最高人民法院と各地方の人民法院は
「米線生産業者」の水平的協定案件、「ケーブル・デジタ
ルテレビ信号スクランブルサービス公益事業企業」の市場
支配的地位濫用案件、「天然ガス会社」の抱き合わせ販売
案件、「野菜卸売市場」の市場支配的地位濫用案件、「交
通信号制御機」をめぐる水平的協定案件などの多くの典型
的な独占禁止案件も公開している。このほか、「工業潤滑
油生産業者」の市場支配的地位濫用案件は独占禁止民事
紛争において検察院が上訴した初の案件としても注目に値
する。

贈収賄に対する規制の動向
2024年に中国における腐敗防止・賄賂防止業務は依然
として厳重な姿勢が維持されている。中国共産党中央紀律
検査委員会と国家監察委員会によると、2024年に紀律検
査・監察機関は87万7,000件の案件を立件し、88万9,000
人を処分した。収賄・贈賄同時調査・処分の方針が堅持さ
れ、立件した贈賄者は2万6,000人に上り、4,271人が検察
機関に送致されている。

医薬の分野における腐敗防止と賄賂防止に対する監督
管理と法執行の強度には軟化の傾向が依然として見られて
おらず、関連制度は益々具体化されている。中国共産党中
央紀律検査委員会と国家監察委員会によって2024年内に
反復的に言及されていた権力が集中し、資金が密集し、資
源が充実している分野のうちの一つとして、医薬の分野は
2025年においても依然として中国における腐敗防止・賄賂
防止業務の重点注視分野となるものと予見することができ
る。医薬の分野のほか、金融、エネルギーなどの分野にお
ける腐敗防止と賄賂防止に対する監督管理と法執行の強
度も絶え間なく引き上げられている。

このほか、第20期中国共産党中央紀律検査委員会第
4回全体会議において2025年の任務が手配された際には
「常に幹部を不正行為に誘い込み地域に危害を加える贈
賄者に対する決然とした取り締まりと越境腐敗管理上の

強度の引き上げ」の必要性が強調されている。中国におけ
る近年の腐敗防止・賄賂防止の面における国際的な提携
の継続的な深化の傾向を踏まえて見てみると、越境の賄賂
行為に対する取り締まり上の強度も将来的には引き続き増
強されていく可能性がある。

＜建議＞
1. 中国における競争法関連法令の全般について

 「独占禁止法」に基づく関連の実施細則と運用
ガイドラインの改正の早期完了
　数多くの独占禁止法関連規定およびガイドライ
ンが2024年に相次いで公布された。中国の独
占禁止法制度は益々整備されてきており、この
点については評価することができる。一方、その
他の一部の関連実施細則や運用ガイドライン
の面においては、なおも相応に改正されてはい
ない。未改正の関連実施細則と運用ガイドライ
ンの改正も、早期に完了し、公布していただくよ
う要望する。

 加重処罰適用要件と処罰確定基準の明確化
　改正された「独占禁止法」には2倍から5倍まで
の加重処罰制度が導入されている。しかし、こ
の加重処罰の適用要件となる「本法に違反し、
情状が特別に深刻で、影響が特別に劣悪であ
り、特別に深刻な結果がもたらされた状況」お
よび処罰確定の基準については、詳細なガイド
ライン等の公布による明確化が行われていない
ことから、これらを明確化していただくよう要望
する。

 「外商投資安全審査弁法」のさらなる整備
　「外商投資安全審査弁法」は2021年1月18日
から施行されてはいるものの、外商投資安全審
査の適用範囲に属する具体的な業種、審査や
決定の基準、認可審査プロセスの詳細等につい
ては、不明確な点があり、ガイドラインおよび実
施細則の公布等を通じ、これらを明確にしてい
ただくよう要望する。

 標準必須特許の開示義務の軽減、善意交渉制
度の具体的な運用方法の明確化
　2024年11月4日に公布された「標準必須特許独
占禁止指導」は、現行の「知的財産権の濫用に
よる競争の排除および制限行為の禁止に関す
る規定」および「知的財産権の分野に関する独
占禁止ガイドライン」に基づいて標準必須特許
の分野における中国の独占禁止制度がさらに
整備されたものであり、この点については評価
することができる。しかしながら、当該指導で
は、事業者に厳しい必須特許情報の開示義務
が課されており、このような開示義務が標準の
推進・実施を阻害することを懸念し、事業者の
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開示義務を適切に軽減していただくよう要望す
る。また、指導では、FRAND原則の具体的な表
現として善意交渉が取り上げられ、その手続や
要求が規定されているが、これらの規定はなお
も具体化が必要であることから、善意交渉制度
の詳細な運用方法を提供していただくよう要望
する。

 「事業者団体に関する独占禁止ガイドライン」
のさらなる具体化
　2024年1月10日に公布・施行された「事業者団
体に関する独占禁止ガイドライン」は、独占禁
止の分野における事業者団体の自主的な規制
業務および主管機関の監督管理業務に対する
指導を提供するものであり、事業者団体による
独占禁止コンプライアンスの強化にとって重要
な意義を有している。しかし、同ガイドラインの
一部の規定（例えば、独占的協定の適用除外制
度や事業者団体の内部コンプライアンス管理な
ど）については、それらの内容をよりいっそう充
実するよう要望する。

 企業結合に関連する法執行基準と審査指導等
の公布、実施の迅速化
　国家市場監督管理総局は2024年12月に「水平
的企業結合審査指導」を発表し、企業結合の
審査規則をさらに充実させた。その内容は企業
結合申告にも大きな参考となるものである。企
業結合届出・審査制度の法執行および審査の
効果と透明性をさらに向上させるため、「非水
平的企業結合審査指導」の公布、実施を加速し
ていただくよう要望する。

2. 独占的協定について
 セーフハーバー制度の運用基準の明確化、同制
度の適用範囲の拡大
　事業者の市場シェアが一定の基準に達してい
ない場合における垂直的協定の適用除外とい
うセーフハーバー制度が改正された「独占禁止
法」に導入された後に、2022年の6月下旬に公
布された「独占的協定の禁止に関する規定（意
見募集稿）」においては同制度の下における市
場シェア等の運用基準が明確にされていたが、
2023年3月に公布された「独占的協定の禁止
に関する規定」においては市場シェアの基準が
削除されているので、早急に実施細則などを通
じて同制度の運用基準を明確にしていただくよ
う要望する。また、改正された「独占禁止法」に
おいては、水平的協定へのセーフハーバー制度
の適用が除外されており、市場の長期的且つ健
全な発展に有益な市場シェアの低い企業間の
提携がある程度において制限されているため、
セーフハーバー制度の適用範囲を水平的協定に
も拡大していただくよう要望する。

 垂直的協定におけるリニエンシー制度の適用可
否の解明
　「独占的協定の禁止に関する規定」において
は、リニエンシー制度の申請・認定手続がさら
に洗練化されたものであり、この点については
評価することができる。一方で、同規定は、リニ
エンシー制度の適用範囲を水平的協定の場合
に限定せず、「事業者が独占的協定を締結する
場合」に包括的に規定しているが、当該制度が
実務上垂直的協定に適用するかどうかについて
は、なおも不明確であり、解明していただくよう
要望する。

 個人を対象とする責任追及制度の運用基準の
明確化
　独占的協定に対する規制について、改正された
「独占禁止法」においては個人を対象とする責
任追及制度が導入されてはいるものの、その規
定は依然として原則的なものにとどまっている
ことから、早急な実施細則およびガイドライン
の公開等を通じて同制度の運用基準の詳細を
明確にしていただくよう要望する。

3. 市場支配的地位の濫用について
 大型企業等による優越的地位の濫用に対する
規制の導入をめぐる慎重な検討、または当該規
制における不明確な点の解明
　2024年の12月下旬に公布された「不正競争防
止法（改正案）」（意見募集稿）の第15条におい
ては大型企業等による優越的地位の濫用に対
する規制が導入されている。当該規制は中小企
業の利益を守るためには有益である。その一方、
「大型企業等」の定義や範囲、「優越的地位」お
よび「明らかに不合理」の認定基準、「その他の
公正な競争秩序を乱す行為」の範囲などには、
なおも不明確な点が残されている。市場におけ
る企業の競争行為を過度に萎縮させないために
も、当該規制の導入については外資企業の意見
も取り入れつつ慎重に検討し、または上記の不
明確な点を解明していただくよう要望する。

 買掛金・代金決済をめぐる大手企業への指導の
提供
　大手企業による下請業者に対する代金支払遅
延等の市場における優位性の濫用行為に対す
る防止策として、国務院は「中小企業代金支払
保障条例」や「ビジネス環境改善条例」等を公
布および実施している。2025年3月、国務院は
改正した「中小企業代金支払保障条例」を公布
し、大企業による支払遅延行為へのさらなる規
制を目指している。これらの条例の徹底化に向
けて、中国の国有企業をはじめとする大手企業
に買掛金や代金の支払を取引契約のとおりに
履行させるようにするためにも、政府による指
導を行っていただくよう要望する。
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第３章  競争法

 知的財産権への過度な制限の緩和
　知的財産権の行使時に考慮すべき独占禁止法
運用上の原則について、「知的財産権の分野に
関する独占禁止ガイドライン」にも定められて
いるとおり、FRAND原則の適用を受ける旨の宣
言の有無を問わず、標準必須特許か、それとも
標準必須特許ではない特許かにかかわらずに
FRAND条件の下におけるライセンスの実施を
一律に強制するように、知的財産権を過度に制
限し、イノベーションを阻害するのではないかと
いう懸念も生まれている。特許権の独占的且つ
排他的な権利という法的性質を考慮し、世界各
国の法令運用の実状を踏まえた上で、法令およ
びガイドラインを整合的に運用していただくよ
う要望する。

4. 企業結合について
 企業結合届出・審査制度における不明確な点の
解明
　改正された「独占禁止法」においては企業結合
の分類・分級審査制度や重点分野に対する規
制の強化等も明確にされており、この点につい
ては評価に値する。一方、企業結合届出の時点
における「企業結合」および「支配力」の構成
要件、企業結合届出の要否の判断基準、審査・
決定上の基準や考え方には、なおも不明確な点
が残されており、事業者側の判断が困難となる
ケースが存在している。「企業結合審査規定」
の公布・実施により、前述の不明確な点はある
程度解明されたものの、そのうちに特に「支配
力」の構成要件は依然として明確化されていな
い。これらの基準や考え方については、実施細
則およびガイドラインの公布等を通じて明確に
していただくよう要望する。

 簡易届出制度の運用上のさらなる改善、案件受
理・審査期間の短縮
　企業結合の届出時においては、書類の提出から
正式な案件受理までの期間は、ケースによって
異なっており、長期化する場合もある。簡易届
出制度の運用上の改善や、一部の簡易届出制
度適用案件審査権限の地方独占禁止法執行機
関への委譲等を通じて改善されてきてはいるも
のの、案件の受理や審査に要する期間について
は、関連制度の運用上のさらなる改善を通じ、
これを短縮していただくよう要望する。

5. 行政権力の濫用による競争の排除および制限
について

 行政権力の濫用による競争の排除および制限
行為に対する規制の整備
　「独占禁止法」においては、行政権力の濫用に
よる競争の排除および制限行為に対する罰則
は、上級当局による是正命令および直接の責任
者に対する処分のみであり、独占禁止法の執行

機関は、関連する上級当局に対して法による処
理の勧告を行う権限のみを有しており、行政機
関または法律法規の授権により公共事務を管
理する権限を有する組織による独占的行為に
対する抑止力に欠けている。ゆえに、行政的な
独占的行為に対する行政機関または法律法規
の授権により公共事務を管理する権限を有す
る組織への罰則が適切に強化されること、およ
びこれらの行政機関・組織に行政的な独占的
行為により損害を受けた事業者への損害賠償
責任が課されることが望まれる。同時に、行政
的な独占的行為により利益を享受した事業者
に対しても、事実関係に基づいて法的責任を追
及していただくよう要望する。

6. 商業賄賂について
 「不正競争防止法」の改正作業の加速、法令内
容の整備
　現行の「不正競争防止法」においては、商業賄
賂の認定にかかわるコミッションおよび値引き
の「事実通りの記帳」に対する判断基準、「職
権または影響力を利用して取引に影響を及ぼ
す組織または個人」の具体的な範囲、商業賄
賂と認定された場合において科せられ得る罰
則の適用基準の面においても不明確な点が残
されている。しかし、2025年3月現在、「不正競
争防止法」の第3次改正は、なおも完了していな
い。早急に改正作業を進め、今回の法令改正を
機会に、これらの基準も明確にしていただくよ
う要望する。
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概要
2026年1月1日からの増値税法の施行に向けて、企業が

抱える実務上の課題が早期に解決されるよう、実施細則
による取り扱いのさらなる明確化が待たれる。また、税務
処理の法的安定性や予測可能性の観点から、納税者が安
心して企業活動を行うことができる税務環境を整備する
施策の1つとして、現在、北京市および上海市で試行され
ている事前確認制度が全国的に展開されることも期待さ
れる。さらには、低調となっている日本企業による中国へ
の新規投資を促進させるための政策として、連結納税制
度や欠損金の繰り戻し還付の導入などが検討されること
が望まれる。

税務
制度運用／税収管理面
2023年12月29日に上海市税務局、2024年5月7日に北
京市税務局から公表された「税収事前裁定」に関する政策
に基づいて、税務機関と企業の相互信頼に基づき、企業は
今後の発生が予想される特定の複雑な税務事項に関する
事前確認制度が試行されている。税務および税法通達の
実務上の運用にあたっては、税務当局の担当官によって解
釈がなされることがあるため、税務当局の運用には地域差
があり、窓口担当者によって対応が異なるケースが発生し
ている。事前確認制度は、これらの問題点の解決策の1つ
になりうる可能性があり、既に納税者にとっての法的安定
性および予測可能性の観点から非常に高い評価を受けて
いる。一方で、現状これらの政策の適用対象者は、上海市
内または北京市内の法人納税者に限られるため、他地域
に所在する法人納税者に対しても、同種の税収事前裁定の
サービスが享受できるよう全国的な制度として展開され、
安定的に運用がされることが望まれる。

現状の税収管理の通達上、税務当局の課税判定に不服
がある場合、納税者に対する救済措置として上級税務機関
への不服申立、さらには中国人民法院への提訴を行うこと
ができる。しかしながら、税務訴訟では納税者の主張が通
りにくい状況にあり、公正な税務訴訟の運用と簡便な審査
機能の拡充が求められる。

国家税務総局は、重点大手企業グループの管理を強化
するため「千戸集団名簿管理弁法」を制定した。当該集団
のリストに入った企業は、毎年要求に従って各種の電子財
務データ（会計計算書類、報告書類含む）を提供しなけれ
ばならない。税務局が開発したデータ収集ツール、あるい

は税務局が制定したインターフェース規範に沿ってデータ
は当局のデバイスにダウンロードされて提出される。各企
業の採用する財務ソフトとは異なるため、電子財務データ
の収集に莫大な作業量をもたらしている。

所得税（個人所得税・企業所得税）
個人所得税は2019年に大幅な法改正が実施され、外
国籍人員の住宅手当、言語訓練費、子女教育費などに関
する免税手当措置が3年の過渡期を経て2021年12月末を
以って廃止されることが規定された。当該措置は2023年
末まで継続適用できることが事後的に明確にされ、さらに
2023年8月に財政部・国家税務総局より公告が出され、
2027年末まで外国籍人員の免税措置が継続されることに
なった。2027年末までの延長を評価する声は多い一方で
当該措置は時限措置であるため、今後も長く中国で勤務す
る外国人の不安を取り除くためにも、当該措置の無期限延
長が求められる。

企業所得税の政策においても、低調となっている日系企
業による中国への新規投資を促進させる政策が期待され
る。具体的には、連結納税制度、欠損金の繰り戻し還付の
導入、組織再編時の課税の繰り延べ要件の明確化である。
新規投資の場合には、投資後数年間は欠損が続くことが多
く、その負担が投資判断に影響を及ぼしている可能性があ
る。一定の条件下において連結納税制度が認められること
で、これらの負担が軽減されて解決策の1つとなると考えら
れる。

欠損金の繰り戻し還付の導入も同様である。これら政策
の導入は新規投資を促進し、既存の日系企業の事業撤退
を留まらせる可能性がある。中国経済の一時的な減速に伴
い、過去に納税をしていた企業が急に欠損となって納税で
きない状況が生じている。欠損金は翌年以降の課税所得
と相殺が可能となっているが、短期的には運転資金の確保
に支障が生じるケースがある。また、日系企業では一定期
間の赤字継続が投資撤退の判断基準としているケースも
あり、中期的には投資回収が見込まれる場合でも、これら
の理由で撤退の判断を下していることも見受けられる。そ
のため、一定の条件の下で欠損金の繰り戻し還付を認める
ことで、企業の資金繰りを支援するとともに、経営判断へ
の前向きな影響を与えることができるものと考える。

また、日系企業の中には事業の効率的な運営を図るた
めに、グループ企業間での組織再編を検討する企業が増
えている。具体的には、会社の分社化、持分譲渡、合併、
傘型会社を利用した組織再編を検討するケースがある。
特に地域を跨ぐ組織再編を進めるにあたっては実務面で

第４章
税務・会計
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の行政手続の要件が不明瞭で手続も煩雑であり、再編が
スムーズに進まない事象が発生している。課税繰延となる
特殊税務処理の規定も存在するものの、適用可能なシナ
リオは限られているため、要件の緩和や手続の明確化が
求められる。

租税条約の観点からも、日中間の配当に係る課税に対す
る源泉徴収率は日中租税条約の規定に基づき現在は10％
と定められているが、中国が香港やシンガポールと締結し
ている租税条約ではより低い税率（5％）が適用されてお
り、これらの国や地域からの投資についての強いインセン
ティブとなっている。日中間においても税率の低減を検討
してもらいたい。

移転価格税制
税務局による移転価格調査において、企業のビジネス展
開、業界動向、地域性といった実態があまり認められずに
課税目的の調査が展開されるケースがある。また実務上、
追徴税額の計算にあたっては複数年の平均値を使った期
間検証は原則として認められず、四分位レンジを使わずに
比較対象企業の中央値を基準にして更正される。外的要
因にも左右されるため、中国現地法人が一定利益を確保す
るよう単年毎に関連者間取引の移転価格を設定するのは
難しい。

移転価格リスクを排除するため、日系企業が事前確認制
度（APA）を申請する動きも継続的にみられる。しかし妥
結まで長期間を要しており、申請対象年度内で合意できな
いケースも出ている。また、税務局によっては書面通知を積
極的に行わずにAPA申請を受理したと確認することが難し
いことがあり、結果として申請中においても調査を開始しよ
うとする動きが散見される。二国間APAは両国間の権威あ
る当局同士の交渉であることに鑑み、窓口の一本化、もしく
は国家税務総局による積極的且つ主体的な調整が求めら
れる。

国際課税の管理強化（BEPS:税源浸食と利益移転）を受
けて、中国現地法人が作成するローカルファイルに関して
「バリューチェーン分析」を行うよう要求されている。親会
社が作成するマスターファイルでも「研究開発活動の人員
状況」など、OECDが定めたBEPSの行動計画には網羅され
ていない事項を記載することがルール化されている。移転
価格コンプライアンスに関する過剰な情報提供について、
OECDガイドラインに準拠したものに変更してもらいたい。

印紙税
従前の印紙税暫定条例に代わり、印紙税法が2022年7
月に施行された。関連公告の中で、海外企業が中国国内企
業と課税文書を作成する場合、中国国外で作成しても一定
の取引については当該海外企業も納税義務を負うことが
明示された。日本本社が中国現地法人や中国第三者と有形
資産、無形資産、技術役務などの取引を行うことは多々あ
り、日本本社側で中国にて納税負担が生じることになる。

日本では国外で作成された契約書等に印紙税が課される
ことはない。こうした情況を鑑みて、当該規定の見直しを要
望する声が多く聞かれた。また海外企業の印紙税納付にあ
たって実施細則が出ておらず、税務局によっても見解が異
なる。具体的な実務運用に関するガイドラインを発行する
よう要望する。

増値税
増値税法が2024年12月25日に公布され、2026年1月1日
から施行される予定である。従前の増値税法暫定条例に代
わり、法律レベルに引き上げることで、中国最大の税収であ
る増値税の運用に関する確実性および安定性が強化され
ることが期待される。公布された増値税法において「控除し
てはならない仕入税額」に関する規定が調整され、一部の
仕入増値税については控除可能な仕入税額の対象となるな
ど従前の実務課題が解決される可能性は既に評価されてい
る。一方で、公布された増値税法の条文だけでは判断でき
ない実務上の課題が依然として多い。2026年1月1日の施行
日に向けて、企業が十分な準備期間を持って進めるために
も、関連する実施細則やガイドラインが早期に発行される
ことが期待される。特に、従前からの実務上の課題として代
表的な貸付金利の支払に係る仕入税額控除の可否に関す
る取り扱いの明確化を要望する。

また、増値税の優遇策として、条件を満たすと増値税控
除留保額の還付が行われる。適時な増値税控除ができな
い場合、控除留保額の一括還付はキャッシュフロー上で
企業にメリットをもたらす。しかし実際に還付申請したとこ
ろ、問題点の指摘がなされないまま還付申請を取り消すよ
う税務局から連絡を受ける事例が出ている。ケースによっ
ては申請を取り消さない場合は調査が実施される可能性
があるとの話も受ける。

税務調査
新型コロナウイルス感染症の影響もあり一時減少した重
点査察の件数は、2023年以降に増加傾向へ戻り、多くの
日系企業が重点査察の対象となった。重点査察を含む税
務調査等は税務執行機関の権限の1つではあるものの、こ
れらの権限の行使にあたっては租税法律主義の考え方に
基づき、慎重に運用されるべきである。

最近は企業に調査名目で訪問し、その場で企業に各種
税目について納税漏れを指摘し、短期間（当日から数日）
での納税を慫慂するケースが散見される。正確な申告と適
切な納税は納税者の義務であることは理解するにしても、
納税者として当局の指摘について、各種の検討は必要であ
るし、場合によっては外部専門家の意見を仰ぐ必要がある
場合もある。

また、一部の課税当局の執行官は企業を訪問して自己検
査を指示するとともに、目標となる追徴税額について明言
するケースが見受けられる。税務調査等における権力の行
使にあたっては、本来の目的である納税者の適切な申告や
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納税を促すために、追徴税額ありきではなく、租税法律主
義に基づいた税務執行を担当官には求める。

会計
新会計準則と国際財務報告基準の関係
現行の新会計準則（以下、新準則）は2006年に公表さ
れ、2007年以降、すべての中国証券市場上場会社が新準
則を採用している。新準則は、2006年当時の国際財務報
告基準（以下、IFRS）を参考に作成された会計基準であ
り、IFRSの改正に伴い新準則本文は修正されていないもの
の、財政部の指導指針である「企業会計準則講解」等によ
り実質的にアップデートされてきた。また、IFRSの改正が
大きいものについて順次、新準則本文の追加、修正が行わ
れており、近年の主な改正として、2018年1月にIFRS15号
への対応として「企業会計準則第14号収益」が、2019年1
月に、IFRS16号への対応として「企業会計準則第21号リー
ス」が、2023年1月にIFRS17号への対応として「企業会計
準則第25号保険契約」がそれぞれ施行されている。

中国財政部による2010年の「中国企業会計準則と国際
財務報告基準の持続的コンバージェンスのロードマップ」
によれば、中国ではIFRSを直接採用（アドプション）せず、
新準則にIFRSの内容を取り込むことにより同等性を維持す
るコンバージェンス（中国語原文では「趨同」）を採用して
いる。経済大国である中国の会計基準をIFRSとどのように
コンバージェンスさせていくかは、世界における会計制度
統一の動きに大きな影響を与えると考えられており、その
動向が注視されている。

中国における日系企業に与える影響
中国における日系企業の多くは中国では非上場企業で
あるため、従来、新準則の適用は強制されず、多くの日系企
業は「旧企業会計準則」および「企業会計制度」（両基準
を合わせて、以下、旧準則）を採用してきた。しかし、近年、
各地財政当局の指導により、非上場の大中規模企業に対
しても新準則の適用が強制されている地域が増えており、
日系企業においても新準則を採用している会社が増えてい
る。今後も順次新準則の強制適用の動きが全国範囲に及
ぶことが予想される。

さらに、2015年2月に財政部より発表された「財会
2015.3号」では、旧準則適用企業が準拠していた「旧企業
会計準則」がすべて廃止された（旧準則体系中の「企業会
計制度」は残存）。同通達は、元々2つの会計準則が運用
されている状況を是正するためのもので、早晩「企業会計
制度」も廃止される可能性がある。財政部も新準則の適用
を推奨しており、旧準則を採用している日系企業も新準則
の適用が強制されると予想される。なお、新準則の適用が
要求されているのは主に大中規模企業であり、小規模企業
には簡便な会計処理が採用されている新小企業会計準則
の適用も認められている。

新準則と旧準則における重要な相違点は、(1)旧準則で
は連結財務諸表の作成は強制されていないが、新準則で
は子会社があれば連結財務諸表の作成が強制される、(2)
旧準則に比べ、新準則では税効果、金融商品、収益認識、
リース等について、IFRSとほぼ同等の複雑な会計基準を適
用する必要がある、(3)旧準則では曖昧であった減損会計
について、新準則では明確に定められている、(4)旧準則に
比べ新準則では財務諸表および注記の記載内容が著しく
増加する等であり、実務担当者の負担が増えることになる
と考えられる。

また、中国企業会計制度の特徴として、12月決算しか認
められていない点が挙げられるが、この点は近年日本企業
がグローバルベースでIFRSへの移行を検討する動きが加
速する中で、改善が望まれる。

＜建議＞
1. 税務

(1) 制度運用／税収管理
 税収徴収管理の安定化
　税収徴収管理において、地域差や当局担当者に
よる解釈の差異をなくし、法規の解釈に混乱が
生じないように、北京市や上海市で現在試行さ
れている事前確認制度については、運用を安定
的に行うとともに、全国的な制度として展開さ
れることを要望する。

 重点企業グループに対する管理強化
　重点企業グループの管理強化のため、税務局は
「千戸集団」を設定した上で各種の財務・税務
データの提供を求める。とりわけ電子データの
収集および提出は企業に莫大な作業量をもた
らしており、要求の取り消しを要望する。

(2) 所得税（個人所得税・企業所得税）
 外国籍人員に対する免税措置の恒久化
　外国籍人員が適用可能な免税措置（住宅手
当、言語訓練費、子女教育費）が廃止されると
外国籍人員の個人所得税が大幅増になること
が見込まれるため、当該措置の無期限延期を
要望する。

 法人に対する連結納税制度の導入
　中国の企業所得税法および関連法規において
は、連結納税制度が認められていない。新規投
資を促進するために、特定の条件下において連
結納税制度を認め、日系企業の中国新規投資
に対する1つの誘引条件と位置づけることを要
望する。

 欠損金の繰り戻し還付
　企業の資金繰りへのサポートをするとともに、
経営判断への前向きな影響を与えるために、一
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定の条件の下での欠損金の繰り戻し還付を認
めることを要望する。

 組織再編上の課税
　グループ会社の組織再編を進めるにあたり、実
務面にて行政手続の要件が不明瞭で手続も煩
雑である。企業負担を軽減するために課税繰延
となる特殊税務処理の適用条件がまだ不明確
な部分がある。組織再編がスムーズに進められ
るよう関連規定および手続のさらなる明確化を
要望する。

 租税条約における源泉税率
　「所得に対する租税に関する二重課税の回
避および脱税の防止のための日本国政府と中
華人民共和国政府との間の協定（日中租税条
約)」における配当所得の企業所得税率は10％
だが、これは中国が香港やシンガポール等と締
結している租税条約と比して高い水準にあり軽
減を要望する。

(3) 移転価格税制
 移転価格調査における税務機関の姿勢
　移転価格調査において、グローバル経済動向や
企業のビジネス展開、地域性といった企業の実
態があまり認められず、企業としては二重課税
排除のために相互協議を希望する場合であって
も、課税当局側からその適用対象外となる自主
調整を慫慂され、結果として二重課税が排除さ
れないケースもある。また、中国の移転価格税
制においては他の諸外国と異なり、四分位レン
ジを使わずに比較対象企業の中央値を基準に
して更正される。二重課税排除のための改善や
原則として四分位レンジ全体を適切な利益率と
して判断できるような対応を要望する。

 日中APAの申請手続のさらなる円滑化
　二国APAの申請にあたり、長期間に渡る調整や
審査が必要になる。その間、税務局による調査
が停止されないケースもあり、税務局にて窓口
を一本化した対応を行ってもらいたい。二国間
相互協議についても納税者の長期にわたる不
安定な状況を排除するため、円滑に機能するよ
う要望する。

(4) 印紙税
 印紙税法における海外企業への課税
　新・印紙税法により、海外企業が一定の取引を
行うと海外企業側でも納税義務を負うことに
なった。日本では国外で作成された契約書等に
印紙税が課税されることはなく、当該規定の見
直しを希望する。また海外企業の納付にあたり
明確な実施細則がなく、税務局によっても見解
が異なる。具体的な実務運用に関するガイドラ
インを発行してもらいたい。

(5) 増値税
 増値税の仕入税額控除対象の拡大
　2026年1月1日から施行される増値税法におい
て「控除してはならない仕入税額」に関する規
定が調整され、一部の仕入増値税については仕
入税額の対象となるなど従前の実務課題が解
決することが期待されている。特に、貸付金利
の支払に係る仕入税額の今後の控除の可否は
業界共通の関心事となっているため、増値税法
の施行に向けて実施細則によるさらなる取り扱
いの明確化を要望する。

 留保額還付手続における実務運用
　増値税控除留保額について条件を満たすと還
付が行われるが、還付申請を実施したところ、
税務局から問題点の指摘がなされないまま還
付申請を取り消すよう連絡を受け、さらに申請
を取り消さない場合は調査が実施される可能
性があるとの話も受けた。還付申請ができない
場合の理由説明など、制度利用を促す運用を要
望する。

(6) 税務調査
 法に基づいた税務調査における執行の担保
　税務調査の現場で散見される短期間での納税
慫慂や、自主検査にもかかわらず明示される追
徴税額（希望額）など、租税法律主義の原則か
ら逸脱した執行方針については、厳に慎むよう
現場に強く指導されることを要望する。

2. 会計
 企業の自主的判断での決算期設定
　現在グローバルベースでIFRS（国際財務報告基
準）への移行が検討されているなかで、連結決
算対応の観点より、現在の中国における12月決
算のみではなく、企業の自主的判断で決算期の
設定を可能とする中国企業会計制度の柔軟な
適用を要望する。

 新会計準則移行措置の統一とIFRSコンバージェ
ンスの促進
　新しい企業会計準則への移行措置が各地で異
なっており、今後義務化するにあたり事前準備
期間を考慮したうえで全国一律の対応を要望す
る。また、当該準則は2012年に欧州委員会によ
りIFRSと同等と認められたが、一部の処理にお
いて依然として差異が存在する。今後よりいっそ
うのコンバージェンスへの取り組みを要望する。
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貿易ビジネスの協力を強化し、文化交流を促進するた
め、2024年11月、中国政府は4年半ぶりとなる日本人短期
滞在ビザ免除による中国入国措置を再開した。これによ
り日本各界からの長期間に渡る強い要望は有効な解決に
至った。また、深刻化の一途をたどる高齢化、労働力人口
の減少問題への対応、および養老保険の給付圧力緩和に
向けて中国政府が実施を決定した定年退職年齢引き上げ
政策は、企業の雇用コスト管理や労働紛争問題の解決に
おいて重大な影響を与えるものとなった。

2024年以降公布、実施された主な政策
および行政措置
対日ビザ免除措置を試行、ビザ免除による滞在期間
を30日に延長
中国外交部領事司は2024年11月22日、「ビザ免除国の
さらなる拡大と入国政策の最適化に関する通知」を正式
に発表し、2024年11月30日から2025年12月31日まで、日
本を含む9カ国に対しビザ免除措置を試行することを発表
した。また同時に、中国外交部領事司は入国政策を最適化
し、ビザ免除による滞在期間を従来の15日から30日に延長
すると発表した。中国政府による対日ビザ免除措置の再開
は、日中間の人員往来の利便性を大いに高め、両国の経済
協力と文化交流の促進に役立つものとなる。

定年退職年齢引き上げ改革が始動、段階的な定年退
職年齢引き上げの新規定を発表
2024年9月13日、第14期全国人民代表大会常務委員会
第11回会議において「法定退職年齢の段階的な引き上げ
実施に関する決定」が決議採択された。これと同時に、中
国国務院が制定した「国務院による法定退職年齢の段階
的な引き上げに関する弁法」の承認により、男性従業員の
法定退職年齢を満63歳へと段階的に引き上げ、女性従業
員の法定退職年齢をそれぞれ満55歳、満58歳へと引き上
げることを決定し、併せて各年齢層の従業員の法定退職年
齢引き上げ対照表を発表した。さらに、人力資源社会保障
部(以下、人社部)、中国共産党中央組織部、財政部の3部
門は2024年12月31日、「弾力的退職制度実施暫定弁法」
を共同で発表し、弾力的早期退職と弾力的退職延期の手
続や基本養老金の受給などについて明確にした。定年退
職年齢引き上げ政策の導入は、高齢化による労働力不足問
題をある程度改善し、中国政府の養老保険支払い圧力の
緩和や、企業の労働者求人難問題の解決に役立つが、同
時に企業における従業員管理の実施方法やコスト、また労

働紛争の解決方法などの問題に直接影響を与えるもので
もある。

法定祝日が2日増加、これに伴う賃金換算計算ルー
ルの明確化
国務院は2024年11月12日、「『全国年間祝日および記念
日休暇弁法』改正に関する国務院による決定」(国令第795
号)を公布し、2025年1月1日より全国民の休暇となる法定
祝日が2日増加(旧暦大晦日と5月2日)し、一年間の法定祝日
日数は従来の11日から13日となった。これに伴い休暇の振
替原則がより整備され、例えば水曜日が祝日に当たる場合
は当日のみを休日とし、振り替えないことになった。人力資
源社会保障部は2025年1月1日、「従業員の年間月平均労
働時間と賃金換算問題に関する通知」を発表し、法定祝日
増加後も毎月の給与計算日数は21.75日であるが、年度総
稼働日数は248日に調整され、月平均出勤日数は20.67日
に調整されたことを明確にした。法定祝日日数の増加は従
業員の福利向上に役立つが、一方で企業の雇用コストが増
え、勤怠管理面で相応の調整を行う必要も生じる。

2025年の展望
日本人の入国ビザ免除措置の継続的実施を期待
「ビザ免除国のさらなる拡大と入国政策の最適化に関
する通知」は、日本人に対するビザ免除措置の実施期限を
2025年12月31日までとしている。2025年12月31日以降も
ビザ免除措置が継続されること、また30日ビザ免除滞在
期間の維持継続を期待する。

失業保険の雇用安定化支援政策の継続を期待
人力資源社会保障部、財政部、国家税務総局は2024年
4月26日、「失業保険の企業支援・雇用安定化政策の継続
実施に関する通知」を発表し、失業保険料率の段階的引き
下げの実施期間を2025年12月31日まで延長執行すること
を定めたが、2025年12月31日以降も引き続き失業保険料
率の段階的引き下げ政策を実施することを期待する。

＜建議＞
1. 就労および出入国関連

 日本人入国ビザ免除政策の常態化
　2024年11月30日から2025年12月31日まで、
日本の一般パスポート所持者が30日を超えな
い訪中ビジネス、観光、親戚・友人訪問、交流

第５章
労務
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訪問を行う場合、ノービザで入国できるように
なった。今回試行されているビザ免除政策にお
いて、以前は15日だったビザ免除滞在期間が、
30日に延長されたことを歓迎する。ただし、当
該ビザ免除政策は2025年12月31日までに限り
試行されるものであるため、中国政府が2025年
12月31日以降も引き続きビザ免除政策を常態
的に施行することを要望する。

 旧パスポートの提出を不要とし、申請書類を簡
素化する
　一部地域でインターネット上での就業手続なら
びに「外国人の居留許可申請におけるパスポー
ト保管免除」の便宜政策の開始により、外国人
の手続負担が軽減されたことを歓迎する。科学
技術部、国家移民管理局が各地区の執行基準
を統一し、「外国人の居留許可申請におけるパ
スポート保管免除」政策の実施範囲を拡大する
ことにより、外国人の就業および居留手続のさ
らなる簡素化を期待する。ビザ、居留許可等の
手続において旧パスポート原本の提出を求めら
れるケースがあり、提供できない場合に書面に
よる説明書類の提出を求められるため、外国人
に一定の不便を与えているが、中国在外公館お
よび各地出入国管理部門ができるだけ申請書
類を簡素化し、旧パスポート原本やその他書面
による説明書類の提出を不要とすることを要望
する。

 外国人の指紋・顔写真などの情報採取回数の
削減
　外国人の指紋、顔写真などの情報が複数回重
複して採取されるなどの問題がある。国家移民
管理局が管理措置を最適化し、入国時に一度
だけ指紋、顔写真情報を採取し、同じ情報の複
数回、重複採取を避け、外国人の負担をいっそ
う軽減することを要望する。

 S2ビザ申請条件の緩和
　中国の春節（旧正月）や国慶節（建国記念日）
などの伝統的祝日や、日本の冬期休暇、夏期休
暇、ゴールデンウィーク休暇、年末年始休暇な
どの長期休暇の際には、外国籍駐在員の親族
が訪中する需要が高まっているため、S2ビザの
申請条件を緩和·簡素化し、S2ビザ申請時にお
ける外国籍駐在員が保有する居留許可の残存
期間制限を撤廃することを要望する。

 外国人の地域を跨ぐ転勤による就業·居留手続
のさらなる簡素化、および新政策の十分な告知
後の実施
　科学技術部と出入国管理部門は、勤務地変更
に伴う外国人の就労許可と居留許可手続プロセ
スをより簡素化し、「抹消してから新たに手続す
る」という現行モデルの見直しと審査期間の短
縮を要望する。また、外交部、科学技術部、国

家移民管理局等の主管部門は、外国人のビザ、
就業、居留に関する政策を変更する前に、公式
サイト等の各種ルートを通じて外国人に十分に
告知し、少なくとも1週間以上の移行期間を設
けることを要望する。

 外国人帰国者の銀行口座凍結措置の撤廃、ま
たは国外での凍結解除手続の許可
　外国人が本国に転任後、中国国内で開設した銀
行口座が中国ビザまたは居留許可の期限が切
れたことにより一定期間後に凍結され、口座の
凍結解除手続を行う場合、本人が中国に戻って
国内の銀行で手続しなければならない。帰国者
の中国への再入国には一定の負担があるため、
中国人民銀行において、外国人帰国者の銀行
口座凍結措置の撤廃すること、もしくは国外で
の凍結解除手続を可能とする便宜措置を設け
ることを要望する。

 各地の就労許可、居留許可の手続プロセスおよ
び手続期間の統一、処理期間の短縮
　就労許可、居留許可の手続のプロセス、手続期
間が各地域で統一されていないため、新規赴任
駐在員が赴任前に手続に要する時間を予測す
ることが困難となっている。科学技術部と出入
国管理部門において、各地域の就労許可·居留
許可手続期間を統一した上で、諸手続の簡素化
と処理時間の短縮を要望する。

2. 社会保障
 外国人の医療保険等その他社会保険項目の強
制納付義務の免除
　「社会保障に関する日本国政府と中華人民共
和国との間の協定」により、外商投資企業と外
国人の社会保険料納付負担を効果的に軽減
し、基本養老保険以外の医療保険、労災保険、
失業保険およびその他社会保険項目について
も、関連法律の規定に対し同様に相応の改正
を行い、外国人の強制納付義務を免除し、中国
国内で納付するかどうかを自身で決定できるよ
うにすることを要望する。

 社会保険、住宅積立金の追納期間および時効
を合理的に設定し、社会保険納付基数、料率の
調整時期を固定する
　一部の日系企業では歴史的遺留問題等により
社会保険・住宅積立金の過少納付・納付漏れ
が発生しており、複雑な追納手続や非常に長い
追納期間に起因する莫大な追徴金が日系企業
に大きな負担となっている。人力資源・社会保
障部（以下、人社部）および住宅積立金管理セ
ンターにおいて、企業の正常な生産·経営活動の
維持を前提に合理的な追納期間・時効の設定
を要望する。また、社会保険の納付基数、料率
の調整時期を固定し、例えば、毎年12月もしく
は1月に統一して調整することを要望する。同時
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に、社会保険・住宅積立金の省級または市級主
管部門が、同地域における納付要求および納付
条件の統一性を確保するために、毎年1回、企
業に対する指導訓練を行うことを要望する。

 社会保険·住宅積立金の全国統一計画の早期実現
　従業員が社会保険加入地以外の地域へ転勤す
る場合、既存の社会保険待遇を転勤先で享受
できないケースや、養老保険の個人口座残高が
移転できないなどの問題がある。人社部および
住宅積立金管理センターにおいて、社会保険と
住宅積立金の全国統一計画を早期実現し、企
業が従業員の実際の勤務先に支社を設立して
いない場合でも社会保険納付を可能とする措
置を講じるとともに、住宅積立金納付地以外の
地域での住宅積立金による住宅ローン申請の
関連制限を撤廃し、社会保険および住宅積立
金の移転が人員異動に与える影響を軽減するこ
とを要望する。

3.	 労働管理

 「月間残業時間が36時間を超えてはならない」
という強制規定の見直し
　人社部は「労働法」における「月間残業時間が
36時間を超えてはならない」という強制規定を
見直し、企業と従業員や労働組合が協議のうえ
合意後、労働行政部門に特別申請を行うことに
より月々の残業時間上限を柔軟な方法で合理
的に設定することを許可するよう要望する。

 女性従業員の身分定義基準の明確化、女性従
業員の統一的退職年齢基準の制定
　全国人民代表大会常務委員会は2024年9月13
日、「法定定年退職年齢の漸進的延長実施に関
する決定」を公布し、同日に国務院は「法定定
年退職年齢の漸進的延長に関する弁法」を公
布した。従来と同様、女性従業員の退職年齢は
延長後も一般従業員および幹部の身分に基づ
き区分されるが、地域によって女性労働者と女
性幹部の身分定義基準が明確ではないため、
人社部において、区分基準を明確にするか、統
一的な女性従業員の退職年齢基準を制定する
ことを要望する。

 医療期間関連の法律整備、および重症・軽症に
よる医療期間を明確に区分する
　一部の従業員が医療期間の規定を悪用し「軽
症での長期休暇申請」などの現象が広く存在し
ている。現在の医療期間は主に従業員の勤続
年数を基準に計算されるため、勤続年数が比較
的長い一部の従業員が、軽症でありながら最長
医療期間を享受することにより企業の雇用負担
を重くしており、企業の雇用管理上不利になっ
ている。人社部および関連主管部門において、
医療期間関連の法律·法規をいっそう整備し、
勤続年数を根拠とした上で、重症か軽症かに

よって医療期間を明確に区分し、病症の程度に
よって合理的な医療期間を設け、企業の雇用コ
ストを緩和すると同時に、医療資源の浪費を回
避するよう要望する。
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現状の概要

中国知的財産権の現状は、知的財産権強国へ向けて着
実に歩んでいる状況であると言える。

2020年10月の第19期中共中央政治局第25回集団学習
会での「イノベーションは発展を導く第一の原動力であ
り、知的財産権を保護することはすなわちイノベーション
を保護することそのものである」という談話、2021年9月
の「知的財産権強国建設綱要（2021～2035年）」、2021年
10月の「第14次5カ年規画期間における国家知的財産権
保護と運用計画」、2023年10月の「専利転化運用特別行
動計画（2023-2025年）」等に基づいて、知的財産権の創
造、活用、保護、管理とサービスレベルの全面的な向上が
図られているところである。権利存続中の発明専利件数お
よび商標件数は、それぞれ569万件および4,978万件であり
（2024年末時点）、いずれも世界一位となっている。

今後の方向性としては、諸外国の知的財産制度・運用との
さらなる調和を推し進め、内国企業・外国企業を問わずに
企業間で公平・公正に競争ができる環境を構築していくこと
が、日本企業・中国企業のいずれにとっても好ましいと考え
られる。その観点から以下の課題について建議する。

知的財産の保護の現状と課題
出願権利化プロセス
意匠制度
製品の外観が販売等の前に公表されないようにするため
に、意匠公報の発行時期は柔軟に設定できることが望まれ
る。この点、中国の意匠制度においては、2024年1月施行の
専利審査指南では遅延審査期間が月単位で申請可能とさ
れ、且つ、遅延審査申請の取下が可能とされ、制度の柔軟化
が図られたことを歓迎している。他方、実体審査が採用され
ておらず、粗悪権利の濫用が懸念される。さらに実体審査を
経た登録意匠を一定期間非公開にする秘密意匠制度は導入
されていない。また、2021年6月施行の専利法において、意
匠権の存続期間が延長された点は歓迎されるものの、依然
として、欧州や日本と比較し、存続期間が短い状況にある。

商標審査
改正後の商標法においても、外国で著名であるが、中国
では販売等がなされておらず、周知とは言えない商標が第
三者に先取りされる事例（外国で著名なアニメのタイトル
からなる商標や外国で著名な商標と同一または類似する商
標が商標出願される）が引き続き生じている。こうした悪意

の商標出願は、外国の商標権者による中国での投資や事業
拡張の障害となり、事業活動を不当に阻害するのみならず、
真正な商品等を入手できない点において、中国の消費者利
益をも害する。悪意の商標出願を取り締まるべく、国家知
識産権局は、商標法第4条の規定に基づく商標出願の拒絶
に力を入れている点は評価できる。他方で、商標法第4条の
規定は「使用を目的としない」という要件があり、商標のみ
ならず、事業も先取りすることを目論む悪意の商標出願に対
する実効性は不明確である。また、こうした場合に商標を無
効とするには、中国国内での同商標の著名性が求められる
ケースがあり、外国の著名商標の明確且つ確実な保護が求
められる。加えて、商標審査審理指南（2.2）において、馳名
（著名）商標の保護（商標法第13条）、他人の先行権利の
保護（同第32条）等に関する条文は、実体審査の対象外と
されており、審査において登録不適と判断されるべきものが
拒絶されていない。そのため、著名商標の権利者は、都度、
異議申立てや無効審判を行わなければならず、その監視お
よび対応に多大な負担が生じている。

商標法第10条第1項第7号は「欺瞞性を帯び、公衆に商品
の品質等の特徴または産地について誤認を生じさせやすい
商標」を拒絶する規定だが、商品の品質等の特徴の誤認がな
いものとして、他の諸外国で問題なく登録されている商標が
中国においてのみ同号により拒絶され、世界で統一したブラ
ンド戦略を進める上で障害となるケースがある。

商標審査における情報提供
特許審査の場合と異なり、商標審査においては第三者によ

る証拠資料の提出機会となる情報提供制度は明文化されてい
ない。他方で、実務上、商標審査における情報提供が実施され
ている現状を踏まえ、同制度の適切且つ公平な実施を担保すべ
く、同制度の法文化または明確な運用の公表が求められる。

商標審査における意見書提出機会
日米欧韓各国の商標審査では、商標出願について拒絶
理由がある場合、出願人に通知し、出願人は同拒絶理由へ
の反論が可能となっているが、中国では、審査官の拒絶の
判断に対する反論の機会が審査段階でなく、商標評審委
員会への再審で反論せざるを得ない。この場合、出願人と
のコミュニケーションが不十分な状態で審査判断がなされ
るおそれや拒絶理由の争点が不明確で、商標評審委員会
への再審において効果的な反論が難しい場合がある。

商標審査審理の延期
「審判事件の中止事由に関する規準」により、引用商標
の審理結果が後願の審理に影響を及ぼす場合、後願の審
理は延期すべきとされているが、必要な場合に審理が延期
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されない場合、後願出願人による不要な再出願をせまられ
ることになる。また、商標審査については、引用商標の審理
結果が後願の審理に影響を及ぼす場合の取り扱いは明確
にされていない。

復審の請求期間の延長
商標出願の拒絶査定に対する復審の請求期間が、拒絶
査定の通知書を受領した日から15日間となっており、専利
法の復審請求期間である3カ月間と比べても著しく短い。
従い、外国企業や在外者（以下、在外者等）は、一般的な
在内者に比べ、地理的、言語的に不平等な状況で、極めて
短い時間での意思決定を求められることになる。諸外国に
おいては、在外者等や内在者を含めたすべての者に対して
十分な請求期間を設定する国や、在外者等の地理的・言語
的な不平等を救済するため、当事者からの申し立て等によ
り請求期間を調整可能とする国もある。従い、中国の商標
出願の拒絶査定に対する復審においても、在外者等に対し
て、負担軽減の救済策が考慮されるべきと考える。

商標コンセント制度
商標出願の拒絶査定に対する復審において、近年は共存

同意書の受け入れ条件が厳格になってきている。そのため、
例えば、出願商標と引用商標に一定の相違があり、且つ企業
間に出資関係または同一企業グループに属する場合であっ
ても、引用商標の権利者が発行した共存同意書が受け入れ
られないケースが出ている。一方、諸外国においては共存同
意書を受け入れている国も多く、また、近年コンセント制度
を導入して共存同意書の受け入れを開始した国も複数あり、
諸外国との相違も大きくなっている。企業にとって共存同意
書は、消費者と公衆の利益を害しない範囲において企業間
（特にグループ企業間）での商標ポートフォリオを構築する
際に必要な物であり、ビジネス環境の向上や経済発展の促
進に資するものである。従い、法整備がされ、安定的に共存
同意書が受け入れられるようになることが求められている。

特許請求の範囲および明細書の記載要件・補正制限
2017年4月1日施行の専利審査指南では、ビジネスモデ
ル発明とコンピュータプログラム発明の審査基準が緩和さ
れ、登録後特許文書の特許請求範囲の補正方式も緩和さ
れた。これらの点については当局の取り組みに感謝してい
る。一方、特許請求の範囲および明細書の記載要件は、い
まだ諸外国に比べて厳しい審査基準により運用されてお
り、その補正および訂正についても同様である。特許請求
の範囲および明細書の記載についての過度に厳しい基準
の要求や、その補正および訂正についての過度な制限は、
発明の適切な保護に欠けることになる。

知的財産の競争環境の現状と課題
さまざまな模倣行為
再犯行為
日系企業は模倣業者に対する摘発に積極的に協力して

いるが、模倣業者は処罰を回避するため、手法の多様化、
複雑化等さまざまな施策を講じている。一方で、模倣品摘
発がなされても、侵害行為に比して制裁が十分なされない、
再犯行為の定義が不明瞭、当局間の連携や情報共有の体
制が不十分等、複数の要因により、模倣行為を意図的に繰
り返す再犯者に対する十分な抑止効果が機能していない。
他方、2024年1月施行の「海関行政処罰裁量基準（三）」
により、海関における再犯等の処罰裁量基準が明確になっ
た点を歓迎する。

インターネットを介した模倣品販売
知的財産保護プログラムの整備強化
中国ECの急速な発展に伴い、模倣品業者の主な商流も
インターネットが主流となりつつある。ECサイトでは、消費
者側はEC店舗の販売数やユーザーレビュー等に基づく信頼
度を確認することが可能であるが、これを悪用し、模倣品業
者自身の偽造注文による販売実績の水増しや、偽造授権証
を掲載し正規代理店を名乗る等の不正競争行為も確認さ
れている。各ECサイト運営者は、知的財産保護プログラム
の整備や統一化、権利者との情報交換等の自主的な取り組
みを行っているが、模倣品の多さや巧妙な模倣品販売手法
に対応が追い付かない現実がある。また、ECサイトの増加
に伴い、ECサイト運営者の模倣業者への対応にも差が生じ
ており、より対応に消極的な（模倣品販売が容易な）ECサイ
トが模倣品販売の温床となるといった課題もある。

当局もこうした諸課題解決に向け、電子商取引事業者、
ECプラットフォーム事業者およびプラットフォーム内の事
業者の負う義務および法的責任について規定した電子商
取引法を2019年1月1日に施行し、2021年8月には改正法
案の意見募集を行う等、電子商取引の法整備を進めてい
る。一方で、同法の実効性をより高める観点から、権利者
からは細則等策定による運用や罰則の明確化を期待する
声も多い。

模倣品の海外流出
実務において海関から権利者へ「確認知識産権侵害状
況通知書」が通知される際、海関のサービスにより被疑製
品の写真が添付される場合が多い。権利者にとって通知後
3営業日以内に各地の海関に対して真贋鑑定を実施できる
人材を派遣する、または、写真撮影等を行うスタッフを派
遣し真贋鑑定を実施できる人材へ写真等を送付し知識産
権の保護措置の要否を判断する体制を備えることは非常
に困難である。そのため、海関から被疑製品の写真が提供
されることは権利者にとって非常に助けになっている。一
方、電子商取引（EC）の発展に伴い中国で販売されている
模倣品に対して海外からのアクセスが容易になってきてい
る。近年では特に小口郵便ルートの増加に伴い海関での
模倣品の取り締まり件数が増加し、海関および権利者双方
の対応負荷が増加している。
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知的財産紛争処理の公平化・合理化
司法機関・行政機関の期日・期限設定
知的財産紛争において、在外者や意思決定機関が中国
外にある当事者、意思決定が中国語以外の言語でなされ
る当事者（以下、在外者等）は、地理的・言語的負担を強い
られることになる。ここで、中国の行政・司法実務において
は、当事者の対応期日が期限・期日直前に設定されること
が多々見受けられる。このような場合、在外者等は、中国国
内にあり中国語で組織内の意思決定がなされる一般的な
在内者に比べ、地理的、言語的に著しく不平等な状況で、
困難な対応を求められることになる。このような在外者等
の地理的・言語的な不平等を救済するため、十分な期間を
おいて期日・期限を設定する国や、当事者からの申し立て
等により期日・期限を調整可能とする国もある。中国の知
的財産紛争においても、司法機関や行政機関が期日・期間
を設定する場合、在外者等に対して、負担軽減の救済策が
考慮されるべきと考える。

実用新案権および意匠権の行使
実用新案の出願・登録は近年急速に増加してきたが、実
用新案および意匠権は実体審査を経ないで登録されるた
め、無効理由を有する権利の発生を防ぐことが困難であ
る。このような無効理由を有する権利は保護価値がないば
かりでなく、権利行使がなされた場合は、行使を受けた第
三者に多大な損害や負担を強いることとなり、さらに権利
の濫用がなされた場合は産業の発達も阻害される。

情報公開
国家知識産権局の審決や知的財産事件の人民法院の判
決の公開の促進、および公開促進に向けた当局の努力は
評価できるものである。しかしながら、中間判決が未公開
であったり、商標局による審決はいまだ十分に公開されて
いなかったりなど、国家知識産権局の審決や人民法院が
公開した判決書のみでは内容把握が難しい場合や公開に
時間を要する場合がある。最高人民法院は2013年11月に
「人民法院のインターネット上での裁判文書の公開に関す
る規定」を公布、2016年10月に改正し、裁判文書の公開を
進めているが、予見可能性を高めて公平性を担保するため
にも、各案件についてさらに迅速且つ適切な範囲で利便性
の高い公開がなされることが必要である。

商標検索システムの安定性と利便性の向上
中国商標局が提供している商標検索システム（以下、中
国商標網）の接続が不安定であるため、検索システムの利
用に支障が生じる場合が多々ある。また、中国商標網で近
似検索する際に、区分を超えて商標（キーワード）の検索
を行いたい場合も多々あるが、中国商標網は区分を入力し
ないと検索ができない仕様となっており、ユーザー利便性
の改善を図る余地があると考える。

ライセンス技術の保証期間等
技術輸出入管理条例では、ライセンサーに対して技術の
完全性や有効性等の保証義務を課しているが、その期間・
範囲は明確に定義されておらず、永久に広範囲の保証義務
が課せられているとも解釈し得る。これは、外国企業が中国
企業に技術をライセンスする場合の障害となり、中国政府が
目指す技術取引の進展に影響を及ぼすものである。

＜建議＞
1. 知的財産の適切な保護の促進

(1) 出願権利化プロセス・保護期間の合理化・適正化 
（建議先：国家知識産権局）

 意匠制度の見直し
　意匠について、審査主義（実体審査制度）を導
入していただくよう要望する。また、遅延審査制
度が2024年1月施行の「専利審査指南」により
柔軟化されたところではあるが、いっそうの柔軟
な公表時期を設定可能な秘密意匠制度を導入
することを要望する。また、存続期間を他国と同
等まで引き上げること、自己開示による新規性
喪失の例外適用も導入いただくよう要望する。

 外国の著名商標保護強化
　外国の著名商標が悪意に先取りされる事例が引
き続き生じていることから、商標不登録事由に
「外国で周知・著名な商標を複製、模倣または
翻訳した商標」を加えて明確化することにより、
外国の著名商標の悪意による商標出願が審査
で確実に拒絶されると共に、異議申立および無
効審判により排除しやすくなる事を要望する。
 商標審査における意見書提出機会の付与
　商標出願を拒絶する場合、その理由を、拒絶決
定前に出願人に通知するとともに、同拒絶理由
に対して、審査段階で反論する機会を出願人に
与えることを要望する。

   「商標法」第10条第1項第7号の適用範囲の明確化
　「商標法」第10条第1項第7号の「商品の品質等の
特徴の誤認を生じさせやすい商標」について、「商
標審査審理指南」において、どのような商標がこれ
に該当するかの具体的な事例を追加しつつ、同号
の適用範囲のさらなる明確化を要望する。

 商標審査における情報提供制度の導入
　商標審査における情報提供制度の法文化または
ガイドライン等による運用の公表を要望する。

 商標審査審理の延期
　「審判事件の中止事由に関する規準」を踏ま
え、必要な場合において、審理が適切に延期さ
れることを要望する。また、審理のみならず、商
標出願の審査においても、先願の結果が後願
の審査に影響を及ぼす場合、後願商標出願の
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審査も、審理同様に延期することを要望する。

 商標出願の拒絶査定に対する復審の請求期間
の延長
　商標出願の拒絶査定に対する復審の請求期間
が、拒絶査定の通知書を受領した日から15日間と
短いため、少なくとも外国企業・在外者に対して
は3～4カ月の請求期間とすることを要望する。

 商標コンセント制度の導入
　商標出願の拒絶査定に対する復審において、コ
ンセント制度(商標共存同意書の受け入れ制度)
の導入を要望する。

 特許請求の範囲や明細書の記載要件および補
正制限の緩和
　サポート要件等の特許請求の範囲や明細書の
記載要件を諸外国のレベルに緩和していただく
とともに、特許請求の範囲については、減縮を
目的としたものであれば、明細書および図面に
記載の範囲内での柔軟な補正や訂正を認めて
いただくことを要望する。

2. 知的財産にかかわる公正な競争環境の実現

(1) 模倣行為抑制に向けた諸施策
 再犯防止（建議先：国家市場監督管理総局、税
関総署、公安部）
　再犯に該当する行為の統一化を図り、中央およ
び地方を含む市場監督管理局、税関、公安機
関による摘発の処罰情報の共有化を要望する。
また、再犯行為（同一または異なる権利者に対
する複数回の知的財産権侵害行為を含む）に
対する厳罰化の法運用を引き続き適切に進め
ていただくとともに、適時、権利者に再犯か否
かの情報を共有いただくよう要望する。

(2) インターネットを介した模倣品販売の対応
 知的財産保護プログラムの整備強化（建議先：
国家市場監督管理総局、国家知識産権局、工
業情報化部）
　「電子商取引法」の改正によりECサイト運営者
による知的財産保護プログラムの整備がさらに
強化され、その運用がどのECサイトにおいても
適正且つ厳格に実施されるよう関係部門の指
導が強化されることを期待する。また、本法の
実効性をさらに高いものとするためにも、同法
細則の策定および公布を要望するとともに、同
法が規定する知的財産保護に関するフレーム
ワーク（ECサイト運営者が最低限遵守すべき
ルール）の基準要件を満たさないECサイト運営
者に対する罰則規定の設置を要望する。

 模倣品の海外流出への対応（建議先：海関総署）
　海関から権利者へ「確認知識産権侵害状況通
知書」が通知される際、真贋鑑定を円滑に行え
るように海関が保有する被疑製品の写真等の

情報を権利者と電子的に共有する等、海関と権
利者間の情報共有が容易になる施策の検討・
実施を要望する。

3. 知的財産にかかわる紛争処理の公平化・合理化
 司法機関・行政機関の期日・期限設定における
配慮（建議先：最高人民法院、国家市場監督管
理総局、国家知識産権局）
　知的財産紛争において、地理的・言語的不平等
を解消するため、当事者の一方が外国企業・在
外者の場合、司法機関・行政機関は相当な余裕
を持って期日・期限の連絡を行うこと（例えば
最低半月～1カ月前に当事者に連絡して調整）、
または、当事者の申し立てにより期日・期限を
調整可能とすることを要望する。

 実用新案権および意匠権行使時の注意義務化
（建議先：国家知識産権局）
　意匠制度については、上記のとおり審査主義の導
入を要望するが、直ちに導入することが難しい場
合、実用新案と合わせ、実用新案権および意匠権
行使時の評価報告書提出の義務付け、実用新案
権および意匠権共に権利行使に一定の法的およ
び行政的制限を課すよう要望する。

 情報公開の促進（建議先：国家知識産権局、最
高人民法院）
　国家知識産権局・商標局の審決および人民法院
の判決を終局判決の確定を待つことなく即時に
公開すると共に、これら資料の電子版を各当局・
人民法院のホームページ等から閲覧・取得でき
るようアクセス性を考慮した仕組みの整備を要
望する。また、営業秘密情報を除き、誰でも審
査資料、裁判資料の全部資料の閲覧を可能とす
る制度を設けるよう要望する。さらに、重要な情
報（全部もしくは要部）については英語などの他
の言語での情報提供も検討を要望する。

 商標検索システムの安定性と利便性の向上（建
議先：国家知識産権局)
　中国商標局が提供している商標検索システム(中
国商標網)の安定性と利便性の向上を要望する。

 ライセンス技術の保証期間等（建議先：商務部）
　「外商投資法」第22条では、技術提携の条件
は各投資当事者が公平原則に従い協議して確
定するとある。「技術輸出入管理条例」におけ
るライセンス技術の保証期間・範囲等も、公平
原則のもと、当事者間の協議により決定できる
ことを明確にしていただくよう要望する。
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2025年1月に開催された全国生態環境保護活動会議で
は、汚染対策やカーボンニュートラル実現に向けた取り組
みを引き続き進め、科学技術を活用し一体型の監視ネッ
トワーク構築を推進して行くことなどが示された。新エネ
ルギーの利用推進を謳う「エネルギー法」が初制定され、
2025年1月から施行された。CO2排出コントロール、カー
ボンフットプリント管理体系構築計画、危険廃棄物リスト
の改定等が打ち出され、今後も法整備が進むと考えられ
る。法の実効性を高めるため、情報公開の徹底、監視体制
の強化や取り締まりなどの面での厳格且つ公平な執行が
求められる。

また、日系企業としては省エネ・環境改善や法令遵守に
ついては誠心誠意取り組んでいくつもりであるが、対応す
る際に問題点が発生することもあるため、関連業界・企業
との情報交換、関係国の政府機関との調整も十分に行う
ことを要望する。

省エネ・環境問題の現状
2025年の政府活動報告
2025年3月に開催された第14期全国人民代表大会第3
回会議における政府活動報告では、主要汚染物質排出量
の減少、水質汚染の改善、GDP1単位当たりのエネルギー
消費量が3％を超えた減少を達成したことなどを評価しつ
つ、炭素排出削減・汚染対策・緑化・経済成長をバランスよ
く推進し、経済・社会発展の全面的グリーン化を加速する
としている。

大気汚染の現状
生態環境部の発表等によると、2024年における大気汚
染の状況は中国全体で見ると安定した改善を示し、主要
汚染物質濃度と大気の優良日数比率は政策目標を達成し
た。PM2.5濃度は全国平均29.3μg/m³と前年比で2.7％減
少し、大気質量の優良日数比率は87.2％と前年比1.7ポイ
ント増となった。各地域のPM2.5の平均濃度をみると、京
津冀および周辺地域は42.2マイクログラム（前年比0.9％
減）、長江デルタ地域は33マイクログラム（前年比0.9％
減）、汾渭平原は39.6マイクログラム（前年比4.8％減）と
なっており、2013年の平均値（京津冀で106マイクログラ
ム、長江デルタで67マイクログラム）と比較すると長期的
には着実な改善が見られる状況である。

カーボンニュートラルの実現に向け
気候変動対策としてCO2削減が国際的な政策課題とな

る中で、カーボンニュートラルの実現に向けた日中協力に
対する期待も高まっている。2024年11月には第17回日中
省エネルギー・環境総合フォーラムが開催され、水素エネ
ルギーの活用や省エネ・CO2削減、カーボンニュートラル
実現に向けた取り組みなど27件の新規プロジェクトが調印
に至り、2006年から累計で457件の日中間の協力案件が
成立している。中国におけるCO2削減等のグリーン市場に
日本企業がより効果的に関与・貢献できるように、今後も
積極的な関連情報の提供・交流促進が行われることを期
待したい。

電力の供給制限
2021年以降各地で電力供給が制限され、工場の輪番停
電などにより日系企業の生産にも影響を及ぼす事例が見ら
れた。電力制限の背景としては、CO2削減などを目的とした
エネルギー消費を抑制する政策に基づく規制や、石炭など
資源価格の高騰、旱魃や気候変動による水力発電などへ
の影響が考えられる。2024年も一部地域では電力需給が
逼迫した状況が見られ、一部地域では企業自家発電に1元/
kWhの補助金が出されるなどの事例も生じた。急な電力制
限は企業の生産活動・業績に大きな影響を与え、生産設備
や取引先への影響も懸念されるものとなる。企業への影響
を最小限にするために、電力制限を極力回避する体制づく
り、やむを得ず制限をする際には十分な準備時間を持たせ
た事前通知の徹底など、影響を最小限に留めるよう配慮を
いただきたい。

最近1年の間に公表された主な政策動向
経済社会の全面的なグリーン転換を加速する意見
2024年8月に中国共産党中央委員会、国務院から公
表。産業構造の高度化、エネルギー転換、環境保護、政
策支援、技術革新を通じたグリーン経済の推進。2030年
までに重点分野のグリーン転換に一定の成果を獲得し、
2035年に低炭素循環経済を確立。

中華人民共和国エネルギー法
2024年11月8日公布（2025年1月1日施行）。初のエネ
ルギー基本法。エネルギー計画、開発利用、市場体制、備
蓄と緊急対応、技術革新を明確化し、エネルギーの低炭
素転換を促進。水力発電、風力発電、太陽エネルギー、バ
イオマスエネルギー、地熱エネルギー、海洋エネルギー、
水素エネルギーなどの再生可能エネルギー開発を優先す
る一方、化石燃料の合理的でクリーン且つ効率的な利用を
奨励。

122 中国経済と日本企業2025年白書



長体は96％まで

第
２
部   

共
通
課
題
・
建
議

第７章  省エネ・環境

2024-2025年 省エネ・炭素削減行動計画
2024年5月に国務院より発表。エネルギー、産業、建
築、交通分野で化石燃料削減や省エネ対策を展開。2025
年までに非化石燃料の消費割合を20％へ引き上げる。

大規模設備更新・消費財買換え促進行動計画
2024年3月に国務院より発表。産業・農業・建築・交通
の設備更新やリサイクル促進。2027年までに関連投資規
模を2023年比25％以上拡大。

炭素排出ダブルコントロール制度構築加速計画
2024年8月に国務院より発布。総量と強度の両面から炭
素排出の管理制度を整備。2025年までに統計体系を確立
し、「十五五」計画の準備を進める。

カーボンフットプリント管理体系構築実施計画
2024年5月、生態環境部など15部門から発出。2027年
までに100種類の製品のカーボンフットプリント基準を策
定し、2030年には国際基準と整合化。

グリーン低炭素発展のための金融支援強化指導意見
2024年3月、中国人民銀行等7部門から発出。5年以内
に国際水準のグリーン金融システムを確立し、2035年まで
に成熟した政策体系を構築。

国家危険廃棄物リスト（2025年版）
2024年11月、生態環境部など5部門から発出、2025年1
月1日施行。危険廃棄物管理の基準となる最新リスト。現行
版は同時に廃止。

電器電子製品有害物質使用制限管理弁法（中国版
RoHS）
大量に販売される電子情報製品に関して、有害物質の
含有量を削減し環境汚染を低減することを目的に2007年
から施行されていた「電子情報製品汚染制御管理弁法」
（旧中国版RoHS）に代わり、「電器電子製品有害物質使
用制限管理弁法」（現行の中国版RoHS）が2016年1月21
日に公布、同年7月1日に施行されており、その対象は、電
子情報製品だけでなく、白物家電製品、照明機器、電動工
具等を含む電器電子製品に拡大され、次のような制度と
なっている。

(1)-対象有害物質：鉛、水銀、カドミウム（およびそれ
ぞれの化合物）、六価クロム化合物、PBB、PBDE

(2)-対象品目：電器電子製品、旧中国版RoHSの電子情報
製品に加えて白物家電製品、照明機器、電動工具等
の広範囲な電器電子製品に拡大されている（Q&Aで
例示や対象外となるものについて説明あり）

(3)-制度の概要：すべての対象品目に適用される「第1ス
テップ」と目録により指定された品目が対象となる
「第2ステップ」がある。

　［第1ステップ］
　対象製品の設計および生産時に無毒・無害あるいは

毒性や害の少ないもの等を採用し市場に投入する場
合、製品あるいは説明書に環境保護使用期限、有害
有毒物質の名称、含有量等を注記すること。

　［第2ステップ］
・-汚染制御を重点管理すべきものとして製品を指定
し、適用除外を除きその製品での有害物質の使用を
制限し、含有したものの製造・販売を禁じる。

・-有害物質使用制限について合格評定制度を設け、認
証機関による認証の他に、企業の自己適合宣言も認
められる制度が構築されており、2019年11月1日
より公開された公共サービスプラットフォームに適
合情報の報告を行うことになっている。対象品目は
2018年3月12日付工業情報化部公告第15号で冷蔵
庫、エアコン等12品目が示されている。2025年３
月末までの中国版RoHS合格評定制度の公共サービス
プラットフォームの登録状況（工業情報化部発表）
は、登録企業数計1,387社、合格評定資料の登録数
計1万8,853件、関連製品登録数計2万9,621件となっ
ている。
中国版RoHSでは、対象有害物質の追加（フタル酸エス
テル4物質）に関する標準「電気電子製品中制限物質の限
量要求（GB/T26572）」の改正シートが2024年6月29日公
布、2026年1月1日から実施する予定である。

中国版RoHSに関するGB強制標準が新たに検討されて
おり、2024年11月19日から2025年1月18日まで中国国内
の公開意見募集が実施された。しかしながら2024年12月
25日には、意見募集期間中にもかかわらず、意見募集稿を
WTO/TBT通報するという、通常とは異なる手続が取られ
た。また標準ドラフトの策定においても、中国版RoHS関連
の標準作成ワーキンググループ（WG）を積極的に参画して
いた日系企業だが、一部の標準検討会議に参加できないと
いった事態が生じた。しかしその後行った意見具申などに
より、当局の担当者が直接話を聞く機会を設けるなどの配
慮を行ったことについては評価したい。

2024年11月7日に東京で開催された「第5回日中電機・電
子製品環境フォーラム」にて両国政府と産業界の意見交換
が実施され、今後もこうした交流の継続が期待される。

廃棄電器電子製品回収処理管理条例（中国版
WEEE）
「廃棄電器電子製品回収処理管理条例」（中国版
WEEE）は、廃家電のリサイクルの促進を目的として2009
年に公布され、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、パソコ
ンの5品目を対象に2011年1月1日から施行されたものであ
る。このリサイクル制度は、対象製品の生産者および輸入
業者がリサイクル基金を納付し、当該基金からリサイクル
事業者に補助金が支給されることにより、廃家電のリサイ
クルを推進する仕組みである。

対象製品は当初の5品目に加え、2015年2月に温水器、レ
ンジフード、携帯電話、複写機、プリンター、モニター等が
追加されて14品目となり、追加品目については2016年3月
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から実施されることとなっていたが、2021年4月から実施の
改定リサイクル料金表(財税[2021]10号)においても追加対
象品目の詳細な定義、賦課金の徴収基準、補助金の額等が
示されておらず、賦課金徴収等は開始されていない。

廃棄電器電子製品リサイクル制度の見直しが実施される
見込みであるが、業界・企業の意見を配慮し、公平且つ合
理的な制度を構築していただきたい。

環境汚染対策には、日本企業も誠心誠意取り組んでいく
が、担当者の恣意的な対応ではなく、内外資問わず統一し
た基準に基づく運用がなされることを要望する。加えて、生
態環境部、応急管理部、地方政府当局が企業に対する行
政指導等を行う際には、その根拠法令やデータ等の違反
根拠を書面で示す等の説明を要望する。

＜建議＞
1. カーボンニュートラルの実現に向けた取り組み

 日系企業の参入・貢献の実現に向けた機会創出
　CO2排出削減に向け日系企業が積極的に協
力・貢献できるよう、カーボンニュートラル実現
に向けた環境政策・法整備に関する情報公開
が徹底され、CO2排出権取引、グリーン電力取
引、国家認証排出削減量（CCER）に関するプロ
ジェクト等の新たな施策や環境関連事業推進
に対し、外資企業の平等な参入機会が確保さ
れることを要望する。また、省エネ、再生エネル
ギー、CO2回収、DX等を行政と企業連合が積
極的に推進するための窓口の設置、連携・合作
のいっそうの推進に向け有力な事業パートナー
と日系企業とのマッチング機会創出等を検討い
ただくよう要望する。

 電力制限の回避と安定的な電力供給の実現
　CO2排出削減に向けたエネルギー消費コント
ロール政策や気候の影響で、電力制限の指示
により企業活動に大きな支障・機会損失が生じ
た事があった。企業への影響を軽減するため、
停電実施の際の通知の早期化、スケジュールや
削減目標の可視化、一律の制限を回避し環境
貢献度の高い企業への制限免除や各企業の状
況に配慮し企業生産・経済成長の支障とならな
い目標設定、需要に合致した安定的な電力供給
を要望する。

 再生エネルギー活用に向けた奨励策の拡充
　CO2排出削減のためには再生可能エネルギー
の活用も重要であるが、過去には導入にかかわ
る補助金が一部削減され、調達・活用が以前よ
り困難となった。今後も活用促進のため再エネ
の使用を拡大する企業に対する税制優遇策な
ど各種奨励策を要望する。また、電力制限に対
応するための発電機リースや自然エネルギー導

入、エネルギー効率向上に向けた高効率設備
導入に対する補助金の拡充を要望する。

 自動車業界における重複規制の回避
　自動車業界にはダブルクレジット規制（CAFC/
NEV規制）が既に導入され、CO2削減に向け成
果を上げているところ、別途CO2規則の導入が
議論されている。今後、CO2規制を検討される
際には2重規制となり過重な負担とならないよ
うに要望する。

 再生エネルギー証書の相互承認の実現
　多様な再エネルギー調達ルートを構築し、容易
に利用できる且つ合理的な価格の再エネ電力
を提供し、電力業界で再エネルギー推進を含む
グリーン改革を実現するため、例えば、国際再
生エネルギー証書（I-REC）と中国政府が承認
する再生エネルギー証書（GEC）の相互承認を
要望する。また、積極的に再生エネルギーを導
入するなど、カーボンニュートラル実現に向け先
進的な取り組みを実現した企業に対し、税金面
優遇や表彰など奨励政策の実施を要望する。

 排出権取引市場拡大施策の調和のとれた実施
　2021年から全国排出権取引市場における取引
が開始され、今後対象となる業界の範囲が広げ
られる予定であるが、関係事業への影響につい
ての予見性、蓋然性を持つことができるよう、今
後とも外資系企業を含む関連業界との情報交
換、関係国政府機関との調整も十分に行いつつ
進めることを要望する。

2. 環境対策
 環境プロジェクトへの日系企業参入に向けた配慮
　中国各都市における環境汚染は年々改善され
ているものの、大気汚染、水質汚染、土壌汚染
などの環境問題への対策が引き続き求められ
る。中国の環境問題改善のためには、生態環境
部および各地方政府のプロジェクトへのさらな
る日系企業の参加とその技術・設備の導入・普
及が寄与することが期待される。優れた製品や
技術を普及させる観点から、規制やプロジェク
トに関する情報を早期に公示するなど、企業が
申請や提案を検討するための十分な時間を持
てるようにすることを要望する。

 急な生産停止措置の回避
　環境基準の格付けが低いことを理由に一部工
程の稼働が制限されると通知を受け対応に苦
慮した事例があった。生産活動に影響する案件
は早めの通知や救済処置を設けていただきた
い。引き続き、AQI警報発令による生産停止措
置に関し、文書等での通知がなく個別連絡にて
通知が行われており、即時対応は生産計画への
影響が大きくコスト面においても苦慮している。
安全な生産体制の確保ならびに損失を防ぐた
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め、通知については予報に基づく事前通知を原
則とし、発令については時間的余裕を持たせ文
書等で通知を行うことを要望する。

 行政指導等の法令等に基づく統一的基準によ
る実施
　2015年1月から施行されている「環境保護法」
等によって、法令違反をした企業に対する罰則
は強化されている。日系企業が法令遵守を適切
に行うにあたり、当局による監視や取り締まり
など執行面において、担当者の恣意的な対応で
はなく、内外資問わず統一した基準に基づく運
用がなされることを要望する。加えて、企業に対
する行政指導等を行う際には、その根拠法令や
データ等の違反根拠を書面で示す等の説明を
要望する。

 新規法令等策定時の企業運営への配慮
　生態環境部等において省エネ・環境関連の政
策・法律・計画の策定をする際、外資系企業を
含む関連業界との情報交換、関係国政府機関
との調整も十分に行いつつ進めるとともに、実
施細則等の規制の整備や解釈の明確化、問い
合わせ窓口の明確化が引き続き必要である。ま
た、新たな規制を執行する際、地方毎、局毎の
GB、DBとの統一性を持たせたうえで、既存設備
への適用については、企業の能力を考慮しなが
ら猶予期間・経過措置を設けるなど、必要な配
慮を要望する。

 VOC規制への対応負担軽減策
　2020年に実施されたVOC規制（7つのGB規
格）に関し、VOCs等の有害物質排出数値の低
い生産企業もしくは十分な対策を取っている企
業に対し操業制限措置が免除される施策が打
ち出されたことは評価するが、対象企業に認定
されるための費用が負担となるため軽減策を求
めたい。

 国際的なルールと常識に則った標準検討
　中国版RoHSに関するGB強制標準の中国国内
での意見募集が完了する前に、意見が反映され
ていない意見募集稿がWTO/TBT通報されると
いう手続が取られた。これは意見募集の形骸
化につながる恐れがある。ついては、国内およ
び国際ルールに従った、公正で透明性の高い標
準作成のプロセスをとるよう要望する。

 日系企業に公平的な標準作成・検討機会の確保
　中国版RoHS関連の標準作成ワーキンググループ
（WG）に参画していたにもかかわらず、一部の
日系企業は標準検討会議の開催について情報
提供されないということがあったが、これは外資
企業にも標準策定に参加する機会が公平に与
えられるとする中国政府の考えに反するもので
ある。今後、このような標準策定作業に当たって

は、日系企業を含む外資企業に対して公平に標
準作成・検討の機会を与えるよう要望する。

 生物多様性保護技術の導入促進
　COP15で「昆明・モントリオール生物多様性枠
組」が採択されているが、生物多様性保護はグ
ローバル的な問題点として注目されていると同
時に、資金面や技術面ではさまざまな課題を
抱えている。一部日系企業では「協生農法」の
ような生物多様性保護技術を活用した取り組
みを行っているところだが、今後も外資企業と
の生物多様性保護技術の交流や技術導入を促
進、税金面での優遇政策など政策面および経
済面の優遇政策を要望する。
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2024年の経済動向は、各指標にて前年比プラスの成長
が見られたものの、回復感に乏しい状況は変わらず、景気
減速が続いた。主な理由として①消費マインドの低迷、②
輸出の低迷、③不動産不況の3点が挙げられた。中国政
府は2023年12月の中央経済工作会議で決定した経済運
営方針に基づき、緩和的な財政・金融政策を実施した。
2024年秋口からの深刻な内需低迷を受け、中国政府は9
月下旬以降、金融・財政の両面で景気刺激策を相次いで
発表した。一部では回復が見られ、工業生産と輸出は堅
調な水準を維持した。工業生産は買い替え促進策の効果
で新エネルギー車を中心に拡大し、パソコン、家電、衣料
などの輸出も堅調に増加した。製造業の景況感も改善し
ている一方、内需は回復の勢いが鈍化し、景気回復の重石
になっている。個人消費は新エネルギー車などを除き、総
じて弱い動きとなっている。固定資産投資もインフラ投資
の伸び悩みなどで増勢が鈍化している。

経済環境
表１： 2024年の中国の対世界貿易総額および国・地

域別貿易額（単位：億ドル）
輸出 輸入 輸出入合計

金額 前年比
(%) 金額 前年比

(%) 金額 前年比
(%)

日本 1,520 △3.5 1,563 △2.6 3,083 △3.0
米国 5,247 4.9 1,636 △0.1 6,883 3.7
EU 5,165 3.0 2,694 △4.4 7,858 0.4
ASEAN 5,865 12.0 3,958 2.0 9,823 7.8
アフリカ 1,788 3.5 1,168 6.9 2,956 4.8
ロシア 1,155 4.1 1,293 0.0 2,448 1.9
対世界合計 35,772 5.9 25,851 1.1 61,623 3.8

出所：-海関総署

2024年の中国の貿易総額は6兆1,623億ドル（前年比
3.8％増）、中国からの輸出3兆5,772億ドル（5.9％増）、中
国への輸入が2兆5,851億ドル（1.1％増）であった。人民元
建てでは、貿易総額43兆8,468億元（5.0％増）、輸出25兆
4,545億元（7.1％増）、輸入18兆3,922億元（2.3％増）で
あった。

貿易相手国別では、日本との貿易総額は前年比3.0％
減、以下、米国3.7％増、EU0.4％増、ASEAN7.8％増であっ
た。一方、近年関係を深めているロシアとの貿易総額は前
年比1.9％増で小幅に増加した。その他、アフリカ、ラテン
アメリカなどの新興市場との貿易総額も中国の対外貿易全
体の伸び率を上回っている。

存在感を増すグローバル・サウスと私営企業
国・地域別では米国向けやEU向けがともに伸びが加速
するなど景気低迷底入れの動きが進むとともに、世界経
済が分断の様相を強めるなかで、中国やロシアはいわゆる
「グローバル・サウス」と呼ばれる新興国への影響力拡大
を目指していることを反映して、アフリカ、ASEAN、中南米
向けの伸びもいずれも加速するなど、輸出を活発化させて
いる様子がうかがえる。品目別でも、パソコンやスマート
フォンといった電気製品関連で堅調に推移するとともに、
代表的な中国製品である縫製品も高い伸びをみせるなど
駆け込みの動きが確認されているほか、中国における過剰
生産が警戒される鉄鋼製品やアルミなども堅調な伸びをみ
せており、中国による「デフレの輸出」を警戒した動きに先
んじるかたちで輸出に駆け込みの動きが出ている様子もう
かがえる。企業形態別では、2024年の外商投資企業の輸
出入総額は1兆7,990億ドルでほぼ横ばいだが、私営企業
は3兆3,585億ドル、国営企業は9,297億ドルで、それぞれ
前年比8.0％増と2.1％減となった。コロナ禍前の2019年と
比較した場合、外商投資企業の輸出入総額は2019年1兆
8,239億ドルから1.4％減であるのに対し、私営企業は2019
年1兆8,788億ドルから78.8％増、国有企業は2019年7,725
億ドルから20.4％増でコロナ禍前の水準を大きく上回って
おり、特に私営企業が貿易活動を活発化させていることが
わかる。貿易額全体に占める割合も、10年前の2014年は
輸出入総額4兆3,030億ドルのうち、外国投資企業が1兆
9,840億ドルで46％、私営企業が1兆4,022億ドルで33％を
それぞれ占めていたが、2024年には外国投資企業29％に
対し私営企業55％で、すでに両者の立場が逆転し、私営企
業の存在感が増している。

表２： 2023年の中国の輸送モード別貨物輸送量
貨物輸送重量 貨物回転量

輸送モード 単位 重量 前年比 単位 回転量 前年比

鉄道 億トン 50.1 1.5％ 億トン・
キロ 36,437.6 1.5％

道路 億トン 403.4 8.7％ 億トン・
キロ 73,950.2 6.9％

水運 億トン 93.7 9.5％ 億トン・
キロ 129,951.5 7.4％

民間航空 万トン 735.4 21.0％ 億トン・
キロ 283.6 11.6％

パイプ-
ライン 億トン 9.5 7.5％ 億トン・

キロ 7,089.8 3.8％

合計 億トン 556.8 8.1％ 億トン・
キロ 247,712.7 6.3％

出所：-国家統計局「2023年国民経済和社会発展統計公報」
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物流情勢
交通運輸部の統計によれば、2024年1～11月中国全国
港の貨物取扱量は160億4,130万トン（前年比3.4％増）、
年間で175億トンを見込み、コンテナ取扱量は、1～11月3
億45万TEU（前年度比7.3％増）、増加の要因は特に国際
海上貨物増加が寄与している。

海上貨物輸送
国際海上コンテナ輸送はコロナ禍後、スペース供給回復
に伴い下落した海上運賃は紅海情勢の不安定化による喜
望峰経由の迂回や新アライアンスの開始、サプライチェー
ンの変化、アメリカの好景気を受けてスペースが逼迫し、
年初から夏場に大きく上昇に転じた。上海航運取引所が発
表した中国輸出コンテナ総合運賃指数（CCFI）の2024年
12月の平均値は1,489.39ポイントで、年初より70％以上上
昇した。

日中航路のコンテナ貨物の荷動きは、2024年（1～10
月累計）中国から日本への輸出量は1,731万8,003トン（前
年比2.1％増）、日本からの輸入量は620万3,633トン（同
1.8％減）であった。運賃指数の2024年通年の平均値は
797.89ポイント（前年比7.2％減）であった。

北米航路のコンテナ貨物の荷動きは、2024年（1～11
月累計）中国から米国への輸出量は1,078万TEU（前年比
16.1％増）の大幅増加となった。米国からの輸入量2024年
（1～9月累計）は101万TEU（前年比9.8％減）であった。
運賃指数の2024年1～11月の平均値は、米西基本港向け
が1,200ポイント（前年比63％増）、東海岸向けが1,326ポ
イント（同40％増）であった。

欧州航路のコンテナ貨物の荷動きは、2023年（1～12
月累計）中国からEU27カ国への輸出量は5,342万7,000ト
ン（前年比5.7％減）、EU27カ国からの輸入量は3,204万
5,000トン（同8.5％減）であった。運賃指数の2023年通年
の平均値は1,158ポイント（前年比74％減）であった。
（※輸出量・輸入量は日本海事センター「海上荷動きの動向一覧」に
基づく）

航空貨物輸送
中国民航局の統計によれば、2024年に中国を発着した
民間航空便は58万5,000便（前年比93.4％増）で、コロナ禍
前2019年の84％まで回復した。

2024年の航空貨物輸送量は898万2,000トン（前年比
22％増、2019年比19％増）そのうち1～11月国際線は328
万トン（前年比31％増）であった。国際航空輸送は、従来主
に電子部品、自動車部品、機械設備、医薬品等高価値商品
の割合が多かったが、現在は衣料品、雑貨等、家庭用、個
人用消費財の越境EC（電子商取引）の貨物輸送量が急速
に増加している。個人用消費財は出荷サイクルが早く、航
空輸送需要が高く、またロシア・ウクライナ紛争による中国
-ヨーロッパ間の飛行時間の増加により、欧州の航空会社は

フライト頻度を減らし、スペースが逼迫している。旅客便の
回復の遅れから、貨物専用便が望まれ、航空運賃が上昇し
ている。

トラック輸送
交通運輸部の公報によれば、2024年1～11月の自動車貨
物の取扱量は381億661万トン（前年比3.3％増）であった。
トラック輸送は2018年の中国全国の貨物量に比べると減
少しているが、中国全国の貨物量の70％以上を占めており、
主要な物流手段である。トラック輸送はコストパフォーマン
スが悪い物流手段であり、社会物流総費用のGDPに占める
割合が先進国に比べて高い中国は、「物流コストのさらな
る提言に関する実施意見」（2020年5月）、「国家物流ハブ
ネットワーク建設実施方案2021-2025年」（2021年7月）、
「『十四五』コールドチェーン発展規画」（2021年11月）で
トラック輸送単一ではなく、インフラ建設の改善から物流業
界全体（道路・鉄道・船舶）の有機的な統一を通じて最適な
物流構築と物流コスト低減を目指している。また、「3060ダ
ブルカーボン」目標達成のために、EV・FCV車両導入推奨、
モデル地区設置、輸送インフラ整備を行っている。

鉄道輸送
交通運輸部の統計によると、2024年通年の貨物総輸送
量は51億7,477万トン（前年比2.8％増）であった。

中国～欧州間の国際鉄道輸送ルートである「中欧班列」
は中国国鉄の発表によれば、2024年は1万9,392本（前年
比10.7％増）が運行され、207万7,216TEU（同9.2％増）を
輸送した。中国発欧州向けは1万546本、欧州発中国向けは
8,846本であった。西安、成都、重慶、鄭州、義烏、長沙、広
州、武漢、瀋陽、済南が主要な出発駅である。

また、ASEANとの間でも中国～ベトナム間、中国～ラオス
間の国際鉄道によるクロスボーダー輸送が行われている。
特にコロナ禍期の海上コンテナ不足、トラックの国境通過
時の渋滞などの事態を経てからはBCP対策の一環として注
目されている。

通関、港対応、その他
貿易・通関分野ではデジタル化が進み、通関制度改革と
ともに貿易・通関業務のペーパーレス化やEDI化、データ連
動が段階的に進んでいる。全国統一の通関一体化システム
により、通関プロセスの効率化・迅速化・低廉化が実現して
いる。一方で、HSコードに基づく他法令確認の説明資料の
要求に一貫性を欠くなど、現場運用では依然として地域差
が存在する。通関手続の統一運用や規定変更の事前通知
など、さらなる改善が望まれる。

空港・港の対応について、貨物施設の整備不良やハンド
リングの問題により輸出入貨物にダメージが生じることが
見受けられる。一部の空港貨物施設では貨物荷受けエリア
の混雑や雨天時の対策、X線検査施設やULD組上作業の
品質が課題であり、これにより航空輸出貨物の信頼性低下
が懸念される。検査品質の改善や施設整備、物流業者の立
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ち入り・立ち合いの規制緩和が望まれる。

通関・検疫について、ALPS処理水放出に因る日本産水産
物輸入停止措置では、水産物以外についても輸入が規制さ
れる事例があった。円滑な物流環境を構築し、効率的な国
際貿易を支えるためにも、科学的根拠に基づく標準化・統
一された運用が望まれる。

＜建議＞
 検査時の荷役品質の改善、貨物施設の整備、物
流業者による立ち入り・立ち合い規制の緩和
　空港や港のCFSにおいて取り扱いされる輸出入
貨物は、施設置き場の汚濁、雨漏り等の整備
不良や指定業者の手荒なハンドリングによる
ダメージのほか、税関検査時での商品の汚損・
紛失、検査後の梱包不良などの問題が依然と
して頻発している。また、一部の空港貨物施設
では、貨物荷受けエリアにおける搬入混雑に加
え、雨天時のウェットダメージ対策も課題であ
る。さらにターミナルのX線検査施設の不備や
ULD組上作業の低品質によって輸出貨物にダ
メージが生じるケースもあり、航空輸出貨物に
対する信頼性を損ねている。検査時の荷役品
質の改善と貨物施設および周辺の整備、また、
物流業者による立ち入り・立ち合い規制の緩和
を要望する。

 通関一体化のいっそうの推進と規制変更の事前
通知
　通関一体化により検疫部門と税関が統合され、
通関手続の迅速化が認められるも、全国的には
運用が統一されていないケースもいまだ散見さ
れる。HSコード表に付随する規制管理コードは
同じでも実際には異なる説明資料を要求される
事例がみられる。また、税関の規定変更等の通
知が事前ではなく、適用当日、あるいは、適用後
に内容が判明することがある。規定変更等の重
要な通知は事前に、書面あるいはウェブ告知に
よる判り易い内容でいただけるよう要望する。

 検疫対策と食品輸入規制の標準化および統一
的運用
　ALPS処理水の海洋放出に関連して日本産水産
物輸入が停止されたが、停止措置の実施直後
には、水産物以外の食品についても輸入許可
を否認するケースや、日本における流通経路の
証明書を唐突に要求されるなどがあった。この
ような臨時措置については、科学的根拠に基づ
く、標準化、統一された運用が行われるのと同
時に、前広な説明がなされることを要望する。

 化学品輸入手続の効率化と柔軟対応
　化学品、危険品の輸入通関に時間を要するケー
スが多々ある。化学品成分の100％開示が要

求されるが、ビジネス上、成分詳細を明らかに
できないケースもあり、そのような場合には特
に貨物検査に要する時間が膨大になる。また
MSDSも中国語版を要求されるが、単発・小口
で輸入されるものについては取得に時間を要す
る。MSDSの英語版を認めるなど、手続の簡素
化と柔軟な対応を要望する。

 危険品輸送の規制緩和
　危険品の輸送梱包に関する基準が国際海上輸
送と中国国内輸送で求められる条件が異なるた
め企業側のコスト増の負担になっている。制度
運用面での中国各港湾の運用も異なるため、統
一されるかたちでの規制緩和を要望する。

 単一窓口プラットフォームのデータ統計ダウン
ロード機能の再開放
　単一窓口プラットフォーム（通関申告システム）
は、情報の提供元である「通関業者」に対して、
データの統計ダウンロード機能を制限している
が、再開放を検討することを要望する（輸出入
企業は自社貨物の申告データのダウンロード
機能がある）。

 道路運輸許可取得に関する規制緩和
　北京市や上海市などの大都市内に登記している
物流企業は、道路運輸許可の新規発行、許可範
囲拡大が認められていない場合がある。他の地
域と同じく平等な条件となるよう規制緩和を要
望する。

 新しい船舶燃料の安定供給
　環境規制が進む中で、LNGやアンモニアなど新
しい船舶燃料に対する需要が高まっている。中
国は重要な寄港地であり、国際航海に従事する
船舶が中国寄港中に、港湾でこれらの新しい船
舶燃料を安定して補給可能なネットワークの構
築および法的整備を促進するよう要望する。

 完成車輸出入税関手続の一体化促進および
「沿岸輸送特許」の制度化実現
　自動車輸出需要の急激な高まりで、自動車運搬
船の供給スペースがひっ迫している。船舶の運
航効率を向上させ中国自動車輸出需要を満足さ
せるために、完成車輸出入税関手続の一体化促
進（特に広東省黄埔税関と広州税関の一体化
運営）および、中国籍船以外の船舶が中国沿岸
各港の間において輸出貨物の輸送を行う「沿岸
輸送特許」の制度化を実現するよう要望する。

 サンプル品や中古品輸入の際、輸入許可の要
否、中古品の認定の統一
　輸入許可の要否基準および中古品の認定基準
の統一化とそれらの税関官署への周知徹底を
要望する。判定基準を開示することにより、輸
入者が輸入許可の要否、中古品の認定が可能と
なり、スムーズな輸入プロセスや輸入者の負担
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軽減につながる。また、税関の担当者によって
運用、解釈が異なる場合があり、輸入者と認識
を合わせる機会の構築を要望する。今後新たに
関連規制が追加される場合は、十分な猶予期間
を持った通知を要望する。

 関連規制・制度の情報開示時期および具体的
実施方法の事前通知化
　通関貨物に対し、中国側に到着してから表示の
修正や写真の要求があり、連絡を受けてから
の手配は困難且つ対応に時間を要してしまうた
め、項目別に提示が必要な方法があれば、事前
通知を要望する。

 貿易上の制限、海運および港湾関連の規則の
変更等における事前の明示
　中央・地方政府、港湾諸官庁から示される貿易
上の制限、海運および港湾関連の規則の変更
について、円滑に対応するためには一定の準備
期間が必要となるため、具体的な規則・要領等
をできるだけ事前に明示していただけるよう要
望する。
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中国財政部が2024年9月に発表したデータによると、
2023年の中国全国における政府調達規模は3兆3,929
億6,000万元、全国の財政支出に占める比率は12.36％
となっており、2022年の全国政府調達規模3兆4,993億
1,000万元と比較すると1,063億5,000万元の減少となり、
減少幅は約3％、全国財政支出比率は2022年の9.4％に対
し2.96ポイントの上昇となった。加えて、中国物流調達連
合会が2024年5月10日に発表した「中国公共調達発展報
告（2023）」によると、政府調達、工事入札、国有企業調
達、医薬調達等の公共機関の調達等、多分野をカバーす
る中国の公共調達の総額は約46兆元で、2022年の48兆
元と比べ4.16％の減少となった。また、外商投資企業の政
府調達への平等な参与を促進するという点で、中国政府
はより公平な競争環境を外商投資企業に提供することを
目的とし、「公平競争審査条例」等多くの法規を2024年度
に公布したが、各部門や各地方における具体的な実施状
況については今後も継続的に注目する必要がある。

2024年以降に公布された関連政策およ
び動向
中国政府による「政府調達協定」（GPA）加盟に向け
た継続的な努力
中国財政部は2024年11月5～7日の期間、中国(上海)自
由貿易試験区臨港新エリアで2024年中国国際公共調達
フォーラムを開催した。本フォーラムには世界貿易機関、
国連関係機関等の国際機関や世界銀行等の機関の代表お
よび当局調達関係者、関係中央機関や全国政府調達監督
管理部門の責任者、関連商会やサプライヤー代表等、総勢
300名余りが参加した。財政部副部長は、近年中国政府は
政府調達制度改革の全面的な深化を進め、市場志向、法
治主義、国際化に沿った政府調達ビジネス環境を着実に
構築していること、また国際公共調達が国内外の市場をつ
なぐ重要な支点となっていることから、中国政府は世界の
公共調達関連組織や関係者と協力し、よりオープンな姿勢
でチャンスを取り込みたいと考えていることを表明した。

中国政府は世界貿易機関への7回目のオファーリスト提
出後、新たな申し入れを行っていないが、さまざまな国際
的な場面での公の発言や姿勢から、GPA加盟に向けて継
続的に努力していることが伺える。

中国国務院が「公平競争審査条例」を公布
国務院は2024年6月6日、「公平競争審査条例」を公布
した。同条例は2016年に公平競争審査制度が確立されて

以来、初めて行政法規の形式によって、公平競争審査の業
務範囲、メカニズムおよび基準について包括的に規定した
法規であり、経営者の経済活動にかかわる法規や政策を
起草する際には、起草の段階で公平競争審査を実施し、各
業種の経営者が法に基づき生産資源を平等に利用するこ
とや、市場競争への公平な参与を保障しなければならない
とし、地元政府における調達および入札募集や入札への参
加において、他の地域の経営者を排斥または制限する内容
を含めてはならないと規定している。

中国国務院弁公庁が「ハイレベルな対外開放の着実
な推進および外資の誘致・利用のさらなる促進に関
する行動計画」を公布
国務院弁公庁は2024年2月28日、「ハイレベルな対外
開放の着実な推進および外資の誘致・利用のさらなる促進
に関する行動計画」を公布した。当該行動計画は、公平な
競争環境の最適化を提言しており、公正競争に違反する行
為および政策措置を廃止し、政府調達活動において、外資
系企業・国内企業が生産する基準に適合した製品を差別
なく平等に扱い、また入札募集・入札制度の完備およびあ
らゆる所有形態の企業が入札募集や入札に平等に参加す
る上での不合理な制限を排除し、外商投資企業の基準制
定や改訂への公平な参与を支持するとしている。

中国国務院が政府調達分野の「整備·構築·促進」3
年行動プランを公布
国務院弁公庁は2024年6月29日、「政府調達分野にお
ける『市場秩序の整備、法規体系の構築、産業の発展促
進』3年行動プラン（2024～2026年）」を発表し、約3年
の期間をかけ、政府調達分野に存在する目立った問題の
解決に注力するとした。これには、政府調達の自国製品基
準の制定、自国製品基準体系の段階的な形成およびあら
ゆる所有形態企業が中国国内で生産する製品の平等な政
府調達活動への参与を確保することが含まれる。

中国国家発展改革委員会等8部門が「入札募集・入
札分野の公平競争審査規則」を共同公布
国家発展改革委員会等8部門は2024年3月25日、「入札
募集·入札分野の公平競争審査規則」を共同で公布した。
当該規則は公平競争審査を通じて入札募集・入札分野の
不合理な制限と差別的政策を排除することを目的としてい
る。その中で、政策制定機関は全国統一の市場参入条件を
遂行しなければならず、市場参入ネガティブリスト以外の業
界·分野·業務に対し、事業主が入札活動参加前に行政許可
を取得するよう要求してはならないとした。
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中国財政部が8種類目の調達方式－共同革新調達方
式を発表
財政部は2024年4月24日、「政府調達共同革新調達方
式の管理に関する暫定弁法」を発表し、公開入札募集等7
種類の調達方式に加え、新たな調達方式として共同革新
調達方式という1方式を新たに設定した。共同革新調達方
式とは、調達者がサプライヤーを招き共同研究開発を行
い、共に研究開発リスクを担い、研究開発契約で約定され
た数量または金額に基づき研究開発に成功したイノベー
ション製品を購入する調達方式を指す。当該弁法は、研究
開発力を持つ外商投資企業を含む各種サプライヤーの積
極的な参加を奨励している。

調達基準としてのセキュリティ・信頼性（安全可靠）
基準
中央国家機関政府調達センターは2024年3月、「中央国
家機関によるデスクトップパソコン、ノートパソコンの集中
調達の基準更新に関する通知」（国機採［2024］7号）を公
布した。同通知では対象機関がデスクトップパソコンとノー
トパソコンを調達する際、「デスクトップパソコン政府調達
要求基準（2023年版）」（財庫「2023」29号）「ノートパソ
コン政府調達要求基準（2023年版）」（財庫「2023」30
号）に基づき、CPUやオペレーティングシステム（OS）がセ
キュリティと信頼性の評価要件を満たした製品を調達する
ように求めている。また、輸入されたCPUやOSを搭載した
パソコンを調達する場合、関連管理要求を順守する必要
があると規定された。

実際に「セキュリティ信頼性評価」を実施する中国情報
セキュリティ評価センターと国家機密科技評価センター
は、2024年に2回(同年5月と9月)、2025年はこれまでに1
回（3月）、その結果を発表しているが、合格したCPU、OS、
データベースはいずれも中国製品であり、結果として中国
製品しか調達されないことになっている。

さらにこれが問題となるのは、地方政府や国有企業が中
央政府の政府調達基準に準じて、外資企業の製品を入札か
ら除外する動きである。実際にそうした実例が報告されてい
るが、これらの指示は口頭でなされることが多く、証拠がな
いため苦情を訴えることが困難となっている。中国において
は政府調達の範囲が他国のそれよりも広いため、日系企業
の中国事業、さらにはグローバルに構築された産業チェー
ン・サプライチェーンに大きな影響を与えかねず、不当な競
争制限あるいは貿易障壁と捉えられる恐れがある。

財政部「政府調達分野における自国製品基準および
実施政策関連事項についての通知」の意見募集を
実施
財政部は2024年12月、「政府調達分野における自国製

品基準および実施政策関連事項についての通知」について
意見募集を実施した（2025年2月現在、未公布・未施行）。
この中で、中国製品（本国産品）は政府調達の見積り価格
において20％の控除が認められ、また中国製品とみなされ

るためには、中国国内で生産されることだけでなく、総原
価に占める中国国内生産部品の割合が規定値以上となる
こと、さらに特定製品については重要部品が中国製である
ことや主要工程が中国国内で行われることなどを求めてい
る。今後これらの具体的規定は製品ごとに定められるとし
ているが、輸入品や中国製品と認められなかった製品は、
中国製品と比べて入札額で大きなハンデを負うこととなり、
分野によっては外資企業製品が入札から事実上排除される
ことになると懸念されている。こうしたことから、日系企業
ならびに日本政府も高い関心を持って注視している。

2025年の展望
GPA加盟に向けての各種取り組みの継続的な推進
中国政府が2019年10月20日に世界貿易機関に中国の
GPA加盟に関する7回目のオファーリストを提出して以来、
これまでの数年間は実質的な進展を見ていない。2025年
はGPA加盟に向けての各活動の推進を加速し、各加盟国
との積極的な交渉展開や各加盟国との意思疎通·交流を通
じ、自国の政府調達法制度を引き続き改善し、一日も早い
GPAへの加盟を期待する。

政府調達関連法律法規の改訂
第14期全国人民代表大会常務委員会が2024年5月8日
に発表した2024年度立法活動計画では、入札募集・入札
法（改訂）を初審議法律案に盛り込んだ。政府調達法の
改訂をいっそう重視し、早期に政府調達法の改訂を立法
作業計画に組み入れるとともに、審議を完了することが期
待される。

外商投資企業の政府調達活動への平等な参与
2024年度中に公布された、外商投資企業の政府調達活

動への公平な参与を保障する各種政策·法規が早期に徹底
的に実施され、外商投資企業が中国各級の地方政府調達活
動に平等且つ有効に参与できるようになることを希望する。

＜建議＞
 政府調達における原産地認定基準の早期明確化
　中国の政府調達分野における原産地認定基準
が不明確であるため、中国で外資系企業が生産
する製品に「中国原産」と明確に表示すること
が困難である。こうした中、外資系ブランドと中
国ブランドが競合した際に不利な扱いを受ける
ケースが出てきた。2024年12月5日、中国財政
部は「政府調達分野における自国製品の基準
および実施政策関連事項についての通知（意
見募集稿）」を公布し、パブリックコメントを募
集した。中国日本商会は「自国製品」の認定基
準に関連する内容について書面による修正意
見を提出しており、中国政府がこれを採用し、
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早期に原産地認定基準を明確化することを要
望する。

 WTO「政府調達協定」(GPA)の交渉推進の継続
的加速、GPAへの早期加盟
　中国外交部報道官は2024年4月25日の定例記
者会見で、WTO「政府調達協定」(GPA)への早
期加盟についての中国の意思は変わらないこと
を再確認した。現在のところ、中国のGPAへの
加盟は実現しておらず、依然として複数の障害
に直面しており、これには、中国の政府調達に
かかわる実態や調達範囲の定義における国際
基準や先進国との間の差異、調達限度額基準
の引き下げが不十分であることによる中国の政
府調達からの輸入品排除の可能性、および中国
で生産·製造に従事する多数の日本企業が米国
の政府調達活動へ参加することが困難となるこ
となどが挙げられる。中国政府がより積極的な
姿勢を示し、これらの問題解決に注力し、2025
年にGPAの交渉を加速し、早期にGPAの正式加
盟国となることを期待する。

 政府調達分野における「公平競争審査条例」の
適切な実施
　2024年8月1日から施行された「公平競争審査
条例」にて、各級・各地政府が自ら公平競争審
査制度・規則を実施するよう求めていることを
歓迎する。当該条例は政策の起草機関が「不
合理または差別的な参入・退出条件を設けては
ならない」ということを明確にしている。

　「外商投資法」の施行以来、中国政府は外商投
資企業の政府調達活動への平等な参加を保障
する一連の法律法規を公布してきたが、実務上
はこれらの法律法規が任意に解釈され、外資系
企業の排除などの適用方式が不透明な状況が
あるため、外資系企業は依然として不公平な競
争待遇を受けており対応に苦慮している。「公
平競争審査条例」の施行に伴い、法律条文上
および実務運用上、外資系企業に対する不公
平な扱いを無くすべく徹底的に執行するととも
に、外資系企業に対する不公正の排除と、公平
競争を制限する行為に対する監督の強化を要
望する。

 外資系企業と中央企業・国有企業の公平且つ公
開取引が可能なビジネス環境の構築
　現在、外資系企業が中国の中央企業、大型国有
企業と取引を行う場合、相手方の責任者はその
上級主管部門もしくは関係主管部門の関係者
から、日系企業と直接取引してはならないこと
を要求されている。直接契約取引すべき項目も
第三者企業を通じて間接的に取引しなければ
ならないことを要求され、これにより契約手続
が煩雑になり、主体責任が確定し難いなど、非
常に複雑な問題が生じている。

　中国政府が内資・外資企業のためにオープンで
透明な、また公正且つ公平な競争環境を確立す
るための新たな法律法規を継続的に策定して
いることを背景とし、外資系企業と中央企業、
国有企業が公正且つオープンな取引を行い、
不公正且つ不合理な人為的影響を回避するこ
とは、緊急且つ実際に取り組むべき課題でもあ
り、早期改善が期待される。

 各地方における「重点産業」定義の統一を要望
する
　「重点産業」の定義が各地方で統一されてい
ないことにより、外資系企業は政府機関、国有
企業、国家重点産業に関連する一部企業の取
引対象から除外されているため、「重点産業」
の定義と認定基準を各地方において統一する
よう要望する。

 外資系企業における政府出資基金支援の平等
な獲得
　中国国内で法に従って設立し経営活動を展開し
ている外資系企業は、中国政府出資基金の支
援を得ることが困難であり、特に半導体分野に
関連する基金は、事実上外資系企業を排除して
いる。外資系企業が中国国内で生産する製品が
「中国原産」と認定された場合、政府出資基金
からの投資·出資を受ける面でも中国の現地企
業と同等の扱いを希望する。また、この種の基
金は政府調達制度と同様に扱うべきであり、政
府調達の「原産地認定」基準の確定後、同様の
認定基準を採用するよう要望する。

 セキュリティ要件による事実上の自国製品優遇
　中国信息安全測評中心および国家保秘科技測
評中心が行う「安全性・信頼性審査」は、その内
容や基準が不透明であり、実質的にはセキュリ
ティを理由として外資系企業の製品を政府調達
から排除するものと考えられる。これは、中国の
政府調達制度全体の評価を下げる要因となるだ
けでなく、高い安全性能を有し、コストバランス
の優れた製品を除外することになる。当局にお
いてはそうした懸念や不利益を払しょくすべく、
審査基準や審査結果の内容を公表するなど、透
明性を高めるための措置をとるよう要望する。

 「安可」「信創」制度の明確化と認証製品に関
する情報公開
　「安可」または「信創」制度にかかわるリストの
公開や適用される製品の範囲、要求内容や基準
を明確にし、市場参入の透明性、予見可能性を
確保していただきたい。特に情報セキュリティ領
域への参入基準や条件について明確な規定が
なく、外資系企業による参入を実質上困難にし
ている。加えて、予見可能性を高めるために、本
件に認証された製品の情報公開を要望する。

142 中国経済と日本企業2025年白書



長体は96％まで

第
２
部   

共
通
課
題
・
建
議

第10章
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2020年より施行された外商投資法では外商投資企業に
よる商会の設立・参加が認められているが、細則が定めら
れておらず機能していない。外国商会は1989年に制定さ
れた外国商会管理臨時規定によって管理されている。こ
の規定により中国における日本の商工会組織のうち、中国
日本商会が唯一の民政部から認可された商工会組織で、
各地の多くの日系商工会組織は未公認組織のため活動に
大きな制約がある。

また、同規定により、日本人であっても中国企業在籍者
は、外国商会への加入が認められていない。

中国には、進出日系企業で構成される商工会組織が50
以上も存在する。会員企業・団体数の多い商工会を順に
並べると、上海（2,176）、大連（643）、蘇州（616）、広
州（600）、北京（543）、香港（531）、昆山（405）、深圳
（376）、天津（329）となる（出所：2024年度全国日本人
交流会会議資料）がそれぞれ独自に発足、地域に根ざし独
立して運営されている。

各商工会は、会員への情報の周知や事業支援、会員間の
交流促進のみならず、地元政府・経済界との交流、地元社
会への貢献なども行っており、中国の経済社会の発展、日
中両国経済関係の深化、ひいてはグローバル経済の進展に
大きな役割を果たしている。

また、専門的な技術的知見を必要とするテーマに関して
は、各地の商工会を通じて地域を越えた交流へと発展して
いるケースもある。知的財産権（商標・特許等）に関するグ
ループでは、北京市・上海市・広州市で情報を共有して連
携を深めるとともに、さらなる成果実現に向け一体的な活
動を行っている。化学品業界やライフサイエンス業界（医
薬品・医療機器・化粧品の三分野）は中国の関係当局との
交流・対話を積極的に行い、ビジネスに大きな影響を与え
る政策・施策について、日中双方の政府当局者を交えた交
流・対話がそれぞれの分野で実現するなど効果的な取り組
みにつながっている。

このように重要な役割を担っている中国各地の商工会組
織だが、外国商会管理臨時規定で各国の商工会組織で民
政部の認可を得られるのは1つのみのため、そのほとんど
が未公認組織の位置付けとなっており、次のような運営上
の困難に直面しているケースが少なくない。

（1）未公認組織であるため当該商工会組織名を提示で
きない場合がある。

（2）当該組織としての銀行口座を開設できない。
（3）事務所借用や専任職員の身分保証、ビザ取得など

に苦慮する。
外商投資法第27条では、外商投資企業が商会・協会を
設立・参加し、自らの適法な権益を維持・保護できること
が規定されており、各地域においてそれぞれ実情に合った
商工会組織の設立・運営が可能となるような規制の緩和、
あるいは融通性のある運用を要望する。中国は地理的に広
大であり外国企業の進出先も多都市に広がっている。中国
への投資を検討する企業にとって、当該地域に安定した自
国商工会組織があることは、進出の大きなインセンティブ
となり、企業の誘致につながると考える。

また、中国における在留邦人数は2024年10月現在9万
7,538名（出所：令和6年度-外務省-領事局政策課-海外在
留邦人数調査統計）となっている。この多くは中国各地の
日系企業で働く者とその家族であるが、高度な技能を買わ
れて中国の企業に勤める者もいる。中国企業に勤務する日
本人が、邦人との交流や母国語での情報を求めて商工会
活動への参加を希望する場合に、外国商会管理臨時規定
第5条で個人会員資格が「商業機構と外商投資企業の非
中国国籍の従業員」に限定されているため、この法令の下
にある限り参加を認めることができない。高度技能人材が
心身の健康を保ち、その能力をいかんなく発揮するととも
に、商工会活動がよりいっそう活発なものとなるよう、規定
の改正を要望する。

＜建議＞
① 各地域商工会の法人化
　各地域の商工会および日本人会が、それぞれ独
立した組織として銀行口座の開設や各種の契
約等を行えるよう、外国商会管理臨時規定の改
正あるいは柔軟な運用を要望する。

② 中国企業在籍外国人の商会加入
　中国企業（非外商投資企業）に在籍する非中国
国籍の従業員が商会に加入できるよう外国商
会管理臨時規定の改正を要望する。
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中国の2024年実質GDPは前年比5.0％増、2023年の
5.2％から伸び率は鈍化した。1人当たりGDPはドル換算で
1万3,400ドルを超え、1人当たり可処分所得は4万元突破
で4万1,341元になり、前年比が5.1％増であった。全国平
均のエンゲル係数は29.8％で23年から横ばいである（国
家統計局）。

2024年の日本の全世界への農林水産物・食品の輸出
額は前年比3.7％増の1兆5,073億円と12年連続で過去最
高を更新した一方、中国向け輸出額は前年比29.1％減の
1,681億円となった。輸出額の減少が大きいのは水産物で
あり、原発処理水の放出を受けた中国向け輸入規制の影
響が続き、前年比が89.9％減少で、2022年871億円の10
分の1以下に減少した（日本財務省）。

輸出額の減少は水産物を中心とする一部の品目による
もので、必ずしも日本食全般に対する否定的な傾向を示し
ているとは認められないが、中国における日本食、日本産
食品への関心を取り戻すことは日系食品関連企業にとっ
ての販売機会拡大に必要であり、中国の消費喚起にも資
するものと考えられる。水産物輸入に関し日中の関係当局
で認識の共有等の取り組みが着実に進められているなか
で、日本と異なる法規制・生産条件・流通事情・商習慣な
どに対応し、中国における消費者の食生活向上に貢献す
ると同時に、中国当局の食品関連部門への協力を通じて、
より健全な市場環境作りに尽力していきたい。

農林水産業・食品の現状
食品製造業・小売業について
2024年の小売売上高は前年比3.5％増の48兆7,895億
元となり、伸びは鈍化した。2024年の食品製造業の売上
高は前年比4.9％増の2兆1,863億元で、飲食業売上高は5
兆5,718億元で前年比5.3％増、伸び率も鈍化した（国家統
計局）。

中国市場では景気低迷を背景に、消費者は節約志向が
高まり、ブランドよりもコストパフォーマンスに注目するよう
になり、外食の頻度もある程度減少している。1人当たり消
費金額は低下傾向があり、高級レストラン、一般飲食店とも
に激しい競争に直面している。

2024年通年で飲食関連企業数は前年比7.8％増の1,676
万7,000社に増えたが、新規登録企業数は357万4,000社
で2023年から13.7％減少した。2024年9月時点で中国の
飲食レストラン店舗数は776万3,000軒、300万程度の店
舗が閉店した。一部国際的な高級レストランも閉店してい

る。一方で飲食市場には「9.9元」（約210円）製品がホッ
トワードとなっているほか、地方都市を中心に、スナック菓
子のディスカウント店の出店が広がる等、「消費のダウング
レード」が顕著になっている（企査査、紅餐産業研究院）。
また、菓子類や農産物などの食品で日本製品を含め、ネッ
ト通販やショート動画やSNSを活用したライブコマースな
どによる販売もみられる。

食品関連法規について
2019年5月30日、国務院食品安全委員会より「2019年
食品安全重点作業計画」が発表された。食品安全強化、現
代的な食品安全管理体制構築など食品安全に関する10大
行動計画を含む21項目を発表し、食品安全に対する仕組
み作りや管理強化策を打ち出している。

2020年、国務院は「冷鏈（コールドチェーン）食品追溯
管理工作に関する通知」を発表した。各地方政府が追跡
管理システムを設立し、海外から輸入した冷凍食品と生鮮
食品（肉類と水産品を中心に）を対象に品目や数量、産
地、検疫などに関するデータの登録を義務化する。

2022年10月9日、中国国家市場監督管理総局は「食品
関連製品品質安全監督管理暫定弁法」を発表した。生産
者、販売者がその生産、販売する食品関連製品の品質安
全に責任を負うことを規定している。食品関連製品の生産
者は食品関連製品の品質安全遡及制度を確立し、原材料
と添加剤の購入から製品販売までのすべての段階が効果
的に遡及できることの保証を必要とする。2023年3月1日よ
り施行された。

2023年9月25日、「食品安全法」の規定に従い中国国家
衛生健康委員会と中国国家市場監督管理総局は85項目の
新規食品安全国家基準と3項目の国家基準の改正内容を
公布した。分析方法の制定および改定56項目などを含む。
新たに食品加工用菌種製剤に関する国家基準や、液体乳
幼児調整食品に関する内容が追加された。

2023年11月29日、中国国家衛生健康委員会は「食品安
全標準管理弁法」の改訂を発表した。食品安全基準の扱
いや立案方法などの管理について“最も厳しく且つ正確な
基準”を満たすために安全、順法、科学、リスク管理の観点
から改定を行い、この弁法のおよぶ範囲や関係者の責任を
明確にした。2023年12月1日より施行された。

2024年1月、国家市場監督管理総局と国家衛生健康委
員会は共同で「食品安全国家標準食品添加剤使用標準」
新版を発表した。10年ぶりに食品安全添加物基準が更新
されることとなった。

第１章
農林水産業・食品
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2024年10月、国家市場監督管理総局は「食用植物油散
装運輸衛生要求」を発表した。運送容器の基本要求、洗
浄、メンテナンスや管理、運送作業、記録等の衛生要件を
規定した。

表： 食品安全に関する法律および組織体制の整備
2009年 食品安全法施行、食品安全法実施条例施行

2013年 国家食品薬品監督管理総局（CFDA）設置
食品生産の衛生安全の一元管理

2015年 改正食品安全法施行
2016年 改正食品安全法実施条例施行

2018年 国家市場監督管理総局（SAMR）設置
流通分野も加え食品安全を一元管理

2019年 再改正食品安全法実施条例が2019年12月1日施行

2020年 冷鏈(コールドチェーン)食品のトレーサビリティ管理-
システムの設立

2021年 輸出入食品安全管理弁法施行
反食品浪費法施行

2022年 36項目の新規食品安全国家基準と3項目の国家基準の
改正が2022年12月30日施行

2023年
食品関連製品品質安全監督管理暫定弁法を2023年
3月1日施行
食品安全標準管理弁法を2023年12月1日施行

2024年
「食品安全国家標準食品添加剤使用標準」新版を
2025年2月8日から施行
「食用植物油散装運輸衛生要求」は2025年2月1日施行

日本食レストランの動向
中国では日本の食文化の認知度が高く、高級レストラン
もあり、ラーメンや回転寿司などの飲食店舗も多い。近年
中国の飲食業界の価格競争の激化、および水産品輸入規
制の影響など、客単価が高い日本レストランは苦戦してい
るが、一方、コストパフォーマンスの高い日本食レストランの
開店スピードは加速している。大手回転寿司チェーン店など
は中国での出店に注力していく計画との報道も出ており、
2024年に大手回転寿司チェーン店は中国の南方地域から
北方地域へ進出、北京、天津などの都市で次 と々開店した。
1人当たり消費額は100元前後で人気を集めている。

2024年4月まで、日本料理店は、中国地方別（省・直轄
市）から見ると、華南（広東省など）と華東（江蘇省、浙江
省、上海市、山東省など）に集中している（紅餐大数拠）。

農林水産物貿易統計
中国の2024年の農産物の輸入総額は前年比7.9％減の
2,151億6,000万ドル、輸入全体の約8.3％を占めた。農産
物輸出総額は前年比4.1％増の1,030億ドルで輸出全体の
2.9％を占めた。輸入が多い品目は穀物、肉類、食用油籽、
果物など、輸出は水産品、野菜などである（中国農業農村
部、中国税関総署）。2024年は日本から中国向けの農林水
産物・食品輸出額は前年比29.1％減の1,681億円となり、
国・地域別の輸出額で4位に後退した。日本産水産物に対
する輸入規制強化により金額は大幅減少した（日本農林水
産省）。

日系企業が直面している問題点
生産許可関係
①-中国消費者の食生活が飛躍的に向上しており、海外
から多くの食品や食スタイルが中国に入っている。
その中に、中国の既存分類にない食品分野または新
規開発商品が数多く存在する。現状では、それらの
食品の生産認可は従来の基準に準拠せざるを得ず、
これでは食品本来の風味や品質をすべて再現するの
が難しくなる。中国消費者への海外食の広がりが制
限されてしまっている現状である。

②-中国では、フローズンチルド商品（冷凍状態で保管
された食品を、流通段階で解凍し、チルドの温度帯
で販売する商品）の販売は食品経営許可証の複熱商
品の許可申請が必要であり、複熱商品取扱の場合保
管、調理エリア、人員管理などの条件がある。現状
流通過程での解凍作業を認める前例はなく、商品提
供の選択の幅を狭くしている。

食品輸出入関係
①-2011年3月の東日本大震災に伴う福島原子力発電所
の事故の影響で、10都県産のすべての食品品目にお
いて輸入制限が行われているが、2018年11月28日公
布の海関総署公告により、新潟産米の輸入が許可さ
れた。しかし、一般的にリスクが低い酒類など、ほ
かの多くの品目についてはまだ輸入許可がされてい
ないので、引き続き政府関連部門に規制緩和を働き
かけなければならない状況である。

②-輸入食品添加物は通関の際、規定に則った検査に合
格しなければならない。中国国家標準（GB）におい
て、規格・基準・試験方法が策定中の食品添加物に
ついては、試験方法が未定との理由で検査が実施さ
れず、衛生証明が発行されない可能性がある。策定
中の場合の救済措置も現状確認できない。

③-2017年11月公布の「出入境検験検疫管理規定」で
食品輸入手続のガイドラインが具体化された。これ
は地域によって通関業務の運用統一性が欠けていた
ことに対して、当局が対策を講じたものである。こ
のガイドラインの徹底実施を引き続き期待したい。
輸入食品の流通には、衛生証明書（2021年1月から
は記載事項が追加）が必須になっているため、通関
ができても証明書の手続に時間を要すると、賞味期
限の短い商品は廃棄せざるを得ない。現状では、輸
入食品が中国の港についてから、実際流通するまで
に1カ月以上を要しており、同じ品目を複数回輸入し
ても同様の手続を踏まねばならず、短縮されていな
い。これでは、日本から欧州（例えば英国）に船便
で輸出するリードタイムと大差がない。

④-2019年12月19日、中国税関総署と農業農村部の公告
により、2001年から継続されていた牛肉輸入禁止に
ついて、生後30カ月以内の牛肉であれば輸入規制緩
和対象となった。しかしながら検疫検査要求は別途
決めるとの内容であり、早期の対応が望まれる。

⑤-2021年4月12日、中国税関総署は「輸入食品海外製
造企業登録管理規定」を公布し、2022年1月1日施行
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した。中国向けに食品を輸出する国外製造、加工、貯
蔵企業は中国税関への登録が必要になった。また、中
国向けに食品を輸出するに当たり、食品の内部と外部
包装上に登録番号の記載が必要となっている。

⑥2023年、中国税関総署は第103号公告により、日本
からの水産物（食用水生動物を含む）の輸入を一時
停止することを決定した。2024年9月20日に日本
と中国の関係当局は、双方が科学的見地から建設的
な対話を継続すること、中国側がIAEAの枠組みの下
での長期的且つ国際的なモニタリングに有効に参加
し、科学的証拠に基づき、モニタリング活動を実施
後、措置の調整に着手し、基準に合致した日本産水
産物の輸入を着実に回復させる等の認識を共有する
に至った。

飲食業関係
中国では飲食店で食事をする際、酒類を持込むことを
許す商習慣が昔から存在する。酒類を飲食店に持ち込む
行為は、当然飲食店の利益にダメージを与える。しかし、
2013年12月9日、北京市工商局が「飲食店における六種の
不公平行為の禁止」の通達を発表し、酒類および飲料の
持込禁止が解除された。この通達に対して、消費者は歓迎
するが、中国調理協会・中国観光ホテル協会などの業界団
体は猛反発し、当時は激しい議論が続いた。

2014年2月14日、最高人民法院が最終見解を公表し、飲
食店による酒類および飲料の持込禁止は違法との認識を
明確にした。持込禁止は「契約法」および「消費者権益保
護法」に違反する行為に当たり、消費者は飲食店に対して
持込禁止は無効だと主張できるとしている。

一方、北京市工商局の見解によれば、持込禁止は違法だ
が、消費者から合理的な持込サービス料を徴収することは
違法ではない。日系飲食店においても、非常に納得しがた
い商習慣ではあるが、自己保護のためにも対応策を考える
必要がある。

保質期の表示問題
中国では、食品安全国家標準「GB7718-2011包装済食
品ラベル通則」の規定により、食品包装には一律に「保
質期」の表示が要求される。これは日本の「消費期限」に
相当する。一方、日本では腐敗しやすい食品には「消費期
限」を表示し飲料や缶詰など比較的に長期保存（3カ月以
上が目安）できる食品には「賞味期限」を表示している。
日本の食品関連企業は、食品の風味が変わり始める期限
を賞味期限であると認識している。中国で食品の保質期
を決める際、日本の賞味期限の考え方をそのまま保質期
に適用すると、不利に保質期を短くしてしまう恐れがある
ので、よく調査したうえで現地事情にあった対応を行うこ
とが望まれる。

＜建議＞
1. 生産許可関係

 ラベルの原料記載内容の見直し
　食品安全国家標準「GB7718-2011-包装済食品
ラベル通則」の規定により、食品包装のラベル
記載事項に、原料欄には「その構成物質および
一部の特殊な物質の配合量」等を表示する旨
が明記されている。しかしその表示は企業ノウ
ハウの漏えいにつながる恐れがあるので、詳細
をラベルに記載せず、別途生産標準や製造規
格書の提出等の対応を要望する。

 新しい食品分野の基準策定
　食品分野の許認可申請に関して、海外由来食品
や酒類などの拡大のためにも、既存の食品分
類にない新分類（日本式食品や清酒・みりんな
ど）の認可基準の策定を要望する。

 食品工場の立ち入り検査の基準統一
　新しい法律、条例および通達等の施行に伴う政
府関係各部署の生産現場立ち入り検査の際、
担当者毎に、基準が異なる案件が度々発生して
いる。食品工場への立ち入り検査は頻繁に実施
されるため、基準の相違は、生産性の低下およ
び大きな設備投資案件となり、非常に対応しに
くい。担当者への研修強化などを通じた基準の
統一を要望する。

2. 食品輸出入関係
 日本産水産物の輸入一時停止措置の撤廃
　2023年8月24日に福島第一原子力発電所から
のALPS処理水の海洋放出を開始して以降、中
国向けの日本産水産物の輸入一時停止措置が
取られている。ALPS処理水の放出に関する安
全性は第三者の国際機関により確認されてお
り、その後も日本政府機関や当該国際機関によ
り安全性の確認が継続的に行われている。海
洋放出から1年以上が経過するが、これまでモ
ニタリングでは問題は一切見つかっていない。
2024年9月20日の日中間の認識共有の通り、科
学的な根拠に基づき、日本産水産物の輸入一時
停止措置の撤廃を要望する。

 輸入通関時の追加証明書の法令に基づく対応
の徹底、従来どおりへの期間短縮
　日本産食品類の輸入に関して、必要十分な手続
がなされた輸入であっても、各港や担当者ごとに
追加の証明書を要請されるケースがある。例え
ば、過去輸入が認められていた肉骨類を利用し
た「ゼラチンを含む食品」に関しても輸入が差
し止められ、証明書の提出を求められているも
のの具体的な証明書類の提示が無いケースも
ある。各港や担当者ごとに異なる対応に対して、
関連法令に基づいた統一的な対応を要望する。
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なお、追加が必要な証明書は日中当局間での協
議および合意を経たのち、中央から現場および
企業に対して事前に周知徹底をしていただくよ
う要望する。さらに中国の輸入通関において、入
境貨物検疫証明書を通関業者から輸入業者が
入手できる期間が長期化するケースが見られて
おり、従来どおりの期間への短縮を要望する。

 日本産食品の輸入規制の解除・緩和
　2011年3月の東日本大震災に伴う福島第一原子
力発電所の事故に伴い、2018年11月に新潟県
産の米が解禁されたものの、それ以外の10都県
産すべての農産物・食品に対する輸入規制措
置がいまだに執られている。また、残る37道府
県においても野菜、果実、乳製品等の中国への
輸入が事実上できない状況にある。さらに、37
道府県産食品は成田空港等の在10都県物流
拠点を経由した輸出ができない状況となってい
る。震災から10年以上が経過し、多くの国・地
域が規制を解除する中、中国は世界で最も厳し
い規制を続けている。中国の消費者の食生活
を豊かにするため、科学的な根拠に基づいて究
明を早めていただき、これらの輸入規制措置の
早期解除・緩和を要望する。

 輸入食品添加物のGB策定の加速
　2018年6月公布の「GB1886.301-2018-食品添
加物-ガラクトマンナン」により、該当食品添加
物の規格・基準・試験方法が策定されたことを
評価したい。今後も中国の消費者の食生活を豊
かにすべく、日本で安全に使用されている食品
添加物（例えばクチナシなどの天然色素など）
が輸入できるよう、ほかの輸入食品添加物のGB
の策定も早期に進めるよう要望する。

 不正規輸入食品の取り締まりのさらなる強化
　食品は消費者の健康に直接かかわるため、正
規輸入によって検査検疫を受けることが非常に
重要となる。密輸品、個人輸入品や越境ECの転
売等により、市場ではいまだに輸入ラベルのな
い商品や偽造の輸入ラベルを貼ってある商品な
どが販売されている。このことは特に日本料理
店など仕入れルートが監督管理しにくい販売先
で見られる。不正規輸入食品の取り締まりのさ
らなる強化を要望する。

3. 食品物流関係
 食品物流車両の例外措置
　大気汚染・赤色警報などの発令の際、急な車両
規制は食品業界では賞味期限の課題があり、
流通も在庫が最低限のため、輸送の遅れは国
民生活へ直結する。日常では車輌GBに違反す
る車両の排除を優先し食品物流車両について
は規制対象から除外する等の例外措置を要望
する。

 物流過程での温度帯変更
　中国では、フローズンチルド商品（冷凍状態で
保管された食品を、流通段階で解凍し、チルド
の温度帯で販売する商品）は現状流通過程で
の解凍作業を認める前例はない。日本では、
メーカー、中間流通業者は冷凍で商品を保管
し、流通段階で自然解凍して店舗では冷蔵で販
売する事で食提供の幅が拡大している。中国消
費者の食の選択肢の拡大となるため、中国でも
同様の対応を要望する。

 食品包装の消費期限細分化
　食品包装の消費期限に関して、現在の中国国家
標準では、食品の包装材料すべての消費期限が1
年間とされている。環境の保護などを考えると、
食品包装の消費期限が1年であることにより、包
装材料の廃棄を発生させる機会が増えるのでは
ないかと考え、科学的根拠を元に、使用方法に
よって消費期限を分類し、包材の廃棄を発生させ
ないような消費期限の再考を要望する。

4. 消費者対応関係
 悪質クレーマー行為に対する公正な判断
　近年、人為的な賞味期限の消去や故意の異物
混入等悪意のあるクレーマー行為が散見され
る。2022年9月、国家市場監督管理総局が発
行した「市場監督管理苦情通報処理暫定弁法」
（2022第二次修正）は2022年11月1日から施
行され、苦情専門のプロが行う職業上の主張を
規制するものであり、企業における監督管理部
門の負担が軽減できると考えられるが、暫定弁
法より一歩踏み込んだ対応を要望する。
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2024年の中国の電力消費は前年比6.8％増となり、実
質経済成長率5.0％を上回る伸びを示した。2023年に続
き、旺盛な電力需要にこたえるとともに、電力のグリーン
化を加速するため、風力および太陽光発電を中心とする
再生可能エネルギーの導入が急速に進んでいる。

一方、電力消費量の伸び率は実質経済成長率を上回り、
石炭の消費量も依然として増加していることから、第14次5
カ年規画が掲げる省エネおよび二酸化炭素排出の目標達成
が課題となっている。2024年の再生可能エネルギーによる
電源の大量新増設、2025年の「エネルギー法」（以下、エネ
ルギー法）の施行、新型電力システムの建設、全国統一電力
市場の標準化と管理監督の強化など電力改革の深化に加
え、中国国務院の「2024-2025年省エネ炭素削減行動プラ
ン」実施による省エネ・炭素削減の効果が期待されている。

2024年の動向および回顧
2024年の電力需給動向
2024年の中国の電力消費量は9兆8,500億キロワット
時で、実質経済成長率5.0％を上回る前年比6.8％の増加と
なっている。実質経済成長率と電力消費の伸び率の直近5
年間の四半期推移を図1に示すが、両者は2023年第2四半
期まではほぼ同調した動きをみせている。近年の乖離は、
ハイテク製造や新エネ車の生産増によるEV充電、インター
ネットサービスでの消費増、気候変動の影響による夏季高
温や冬季暖冬による電力消費需要の増減、前年同期比の
反動増減などが一因となっている。

図１： 実質経済成長率と電力消費伸び率の四半期
推移（2019～2024年、前年同期比±％）
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出所：国家統計局四半期統計および中国電力企業聯合会の公表統計より作成

次に、需要セクター別の電力消費伸び率の四半期推移
（2023～2024年）を表1に示すが、2023年第3四半期か
ら第2次および第3次産業の電力消費の高い伸びにより、
全電力消費量の伸び率も実質経済成長率を大きく上回る
傾向となっている。

第14次5カ年規画の始まった2020年以来、電力消費量
の平均増加率は6.7％と、国民経済安定と電気化レベルの
上昇により第一、二、三産業の電力消費量が安定的に増
加した。

表１： 四半期毎の実質経済成長率とセクター別電力
消費伸び率推移（前年同期比±％）

- 2023-
1Q 2Q 3Q 4Q 2024-

1Q 2Q 3Q 1-9
月 4Q 1-12月

実質経済
成長率 4.7 6.5 5.0 5.3 5.3 4.7 4.6 4.8 5.4 5.0

電力消費
量総計 3.6 6.4 6.6 10.0 9.8 6.5 7.6 7.9 3.6 6.8

第2次産業 4.2 4.7 7.3 9.4 8.0 5.9 N.A. 5.9. N.A. 5.1
第3次産業 4.1 15.9 10.5 19.1 14.3 9.2 N.A. 11.2 N.A. 9.9

家庭用 0.2 2.6 △0.5 2.3 12.0 5.5 17.8 12.6 3.8 10.6

出所：-国家統計局四半期統計および中国電力企業聯合会の公表統計
より作成、N.A.は数値未公表

一方、電力供給設備については、2024年末時点の総発
電設備容量は33.5億キロワットに達し、2023年末と比較し
て14.6％増、過去最高の4.3億キロワットの増加となった。
新エネルギー発電設備容量が14.5億キロワットを記録し、
初めて火力発電設備容量の規模を超えた。

第14次5カ年規画以来、非化石エネルギー発電設備容量
は倍増し、年平均18.6％増加した。このうち、新エネルギー
発電設備容量は同2.5倍、年平均26.7％増となる一方、化石
エネルギー発電設備容量は15％増、年平均3.6％増に留ま
り、電力業界でのグリーン低炭素転換が着実に進展してい
ることが分かる。

2024年末の風力および太陽光発電の設備容量は、それ
ぞれ5.2億キロワット、8.9億キロワットとなり、その合計は
14.1億キロワットであった。中国政府が掲げる「2030年に
風力および太陽光発電の設備容量を12億キロワット以上に
拡大する」目標値を2億キロワット上回って達成している。

電源の構成では、依然として石炭火力発電が主要電源
となっているものの、中国電力企業聯合会が公表してい
る分析報告では、石炭火力の設備容量は「2024年末時
点で全設備容量の35.7％にあたる11.9億キロワット」とな
り、「2025年末には、3分の1まで下がる可能性がある」と

第２章
電力
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されている。

2024年の発電電力量の実績をエネルギー種別ごとにみ
ると、風力および太陽光は設備容量の急拡大により、それ
ぞれ前年比で12.5％増、43.6％増と前年に続き高い伸び率
となった。火力発電量は前年比1.7％増となり、水力発電量
は前年比4.9％減から2024年は同10.9％増に転じた。

図2に直近６年間（2019～2024年）の水力発電実績の
月次推移を示すが、黒色点線で示した2024年の発電実績
は、新規の大型水力発電所が投入されるなど設備容量が
毎年拡大し、主要流域の水量改善で2024年5月から8月ま
で例年と比べ高水準で推移し、9月から11月までは前年水
準を下回って推移した。

水力比率が8割に達する四川省および雲南省では、2022
年の電力逼迫の経験から安定供給体制の整備が進められ
ているが、四川省では夏季の高温により一部の地域で日系
企業を含む地域電力制限が発生した。全国でも2024年第
3四半期には、高温による冷房等の居民生活での電力消費
が西南で39.2％増、華東区で29.2％増となった。第4四半
期は暖冬により生活電力消費は緩慢になった。

図２： 水力発電実績の月次推移（全国　2019～
2024年）

-

出所：-国家統計局月次統計データより作成

表２： 電力関係2024年統計速報

単位 2024年
年間値

対前年
伸び率
(±%)

備考

電力消費量 億kWh 98,521 6.8 国家能源局1/20発表、全需要家の実績データ
第2次産業 億kWh 63,874 5.1
第3次産業 億kWh 18,348 9.9
家庭用 億kWh 14,942 0.6

発電電力量 億kWh 100,869 6.7
国家統計局「2024年
国民経済・社会発展公
報」2/28

火力 億kWh 63,743.6 1.7 うち、石炭火力未発表
水力 億kWh 14,256.8 10.9 構成比14.1％
原子力 億kWh 4,508.5 3.7 構成比4.5％
風力 億kWh 9,970.4 12.5 構成比9.9％
太陽光 億kWh 8,390.4 43.6 構成比8.3％

2024年
年末値

対前年
伸び率
(±%)

対前年-
増加-
(+億kW)

備考

発電設備-
容量 万kW 334,862 14.6 4.28 国家能源局1/21発表
火力 万kW 144,445 3.8 0.54
うち-
石炭火力 万kW (約119,000) 2.6 0.3 中電聯1/24発表、構成比35.7%

水力 万kW 43,595 3.2 0.14 揚水の2024年末設備容量0.58億kW
原子力 万kW 5,691 2.4 0.04

風力 万kW 52,068 18.0 0.79 陸上4.8億kW、海上0.41億kW
太陽光 万kW 88,666 45.2 2.77 -

出所：-国家統計局、国家能源局、中国電力企業聯合会発表資料より作成

電力市場動向と全国統一電力市場の形成
中国では、2002年以降進められた電力改革により、電
力体制と電力市場の改革が進められ、2021年10月には工
業・商業需要家の電力調達をすべて市場に移行する大幅
な自由化が実施されている。2022年から2024年にかけ
て、電力市場の運営基本ルール体系の標準化や市場監督
体制の強化が進められてきた。

電力網も整備され、数千キロに及ぶ「西電東送」の送電
能力は3億キロワットを超え、電力市場では、省を跨ぐ広域
の国家電網区域（北京）、南方電網区域（広州）、蒙西電網
区域と各省（区・の市）の33電力交易中心（センター）が設置
され、電力市場の取引が行われている。2023年末の全国電
力市場累計登記経営主体数は前年同期比23.9％増74.3万戸
となり、うち発電企業3.3万社、電力利用者70.6万戸、電売企
業4,074社となった。2024年の全国各電力交易中心の累計
組織市場交易電量は、6兆1,700億キロワットアワーで前年比
9％増となり、電力量の比率は、同1.3％増の62.7％となった。

新エネルギー分野の電力設備容量の迅速な発展によ
り、全国新エネルギー市場化交易電力量は6,845億キロ
ワットアワーに達し、2023年の新エネルギー発電量の比
率は47.3％を占め、一部の大型発電企業では5割を超え
た。また、電力市場では風力、太陽光などのいわゆるグリー
ン電力を取引対象とする「グリーン電力取引」も行われて
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いる。「グリーン電力取引」は2023年には約700億キロ
ワットアワーで、全体の比率は1％程度となっているが、量
的には急速に拡大している。一方、「グリーン電力証書取
引」については、2023年に約350億キロワットアワーとこち
らも急速に拡大している。

発電用石炭の動向と調整電源としての位置づけ
2021年秋に全国的に発生した電力需給逼迫は、発電用
の石炭の供給不足と価格高騰が主要因であった。このた
め、2023年以降、石炭の供給と取引価格を安定させるた
めの政策がとられ、需給と価格はおおむね安定した動きと
なっている。図3に、近年の発電用石炭の取引価格指数の
推移を示す。

図３： 発電用石炭の取引価格指数推移（2020～
2024年）

-

出所：-中国電力企業聯合会発表「CECI指数」より作成、データ未公
表時期を含む。

中国では近年「能源安全」すなわちエネルギー安全保
障の強化が図られるなかで、2024年の石炭の国内生産は
2023年に続き、史上最高の47.6億トンとなり前年比1.3％
増となった。石炭輸入も5.4億トンとなり、伸び率は鈍化し
たものの前年比14.4％増となった。中国の石炭中心のエネ
ルギー需給構造から、ステップ・バイ・ステップで改革を図
るものの、当面は石炭のクリーン・高効率利用を強化し、石
炭への依存、消費量の増加は避けられないとの現実的な
対応がとられている。

2025年1月施行の「エネルギー法」では、石炭を含む化
石燃料は今後も基盤として合理的且つ効率的な利用を行
い、エネルギー供給システムにおける調整力として新たに
位置づけられた。近年の再生エネルギー発電が急増する
中で、電力の安定供給を図るための調整力として、揚水発
電とともに石炭火力発電を活用することが明確になった。

エネルギー消費および二酸化炭素排出のGDP原単
位の動向
第14次5カ年規画では、エネルギーおよび環境に関して、
単位GDP当たりのエネルギー消費量と二酸化炭素排出量、

いわゆるGDP原単位を5年間でそれぞれ13.5％減、18％
減とする目標が示されている。この目標達成のため、中国
国務院は「2024-2025年省エネ炭素削減行動プラン」を
2024年5月に発表しており、2024年の目標は、それぞれ
2.5％前後、3.9％前後を削減するとしたほか、非化石エネ
ルギー消費比率を18.9％前後、2025年は20％前後とする
など最大限努力するとした。具体的には、化石燃料消費の
削減と再生可能エネルギーの利用促進、重点産業8分野で
の省エネ・炭素削減のための特別措置を実施する。

2024年は再生可能エネルギーによる電源が設備容量比
率で56％に高まり、水力の実績が回復している。2024年
から2025年にかけて実施される「2024-2025年省エネ炭
素削減行動プラン」による電力をはじめ各産業分野でのグ
リーン・低炭素化の推進によって、エネルギー消費量と二
酸化炭素排出量のGDP原単位の削減が大きく進むことが
期待されている。

中国政府への改善要望
2024年の政府活動報告では、「生態文明建設を強化
し、グリーン・低炭素化を推進する」を10大重点任務の1つ
に掲げ、2024年7月には中国共産党の第20期中央委員会
第3回全体会議での「生態文明の体制改革の深化」を決定
するとともに、中共中央、国務院より「経済社会発展のグ
リーン転換の全面的加速に関する意見」が出され、2030
年までに非化石エネルギー消費比率約25％などの顕著な
成果達成を目指すとされた。

2025年1月1日からは「エネルギー法」（以下、エネル
ギー法）が施行され、エネルギー安全保障の強化と低炭素
でグリーンな転換を確保するとともに、エネルギー利用効
率の向上を促進し、カーボンピーク・カーボンニュートラル
（3060目標）を着実に推進する法的根拠が備わったこと
は評価できる。

日本企業としては、電力の安定供給の確保とともに、こう
したグリーン転換の取り組みの一端を担い、積極的に貢献
できることを要望する。新型電力システム建設の加速、全
国統一電力市場の標準化など電力改革の深化にあたって
は、補助金政策や優遇制度の透明性と公平性を要望する。
また、合理的な価格によるグリーン電力調達をさらに多
様・容易にする市場システムの整備を要望する。

＜建議＞
 電力安定供給の確保
　2024年8月下旬には、四川省の一部の地域で
猛暑などによる電力需要の増加と水力発電の
稼働低下に伴い、昼間の工場稼働を停止し、夜
間に切り替えを推奨する電力供給制限が実施さ
れるなど、一部の進出日系企業の生産活動にも
影響を与えた。
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第２章  電力

　「エネルギー法」では、2021年の電力供給不
足の原因となっていた石炭、石炭火力発電につ
いても揚水発電による蓄電とともに、安定的な
エネルギー供給にむけた調整電源に位置付け
たほか、水素エネルギーの開発、利用、産業発
展を促進するとした。

　気候変動による異常気象の影響など電力の安
定供給が確保できない事態の再発を防ぐため
にも、中央・地方政府の電力事業管理部門およ
び関連する事業者は、新型電力システム建設の
加速や電力網の相乗的な建設強化、負荷追従
性に優れ環境にも優しいガス火力発電の利用
拡大、省外電力の購入、蓄電等により、より広域
的且つ機動的な電力需給バランス調整への取
り組みを強化し、電力ユーザー企業へのより安
定した電力提供の実現を要望する。

　あわせて、電力の供給制限を発動せざるを得な
い緊急時には、電力ユーザーの安全確保および
不合理な経済的損失の回避のため、供電当局
から、十分な時間的余裕をもって電力ユーザー
に対する事前の連絡および説明の徹底、発電
機のリースなど緊急対応を要望する。

 グリーン・低炭素エネルギー転換への貢献
　2023年から再生可能エネルギーのグリーン電
力証書取引の全面促進、全範囲化に取り組ん
でいるほか、2024年1月から全国温室効果ガス
排出削減取引市場を開始、新型電力システムの
建設を加速するなど、グリーン・低炭素エネル
ギー転換に向けた改革を推進している。

　中国国内での経済活動の一端を担う日本企業
としては、中国が進めるこれらのグリーン・低炭
素エネルギーへの転換に向けた取り組みに積
極的に貢献できることを強く希望している。

　再生可能エネルギー投資、エネルギー効率向上
に向けた高効率設備導入などにより電力分野
でグリーン・低炭素エネルギー転換を積極的に
進める企業に対して、透明性が確保された制度
のもと、補助金政策や税制優遇などの措置が公
平に適用されることを要望する。

 電力市場取引の透明性、公平性の確保
　電力市場改革による電力小売りの自由化がされ
て以降、電力市場経由での電力調達が可能と
なったことにより、電力ユーザーがそれぞれの
ニーズに適合した電力を調達できる選択肢が広
がったことは高く評価できる。

　全国電力統一市場発展計画によると、2025年
には初歩的な全国統一電力市場が設立され、
基本的設計が完成し、基本的な取引ルールと
技術基準が統一される。2029年までに全国電
力統一市場の基礎システムルールの統一、公正

で統一的な市場監督、高水準の市場設備が整
備され、2035年までに全国電力統一市場が完
成するとされ、電力市場改革の継続的な深化が
期待される。

　ついては、電力市場の取引ルールおよび運営の
標準化による透明性、公平性が確実に保証され
るとともに、合理的な価格によるグリーン電力
調達をさらに多様・容易にする市場システムの
整備を要望する。
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１. 建設

概要
不動産業界・インフラ・製造業（国内・海外）の旺盛な

投資需要により中国の建設業界は急速な発展を続けてき
たが、それらの投資需要は新型コロナウイルス感染症蔓延
による混乱を経て、不動産企業の資金状況悪化と民心の
不動産に対する信用低下、地方政府財政の悪化、構造的
な限界に近づく金融環境や米中貿易摩擦・地政学的な警
戒による相互の規制強化により低迷状態に陥った。

政府による各種対応策は一定の効果をもたらしてはい
るものの、実質的な投資需要の改善には至っておらず、建
設業界の成長の低迷は2025年も続くことが予想される。

このような環境下において、中国建設業界全体に関して
は、海外建設請負の拡大等に注力していく活路も考えら
れるが、外資建設企業としては、民間・家計経済の回復、
地方政府の高債務状況の解消や財政回復、対中直接投資
意欲の回復につながる規制緩和や財政支援が望まれると
ころである。

建設業にかかわる問題点と改善要望
建設業が直面する問題には、外資系企業に特有の問題
と業界全体としての問題がある。

日系企業を含む外資系企業特有の問題

外国人の関連資格取得に関する問題
建設工事の設計、施工の実施については、工事規模に
応じた等級の「建築師」「建造師」資格保有者が設計者、
現場責任者にならなければならないが、外国人が中国人と
同じ条件（言語、学歴、中国での実務実績等）で試験を受
験、合格しこの資格を取得することは困難である。そのた
め、「一級建築士」「一級施工管理技士」など日本の公的資
格を保有し、中国人の資格保有者と同等の技術水準にある
日本人技術者の工事現場での位置付けが不安定となり、ま
たその扱いそのものが不平等となっている。

「房屋建築と市政基礎施設プロジェクトの工事総請負
管理弁法」（建市規［2019］12号）では、設計施工一括方
式・EPC方式で工事を進める方法が規範化されると共に、
一級施工資質保有企業が施工実績を以て甲級設計資質を
得ること、甲級設計資質保有企業が設計実績を以て一級

施工資質を得ることを推奨している。海外では設計施工一
括方式・EPC方式の普及が早く、外資企業はこの方式の経
験がある人材を自国に抱えるが、それら人材は資格保有者
とみなされないため、外資企業が資格保有者条件数を確
保し資質取得に進むことは難しい。外資企業が自国で持
つ経験を中国国内で十分に発揮できないのは、中国の建
設市場の発展、工事品質の向上にとっても不利であると思
われる。

建設業界において普遍的に生じている問題

専門技術人員の職業資格取得・登録にかかわる社
会保険納付証明についての問題
2018年に公布された「工事建設領域の専業技術人員
の職業資質の『名義貸し』等違法行為を取り締まる通知」
（建弁市〔2018〕57号）は専門技術人員の職業資格取得・
登録について厳格に管理することを命じており、関連資格
受験・登録者は所属企業の職員であることの証明として、
所属企業（本社）と同じ地の社会保険納付証明や戸籍や居
住証を求められるようになった。ここで社会保険納付につ
いて言及しておきたいのだが、それは所属企業の職員全員
が本社登録地で社会保険を納付しているとは限らないとい
う点である。その背景には、当人はマンション購入や教育お
よび医療等の便宜を考慮のうえ、希望する地（分公司）で
社会保険を納付することがあるという事情が挙げられる。

さて、建設業に従事して施工管理を担う技術系若手社員
が最初に目標とする資格に二級建造師がある。この資格は
省レベルで管理されるものだが、先述のように分公司の地
で社会保険を納付する職員は本社登録地の社会保険証明
を持ちえないため、資格受験・登録をできずにいるのが現
状である。また、分公司は建設業関連資質（資格受験・登
録の要件）を有さないため、分公司の地での資格受験・登
録もできずにいる。これらの状況は該当職員自身の成長と
企業の発展にとって大きな阻害であることから、職業資格
取得・登録にかかわる社会保険納付証明の取扱いが見直
されることを期待したい。

品質終身責任追及制の問題
「建築プロジェクト五方主体プロジェクト責任者の品質
に関する終身責任を追及する暫定弁法」（建質［2014］
124号）により、五方（発注者、勘察、設計、施工、監理）の
担当責任者個人は、工事対象物の設計使用年限（通常50
年）において品質に関する終身責任を負うこととなった。

この責任は個人が所属企業を離職した場合でも、継続し
て追及され、品質問題が生じた場合は、資格停止処分等の

第３章
建設業
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第３章  建設業　１. 建設

行政罰の他、刑事罰を負うことも規定されている。

工事品質を重視するという政策意図は理解できるもの
の、経済のソフト化進展により建設業への従事希望者が
年々減少している中で、このような政策はさらに建設業が
敬遠される一因となることを懸念しており、規定の撤廃を
含め、今後の見直しに期待したい。

施工許可申請における諸問題
建設工事施工許可は、施工地の建設行政機関に申請を
行うが、地方により以下のような各種要求・指導が行われ、
工事スケジュール、工事費に影響が出ている。

工事ボンド（保証状）についての問題
工事ボンド（保証状）とは、工事費支払ボンド、請負者契
約履行ボンド等、請負契約当事者双方の債務不履行を担
保するものであり、契約条件により相手方に差入れるもの
である。しかし、当事者間で差入不要と約定しても、一部
地域では建設行政機関より差入（契約条件の変更）を指
導されることがある。

要求されるボンドの種類・金額は地域により異なるが、
契約当事者双方で一工事1,000万円以上の費用（ボンド費
用）が発生する地域もあり、工事費増加への影響があるた
め、契約当事者間の合意を尊重した運用を期待したい。

施工契約モデル書式についての問題
上記と類似の問題であるが、一部の地域では工事請負
契約約款について、施工地行政機関から「モデル書式」
（住建部・各地建設局制定）の使用を強制されることがあ
る。一方、日系を含む外資系工事の発注者からは、全世界
の拠点で統一して採用している契約約款（FIDIC約款等）
の使用が強く主張され、建設企業もこれに応じることが多
い。しかし、当事者間で合意して発注者指定の契約約款を
使用して契約締結しても、さらに当局要求により、「モデル
書式」による申請用契約の締結が必要となることがある。
これにより、両者の整合性確認に多大な時間・労力を要す
るほか、紛争発生時に混乱が生じるリスクがあるため、こ
れも、契約当事者の合意を尊重した運用を期待したい。

農民工給与不払い防止政策に関する問題
農民工の処遇改善については中国政府が継続的に取り
組んできている課題であるが、建設業界は農民工の給与
が支払われない事件の発生頻度が高く、特に重視されてき
た。2020年5月より施行の国務院「農民工給与支払条例」
の中でも工事建設分野は特別に重点を置かれ、厳しい給
与支払制度と監督責任体制が規定された。その給与支払
制度では、建設プロジェクト毎に元請業者名義の農民工給
与支払専門口座を開設し（施工許可要件の条件の1つとも
される）、発注者は工事代金の他の部分とは分けてその口
座に農民工給与を支払い、元請業者は給与を農民工各個
人の口座に直接支払うとしている。

農民工の権利保護という立法の目的には大いに賛同す
るものではあるが、専用口座の開設に当たっては、一方で金

融監督要求への対応もあり実務上の不便と時間ロスが生
じている。工事プロジェクトのスムーズな進行のため、調整
改善されていくことを期待したい。

施工許可の申請作業に関する問題
施工許可の申請作業が各地方政府でまちまちであり、業
務フローを全国統一にして欲しい。また、中にはかなり理
不尽な要求をする地方政府も存在する。

各地で申請作業の電子化・オンライン処理が推進されて
おり、申請作業の効率化・省力化がなされてきた。しかし、
2級以上の施工元請資質証書の発行主体については、一度
試験的に各地の住宅都市農村建設部に権限移譲されたも
のの、現在は北京中央の住宅都市農村建設部に権限を戻
され、各地に権限委譲されていた期間に発行済の電子版証
書は返却されたため、批准証としての有効な電子版証書が
存在しない状況が続いている。電子化を進める地域の住
宅都市農村建設部では期限・用途を限定した電子版証書
を暫定的に使用できるが、申請作業に不便をもたらしてい
る。今後発行する資質証書がすべて電子化され、取得から
企業登録地と異なる工事地での登録まで、全面的・統一的
に電子化・オンライン処理が進められるようになることを
期待する。

行政側の施工支援に関する問題
2021年の突然の電力供給停止により、新規投資や工場
計画を中止または延期した外資企業が少なくない。今後同
様の措置を講ずる場合は、計画的に事前の周知を持って影
響が最小限になるように行って欲しい。また、従来同一地
域において、工事現場で事故が発生すると当該地域すべて
の工事現場で作業停止が担当の役所から求められる。この
措置は工期および品質等々に多大な影響が出るので、事故
現場だけの停止としていただきたい。

＜建議＞
 建築業に従事する社員における資格取得制度
の内外無差別な取り扱いと法令整備
　建築業に従事する外国人社員と現地社員の資
格取得制度の不平等な取り扱いと法令の整
備、具体的には日本の一級建築士、一級施工管
理技術士などの資格を中国の建造師資格等と
同等に取り扱うことを要望する。

 二級建造師受験要件における社会保険納付先
による受験・登録制限の撤廃
　二級建造師の受験の際、一部地区の主管機関
において要求される社会保険納付証明につい
て、該当の一部地区で、本社と分公司を一つの
企業と見做し、当該企業の職員であれば社会
保険の納付先（地）がどこであろうと、制限され
ることなく受験・登録できることを要望する。な
お従前、工事登録に必須の資格証書「八大員
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証書」の全国登録通用について建議を続けて
いたが、現在は統一プラットフォーム「住房城郷
建設行業従業人員培訓管理信息系統」により、
地域を跨いだ円滑な登録管理が実現されてお
り高く評価する。

 プロジェクトに対する品質終身責任制の撤廃
　中国における建築技術水準向上に資する建設
関連資格制度の広範な普及を促進するという
観点から、「プロジェクトに携わる発注者・勘
察・設計・施工・監理責任者個人に対する品質
終身責任制」の撤廃を要望する。

 各地域における施工許可申請の諸要求の緩
和・統一化
　各地域進出時、および施工許可申請時におけ
る以下の諸要求の緩和・地方毎の運用のばら
つきを改善し、業務フローの全国統一化を要
望する。

・-当事者間（発注者-請負者）では不要と合意して
いる工事ボンドの発行要求。

・-請負契約締結にあたっての「施工契約モデル書
式」の使用強制

・-法人身分証明書（外国人の場合パスポート）の
提出。

 工事停止命令の抑制、期間短縮、事前通知
　事故や規範違反によらない工事停止命令の抑
制を要望する。公共イベント、大気汚染予防
等、理由はさまざまであるが、地域一帯の工事
停止命令や施工制限を突然命令されることが
ある。工事の停止は労働力・物資の経済的損失
に直結する。事故や規範違反のない場合には
発注者・請負者がその損失を負担すべきではな
い。抑制を要望する。やむを得ない場合も期間
の短縮、相当前もっての通知を要望する。

 農民工給与専門口座の取り扱い規制の緩和
・-農民工給与専門口座の開設に関して、企業法定
代表人の確認（法定代表人自身が銀行支店を
訪問する、身分証明書原本を持参する、銀行の
専用アプリによる顔認証、等）の調整に時間と
コストを要しており、特に法定代表人が国内常
駐でない企業においては実現が非常に困難で
ある場合もある。

　例えば、WeChat等のアプリでの遠隔での本人
確認や、同目的での法定代表人確認を2度目以
降不要とするなど、口座開設手続の簡易化を要
望する。

・-また、現在、口座を開設する銀行は工事建設地
毎に少数指定された銀行の中からしか選択で
きないが、企業の財務管理の視点から、自由に
選択できるようになることを要望する。

・-専用口座に預け入れる給与保証金の額は入金
した工事代金の一定比率ではなく、実際の施工
高に応じた割合または定額工事量による額とす
ることを要望する。

 外国人の外地での就労および滞在許可の申請
の簡素化
　駐在員が中国赴任時、一般的には会社登録地
で就労および滞在許可を発行するが、建設会
社の特徴として外地への現場赴任が多い。プロ
ジェクト単位で外地へ進出した場合、支社がな
いため、プロジェクト所在地で外国人のために
就労および滞在許可の申請ができない。その悪
循環で公安局出入国管理機関等の行政機関か
ら問い合わせがあり、また実際就業地とビザ登
録地と一致しないことを理由とし、ペナルティー
を課されるケースがある。

　建設業の実情を考慮し、外国人の外地での就
労および滞在許可の申請の簡素化、例えば、会
社の保証で全国各地への赴任を許可する等々
救済措置を要望する。

 省を跨ぐ異動のあるプロジェクト契約社員の給
与所得申告の納税窓口統一化、簡便化
　プロジェクト単位で外地へ進出した際、国家税
務総局の規定により、省を跨ぐ遠隔地工事に関
して、プロジェクト契約社員の給与所得を工事
所在地の税務機関に申告しなければならない。

　現状、プロジェクトの規模を問わず、特に短工期
で終わる小規模工事でも工事所在地の所管税
務局ごとに申告しなければならない。個人所得
税を転 と々して納付することになり、社員個人に
とっても納税場所がころころ変わるため、納税
記録の不連続性の問題が発生する。また企業
としても手続上非常に煩雑でありコスト要因と
なっている。

　省ごとに納税窓口を統一し、オンライン操作で
一括納付、零細工事は「零申告」などの対応で
要求の緩和の検討を要望する。

 すべての施工資質証書の電子化
　現在、2級以上の施工元請資質証書については
電子化がされておらず、地域によって暫定的な
対応をしているものの、申請作業に不便をもた
らしている。今後発行する資質証書がすべて電
子化され、取得から企業登録地と異なる工事地
での登録まで、全面的・統一的に電子化・オン
ライン処理が進められることを要望する。
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2024年の中国の不動産市場の状況
需要と供給：低水準で推移、減速傾向

2024年の市場は近年の傾向を引き継ぎ、依然として過
去最低水準にとどまっている。不動産開発関連資金調達
累計額の減少幅は月を追うごとに縮小したが、新規着工
件数と竣工件数は引き続き大幅に減少した。年末には開
発投資の累計額が前年同期比で再び減少幅を拡大した。
全国不動産景気指数は第3四半期末の92.39から92.78に
持ち直した。

投資：下げ幅が再び拡大
2024年の不動産開発投資額は、前年比10.6％減の10
兆280億元となった。年間の住宅投資額は10.5％減の7兆
6,040億元となり、総投資額の75.8％を占めた。地域別に
見ると、東部、中部、西部地域の下げ幅は比較的小さく、そ
れぞれ11.0％減、9.4％減、8.9％減にとどまった。一方、東
北地域では21.8％減と、最も大きな下げ幅を記録した。開
発企業の投資の重点は依然として東部地域に集中し、総
投資額の60.1％を占めた。

図１： 全国不動産開発投資成長率

-11

-10

-9

-8

出所：:国家統計局

着工：規模の大幅縮小が継続
2024年の不動産新規着工面積は、前年比23.0％減の7
億3,893万平方メートルとなった。竣工面積は27.7％減の7
億3,743万平方メートルとなった。第4四半期の新規着工面
積は、前期比1.0％減、前年同期比23.3％減の1億7,842万
平方メートルとなった。一方、竣工面積は3億6,927万平方
メートルで、前期比258.6％増と大幅に伸びたものの、前年
同期比では27.8％減少している。

販売：前年同期比で2桁の減少
2024年の新築分譲建物の販売面積は前年比12.9％減

の9億7,385万平方メートルとなった。分譲建物の売上高は
17.1％減の9兆6,750億元となった。分譲建物の販売面積と
売上高の減少幅は拡大し、それぞれ14.1％減、17.6％減と
なった。地域別に見ると、すべての地域の販売面積と売上
高が減少した。東北地域の下げ幅は比較的小さく、それぞ
れ9.7％減、11.4％減にとどまった。一方、西部地域は販売
面積の下げ幅が最も大きく14.6％減となり、東部地域は売
上高の下げ幅が最大で17.5％減となった。それでも東部地
域は全国の販売面積の46.3％、売上高の61.4％を占めて
いる。第4四半期には、全国の分譲建物の販売面積が2億
7,101万平方メートルとなり、前期比21.2％増、前年同期比
0.6％増となった。売上高は2兆1,747億元で、前期比28.2％
増、前年同期比1.2％増となった。

図２： 全国新築分譲建物販売面積および売上高の成
長率
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出所：国家統計局

在庫：やや増加
2024年末時点での分譲建物の未販売面積は7億5,327
万平方メートルとなった。そのうち、住宅が3億9,088万平方
メートル、オフィスビルが5,313万平方メートル、商業施設が
1億4,437万平方メートルとなった。

価格：前期比、前年同期比のいずれも下げ幅が持続
的に縮小
新築建物：価格が前期から上昇した都市がやや増加、
前期比、前年同期比の下げ幅がいずれも縮小傾向
2024年第4四半期、国の統計対象である70都市のうち、
不動産価格が前年同期比で上昇した都市は、月別でそれぞ
れ3都市、3都市、2都市となった。

中古建物：前期比、前年同期比のいずれも下げ幅はや
や縮小、一部の都市の価格が前期から上昇
2024年第4四半期、70の大・中都市のうち、中古建物価
格が前期比で上昇した都市は、月別でそれぞれ8都市、10
都市、9都市となった。一方、同時期に前年同期比で価格が
上昇した都市はなかった。
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企業：販売業績が明らかに低下、投資に慎重な姿勢
業績：明らかな低下
2024年1～12月の不動産企業TOP100の売上高は、前
年同期比28.1％減の3兆8,840億2,000万元となった。売
上高ランキングでは、第100位の企業が前年同期比31.6％
減の75億5,000万元となり、第10位、第30位、第50位の
売上高は、それぞれ979億6,000万元（39.3％減）、265
億6,000万元（30％減）、154億8,000万元（34.1％減）で
あった。2024年には、売上高が1,000億元を超えた大手不
動産企業は、保利発展、中海地産、華潤置地、万科地産、
招商蛇口、緑城中国、建発房産、越秀地産、濱江集団、華
発股フン、龍湖集団の計11社であった。

投資：慎重な姿勢
2024年の不動産企業TOP100の新規取得土地の資産
価値、総額、建築面積はそれぞれ2兆2,107億元、1兆746
億元、1億577万平方メートルで、前年比でそれぞれ31％
減、31％減、21％減となった。新規取得土地の資産価値
TOP100入りの最低ラインは、前年比17％減の61億3,000
万元となった。不動産企業TOP10が新規取得土地の総資
産価値の62％を占め、TOP11～20が13％、TOP21～30が
4％を占めた。2024年1～12月、土地取得額が100億を超
えた不動産企業は計24社で、中海地産、華潤置地、保利発
展が上位3社であった。

資金調達：下げ幅が縮小
2024年の不動産開発企業の資金調達額は、前年比
17.0％減の10兆7,661億元となった。そのうち、国内貸付
は6.1％減の1兆5,217億元、外資利用は26.7％減の32億
元、自己調達資金は11.6％減の3兆7,746億元、手付金およ
び前受金は23.0％減の3兆3,571億元、個人の抵当貸付は
27.9％減の1兆5,661億元となった。

図３： 全国不動産開発企業の年間調達資金成長率
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出所：:国家統計局

政策:全面的な緩和、効果は鈍く停滞
2024年5月17日、中国人民銀行と国家金融監督管理総

局は、不動産業界振興に向けた一連の重要政策を発表し
た。さらに、9月26日の中央政治局会議では、不動産市場
の低迷を食い止め、回復・安定を促進する方針が示され
た。全体として、不動産政策に過去最大規模の緩和策が取
られている。主な不動産関連政策は以下のとおりである。
立ち退き対象住民へ補償金を支払う形で、都市内で取り
残された「城中村」や老朽危険家屋の改造を奨励する。分
譲建物の新規建設を厳しく制限し、既存建物の最適化を
進め、質の向上を図る。特別備蓄への特別債券の使用を
認め、既存の分譲建物を買い取り「保障性住宅」（中低所
得者向けの住宅）として活用することを支援する。「保障性
安居工程」（保障性住宅の建設、老朽危険家屋の改造など
を含む住環境の安全・安定を目的とする事業）補助資金
による支援の方向性を最適な形に調整する。購入制限、販
売制限、価格制限、普通住宅と非普通住宅の基準を廃止す
る。住宅積立金貸付の金利の引き下げ、住宅ローンの頭金
比率の引き下げ、既存分の貸付比率の引き下げをし、古い
住宅を売却し新しい住宅に買い替える際の税負担を軽減
する。100万か所の「城中村」と老朽危険家屋の改造を新
たに実施し、未完成不動産プロジェクト向けの銀行融資規
模（融資審査の決裁額）を4兆元に増額する。企業に開発
を継続する能力または意思がなく、供給済みでありながら
未着工である住宅用地・商業用地を優先的に回収・買取り
し、回収・買取りされた土地は原則的にその年内に不動産
開発用として供給しない。地方政府の債務限度額を6兆元
増額し、既存の潜在的な債務と置き換え、且つ2024年以
降5年間、毎年8,000億元を新規追加分の地方政府特別
債券から債務返済に充当する。全国を対象に、個人が居住
用住宅や2軒目の住宅を購入する際、その面積が140平方
メートル以下であれば、契税（不動産取得税に相当）の税
率を一律1％とする。また、各地域の土地増値税の予定納
税における最低税率を、一律0.5ポイント引き下げる。さら
に、普通住宅基準を廃止した都市では、増値税の免除対象
となる保有年数を住宅購入後2年以上に統一する。「城中
村」改造政策支援の対象範囲を拡大し、当初の35の大・
中都市から、約300の地級以上の都市へと広げる。地方が
「城中村」の改造を進め、立ち退き対象住民への補償金
支払いを確実に実施することを奨励する。

＜建議＞
1. 300㎡を超える工事に対する工事申請のルール

について
 工事申請の簡素化
　オフィスの移転や開設時における工事の際に必
要になる建築委員会による消防審査について、
施工面積300㎡以上、契約金額100万元以上の
工事に対して、工事開始前の図面審査手続は相
対的に簡素化されたが、施工申請に関する要求
が複雑化しており、結果的に手続が煩雑になっ
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ている。提出資料や手続を簡素化されることを
要望する。

2. 外国人の臨時住宿登記のルールについて
 登記が必要な場合のルールや運用方法の統一
　国外や市外に出た際の登記有無について制
度上は「登記必要」となっていても、窓口では
「不要」と言われて対応してもらえないことが
ある。制度と窓口の対応を統一されることを要
望する。

 臨時住宿登記システムの不具合の解消
　居住者が1つの電話番号で登録する場合、10人
分までしか登録ができず、その後は派出所に出
向く必要がある（期限が過ぎたデータを削除す
ることが不可能）。またサービスアパートなど物
件のフロントと出入国管理局とオンラインで繋
がっているケースで、入居後直ぐに登録したに
もかかわらず、役所窓口で情報が反映されず何
度もやり直しを余儀なくされることがあるため、
これらのシステムの不具合が解消をされること
を要望する。

3. 不動産広告について
 事実と異なる不動産広告掲載に対する法細則
の整備
　賃貸住宅や、不動産の売買に関するインター
ネットに掲載されている情報（広告）は、事実と
は異なる情報が掲載されていることが多い。不
動産の広告に事実と異なる情報の掲載ができな
いよう、政府に対し法細則の整備を要望する。
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１. 繊維・アパレル
2024年の中国繊維・アパレル産業は、内需が消費低迷

の影響を受け苦戦も、輸出は比較的堅調に推移した。中
国国内の衣料品（衣類・靴・帽子）の小売総額（小売売上
高）は、前年比ほぼ横ばいとなった。ファッションブランド
の業績が低迷する一方、スポーツブランドの一部は好調を
維持した。一方、輸出は欧米市場向けの回復などにより健
闘し、繊維品輸出額は2年ぶりに3,000億ドルの大台を超
えた。

中国の繊維・アパレル産業動向
2024年の生産動向
国家統計局によると、2024年の繊維品主要品目の生
産量は、紡績糸が2,278万トン（前年比1.3％増）、生地が
306億メートル（同2.2％増）、化学繊維は7,911万トン（同
9.7％増）、衣類（2024年1～11月）が186億着（前年同期
比3.9％増）でいずれも前年比プラスとなった（表1）。

表１： 2024年繊維製品生産量

-品目 単位 生産量 前年同期比　
増減（％）

紡績糸 万トン 2,277.9- 1.3-
生地 億メートル 306.3- 2.2-
化学繊維 万トン 7,910.8- 9.7-
衣類-（※） 億着 185.6- 3.9-

出所：-国家統計局など
対象企業：-年間主要業務収入2,000万元以上
※-2024年1～11月

2024年の国内消費動向
国家統計局によると、中国の衣料品（衣類・靴・帽子）の
2024年小売総額（小売売上高）は1兆4,691億元で、前年
比0.3％増となり、上げ幅は2023年（12.9％増）から12.6
ポイント縮小した。消費全般の不振や秋口の気温低下の
遅れなど天候不順の影響を受けた（図1）。

ファッションブランドの多くが業績を悪化させた一方で、
スポーツブランドの健闘が続いている。背景として、ファッ
ションのスポーツテイストのトレンドやスポーツ人口の拡大
がある。例えば、スポーツ最大手の安踏（アンタ）グループ
の傘下ブランドの「デサント」や「コーロンスポーツ」、安踏
子会社のアメアスポーツの「アークテリクス」「サロモン」な
どが売り上げを急拡大している。

図１： 衣料品の社会消費品小売総額の増減率
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出所：-国家統計局

2024年の貿易動向
中国海関総署によると、紡織品（紡績糸・生地などの二次
製品）と衣類（服飾雑貨を含む）を合わせた中国の2024年
繊維品輸出は、前年比2.8％増の3,011億ドルだった。23年の
マイナス（8.1％減）からプラスに転じ、2年ぶりに3,000億ド
ルの大台を超えた。輸入は2.1％減の212億ドルだった。内需
の弱さを反映し、3年連続でマイナスとなった（表2）。

表２： 2024年中国繊維品輸出入
輸出 輸入
2024年
(億ドル)

前年比-
増減-(％)

2024年
(億ドル)

前年比-
増減-(％)

紡織品 1,419 5.7- 紡織品 108 △7.8
衣類 1,591 0.3- 衣類 104 4.7-
合計 3,011 2.8- 合計 212 △2.1-

注：-紡織品は糸、生地、二次製品。衣類は服飾雑貨含む。
出所：-中国海関総署

中国紡織品進出口商会がまとめた、繊維品の2024年輸
出は欧米向けが回復する一方、日本向けは4年連続のマイ
ナスとなった。最大の米国向けは509億ドルで前年比9.1％
増。トランプ政権の発足を前にした「駆け込み輸出」も影
響したとみられる。第2位のベトナム向けは、前年比5.4％増
の185億ドルで原料・生地の輸出が増加した。

繊維品の2024年上位10カ国・地域輸入額は、ベトナムと
バングラデシュ、米国の3カ国向けのみ前年実績を上回っ
た。最大のベトナムは44億ドルで前年比4.1％増。うち、衣
類は18億ドルで前年比20.2％増えたが、紡織品は25億ド
ルで前年比5.2％減。紡織品の落ち込みは中国国内での国
産綿糸の供給過剰により、ベトナム製綿糸の輸入が減った

第４章
製造業
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ためとみられる。高級ゾーンの衣類と生地が中心のイタリ
アからの輸入は前年比1.3％減の34億ドルとなった。高額
品の販売が伸びない中国内需の状況を反映している。

表３：2024年中国繊維品輸出入（上位10カ国・地域）
-輸出 輸入

順
位 仕向地 億-

ドル
前年比-
増減%

シェア-
％

順
位 仕向地 億-

ドル
前年比-
増減%

シェア-
％

全世界 3,011.3 2.8- 100.0- 全世界 212.7 △2.0 100.0-
ASEAN-
地域 531.8 6.8- 17.7- ASEAN-

地域 64.8 5.6- 30.5-

欧州連合
（EU） 400.4 5.6- 13.3- 欧州連合

（EU） 56.4 0.5- 26.5-

1 米国 509.6 9.1- 16.9- 1 ベトナム 44.1 4.1- 20.7-
2 ベトナム 185.9 5.4- 6.2- 2 イタリア 34.3 △1.3 16.1-
3 日本 157.2 △7.6 5.2- 3 日本 17.6 △7.8 8.3-
4 韓国 96.9 △2.5 3.2- 4 韓国 11.1 △6.0 5.2-
5 バングラデシュ 90.6 21.5- 3.0- 5 台湾 9.5 △2.6 4.5-
6 カザフスタン 73.7 3.1- 2.4- 6 中国 9.1 △6.9 4.3-
7 英国 70.3 5.0- 2.3- 7 バングラデシュ 6.4 11.1- 3.0-
8 キルギス 70.3 △14.6 2.3- 8 パキスタン 6.0 △30.4 2.8-
9 ドイツ 68.6 4.2- 2.3- 9 インド 5.6 △40.7 2.6-
10 マレーシア 67.5 1.9- 2.2- 10 米国 5.1 3.6- 2.4-

出所：-中国紡織品進出口商会

2024年の投資動向
中国国家統計局によると、繊維業の2024年固定資産投資
額は前年比15.6％増となった。衣類・服飾は18.0％増、化繊
メーカーは4.7％増となった。2023年の固定資産投資が前年
対比0.4％減と低調だったことの反動が出たことと、政府の大
規模設備更新に関する政策の効果があったと見られる。

2025年の展望
繊維品の輸出は、トランプ政権の追加関税措置の発動で米

国向けが厳しくなる可能性が高い。米国の小口貨物に対する
輸入関税免除措置が中止された場合、Temuなど急成長してき
た米国向けの越境ECには打撃となり、中国内の繊維製造業に
も影響が及ぶこととなる。米国の追加関税に関して、ASEAN地
域などへ工場移転がいっそう進む可能性がある。一方、米国向
けの落ち込みをカバーするために、東南アジアや一帯一路参
加国など新たな市場を開拓する動きが継続する。

国内アパレル市場は、消費者マインドの冷え込みが続い
ており、ファッションやカジュアルブランドの回復は期待
薄。一方、スポーツブランドは、高級ゾーンを含めて好調が
続くと見られる。また、ライブコマースのような新たなビジ
ネスモデルは、2025年も引き続き新しい形態を模索しな
がら拡大していく。

政府の設備更新政策が継続されることから、一定の設
備投資が続くと見られる。紡績、合成繊維、炭素繊維など
の素材分野でさらなる供給過剰の発生が懸念される。

具体的な問題点と改善要望
日本の繊維産業にとって中国は最大の貿易相手であり、

日本企業による中国への投資やサプライチェーン形成にお
いても最重要国である。また中国側としても日本は主要な
輸出先であり、近年では重要な投資対象国となっている。
この様に相互に最重要パートナーという認識の下、両国業
界は日本繊維産業連盟（日本繊産連）と中国紡織工業聯
合会（中紡聯）による業界間国際会議「日中繊維産業発
展・協力会議」を2004年から開始し、各種情報、意見の交
換を行ってきた。

その後、アジアの繊維先進国として韓国を加え、3カ国で
率直に議論を行うプラットフォーム「日中韓繊維産業協力
会議」を2010年に立ち上げ、3カ国に共通するテーマを取
り上げて専門家委員会による交流、協力関係をさらに発展
させ、より掘り下げた活動を継続している。コロナ禍で中断
していたが、2023年9月に青島にて、日中韓繊維産業協力
会議が対面で開催されたことは大変喜ばしいく、主催され
た中国紡織工業聯合会の皆様に感謝申し上げる。次回会議
（韓国開催）で、共通課題についての議論を深めたい。

経済連携協定（EPA/FTA等）に向けた取り組み
前述の通り日中間の繊維貿易および投資、サプライ
チェーンによる経済規模は巨大であり、経済連携協定によ
る効果は大きいと期待される。2021年に日中を含むメガ
FTAである地域的な包括的経済連携（RCEP）協定が11カ
国で発効し、現在は15カ国となり、制度の利用が拡大して
いる。繊維産業においてもRCEP対象国は世界の中で非常
に大きな位置づけにある。

RCEPの繊維分野における妥結内容をみると、先ず原産
地規則は原則1工程ルールが適用されているため、活用し
やすいというメリットが考えられる。一方で関税撤廃につい
ては、特に日中韓が関与する範囲において「段階的な撤廃
（ステージング）」や「除外」の品目が多く存在し、RCEP活
用によるさらなるグローバルな繊維ビジネス高度化への期
待は、中長期的なものに止まっている。

我々日本繊維・アパレル産業は、アジアの先進国である日
中韓はRCEPよりさらに深堀した自由化を進めていくことが
望ましいという立場であり、中国が2021年9月に申請を行っ
たCPTPPへの加盟動向は注視するものの、日本のアパレル
製品の輸入先が、中国から関税障壁のない東南アジア諸国
に急速に移っている中、現在交渉中の日中韓FTAが後回し
になる等、ハイレベルな自由化への取り組みが滞る事態にな
れば、これを憂慮するものである。膨大な川上の生産能力を
擁する中国としても、高レベルの自由な貿易と投資体制構築
に加えて、川中・川下における高次加工技術の開発強化も見
据えた知的財産権保護の問題、製品安全基準の統一等につ
いても、日本政府や業界との情報交換、共同研究の推進に
対しての積極的な支援をいただくよう要望する。

繊維産業としてのサステナビリティへの取り組み
世界の繊維産業に対する環境・温暖化対策・安全問題を始
めとしたサステナビリティへの関心が大きく高まっている。
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環境問題について、染色を始め製造業としての繊維産業
に対して中国政府は既に厳しい環境規制を施し、有害化学
物質の排出削減、大気汚染・水質汚濁防止等への対策を徹
底している。日系進出企業もこれを高く評価し全面的に協
力したい。ただし、運用に際しては、適切な時間的余裕や事
業運営の実態にも配慮した実施をお願いしたい。温暖化対
策やサステナビリティに関して、中紡聯による指導のもと、
非石油由来製品等の開発や省エネ等の先進的な取り組み
が行われている。これらの分野に関し、日本の繊維業界は
先行して取り組みを行い、成果を上げてきた。政府として中
国内において日本企業を含めた有効な繊維技術や製品が
導入、活用されるようなさらなる制度作りを要望する。

また、日本繊維・アパレル産業界としては、環境問題に加
えて製品安全にかかわる業界基準と運用に関する情報共有
を推進し、共有の懸案課題の検討から着手して行きたい。

繊維産業のサステナビリティに関して中紡聯は2018年
1月にOECDとMOUを締結し、国内では中国紡織サプライ
チェーン化学品環境委員会が設立される等、中国における
対応も着実に進展している。この点でも両国の繊維産業間
で情報の共有化を図り、「日中韓繊維産業協力会議」の場
でもテーマアップして、協同で取り組める分野の検討を希
望する。

知的財産権保護について
知的財産権保護の問題については2008年末に日本繊産
連と中国紡織工業協会（現・中紡聯）の間で覚え書きを締
結した。知的財産権の侵害で繊維産業においてもいまだに
深刻なのは、商標の冒認登録と、インターネットサイト等で
の模倣品横行の2点である。冒認登録とは、例えば日本の
アパレルの著名商標が中国の第三者によって中国で登録さ
れてしまい、現地での販売行為に支障を来すもの。模倣品
は、日本アパレルのブランドやデザインを無断でコピーした
商品がそのブランド価値や企業イメージを毀損するもの。
日本アパレル産業協会によるとECの急激な増加を受けて偽
ブランドがネット上でも増加している。引き続き商標登録審
査の厳格化、模倣品に対する取り締まり強化を希望する。

投資、事業運営に関する障害、各種問題点の是正
・輸出増値税の還付手続について、生地取引の商売にお
いて既に仕入れて在庫しているものから輸出するケー
スもあるが、その場合には還付対象外となる現状ルー
ルを緩和してもらうよう要望する。また、輸出入手帳
に関しては開設に要する期間の短縮（現状1カ月）、
ならびに恒常的にロスが発生する生地の輸出入取引に
ついては、一契約においてある程度の許容数量を設け
る事を検討いただくよう要望する。

・アパレル製品に関する品質表示基準は混率や組成およ
び商品品質の分類も必要以上に細かく記載を求めて
いる。品質表示の簡素化等、より適切なルール運用
をしていただきたい。

＜建議＞
 中国縫製業の競争力回復のための貿易協定推進
　経済連携協定に関し、RCEPが発効され繊維・ア
パレル業界でも活用が拡大していることは前向
きに評価したい。しかしながら中国の輸入関税
撤廃は長期ステージング品目が多い等の問題
がある。また中国から日本への輸出に関し、東
南アジア諸国との比較において関税面で競争力
に欠ける。CPTPPへの加入に向けた活動ととも
に、日中韓FTA交渉においてはさらに高いレベ
ルを目指して、積極的な働きかけを要望する。

 環境対応に関する協力と情報交換
　国連、OECDの動向もあり昨今関心が高まる繊
維産業のサステナビリティへの対応という観点
からも、従来からの温暖化対策を含めた環境対
応での協力と情報交換を継続・拡大したい。ま
た環境保護に有効な繊維製品・技術の積極的
な導入政策の推進、製品安全にかかわる情報
交換、制度情報の公開を引き続き要望する。

　尚、製造業における環境対策、排出規制には全
面的に賛同するが、事業運営の実態にも配慮の
上での政策運用を要望する。

 繊維製品の知的財産保護
　知的財産保護については商標の冒認登録なら
びにネットサイト等での模倣品に対する取り締
まり強化を要望する。

 保税加工貿易のロス率許容範囲の拡大
　輸出増値税に関する事務処理について、より現
実の取引に即した改善を要望する。保税加工貿
易におけるロス率について実態に即した許容範
囲の拡大を要望する。

 アパレル製品品質表示の適切な制度運用
　アパレル製品の品質表示法に関し、簡略化した
制度と運用を要望する。

 消防、環境等に関する工場管理強化の現実に則
した実施
　繊維製造工場や縫製工場における、消防、環
境、化学品の取り扱いに関する監査で、従来以
上の厳格な管理を求められている。新たに管理
を強化する場合は根拠を示していただくととも
に、改善実行までの適正な期間設定を要望す
る。また過去の検査との照合を行い、前回検査
で指摘がなかった事項に関しての罰則適用につ
いては、減免の考慮を要望する。
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２. 化学品
2024年の中国の石油・化学業界全体の売上総額は前年

比2.1％増の16兆2,800億元で、前年のマイナスからプラス
に転じたが、利益総額は8.8％減の7,897億1,000万元で、
3年連続の減少となった。貿易総額は2.4％減の9,488億
1,000万ドルで、減少幅は縮小した。

各種主要化学製品について、エチレン生産量は前年比
0.7％増の3,493万3,700トン、合成樹脂は4.3％増の1億2,751
万6,300トン、合成ゴムは1.4％増の921万9,000トン、タイヤ
は9.2％増の11億8,689万4,000本、苛性ソーダは5.5％増の
4,365万7,000トン、化学肥料は8.5％増の6,006万800トン、
農薬は22.2％増の367万5,300トンであり、いずれも増加し
たが、市況不調で多くの製品群で利益が減少した。

2024年は第14次5カ年規画の目標任務を達成するため
の重要な年であったものの、複雑な国際情勢、国内の需要
不足、市場競争の激化、産業変革の加速、エネルギー転換
の加速などの課題に直面していた。石油・化学業界の主要
製品生産量、消費量は安定した成長を維持したが、利益の
減少、投資の伸び率の鈍化、ハイエンド品への転換遅れの
課題が浮き彫りとなった。

2025年は第14次5カ年規画の最終年であり、第15次5
カ年規画の策定年でもある。石油・化学業界が直面する最
大の課題は、年間生産能力の拡大と需要の成長とのアンバ
ランスである。石油・化学業界の発展は、単純な規模拡大
からイノベーション主導の発展への転換が必要とされてい
る。ただ、2024年後半から続く原油価格の高値からの調
整で、精製企業のコスト改善が見込まれ、業界の景気は底
打ちから反転する可能性がある。同時に、世界経済と市場
需要の緩やかな回復に伴い、下流の化学企業の収益状況
も次第に改善されると期待される。

原油需要と輸入依存度はやや低下
2024年、中国はエネルギー分野で低炭素化を継続的
に推進し、原油需要は前年比0.9％減の7億6,600万トンに
なった。国内生産量は1.9％増の2億1,300万トンで、輸入量
は1.9％減の5億5,300万トンであった。原油の輸入依存度
は72.2％で、2023年と比較してやや低下したものの、依然
として高い水準にある。

表： 原油（単位：億トン）
2021年
実績

2022年
実績

2023年
実績

2024年
実績

原油生産量 1.99 2.05 2.09 2.13
純輸入量 5.13 5.08 5.64 5.53
消費 7.12 7.13 7.73 7.66

輸入依存度(％) 72.0 71.2 72.9 72.2

出所：-中国国家統計局、中国税関総署、中国石油化工連合会

エチレン、プロピレンの生産能力は拡大
を継続、伸び率が低下
2024年、中国のエチレン需給規模は引き続き拡大した。
生産能力は5,500万トンを超え、世界の総生産能力の4分
の1を占めているが、伸び率は5.3％で、前年と比較して成長
が鈍化した。

プロピレンについて、中国の大型PDH（プロパン脱水素）
プロジェクトの建設により、2024年末までに中国のプロピ
レン総生産能力は前年比9.1％増の6,973万トンに達した。
2023年と比較して伸び率は低下したものの、依然として比
較的速い成長を維持した。しかし、プロピレン産業チェーン
の多くの製品が赤字に陥り、長期に及ぶ赤字により設備の
稼働は安定せず、市場の需給に影響を与えた。

海外調査会社の予測によると、中国のエチレン、プロピレ
ン、ブタジエンの年間生産能力は、2025年までにそれぞれ
6,239万トン、7,580万トン、789万トンに達し、いずれも世界
首位になると見込まれている。

生産の安全性が改善、危険化学品の管
理が強化
2024年、全国の安全生産事故の発生件数と死亡者数は

前年比でそれぞれ11.2％、7.7％減少し、重大事故の発生件数
は1桁まで減少した。石油・化学業界でも、重大事故の抑制
を目標とし、一連の監督管理措置を実施した結果、年間を通
じて重大な安全生産事故は発生せず、安全状況は改善され
た。しかし、ルール違反を原因とする事故が散発的に発生し
ており、一部企業の安全生産管理の欠陥が露呈している。

安全管理について、当局は「安全生産について根本的
に解決・対処するための3カ年行動計画（2024-2026年）」
「安全生産事故罰金処罰規定」「化工企業生産過程異常
状態の安全処理基準」「硝化企業の安全性リスクと未露見
危険の調査ガイド」「過酸化水素生産企業の安全性リスク
と未露見危険の調査ガイド」などを制定し、特別安全検査
や専門家指導を実施して、重大危険源・高危険分野のリス
ク、および作業リスクの予防措置を継続的に強化した。

危険化学品の管理について、当局は「2024年危険化学
品安全監督管理工作の重点および関連作業計画に関する
通知」「2024年危険化学品企業安全生産執法検査の重点
事項指導目録」「危険化学品倉庫企業の安全性リスク評
価細則（試行）」などを公布したほか、「危険化学品安全法
（草案）」について意見募集を行い、一部の地方で「一企
業一品目一コード」という制度の試験的実施を継続的に推
進し、危険化学品の管理を強化した。

環境保護が継続的に強化、低炭素でグ
リーンな発展が加速
2024年には、石油・化学業界における環境保護管理、特
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に固体廃棄物と新汚染物質への管理が持続的に強化され
た。「汚染物質排放許可管理弁法」「オゾン層消費物質管
理条例」「固体廃棄物分類とコード目録」「危険廃棄物環
境治理のさらなる強化と環境リスクの厳密な予防および管
理に関する指導意見」などが公布され、固体廃棄物と新化
学物質の規制がより厳しくなり、企業には固体廃棄物管理
制度と排放許可制度を完備し、新化学物質の環境管理登
記制度を全面的に実施するよう要求された。

石油・化学業界のグリーン化転換が加速した。当局は「経
済社会発展の全面的なグリーン化転換の加速に関する意
見」「2024-2025年省エネ・炭素削減行動方案」「産業構
造調整指導目録（2024年）」「2024年石油・化学業界の低
炭素でグリーン発展推進活動方案」などを発表し、石油・化
学業界のグリーン化転換を積極的に推進した。具体的な措
置は、省エネ低炭素とクリーン生産技術装備の普及、生産
プロセスの更新とグレードアップなどが含まれている。上海
市、江蘇省、広東省などの省・市はすでに一部の石油・化学
企業を「重点排出単位（特定排出者）」に指定している。

＜建議＞
　中国で事業活動を行う日本の化学企業は法規制の
合理化および明確化に向けた施策を高く評価する。
一方、法規制と実作業の整合性、安全や環境保全
の政策実行に際しての企業事業活動への配慮、要
求事項の文書化などに関して改善すべき点がある。
以上の観点から、化学産業にかかわる政策、法規
制・標準とその執行に関して以下の通り建議する。

1. 全般
 カーボンニュートラル
　中国は2030年カーボンピークアウト、2060年
カーボンニュートラルの目標に向け、関連する
計画を策定・発表した。国際基準に基づいた
カーボンフットプリント（CFP）の算定方法通則
（GB/T24067-2024）が公表され、化学製品
を含む重点製品のCFP算定基準も制定される
予定。一方、2021年7月に発電業界を対象とし
た炭素排出権取引が全国的に開始されており、
2025年3月に鉄鋼、セメント、アルミニウム精
錬業界が対象範囲に追加され、今後はさらに石
油、化学、製紙、航空などの業界への拡大が検
討されている。化学産業は重要な基礎産業とし
て、いつ頃排出権取引枠組に入れるか、どのよ
うな排出量の企業が管理対象となるか、中国認
証排出削減量（CCER）で排出枠の何パーセン
トまで充てられるか、化学産業に重大影響を与
えないように、事業者の意見を確認し、実施ま
で十分な期間を確保するよう要望する。

 化学工場の強制移転
　都市計画、安全要求により工場移転を要請する

場合は、対象会社と十分相談し、懸念事項を解消
した上で行うよう要望する。顧客への供給責任、
産業チェーンへの影響を最小限に抑える準備時
間が必要である。化学製品は所定の設備・製造手
順において、顧客から品質認証を得るために長期
間を要する場合が多い。設備も特殊・高額なもの
が多いため、生産停止による経済的損失も非常に
大きいので、全面的に配慮するよう要望する。

2. 安全および環境保全
 危険化学品企業主要責任者（外国籍）の資格お
よび安全教育と資格試験について
　2020年2月の「危険化学品安全生産工作を全
面強化する意見」によると、危険化学品企業の
主要責任者は、化工類の短大以上の学歴、お
よび一定年数の経験が要求されている。外資
系企業の主要責任者は外国籍の場合が多く、
現法規で主要責任者が会社の全面安全責任を
負っているため、過去の学歴要件を課すのでは
なく、会社の確実な安全体制に重点を置くよう
要望する。また、現在、外国人対象の「危険化
学品生産、経営単位主要責任者安全生産管理
知識研修」は上海で年2～3回実施されている
だけであり、そのうえ、定員制のため受講機会
が限られている。そのため、主要責任者資格の
更新や変更申請のタイミングに間に合わない事
がある。そこで、外国人対象の企業主要責任者
教育試験を上海だけでなく、外資系企業が比較
的集中している地域、例えば広東省などでも実
施し受講機会を増やすことを要望する。

 プラスチック問題
　プラスチック汚染の管理をさらに強化し、プラ
スチック製品の長期的な管理メカニズムを確立
および改善する目的のため、「プラスチック汚染
管理を着実に強化する意見」が2020年に発表
された。また、2021年、「循環経済の発展に関
する第14次5カ年規画」が発表され、プラスチッ
ク廃棄物のリサイクルの強化や埋立削減が重点
プロジェクトの1つとして示された。これら計画
に基づいた進捗を社会全体で共有できるよう当
局による適切なデータ公表を要望する。また、
新たな方針や規制策定時には、関連規則、国家
標準との統一性を持たせたうえで、施行時の十
分な猶予期間設定を要望する。

 安全検査基準
　安全検査において基準が変更された場合、新し
い基準に照らして既存施設が検査され、必要な
場合是正命令が出されるが、既存施設は工場建
設時に当時の設計基準を満たしており、新しい基
準に従って改修することは困難であり、新たなリ
スクを生む可能性もある。中央政府は新たに定め
られた基準の適用範囲（新設・改設・拡大の施設
のみに適用）を明確にするとともに、地方政府に
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対し、新基準で既存施設への是正強要や過剰な
上乗せ要求および重複検査をしないよう指導し、
是正がどうしても必要な場合は、実情を踏まえた
合理的な是正期間を設定するよう要望する。

 工業園区の環境基準について
　工場に対する各種環境基準が整備され規制が
実施されているが、これら基準は住宅・病院・
学校等の地域に隣接する工場が対象となってお
り、工業園区のような工場地帯では必ずしも適
合しない基準がみられる。例えば、化工企業は
汚染排出許可証に含まれている騒音排出の項
目について、「工業企業工場境界環境騒音排出
基準」（GB-12348-2008）の第3類の排出制限
値（昼間は65dB、夜間は55dB）に適合しなけ
ればならない。しかしながら、工業園区では隣
接する周辺工場の影響を受け、夜間騒音の達
成は困難な場合がある。そこで、工業園区の地
域性に適合した環境基準の設定を要望する。

3. 化学品管理
 危険化学品法規制の制度上の齟齬の解消
　危険化学品管理の強化が進められているが、危
険化学品法規につき、各省市区の解釈による危
険化学品登記や許可申請等の運用には齟齬が
あり、そのため各地方に応じた対応に苦慮して
いる。今後推進されていく政策では中央が主体
となり、統一基準をもって取り纏めて進めていく
ことを要望する。足元では、「一企一品一碼」に
おけるNRCC、北京市および上海市の各QRコー
ドの仕様の統一が挙げられる。

 少量危険化学品の許可申請免除
　「危険化学品目録実施指南（試行）」施行後、
少量危険化学品、特に輸入品の許可申請の対
応に苦慮している。そのため、新規の電子材料
サンプル等提供にも影響を及ぼしており、これ
は中国の産業界にとっても好ましい事ではな
い。中国政府でも少量危険化学品の取り扱い
の緩和について検討されているようであるが、
10キログラム（10L）以下の少量危険化学品の
許可申請免除の速やかな実施を要望する。

 新化学物質環境管理登記（簡易登記）の「環境
リスク累積」の文書化と合理化
　簡易登記申請審査の要件に｢環境リスク累積」
の確認が含まれている。「環境リスク累積」に
ついては、生態環境部令12号令および登記指
南でその定義や記述内容の説明が全く記載さ
れていないため、申請者は申請前に何を準備す
ればよいのか全く分からない状況である。その
ため、「環境リスク累積」を理由に申請が却下
される事例が発生している。そこで、申請者が
申請時に「環境リスク累積」を説明し易いよう
に事例を含めた説明の文書を要望する。また、

低生産量申告の排出量合算方法を「環境リスク
累積」評価に導入することも要望する。

 重点管理新汚染物の閾値設定
　重点管理新汚染物リスト（2023年版）は2023
年3月1日より施行されており、製品と物品の中
で対象汚染物の非意図的且つ極微量（无意痕
量）の添加が免除されると規定されているが、
その閾値である「痕量」の解釈が明確にされて
いない。GB/T14666ー2003「分析化学用語」
で規定される「痕量分析」に対する定義を参照
し、具体的な閾値を設定するよう要望する。

 新規化学物質環境管理登記制度での社名変
更・登記証取消申請の簡略化
　既に申請を行っている海外申告人社名変更や
登記証の取消は、申請している化学物質単位と
なっている。しかし、事業再編等により関連企
業グループ内で登記証の申告人変更が発生し
た場合、化学物質単位の変更ではその準備に非
常に時間を要し企業活動への影響・負担が大
きい。そこで、このような場合には、変更理由説
明書を提出することで化学物質単位でなく申告
人単位での変更も可能とすることを要望する。

4. 輸出入、通関関係
 危険分類GHSの全国的な基準統一
　2023年から化学品の輸入通関でSDS/Label確認
が厳しく実施されるようになり、GHS分類は最新版
（GHS改訂10版）に基づいた分類が税関より要求
されている。しかしながら、中国ではGB30000.1-
2024「化学品分類およびラベル規範第1部分：通
則」で2025年8月よりGHS改訂8版が基準として
適用されることになっている。そこで、輸入通関で
のGHS分類の基準は最新版ではなく国家強制標
準であるGB30000.1-2024での運用を要望する。

 税関政策運用開始時の準備
　近年、税関が通関の効率化、迅速化に取り組ん
でいるが、新しい制度が運用開始される際、税
関での周知不足などで、通関期間が長引く問題
が発生している。例えばサンプリング検査の場
合、貨物サンプリングから検査結果が出るまで
2週間以上経過したこともあり、生産に影響が
出る可能性もある。新制度導入の際には、税関
作業の期限設定も同時に行うことを要望する。

 危険化学品/危険貨物の返送手段の確立
　中国に輸入された危険化学品には保管中での
品質保証期限切れ、品質不良で使用できない
事が発生することがある。中国国内で廃棄処理
できない危険化学品であったり、品質不良の原
因確認のためにそれらを海外にある製造元へ
返送しなければならない場合がある。しかしな
がら、危険化学品の返送手続は確立されておら
ず、当該手続の検討を要望する。
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３. 医薬品
2024年11月にペルーで行われた石破総理と習近平国家

主席の首脳会談において、両首脳は、日中両国は引き続き
「戦略的互恵関係」を包括的に推進し、「建設的且つ安定
的な関係」を構築することを確認し、医療・介護・ヘルスケ
アにおいては具体的な協力の進展を図ることで一致した。

2024年12月に北京で行われた全国医療保障工作会議で
は、2025年は、第14次5カ年規画の最終年であると同時に、
改革を深化させる重要な年であり、製薬団体および製薬業
界が高質な発展をできるようサポートするとともに、医療・
医療保険・医薬品の相乗的な発展とガバナンスを推進する
ことが発表された。保険償還などのサポートを得つつ、業界
として引き続き創新薬の開発・上市を推進して参りたい。

日本企業の取り組みと問題点
2013年に設立された中国日本商会メディカルグループ
（医薬品・医療機器企業団体）は、2014年に化粧品企業
団体の正式加盟によりライフサイエンスグループとなった。
この様な3業種（医薬品、医療機器、化粧品企業団体）が
一体となった活動は他に類を見ない。2024年12月現在で
は同グループ48社の内、医薬品企業は15社となっている。
当グループのミッションは、業界を跨ぐハイブリッドな連携
を推進し、日本政府とライフサイエンス業界の連携強化を
行い、中国国内唯一の日系プラットフォームとして中国政府
の取り組みを積極的に支援する事である。政策交流会・官
民訪中などの活動を通じて、日中両国の医療・薬事当局に
よる政策対話・交流を推進し、中国の患者により早く革新
的な医薬品が提供される制度／体制整備に貢献したい。

現在中国で活動し、中国の医療に日々貢献している日系
医薬品企業は発展と同時に以下の諸問題に直面しており、
中国政府に改善を要望する。

イノベーションを推進するシステムの構築
2021年1月28日に医薬品の集中帯量購買の常態化およ
び制度化に関する国務院による意見（国務発〔2021〕2号）
が発布され、患者の医薬品へのアクセスの向上と品質の維
持を促していただいた。

2016年に始まった国家談判制度は2024年には117品目
に拡大し、患者の医薬品へのアクセス改善が図られた。し
かしながら、2024年の国家談判で最終的に通過した89品
目の平均価格下落幅は63％であり、ここ数年50％以上の
価格引き下げが常態化している。医薬品の価値に見合った
価格設定とは言い難い部分もある。

国家談判制度は多くの患者に大きな恩恵を与えるが、
品目選定基準および価格決定プロセスには不明瞭な点が
ある。

談判プロセスの改善は図られているものの、大幅な価格
引き下げの常態化により、各企業とも将来に対する予見性
が立てづらくなっている。価格決定時には薬剤の原価が最
重視されているが、医薬品企業側の市販後調査、適正使用
推進、品質改善などのコストが十分考慮されているとは言
い難い状況である。国家談判による品目の選定基準およ
び価格決定プロセスのさらなる明確化をお願いしたい。

また、NRDLに未収載であるが臨床ニーズの高い医薬品
への患者アクセス向上も重要である。民間医療保険の発展
を含めた総合的な医療保障制度設計を要望する。

さらには、国家および地方政府の医薬品帯量購買制度
における過度な価格競争は、品質改善を含めた安定供給
の維持にかかる費用などが反映されない可能性がある。長
期的視野での適切な運営を期待する。

加えて、医薬品へのアクセス性を高め、国民の健康水
準を向上させるその他の取り組みとして、OTC（Over-The-
Counter）薬を用いたセルフメディケーションの推進を要望
する。現在中国では、OTC薬と処方薬は同様の規制のもと
承認審査が行われており、OTC薬の開発が進まない要因
の一つとなっている。一般的にOTC薬は処方薬に比べ有効
性はマイルドであるが安全性は高いことから、OTC薬の開
発に必要な要件や承認申請に関する薬事規制を緩和する
ことを求めたい。

一方、中国国内未承認の処方薬の流通に関しては、規制
を定め不正な販売行為の調査、取り締まりが現状行われて
いると理解している。しかしながら、EC（E-commerce）の
普及などを背景にした中国未承認の輸入処方薬の流通に
より、中国内の患者の安全性や品質の懸念を引き起こす可
能性が増している。患者保護の観点から規制の周知、必要
に応じた細則の発出、また、不正な販売行為の調査、取り
締まり強化など、輸入規制の実効性確保をお願いしたい。

新薬を開発する新しい制度
2017年のICH（International-Council- for-Harmonization-

of-Technical-Requirements-for-Pharmaceuticals-for-Human-
Use、医薬品規制調和国際会議）加盟以降、中国ではICH
基準に則った医薬品開発に関する法規の整備が進めら
れ、これまでに「薬品管理法」、「薬品登録管理弁法」を公
示し、医薬品の開発と上市を促進する規制の再構築を進
めてきた。さらに近年は各種規定に関する細則やガイドラ
インを整備し、精力的に医薬品開発の環境の整備を進め
ている。さらに2025年1月には、国務院弁公庁より「医薬
品・医療機器の監督管理改革の全面的進化による医薬産
業の質の高い発展の促進に関する意見」も公表され多方
面にわたる改革方針が示された。

このような変化は、中国市場で自社製品の開発・販売を
長年願ってきた日系企業にとっては大変歓迎すべき改革で
あり、ICH地域で得られた臨床データが、中国および国際
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的な規制当局間で相互に受け入れられることを意味し、迅
速で効果的なグローバル展開が可能となった。一方で、人
類遺伝子資源管理条例による中国国外へのヒト血液・組
織等のサンプルや関連情報の持ち出し規制については、実
施細則の施行によりデータ活用の規制緩和は進んだもの
の、いまだ国際共同試験を用いた世界同時開発展開のハー
ドルとなっており、検体持ち出し制限の緩和および手続の
簡素化を国際的な調和に基づいて継続的に検討をお願い
したい。

これまで日中両国では医療衛生関連分野の事業の円滑
な展開を図るため、官民訪中ミッションやさまざまな交流
会などを実施してきた。医療制度のさらなる向上のために
は、日中間の政府・民間レベルでの交流は最も重要である
と考える。引き続き日中関係当局による対話・交流の継続
および促進、さらなる当局と民間の交流深化を要望する。

新しい「薬品管理法」に基づき各種法規・ガイドライン
の作成・整備を進められている中、中国当局は事前に意見
募集稿を公開し、広く意見を募集し、過去に発生したよう
な法規、ガイドラインの変更による混乱防止に向けた取り
組みが積極的に行われている。「薬品登録管理弁法」およ
び「薬品生産監督管理弁法」が改定・施行され、医薬品市
販承認取得者（MAH）制度の全面的な実施や許認可プロ
セスの改善等について明確化されている。しかしながら、
革新的医薬品開発における疑問や不安払拭に繋がるよう
な実施細則が発布されていないケースもあり、革新的医薬
品の開発促進のために必要な実施細則の早期発布を期
待する。また、中国薬典については、国際基準への規制調
和か、ICHガイドラインを中心とした国際基準の輸入規格
を対応できるように制度作りを要望する。具体的には、臨
床試験申請時のCMC関連の申請資料や上市許可時の中国
当局による承認規格の設定など、独自の要求もあり、ICH
ガイドラインを中心とした国際基準への規制調和を要望
する。

MAH制度の確立に伴い、日中両国間のMAH移管は法令
で制限されていないが、実施細則や具体的な政策は整備
されておらず、海外企業が中国企業にMAHを移管すること
は実質的に困難であるため、関連する実施細則や政策の
早期の策定と指導を要望する。具体的には、海外品MAH
の中国国内企業への譲渡の実現、および製造委託の制度
整備を要望する。また、輸入品を現地製造化した場合にお
ける審査手順の簡素化、ANDAの代わりにサイト追加補充
申請に緩和、輸入品の商品名、特許保護期間、参比製剤
資格などは現地製造品にも継承できること、および中国の
患者に早期に臨床治療の海外輸入品を届けるために、海
外MAHが海外輸入品を承認後に輸入する際の手続の簡
素化、加えて、海外から生物学的製剤の原薬を輸入し、中
国での現地製剤化の許可を要望する。将来的には日中両
国間でMAHの移管が可能となれば、中国企業にとってもグ
ローバル展開に極めて有効であると考える。

このように、開発の国際標準化を進め、新薬のイノベー
ションを実現するための法規が整備されつつあるが、確実
に且つ効率的に実行するためにも当局と民間の交流深化
が不可欠であり、実施細則の明確化、各種ガイドライン交
付による実務の標準化、ICH実装のプロセスの確実な推進
などを早期に改善することを要望する。加えて、中国人デー
タが必須である現状に対し、新薬の開発加速と早期承認
のために、日韓規制当局との連携強化による東アジア人の
海外データの受け入れを要望する。

＜建議＞
 新法規作成・改正時における当局と民間の交流
深化、新規法規制施行時のガイドライン即時公
布ならびに運用に関する配慮
・-日中衛生分野関係当局による対話・交流の継
続、および当局と民間の交流深化を要望する。

・-新規法規施行時の関連ガイドライン等即時公
布と猶予期間の設定などの運用に関する配慮
を要望する。

 海外MAHに対する実施細則の早期公布および
内外格差の是正
・-海外MAHに対する実施細則の早期公布を要望
する。

・-海外MAHから中国国内企業へのMAH譲渡の
実現を要望する。また、輸入品の現地製造化し
た場合における審査手順の簡素化、ANDAの代
わりにサイト追加補充申請の緩和、輸入品の商
品名、特許保護期間、参照薬の資格などは現地
製造品にも継承できることを要望する。

・-中国の患者へいち早く臨床治療の海外輸入品
を届けるために、海外MAHが海外輸入品を
承認後に輸入する際の手続の簡素化を要望す
る。

 ICH実装のプロセスの確実な推進を中心とした
国際基準への規制調和
　臨床試験申請時のCMC関連の申請資料、上市
許可時の中国当局による承認規格の設定などの
独自の要求や、承認前に製造した製品の輸入に
ついて不明確な点もあり、ICHガイドラインを中
心とした国際基準へのさらなる規制調和を要望
する。特に、中国人データが必須である現状に
対し、中国における創新薬の早期承認のためア
ジア人の海外データの受け入れを要望する。ま
た、中国薬典については、国際基準への規制調
和か、ICHガイドラインを中心とする国際基準の
輸入規格に対応した制度作りを要望する。

 中国国外への検体持ち出し制限の緩和および
審査手続の簡素化
　「人類遺伝子資源管理条例」により、中国での
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治験実施の際のヒト遺伝子資源に関する手続
が必要であり、中国国外へのヒト血液・組織等
のサンプルや関連情報の持ち出しを強く制限す
る中国特有の規制となっている。条例の一部改
訂により、規制緩和された部分もあるが、この
検体持ち出し規制が、国際共同試験を用いた世
界同時開発展開のハードルとなっており、本規
制のさらなる緩和を要望する。

 医薬保障改革の推進
・-国家談判における品目の選定基準および価格
決定プロセスのさらなる明確化を要望する。

・-公的医療保険の枠組みに収まらない品目への
患者アクセス向上も考慮した医療保障制度設計
を要望する。

・-過度な価格競争に陥らない安定供給および品
質確保を視野に入れた国家および地方医薬品
帯量購買制度の改革を要望する。

 当局相談制度のタイムリーな実施と交流機会の
さらなる充実
　臨床試験計画や申請資料の質の向上による審
査プロセスの効率化のために、当局相談制度の
タイムリーな実施と直接面会による交流のさら
なる充実を要望する。特に創新薬のグローバル
開発に関して相談期間の短縮を要望する。

 データ保護期間の設定および特許承認のさら
なる推進
　特許延長、パテントリンケージに関しては規制
が発出されたものの、データ保護などに関して
未整備の状態であり、改善を要望する。また、
特許延長の対象となる新薬定義が中国特有の
狭義に規定されていることから、新薬定義につ
いても国際基準への規制調和を要望する。

 中国での処方薬の適正使用の推進による患者
保護の徹底
　中国における国内未承認の処方薬の流通に関
して、規制を定め不正な販売行為の調査、取り
締まりが行われていると理解している。一方で、
電子商取引（EC）の普及などを背景にした中国
未承認の輸入処方薬の流通により、中国内の患
者の安全性や品質の懸念を引き起こす可能性
が増している。患者保護の観点から、規制の周
知、必要に応じた細則の発出、また、不正な販
売行為の調査、取り締まり強化など、輸入規制
の実効性確保を要望する。

 OTCによるセルフメディケーションの推進
　医薬品へのアクセス性を高め、国民の健康水準
を向上させるために、OTCを用いたセルフメディ
ケーションを推進することを要望する。現在中
国では、OTCと処方薬で同じ薬事規制のもと承
認審査が行われており、このことがOTCの開発

が進まない大きな理由の一つとなっている。一
般的にOTCは処方薬に比べ有効性はマイルド
であるが、安全性が高い薬剤であることから、
OTCの開発に必要な要件や承認申請に関する
薬事規制を緩和することを要望する。
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４. 医療機器・体外診断用
医薬品

中国の医療機器・体外診断用医薬品産
業の現状

2024年白書の医療機器、体外診断用医薬品に関する建
議に対し、衛生健康委員会、医療保障局、国家薬品監督
管理局（NMPA）などの関係官庁より、その課題解決に向
け多大なご協力をいただきましたこと、大変ありがたく心
から感謝を申し上げる。

2024年8月発表の「2023年中國衛生健康事業発展統
計公報」では、中国の最新の国民平均寿命、医療従事者数
など重要データが示され、医療水準、各種健康指数の向上
が図られていることが分かる。ここ数年中国では、持続的
な経済成長が進み、医療保険制度の拡大や、国民の健康
意識の高まりとともに、急速な高齢化や生活習慣の変化に
よる、糖尿病、高血圧、心臓病等の慢性疾患が増加してお
り、それら疾患への早期診断、治療等に対応する高品質で
安全性の高い医療機器の需要は高く、予防、リハビリ、介
護分野等への医療機器の製品、サービスのニーズもさらに
拡大している。

2024年においては、VBP（帯量購買、Volume-Based-
Procurement）などによる公的医療費増大の抑制、公的
医療保険の人民に対する利便性の向上等の医療保障政策
が整備されるとともに、医療反腐敗問題への取り組みが強
化され、中国の医療業界における改革が推し進められてい
る。その中で、中国における医療機器業界の持続的な市場
成長には、今後、研究開発、生産、流通から臨床使用等の
過程でよりいっそう進む改革に対し、その要求事項に着実
に取り組み、先進的で有効性と安全性の高い医療機器と
サービスを患者と医療機関へ届けることが重要となる。

さらに、「健康中国2030」の実現に向け、医療衛生サー
ビス水準の向上と国民の健康増進に関連する政策が進む
中で、日系医療機器メーカーは、中国での製品製造と研究
技術開発を強化し、日系企業が培ってきた高性能、高品質
で安心、安全な医療機器の製品、サービスの提供を通し
て、中国人民の健康長寿に貢献できる事を願うと同時に、
中国の医療業界の健全なさらなる発展の一助を担うことを
望む。

日系企業が抱える課題
薬事登録
「医療機器管理法」の立法の見通し、革新医療機器の
承認数の顕著な増加など、医療機器業界の高質な発展を
推進する国家の決意と努力が示され、医療機器業界は大

きな変化を経験している。また、医療機器製品の審査ス
ピードの加速および医療機器監督管理規則の逐次の整備
は、国家が機器安全使用を重視していることが体現されて
いる。医薬品監督管理部門のこれら取り組みに心から感謝
する。

しかし同時に、企業は登録申請の面で依然解決すべき
問題に直面している。登録申請段階では、受理前および補
正相談のルート、回数、時間などが不足し、十分な相談がで
きない。登録過程において、同類製品と全く異なる補正要
求があり、また事前審査意見と補正通知書の内容が異なる
場合がある。同じ情報を使用して複数の証明書を更新する
場合でも、簡略化されたプロセスがない。電子証明書には
当局の署名が不足している。当局が公開したデータ検索欄
の内容は、型番規格、構造・構成などの「付表/別紙参照」
が不完全である。参照規格番号のみを更新する非実質的
な変更にも、変更申請を提出する必要がある。

さらに、医療機器分類は製品登録に重要な指導的役割
を果たすが、現在中検院が発表している分類定義動態結
果は分類目録に適時反映されず、機器審査センターのウェ
ブサイト上の「分類目録-ガイドライン-規格」モジュールで
は、各分類目録機器に対応する参照規格が適時に訂正・補
完されていない。

政府事務関連
医療機器産業は人の命と健康にかかわる重要な産業で
あり、外資系企業は中国企業と同様にその重責を担ってい
る。しかし2024年12月の財政部発信の意見募集稿では国
産製品への価格優遇適用による輸入製品の政府調達参加
への制限や、国産製品認定の追加条件として国産原材料、
国産部品のコスト比率、特定製品で重要コンポーネントの
中国内生産や重要工程の中国内立ち上げを課す方針が示
されており、外資系企業が待望する公平な市場競争や知
的財産権が適切に保護される事業環境の実現が遠ざかる
懸念が顕在化して来ている。これらの制限は外資系企業に
とって中国国内での事業推進意欲が阻害される大きな要
因になるだけでなく、中国人民にとっても高品質で安価な
外資系企業製の医療機器製品の利用機会損失に繋がるこ
とが想定される。

また「医療機器ネット販売監督管理弁法」が2018年施
行されたが、一部の医療機器の不法模造品のネット上の販
売が激増しており、正規品の販売環境悪化と粗悪品流通
による中国人民への健康被害影響が懸念される。

医療消耗品の集中購買は2024年にも国家医療保険局か
ら一連の制度や実施条例が公布され政策の枠組みが一定
程度に整備されつつある。今後中央政府の指導下におい
て、消耗品分類・目録、医療サービスガイドライン等のさら
なる整備と、地方医療保障部門での各政策の実施が徹底
され、政策の恩恵が大多数の患者に十分に行き届くことが
期待される。
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市販後監督管理
「医療機器管理法」立法の見通しで、医療機器全ライフ
サイクルへの監督管理が継続に強化され、医療機器業界
の高品質の発展を推進している。

それと同時に、監督管理の問題も増加し、各級の監督管
理法執行が統一されてない問題も依然として存在し、企業
側の正常で秩序ある生産と販売活動に影響を与えている。
例えば、医療装置の使用期限について、地方市場監督管理
部門が生産日から使用期限を計算し、病院で正常に使用
されている製品を期限切れの製品として処罰するだけでな
く、流通分野でその期限を超えた製品の販売も処罰されお
り、このような製品の実際の使用状況を無視した使用禁止
や販売処罰が大量の浪費をもたらしている。市場の抜き取
り検査について、地方と国家両方からの重複抜き取り検査
がまだ存在し、また、商品価値の高い一部製品の検査は、
企業側にある程度のプレッシャーをかけている。抜き取り
検査の結果報告を登録者/届出者/国内責任者にフィード
バックしないケースも時々ある。「医療機器ネット販売監督
管理弁法」第13条により、医療機器ネット販売企業は、消
費者個人使用ではない医療機器を消費者個人へ販売する
ことが禁止されるが、実際には、ネット上のプラットフォー
ムを通じて違法的に医療機関が使用する医療機器を消費
者個人に販売する行為が存在し、最終的に、医療従事資格
を持たない不法医療従事者へ医療機器が流出され、国民
による医療機器安全使用にリスクをもたらすものである。

市販後の規制強化に伴い、有害事象の報告は増加の一
途をたどっているが、病院からの有害事象情報には情報が
不足することが多く、企業の調査コストが増加している。

新しいビジネス形態と、監督管理上の盲点に対して、この
数年次 と々関連法規が更新され規範化されているが、医療
機器の市販後に生まれる新しい状況や問題に対して、関連
部門から、監督管理メカニズムを革新し続け、監督管理措
置を最適化し、企業の運営コストを削減し、活力を与える
必要がある。関連部門が幅広く企業の意見を求め、関連規
定を改善と細分化し、「放管服」の改革精神を確実に体現
し、科学的に監督管理業務を展開することを要望する。

通関・輸送関連
2024年末に、国務院と税関総署が公布した「関税法」と
「輸出入貨物の課税管理処置」の施行により、課税の法
的原則および実施の根拠が明確になった。同時に「税関リ
スク管理措置」の施行により、詳細で的確なリスク予防コ
ントロール体制が確立され、輸出入貨物の禁止・制限管理
や、商品の品質安全性、税収安全性等のリスクコントロー
ル活動が明確になり、且つリスク評価結果に基づく異なる
リスク措置の実施が可能となった。現在税関における国家
安全保障と貿易利便化促進がより良いバランスで維持され
ている一方で、輸出入企業の合法的な申告や各種の輸出
入活動のリスク評価と管理に、さらなる要求と課題が提起
されている。

「税関事前裁定管理暫定措置」（税関総署第236号令）
は貨物が輸出入する前に適用され、実際の輸出入活動に
関する税関事務の事前裁定を受けることになっている。第
14条で事前裁定はその効力発生前に既に輸出入された貨
物に対して遡及力はないと定めるが、輸入実績のある製品
に対しても税関から事後にHSコードの申告間違いを指摘
され、税番号の分類が適さなくなり、税金の申告漏れ等の
問題が度々発生し、企業および税関の多大な人力と財力の
浪費が生じている。

また国家と税関総署は貿易利便化や、通関効率化に注
力している。全国通関一体化や、2step申告等を含めた政
策を次 と々打ち出し、近年、運用面が改善されている。目的
地での貨物の法的検査フローについては、「輸出入商品検
査法実施条例」の第16条に基づき、通関後20日以内に荷
受人は出入境検査検疫機関に検査を申請する。第19条で
は、当事者は出入境検疫検査機構へ証明書の発行を申請
し、出入境検査検疫機関は適時に証明書を発行すること
を定めている。第39条では、税関総署と出入境検査検疫機
関は対外貿易の需要に基づき、有効な措置を採択し、プロ
セスを簡素化し、輸出入を便利にするよう定めている。商
品検査法と実施条例は、法的検査目録リストと、監督管理
方法、企業の申告義務と期限を明確にすると同時に、税関
の検査検疫および証明書発行の責任を明確にしている。た
だし実施期限および具体的な管理監督要求等が明確でな
く、企業は申告時に港ごとで異なる資料の提供が必要で、
且つ証明書発行の期間等がコントロールできず、合法性と
効率化に影響を生じている。

＜建議＞
1. 薬事登録

 医療機器登録申請段階の相談
　企業がより正確、効率的に登録申請資料および
補正資料を提出できるよう、受理前の相談およ
び受理補正通知による正式なコミュニケーショ
ンルートを構築することを要望する。例えば電
話相談、オンライン相談、現場相談を行う。臨
床評価に関する相談と非臨床評価に関する相
談を分け、相談の回数を増やし、単回相談の時
間を延長することを要望する。企業が相談の時
間帯を自主的に選択できる電話相談方式の増
設を要望する。審査補正段階の現場相談を再
開し、現場相談/ビデオ相談のオプションモデル
を実現することを要望する。

 登録審査に関して
　審査の基準を統一することを要望する。変更承
認の期限が短縮され、同じ情報を使用して複数
の証明書を更新するプロセスが簡素化される
ことを要望する。登録変更承認後に、製品変更
を実施するまでの過渡期を与え、発行された電
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子証明書の添付ファイルに署名を追加すること
を要望する。同時にNMPAよりデータ照会欄が
フォーマットの制限により完全に記入できない
内容の公開を要望する。

 延長登録に関して
　延長登録における製品技術要件参照の強制基
準は参照基準番号のみを更新し、実質的な変
化が生じない場合は、延長登録時に更新できる
ような体制を構築することを要望する。

 医療機器の分類に関して
　医療機器審査センターウェブサイトの分類目録
モジュールにおいて、各分類目録機器に対応す
る参考規格に対して訂正と補充を行うことを要
望する。中検院が定期的に発表した分類定義
結果を「医療機器分類目録」に動的に調整し、
CMDEは「医療機器分類目録」調整表を発表す
る際、同時に調整後の完全目録を発表すること
を要望する。

2. 政府事務

(1) 外資系企業の公平な扱いに関して
 政府調達での輸入品と国産品の公平な競争の
実現
　輸入品と国産品が対等、透明、且つ合理的な方
法で競争に参加できる公平で合理的な環境の
整備を要望する。

 国産品の登録・認可基準の統一化に関連した
外資系企業のコア技術の保護
　政府調達における国産品の基準設定にあたり
コア技術の開示に関する外資企業の意向を十
分に尊重し、技術移転要求によって当該企業の
現地生産推進が困難になる状況の回避を要望
する。

 輸入品に対する調達品選定プロセスの適正化
　既存の国産品が持たない高度な機能、性能、仕
様、臨床価値等を持つ輸入品について、当該利
点に対する現場医療ニーズが文書等で明確に
示されている場合には、対象となる輸入品が公
正公平に供給されるよう、選定プロセスの適正
化を要望する。

 偽造医療機器の排除
　国民の健康・安全に影響する医療機器の模造
品は一般物品と区別したさらに効果的な排除
措置の実施と厳罰適用を要望する。

(2) 製品分類・費用徴収・保険支払い制定と運用に
関して

 消耗品の分類区分の適切化
　新たな分類が合理的・迅速に追加され「その
他」分類と適切に区分されるよう、動的な調整
メカニズムの設定を要望する。

 革新的医療機器に対する政策支援の強化
　医療保険運用での革新的医療機器の区分基準
を明確化し、入札、帯量購買、医療サービス項
目、医療保険支払等での奨励政策を新設し、地
方に対する関連政策の作成指導と現行の政策
の実施強化を要望する。また、患者体験や治療
効果等を改善する継続改良型製品に対して革
新的医療機器と同様の政策支援を与えるよう
要望する。

 国家医療サービス価格ガイドライン関連の各政
策の明確化
　新技術や新製品の技術的差異や重要性を科学
的に検証し、技術消耗分離の指導原則の下で
料金徴収規則を迅速に明確化するよう要望す
る。また医療サービス価格関連の各政策の整
合促進を要望する。

 消耗品医療保険目録の各政策明確化
　帯量購買実施に際し、医療保険目録の更新状
況を反映して対象製品をロット毎に地方医療
保険消耗品目録に迅速に組み入れるよう要望す
る。また、個別製品毎ではなく消耗品分類に基
づき医療保険の支払基準を設定するよう要望
する。さらに第14次5カ年規画が定める省レベ
ルの医療消耗品目録の構築、実施の推進を要
望する。

(3) 帯量購買の運用改善
 多角的・総合的な評価ガイドライン制定と運用
法の見直し
　製品の価格だけでなく性能、使用方法、臨床価
値､医療サービス等の利点を総合的に考慮した
新たなガイドライン制定を要望する。さらに医
師や患者の選択権を尊重し、病院が入札調達
以外の一定範囲で独自に製品を選択できる制
度の整備を要望する。

 各関連運用の改善
　帯量購買主体者の各医療施設の契約遵守状況
が徹底的に監督されると共に、全国の各主体者
への迅速な購買結果共有が奨励されるよう要
望する。また各関係者の管理負担軽減のため、
「契約更新」「使用量報告」の各プロセスが契
約毎に不定期に運用される現状を改め、製品・
各契約統一で毎年一定期間に定められた日程
に従い運用されるよう要望する。さらに帯量購
買分類への新製品追加制度を整備し、地域毎
に異なる運用の統一を要望する。

 入札・購買システムのプラットフォーム運営の健
全化
　各省市の消耗品の入札・購買システムの安定運
営を保証し、各関係者間への情報伝達の円滑
化を要望する。
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3. 市販後の監督管理
 市販後監督管理規準の統一化
　監督管理規準を統一し、市販後問題対応の相
談窓口の設立を要望する。例えば、「メンテナン
スや賃貸だけの場合、経営許可取得が必要か」
という問題に対する各地の理解が不一致であ
る。使用規範上でアフターサービス責任を明確
化することを要望する。医療機関自ら登録者以
外の企業を指定し、アフターサービスの提供を
受ける場合、登録者は部品、技術相談等サポー
トを提供する義務があるが、装置状態は医療機
関自ら責任を負うべきである；医療機関から登
録者または登録者が指定する企業を指定する
場合、登録者が装置の状態に対して責任を負う
べきである。

 市販後の監督管理措置の革新
　欧州連合等の海外の医療機器法規を参考に、
保税区外の輸入医療機器の適切な再度のラベ
ル貼りと、再包装を許可し、規範化することを
要望する。医療機器輸送品質を保障するため、
コールドチェーン輸送等の医療機器輸送サー
ビスの参入許可メカニズムの確立を要望する。
検収の根拠として病院側に製品検査報告書の
提出が必要ではなく、メーカーから提供される
「合格」の標識で認めることを明確にするよう
要望する。

 能動医療機器使用期限に対する監督管理の改善
　装置の状態、性能、メンテナンス記録に対する
定期的評価を基礎に、エンドユーザーが「予期
使用期限」を超えた能動装置の使用時間の延
長を許可することを要望する。関連法規が能動
医療機器の「予期使用期限」(ESL)の定義を拡
張し、各級監督管理部門の認識を統一し、科学
的な「予期使用寿命を超えた製品への再評価
管理メカニズム」を構築することを要望する。

 市場抜き取り検査業務の規範化
　国家と地方の抜き取り検査業務を統一で合理
的に手配することを要望し、抜き取り検査歴史
データにより検査頻度を下げ、或いは国家/地
方財政から一部製品の商品価値を負担させ、
企業側の負担を軽減する；抜き取り検査の流れ
を規範化し、抜き取り結果を登録者/届出者/国
内責任者に速やかにフィードバックすることを
要望する。

 医療機器ネット販売規制の強化
　「オンラインとオフライン管理一致」という管理
原則のもと、一般消費者向け医療機器ネット販
売違法行為に対する防止策の強化を要望する。

 有害事象モニタリングの質の向上
　有害事象モニタリングセンターが病院の有害事
象報告に関する説明を展開し、病院から報告さ

れた有害事象の情報完全性、正確性、真実性
を高め、病院から提出される有害事象の内容を
規範化することを要望する。

4. 通関関連

(1) 企業の合法性向上のための税関による公式分
類参考APPの提供

 税関によるHSコード分類APP等の発布
　企業が分類と合法性の参考にし、通関における
合法性レベルを向上できるよう、税関によるHS
コード分類APP等の発布を要望する。

 HSコード判定標準の全国統一化
- 事前分類をしていない輸出入製品に対し、具体
的なHSコード認定制度を確立し、製品特性と
税コードが一致するよう、HSコード判定標準の
全国統一化を要望する。

 合法性リスクとコストの低減
- 既に輸出入された製品について、検査プロセス
中に企業が申告したHSコードと税関が最終的
に認識したHSコードで不一致が発生した場合
には、税関が企業の主観的故意によるものでは
ないと認める時、企業の合法性リスクとコスト
の低減のため、HSコードの変更および追徴課
税を免除とすることを要望する。

(2) 検査検疫期限および統一した監督管理要求の
明確化による全体的な通関効率化

 監督管理要求および検査資料の統一化と明確化
- 各地の税関検査の監督管理の差異を低減し、
企業の合法性を向上させるため、検査申請にお
ける資料要求のさらなる明確化を要望する。

 検査フローの改善および検査証明書発行期間
等の規定
- 全体的な通関効率の引き上げのため、検査検
疫のフロー管理のさらなる改善、および税関が
実施する検査と証明書の発行等にかかる期間
を規定することを要望する。
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５. 化粧品
2024年は引き続き市場成長が伸び悩む中で化粧品業

界も厳しい状況を強いられたが、オンラインだけでなくオ
フラインの重要性が見直され、リアル店舗でのサービスと
SNSを活用したさまざまな販売スタイルが登場するなど多
様化した年でもあった。

2025年においても中国市場は継続的に世界経済の牽引
役となることが予想され、いっそうの内需拡大、国際協力
の促進が期待されている。また、変化する市場情勢、消費
者のニーズや価値観に対応していくことで中国消費者の満
足度を高め、化粧品市場のさらなる活性化に貢献できるよ
う努めていきたい。

2024年の回顧
2024年の中国消費市場は、新型コロナウイルス感染症
からの脱却、人流の回復によりV字回復が期待されていた
が、結果としては成長が鈍化した1年であった。振り返る
と、多くの業種で新型コロナウイルス感染症蔓延によるダ
メージを引きずって消費マインドは冷え切ったままとなり、
市場は伸び悩むこととなった。2025年以降も、脱炭素政策
の進展や気候変動の影響、物価の高止まりや景気の減速
懸念といった要因が、世界経済に多大な影響を与えると考
えられる。しかしながらAI技術の台頭、商品消費の起爆力
など中国が世界経済の牽引役となることは間違いなく、さ
らなる内需拡大や国際社会への経済的な貢献が期待され
ている。

化粧品市場動向
2024年の化粧品市場も同様の傾向となり、さらに世界
情勢の先行き不透明感や世界規模の天候不順等による原
材料の価格高騰、エネルギーコストの上昇により、化粧品
企業にとっても厳しい年となった。中国化粧品業界におけ
る日系化粧品企業もさまざまなニーズをもつ消費者への期
待に応えるべく、より良い商品を提供、開発し中国化粧品
市場へ貢献し続けている。一方で、化粧品をはじめ多くの
商品が店頭で商品を購入するスタイルからオンラインを利
用したスタイルに変化し、顧客は時間を気にすることなく
商品を手にすることができる時代へシフトしている。中国
では世界に先駆けてこのようなライフスタイルが定着して
いることから、今後も市場拡大が期待できると思われた。
しかし新型コロナウイルス感染症の流行後、堅調に拡大を
続けていたEC市場の成長が鈍化し、その成長にも陰りが見
え始めてきている。そのため、抖音（TikTok）などのSNSを
活用した新たな販売スタイルも登場し、オンライン上での
経験を通じたブランディングや販売手法が多様化してきて
いる。以上の様に2024年の市場状況をまとめると、多くの
企業にとって厳しい側面はあったが、このような販売スタイ
ルの変化が、新たな顧客開拓を促し、市場の成長への期待

を高めるきっかけになると予想される。

消費者の側面から鑑みると、市場全体の冷え込みにより
支出は控えめにするものの、生活の質は維持、向上したい
というニーズは依然高く、さまざまな分野で購買行動が変
化している。インターネットの普及により手軽に商品知識
が入手でき、商品を見定めるスキルが向上してきている。特
に、デジタルコンテンツに物心ついた時から慣れ親しんで
いる2000年代以降生まれの消費者は、情報収集から購入
までSNSを当たり前の様に活用している。さらに消費者とし
てだけでなく自ら情報発信を行うようになってきており、今
後このような消費者の存在を意識した戦略を考える必要が
ある。こういった消費者・市場の変化に対し、化粧品市場で
は付加価値の高い高価格帯化粧品や消費者変化への対応
が速いブランドが好調に成長していくと考えられる。

2024年は景気の減速懸念など、世界経済の環境変化が
大きかった1年と言えるが、我々の企業努力と時代の潮流
を把握することにより、中国化粧品市場は拡大し続けると
考えている。

行政動向
ここ数年の中国での化粧品業界を取り巻く政策は、消
費者保護の観点から安全性担保の確保に向け、大きく舵
が切られている。2021年1月1日に発布された「化粧品監督
管理条例」の実施以降、登録届出管理弁法およびラベル
管理弁法等、関連法規制が順次発布され、2022年1月1よ
り化粧品の安全性に関する要求レベルがこれまで以上に
求められるようになった。大きく変わった点としては既存商
品、新規申請商品ともに化粧品の安全性評価に関し、「安
全性評価報告書（簡易版）」が求められるようになったこ
とである。この報告書には製品に使用されている各原料
に対し、エビデンスを明示しての安全性評価が必要となっ
たことは、我々化粧品企業への負荷が大きくなったといえ
る。2023年1月1日以降は化粧品に使用されているすべての
原料に関して「原料安全性関連情報」が求められるように
なったことは化粧品企業だけでなく化粧品原料企業にも安
全性関連情報の開示義務が生じている。

その後随時、「化粧品生産経営監督管理弁法」「児童化
粧品監督管理規定」「化粧品不良反応モニタリング管理弁
法」「化粧品取り出しサンプリング検査管理弁法」等の法
規も公布された。そして2024年には「化粧品安全評価資料
提交指南」「化粧品原料数据使用指南」「化粧品安定性評
価指南」等の安全性評価報告書（完全版）に向けたガイド
ラインが多数発布されている。また2024年4月には「化粧
品検査管理弁法」が正式発布され、さらに詳細に安全性
を管理するガイドラインが規定されたことになる。これに
より、化粧品企業は、商品の安全性を厳しく管理すること
が求められることとなった。具体的には化粧品企業に対し
生産経営管理、消費者保護および不良反応モニタリング等
に関し、より詳細な情報を管理することが求められるよう
になった。これらの規制にあたり、法規改正資料作成にあ
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たった政府関連部門の持続的な努力に対して、我々日本企
業は中国政府の本気度を感じている。

このように厳格に管理する中国国家薬品監督管理局は、
当初2024年5月から開始する化粧品安全評価報告書（完
全版）に向けて、2024年3月末頃から幾度となく意見募集
稿を発表してきたが、2024年4月22日に「国家薬監局によ
る化粧品安全評価管理の一部措置の最適化に関する公告
（2024年第50号）」で緩和する方針を提示した。その内容
は、化粧品安全評価報告書（完全版）の開始時期を1年間
の猶予期間を設け、2025年4月30日までこれまでの化粧
品安全評価報告書（簡易版）での申請も受理するものであ
り、化粧品安全評価報告書（完全版）へ移行する準備期間
が延びることとなった。この準備期間の延長は我々化粧品
企業にとって歓迎するところである。以上の様に今後さらに
整備された法制度のもと、中国の化粧品市場は、成長、成
熟していくことが期待される。

2025年の展望と課題
2025年の中国市場は、これまで落ち込んだ消費を刺激
する政策がとられることが予想される。化粧品市場では引
き続き多様化したSNSなどのさまざまなオンラインプラッ
トフォームを活用した販路拡大などの市場の活性化が期
待され、消費者参加型のマーケティング手法がさらに発展
していくと思われる。政府の景気刺激策を後押しできるよ
う我々日系化粧品企業もこれまで以上に付加価値の高い
化粧品の開発を促進し、消費者のニーズに応えるべく企業
努力を推進していかなければならない。その上で法令を遵
守した安全性が高く、消費者にとって安心、安全な商品開
発・提供に努めなければならない。さらに新しい技術や新
規素材を用いたさまざまなニーズに応えた商品設計が求め
られ、技術とサービスが融合したビジネスが展開されるこ
とが期待される。

一方で化粧品安全評価報告書（完全版）が本格的に運
用されるため、これまで以上に化粧品企業に商品の安全性
が要求されることとなり、我々の責任が大きくなると予想さ
れる。

また、2024年11月に中国外交部は、日本人が中国を訪
れる際に短期滞在のビザを免除する措置を実施すると発
表した。また、在中可能期間も以前の措置期間である15日
から30日に延長されたことから、今後化粧品業界だけでな
くすべての日中間ビジネスに良い影響を与えることになる
と考える。

日系化粧品企業が直面する問題点
化粧品安全評価報告書（完全版）の実運用対応
「化粧品監督管理条例」が2021年1月1日に施行され、
品質安全を消費者権益として堅守していく姿勢を示された
ことに、我々化粧品業界として尊重共感している。その上で
化粧品の品質安全性のエビデンスとして、2024年5月から

開始される予定だった化粧品安全評価報告書（完全版）の
運用に対し、2024年4月に1年の猶予期間を設定していた
だき感謝する。

しかしながら、2025年5月から開始される化粧品安全評
価報告書（完全版）の作成にあたり、これまで積み上げて
きた品質安全に対し、記載要求項目の拡大による届出申
請業務の増大が化粧品企業に負担となっている現状があ
る。そのため化粧品安全評価報告書（完全版）提出にあた
り、過度な要求にならない適切な記載要求を要望する。

原料安全性情報登録対応
2021年5月1日より施行された「化粧品登録および届出
資料管理規定」において、普通化粧品の日本厚生労働省
発行の化粧品製造業許可証明の有効性受け入れによる動
物試験免除規定および原料安全性情報登録による原料
コード申請など、申請効率化を考慮した運用推進に感謝
する。

一方で、データベース構築には化粧品企業だけでなく原
料企業との登録情報の整合性調整などを含む協働作業が
必要である。具体的には、製品の登録・申請時の原料安全
性情報と原料企業の登録情報の不一致に対し、現行では
対応が困難な状況がある。また、国際的にも議論が継続し
ているナノ原料の取り扱いについて多くの課題に対処する
必要がある。そのため、具体的な運用細則の策定や十分な
原料企業との調整期間の設定、さらには国際標準や原産国
標準および市場実績を考慮した安全評価基準の制定を要
望する。

化粧品ラベル表示改定に伴う対応
2021年6月3日に公布され、2023年5月1日から施行され
た「化粧品ラベル管理弁法」について、我々化粧品日系企
業は消費者の品質安全情報としてのラベルの記載要求を
遵守し、他の関連法規との整合性を確保するため、多様な
対応を継続してきた。しかしながら、行政区によりラベル
審査基準に差異があることや技術審査期間の長期化によ
る企業の負荷の発生が課題となっている。また、原産国記
載表示の修正対応やラベル記載要求情報の増加による対
応も負担増加となっている。この状況を改善するためには、
消費者の権益と企業負担の低減を両立させるための対話
を継続し、電子ラベル法規の早期整備を要望する。

化粧品監督管理条例および関連法規の管理運用対応
2021年1月1日「化粧品監督管理条例」が施行され、品
質安全を消費者権益として堅守していく姿勢を示されたこ
とに、我々化粧品業界として尊重共感するとともに、歓迎
する。続いて実施された申請およびラベル関連法規群や新
申請システムの運用開始に際し、意見聴取や勉強会の開
催、猶予期間の設定を行っていただき感謝する。

しかしながら、運用開始後の過渡期であるが故、申請シ
ステムやその運用に関するトラブル、一部不明瞭な運用規
則、中央官庁と地方との意見相違など、申請実務が滞る事
態が発生している状況がある。この状況を改善するため、
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各種法規の管理運用体制の整備と申請システムの適切な
運用に対して、さらなる対話・交流深化の機会設定を要望
する。また、申請システムの確立や運用細則の明確化に要
する期間も含めた十分な猶予期間の設置を要望する。

海外製造拠点査察対応
2021年8月6日公布の「化粧品生産経営監督管理弁法」
および2022年1月7日公布の「化粧品生産質量管理規範」
などが示され、規範の適用範囲として「登録・届出人、受託
生産企業」、すなわち海外企業も適用されることが示され
た。消費者権益を守るべく我々化粧品業界はこれら規制標
準を遵守すべく対応を鋭意進めている。一方で、2019年に
「化粧品海外検査暫定管理規定」（意見募集稿）が示さ
れて以降、海外検査基準に関する対話が進んでいない状
況で検査が開始されている。所在国・地域の法律法規が異
なることや、全品目の形式検査対応など課題が存在するの
も事実であることから、所在国・地域の法律法規・法令に
準じた認可基準の拡大を要望する。また原料使用期限に関
し、国際標準の規格試験による管理を要望する。

効能効果評価における対応
2021年5月1日より施行された「化粧品分類規則および
分類目録」および「化粧品効能訴求評価規範」において、
各効能に対する評価方法選択肢の整備や、実施前登録届
出製品に関する2023年5月1日までの根拠概要公開の猶予
期間を設定いただいたことは感謝する。

しかしながら、依然としてSPF、美白効能に対する効能評
価試験は中国国内CMA認証機関の結果のみ認証する現状
や、2023年9月4日に公布された「化粧品配方填報技術指
導原則」でこれまで要求されていなかった一部普通化粧品
効能についても使用目的記載が要求されており、引き続き
対応が難しい状況が存在する。ついては、海外資格ラボレ
ポートおよび効能のRead-Across評価の許容を要望する。
また製剤全体で効果を発揮する場合における普通化粧品
効能の使用目的に対する柔軟な対応を要望する。

化粧品副作用監視管理対応
2022年10月1日から施行された「化粧品副作用監視管理
弁法」において、勉強会などを通じ、業界の理解促進を促
す活動を実施していただき感謝する。しかしながら、現状
では報告基準が明確でない部分もあり、対応すべき報告
が多く企業の負担となっていることから、報告基準の国際
標準を参照とした運用を要望する。

化粧品新原料登録管理における対応
2021年5月1より実施された「化粧品新原料登録届出資
料管理規定」について、勉強会などを通じ、業界の理解
促進を促す活動を実施していただき感謝する。しかしなが
ら、現状では新原料を審査する期間が長く、国際安全性評
価データに記載されている原料でも中国において使用実績
がなければ新原料として登録申請しなければならない。ま
た代替法試験に関しても実施可能な施設が限定されてい
ることから、他国での使用実績・化粧品会社への販売実績

等の状況からの承認もしくは評価期間の短縮を要望する。
また、国際安全性評価データ記載原料を中国原料使用情
報データベースにも記載するよう要望する。

＜建議＞
1. 化粧品安全評価報告書（完全版）の適切な運用

 化粧品安全評価報告書（完全版）の記載項目に
関する要望
　化粧品安全評価報告書（完全版）の提出にあ
たり、過度な要求にならない適切な記載要求を
要望する。

 登録・備案済商品、既販売商品に関する要望
　登録・備案済、既販売商品の実情・履歴を考慮
した承認申請ができるよう要望する。

 CMA認証機関に関する要望
　中国内CMA認証機関データ認証だけでなく、
国際ルールに則した幅広い試験機関、試験
データの承認・許容を要望する。

 軽微変更における審査期間に関する要望
　品質・安全性に影響しない軽微変更を可能もし
くは審査期間の短縮を要望する。

2. 原料安全性登録の適切な運用
 原料安全性登録申請に関する要望
　原料安全性登録申請に関し、登録の簡易化を
要望する。

 ナノ原料に関する要望
　ナノ原料に対し、安全性評価は過度な要求にな
らないよう、十分な市場実績を考慮した安全性
評価基準の制定を要望する。

3. 化粧品ラベル表示規制の適切な整備
 ラベル記載に関する要望
　小容量製品やサンプル等、ラベル記載対応が難
しい製品に対する電子ラベル法規の早期整備
を要望する。

 ラベル変更申請に関する要望
　ラベル変更申請における技術審査の簡素化もし
くは技術審査期間の短縮を要望する。

4. 化粧品監督管理条例および各種関連法規の管
理運用体制の整備

  電子申請制度運用における猶予期間設定の要望
　実運用におけるシステム不具合や運用ルールの
不明確さにより申請実務に混乱が生じているた
め、制度の安定運用が確立されるまで、十分な
猶予期間の設定を要望する。

 中央と地方の一貫した法規管理運用を要望
　中央官庁からの指導の下、地方も一貫した運用
が成されることを要望する。
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 対話・交流深化に関する要望
　運用開始に伴う勉強会などによる官民間のさら
なる対話・交流深化を要望する。

5. 海外製造拠点査察に関する柔軟な対応
 海外査察基準の拡大の要望
　所在国の法律法規・法令に準じた認可基準の
拡大を要望する。また原料使用期限に関し、国
際標準の規格試験による管理を要望する。

6. 効能効果評価の柔軟な運用
 CMA認証機関の取り組みに関する要望
　中国内CMA認証機関で実施されるSPFや美白
試験に関して、海外資格ラボレポートの許容を
要望する。

7. 化粧品副作用監視管理に関する柔軟な運用
 化粧品副作用報告の基準に関する要望
　化粧品副作用報告の基準に関して、国際標準を
参照とした運用を要望する。

8. 新原料登録の柔軟な運用
 他国での使用実績からの登録緩和の要望
　他国での使用実績・化粧品会社への販売実績
等の状況からの承認もしくは評価期間の短縮
を要望する。

 国際安全性評価データ記載原料の登録の要望
　国際安全性評価データ記載原料を中国原料
使用情報データベースにも記載するよう要望
する。

 代替法試験に関する運用緩和・拡大の要望
　中国国内での代替法試験に関して、実施可能な
施設拡充を要望する。
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６. セメント

概況
2024年は引き続き不動産市場低迷などの影響を受け、

セメントの需要は大きく落ち込んだ。セメント生産量は4
年連続マイナス成長となり、18億2,524万トンにまで減少
（前年比9.5％減）。2014年に過去最多の24億7,619万ト
ンを記録して以降、セメント生産量は明らかに減少一途の
道を歩んでいる。

それでもなお中国のセメント生産量は、世界シェアの
半数近くを占め、39年連続で突出しての首位にある（2位
インドの約4倍、3位ベトナムの約19倍。日本の生産量は
4,637万トン）。

中国全体のセメント生産能力については約35億トンに
達しているとされ、生産量とのギャップが依然として大き
い。今後は長期にわたり徐々に生産量が減少していくとの
予測の中、業界最大の懸案である生産能力過剰問題は解
決が先送りされている。

表１： 中国セメント生産量の推移（単位：百万トン）
2016
年

2017
年

2018
年

2019
年

2020
年

2021
年

2022
年

2023
年

2024
年

生産量 2,403 2,316 2,210 2,330 2,377 2,363 2,118 2,023 1,825
伸び率 2.5% △0.2% △5.3% 6.1% 1.6% △1.2% △10.8% △0.7% △9.5%

※生産量および伸び率は、中国セメント協会の毎年の公表数字を使用。

2024年の動向
セメント需要に大きな影響を及ぼす不動産市場関連指
標の悪化が2024年も止まらなかった。不動産開発投資、
不動産新規着工面積の前年比伸び率は、それぞれ11％減、
23％減と大幅に減少した。前年比4％増と堅調だったインフ
ラ投資の中でもセメント需要に寄与するとされる道路運輸
業、公共施設管理業の伸び率は前年比マイナス成長にとど
まった。これに伴いセメント生産量の伸び率は前年比10％
減に落ち込み、2010年の生産量レベルにまで下がった。

なお、日本のセメント製造最大手の太平洋セメントが
2022年の大連に続き、2023年には南京でのセメント製造
事業を停止したことにより、日本企業の直接投資によるセ
メント製造事業はなくなっている。

表２：セメントの全国平均市場価格推移（単位：元／トン）
2016-
年

2017-
年

2018-
年

2019-
年

2020-
年

2021-
年

2022
年

2023
年

2024
年

価格 280 350 427 439 439 486 466 394 384
伸び率 12% 25% 22% 3% 0% 11% △4% △15% △3%

出所：-「数字水泥」　普通珪酸塩42.5級、バラ品

セメント価格については、一般品である普通珪酸塩セメ
ント42.5級品の2024年全国平均市場価格は384元/トン
で、前年より3％下落した。要因としては、①不動産市場悪
化や地方財政逼迫による工事案件減少、②セメント需要低
迷に伴う市場シェア奪い合い、③輸送・環境対策などのコ
スト上昇分の価格転嫁が充分できなかったことが挙げられ
る。業界全体の利益は250億元にとどまり、前年からの減
少幅は22％、ここ17年で最低の利益額となった。セメント
関連上場会社21社のうち過半数が赤字または純利益の減
少幅50％超の不振に陥った。

中国国内でのここ数年の需要不振・価格下落は、輸出入
情勢にも大きな変化をもたらしている。セメント・クリンカ
輸出入量推移は表3の通り。2024年、輸出数量は大きく伸
びた一方、輸入数量は、引き続き大幅な減少となった。主
な輸入源であったベトナムが、中国への輸出による利益獲
得余地を失い、他国への輸出に切り替えている。

表３： 中国のセメント・クリンカ輸出入数量推移（単
位：千トン）
2016
年

2017-
年

2018-
年

2019
年

2020
年

2021
年

2022
年

2023
年

2024
年

輸出・-
セメント 8,146 8,765 7,535 5,085 3,043 2,034 1,865 3,615 5,022

伸び率 △11％ 8％ △14％ △33％ △40％ △33％ △8％ 94％ 39％
輸出・-
クリンカ 9,631 4,099 1,504 441 85 167 94 219 345

伸び率 47％ △57％ △63％ △71％ △81％ 96％ △44％ 132％ 58％
輸入・-
セメント 21 37 957 2,006 3,608 3,585 2,402 853 58

伸び率 △80％ 80％ 2,463％ 110％ 80％ △1％ △33％ △65％ △93％
輸入・-
クリンカ 44 871 12,669 22,743 33,366 27,719 8,385 436 277

伸び率 792％ 1,869％ 1,355％ 80％ 47％ △17％ △70％ △95％ △36％

出所：-「数字水泥」クリンカはセメントの中間製品である

主な政策・行政措置
セメント業界における生産能力過剰対策は次の4つの柱
で行われてきている。

生産ピークシフト政策
主に冬季の暖房供給期間、セメント生産窯を停止させる
措置であり、2014年より北方地区を中心に実施されてい
る。2020年12月には工業情報化部と生態環境部が連名で
「セメントのピークシフト生産常態化をさらに進めること
に関する通知」を公布し、ピークシフト政策の実施を常態
化させることを明確にした。北方以外のほとんどの地方政
府においても、春節期間や酷暑期間、雨季、または大気汚
染時や重大行事の時期に一定期間の生産停止を企業へ求
めるようになってきている。

生産能力置き換え政策
生産能力を増加させないという原則のもと、工業情報化
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部は2014年から新規増加の例外として生産能力の等量置
き換えや、環境敏感区域での減量置き換えを認めてきた。
その後も毎年のように生産能力置き換えに関する実施弁
法・通知を公布してきたが、抜け道が多く生産能力削減効
果は上がっていない。2024年10月には「セメント・ガラス
業界生産能力置き換え実施弁法（2024年版）」が公布さ
れ、置き換え条件をさらに厳格化した。

業界再編
優良企業をプラットフォームとして、政府指示ではなく市
場化手段により合併再編を促し、自主的な過剰能力削減を
目指す。大型合併再編は2017年までで一服し、それ以降は
集団内部の再編はあるものの、大きな動きはない。市場需
要が減少傾向となり生産能力の新増設が制限される中、生
産能力置き換え政策を利用して置き換え枠を購入すること
が、規模拡大実現の主要な方法となっている。他方、収益
率の悪化や生産能力置き換え政策の厳格化に伴い、今後
は大企業による中小企業の買収や大企業どうしの合従連
衡が進むと思われる。

環境政策
環境基準を守らない企業に対し、政府当局が生産停止
命令を出すなどして淘汰している。「市場参入ネガティブリ
スト」においては、環境保護関連規定を根拠にセメント生
産能力の新規増加を厳禁とする旨が引き続き定められて
いる。2024年1月にも生態環境部などが「セメント業界の
超低排出実施の推進に関する意見」を公布し、セメントク
リンカ製造企業に対し、期限を設けた低排出改造を促し、
環境基準未達企業に対する厳罰化がうたわれた。

2025年の展望
2024年12月の中央経済工作会議においては、2025年
の経済運営について、引き続き積極的財政政策と適度に
緩和的な金融政策を実施する方針が示された。政府はイ
ンフラ投資の積み増しや不動産業界救済など景気下支え
策を講じるとみられるが、不動産市場の停滞が経済を下押
しする状況は変わらず、セメント需要の足を引っ張ること
になろう。先行指標となる不動産新規着工面積も2024年
は前年比23％減(2022年は同39％減、2023年は同20％
減)と大幅に落ち込んだままである。中国セメント協会は、
2025年のセメント需要量について「下落幅は前年比5％」
の17億3,000万トンと予測。民間シンクタンクの中国水泥網
では16億8,000万トン(前年比8％減)と予測している。

セメント産業の問題点
生産能力過剰問題
過剰生産能力の削減については、政府通達は多く出て
いるものの、生産量を抑制するたぐいのものばかりであり、

具体的な生産能力削減方法・目標は示されていない。

セメントの生産量18億2,524万トンに対し、生産能力は
約35億トンと見積もられている。2024年には、11基（クリ
ンカ年産能力1,474万トン）もの新設生産ラインが稼働し
た。それに対して削減された生産能力は、生産ライン52基
（クリンカ年産能力3,825万トン）にとどまり、生産能力と
生産量の差はいっこうに縮まらない。生産能力置き換え政
策の内容不備・監督不備を指摘する声や、問題解決のため
にはさらなる強硬的な行政措置が必要である、との要望が
主に大企業経営者から聞かれる。

生産ピークシフト政策の実施における課題
2021年よりピークシフト政策の常態化が定められ、原則
としてすべてのセメント・クリンカ生産ラインは一定期間の
稼働停止を行わなければならなくなった。特に北方地区へ
の規制が厳しいとの不公平感や、各地区での監督管理度
合の温度差を懸念する意見が出ている。2025年の計画で
は、新疆ウイグル自治区で年間211日、青海省で200日、重
慶市で190日、河北省・遼寧省で150日など、生産停止要求
日数は各地とも年を逐うごとに増え続けており、企業側の
負担も小さくない。

CO₂排出削減
セメント業界のCO₂排出は、電力、鉄鋼業界に次ぐ排出
量と言われている。2024年9月には「全国CO₂排出権交易
市場にセメント、鉄鋼、電解アルミ業界を含める工作方案
（意見聴取稿）」が公布され、セメント業界は2025年から
正式に全国CO₂排出権交易市場に繰り入れられる予定であ
る。企業としては、2060年のカーボンニュートラル公約に
向け、生き残りのため、脱炭技術開発、脱炭コスト負担の
圧力にも立ち向かうことになる。

＜建議＞

1. 生産能力過剰問題関係
 生産ピークシフト政策措置の公平性の見直し
　セメント業界においては、生産能力過剰と環境問
題を解決する措置として、「生産ピークシフト」策
が実施されている。主に冬季（11月～翌年3月）に
セメント生産窯を一律に運行停止させる措置であ
る。競争力の劣る旧式設備の企業や省エネ・環境
基準をクリアできない企業と、資金をかけて省エ
ネ・環境対策を行っている企業を同一視せず、個
別の状況に応じた措置とするよう、各地の工業情
報化部門と業界協会に対して要望する。

2. 採鉱許可証期間延長手続の適正化
 採鉱許可証期間延長に際しての申請受け付け
期限の見直し
　セメントの主原料である石灰石鉱山における
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採鉱権（採鉱許可証）を保有する企業（採鉱権
者）が、採鉱許可証の期間満了に際して延長を
希望する場合、「鉱産資源採掘登記管理弁法」
第7条に基づき、期間満了の30日前までに採鉱
登記管理機関において延長登記手続をしなけ
ればならないが、「30日前まで」ではあまりにも
短すぎる。セメント製造企業にとって、採鉱権は
土地使用権とともに事業継続に欠かすことので
きないものである。土地使用権期間延長の申請
受け付け期限は、期間満了の「1年前まで」と規
定されており、事業継続の予見性・安定性を確
保するためにも、採鉱許可証についても同様に
延長の申請受け付け期限を「1年前まで」とする
ことを要望する。

3. 地方政府による政策的閉鎖命令の問題
 移転・閉鎖命令の適切なプロセスと遅滞ない補
償の要望
　華東地域において、法律法規を順守し環境・省
エネ・品質・安全に問題のないセメント生産工
場およびその原料鉱山に対し、地方の都市計画
や環境対策ということで事前通知なしに閉鎖命
令を出すという事例があった。この種の閉鎖圧
力や規制は科学的見地に欠け、公正な投資環
境に影響を及ぼすものである。国の関連当局に
おいては、各省市に対し適切な監督・指導をし
ていただくよう要望する。また、当該地方政府
は補償協議を特段の理由も示さず遅延させ、ま
たは合意成立後も財政難を理由に補償金の支
払いを「補償協議書」の約定によらず遅延させ
ている。政策性閉鎖とする場合には、日中韓投
資協定に基づくなど、公正な市場価格にて遅滞
なく補償するよう要望する。
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７. 鉄鋼

中国鉄鋼業の概況
2024年の中国の粗鋼生産は前年比1.7％減の10億509

万トンと、減少に転じた。世界の粗鋼生産は前年比1.0％減
の18億8,458万トンとなり、世界に占める中国のシェアは
0.4％ポイント低下の53.3％となった（図）。

図： 中国の粗鋼生産量と世界シェア
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出所：-世界鉄鋼協会（worldsteel）

中国鉄鋼業の2024年の動向と2025年の重点ポイント
2024年の中国鉄鋼業は、2020年以降の鉄鋼需要ピー
クアウト局面において、供給過剰の状況がいっそう顕著と
なった。鉄鋼需要（粗鋼換算見掛消費量）は前年比5.4％
減の8億9,200万トンと粗鋼生産量のマイナス幅（1.7％減）
を大きく上回った。中国鋼鉄工業協会（CISA）が公表する
中国鋼材価格指数の平均は前年比8.39％減、重点鉄鋼企
業の利益は前年比50.3％減、売上高利益率は0.71％と非
常に厳しい情勢となった。

業界では環境負荷低減や高付加価値化を志向しつつ
も、各指標は「三高三低」（高生産、高コスト、高輸出、低
需要、低価格、低収益）となり、これらを生じさせるコス
トを度外視した短期利益の追求と低収益・低価格競争は
「内巻式」悪性競争などと呼ばれることとなった。

産業政策面においては、4月の大規模設備更新政策（国
発[2024]7号）にて鉄鋼業では省エネ・脱炭素関連の設備
更新の支援が盛り込まれるとともに、2024年5月末公表
の国務院「2024-25年省エネCO2削減行動計画」（国発
[2024]12号）の重点任務として鉄鋼業に対し各種環境・エ
ネルギー指標の目標や粗鋼生産量のコントロール強化を
求めた。また、生産能力の管理に関しては8月に「鉄鋼生産
能力置換」政策が一旦停止されたほか、11月には2015年の
「鉄鋼業規範条件」改定案が提示・意見募集されるなど、
情勢変化に伴い政策を軌道修正する動きがあり、2025年
以降はこれらの政策が実施に移されていくとみられる。

鉄鋼需給～2024年の回顧と2025年の展望
2024年、鉄鋼需要の過半を占める建設向けは、不動産
業の低迷により不振が続いた。不動産投資額の3/4を占め
る商品住宅の販売面積は前年比14.1％減、新規着工面積
は同22.5％減、不動産開発投資全体は前年（同9.6％減）
からマイナス幅が拡大し同10.6％減となった。

建設需要が落ち込む中、2024年の固定資産投資額（前
年比3.2％増）は、大規模設備・消費財買替政策の効果や
金融緩和措置の期待を反映し、特に秋口以降は製造業向
け（同9.2％増）が牽引した。

工業生産の推移を見ると、工作機械（同7.4％増）や油
圧ショベル（同25.7％増）が年央より回復、自動車生産台
数も10月以降は前年を上回って推移した（同3.7％増）。ま
た、近年では国内で製造され最終製品として輸出される鉄
鋼の間接輸出量の増加も一定程度内需を支えているとさ
れる。

世界鉄鋼協会（worldsteel）による2024年10月公表の
短期鉄鋼需要見通しでは、中国の2024年の鉄鋼需要は前
年比3.0％減、2025年は1.0％減との予想が示された。中国
鋼鉄工業協会（CISA）によると、2025年の鉄鋼需要は引き
続き減少するものの、製造業向けはプラスを維持すること
で、全体のマイナス幅は縮小するとみている。

鉄鋼貿易～2024年の回顧と2025年の展望
2024年は国内需要が減少する中、鋼材輸出は前年比
22.7％増の1億1,072万トンと4年連続の増加、8年ぶりに1
億トン台を突破し、2015年に次ぐ過去二番目の高水準と
なった。一方、鋼材輸入は同10.9％減の681万トンと4年連
続減、1992年以来の700万トン割れ（=1992年が618万ト
ン）の低水準となった。

中国政府は増加傾向にある鋼材製品輸出に対し2021年
以降、輸出増値税還付を取り消しており、同方針は2024年
も変更なく継続された。他方、CISAは国際市場における中
国製鋼材の競争力維持のため、政府関連部門に対し高付
加価値鋼材の輸出奨励提案を継続しているが、2024年は
鋼板類5HSコードの細分化、2025年はステンレス棒鋼の
1HSコードの細分化などの調整にとどまっている。

鋼材輸出の急増に伴い、2024年は世界の対中鋼材新
規貿易救済案件は33件と、2020～2023年の累計件数を
上回っている（CISA調べ）とされるほか、米中貿易摩擦と
その各種影響など、先行きは予断を許さない状況となって
いる。

また、日本製ステンレス製品に対するアンチダンピング
課税措置は2024年7月に撤廃された。

鉄鉱石・鉄スクラップ等について
2024年の国内鉄鉱石産出量は前年比1.2％増の10億
4,194万トン、輸入鉄鉱石は同4.9％増の12億3,655万トン
と、ともに2年連続増となった。また、原料炭輸入量は同
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19.3％増の1億2,225万トンと鉄鋼需要が減少する中で輸
入鉄鉱石・原料炭とも2年連続で過去最高を更新した。政
府・業界を挙げて自社海外鉱山・国内鉄鉱石開発を推進し
ているが、鋼材市況の下落に比べ、原料価格の下げ幅は緩
やかであることが、鉄鋼企業の収益を圧迫しているとの指
摘もある。

中国政府は2025年末の鉄スクラップ利用量3億トン、電
炉鋼比率15％などの目標値を掲げ、近年注目される鉄スク
ラップだが、建設需要低迷を反映し市況は低迷、輸入量は
前年比53.5％減の25万トンと2年連続減となった。他方、
2024年は新旧買い替え政策が推進される中で、税法上の
リサイクル企業の「逆発行インボイス」が認められ、また10
月には国営企業として中国資源循環集団の設立や、鉄スク
ラップ規格の改定が行われるなど、利用促進に向けた環境
整備が進められた。

省エネ・環境保護に関する動き
2020年にダブルカーボン目標が定められて以降、2024
年は近年の鉄鋼業を巡る脱炭素に関する情勢変化を踏ま
えた2060年までの技術ロードマップの更新が行われた。
ダブルカーボン目標は中国鉄鋼業界の質の高い発展を遂
げるための重要な手段とみなされており、うち「超低排出改
造」と「極限までの鉄鋼エネルギー効率化」は重点事業と
して推進されている。

「超低排出改造」は2024年末現在、126社・5億5,300
万トン分の粗鋼生産能力で改造が完了し、「極限までの鉄
鋼エネルギー効率化プロジェクト」では、117社・粗鋼生産
能力6.6億トン相当が先導企業として選定、育成されたとさ
れる。

また、2022年5月に開始した鉄鋼業界EPD（環境製品宣
言）プラットフォームでは、2024年末までに累計210件の
EPD、14件のPCRs（プロダクト・カテゴリー・ルール）が公
表されたほか、10月には新たに低炭素排出鋼基準および
低炭素排出鋼をCISA団体標準として定めた。

排出量取引制度案では生態環境部は鉄鋼・セメント・電
解アルミを全国制度に組み入れ、2024～2026年を起動実
施期間として無償枠で運用し、2027年末以降を深化完成
期と2段階にステージを分けて運用する方針が示されると
ともに、年末には鉄鋼業の報告制度等、制度設計案も公表
された。

＜建議＞
 鉄鋼生産について
　2024年は政府方針「2024～2025年の省エネ
ルギー炭素削減行動方案」（国発[2024]12号）
において、前年に引き続き粗鋼生産量の抑制
が掲げられた。国内鉄鋼需要が大きく減少する
中、業界団体（CISA）は中国鉄鋼企業に対し、

需要に基づく自律的減産を繰り返し呼び掛けた
にもかかわらず、需給ギャップは拡大、鉄鋼輸
出量は過去最高水準に迫り、収益は大幅に悪化
した。2025年の内外経済の不透明感はいっそ
う強まるとみられている中、短期的な変動にと
らわれずに中長期的視点で鋼材需要水準を見
定め、果断に構造調整を進める段階にあると
思料する。

　中国の製鋼能力は生産能力置換え政策下で
も2018年以降、再び増加傾向が続いており
（2023年末11億804万トン、2018年末：10億
2,693万トン、国家統計局）、さらに近年は月間
生産量から推定される最大粗鋼年産量が、年
間製鋼能力を上回る傾向が続いていると認識し
ている。

　中国政府と鉄鋼業界では生産能力の適切な管
理・ガバナンスの構築に取り組んでいると承知
しているところ、中長期的な視点に立った適切
な生産能力の調整が早期に行われることを望む
とともに、日本鉄鋼業としてもこれまでの経験
の共有など、中国側への協力を惜しまない所存
である。

 世界の鉄鋼過剰生産能力問題に対する取り組み
　2016年に発足した「鉄鋼過剰生産能力に関す
るグローバル・フォーラム（GFSEC）」では、世
界鉄鋼業の過剰生産能力問題を協議する多国
間枠組みとして、27カ国・1地域が参加し、多様
な観点から議論・情報共有が継続されている。
2024年においてもGFSEC非加盟国も参加し、
国際的な鉄鋼業の課題・協力の在り方について
議論が行われた。

　中国政府は2019年に離脱したが、世界鉄鋼生
産・消費の過半以上を占め、また近年は国外に
も一貫製鉄所を有し国際的な影響力を一段と
増している責任ある鉄鋼大国として、中国政府
の積極的な関与を期待したい。

 鉄鋼貿易
　中国政府はこれまで鉄鋼輸出を奨励しない
方針を繰り返し表明しているにもかかわらず、
2024年の鉄鋼輸出は前年を大きく上回り、
2015年の過去最高とほぼ同レベルの1.1億トン
超に達した。中国政府の輸出抑制方針にもかか
わらず高水準の鉄鋼輸出が続き、国際鉄鋼市
場に甚大な影響を及ぼし、世界的な新規貿易
救済措置の発動が相次ぐ現状を招いたことを日
本鉄鋼業は憂慮するとともに先行きについても
非常に懸念している。

　日中鉄鋼貿易においては、両国政府主催の「日
中鉄鋼対話」が、双方の鉄鋼市場や鉄鋼貿易
の現状認識、関心事項について意見交換が行
われており、2024年は東京において開催され
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た。本対話を通じて相互理解の醸成に努め、信
頼関係を深めることで、通商摩擦の未然防止に
繋がることを願っている。

 省エネ・環境対策について
　中国鉄鋼業は2060年までの期間を4段階に
分けた技術ロードマップに基づき、カーボン
ニュートラルの取り組みを進めている。2024年
に中国政府は「鉄鋼業の省エネルギー炭素削
減特別行動計画」の中で2025年までの着実な
削減目標達成を求め、国内排出量取引制度で
は鉄鋼業を包含する方針を打ち出したほか、鉄
鋼業界では「低炭素排出鋼評価方法」を策定・
発表するなど、政府、業界ともにさまざまな施
策が進められていると認識している。

　脱炭素、地球温暖化対策は、鉄鋼業の持続的
発展に向けた世界共通の重要なテーマとなっ
ており、日本鉄鋼業は日中両業界が2005年7月
にスタートした「日中鉄鋼業環境保全省エネル
ギー・先進技術専門家交流会」を通じて、引き
続き相互理解が深まることを期待している。

 統計
　中国国家統計局が毎年公表する製鋼能力
（2023年末は11億804万トン）と、国家統計局
が月次で発表する粗鋼生産量から推計される
最大粗鋼年産量との間に生じる齟齬が、長年に
わたり解決されていない。世界粗鋼生産の半分
超を担う責任ある一大鉄鋼生産国として、より
透明性と信頼性を伴う製鋼能力に対する統計
の整備が急務であると認識している。

　鋼材の品種別生産統計の公表では、2020年12
月を最後に、それまでの24品種から僅か5品種
に減少している。また、これまで中国税関総署
より提供されていた輸出入統計も2018年3月を
最後に停止されており、鋼材の品種別生産統計
とあわせて、早期に従前の公表形態に復するこ
とを強く要望する。

　さらに鉄鋼生産統計においては、鋼材の重複計
上の問題が依然として解消されていない。将来
にわたり中国鉄鋼業が持続的な発展を維持す
るためにも、鉄鋼生産の正確な把握は重要であ
り、重複を除いた統計の公表、あるいは重複分
の調整方法が開示されることを要望する。
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８. 家電
2024年中国国内家電市場の総売上高は7,703億元で、

前年比4.3％増となった。中国政府は2024年下期に国内
消費の喚起策として、消費財の買い替えを奨励する下取り
制度「以旧換新」政策を実施し、下期は前年同期比12.0％
増と（上期(1-6月)は前年同期比3.6％減）、政策対象品の
大物家電等が市場を大きく牽引した。

2024年の家電オフライン市場全体金額は前年比110％
で、冷蔵庫116％、洗濯機112％、乾燥機131％等が市場を
牽引した他、オンライン市場全体金額は前年比101％で、ド
ライヤー116％、レンジ118％、乾燥機136％等が大きく伸長
した。

不動産市況における新規住宅およびリフォーム需要の低
迷を一因に、テレビの需要は引き続き減少した。カメラ製
品はコロナ明けからのリベンジ消費がひと段落し、2024
年下期の成長速度は減速した。

2024年も2023年同様に「理性消費」や「消費降級（ダ
ウングレード）」「平替（コストパフォーマンス）」重視の節
約志向・消費基調は続き、消費を通して精神面を満たす「情
緒消費」も注目され、消費者の趣味・興味の追求、ワーク・
ライフ・バランスなどが社会的な関心事ともなった。

主要商品の概況
薄型テレビ
2024年のテレビ販売は以旧換新政策により需要喚起が
なされたものの、通年の販売台数は3,000万台となり、減少
が続いている。不動産需要の動向はいまだ不透明であり、
以旧換新政策による継続的な下支えが必要とされている。
以旧換新政策によりテレビ画面の大型化がさらに進んだ。

販売チャネルはオンライン比率がさらに増加し、薄型テ
レビ販売数量の70％まで伸長した。以旧換新政策の利用
を積極的に推進した結果、独身の日（1111セールス、双11
商戦）にはECチャネルが大きく成長した。以旧換新政策
は2025年も継続することが決定しており、現在（2025年2
月）時点で、ほぼ全国でプログラムが実施されている。

図１： 薄型テレビ販売台数（単位：100万台）
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出所：-- AVCの情報を基に作成

デジタルカメラ（レンズ交換式カメラ）
2024年のデジタルカメラ市場は618商戦まで需要の急
速な回復が続いたが、年後半の独身の日商戦は成長が鈍
化した。通年の販売台数は前年比17％増の約177万台とな
り、成長を続けている。

販売チャネル別では引き続きECによる販売が成長を牽引
し、レンズ交換式カメラ販売台数の62％を占めるまでに伸長
した。若年層や女性層向けの入門機需要が成長した一方で、
高級価格帯の商品については広告投資の減少、結婚式など
イベントでの写真・ビデオ撮影単価の低下により、職業カメラ
マン、ビデオグラファー向けの需要が減少したと見ている。

現在（2025年2月）時点で、一部地域ではカメラ製品の
以旧換新政策を実施している。今後、政策実施が広がれ
ば、若年層需要が刺激される可能性はある。

図２： レンズ交換式カメラ 販売チャネル別販売台数
（単位：1,000台）
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出所：-Gfkデータ

エアコン
2024年の家庭用エアコンの販売台数は4,638万台と
なった。以旧換新政策により家庭向けの買い替え需要が回
復し、前年比9.6％増となった。市場別では、オフライン市
場が前年比10.0％増、オンライン市場が前年比9.3％増で
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あり、オンライン・オフラインともにほぼ同等に成長を牽引
した。機能面では換気、除菌機能がスタンダード化し、無
風感気流など快適な気流制御と併せて「健康」価値訴求の
強化が各社の傾向として見られ、今後もこのトレンドは継続
すると見られる。また、中国消費市場の全体のトレンドであ
るコストパフォーマンス重視、市場の二極化がエアコン市
場でも進んでおり、家庭用での大型化が進む一方で低中価
格帯市場での価格競争が激化している。

図３： 家庭用エアコン販売台数（単位：万台）
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-出所：- GfK

冷蔵庫
2024年の冷蔵庫市場は台数ベースでは前年比2.4％減
の3,259万台とマイナス成長となった（金額ベースでは前年
比101％）。オフライン市場は以旧換新政策を背景に店舗
等で購入する消費者が拡大した影響により、前年比7.8％
増の771万台と伸長した。オンライン市場の構成比は、
台数ベースで前年比3ポイント減の76％（金額ベースでは
55％）となった。キッチン空間の生活向上を求め、キッチン
にスキマなく設置できる冷蔵庫も人気の上、家電のセット
購入を求める消費者も多く、家電量販店のみならず、モデ
ルルームなどへの訪問も増えている。

図４： 冷蔵庫販売台数（単位：1,000台） 
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出所：-泛博瑞咨詢、Cast-Global-Consulting

洗濯機
2024年の洗濯機市場は台数ベースで前年比8.1％増の

3,584万台とプラス成長となった。オフライン市場は、冷蔵
庫同様に以旧換新政策を背景に、前年比5.6％増の704万台
と伸長した。オンライン市場の構成比は台数ベースで前年
同様に80％(金額ベースは63％)となった。乾燥機市場は堅
調に伸長し、台数ベースで前年比39％増の332万台となった
一方、消費者の洗濯機ニーズの多様化は進み、洗濯機・乾燥
機一体型のみならず、専門性高い機能の単機能型洗濯機と
乾燥機のセット購入を求める消費者も増えている。

図５： 洗濯機販売台数（単位：1,000台） 
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出所：-泛博瑞咨詢、Cast-Global-Consulting

オンラインチャネル環境
中国のオンライン最大商戦である双11商戦の2024年ネッ
ト総取引額は、2022年以降、天猫と京東いずれも公表して
いないが、市場全体では前年増となった模様。2024年双
11は商戦期間の長期化もあった中、天猫・京東をはじめと
する既存総合プラットフォームの販売額も前年増となり、天
猫、京東、拼多多の3社がトップ3を占めた。一方市場を牽
引したのは、抖音（Tiktok）、快手などライブコマースを交え
た新興プラットフォームで、販売を2桁以上伸ばした。また
以旧換新政策との併用が可能となったこともあり、商戦全
体の流通取引総額（GMV）を高めることにも繋がった。

ライブコマースは、リアルタイムでのやり取りや情報伝
達力の高さを特長に、ここ数年大きく伸ばしてきた中、消費
者からはより質の高いライブコマースが求められている。
従来の芸能人やインフルエンサーの知名度に頼るライブコ
マースではなく、プロフェッショナルなライバー（ライブ配
信者）を起用した、良質なサービスを伴う質の高いライブ
配信が業界の主流となっている。
出所：-Cast-Global-Consulting

家電市場における消費トレンド
2023年アフターコロナ以降、消費復興に大きな期待を
寄せてきたが、巣ごもり生活の反動から外出や社交に対す
るニーズが爆発的に増加した一方で、不動産不況など先行
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きへの不透明感も続き、家電をはじめとする耐久消費財の
回復は限定的である中、2024年下期は政府政策の「以旧
換新」の実施により、家電市場は活性化した。一方消費者
は理性的な消費として、消費者自身のニーズを的確且つ慎
重に分析し、品質と価格のバランスを考える行動となって
いる他、心身の健康を重視する消費者も増え、心の癒しを
より強く求める「癒し経済」、自身を悦ばせる「悦己消費」
もトレンドともなっている。

家電市場においては、これらトレンドや消費行動を受け、
コスパ重視・ハイエンドとローエンドの2極化消費が進んで
いる。また消費者のライフスタイルや、生活レベル向上に向
けて、厨房・リビング・寝室・バスルーム・ベランダなど、それ
ぞれの生活空間でより快適に過ごしたいというニーズも顕
在化してきており、空間デザインとの調和を重視したビルト
イン家電も求められている。一方でこれら消費者の家電関
連の情報収集は、他消費財同様に、抖音（Tiktok）や小紅書
（RED）等のソーシャルメディアが情報源となっている。

出所：-Cast-Global-Consulting

＜建議＞
1. 廃棄電器電子製品回収処理管理条例関連

 廃棄電器電子製品回収体制および解体廃棄物
処理施設の整備強化
　廃棄電器電子製品リサイクル企業の経営の健
全性確保のために、廃棄電器電子製品回収体
制および解体廃棄物処理施設の整備強化を要
望する。

  生産者責任延伸制度の制定時における実証活
動成果の公開、共有およびその考慮
　生産者責任延伸制度は企業のみの責任ではな
く、政府・生産者・卸業者・消費者などにも責
任があり、お互いに協力する必要がある。また、
2022年からはローカル大手家電6社参加の廃
旧家電回収目標責任制度の実証が開始されて
いる。よって、生産者責任延伸制度の制定時に
は、上記実証活動の成果を公開、共有するとと
もに企業と十分に話し合い、企業の経営コスト
などを十分に考えた上での判断を要望する。

2. 省エネ関連（エネルギー効率ラベル制度）
 エネルギー効率ラベル制度および関連法規・基
準の整理と効率的運用
　エネルギー効率ラベル制度の対象製品となった
場合、メーカーにとって、能率限度値および能率
等級の認証、試験、マーク添付等が煩雑でコスト
アップの要因となる。関連法規・基準の整理と効
率的運用を要望する。特に施行前にすでに市場
で販売している製品は、特定が難しく対応は現
実的でないため、対象外とすることを要望する。

3. 物流関連（輸送包装規制）
 「包装性能証明書」基準の見直しおよび規制緩和
　中国で危険品の輸送包装に関する基準は厳し
く要求されており、近年重要性が増している車
載電池については9類危険品として、海上輸出
ではⅡ類包装規則が適用されている。

　海上輸出梱包用の通い箱は、使用の都度、税
関検査センターにサンプルを提出し、落下検査
（1.2メートルの高さから5回）を受けて「包装
性能証明書」を取得しなければならないが、検
査期間だけで約2週間を要し、且つ「包装性能
証明書」は1通にあたり最大通い箱1万箱の制
限がある。（1万箱を超える場合、複数の申請が
必要）

　企業では生産・出荷量の変動に柔軟対応でき
るよう、実際使用量より1.5～2倍の通い箱を確
保するケースが一般的な中、申請費用と梱包材
コストも本来必要な金額に比べて高額となり、
安価で大量輸送が可能な海上輸送へのモーダ
ルシフトが進まず、コスト競争力の向上・物流分
野における環境負荷低減の実現に困難が生じ
ている。

　包装認証の取得費用

・-中国--約1,000元/インボイス（輸出毎）

・-日本--20万円/年（輸出毎の認証は不要）

　従って、同一商品に対する輸送包装に関する検
査については、都度検査ではなく定期的（四半
期あるいは半期に1度等）に検査・認証を受け
て「包装性能証明書」を取得すれば、期間中の
再検査を免除するなどの、基準の見直を要望
する。あわせて、「包装性能証明書」の箱数拡大
（現行の最大1万箱→最大10万箱）を含めた規
制緩和を要望する。

4. 製品安全規格
 製品安全規格GB 4943.1-2022における国際規
格に沿った市場監督の運用
　製品安全規格GB-4943.1-2022はAV・IT機器の
難燃性に関する基準を含み、国際基準に準じて
材料の難燃グレード認定または実機の燃焼試
験（S.2試験）の2つの方法を規定している。し
かし、市場監督局は実機のS.2試験のみを要求
する動きがあり、認証取得の監督局と市場検査
の監督局が異なるため、市場検査で安全規格
に不適合と判定されるリスクがある。

　これにより、販売停止となる可能性があり、企
業の商業活動に大きな影響が出ることが懸
念され、中国国内外の団体（CECC、USITO、
JEITA、CAEFIなど）も同様の懸念を示してい
る。市場監督の運用においては、国際規格に
沿った柔軟な対応を要望する。
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９. 事務機器

中国の事務機市場概況
中国の事務機器（OA機器）市場は、2008年のリーマン

ショック、2012年以降の中国経済減速などにより一時的
に鈍化したが、習政権の「新常態（ニューノーマル）」政策
による投資主導から消費主導への路線転換が成長を後押
しした事もあり、基本的には堅調に推移してきた。2020年
に拡大した新型コロナウイルス感染症の影響で、中国政府
によるゼロコロナ政策が実施され始めて以降、断続的且
つ大規模な都市封鎖により生産、販売共にこの政策の影
響を大きく受ける状況が各社とも長く続いたが、2022年
12月に突如としてゼロコロナ政策が解除された。2023年
上期末まではこの政策の反動もあり、事務機器業界も比
較的好調に推移したが、下期以降は急速に景気の悪化が
顕著となり、政府系および民間とも経費削減が徹底され、
PV（Print Volume）の減少、機器の使用期間延長、入替商
談の減少などが各地で顕著となり、事務機メーカーは正に
冬の時代を迎える状況となった。

中国の事務機器（OA機器）市場は、欧米と比較すると
中期的にはまだカラー機の成長が期待できる巨大市場で
あり、今後も事務機メーカー各社は重要市場として注力
していくであろう。市場の特徴としては、モノクロ機およ
び低価格のカラー機が主流である点が挙げられる。近年
は各社が低価格のカラー機に注力しており、カラー機の
販売が大きく成長している。また、米中貿易摩擦を契機と
して2019年頃から政府系商談を中心に中国産/中国メー
カー製造を指す「国産」要求が多く見られるようになり、
業界の新たなトレンドとなりつつある。このような市場に
対応するため、各メーカーは複合機の性能を限定して、価
格を抑えた中国専用モデルやOEM製品の発売などで拡
販に努めている。一方でアフターマーケット（トナー、イン
ク、パーツ）は、模倣品やサードパーティー製品の影響によ
り、他国とは異なり純正消耗品販売が市場の本体販売数
の増加に連動して伸びないという問題に直面しており、各
OA機器メーカーともさまざまな対策を長年に渡って講じ
ているが効果の兆しが見えず、各社とも苦労している。

多様な販売ルート
事務機の販売ルートに関しては、メーカーの直接販売も
あれば、代理店を通じた販売もある。中国は国土が広く、
直接販売はおおむね沿岸部の大都市が中心であり、内陸
部は代理店を通じて販売する傾向にある。代理販売におい
てもエンドユーザーに直接販売する場合と、さらに二次卸
店などの代理店を通して販売する場合に分けられる。近年
ではSI（System-Integrator）経由や京東などの巨大プラッ
トフォームを展開するECが新たな販売ルートとして確固た
る地位を築きつつある。

PP印刷分野の拡大
各OA機器メーカーはProduct ion- Pr int ingまたは
Professional-Printing（以下、PP）と呼ばれる、高速・高品
質・大量印刷分野にも積極的に進出している。かつてオフ
セット印刷が担っていたこの分野は、デジタル化に伴い、
OA機器メーカーが得意とする電子写真方式およびインク
ジェット方式により拡大しつつある。このPP印刷分野、特に
企業内印刷、グラフィックアートなどの分野に各社が積極
的に市場進出、事業拡大をしており、OA機器業界のトレン
ドとなりつつある。近年は産業用印刷の分野にもOA機器
メーカーが進出し、ますますオフセット印刷領域への浸透
を図っている。

顧客ニーズの多様化
中国経済の発展に伴い、OA機器分野に対するエンドユー
ザーのニーズも多様化してきた。例えば、印刷環境の分析と
デバイスの適正配置によるTCO削減、ICカード認証と連携
したセキュリティ管理、PCやサーバーなども含めた総合的
なIT環境ワンストップサービスなど、日本や欧米諸国と同
じようなオフィス環境を求めるエンドユーザーも増加傾向
にある。各社OA機器の機能がコモディティ化を迎えている
背景もあり、メーカーは従来のOA機器単体の販売（いわゆ
る箱売り）からの脱却を図り付加価値の創出に奔走してい
る。また、政府系顧客や中資系大手企業では、全国統括購
買を採用する企業も徐々に増えてきた。オフィスのDX化の
中で購買仕様に比較的複雑なシステム構築を求める入札案
件も増え、各メーカーには高度な案件対応、アフターサポー
トの体制作りが求められるようになっている。

中国事務機市場の特徴と問題点
中古機市場：本体販売への影響
中国のOA機器市場において特徴的な点が中古機販売ビ
ジネスである。中古機販売のルートは、海外からの中古機
の輸入再生による販売、また国内機器の回収による再販が
あげられる。中古機の商流は多種多様で、代理店の独自回
収による再生販売、専門の中古機業者を介した販売など、
長年にわたり確固たる販売網およびサービス網が確立され
つつある。中古機市場については統計として正確なデータ
はないが、新品のOA機器市場と同等もしくはそれ以上の市
場規模があるともいわれている。

また、近年はOA機器本体にスピードアップなどを施す改
造機の存在もあり、純正のOA機器販売に影響を与えてい
る。本体販売への影響は結果的にアフターマーケットビジ
ネスにも影響を及ぼすため、各OA機器メーカーともこの中
古機市場の動向については注視している。

中国政府は環境対策として、企業に対して生産、販売お
よび回収まで含めた製品サイクルへの対応を求めており、
廃棄電器電子製品回収処理管理条例（いわゆる中国版
WEEE）がOA機器本体に適用された。条例の施行に伴い、
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各OA機器メーカーの社会的責任が増していくと同時に、す
でに確立されている中古機業者と処理業者、回収業者との
間の法整備などは、今後検討が必要になっていくことが予
想される。

模倣品の存在：アフターマーケットビジネスへの影響
OA機器市場は、機器の販売とそれに伴うアフターサー
ビスのビジネスが中心であるが、中国ではトナーやインク、
パーツなどの消耗品に関し模倣品等の影響が大きく、日本
や欧米諸国と比較するとアフターマーケットで売上および
収益を上げることが大変難しい状況にある。執行機関の摘
発活動の強化や法制度の整備等により、公然と模倣品を
製造販売する業者は減少しているものの、模倣品自体はい
まだ市場に存在している。最近は模倣業者の分業化、巧妙
化に加えてEC市場の拡大もあり、従前に比較して摘発活動
の難易度は上がっている。また、日本や欧米諸国では一般
的に採用されているOA機器のメーターチャージ保守契約
は、中資系企業においても徐々に増加傾向にあるものの、
いまだ多くの企業では獲得が難しく、各OA機器メーカーの
安定したアフターサービスビジネスに大きく影響を与えて
いる。

製品に対する純正消耗品比率は各社および商品セグメン
トにより多少異なると思われるが、中長期での企業収益、
事業基盤の安定のためには、その比率を向上させることが
カギとなることは間違いない。特に中国市場では低価格機
種が需要の半分以上を占めており、厳しい価格競争の中、
OA機器本体で利益をあげることが難しくなってくる傾向に
あり、アフターサービスによる安定収益獲得の重要性が増
している。

各種認証および国家標準、または公告対応に伴う
メーカーの負荷増大
特に近年は関連当局から非常に多くの認証、国家標準等
規制の公布が相次いでおり、これが強制ではなく、推奨式
であったとしても政府調達の際に加点対象となることが多
く、この対応に各メーカーが苦慮している状況が続いてい
る。また、後述の「⑤技術標準・製品認証」の建議にも記載
したが、新たな認証/標準および公告について、公布日から
実施日まで（過渡期）が短く、短期間での対応が求められ
るケースが多いのも特徴の一つである。

中国事務機市場の将来
今後の成長と展開
中国のOA機器市場は、先進市場と比較しても巨大な市
場である。現状は低価格機が主流の市場ではあるが、過
去の先進国同様、経済の発展に伴い、次第にモノクロ中速
機、およびカラー機の比率がさらに上昇することが期待さ
れる。現に昨今の中国も例外ではない市場変化を見せつつ
あり、各OA機器メーカーはモノクロ中速機、カラー機の販

売、またソフトウェアなどのソリューションを組み合わせた
付加価値商談の提供に注力している。

また、中国国内におけるWeChatをはじめとしたSNSや
ECの急速な普及に伴い、メーカー各社の販売やマーケティ
ングの手法には市場への柔軟な対応が求められている。
中国は前述のWeChatを用いたWeChatPay（微信支付）や
AliPay（支付宝）など、モバイル決済に関して世界一の利
用者数を誇っている。OA機器の基本機能がコモディティ化
し、価格競争が激化する中、人件費の高騰によりアフター
マーケットビジネスの全体的な収益性低下も避けられな
い。モバイル決済による印刷料金支払いへの対応など、付
加価値提供による差別化が今後のOA機器業界のトレンド
となっていくと思われる。また、政府系商談を中心に中国
メーカーの指定商談が徐々に増えており、外資メーカーが
参加できない商談も出てきている事からこの対応もメー
カー毎に進めていく必要がある。日系企業は以上のような
産業・市場認識の下、日々ビジネスに取り組んでいるが、そ
の中で直面している問題・建議として、以下の内容を中国
政府に改善要望したい。

＜建議＞
 製品標識標注規定廃止に対する代替措置
・-製品標識標注規定の廃止に伴い、製品品質法
に従うと輸入製品についても国内製品と同様の
記載が必要になっている。例えば、生産工場の
名称と住所を記載する必要があるが、国外生産
委託製品の場合、委託先の工場名や国外の住
所を記載するよりも、製品標識標注規定で許可
されていた輸入業者または販売者の情報を代
替として記載する方が消費者にとっては有意義
と考えられる。製品標識標注規定廃止に対す
る代替措置の検討を要望する。

・-本体の修理サービス用のパーツについては、基
本的にDealer-Enduse契約当事者間で販売さ
れている。パーツは基本的に専門能力を有す
るサービスマンが取扱う商品であり、このパー
ツ製品の包装表示に関する表示事項はエンド
ユーザー向けのものよりも簡略化し、当事者間
の契約に従って提供してもよいと明確化するこ
とを要望する。

 「電器電子産品有害物質制限使用管理弁法」
・-合格評定制度は正式運用が開始されているが、
電池については技術的にも別途規定し、製品と
しても部品としても対象目録から除外し、EUな
ど世界の制度と整合性を取っていただくことを
要望する。

・-規制物質追加や標識要求が改定される場合、
実施に向けての準備に配慮いただき、1年以上
の十分な移行期間を設定することを要望する。
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 模倣品（消耗品）取り締まり
・-行政による模倣品の取り締まりは強化の方向に
あるものの、依然として模倣品（消耗品）が多く
存在している。懲罰的効果を高め、再犯を防止
するためにも、トナーボトルやインクボトルのプ
ラスチック成型用の金型（高価であり製造自体
に時間がかかる）の押収を要望する。

・-中国で生産される模倣品が海外へ輸出されるこ
とにより、海外市場での模倣品流通を助長する
恐れがある。欧州で模倣品として差し止められ
た製品の出荷元の多くは中国および香港であ
るとするEUの報告もある。税関による模倣品輸
出取り締まり強化を要望する。

 改造機の取り締まり
　事務機器の改造機は、外観の名称変更による
虚偽表示から、事務機本体のコントローラーの
改造によるスピードアップや機能の追加など多
岐に渡る。改造方法は年々巧妙化しており、組
織的に改造を専門とする業者も存在しており、
消費者は正規品であるか判断できないものが
多い。消費者保護のためにも、引き続き改造業
者の取り締まり強化を要望する。

  技術標準・製品認証
・-2016年国務院弁公庁は「統一グリーン製品標
準/認証/標識システム構築に関する意見」を発
表した。しかし実態として、低炭産品、生態設計
産品、緑色設計産品、緑色産品認証など新しい
製品環境標準および認証の検討が止まらず、従
来からある標準と認証も併存し、企業にとって
は対応すべきものが次 と々増え負荷が大きくな
る事が懸念される。統一計画を情報公開し、整
理・集約を要望する。

・-強制性標準の適合期限について、下記3点の改
正案を建議する。昨今中国政府から新たな強
制標準の執行が多発している。新強制性標準
の実施日以降、中国国内製品として生産するも
の、または海外生産品を輸入製品として通関す
る製品は、メーカーとして期限までに新強制性
標準を満たすように努力する。一方で、新強制
性標準の実施日より前に旧標準に従って国内で
生産または海外から適切に輸入された製品（以
後「旧品」と略称）については、（1）生産日（輸
入製品：通関日）当時の標準を問題なく満たし
ているため、販売会社在庫となった旧品を継
続販売してよいとすることを要望する。仮に新
強制性標準の実施日以降、健康と財産安全の
保障など特殊な事由のために旧品の販売を禁
止するべき特殊な事由がある場合、個別にその
内容に応じた法令を発行することを要望する。
（2）もし上記（1）が困難な場合、新強制性標
準の実施日以降に行われる市場抜取検査にお

いて、旧品に対して生産日（輸入製品：通関日）
当時の標準に従った検査をお願いすると共に、
旧品の販売者に対して新強制性標準に適合し
ない製品の販売を理由とした法的責任を追及
しないと明確化していただきたい。（3）または、
新強制性標準への対応期間（標準の公布日か
ら実施日）に対して、企業が充分に旧品の消化
ができる期間を設定していただきたい。具体的
には旧/新標準の過渡期となる標準の併用期間
を充分に設定し、その間は旧/新標準どちらで
生産/輸入、販売しても構わないとする。現在は
標準の公布日から実施日までの猶予が通常1年
間以内であるが、この期間内に一斉切替に対応
しきれず、新標準に対応するために一部旧品用
の部品を工場で廃却せざるを得ないケースもあ
り、メーカーとして対応に苦慮している。またこ
の期間では既に購入した旧品在庫を消化する
には足りない。充分な過渡期間を与えられない
場合、上記（1）または（2）を明確していただき
たい。

　背景：最近、市場監督総局より「新強制性標準
の実施日以降、旧品を販売してはならない」と
の意見が発表されている。しかし、この場合、新
標準の公布日から実施日まで（過渡期）が通常
1年しかない中で、メーカーの設計/製造変更は
そもそも困難なことであるが、さらに市況が急
速に悪化した昨今の中国市場での販売会社の
在庫の回転率を考慮した上対応することにな
るため、過渡期は実際数カ月間しかなく、メー
カーの対応は極めて困難である。旧品販売禁止
はメーカーの負担コストが高くなり、結果として
中国消費者にその負担分が転嫁され消費者の
不利益につながる恐れもある。消費者保護の観
点からも上記（1）（2）（3）の対応を要望する。

 「安可」または「信創」
　「安可」または「信創」にかかわるリストの存在
や適用される製品の範囲、要求内容や基準の
明確化、市場参入の透明性、予見可能性を確保
していただきたい。特に情報セキュリティ領域
への参入基準や条件について明確な規定がな
く、海外企業による参入を実質上困難にしてい
る。加えて、予見可能性を高めるために、本件に
認証された製品の情報公開を要望する。

 情報セキュリティに関する国産要求
　中国企業の開発・製造であることをもって、情
報セキュリティの要求を満たす要件としないよ
う要望する。外国企業の製品であること、中国
製では無いという理由のみをもって外資企業製
品が排除されることにより、高いセキュリティ機
能を有する製品までも政府調達から排除され
ることは、不合理な差別であり、中国の対外開
放の政策と相容れない。

232 中国経済と日本企業2025年白書



長体は96％まで

第
３
部   

各
産
業
の
現
状
・
建
議

第４章  製造業　10. 電子部品・デバイス

10. 電子部品・デバイス

概要
2024年の中国のGDP成長率は政府目標である5.0％前

後を達成する5.0％だった。商品小売額では家電買い替え
支援策の効果もあり、通信機器が前年比9.9％増、家電・音
響機器が12.3％増と消費を下支えした。2025年はデジタル
エコノミーなどの新たな分野の成長、消費刺激策などの実
施、改革開放の推進などを通じた発展が期待されている。

2024年中国電子部品・デバイス関連データ
世界半導体市場統計（WSTS）が発表した関連データに
よると、2024年12月時点での世界半導体市場の規模は、
前年比19％増の6,270億ドルに拡大した。2025年の予測
規模は半導体市場が回復し、前年比11.2％増の6,970億ド
ルに達する見込みである。

工業情報化部のデータによると、2024年の中国国内電
子情報製造業の一定規模（年間営業収入2,000万元）以
上の企業営業収入は前年比7.3％増の16兆1,900億元、営
業利益は前年比3.4％増の6,408億元となった。電子情報
製造業の輸出額は2024年前年比2.2％増となり、製品別の
輸出台数は、ノートパソコンが前年比1.7％増の1億4,300
万台、携帯電話機が前年比1.5％増の8億1,400万台、集積
回路（IC）が前年比11.6％増の2,981億個で推移した。ま
た、2024年の電子情報製造業の固定資産投資額は前年比
12.0％増となり、一定規模以上の電子情報製造業の付加
価値額は前年比11.8％増となった。

なお、工業情報化部は5Gを活用した工業化を推進して
おり、既に「5G＋インダストリアルインターネット」におい
て、電子機器製造、装置製造、鉄鋼、採鉱といった10の重
点産業で優先的に発展し、遠隔設備操作、マシンビジョン
検査、無人知能巡回検査など20種類の典型的な応用シ
ナリオを形成し、700の高水準な5G工場が完成した。さら
に、工業情報化部は「5G＋インダストリアルインターネッ
ト」512プロジェクトアップグレード版実施方案を発表し、
2027年までに5Gを生産現場に活用する5G工場の数を1万
カ所、5Gと工業インターネットの融合・応用を推進する試
験都市を20都市以上形成することを目標とした。

2024年の携帯電話機の生産量は前年比7.8％増の16億
8,069万台、スマートフォンは前年比8.2％増の12億5,000
万台だった。特に、1～2月は携帯電話機が前年同期比
26.4％増の2億3,406万台、スマートフォンが前年比31.3％
増の1億7,240万台となった。

図１： 携帯電話機生産量（2024年 月次）
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出所：-国家統計局

2024年のPCの生産量は前年比2.6％増の3億5,850万台
だった。また、税関統計によるとノートパソコンの輸出台数
は前年比1.7％増の1億4,300万台だった。

図２： PC生産量（2024年 月次）
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2024年のICの生産量は前年比22.2％増となった。11月の前年
同月比8.7％増を除き、その他の月はすべて2桁増で推移した。

図３： IC生産量（2024年 月次）
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出所：国家統計局

2024年の太陽光電池の生産量は前年比15.7％増の6億
2,675万キロワットだった。3月は前年同月比28.7％増と大きな
伸びを示したが、6～8月は前年同月比でマイナスとなった。

234 中国経済と日本企業2025年白書



長体は96％まで

第
３
部   

各
産
業
の
現
状
・
建
議

第４章  製造業　10. 電子部品・デバイス

図４： 太陽光電池生産量（2024年 月次）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

-20

0

20

40

60

80

100

-出所：国家統計局

2024年のリチウム電池の生産量は前年比13.7％増の2
桁増となった。4月をピークに下期は伸びが減速したが、各
月で前年同月比プラスを維持した。

図５： リチウム電池生産量（2024年 月次）
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中国自動車工業協会の統計によると、2024年の新エネ
ルギー自動車の生産量は前年比34.4％増の1,288万8,000
台に拡大した。輸出台数は前年比6.7％増の128万4,000台
となったが、伸び率は2022年の2.2倍、2023年の77.6％増
から鈍化している。

図６： 新エネルギー車生産量（2024年 月次）
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-出所：中国自動車工業協会

2025年の展望
米国のIT専門調査会社のインターナショナルデータグ
ループ（IDC）と浪潮信息が共同発表した「2025年中国AI
コンピューティングパワー発展評価報告」では、大規模言
語モデル（LLM）と生成系AIの誕生が演算能力の需要を
押し上げていると報告されている。中国のスマート演算能
力は成長ピッチが予想を超えたとされ、さらに、DeepSeek
の出現により中国では「DeepSeek旋風」が起きており、大
手IT企業はDeepSeekを採用した生成AI開発を鮮明にして
いる。中国のAI演算市場規模は2024年に前年比86.9％増
の190億ドルまで成長した。2025年は36.2％増の259億ド
ルに拡大する見通しと報告している。また、LLMの実用化
需要が急ピッチに拡大するなか、高性能演算能力の供給不
足、利用率の低迷という問題に直面していると指摘し、演
算能力の増強と効率化を両輪で展開する必要があるとの
見方を提示した。

世界半導体市場統計（WSTS）の2024年秋季予測
（2024年12月3日公表）によると、2025年の中国の半導
体市場は前年比11.2％増と予測した。特に、AI関連では
データセンター投資の継続に加え、AI機能搭載端末の増
加など、裾野の広がりが半導体需要拡大にも寄与すると見
込んだ。また、世界経済の緩やかな拡大も半導体需要を押
し上げると期待した。この結果、メモリー製品やGPUなどの
ロジック製品以外の製品でも前年比プラス成長に回帰する
と予測した。

国家発展改革委員会と財政部は2025年1月8日、「2025
年の大規模設備更新と消費財買い替えの推進への支援強
化に関する通知」を発表。同通知を受け、商務部など5部
門が1月13日に「スマートフォン、タブレット端末、腕時計型
端末の購入補助金実施法案」を公布、同補助金措置を具
体化した。2025年には中央政府の消費促進策の実施を受
け、中国のスマートフォン市場は拡大を維持するとの予測
を示した。

＜建議＞
 政府出資基金の外資企業への開放（建議先：工
業情報化部）
　外資企業は政府出資基金より投資・出資金を
受け入れることが困難である。特に、半導体関
連基金等では外資は事実上、排除されている。
在中国生産品が「中国原産」だと認定された場
合、当該基金等からの投資・出資金受入れが中
国現地企業と同等に扱われることを要望する。
また、政府調達関連制度で「原産地認定」が決
定した場合、当該基金も同様に扱われることを
要望する。
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11. 自動車

2024年総括と2025年見通し
（出所：2025年1月中国汽車工業協会発表資料より抜粋）

2024年は第14次5カ年規画の目標達成に向けた重要
な一年であった。中国共産党中央委員会と国務院による
強固な指導のもと、各級行政当局は積極的に施策を推進
し、迅速に「両新」政策（大規模な設備更新と消耗品の買
い替えを促す政策）を発表した。業界全体の努力により、
自動車産業の構造転換が加速し、質の高い発展が着実に
進展した。生産台数と販売台数ともに年間を通じて安定
した成長を遂げ、自動車業界はその強靭な回復力と活力
を見せ、経済成長を牽引する重要な原動力となった。

2024年の自動車生産・販売台数はそれぞれ3,128万
2,000台、3,143万6,000台であった。前年比ではそれぞれ
3.7％増、4.5％増となり、いずれも過去最高を記録し、引き
続き3,000万台以上を維持した。そのうち、乗用車は堅調
に推移し、自動車消費の安定に重要な役割を果たした。一
方、商用車は低迷し、生産・販売台数ともに目標の400万
台に届かなかった。新エネルギー車（NEV）は急成長を維
持し、生産・販売台数が初めて1,000万台を突破した。総
販売台数に占める割合も40％を超え、質の高い発展にお
いて新たな段階に突入したことを示した。また、自動車輸
出も過去最高を更新し、世界中の消費者に、より多様な選
択肢を提供した。

こうした成果を評価する一方で、現在の自動車業界が依
然として多くの経済的課題や困難に直面していることを認
識する必要がある。主な課題として、外部環境の変化に伴
う悪影響が深刻化していること、消費者の信頼を十分に得
られず、内需の活性化が思うように進まないこと、業界内の
競争激化により収益の伸び悩みが顕著になっていることが
挙げられる。これらの要因は、自動車業界の健全且つ持続
可能な発展を阻害する大きな課題となっている。

2025年、中国は経済活動において「安定を維持しつつ
前進する」という理念を堅持し、より積極的且つ強力なマ
クロ政策を実施する方針を掲げている。この政策は、経済
の信頼性を高め、市場を活性化し、持続的な回復と改善
を後押しするものとなる。国家発展改革委員会と財政部は
2025年1月8日、「2025年の大規模設備更新と消費財買い
替え政策の強化・拡大に関する通知」を発表した。これに
関連する一連の政策が順次導入・実施されることで、政策
効果が持続的に表れ、自動車市場の潜在力がいっそう引
き出されることが期待される。2025年の自動車市場は引き
続き安定した成長を維持し、生産・販売台数は増加傾向が
続くと見込まれる。

＜建議＞
1. 自動車全般

(1) ダブルクレジット規制(CAFC/NEV規制)
 カーボンニュートラル関連政策の整理および業
界意見聴取
　「2060年カーボンニュートラル」の目標達成に
むけ、中国政府機関はCO2低減に向けた政策の
策定を加速している。自動車産業においてはダ
ブルクレジット規制からCO2管理に移行するこ
とが検討されているが、近年複数の政府機関が
相次いでカーボンフットプリント（CFP）の管理
体系構築に関する政策を公布しており、現状の
ままでは自動車領域・製品に対する重複規制・
管理が懸念される。政府各機関の役割や範囲
を早期に明確にし、業界意見を聴取した上で慎
重に検討を進めることを要望する。

 電力・充電インフラ関連政策の整備
　NEVの継続的な発展のためには、電力の発電
MIX変化（発電CO2の変化）への対応や、充電
インフラ普及が必要であり、引き続き関連制
度・政策の整備を要望する。

 低燃費車への優遇継続
　EV車同様HV車もCO2削減に貢献する技術であ
るため、CAFCおよびダブルクレジット規制にお
いて2024～2025年に導入を予定している低燃
費車への優遇を2026年以降も継続するよう要
望する。また、対象車種が過度に限定されない
よう適切な条件にしていただきたい。

 柔軟な制度の運用
　NEVや省エネ技術の発展を促進するため、
「CAFCクレジット譲渡の自由化」「NEVクレ
ジット繰り越し比率100％」など、より柔軟な制
度の運用を要望する。

(2) CAFC（GB27999:企業平均燃費規制）
 オフサイクルクレジット制度の長期制度として
の確立と拡大
　オフサイクルクレジット制度は省エネ技術の開
発・搭載を促進する有効な手段である。燃費・
電費改善につながるとともに、国家のCO2ピーク
アウト・カーボンニュートラル目標達成にも貢献
できると認識しており、長期制度として確立しつ
つ、新たなオフサイクル技術項目についても拡
大導入する事を要望する。現在は定められた試
験法に準じた測定結果のみが有効とされている
が、新技術については試験法が決定されるまで
オフサイクル対象とならないため、諸外国で導入
されているリスト法の早期導入を要望する。

 低燃費車優遇の継続・拡大
　内燃機関車の燃費改善を促進するため、低燃
費車に対する優遇の継続・拡大を要望する。
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(3) データセキュリティ関連規定
 規定策定に際する業界意見の聴取
　自動車のデータ収集やデータセキュリティに関
連する規定を策定する際は、自動車業界の意見
を十分に聴取し実態を反映いただくとともに、
事前に自動車業界に対する説明会を設け、不明
点が生じた場合の対応方法・相談窓口を明確
にするよう要望する。

  制度の簡素化
　信頼できる開発基盤のある企業に対しては、開
発やサービス目的等に応じ、特例申請・許可を
可能とし、要求を緩和する制度を設けるよう要
望する。特に、車両識別番号（VIN）は車両販
売後の不具合解析や品質改善を目的として中
国外の製造拠点へ送付する必要があるが、デー
タ越境規制に基づき所定の手続を経ないと送
付できない状態が継続している。既に越境のた
めの申請・審査は開始されているが、越境によ
るリスクが低い情報についてはその目的・数量
などに応じて、特例の申請・簡素化を可能とす
る制度を設けるよう要望する。

(4) ICV関連政策・法規・強制標準
 ロードマップの策定および強制化の明確化
　自動車メーカーの研究開発、生産および販売等
の全体計画をサポートするために、ICV参入等
の政策、法規、標準、管理体系の発布時間計画
あるいはロードマップの発布を要望する。

・-企業がより効率的且つ国家政策を正しく理解し
た活動を実行することができ、安全管理と業界
発展のWIN-WINを実現する。

・-強制となる標準は起草段階から精度よく強制
化有無を明確にしていただくことを要望する
（強制性国家標準GBとして立案等）。標準作
成途中での強制化への変更や発布後の強制化
をできるだけ回避するよう要望する。

 ADAS機能のレベルに応じた技術要件の適用
　工業情報化部および国家市場監督管理総局に
より2024年8月、「ICVの参入・リコール・OTAの
さらなる管理強化通知」の意見募集が発布さ
れ、いわゆるレベル2(L2)車両の生産企業によ
る管理強化とL2車両に対する安全性強化が提
案されている。L2車両の安全性強化について
は、国連協定規則（UN-Regulation）と異なり、
強化通知の対象範囲はGB/T40429-2021「自
動運転レベル分類」のL2システムと規定されて
いるため、市場に流通しているADAS（先進運
転支援システム）の殆どが対象となり、システム
毎の機能や性能レベルにかかわらず一律の非
常に厳しい技術要件が適用されることになる。
国連協定規則と同様に、ADASの機能や性能レ
ベルに応じた要件設定と適用とすることを要望

する。また、技術要件については、具体的な要
件とするとともに、企業が適切に対応できるよ
うリードタイムを設定することを要望する。

 60GHz帯レーダー部品の認可
　車内の子供置き去り防止やチャイルドシートの
適正使用を促す目的で、60GHz帯のミリ波セン
サーが導入され、今後全世界的に普及すること
が見込まれている。中国においては「周波数帯
割り当て規定」や「車載レーダー電波管理暫定
規定」により、車両搭載して使用できる電波部
品の使用周波数帯が規定されており、現時点で
は60GHz帯レーダー部品の車載利用は認めら
れていない。60GHz帯レーダー部品の車載利
用のため、関連規定の見直しを要望する。

 自動運転の社会受容性向上
　自動車産業の「新質生産力」の代表として、中
国の自動運転が急速な発展を遂げており、商
業化の拡大に伴い、社会受容性等新たな課題
が出ているため、政府と業界が協力し、自動運
転に対する理解を深めるため社会受容性の向
上を図り、自動運転のより良い普及を促進する
ことを要望する。

 AECSに関するコールセンターの早急な構築
　現在技術標準の検討が進められているAECS
（車載事故緊急通報システム）について、車両か
ら発報する緊急通報を全土統一で受領するコー
ルセンター（PSAP：公共安全応答ポイント）の構
築が進められていないため、現状の運用である
任意の第3者コールセンターへの接続が継続す
る可能性が想定される。この場合、全土での実
際の迅速な通報や救命救急に繋がらないことが
懸念されるため、公安部に対し早急にPSAPを構
築することを要望する。公安部以外に関連する
消防・救急・医療等の関連機関に関しても国とし
て早急なインフラ整備を要望する。

(5) 次期排ガス規制
 地方での先行適用の回避
　生態環境部の指示の下、自動車の次期排ガス
規制の作成検討が進められている。現行の第6
段階・排ガス規制では、全土の排ガス規制が複
数の地方政府の判断で前倒し適用となり、車両
生産企業だけではなく、関連部品生産企業、認
可試験場含めて、業界全体で混乱が生じた。次
期排ガス規制の導入に際しては、地方単位での
先行適用を避けるよう要望する。

(6) 「道路機動車両生産企業および製品参入管理
弁法」

 研究開発能力の要件緩和
　工業情報化部の参入管理弁法に関し、法人ベー
スで研究開発能力を要求することを緩和し、外
資を含め、資本関係のある企業間の研究開発
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能力の調整、活用を認めるよう要望する。新技
術導入の初期段階において新技術の迅速な導
入を進めるため、海外の親会社の開発能力を借
りることを認めていただきたい。また、資本関係
のある生産企業間の委託生産、委託側が公告
を申請することを認めていただきたい。

(7) 燃料電池車(FCEV)関連政策
 公平な支援および関連政策の策定
　FCEV車両購入補助金は、国と地方が同額を補
助するルールであるが、補助金の支払いルート
が国→地方政府→自動車メーカー/FCシステム
メーカーとなっているため、地方政府による地
元自動車メーカー/地元FCシステムメーカーの
保護が顕著（他都市の企業は補助金対象に選
ばれにくい）。その結果、補助金を受給するため
には各地方都市への会社登記など、複数の投
資が必要となっている。複数都市への過剰な
投資、会社設立は企業の負担が大きく、実体を
もたない企業が乱立し、健全な市場とは言えな
い。FCEV購入補助金の対象を地元企業に限定
しないようなルールづくりを要望する。また、FC
の新技術が生み出される中、政策面、インフラ
建設面での制約が多い。関連政策の策定およ
び環境・インフラ作りの支援を要望する。

(8) CCC認証に関する手続簡素化および相互承認
の徹底

 自動車補修部品の認証簡素化
　自動車メンテナンスの際に使用する輸入部品に
ついて、少量であってもCCC認証が必要であり、
コストおよび時間がかかるため、メーカーの対
応スピードが低下し、お客様の車両故障が迅速
に修理できない恐れがある。自動車補修部品
のCCC認証に関して、認証手続の簡素化を要望
する。

(9) GBおよびGB/Tに関する要望
 標準の公布日から実施日までの十分な猶予期間
の設定、強制標準とその並列標準の同時公布
　現状、自動車部品関連標準の中には、サプライ
ヤーの適合時期しか規定されておらず、完成車
企業に対してリードタイムが付与されていない。
完成車企業は毎回サプライヤーと相談し、標準
で規定している適合時期より早い時間で部品
の切り替えを実施する必要があり困難が生じて
いる。そのため、改善方法として以下2点を要望
する。

・-標準作成管理機関より、部品関連標準の中に
完成車の対応リードタイムを明記する旨の管理
要求を発行していただく。

・-認証管理機関より、部品関連標準の認証に際し
完成車の対応リードタイムを定めるよう管理規

定を発行していただく。

 標準策定段階での運用の決定
　本来推薦性で強制力のないGB/Tが、強制性の
車両認証実施規則に引用され、実質的に強制
化されているものがある。GB/Tの策定時には推
薦性を意図して作成しても、認証実施規則の審
議で突然引用され、企業に十分な準備期間を与
えないままに強制施行されることもある。標準
策定機関と認証機関が綿密に連携を取り、標準
の策定段階で運用（強制性または推薦性）を決
め、それを認証でも適用するよう要望する。

 適切なリードタイムの設定
　CCC認証制度でGB/Tを引用する際は、GB/Tの
要件適合のための開発や認可取得準備が必要
となるケースが多いため、新型式車両/継続生
産車両共に、認証制度上で適切なリードタイム
を設定いただくことを要望する。

(10) 公告管理（工業情報化部管轄）
 新技術の迅速な導入に向けた制度
　新技術の迅速な発展を促進し、より早くユー
ザーに対して安全且つ良好な新技術を提供する
ために、公告認証上で関連法規が存在しない
場合（技術は現行法規と乖離あり）、新技術審
査等の特別な許可規定などを策定し、技術専
門家の単独審査による新技術の迅速な導入を
認めるよう要望する。

(11) 自動車リサイクル規制
 規制の明確化および重複規制の回避
　現在ELV（End-of-Life-Vehicle）管理弁法およ
び拡大生産者責任（EPR）において、工業情報
化部の指導の下、研究およびパイロット事業が
進められている。本来ELVおよびEPRは別々の
考え方であるものの、両者で同一のGB/Tが引
用される方向で検討されつつあるなど、中国で
の両者の内容が混同されつつある。ELV、EPR
の考え方や規制範囲の明確化および重複要求・
二重規制の回避を要望する。

(12) 自動車衝突評価
  第三者安全評価の整理・統合
　中国においては現状複数の国営の研究機関が
自動車衝突安全に関する第三者評価を実施し
ているが、各研究機関が単独で研究を行ってお
り、連携が行われていない。当該研究機関は国
営であり市場影響度が大きいことから、自動車
メーカーの負担軽減のため、第三者安全評価
の整理・統合を要望する。

(13) 地方政府における認可制度
 地方政府独自認可制度の廃止
　国家レベルの公告認証、CCC認証等の仕組み
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以外に、一部の地方政府では地方独自の認可
管理または目録管理制度を持ち、且つ一部技
術要件が国家標準を超えているケースが存在
する。車両企業にとっては重複認証や地方独自
要件に対する開発対応が発生し、追加工数の
発生など負担増となってしまう。「統一された大
市場」の上位方針に基づいて、地方の管理ニー
ズに合わせて合理的な認可制度の運用を要望
する。特別なニーズがない場合には地方認可制
度を廃止し、ニーズがある場合に国家レベルの
公告認証、CCC認証等関連認可結果を直接引
用し、強制実施中の国家標準を超える地方独自
の技術要件が無いように維持いただきたい。

(14) 自動車購置税減免および自動車税制
 自動車税制の見直し
　自動車のCP/CNの実現、新エネ車、省エネ車の
普及促進に向け以下を要望する。

・-長期的には、現行の排気量ベースから将来環
境性能に応じた自動車税制への見直し検討。

・-短期的には、新エネ車に対する免税/減税や補
助金の継続、また環境性能に応じた省エネ車へ
の自動車減税政策の検討、実施。

(15) 自動車リコール実施率の向上
 「機動車安全技術検査項目と方法」に基づく早
急なリコール実施
　2021年実施の「機動車安全技術検査項目と方
法」（GB38900-2020）第6.1条では、「検査に
送る車両がリコール処理されていない場合、車
両所有者へ速やかにリコール処理を行うよう注
意喚起すること」と規定しているが、実際にはま
だ正式運用されていないため、危険性の高い項
目に関しては早急にリコールを行い、全国で運
用するよう国からの働きかけを要望するととも
に、実施開始のタイミングおよび計画の明確化
を要望する。

 車検止め/公道走行許可剥奪制度の導入
　お客様の安全を守るために、危険性の高い項目
に関しては100％実施完了に向け、他国（日本、
アメリカ（一部）、ドイツ、スイス等）で実施して
いる車検止め/公道走行許可剥奪制度の導入を
要望する。

 リコールに際する個人情報の提供
　2021年11月実施の「個人情報保護法」第十三
条（四）では「突発公共衛生事件あるいは緊急
状況においては、自然人の生命健康および財産
安全に必要」な場合は個人情報を処理すること
ができると規定している。本規定に基づいて、リ
コール対象車所有者へ通知する時に必要な個
人情報をメーカーへ提供、または個人情報処理
者から対象者へのリコール通知発信する制度の

導入を要望する。

(16) 自動車販売管理弁法（2017年）
  純正同質部品の定義明確化
　2017年から施行されている自動車販売管理弁
法において、「純正同質部品」との概念が示さ
れているが、どのような国家機関が、どのような
基準に基づいて、市販の汎用部品を純正同質と
定義しているのか不明である。対応の透明性確
保および定義の明確化を要望する。

(17) 交通事故データの開示
 交通事故データの開示
　中国における交通事故データは一部機関から
公表されているものの、中国全土のデータやそ
の内訳データなどは公表されていない。自動車
メーカーとして安全技術、製品、企業活動の方
向性の明確化するため、安全技術・安全活動
の効果を検証し、より効果的な安全技術商品
の開発、安全活動を行うことにより、中国での
交通にかかわるすべての人の安全性向上に繋
げることを希望している。そのため、中国全土
の概括的な事故データおよび事故類型別、地
域別、当事者別等の詳細な事故データの開示
を要望する。

(18) 福祉車両への支援
 高齢者をはじめ福祉用車両への支援
　高齢者を始め福祉車は特別設備や装置を整備
するため原価が増加するが、市場ニーズが大き
くないため、車両価格は一般車両より比較的高
い。一方、高齢者や障害者ならびにその介護関
係者の財政状況は十分ではないため、高齢者
や障害者ならびにその介護関係者を対象に、福
祉車を購入する際の車船税、購置税の免税、購
入補助など優遇を要望したい。また、先行して一
部都市での福祉車リースサービスの導入促進を
要望したい。

2. 二輪車

(1) 二輪車の高速道路・都市中心部への乗り入れ
規制撤廃

 二輪車の高速道路・都市中心部への乗り入れ
規制撤廃
　多くの高速道路および都市中心部で交通安全、
または環境保護を理由として二輪車の登録や
乗り入れの制限を行っているが、二輪車は省エ
ネ、省スペースを目指す都市に適したコミュー
ターであり、不合理な規制であるため規制の撤
廃もしくは緩和を要望する。

(2) 機動車強制廃車標準規定
 二輪車使用期限13年の撤廃
　二輪車製品は技術進化により、車両の性能や
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品質が昔より向上しているため、13年の使用年
数期限は実態と合わない。まだ使用できる製品
を強制的に廃棄すると社会資源の浪費にも繋
がる。四輪車の使用期限も過去に見直されてい
ることから、二輪車についても規制の撤廃や緩
和を要望する。

(3) 二輪車生産・販売統計の発行
 二輪車生産・販売統計の発行
　二輪市場の全体動向については、過去は工業
情報化部装備工業発展センターにより生産合
格証データ（各メーカー機種別）が月次で発行
されていたが、2020年9月以降、発行は停止さ
れている。二輪車メーカーは過去、生産合格証
データで市場動向を掴み、商品企画や事業企
画などに活用していたが、現在は聞き取りベー
スの予測値しか情報が取れない状況となってい
る。二輪車市場の健全な発展の一助とすべく、
過去同様に生産合格証データ、或いは消費者
への販売を示す小売台数統計データの発行を
要望する。

(4) 二輪車認証基準
 二輪車認証基準の国際調和
　現行の二輪車型式認証/3C認証に関連し、騒音
規制等において中国独自の項目が見受けられ
る。独自要求により中国独自開発を行うことは
内外資を問わず二輪メーカーの競争力を下げる
懸念があるため、世界基準（UN-R）との調和を
要望する。

(5) 二輪車輸入通関
 二輪車輸入通関の検査簡素化
　二輪完成車の輸入時に通関目的の目的地検査
と強制標準への準拠確認のための商品検査の2
つの検査を実施している。目的地検査および商
品検査は目的が異なるのは理解するものの、検
査時間の短縮や工数削減のため、検査の同時実
施や検査の統合等による簡略化を要望する。
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情報通信とセキュリティ
2024年、中国の5Gやギガビット光ファイバーなどの新

型情報インフラ建設はさらなる発展を遂げた。2024年の
電話サービス利用者は3,920万人の純増で19億5,600万人
となった。うち、携帯電話は17億9,000万人、固定電話は1
億6,700万人であった。また、ブロードバンドアクセスユー
ザーは6億7,000万人となった。

2024年の中国情報通信マーケットの状況
携帯電話利用ユーザー、ブロードバンドアクセスサー
ビスの状況
中国の携帯電話加入者数は、2024年12月末時点で17億
9,000万人となり、年間で4,601万人の純増となった。5Gの
加入者数は10億1,400万人で、携帯電話全体の加入者数の
56.7％を占めた。固定電話の加入者総数は1億6,700万人
で、年間では682万人の純減となった。2024年12月末時点
で、ブロードバンドアクセスユーザー数は6億7,000万人に
達し、年間3,352万人の純増となった。このうち、通信速度
が100Mbps以上のブロードバンドユーザー数は6億3,600
万人で、年間で3,433万人の純増となり、前年末と比べて
0.3％増加した。1,000Mbps以上のユーザーは2億700万人
で、前年末から4,355万人の純増となった。

表１： 電話サービスとブロードバンドアクセスサービ
スのユーザー数（単位：人、％）

携帯電話 ユーザー数 17億9,000万
普及率 127.1％

固定電話 ユーザー数 1億6,700万
普及率 11.8％

ブロードバンド	
アクセス

ユーザー数ー数 6億7,000万
1,000Mbps以上 2億700万
100Mbps以上 6億3,600万

出所：	工業情報化部「2024年通信業統計公報」（2025年1月26日発表）

図１： 携帯電話ユーザー数推移
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注：	1）2020年以降は5Gユーザーと5G以外の2G+3G+4Gユーザーの	
　合計

　　2）5G以外のユーザー数について、中国聯通は2022年以降、中国	
　 移動、中国電信は2024年以降共に非公開

　　3）5Gユーザーは三大通信事業者が公開した5Gプランの契約者数
　　4）ユーザー数は2024年12月末時点の数値
出所:	中国移動、中国電信、中国聯通各社の公式ウェブサイト公開情報

2024年、ショート動画、ネットライブ中継などの普及に
伴い、モバイルインターネットトラフィック、は継続的に増
加した。2024年のモバイルインターネットのアクセストラ
フィックは3,376億ギガバイトで、前年比18.2％増となり、
月間ユーザー当たりのトラフィック（DOU）は、19.7ギガバ
イト/ユーザーとなった。

図２： 移動通信トラフィック推移

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

0

5

10

15

20

出所：	工業情報化部「2024年通信業統計公報」（2025年1月26日発表）

データセンター、クラウドコンピューティング、ビッグデー
タ、モバイルIoTなどの新興業務は急速に発展し、新興業務
の収入占有率は前年の21.6％から25％に上昇、特にビッグ
データは前年比69.2％増となった。2024年末時点で、モバ
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イルIoTユーザー数は26億5,600万人（前年は23億3,200
万人）に達し、携帯電話ユーザー数と比べて8億6,600万人
上回っている。
出所：工業情報化部「2024年通信業統計公報」

中国通信キャリア3社の状況
5Gプランの契約者数は、2024年末時点で、中国移動が
5億5,240万人、中国電信が3億5,100万人、中国聯通が2億
9,044万人と、3社合計で11億9,384万人に達した。中国移
動は依然としてトップの地位を維持し続けている。

表２： 中国通信キャリア3社のユーザー数 
 （単位：百万人）

中国移動 中国電信 中国聯通

ユーザー数

携帯電話 1,004.32
(1.13％)

424.52
(4.11％) -

5G 552.40
(△30.47％)

351.48
(9.34％)

290.44
(10.61％)

固定電話 - 96.9
(△4.08％) -

ブロードバンド
（有線）

314.57
(5.48％)

190.16
(3.83％) -

注：	1）（　）内は前年比
	 2）ユーザー数は2024年12月末時点の数値
	 3）5Gユーザーは三大通信事業者が公開した5Gプラン契約者数
出所：	中国移動、中国電信、中国聯通各社の公式ウェブサイト公開情報

その他設備の拡充状況
2024年に移動通信基地局は102万6,000万カ所新設さ
れ、基地局総数は1,265万カ所に達した。このうち4G基地
局の総数は711万2,000カ所、5G基地局は425万1,000カ
所となった。

なお、2024年の全国の光ケーブル回線の総延長は
7,288万キロメートルとなっており、前年比で856万2,000
キロメートル延長された。

図３： 基地局建設状況
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出所：	工業情報化部「2024年通信業統計公報」（2025年1月26日発表）

図４： 光ファイバー総延長推移
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出所：	工業情報化部「2024年通信運営業統計公報」（2025年1月26
日発表）

インターネット利用者の状況
2024年12月の中国インターネット利用者数は11億800
万人となり、2023年12月より1,608万人増加した。インター
ネット普及率は78.6％に達した。また、「村村通」という農
村部までインターネットサービスを提供させる政策の後押
しもあり、2024年12月時点で、農村部のインターネット利
用者数は3億1,300万人となり、全体利用者の28.2％を占め
ることとなった。

各種インターネットサービス利用も増加の傾向にある。
2024年12月末時点で、インスタント・メッセージング（IM）
の利用率は97.6％で、ユーザー数は10億8,100万人に達し
た。動画（ショート動画を含む）サービスのユーザー規模は
10億7,000万人に達し、特にショート動画のユーザー数は
10億4,000万人で、インターネット全利用者の93.8％に達し
た。ECサイトの利用率は87.9％で、ユーザー数は9億7,400
万人に達した。　

図５： インターネット利用者と普及率の推移
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出所：	中国互聯網絡信息中心「中国互聯網絡発展状況統計報告
（2024年12月）」
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図６： インターネットサービス利用状況
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出所：	中国互聯網絡信息中心「中国互聯網絡発展状況統計報告
（2024年12月）」

2024年の主なトピックス
1.	2024年4月8日、工業情報化部から「付加価値電信
サービスの対外開放拡大に向けた試行業務に関す
る通告」が公布され、2024年10月23日から施行さ
れた。試行地域は、北京、上海、海南、深圳の各指
定地域であり、試行範囲として、①インターネット
データセンター（IDC）、②コンテンツ配信ネット
ワーク（CDN）、③インターネットサービスプロバ
イダー（ISP）、④オンラインデータ処理と取引処
理、⑤情報配信プラットフォームや配信サービス、
⑥情報保護、処理サービスの業務において、外資出
資比率制限が撤廃された。

2.	生成AIは、世界から注目をあびる人工知能の重要な
分野である。中国の国家インターネット信息弁公室
（網信弁）において、これまで302件の生成AIサービ
スが登録されているが、このうち2024年には、238
件が登録された。ユーザー規模は2億4,900万人に達
し、総人口の17.7％を占めている。

3.	2024年11月25日、工業情報化部が「5G大規模利
用”揚帆”（船出）行動のアップグレード法案」を公
表した。2027年末までに5G普及率85％を目指すと
して、①一般消費分野や産業・公共分野での普及、
②5G産業の推進、③インフラ整備、④エコシステム
構築などが示された。同方案は2021年に公表された
「5G利用”揚帆”行動計画」をアップデートしたもの
である。

2025年の展望
工業情報化部の全国産業情報技術会議において、2025
年に新しい情報インフラ建設の協調開発を促進するため
の政策と措置を導入することとなる。例として、①5Gおよび
ギガビット光ネットワークの構築を加速、②「ブロードバン
ドフロンティア」の建設を開始、③「ダブルギガビット」ネッ
トワークの開発のための政策と措置を改善、④累計450万
を超える5G基地局の建設、⑤データ処理センターの建設

レイアウトの最適化を秩序正しく推進し、「ネットワークへ
の共同コンピューティング」へアップグレードを加速する必
要があることを明らかにしている。工業情報化部と他の6部
門が以前に発表した「コンピューティングインフラの高品質
な開発のための行動計画」においても、2025年までにイ
ンテリジェントコンピューティングの割合が35％に達し、高
度なストレージ容量の割合が30％以上に達するという明
確な開発目標を提唱している。

2025年1月2日、工業情報化部が光通信ネットワークの
10ギガビット帯域実現に向けたパイロット拠点に関する通
知を発表した。対象は住宅、工場、園区であり、各地の通
信管理局が中心となり推進することとなる。

情報セキュリティおよびデータ産業振興
施策の動き
中国政府は、サイバーセキュリティ法（2017年施行）、
データセキュリティ法および個人情報保護法（ともに2021
年施行）のいわゆるデータ三法を基礎として、情報セキュリ
ティ関連制度の強化およびアップデートを積極的に進めて
いる。

個人情報保護
個人情報の関係では、2024年3月に公布・施行された
「越境データフローの促進・規範化規定」により、多くの
日系企業が中国国外への越境移転の際に煩雑な手続をと
る必要がなくなった。ただし、機微な個人情報は緩和の対
象外であること、また、個人情報同意書の取得や個人情報
保護影響評価（PIA）の作成が不要となったわけではない
ことには注意が必要である。

またそのほかで日系企業が今後注意する必要があると
考えられるのが、「個人情報保護コンプライアンス監査
管理弁法」である。同弁法は2023年8月に意見募集が行
われ、その後2025年2月公布・同5月施行されたもので、
1,000万人超の個人情報を取り扱う企業・組織は少なくと
も2年に1回コンプライアンス監査を行うことなどを定めて
いるが、それ以外の企業についても「自らの状況に応じて、
定期的に個人情報保護コンプライアンス監査を行う頻度
を合理的に決定するものとする」（国家インターネット情報
弁公室によるQ＆A）としており、同弁法に付属する「監査
の手引」や今後公布される標準などに基づき、自身もしく
は専門機関に委託して定期的にコンプライアンス監査を実
施することが求められている。

重要データ
中国政府は、企業や組織が持つデータを、その重要性の
高い順から「核心データ」「重要データ」「一般データ」に
区分し、前2者については目録を作成して当局に提出するこ
とや、その取り扱いや保存、移転に関しては特別の対応をと
るよう求めている。そこで問題となるのが、どういったデー
タが「核心データ」「重要データ」に当たるのかという識
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別基準である。2024年3月に公布された国家標準（GB/T）
「データセキュリティ技術　データ分類・等級区分規則」
はその一般規定となるものであり、その後これに基づいて、
各製品・業種ごとに規定が策定されるのかと思われたが、
これまでのところ、業界標準「工業分野の重要データ識別
ガイドライン」（2024年11月意見募集実施）や団体標準
「データセキュリティ技術　動力蓄電池データ分類・等級
区分ガイドライン」（同年8月意見募集実施）といった少数
の基準案が公になったのみである。

しかしその一方で、「ネットワークデータセキュリティ管
理条例」（2024年9月公布・2025年1月施行）は、重要デー
タの識別や目録策定、重要データ処理者に対する各種義
務、違法行為に対する罰則を定めており、各企業は社内の
重要データの扱いや越境移転について、具体的にどのよう
な対応が求められるのか、最新の情報を確認する必要が
ある。

データ産業振興
中国政府は、データ産業を次世代の重要産業の一つと
してだけでなく、既存産業をアップグレードするエンジンと
しても重視しており、これまでも「データ基盤制度を構築し
てデータ要素の役割をより良く発揮させることに関する意
見」（いわゆる「データ20条」）や「デジタル中国建設のた
めの全体レイアウト計画」「“データ要素×”3カ年行動計画
(2024-2026年)」などといったデータ関連政策を打ち出し
たほか、2023年10月には担当部署である国家データ局を
設置した。

2024年もデータ産業振興の基礎となる制度整備が精力
的に行われた。データ分野の標準策定の枠組みを定めた
「国家データ標準体系構築ガイドライン」（2024年9月発
表）や、データインフラ整備の方向性を示した「国家デー
タインフラ整備ガイドライン」（同年12月発表）といった政
策方針に加え、「企業のデータ資源の開発・利用の促進に
関する意見」や「データ産業の質の高い発展促進に関する
指導意見」（ともに同年12月発表）、「データ流通セキュリ
ティ・ガバナンスを改善し、データ要素市場の価値化をより
促進するための実施計画」（2025年1月発表）などといっ
た産業・ビジネス振興策が次 と々打ち出されている。今後、
中国においてはデータ産業および産業のデータ化が急速
に進むと考えられるが、円滑な発展のためには適切なセ
キュリティ管理、特に中国国外とのデータのやり取りがどれ
だけスムーズに行われるのかにかかるところが大きいと思
われる。

＜建議＞
1. 電信業務ライセンスに関する外資規制の緩和
　一部試行地域における外資出資比率の緩和策

として、工業情報化部から「付加価値電信サー
ビスの対外開放拡大に向けた試行業務に関す
る通告」が2024年4月8日に公布されたものの、
魅力的なICTサービスを実現し、利用者の利便
性向上と利用促進を図り、中国の情報通信市場
の活性化、多様化をさらに進めることを目的と
して、外資系事業者に対する以下の規制緩和を
要望する。

 外資系事業者による電信サービス再販へのさら
なる規制緩和
　トータルなICTサービス提供のためにはワンス
トップで顧客に提供することが求められる。特
に外資系顧客には外資系事業者が顧客対応す
るケースが多い。すでに、工業情報化部より、
外資系事業者がモバイル通信の再販業務の経
営を申請し、相応の電信業務経営許可証を取
得申請することを認める関連政策が公布されて
いるものの、外資系事業者が電信業務経営許
可証を取得するにあたって直面する実際の困難
は、国内資本事業者よりも大きいのが現状であ
るため、電信サービス再販に関するさらなる規
制緩和を要望する。

 付加価値電信サービスのライセンス取得に関す
る外資規制の緩和
　データセンターやクラウドサービス等の付加価
値電信サービスにおいて、2024年10月23日に
施行された一部試行地域以外では依然として外
資の参入規制が設けられている。外資系企業が
自国で培ったノウハウを活用し、中国で魅力的
なICTサービスを展開できるよう規制を緩和す
ることを要望する。

2. 情報セキュリティ関連
 重要データをはじめとする情報セキュリティ制
度の制定・運用における企業への配慮
　情報セキュリティに関する弁法や標準、ガイド
ライン等の策定が進められている。これらの策
定過程において、外資企業を含む関係者の意
見を取り入れるとともに、クラウドサービスなど
の新しいビジネスの発展を妨げることや、外国
製品やサービスを差別的に取り扱われることが
ないよう、制度の制定や運用面での配慮を要望
する。また、施行に際しては必要な事前のガイダ
ンスの提供や十分な対応期間の確保および円
滑な施行に向けた関係政府部門間での調整・
連携を要望する。

　また運用においても、企業が法令遵守を適切に
行うことができるよう、解釈の明確化、諸手続
の簡素化・迅速化、申請・照会に対する文書で
の回答および説明会の開催、過去に企業から
受けた質問を踏まえたFAQを作成・公表するな
ど、予見可能性を高め、ユーザーフレンドリーな
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改善を行うよう要望する。

　さしあたり企業にとって影響が大きいと考えら
れるのが、重要データの扱いである。先述の通
り、重要データ識別の一般的基準となる、国家
標準（GB/T）「データセキュリティ技術　デー
タ分類・等級区分規則」が公布・施行されたこ
とで、製品別の規則が今後策定されるものと考
えられる。その策定に当たっては外資系企業を
含む当該業界の意見を取り入れることに加え、
データの分類・等級区分の作業時間を十分とる
よう要望する。

 「データフリーフローウィズトラスト」のコンセプ
トに基づくデータセキュリティ関連政策の策定
　個人情報や重要データの国内保存義務・国境
移転制限（データローカライゼーション）規制
は、グローバルな企業活動を阻害する恐れがあ
る。データの流通は信頼に基づき自由に行われ
ることが重要であり、データセキュリティにかか
わる政策は、2019年6月のG20大阪サミットで
提唱された「データフリーフローウィズトラスト
（DFFT）」のコンセプトに基づき策定されるこ
とを要望する。
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２. ソフトウェア
中国のソフトウェア産業は、日本を始めとする海外から

のオフショア開発拠点として発展してきたが、世界経済の
変化や中国経済の急速な発展に伴い、中国国内の巨大IT
企業が台頭し、その動向については世界から大きな注目を
浴びている。また、廉価な生産拠点という位置付けから、
先進的なデジタルイノベーションにより市場創出や拡大を
狙う機会に、IT業界を超えてさまざまな企業がソフトウェ
アへの投資を積極的に行っている。

ソフトウェアの業界は、ソフトウェア製品やサービスの
開発、情報システムの構築や保守、クラウドサービスなど
の販売、ITコンサルタントなど含めて多岐に渡るが、政府
のデジタル化推進の政策や、企業のDX（デジタルトランス
フォーメーション）の加速により、ソフトウェア技術の高度
化と需要は高まり、継続的な市場成長が見込まれる。しか
し、外資企業には中国市場への参入障壁が高く、オフショ
ア会社は急速に進化する技術に追従するための人材育成
や人件費高騰などの課題も多い。

中国のソフトウェア産業の変遷
日本企業にとって中国のソフトウェア産業は、長きに渡り
日本向けのソフトウェアを廉価に開発する拠点としての位
置付けである。これは、中国当局の外資誘致、外貨獲得お
よび雇用増加といった基本政策にも合致するものであり、
沿岸部だけでなく内陸部にもソフトウェアパークなどのイ
ンフラが整備され、ソフトウェア産業の誘致、助成の政策
となって表れている。

一方、日本企業においては、自前で開発していた業務ア
プリケーション分野にまでグローバルなソリューションの適
用が促進されており、ソフトウェア開発投資の一巡といっ
たサイクルの重なりもあって、新規ソフトウェアの開発量
が減少している。こうした開発量の減少傾向に加え、2022
年以降の急激な円安の進展により、中国におけるオフショ
ア開発拠点の優位性が崩れつつある。さらに、中国にお
ける人件費の高騰は、タイ・インドネシア・ベトナムなどの
ASEAN地域におけるオフショア拠点の優位性を高める結
果となっている。

ただし、他の国・地域での代替は困難な、中国がソフト
ウェア開発の中核リソース拠点として依然期待されている
場面もある。

・	漢字交じりの日本語や日本式の開発方式への対応力
・	日本サイドでのオンサイト対応要員の充実度
・	大型案件に対する多量の開発要員動員力
ソフトウェア産業にとって、現地人材の育成が鍵であるこ
とは言うまでもないが、中国の人材活用面は、人件費の高
騰も背景に、ITスキルの高さや日本語能力にも長ける人材

を活かし、ソフトウェア開発の上流工程設計や技術アーキ
テクトなど、より付加価値の高い役割を担うことに期待が
高まっている。

また、ソフトウェア業界が取り扱う情報のセキュリティ対
策は、サイバーセキュリティや個人情報保護、知的財産保
護等の観点から、グローバルレベルで強化すべき方向に
なっており、中国においても関連法規が次々と制定されて
いる。各企業は法令に準拠し、安心安全なサービスの提供
を図るために、セキュリティ対策へ必要なコストも掛けなけ
ればならない。

このような環境の大きな変化は、単なるオフショア開発
拠点としての機能しか有さない会社を窮地に追い込む結果
となっているが、中国国内向けのソフトウェアビジネスは確
実に増大しており、中国に適合したビジネスモデルへの再
構築を図り、在中企業・組織をターゲットに転換できたソ
フトウェア会社は急速に成長している。

中国のソフトウェアマーケットの動向
正確なデータは取れていないが、中国国内のICTマー
ケットはすさまじい勢いで伸びており、スマートフォンを活
用したインターネット通販や電子マネーとの連携を中心に
さまざまなサービスが誕生し、利便性が急速に向上してい
る。これに伴い、中国国内に巨大なIT企業が誕生し国内ソ
フトウェアマーケットを牽引している。

特に新型コロナウイルス感染症の期間中には、多くの企
業がクラウド化を図り、同時にEコマースとモバイル決済が
広く普及し、オンライン学習、リモートワーク、動画中継で
の生産や生活の新スタイルが誕生した。

ポストコロナ時代に入り、今後も市民生活に直結したさ
まざまなサービスの創出、また政府によるデジタル化の推
進でICTマーケットはさらなる成長が期待できる。このマー
ケット状況には、以下の様な顕著な傾向が見て取れる。

投資分野の変化
中国政府は経済社会を牽引するデジタル経済の役割を
重視し、中国国務院の「第14次5カ年規画デジタル経済発
展計画」によれば、デジタルイノベーションを大幅に強化
し、スマート化を進行させ、デジタル技術と実体経済との
融合による成果を上げていく方針を示している。産業のデ
ジタル化、デジタル化した公共サービスのレベル向上、デジ
タル経済ガバナンスシステムの整備やセキュリティシステム
の強化などの計画と合わせ、デジタル人材の育成も強化す
る計画となっている。さらに、地球温暖化対策を推進する
COP26の合意を契機にカーボンニュートラルを目指して脱
炭素の取り組みと経済成長を両立させなければならないこ
とになった。

ソフトウェア産業にとっては、関連する技術やサービス
の開発需要が増し、基礎技術であるクラウドコンピュー
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ティング、ビッグデータ、AI、IoT、ブロックチェーン、情報セ
キュリティなどへの研究開発や、技術を応用したスマート
交通、スマートエネルギー、スマート製造の実現などは大
きな投資が見込まれる。

中国政府の国産品支持政策
国内外における経済社会が激変する中で、中国政府は内
需を基本とし内外連携を図りつつ対外技術依存度を下げ
ることを目指しており、インフラ整備では中国国産品を優
先させる政策も進行している。

オープンソースソフトウェアへの注力とアジャイル開
発技法
商用ソフトウェアの中国国産化が進む一方、中国は社
会・政府・企業が一体となってオープンソースソフトウェア
（OSS）への取り組みを強化していることも特徴である。多
くの中国人が国際的なコミュニティに参加し、OSSの振興
活動を行い、エコシステムの実現を図っている。

また、アジャイル開発技法を取り入れ、素早くサービスを
提供し、随時ソフトウェアを更新して、機能強化を積み重ね
ることでサービス提供範囲を拡大するという手法が中国国
内市場では活性化している。

中国のソフトウェア産業の方向性
このような状況変化の中で、中国マーケットにおけるビジ
ネスの成長を目指す日系のソフトウェア開発会社やシステ
ムインテグレータは、以下のような顧客の特性を理解し、
これに対応しなければならない。

実績のあるソリューションの提供
在中企業においては、外資・内資にかかわらず、できるだ
け迅速且つ安全にICT化を進めたいと考えている。そのた
め、一部の例外を除いて、実績のあるソリューションの活用
を強く望んでいる。顧客が実際に、「目で見て」「操作して」
導入後のイメージが体感できるパッケージソフトウェアの
提供が強く望まれている。

SaaSをはじめとするサービスビジネスへの取り組み
ICTにかかわるハードウェアやソフトウェアを自前で購入
して資産化するのではなく、費用として処理することのでき
るSaaS等のクラウドの提供など、ソフトウェアに基づいた
サービスビジネスへの取り組みのニーズが中国においても
高まってきており、政府の方針もあり、中国のクラウド産業
の規模は急速に成長している。

社会問題に対するICTでの取り組み
環境汚染、交通渋滞、医療、高齢化等の問題解決は、中
央政府・地方政府が最も力を入れている政策である。日本
ではセンサー技術、画像解析技術、ビックデータ技術等の
日本が有する先進的な技術を活用して、社会問題を解決
する対応が活発に行われており、今後は蓄積したノウハウ

をベースとしたビジネス展開が中国においても期待されて
いる。

具体的な問題点と改善要望
ソフトウェア人材育成
日系のオフショア開発企業においては、大量に採用した
大学新卒者に対して高度なIT専門知識と日本語のカリキュ
ラムを用意するとともに、実プロジェクト内でのOJTとの
両輪で、オフショア開発に適した高スキル技術者の育成を
図ってきた。さらに、インターシップで多くの学生を受け入
れ、IT企業への興味を喚起することで、自社への就職誘導
を活発化している企業もある。在中企業・組織を市場とす
るソフトウェア企業においても、日本語教育以外は同様の
育成方法を行っている。

企業による人材教育投資は、結果的には教育を受けた
中国人技術者のレベルアップに繋がり、中国のIT産業発展
に寄与するものとなるはずである。企業のソフトウェア人材
育成に向けた教育投資を行い易くするための補助金制度
等の継続性のある支援措置が望まれる。

日本への中国社員の出向・研修時の課税問題
ソフトウェア人材の技術レベル向上や日本人技術者との
合同プロジェクトへの参加を目的に、中国人技術者を日本
で研修させたり、出向させたりする事例が日常的に発生し
ている。特に合同プロジェクト遂行のためには、派遣期間
が長期に及ぶケースもしばしば発生する。しかしながら、両
国における二重課税問題は、企業において日本への派遣が
コスト高となってしまい、両国間の技術者の人材交流を阻
害する要因となっている。

知的財産権保護、ライセンス支払いの土壌
ソフトウェア企業にとって、その知的財産権を侵害する
模倣や許諾していない複製の出回りは死活問題であり、中
国でのソフトウェア産業への投資を躊躇させている主要因
の1つとなっている。このような状況は、結果的に中国国内
のユーザーが最新のソフトウェアサービスを活用できない
ことに繋がり、長期的な損失は計り知れないものとなる。
不適切なコピー製品を活用している企業・個人に是正を促
し、知的財産権保護に対して、先進国並みの断固たる処置
を下す諸政策が期待される。

近年、ソフトウェアの開発コスト削減のため、オープン
ソースソフトウェア(OSS)の活用が活発化しているが、OSS
には使用許諾条件（ライセンス条件）がある。特にソース
コードの修正や他のソフトウェアと組み合せてシステムを
構築する場合は、専門家（法務担当や知的財産担当）に相
談して、ライセンス違反の防止を図ることが必要である。中
国においても、正しいライセンス条件下でのOSS活用普及
を期待する。
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ソフトウェア事業環境変化に伴う開発拠点のシフト
近年の都市部における人件費やオフィス賃料等の経費
高騰によりソフトウェア産業の経営環境は年々厳しさを増
してきている。その結果、開発拠点を都市部から低コスト
化が可能な内陸の地方にシフトすることを目的に業務移管
が行われてきている。そのために以下に示すような構造改
革が必要となって来ているが、そのスムーズな実現を促進
する方策として労働契約面，税制面，補助金制度等での支
援処置・優遇策が期待される。

・	都市部での人員削減および地方での増員の実施。
・	地方における開発拠点の開設。
・	会社間の吸収合併（特に地方の企業による都市部企
業の吸収）。

・	上記施策に対応した、都市部から地方への人材の移
動やスキル・ノウハウの移転の実施。
なお、現在の優遇制度は、企業規模（事務所面積、納税
額など）が基準となっているが、下記の基準についても検
討を期待したい。

事業内容：	中国の社会的課題解決へ貢献、新たなイノ
ベーションを起こす、など

人材育成：	新技術領域の技術者育成、グローバル人材の
育成、など

中国社会における問題解決分野への参入促進
環境汚染、交通渋滞、医療・高齢化・教育・省エネ等の
問題は、中国社会において早急に対応すべき課題である。
この分野は日本が過去に直面し乗り越えて来ている分野
であり、日本には行政および企業ともにノウハウ蓄積が十
分あると考えられる。これらの諸問題は、技術領域、製品
領域が多岐に渡るため、一企業での対応は難しく、関連す
る複数企業の強みを連携してこそ早期解決が図れると考
えられる。しかしながら、現状は中国の各企業が地方政府
や大学の研究機関と個別に連携はしているものの、全体的
に整合性の取れた推進体制とはなっていない。対象分野ご
とに、行政主導で課題解決のスキームを作り、先行する技
術を保有する日本企業を積極的に活用することが、中国に
とって有益と考えられる。

また、上記の社会問題解決分野に関しては、中央政府・
地方政府や国有企業が関与する大型プロジェクトとして推
進され入札をもって購買するケースが大半であるが、中国
国産品が優先的に選択されることが多く、外資に対して公
平な機会の提供が望まれる。

中国データ3法への対応負荷の軽減
中国サイバーセキュリティ法が2017年6月1日に施行され
て以降、関連する法令、標準、ガイドラインが次々と制定
されている。2021年9月には中国データセキュリティ法が、
同年11月には中国個人情報保護法が施行された。これら3
法が揃ったことは、中国におけるデータセキュリティ管理の

規範化、デジタル産業の発展促進にとって重要な意味を持
つと理解している。ソフトウェア事業会社もデータ3法に順
守し、安心安全なサービスの提供を図っていく必要がある
が、対応には自社内の管理規程を策定し、運用プロセスを
構築し、必要な体制を整えること。技術的側面からも相応
の対策を実施することが求められる。

例えば、中国と他国との間でデータを越境伝送する企業
は、越境移転規制やデータローカライゼーション規制への
対応、個人情報は安全評価申告も考慮する必要がある。各
システムについて、どのようなデータを中国国外へ越境伝
送しているのかを把握するだけでなく、サーバーの所在国、
データの取得・伝送・保管の在り方についても見直す必要
がある。

このように情報セキュリティへのガバナンス強化と伴に、
各企業が対策対応にかかる時間とコストは相当なものにな
ると想定される。ソフトウェア各企業が実務レベルで関連
法規の内容理解と判断が容易にできるように、運用を図り
易くするために、詳細細則の充実、ガイドラインの整備、説
明会の開催、相談窓口の設置などを期待する。

また各種法令において必要な申告手続は簡素化を図る
よう要望する。

米中の技術競争の激化
米中貿易摩擦に端を発し、ハイテク分野の覇権争いへ
と拡大している。米国から中国への圧力の中でも、情報通
信業やハイテク産業に対する圧力は、他の業種と比べても
強く、米国が中国の脅威を最も警戒している領域であるた
め、対立の長期化は必至と考えられる。米国発の先進技術
を中国企業に供与することに対して、厳しい制限がかかっ
ている。

今後、こうした動きはますます激化するおそれがあり、対
応を苦慮する日系企業が増えていることを懸念する。

＜建議＞
 ソフトウェア人材育成
　ソフトウェア開発事業においては、人材育成が
極めて重要な課題となっており、企業としての
投資も大きなものとなっている。下記に示す施
策の推進を要望する。

・	インターンシップ制度による学生の受け入れ
は、新卒新入社員選別の妥当性や育成・早期戦
力化の点で企業・学生双方にメリットがある制
度と思われる。そのためのインターンシップ制
度の充実およびその普及を加速する学生支援
策の実施を要望する。

・	人材育成における企業への支援策として、社員
トレ－ニング費用に対する補助金の増額、海外
からの指導者招聘にかかわる規制の緩和と支
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援策の設定を要望する。

 日本への中国人社員の出向・研修時の課税など
にかかわる問題
　ソフトウェア人材のレベル向上のために、中国人
社員を日本の本社等に1年以上出向させるケー
スが多々ある。この際に生ずる下記問題点・課
題等が日本へ人材を派遣する際の阻害要因と
なっている。この問題の解決を要望する。

・	個人所得税の二重課税。日本へ派遣した中国
人社員に対して本来還付されるべき個人所得税
が還付されず、結果として二重課税となってい
る事がある。諸手続の簡素化を要望する。

 知的財産権の保護
　ソフトウェア産業における知的財産権の保護が
あることで、企業から中国への革新技術の開発
移転や研究開発が進む。中国から見ても、ノウ
ハウの蓄積や最先端技術の人材育成に影響を
与えることになるので、必要な措置および具体
的な対応を要望する。特に、ソフトウェア製品
の模倣行為の抑制に向けた諸施策の改善、強
化を要望する。

　近年、ソフトウェアの開発コスト削減のため、
オープンソース（OSS）の活用が活発化している
が、OSSを活用する際には、配布の際に遵守す
べきライセンス規定が存在することを十分に理
解することが重要となる。

 ソフトウェア事業環境変化に伴う優遇策
　人件費、オフィス賃料の高騰、急激な円安等で
中国における日系のソフトウェア産業の経営環
境の厳しさは年々増してきている。特にソフト
ウェアの対日オフショア開発会社の経営環境は
非常に厳しい状況に置かれている。その結果、
都市部から内陸への業務移管のための組織再
編や会社間の買収・合併が実際に行われてお
り、また業務革新や中国国内事業への業務転
換への取り組みが必須となっている。これらに
関連して、労働契約の最適化、税制優遇等によ
る事業変革への支援の実施を要望する。また、
業務移管を受けて今後事業拡大を図る内陸へ
の技術・ノウハウの移転を促進するため、都市
部からの高級・熟練技術者の受け入れを支援す
るための優遇策の検討を要望する。

　さらに、従来からソフトウェアの対日オフショア
企業に対して実施されている関連支援政策（企
業所得税、サービスおよび製品増値税優遇、税
金還付手続の簡素化、諸支援金等）の維持・強
化を要望する。

　なお、現在の優遇制度は、企業規模（事務所面
積、納税額など）が基準となっているが、企業
規模以外の基準検討も期待したい。

 社会基盤整備等の政府主導プロジェクトへの参
入機会の拡大
　環境汚染、交通渋滞、医療・高齢化、教育、省エ
ネ等の問題は、中央政府、地方政府が最も注力
している政策である。ICT関連の日系企業はこ
れら領域に関して先進的なテクノロジーに基づ
く多くのソリューションを有している。この分野
の関連政策策定での情報公開、参入機会の拡
大を要望する。すなわち、上記社会問題に関連
する領域は、国家安全・国家機密および災害救
済に抵触するものでは無いと考えられ、政府調
達法・入札募集法で規定する内国製品優先の対
象外とし、参入に際して公平な機会が与えられる
ことを要望する。また、先進的な製品を提供で
きる企業への優遇施策の検討を要望する。

 クラウド等ソフトウェアサービス事業の扱い
　IaaS、PaaS、SaaS等のクラウドサービスは付加
価値電信業務（増値電信業務）に該当すると解
釈され、外資規制となっており、制限が年々厳
しくなっている。その結果外資企業がサービス
ビジネスを実施するうえでの障害となっており、
さらに、在中企業がSaaS等で提供される経営上
有効なサービスを利用する機会を損失させてお
り、中国におけるソフトウェアサービス利用の発
展を阻害していると考えられる。例えばB2Bの
SaaSは、特定のクローズされた顧客企業向けに
当該企業のニーズに応じたビジネスプロセスを
提供するものであり、電信市場に対する影響は
極めて小さいと考えられる。クラウドサービス事
業に関して、外資企業もサービスの提供が可能
となるよう規制緩和を要望する。

 中国データ三法への対応策や運用のガイドライ
ン整備
　中国サイバーセキュリティ法、中国データセキュ
リティ法、中国個人情報保護法の3つの法律
（データ三法）の制定が行われ、弁法、細則、
標準等の策定が徐々に進みつつある。この三
法が揃ったことは、中国におけるデータセキュリ
ティ管理の規範化、デジタル産業の発展促進に
とって重要な意味を持つと理解している。ソフ
トェア事業会社もデータ三法に順守し、自社の
管理強化や運用ルールの見直し、またビジネス
上必要となる評価や申告を実施しなければなら
ない。

　各企業が法令遵守を適切に行えるよう、迅速且
つ多大なコストをかけずに検討・実現できるよ
う、対応策や運用ガイドラインの整備充実、申
告手続等の簡素化を要望する。また説明会の開
催や相談窓口の設置なども期待する。
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３. コンテンツ
中国市場には日本のコンテンツに対するニーズがあるも

のの、規制や参入障壁により自由な普及が確保されてお
らず、また、海賊版や違法配信も引き続き問題となってい
る。国内産業の保護よりも、健全な競争市場と適正な著
作権保護体制の構築こそが、中国コンテンツ産業のさらな
る発展には効果的であり、外国企業や海外コンテンツに対
する規制の緩和や参入障壁の撤廃が必要である。

成長を模索する中国のコンテンツ市場
2024年、中国経済減速の影響を受け、中国人の消費は
より抑制的になり、旅行、娯楽、外出、衣類などのオフライ
ン娯楽消費が減少し、映画の興行収入は2023年と比較し
て約23％減少した。一方、音楽、ゲーム、ミニ動画を代表と
するオンラインコンテンツは好調で、いずれも2023年より
成長した。今後、政策環境の改善が進み、デジタル技術の
急速な発展が続くなか、中国コンテンツ産業は成長を維持
することが期待されている。

映画
国家電影局の統計によると、2024年の映画興行収入は
425億200万元で、2023年の549億5,000万元と比較して
約23％減少した。年間の総観客動員数は10億人、推定鑑
賞人口は4億3,000万人となった。年間興行収入は世界第2
位であり、スクリーン総数は引き続き世界最多を維持して
いる。2024年の興行収入トップ10の映画のうち、国産映
画が上位8作品を占め、市場における国産映画の強い地位
を示した。一方、輸入映画では「ゴジラ×コング	新たなる帝
国」と「君たちはどう生きるか」がそれぞれ年間興行収入第
9位と第10位にランクインしたが、輸入映画の全体的な成
績は振るわない。ハリウッド大作の魅力が欠けてきている
ことや、Z世代の観客を惹きつけにくい内容の映画が多い
こと等が要因と分析されている。総じて言えば、2024年の
中国映画市場は国産映画が主導する構図を示したが、全
体的な興行収入は減少し、輸入映画の成績も期待を下回っ
た。今後、映画業界の回復には、より高品質なコンテンツの
提供や、経済環境の改善が求められるであろう。

出版
2024年、中国の書籍小売市場の総売上規模は1,129億
元に達し、安定的な成長を維持した。その中で、生活、教科
書、言語、自然科学、子供向け、教育関連の書籍は成長を
遂げ、特に生活関連書籍と教科書の伸びが顕著であった。
販売チャネル別では、総合ECプラットフォームが最も多く、
40.9％を占めている。次いで、SNSが30.4％を占め、その他の
オンライン販売チャネルと実店舗はそれぞれ14.7％、14.0％
を占めた。子供向け書籍の売上が最も大きく、28.16％を占
め、次いで教科書が25.33％を占めている。文学および学術

書籍の売上規模は7％から9％の間に収まっている。

音楽
2023年、中国の音楽産業の規模は前年比10.75％増の
約4,696億元となり、音楽消費の活発な成長を示した。成
長傾向を見ると、従来のラジオやテレビ音楽市場は減少傾
向にあるが、オフラインのコンサートや公演、オンラインの
デジタル音楽市場が好調である。そして楽器製造や専門音
響機器などの製造業の回復に支えられ、業界全体は安定
的な成長を見せている。

ゲーム
「2024年中国ゲーム産業報告」によると、2024年の中国

ゲーム市場の売上は前年比7.53％増の3,257億8,300万元
に達し、再び歴史的最高記録を達成した。ゲームユーザー
の規模も前年比0.94％増の6億7,400万人となった。市場を
細分化して見ると、2024年国内のミニゲーム市場の売上は
398億3,600万元に達し、前年比99.18％増にて強い勢いの
成長を示した。さらに、海外市場における国産ゲームの売上
は前年比13.39％増の185億5,700万ドルとなり、5年連続で
1,000億元を突破する成果を上げた。政策面では、ゲーム市
場の版号発行規制が2024年から徐々に緩和した。統計によ
ると、4月と5月を除いて、過去1年間で毎月の版号発行数は
常に100件以上を維持している。2023年に発行された977
件の国産ゲーム版号を上回り、過去5年間の最高水準となっ
た。国産ゲームに加えて、2024年には輸入ゲームの版号発
行数が110件に達し、2023年の98件を上回った。総じて言
えば、2024年の中国ゲーム市場は各分野においても著しい
成長を見せ、政策環境の改善と技術の進歩に伴い、今後も
ゲーム産業は成長を続けると予測されている。

インターネット動画
中国網絡視聴節目服務協会の「中国網絡視聴発展研究
報告（2024）」によると、2023年、中国のインターネット
動画配信市場の規模は1兆1,524億8,100万元に達し、ユー
ザー数は10億7,400万人に上った。利用率において、動画
アプリは、インスタントメッセージ、オフライン決済などを
超えて、引き続きすべてのアプリの中で1位を維持してい
る。ユーザーがよく視聴するコンテンツのタイプについて、
ミニドラマは39.9％のユーザー占有率で第3位にランクイン
し、第1位はドラマ、第2位は映画となっている。

外国企業や海外コンテンツに対する過度
な規制が存在
従前より以下のような規制や参入障壁があり、日本企業
の投資機会の損失につながっている。

①	海外コンテンツに対する事前内容審査・検閲規制
　	コンテンツ頒布前に、当局が内容審査等を行う。こ
の審査を通過し、許認可を取得して初めて中国でコ
ンテンツを頒布できる。また、中国国産コンテンツ
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と比べて、海外コンテンツに対する規制はいっそう
厳しいため、当局の検閲を受ける際の手続も複雑で
時間がかかる。

　	さらに、新規の許認可制度や規制を導入する際、業界
や専門家の意見を十分に考慮せずに進められることが
多いと指摘されている。その結果、実情にそぐわない
規制が施行され、業界に混乱が生じる事例も少なくな
い（例えば、2018年にゲーム業界に対する規制を強
化し、新規ゲームの版号発行を一時停止した）。

②	海外コンテンツの総量規制
　	海外コンテンツについて毎年頒布できるコンテンツ
の本数が制限されている。

③	外資規制
　	中国でコンテンツ事業を行うには、事業者は関連する
許認可を取得する必要があり、そのためには資本構
成、経営規模、専門人員、設備などの条件を満たす必
要がある。外国事業者には特別な規制が適用されてお
り、規制緩和の動きはあるものの、多くのコンテンツ
分野では依然として直接投資が禁止されている。
以下では各分野の規制や参入障壁を説明する。

映画
映画館設立への外資規制
2004年より施行された「外商投資電影院暫定規定」に
より、外資が独資で映画館を設立すること、および院線（映
画館チェーン管理組織）を設立することが禁止されてい
る。また、合資・合弁会社設立の場合は、登記資本金におい
て中方の投資割合が51％以上であることが要件となってお
り、期限も30年以内と定められている。一方で「外商投資参
入ネガティブリスト」の2019年版から、映画館の建設・経営
における中国側の過半数出資を求める規定が撤廃されてお
り、「外商投資電影院暫定規定」との矛盾が生じている。

輸入・配給に関する規制
「外商投資参入ネガティブリスト（2024年版）」に基
づき、外国事業者は映画の制作会社、配給会社、映画館
チェーン運営会社への投資、および映画の輸入業務への
投資が禁止されている。

また、実務上、海外映画の輸入は中国電影集団公司進出
口分公司のみが認可されており、配給は中国電影集団公司お
よび華夏電影発行有限責任公司の2社に限定されている。

海外映画に関する本数規制
国家電影局が映画に関する管理を行っており、日本映画
は2012年7月以降、2015年4月まで劇場公開されていな
かった。日本映画については、合作映画を除くと、近年上映
した本数は下記の通りである。

図１： 中国で上映された日本映画本数の推移
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出所：	猫眼、中国電影報「2024中国電影市場進口電影観察」

近年、日本映画の上映本数は徐々に回復しているものの、
2024年度に中国で上映された501本の映画のうち、日本映画
はわずか4％以下にとどまっており、日本映画を含む海外の映
画に対する上映本数の制限は依然として存在している。

インターネット動画配信（アニメを含む）
海外映画・ドラマのインターネット上での配信に関する規制
2014年9月に公布された「インターネット上の海外映画・ド

ラマの管理について改めて審査審理することに関する規定」
に基づき、海外映画・ドラマをインターネットで配信するに
は、事前審査を受ける必要がある。また、各動画配信プラッ
トフォームが年間で購入・配信する海外映画・ドラマの総量
は、当該動画配信プラットフォームが前年度に購入・配信し
た国産映画・ドラマの総量の30％を超えてはならない。

海外アニメのインターネット上での配信に関する規制
アニメのインターネット配信について、従来、プラットフォー

ムの自主審査のみを通過すれば配信できたが、2021年4月か
ら、海外アニメのインターネット配信について、当局による検
閲制度が導入され、配信前に、当局による内容審査等を通過
し許認可を取得しなければならなくなった。この検閲制度の
導入は、日本アニメの中国進出に大きな影響を与えている。

①	審査負担の増大と市場への影響（審査期間の長期
化・透明性の欠如・収益の低下）

　	海外アニメの配信には事前の内容審査が必要となる
が、審査にかかる時間が長期化しており、グローバ
ルでの同時配信がますます困難になっている。その
結果、版権を保有する企業・組織の収益に悪影響を
及ぼしている。海外アニメの購入取引が中止された
り、検閲を通過できないリスクが高い作品のライセ
ンス料が従来の5分の1～10分の1にまで低下したり
する事案も増えている。

　	また、審査の透明性が欠如しており、具体的な理由
説明なしに審査が却下されたり、客観性に乏しい理
由で取り消されたりするケースも散見される。さら
に、海外のアニメ制作業者には、放送3カ月前までに
動画サンプルの全話提出を求めるといった厳しい対
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応が求められており、制作スケジュールに大きな負
担がかかっている。

②	数量制限
　	海外アニメの配信については、動画配信企業が購入
できる海外アニメの割合が全配信量の30％を超えて
はならないというルールが存在し、国や地域ごとの
配分枠も設けられていると考えられている。特に、
日本のアニメは毎年多数の良質な作品を制作して
いるものの、中国市場での配信割合は全体のわずか
4.5％にとどまっており、著しく制限されている。

③	検閲対応による視聴者の評価低下・著作権侵害リス
クの拡大

　	検閲の厳格化に伴い、アニメの原作改編が必要とな
るケースが増え、その結果、視聴者やファンの評価
が低下する問題も発生している。

　	また、日中同時正規配信の減少により、正規ルート
で視聴できないユーザーが海賊版に流れやすくな
り、著作権侵害のリスクが拡大している。

テレビ番組
テレビ制作会社の外資参入禁止
2004年に公布された「中外合資・合作広播電視節目制
作経営企業管理暫定規定」により、外資との合資によるテ
レビ制作会社の設立が認められた。しかし、2009年に公
布された前記規定の廃止に関する決定により、テレビ制作
会社の外資参入が再び禁止された。

海外映画・ドラマの放送時間に関する規制
海外映画・ドラマはゴールデンタイム（19時から22時の

間）にテレビ放送することが禁止されている。22時以降の海
外枠も米国の大型映画が中心で、日本コンテンツの放送は極
めて少ない。また、各チャンネルで一日に放送する輸入ドラマ
は、その日同チャンネルで放送されるドラマの25％を超えて
はならないという規制もあり、海外ドラマが普及しにくい。

近年は海外番組（ドラマ・バラエティ番組）を中国企業
がフォーマット購入して中国版を製作するケースも多くある
が、広発[2013]68号「2014年のテレビ番組編成および登
記業務の実行に関する通知」（強化版限娯令）により、この
ような海外フォーマット番組もゴールデンタイムに放送して
はならず、新規番組の放送は1年間で1番組を超えないこと
と規定された。また、同通知の全文は当局のホームページ
上で公開されていない。

海外アニメに関する放送規制・国産アニメ産業の過度
な保護
海外アニメに関しても、17時から21時までのテレビ放送
は禁止されている。国産アニメの放送枠は、アニメ放送枠
全体の7割を下回ってはならないという規制（2008年「テ
レビアニメ放送管理強化に関する通知」）や、国産アニメ
を制作した機関はその制作数量と同じ分まで海外アニメを
輸入できる（2004年「わが国のアニメ産業発展に関する若
干意見」）等の国内産業優遇制度が存在する。また、輸入

済みアニメの放送認可が益々厳しくなってきている上に、新
規に輸入を申請してもなかなか許可がおりない状況が続い
ている。実際に日本アニメの新規テレビ放送は2007年以
降、2020年まで許可されておらず、2021年2月に「はたら
く細胞」が新たに放映されたのみで他は再放送のみであっ
た。一方、日本アニメへの視聴ニーズは高いため、CCTVで
は劇場版アニメをアニメ枠ではなく映画枠で放送したり、
独自審査権により放送したりすることで対応しているが、他
のテレビ局では同様の対応は取り難い。

出版
出版業務への外資参入は「外商投資参入ネガティブリスト
（2024年版）」において、依然として禁止されている。また
外国書籍の輸入は許可を得た国有企業のみ可能であるが、
中国図書進出口（集団）有限公司が国内の輸入図書市場の
60％以上を取り扱っている状況である。原版の輸入ではな
く、中国版を出版する場合は、書籍、漫画は書号（書籍コー
ド）を取得すれば出版できるが、近年は海外の漫画作品の
出版許可に対する審査・批准が厳しくなっている。雑誌の
出版には刊号（雑誌コード）の取得が必要だが、海外雑誌
コンテンツへの単独での新規刊号の認可はおりない。その
ため、すでに刊号を取得している中国国内の雑誌と提携し、
コンテンツを提供する形での市場参入しかできない。

音楽
「外商投資参入ネガティブリスト（2024年版）」におい
ては「音像製品および電子出版物の編集、出版、制作業
務」が外商投資を禁止する項目として挙げられており、外
資はCD等の音楽ソフトの出版等の業務に参入できない。ま
た、「外商投資参入ネガティブリスト（2021年版）」から、イ
ンターネット文化経営分野の禁止項目から音楽配信が除外
されたが、実務上、外資が音楽配信するためのネットワー
ク文化経営許可証等許認可の取得が依然として難しい。
また、海外の音楽ソフトの輸入については国家新聞出版署
（国家版権局）の審査・批准が必要である。

ゲーム
ゲーム配信に関する規制
ネットゲームの輸入の場合、新聞出版署の網絡出版服務
許可証を取得したインターネット出版サービスの資格を有
する会社を通じて行う必要があり、外資系企業のみでの配
信、課金活動は実質的に不可能である。ゲームの出版（発
行）は国家新聞出版署（国家版権局）の審査・批准を受け
る必要がある。

近年、ゲーム（ゲーム機用ソフトを含む）の認可数は以下
の通りである。
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図２： 版号が取得されたゲーム本数の推移
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出所：	中国国家新聞出版署

上記の通り、国産ゲームと比べると、輸入ゲームの割合は依
然として低い水準にとどまっている。その主な理由として、輸入
ゲームは内容の修正が多く、審査に時間がかかるため、輸入
ゲームに対する審査が国産ゲームよりも厳格に行われている
ことが挙げられる。この厳しい審査体制は、国内ゲーム会社が
輸入ゲームの版権を購入する意欲にも影響を与えている。

さらに、中国国家新聞出版署は2023年12月22日、「オン
ラインゲーム管理弁法（意見募集稿）」を公表し、毎日のロ
グインに対する報奨の禁止、課金額上限の設定、プレオー
プンテストのプレーヤー数の制限など、現行のオンライン
ゲーム運営方式に大きな影響を与える規定が数多く含ま
れている。仮に当該弁法が正式施行されれば、今後、国産
ゲームや輸入ゲームを問わず、オンラインゲーム業界の発
展を阻害することが懸念される。

コンソールゲームに関する規制
中国（上海）自由貿易試験区の政策により、2014年に
ゲーム機（コンソール機）の製造・販売が解禁された。その
後、国内外企業が相次いでゲーム機を発表し、中国におけ
るゲーム文化の多様化に大きな影響を与えた。ゲーム機と
ゲームタイトルは、車の両輪のような関係にある。両者が
連携し、互いを補完し合うことで、ユーザーはより魅力的な
ゲーム体験を得ることができる。しかし、ゲーム機解禁から
10年が経過した現在においても、中国市場におけるゲーム
機向けタイトルの供給不足が問題となっている。その背景
には、ゲームタイトルの内容審査における諸問題がボトル
ネックとしてある。主な課題は以下の3点である。

・審査基準の不透明性：どのような基準で審査が行われ
ているのか明確でなく、開発者やパブリッシャーに
とって事業リスクが高い。

・審査期間の長期化：版号を取得するまでに時間がかか
り、スムーズな市場投入が難しい。

・許可されるタイトル数が少ない：コンソールゲーム向
けの版号取得の数が少ない。「2024年遊戲版号審批報
告」によると、2024年に版号を取得したコンソール
ゲームタイトルはわずか23本にとどまり、その内訳は
国産ゲーム10本、輸入ゲーム13本であった。これによ

り、事業者がコンソールゲーム市場に参入する意欲が低
下し、市場全体の成長が停滞する一因となっている。

メディアミックス・各種イベントの開催
メディアミックスに関する規制
外資企業や海外コンテンツへの各方面の規制・参入障壁
が原因で、有力コンテンツを核とした、（例えばコミック出
版×テレビ放送など）メディアミックスやマーチャンダイジ
ング、イベント、プロモーション等の実施に大きな制約があ
る。本来コンテンツビジネス発展のためのブースターには、
こうした施策の連動が不可欠であるが、現状では各分野の
規制などを背景にして、それぞれが個々の展開に終始してし
まっているケースが目立ち、結果としてコンテンツビジネス
の大きな成功事例へと育ちにくい状況になっている。こうし
た分野で経験を有する海外コンテンツの成功事例は、国内
コンテンツ企業発展のためにも寄与していくはずである。

コンサート開催に関する規制および問題点
近年、中国においてコンサート開催に関心を示す海外アー

ティストが増加傾向にある。海外アーティストによる公演は、
芸術・エンターテインメントを介した相互理解の促進や国際
文化交流の拡大を通じた文化産業の振興など、さまざまなメ
リットが挙げられる。しかし、中国国内でコンサートを行う際
には、多くのハードルを乗り越えなければならず、二の足を踏
む海外アーティストのケースも散見され、早急な改善が求め
られる。以下の課題が具体的に指摘されている。

・事前審査の厳格化:	大規模公演における事前審査が煩
雑且つ厳しく、直前でのコンサート中止の事例も発
生している。

・収容人数制限:	公演会場のキャパシティに対して、収
容許可数が限定的に設定されているケースが多く、
観客動員数を制限せざるを得ない状況である。

・チケット販売の不透明性:	チケット販売において、直
前まで販売許可数が不透明であり、運営上の予見性
に欠ける状況である。

・物販規制の厳格化:	物販における行列管理などの制約
が厳しく、当日における制限など、運営上の自由度
が低い状況である。

・対応の不統一:	都市や公演によって、背景や判断基準
が不明確なまま、対応が異なるため、公演企画や運
営が困難になっている。

著作権保護体制や商標冒認出願・行政
手続における懸念事項
2021年6月から施行された改正著作権法では、短編動画
などインターネット上の新しいコンテンツにも対応する形で
権利体系の整理を図るほか取引ルールの整備・権利保護の
強化に関する規定が設けられた。特に権利保護に関しては、
司法救済において損害賠償額に新たな規定が追加され、故
意および情状重大の要件を満たす場合における5倍以下の
懲罰的損害賠償が導入されるとともに、法定賠償額上限も
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500万元に引き上げられるなど一定の強化が図られた点は
評価する。ただし、著作権法改正案や商標冒認出願・行政
手続に関しては、依然として以下のような懸念がある。

著作権登録制度についての懸念
改正著作権法第12条では、著作物に署名した者を著作者と

する旨の推定規則を示しつつ、著作権登録も実務上基礎的な
証拠として扱われ、同条で登録制度は著作権を確定する上で
著作者の推定規則と両輪を成すものとして位置付けられてい
る。現状では登録権利の取り消し手続が未整備であり、著作
権を冒認登録された場合に権利が守れない懸念がある。中国
の著作権登録制度への理解、登録への意識が十分ではないこ
とが多い海外企業の有するコンテンツにかかる著作権につい
ては特にこの危険性が高く、現行制度でも人気アニメのキャラ
クター等を始め日本の多くの著作権が冒認登録されている。

著作権集団管理組織に関する懸念
著作権集団管理組織について、主として音楽著作権に関
して収入・配分情報等の不透明性に対する懸念が大きいと
ころであるが、改正著作権法第8条によって、著作権集団
管理組織制度が今後、強化、拡充されると思われるが、本
改正法の実施により多くの権利者に対して情報公開が進む
ことを期待したい。その他、1つの分野で1つの著作権集団
管理組織しか設立できない法制度になっていて、各組織の
独占状態が許容されている状況があるが、著作権者の適
切な選択肢を確保するためにも今後の規制緩和が期待さ
れる。また、著作権集団管理組織に著作権の管理を委託し
ない権利者がそのことによる不利益が生じないよう、著作
権者の権利が十分に尊重されるよう配慮が必要である。

商標冒認出願に関する懸念
漫画やアニメの登場人物やタイトル等の商標冒認出願は
依然として多発している。冒認出願には、登場人物キャラク
ター名・作品名等の変更を余儀なくされたり、冒認出願者
から逆に権利行使されたりする等、中国におけるコンテン
ツビジネス展開に大きな支障をきたすリスクがある。

非正規コンテンツの市場からの排除
中国では、あらゆる分野に非正規版が存在している。映画・

アニメなどの映像についてはネットへの無許可・違法配信、漫
画など書籍については海賊版およびネット海賊版、音楽につ
いては海賊版CDおよび無許可・違法配信、ゲームについては
海賊版およびネットへの無許可・違法配信、キャラクター商品
については模倣品および非正規ルートの販売などがある。

行政取り締まりの問題
商標権侵害と比べると、コンテンツの著作権侵害を理由と

する行政取り締まりのハードルは高く、多くの著作権侵害の
行政取り締まりにおいて、鑑定機構による侵害鑑定書の提出
が求められ、権利者の権利行使の負担が増えるほか、適時に
海賊版を差し止められないという問題が発生している。

インターネットでの無許可・違法動画・ゲーム配信問題
2024年12月時点の中国のインターネットユーザーは前
年比1,608万人増の11億800万人であり、そのうち99.7％
のユーザーが携帯端末でインターネットを利用している。
版権元にとって、インターネットでの無許可・違法動画配信
問題は中国市場において常に大きなリスクである。近年主
力動画サイトが日本の人気作品の正規版配信を積極的に
展開するなど、一部で版権に関する意識が高まってきたこ
とは、市場の健全な発展のためにも非常に好ましい。他方
で、昨今、海外アニメのインターネット配信の事前検閲制度
の導入等、海外映像コンテンツに対する政府規制が強化さ
れる動きがみられ、海賊版被害の拡大・市場健全化の流れ
に水を差すことが大いに懸念される。

また、ゲーム業界における海賊版の被害も大きい。現
在、日本IPを使用した海賊版ゲームが多く出回っており、
これらの海賊版ゲームは既存ゲームのプレー方法、フレー
ムワーク等の根幹部分をそのまま活用し、キャラクターや
シーンのみ調整することが多いため（いわゆる「換皮遊
戯」）、開発期間が短く、正規ゲームより早くリリースするこ
とができる。ゲームのライフサイクルを考えると、悪影響を
最小限に抑えるためには、海賊版ゲームのリリース直後に
対策を講じる必要があるが、海賊版ゲームの発覚までに一
定の時間を要することと、対策を講じるための必要な書面
の準備等に時間がかかることなどから、常に迅速な対策を
講じることは難しい。結果として、海賊版ゲームにユーザー
が奪われ、中国のゲーム開発会社と日本の版権元の両方の
利益が大きく損なわれている。

産業発展や人材の創造性育成への障害
模倣品・海賊版の横行により、版権元が本来得るべき利
益を享受できていない。事業者の利益の保護や健全な市
場競争こそが、事業者の創作性の育成や産業の発展につ
ながる。また、非正規コンテンツへの対応・対策は事業者
に負担を課すのみでなく、行政機関や国民にとっても社会
的費用となる。改正著作権法では著作権侵害に対する罰
則強化等、権利保護強化に関する規定が導入されている点
は評価したい。また、さらなる運用の強化を期待したい。

＜建議＞
1. 外国企業・海外コンテンツに関する中国市場参

入規制の緩和
　中国コンテンツ産業の発展は国内企業の保護で
はなく、健全な競争による国内企業・人材の育成
が鍵である。また、市場ニーズがあるにもかかわら
ず海外正規版の市場参入が制限されれば、政府
の事前審査や検閲を通過していない模倣品や海
賊版のコンテンツが市場に蔓延する結果に繋が
る。そこで、以下を国家電影局、国家新聞出版署、
国家広播電視総局、文化・旅行部に要望する。
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 海外コンテンツに関する事前内容審査・検閲規
制の緩和
　事前内容審査・検閲を緩和、明確化を要望する
とともに、事前内容審査・検閲の迅速化を要望
する。また、新規に許認可制度や制限を導入す
る際には業界意見等を十分に考慮し慎重に実
施することを要望する。特に以下を重点的に考
慮していただきたい。

・	アニメのインターネット配信の事前審査規制の
緩和を要望する。審査の際に動画サンプル全
話提出が不要、審査基準の緩和・明確化、審査
の迅速化などをしていただきたい。

・	海外市場との文化交流の促進や国内ゲーム市
場のいっそうの発展のために、輸入ゲームの迅
速な審査と版号の付与ならびに版号の増加、よ
り積極的に海外優良ゲームコンテンツの認可推
進と関連政策の検討を要望する。

・	海外アーティストによる公演の審査基準の緩
和・明確化、審査提出資料の簡素化、公演会場
キャパシティに関する制限の緩和、チケット販
売等の興行管理規定の明確化を要望する。

 海外コンテンツの総量規制の緩和
　コンテンツのインターネット配信を含め、海外
コンテンツの総量規制の緩和を要望する。ま
た、総量規制ルールの明確化を要望する。

 外資規制の撤廃、緩和、実務上の運用改善
　コンテンツ頒布の段階で検閲を実施し、不適切
なコンテンツであれば発信を阻止すれば良いた
め、コンテンツ制作、映画配給業務にかかる外
資規制を設ける必要はないことからも、関連す
る規制の撤廃、緩和を要望する。また、外資企
業でもインターネットでの音楽配信サービス等
を運営できるよう規制緩和を要望する。

2. 著作権関係制度の整備、商標冒認出願の対応強化
　中国コンテンツ産業の発展には、規制緩和とと
もに、著作権者の権利のさらなる強化が必要で
ある。そこで、「著作権法」、行政手続および商
標の冒認出願に関して、以下を国家版権局、国
家知識産権局に要望する。

 著作権関係制度の整備
　著作権の冒認登録が行われた場合に、登録の無効
化手続を整備することを要望する。さらに、著作権
集団管理組織の収入・配分情報、実態、権限等に
関して情報公開を進めることを要望する。また、著
作権集団管理組織制度においては、著作権者の権
利が十分に尊重されるよう配慮し、競争原理を導入
し、1つの分野で1つの著作権集団管理組織しか設
立できないという制限を取り除くことを要望する。

 商標冒認出願の対応強化
　漫画やアニメの登場人物やタイトル等の商標冒認

出願の審査を強化することを要望する。冒認出願
である場合、適切にその出願を拒絶することとし、
さらに、情報提供の窓口や手続の明確化等、冒認
出願に関する情報提供制度を整備することを要望
する（「第2部第6章知的財産権」を併せて参照）。

3. 非正規コンテンツの市場からの排除
　正規事業者の利益を保護し、中国のコンテンツ
産業のさらなる発展を促進するためにも、以下
を国家版権局、国家知識産権局に要望する。

 著作権侵害に対する行政取り締まりの強化
　コンテンツの著作権侵害を理由とする行政取り
締まりを強化し、鑑定機構による侵害鑑定が不
要とする等、取り締まりのハードルを下げること
を要望する。

 海賊版・無許可コンテンツに対する監督管理の強化
	 インターネットを介した海賊版や無許可コンテ
ンツの配信・ダウンロードサイトの管理監督を
強化することを要望する。

 ゲーム配信アプリプラットフォーマーの監督管
理の強化
　海賊版ゲームのリリースを事前に阻止するた
め、ゲーム配信アプリのプラットフォーマーに対
して、ゲームリリース時の版権状況の審査および
リリース後の監督管理の強化を要望する。

 著作権保護に関する普及啓発
　著作権に関する紛争が多く、当事者、行政、司
法、社会にとって負担となっている状況を改善
するため、著作権保護に関する普及啓発等を実
施することを要望する。

4. コンソールゲーム産業の振興
　コンソールゲーム産業の振興のため、以下を国
家新聞出版署に要望する。

 コンソールゲームの振興に向けた政策支援と規
制緩和
　中国はアメリカと並び世界最大規模のゲーム市
場を有している。しかし、その産業構造はモバイ
ルゲームへの依存が顕著である。多様性を持っ
た健全な産業成長を実現するためには、モバイ
ル、コンソールゲーム、PCゲームのバランスの取
れた産業構成が必要である。そのため、コンソー
ルゲーム分野の発展を支援する政策的なインセ
ンティブの付与や、特別な推進策が求められる。
また、需要が高まりつつあるコンソールゲーム向
けソフトウェアの版号付与タイトル数の増加も重
要である。さらに、ゲーム機を通じて海外市場と
の文化交流を促進し、国内ゲーム市場のさらなる
発展を図るため、海外の優れたゲームコンテンツ
の認可を積極的に推進することが必要である。こ
れにより、版号を取得するための内容審査の透
明性向上と規制のいっそうの緩和を要望する。
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中国に関連するコンテナ、バルク、LNGおよび成長著し
い自動車輸送の各分野について、2024年の動向および
2025年の展望を以下の通り総括する。

コンテナ船の動向
2024年回顧
2024年は前年と比べ米国・欧州ともに輸入需要が増加
し、アジア-米国航路（東航）およびアジア-欧州航路（西
航）の荷動きは過去最高水準となった。一方アジア向けの
荷動きについては、中国の景気減速を主要因として同国へ
の輸出量が減少したことで、米国発・欧州発ともに年初来
から荷動きは低調に推移した。以下、航路毎に2024年の
コンテナ荷動き状況を振り返ってみたい。

アジア-米国航路の荷動き状況
東航（アジア発）では、2024年通期の荷動き量は前年比

17.1％増の2,145万TEUとなり、年間の荷動き量としては過去最
高を記録した（図1）。積地毎の国別シェアで見ると、中国出し貨
物は1,180万TEU（前年比16.2％増）、ASEAN諸国出しは538万
TEU（同23.6％増）となり、両カテゴリーで東航の8割を占める。

2024年におけるアジア発貨物の国・地域別/品目別荷量に
ついて、前年比での増減を示したものが表1である。増加率
の大きい品目として「家具・家財道具」は19.8％増、「建築関
連の資材・工具」は18.6％増を記録したが、一方で同じく荷動
き量が好調であった2022年との同品目の比較では順に5.6％
減、17.6％減となった。これは、米国における新築・中古住宅
の販売戸数回復が十分でないことが一因と考えられる。

図１： アジア-米国（東航）荷動き

出所：	JOC/PIERS

表１： 2024年通年（東航）アジア主要国・地域別/主
要品目別荷動き動向 
 （上段：年間TEU、下段：前年比増減率）
2024年　アジア主要国別・主要品目荷動き動向

	品目 中国 ベト
ナム 韓国 日本 台湾 インド その他 アジア合計

家具・家財
道具

1,876,391 968,988 45,085 10,835 50,305 75,586 333,046 3,360,235

15.2% 34.0% 27.5% 31.0% △6.8% 9.4% 16.4% 19.8%

電気機器 1,132,356 125,048 193,985 26,220 43,854 33,850 256,127 1,811,439
17.8% 43.6% 7.5% △6.5% 15.6% 31.1% 12.6% 17.0%

繊維・その
製品

1,087,998 300,425 45,137 12,029 21,755 237,805 471,887 2,177,035

20.2% 19.1% 8.8% △3.6% 4.8% 24.2% 11.1% 17.8%

建築関連
の資材・	
工具

485,609 136,408 39,633 7,743 35,160 41,561 44,041 790,154

13.1% 39.2% 23.7% 14.5% 15.0% 10.3% 40.2% 18.6%

玩具 586,304 51,329 5,565 3,203 4,438 5,821 24,916 681,576
13.5% 39.0% △4.9% 11.1% △4.7% 35.2% 19.6% 15.1%

自動車	
部品

298,980 13,241 177,381 119,776 66,255 46,224 42,037 763,895

14.2% 38.5% 17.2% 11.6% 2.2% 14.7% 25.5% 14.3%

履物 222,737 124,634 2,032 92.91 825 6,925 62,274 419,520
0.0% 14.1% 46.9% △26.3% △12.6% 18.7% 18.9% 6.8%

その他 6,113,544 1,084,870 855,179 490,485 438,439 722,962 1,736,269 11,441,748
16.9% 27.3% 16.3% 7.7% 5.5% 15.2% 17.7% 16.8%

合計 11,803,920 2,804,942 1,363,996 670,385 661,030 1,170,732 2,970,597 21,445,602
16.2% 29.3% 15.3% 7.9% 5.0% 16.8% 16.4% 17.1%

注：	原則として個別国・地域におけるそれぞれの上位10品目中に当該
品目が存在する場合にその数字を抽出した。

出所：	JOC/PIERS

西航（アジア着）では、2024年1～11月累計の荷動き量
は前年比3.7％減の525万TEUとなり、コロナ禍以降最低水
準となった（図2）。中国向け貨物については、同21.5％減
の121万TEUと急減し、ASEAN向け貨物も同8.9％減の169
万TEUとなった。

西航荷動きを品目別に見ると、荷動き量の上位品目は
総じて減少しており、「パルプ」28.8％減、「レジン等の合
成樹脂」23.8％減、「古紙」21.9％減などが目立った。一
方、増加した品目としては「野菜および種苗類」137.4％増、
「自動車、トラック等のタイヤおよびチューブ」36.2％増、
「家具および家財道具」21.8％増などが見られた。
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図２： 米国-アジア（西航）荷動き
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出所：	JOC/PIERS

アジア-欧州航路の荷動き状況
西航（アジア発）では、2024年1～11月累計の荷動き量
は前年比8.3％増の1,633万1,000TEUとなった（図3）。う
ち、中国出し貨物は前年比11.4％増の1,264万TEUとなり、
ASEAN出し貨物は6.0％増の217万TEUとなった。

西航荷動きを仕向け地別に見ると、北欧州向けが10.0％
増。西地中海・北アフリカ向けは11.3％増。東地中海・黒海
向けは0.8％増となった。

図３： アジア-欧州（西航）荷動き
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出所：	JOC/CTS

東航（アジア着）では、2024年1～11月累計の荷動き量
は前年比2.9％減の572万8,000TEUとなった（図4）。う
ち、中国向け貨物は前年比7.5％減の270万TEUとなり、
ASEAN向け貨物は0.8％減の171万TEUとなった

東航荷動きを仕出し地別に見ると、北欧州出しが4.6％
減。西地中海・北アフリカ出しは2.1％減。東地中海・黒海
出しは前年比横ばいとなっている。

図４： 欧州-アジア（東航）荷動き
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出所：	JOC/CTS

日中航路の荷動き状況
2024年1～11月累計の日本出し貨物は前年比0.2％減
の67万1,000トン、中国出し貨物は前年比0.2％増の182万
7,000トンとなった。このうち日本出し貨物では、鉄鋼、有
機化学品、機械類などが減少した。一方、中国出し貨物で
は鉄鋼、有機化学品、プラスチックおよびその製品などが
増加した。

2025年展望
2025年の荷動きは、米国トランプ大統領の関税施策に
よる影響を一定程度受けると見られる。同施策の具体的な
中身やその影響は現時点では不透明だが、グローバルに貿
易活動が停滞し荷動きに悪影響を与えるシナリオに注視し
たい。アジア-米国航路では特に、大宗貨物である家具類
の需要回復が一つのテーマとなると考える。住宅ローン金
利の高止まりと、それに伴う住宅販売戸数の低調推移が解
消するか否か注視したい。アジア-欧州航路では、ドイツを
中心に製造業の不振が顕著ゆえ、これらの復活と欧州諸国
の景気回復が鍵となると考えられる。

バルク輸送の動向
2024年回顧
2024年の中国ドライバルク需要は総じて堅調に推移し
た。中国粗鋼生産量は建築分野の需要不振等を理由に前
年比1.7％減となったものの、品位・価格面で有利な海外鉱
石への強い需要を受けて、鉄鉱石輸入量は前年比11.7％
増の12億3,700万トンと過去最高を記録した。石炭輸入量
は2023年に引き続き増加が顕著であり、国内石炭生産量
も約1億トン伸びているにもかかわらず、堅調なエネルギー
需要と海外炭の価格競争力を背景に、石炭輸入量も前年
比14.4％増となる5億4,300万トンと過去最高値を更新し
た。2024年に過去最高の収穫量を記録した穀物関連で
は、トウモロコシと小麦は2023年比で輸入減少に転じたも
のの、穀物輸入で最大を占める大豆は同6％増加の1億500
万トンとなった。
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図５： 中国の石炭輸入量推移（万トン）
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出所：	中国国家統計局

2024年の大型船市況は、西豪州・ブラジルの鉱石出荷
が堅調だったことに加え、西アフリカのボーキサイト出荷
も旺盛だったこと、また多くの船社が船舶攻撃の懸念があ
るスエズ運河通峡を避けて喜望峰経由の航路を選択した
ことで、船腹需給が例年より逼迫した状態となり市況を下
支えした結果、主要5航路の年間平均傭船料は22,593ドル
と3年ぶりに2万ドルを超える水準で落着した。中小型船は
2023年から続くパナマ運河の渇水に伴う通航制限や、前
述のスエズ運河通峡回避の影響で船腹需給が引き締まっ
たこと、南米からの穀物出荷が堅調だったこと等から、上
半期は比較的底堅く推移したものの、7月に南米からの出
荷最盛期が終わり、9月にはパナマ運河もほぼ通常のオペ
レーションに回復、年末にかけて太平洋水域での石炭等の
限定的な荷動きが船腹需給を緩和傾向に転じさせたこと
から、下半期は総じて下落基調で推移することとなった。

図６： 2024年ドライバルクマーケット推移
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出所：	Baltic	Exchange

2025年展望
不動産をはじめとする経済回復の遅れもあり、中国国内

の鉄鋼需要は2024年に続いて減少するとの見方も強い一
方で、雇用維持や税収確保の観点から政府による明確な減
産指示も出されない状況が続くと考えられ、2025年の粗鋼
生産量は前年比同程度ないしは微減となる10億トン弱を維

持し、国産鉱石に対して競争力のある海外鉱石の輸入量も
2024年並の12億5,000万トン前後になるものと予測する。
鉱石輸送に関しては西豪州・ブラジルからの堅調な出荷に
加えて、中国資本も参画するギニアで今年末頃から稼働開
始予定のシマンドゥ鉱山向け船腹需要が高まっていること、
主として西アフリカから大型船で輸送されるボーキサイトも
EV向けアルミ需要の高まりを受けて、1億5,900万トンの最
高値を記録した2024年輸入量と同水準以上が継続する見
込みであること、また新造船の竣工隻数が限定的であるこ
と等から、大型船の市況は足元の一時的な低迷から脱して
堅調に推移する見通し。石炭輸入量は国内炭の生産量増加
を背景に、また穀物は輸入依存度を下げるための政府によ
る増産キャンペーンや米中貿易摩擦の影響も相まって、若干
の減速も予測されるが、世界最大の輸入国である中国の需
要が極端に減少する事態は考えづらく、増加は見込めない
までも安定的な輸送が期待される。新エネルギー関連のイ
ンフラ投資や国内需要押上げの景気刺激策は今後も継続し
て行われる公算が高く、中国の原材料輸入に伴う堅調な荷
動きが、ドライバルク市況を支えるものと予想される。

LNG輸送の動向
2024年回顧
中国の2024年のGDPは対前年比5％の増加を維持した
一方、中国国内天然ガス消費量は4,260億5,000万m³で前
年比8.7％増、中国国内天然ガス産出量は2,463億7,000万
m³で前年比7.3％増と、GDP以上の成長を達成した。中国
経済の継続的な成長に加え、市場メカニズムにより最適化
された結果、天然ガスの需要は大幅に拡大し、さらに積極
的に生産量を増やした結果、天然ガスの消費量と生産量
が同時に増加することになった。

図７： 中国の天然ガス消費量と供給内訳
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出所：	中国国家能源局/SIA	Energy

2025年展望
CEthinktankの予測によると、2025年の中国の天然ガ
ス消費量は前年比7.5％増の4,584億m³と予想される。
2025年に新規稼働あるいは拡張予定のLNG受入基地は7
つもあり、すでに過剰気味のLNG受入基地の競争は一段と
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激化すると予想される。2026年から2028年にかけてLNG
受入能力はさらに増え、長期契約によるLNG購入量を大き
く超える見込み。当該受入能力の増加を背景に、LNGの輸
入量が引き続き増加すると予想される。

一方で、地政学リスクや上流プロジェクトの相次ぐFID遅
延など、さまざまな外部要因が中国のLNG安定調達に影響
を及ぼす可能性があり、注視していく必要がある。

自動車輸送の動向
2024年回顧
中国汽車工業協会（CAAM）の発表によると、2024年
の中国の自動車輸出台数は、新エネルギー車（NEV）への
買替え支援策や豊富なNEV新モデルの発表などを追い風
に、前年比19.3％増の585万9,000台に達し、2023年から
引き続き世界一の輸出台数を維持した。

車種別では、乗用車の輸出が495万台で同19.7％増、商
用車の輸出は78万台で、同1.0％増となった。NEVの輸出は
前年比で6.7％増の128万4,000台に達した。

また、税関総署の統計によると、2024年の中国の自動
車輸出台数上位10カ国のうち、ロシアとメキシコが各115
万台、44万台と2023年に続いて1,2位を維持したほか、ブ
ラジルの伸び幅が大きく、2023年は10位圏外であったとこ
ろ、2024年は23万台で6位に位置した。NEV輸出先上位3
市場は、ベルギー、タイ、アラブ首長国連邦の順であった。

2025年展望
2023年に中国の自動車の年間総輸出台数は491万台と
なり世界一の自動車輸出国となったが、2024年はそれをさ
らに上回る586万台に達し、既に中国の自動車輸出産業は
中国産業の核の一つとなっている。

EUによる追加関税、米国安全保障の観点からの中国製
品等排除、ロシア・ウクライナ戦争といった動きが中国自動
車メーカーにとっての変動要因ではあるが、アジア・中東・
南米といった欧米軸以外の第三国の工場建設含めた開拓
を図っていくものと予想される。

図８： 中国の自動車輸出台数および成長率推移 
 （2008～2024年）
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出所：	中国汽車工業協会（CAAM）

図９： 2024年の中国の自動車輸出台数 
（仕向け地別、上位10か国）
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出所：	中国海関総署

＜建議＞
 LNG 燃料供給の規制緩和
　LNG燃料の供給はまだ普及段階であるため、安
全等の観点から既存の重油燃料と比較してより
厳格な規制が設けられる事は理解できるが、現
状中国では限られた港・錨地でしか許可されて
いない。今後、拡大するLNG燃料の船舶需要、
スムーズな本船の運航に対応できるよう、当局
の判断する安全の範囲内での当該規制の緩和
および明確化を要望する。

 入港航路を含めた港湾近辺の水路情報の開示
　入港ならびその検討に際して海図・測深図を確
認したい場合に、諸々の事情で情報入手が困難
なケースが存在する。差し支えない範囲で、商
業利用される主要港湾の水路情報の開示を要
望する。

 貿易上の制限、海運および港湾関連の規則の
変更等における事前の明示
　中央・地方政府、港湾諸官庁から示される貿易
上の制限、海運および港湾関連の規則の変更
について、円滑に対応するためには一定の準備
期間が必要となるため、具体的な規則・要領等
をできるだけ事前に明示していただけるよう要
望する。
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２. 空運
2024年の空運事業における航空旅客輸送は、前年に中

国政府のゼロコロナ政策が正式に終了して以降、段階的
ではあるが着実な回復を続け、さらには中国政府によるビ
ザ免除措置対象国の拡大政策も後押しとなり、中国国内
線および国際線を合わせればコロナ禍前を上回り、史上
最高値を記録した。一方、新型コロナウイルス感染症の拡
大により強化された空港業務に対する各種規制は今もな
お一部残っており、地域、空港毎の裁量により異なる運用
が設定されるなか、航空便の定時性や顧客サービス、防
疫関連費用増等に引き続き大きな影響を与えている。

また、航空貨物輸送においても国際線を中心とした旺
盛な輸送ニーズにより顕著な成長を続け過去最高規模に
達する一方で、一部の空港業務に対する規制により、需要
に見合った貨物便の増便が迅速に実施できない状況が継
続している。

ゼロコロナ政策が終了し、航空旅客および航空貨物の
両方が着実な回復を見せる一方で、依然、各種規制が今も
なお一部残っているが、今後、本格的な人的往来の回復に
よる日中双方の経済回復を強く願っている。

日中両国の強固な友好関係と経済発展における空運事
業の役割は極めて重要であり、その社会的使命に早期に
貢献するためにも、2025年には両国の関係当局の連携に
よる早急な対応を強くお願いしたい。

2024年の概況および2025年の予測
航空旅客
2024年、中国の航空旅客輸送実績（国内線、国際線合
計）は7億3,017万人、前年比17.9％増となった。そのうち国
内線旅客は6億6,459万人、前年比12.6％増、国際線旅客
は655万人、前年比125.3％増（約2.3倍）となっており、国
際線では大幅な査証の緩和対策や各航空会社の復便によ
り航空旅客需要は前年から継続して大幅に伸長した。国
内・国際合計では2019年実績を超え、2019年比10.7％増
まで回復している（出所：中国民用航空局、特に記載のな
い限り以下も同様）。

また、日本国内地方路線の復便に加え、航空運賃の低廉
化等の影響により、中国からの訪日者数は約698万人まで
回復し、前年比187.9％増（約2.9倍）となる。しかし、2019
年比では27.2％減と回復傾向であるものの他国と比較して
コロナ前の数には至っていない状況となっている（出所：日
本政府観光局（JNTO））。

2025年の航空旅客の動向については、日本人旅客のビ
ザ免除措置が解禁され、今春ごろからの中国人旅客のビザ
申請手順の緩和、国内景気回復、さらなる復便が進めば親

族訪問だけでなく、ビジネスやレジャー等での二国間の人
的な交流もさらに高まり、航空旅客需要も徐々に回復に向
かうと期待している。

航空貨物
2024年の中国の航空貨物輸送実績は898万3,000ト
ンと前年比では22％増となった。2019年対比では19.2％
増加している。内訳は国内線が537万5,000トンで前年
比18％増、国内線のうち、香港・マカオ・台北路線が16万
4,000トンで前年比7％増、国際線は360万8,000トンで前
年比29％増であった。

国際貨物輸送において2024年は、自動車や家電、電子
部品といった商材の荷動きが中国経済動向や中米関係の
影響を背景に年間を通じて低調に推移した。一方、中国発
欧米向け越境ECは堅調な出荷が見られたことで、国際貨
物輸送の需要を牽引し、2024年の中国発着国際貨物物量
は2023年を大きく上回る輸送実績となった。旺盛なEC需
要は航空貨物単価水準を下支えし、年間通じて2023年よ
りやや高いレベルの単価を維持した。2025年の航空貨物
の動向については、トランプ米国大統領によるデミ二ミス
ルール（少額の申告価格の商品に対して認められる貿易通
関制度）の厳格化や中国製品への追加関税施策の政策次
第では、中国発輸出物量減少や生産拠点の東南アジアシフ
ト加速などのマイナス要素もあるが、ECの需要は堅調に推
移していく見方が強く、引き続き国際航空貨物輸送の需要
を牽引していく見通しである。

今後の展望・課題
世界各国において新型コロナウイルス感染症が終息し
て以降、航空各社は世界的に着実な復活を果たしており、
2024年は中国においても段階的ではあるものの着実な回
復を見せた一年となった。

2025年においても中国における航空輸送事業は堅調な
伸張が想定されるが、さらなる航空便の利便性向上、輸送
力拡大を目指すためには依然続く各種制限や規制の早急
な対応が必要である。

今回の建議は必要不可欠な課題に絞っており、中国政府の
スピード感をもった改革の力に期待して提案するものである。

建議事項の改善実現により、官民一体となって困難を乗
り越え、日中間のヒト・モノの往来の早急な回復を通じて、
両国の友好関係や経済の復活に向けて、全力で取り組む所
存である。

＜建議＞
 定期便、不定期便に対する運航認可手続の迅
速化
　定期便、不定期便の申請に対し、運航直前まで
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認可を得られないケース、手続が円滑に進まな
いケースや、手戻りが発生するケースが多く、他
諸国に比較して集客、販売期間が十分に確保で
きない事象が常態化している。結果、日中間の
人的流動の回復や旅客便の復便が遅くなり、中
国への投資、経済活動などへの影響も生じてい
る。今後は、各種申請に対して、速やかな運航・
販売計画が設定できるよう、スロット申請手続
の国際標準化と共に各種申請の最終認可可否
の早期通知を要望する。

 外国商業航空運送事業者業務に関する承認期
間の短縮
　CCAR-129（CHINA	OPESPEC）の申請承認
手続については、FSOP（Flight	 Standards	
Oversight	Program）システムの導入によって
Web上での対応が可能となり、また2017年度に
項目が再編され、以前より簡素化・効率化が進
んできている一方、承認に必要な期間として20
営業日が定められている。中国の航空行政に対
する世界からの信頼と競争力を向上させるため
にもIATA、ICAO加盟先進国と同水準による申
請承認手続の簡素化を通じ、承認期間の短縮
を要望する。

 IATAスロット会議における各国航空会社要望
に対する回答の早期化
　2024年のスロット制度改革以降、中国国内線
と比べた国際線スロット調整の優先順位は上
がったとされているものの、世界的な水準と比
較すると劣後しており依然として不透明な状況
である。IATAスロット会議でも個別要望に関
して有効な回答を得ることはできず、形骸化し
てしまっている。また、IATA会議前後の各種ス
ロットの問い合わせがメールで簡潔に実施され
ないことで調整に時間を要している。運用の改
善を要望する。

 混雑空港におけるスロット配分および運用につ
いての、IATAルールの正確な適用と透明性のあ
る運用
　中国内の主要な空港はすべて混雑している状況
にあるが、その空港のスロット配分において、ス
ロット前年使用実績の通知やスロットの交換、
回答期限の設定など、引き続きIATAルールの正
確な適用を要望する。また、主要空港のスロッ
ト規制値や時間帯別の混雑状況、およびローカ
ルルールを含めた運用状況を分かりやすく公平
に公開し、透明性ある運用を要望する。2024
年1月より運用開始されたSlot	Management	
Systemについても独自性が強く、操作性、判
り易さの点で課題があり、IATA形式（SSIM	
Chapter	6）の早期導入を要望する。

 外国航空会社への適宜適切な情報提供
　中国においては、民航局による各種通達や空港

関係の新規情報に関して、中国航空会社に中国
語で通知する仕組みがある。外国航空会社に対
して中国航空会社と同様の仕組みを共有する
か、英語での各種通達や空港関係情報の通知
頻度の向上を要望する。また、IATAやICAOで定
められた新規情報の公開についても定められた
リードタイムが守られないことが多い。外国航
空会社に対しても適宜適切なタイミングで通知
を行う公平な体制構築を要望する。

 中国発着便の管制事由による出発遅れの改善
　今後の安定した中国路線の運航に備え、フロー
コントロールの影響を極小化すべく管制運用
の改善が必要である。空域の有効活用や新規
航空路の設定により、遅延幅そのものを少な
くする取り組みに加え、遅延が発生した場合
においては、ATM（航空交通管理/Air	Traffic	
Management）やA-CDM（空港における協調
的意思決定/Airport-Collaborative	Decision-
Making）等のさらなる活用とその精度向上に
よる抜本的な対策を可及的速やかに実行する
よう要望する。例えば、悪天時には、管制より同
一方面行きの便は一律で出発を制限されるとこ
ろ、A-CDMの観点から、遅延の理由を明確に
し、運航可能と判断した運航者（航空会社）に
は出発許可を出す運用を行う、あるいは標準航
空路以外の使用リクエストを柔軟に受け付ける
など、各社の方針も反映できる仕組みを設ける
ことで、遅延便数や混雑の緩和に繋がると思料
する。

 空港制限区域内立ち入り許可証交付手続の迅
速化
　一部空港においては、空港制限区域内立ち入り
許可証を取得するために申請から発行まで時間
を要する場合がある。新入社員や転入者、出張
者が、着任後すぐに空港業務実務につけなけれ
ば運航便の維持継続に影響があるため、民航
局の指導のもと、全国で統一した交付手続の構
築と手続期間の迅速化、標準化を要望する。加
えて、一部の空港では、仮の空港制限区域立ち
入り許可証が1年程度続くため、空港ハンドリン
グに支障がある。正式版発行までの期間短縮
を強く要望する。

 外国航空会社が中国空港に配置する航空機整
備工具の保税扱い化
　外国航空会社が所有している中国各空港配置
の航空機整備工具については、すべて関税を
支払い内貨品としての保管が義務付けられて
いる。航空機整備工具は空港エリア限定で、外
国籍航空機への部品装着の利用に限られてい
ること、また非常に高価なものも多いため、他
の先進国と同様に保税扱いにもできるよう要望
する。
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 整備不具合で地上に駐機中の航空機に対する
緊急通関の実施
　航空機の不具合を修復するため、緊急的に本国
より送付される部品・工具の通関については、現
状として数日を要しており、例え短時間で修復可
能な不具合についても、作業完了までに相当な
時間が掛かっている。諸外国と同様、航空機の
不具合による部品等の送付については、短時間
での緊急通関を可能とするとともに、中国各空
港にて統一的な運用を行うよう要望する。

 貨物チャーター便設定上の制約の撤廃
　貨物チャーター便を設定する場合、単一の用機
者による販売のみが認められるルールとなって
いるため設定機会が限定されている。中国各地
において貨物チャーター便の設定の機会を増
加させ、中国発着の物流のさらなる活性化を期
待するため、一便に対して複数社による販売を
認めるよう要望する。

 外国航空会社に対する運行評価プログラム見
直し
　中国民 用航 空 局（C i v i l 	 A v i a t i o n	
Administration	of	China）は、外国航空会社に
対し、運行評価プログラムを適用し安全に関す
る輸入リスク管理を行っている。2024年の運
行評価プログラム改定により、減点措置の考え
方が厳しくなり、一部内容については安全運航
に影響を与えかねない内容となった。例えば、
低速のReject	Takeoffは安全上問題のない適切
な行為であって減点対象とすべきではなく、適
切にとるべき対応が行えない心理的な影響も
懸念される。CAACより、「減点は総合的に判断
する」との外国航空会社の意向を一定程度理解
した見解が示されている中で、真の安全運航に
資する運行評価プログラムの改定を要望する。

 各種空港料金の見直し
　2008年から導入された新空港料金体系につい
て、国際標準を踏まえて見直しが必要だが、い
まだ実施されていない。以下の如き料金の是正
を要望する。

・	PSC（Passenger	Service	Charge）の航空会社
負担から直接旅客負担への変更。

・	TNC（Terminal	Navigation	Charge）を発着毎
1回の請求にすること（現状は着陸、離陸各々に
請求されている）。

・	着陸料に附加されるサーチャージ（着陸料の
10％上限）の廃止
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第７章
流通・小売業
１. 卸売業

2024年の中国経済は、不動産市場の継続的調整や内需
低迷、市場マインドの低下により、第3四半期まで景気感
が弱まっていたが、9月以降の景気対策により若干の回復
基調に転じ、最終的な実質GDP成長率は5％を達成した。
その中で最終消費支出が2.2ポイント寄与し、前年から2.1
ポイント低下した。また、社会消費品小売総額は前年比
3.5％増にとどまっている。自動車や家電の買い替え支援
策を背景に耐久財消費が拡大したが、内需は消費刺激策
への依存が続く。12月の中央経済工作会議では「国内需
要の全面的な拡大」が2025年の最優先事項とされ、中国
商業連合会によると、小売売上高は約5％の増加が予想さ
れる。卸売業も消費動向の改善に期待を寄せている。

表： GDPおよび社会消費品小売総額の推移

暦年 2020年
(修正値)

2021年
(修正値)

2022年
(修正値)

2023年
(修正値)

2024年
(速報値)

実質GDP成長率（％） 2.2 8.4 3 5.2 5.0
最終消費支出の寄与度			
	（ポイント） △0.2 4.9 1 4.3 2.2

総固定資本形成の寄与度	
	（ポイント） 1.8 1.7 1.5 1.5 1.3

純輸出の寄与度			
	（ポイント） 0.6 1.9 0.5 △0.6 1.5

社会消費品小売総額			
	（兆元） 39.2 44.1 43.9 47.1 48.8

前年比伸び率（％） △3.9 12.5 △0.2 7.2 3.5

出所：	国家統計局

中国の卸売業界の歴史を振り返ると、1978年の改革開
放以前は、1級卸（中央の部局・専業公司）、2級卸（省レベ
ルの専業公司）、3級卸（市・県レベルの専業公司）の3段
階に分けられ、地域別・商品別に国家が管理する配給シス
テムが整備されていた。一方、改革開放以後は、3段階シス
テムを担った国有卸売企業の統廃合や私営企業の新規参
入などが進んだ。さらに1990年代後半には｢外商投資商業
企業試点弁法｣により、条件付きながら外資の参入が認め
られるようになった。

中国のWTO加盟から3年後の2004年6月に｢外商投資
商業分野管理弁法｣（商務部令｢2004｣第8号）が施行さ
れ、外資参入が原則自由になると、業界を取り巻く環境は
大きく変化した。卸売企業の代表的な機能には、①物流機
能（在庫・配送）、②金融機能（資金負担・与信管理）、③
市場分析・予測、販路開拓などの情報機能がある。これま
でのところ、メーカーの販売代理権を得て地域に特化した

販売網を持つ形態が多い。流通事業者においては、ここ十
数年来の取扱商品の規模や幅の拡大、運営効率化ニーズ
の高まりなどに加え、ここ数年、ECや新小売への対応、EC
のB2B浸食への対応、流通を介さないC2Mなど新たな対処
すべき課題が出てきており、ビジネスモデルの再検討・再
構築が必要となっている。

卸売業の展望
国務院は2024年3月、「大規模な設備更新と消費財買
い替え推進行動計画」を公布した。耐久財分野では、主に
自動車や家電、住宅内装材・設備の「買い替え」に焦点を
当てている。2023年末時点で、民間自動車の保有台数は3
億3,600万台に達し、冷蔵庫、洗濯機などの家電保有台数
は30億台を超えている。買い替えにより、1兆元以上の市
場が見込まれる。2024年8月初め、買い替えに充てられる
1,500億元の国債資金が全額地方に配分され、9月以降、
自動車と家電の消費額が前年同期比でマイナスからプラス
に転じ、10月の増加率はそれぞれ3.7％と39.2％に達してお
り、消費刺激政策の効果が表れている。さらに、財政政策
では買い替え支援資金は2025年に前年比で倍増し3,000
億元に達する見通しで、国内消費市場の持続的な改善が期
待される。

中国の経済発展モデルは、インフラ投資主導型から国内
消費主導型に変わりつつあり、卸売および小売業界は今後
数年間、成長を続けると見込まれる。しかし、卸売業の重要
となる物流業については、物流業と卸売小売業の発展不
均衡問題が依然として存在し、具体的には割高な物流コス
ト、低い物流運営効率、物流専門技術の立ち遅れ等が指摘
されている。交通運輸部と国家発展改革委員会は2024年
11月、「交通物流コスト削減・品質向上・効率化行動計画」
を公布した。この計画では、2027年までに社会物流総コス
トとGDPの比率を約13.5％まで引き下げることを目指してい
る（2023年は14.4％）。具体的には産業発展に適合した物
流システムの構築、物流各プロセスの効率的連携、新技術
の導入推進、企業の運営効率向上支援など、複数の視点か
らコスト削減と品質向上・効率化の実現を目指している。今
後数年以内に、物流業は急速に発展する見通しであり、卸
売業の発展にとってもプラス効果が見込まれる。

卸売業の問題点
日系企業として直面している問題点について、以下に触
れたい。
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業界管理
流通業界全体の健全な発展のためには、メーカー、卸
売・流通業者、小売業者が相互に協力しあい、サプライ
チェーンを強化していく必要がある。しかしながら、違法
行為者による信用性失墜やコンプライアンス遵守の妨害
となる事例、取引条件における公平性の欠如と見られる事
例が継続して生じている。公正且つ公平でオープンな市場
を形成し、また一方で同業界に携わる業者が安心・安全な
取引を継続的に行える業界秩序を守っていくことが肝要
である。

政策支援
消費者の嗜好の多様化、安心・安全への意識の高まりな
ど、消費者ニーズの変化には流通業界としてきめ細かく対
応していかなければならない。またネット販売事業が一般
化した環境下、小売業のみならず卸売業もそれに対応して
いく必要がある。業界状況を詳細且つ正確に把握するため
の公的な統計指標やそれらを公開していくシステムなど、
ソフト面での公的支援が不足している。また、低温物流体
制の構築と普及、資源面での無駄の排除、統一した流通規
範の整備、環境保護面での指導は政策として継続支援し
ていくことが必要である。

許認可
経営範囲や通行証などの許認可においては、これまでも
手続の遅さ、地域や窓口担当者による対応の差異を問題点
として挙げており、引き続き手続の短縮に向けた改善、な
らびに許認可の公平性・透明性を求めたい。

＜建議＞
 経営範囲拡大手続の改善
　取扱品目の拡充は卸売業者にとって不可欠で
あり、且つバリューチェーンの強化にも寄与する
ものである。当局は2018年より証照分離改革
を推進しており、審査や行政許認可の簡素化、
簡略化を進めている（「国務院　全国における
証照分離改革推進に関する通知」（2018年10
月公布））。また、2021年には証照分離改革を
いっそう進める旨の通知があり、市場参入規制
のさらなる緩和が進んでいる（「国務院　証照
分離改革の深化による市場主体発展のさらな
る活性化に関する通知」（2021年6月公布））。
さらに、2022年12月に国務院は「証照分離改
革および暫定調整適用法に関する状況中間報
告」を発表し、地方当局は証照分離改革を引き
続き深化させ、多くの地方当局で細分化措置の
実行など着実な改革を推進したと報告した。一
方、まだ解決しなければならない問題があるこ
とも明確に指摘している。地域や部門を超えた
データ連携と情報共有の強化、電子許可情報化

システム構築の改善により、広範囲の情報資源
の共有を実現し、企業が関連事項を処理する
ために、よりいっそうの便宜を図ることを要望
する。

 小売業者との公平且つ健全な取引へのさらなる
支援
　これまで大手量販店チェーンや小売CVSチェー
ンにて商習慣化されてきたリスティングフィー
は、「小売業者と供給業者の公平なる取引に関
する管理弁法」（2006年10月公布）や「大型
小売店の供給業者に対する違法徴収の是正措
置」（2011年12月公布）などの法令・措置に基
づき取り締まりが行われ、撤廃されたが、不平
等な商行為は今なお続いている。一部小売企
業は依然として別の名目で料金を徴収する例な
どがある。

　中小企業の合法的権益を守るため、2020年7
月に国務院は「中小企業支払保障条例」を公布
し、商業手形等の非現金支払方式を利用して
支払い期限を不当に延長してはならないことを
規定しているが、実際には一部の大手企業がそ
の優位な地位を利用して不合理な約定を設定
し支払期限を延長している。関連当局が「中小
企業支払保障条例」を実施・徹底し、監督と管
理を強化し、健全で公平な取引を実現するよう
要望する。

 違法行為者に対する取り締まり強化
　卸売業者の一部はコンプライアンス意識が低
く、ルールを守っている企業の競争力低下を招
いている。例えば、1）偽物を販売する業者や商
品を不当に安く販売する業者が存在することで
ネット販売におけるサイトの信用度が失墜する
事例、2）過積載を前提とした料金を提示する業
者が存在する事例、3）発票を発行しない前提
で税金分のコストを割引いた配送見積を提示す
る業者が存在する事例、4）賠償金目的の悪質
なクレーマーが増加している事例など。また、卸
売業者が「夜逃げ」し、取引先である日本の投
資企業が、本来卸売業者が支払うべき増値税
の支払要求を関係当局から受けたケースがあっ
た。健全な業界発展のために、関係当局による
違法業者の取り締まり強化とトラブルに巻き込
まれた企業への合理的な対応を要望する。

 公平且つ透明な通行証発行基準の制定・運用、
および共同配送に対する支援
　都市部における小売店舗の増加に伴い、よりス
ムーズな配送が求められるが、当局より通行証
を取得する際に、当局担当者によっては会社の
規模・交通渋滞・環境問題などを理由に通行
証の発行を認めないなどのケースがある。北京
市、上海市、広州市などの一線都市では既に新
しい通行許可証の発行が停止され、特に北京各
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区の通行制限区域は年々増加している。各区の
交通当局に通行許可証を申請しても、許可手続
が進まず、業務の拡大に一定の影響が生じてい
る。地方交通当局には、通行証の発行や罰則
の適用に関する公平且つ透明な基準を制定し、
運用するよう要望する。

 低温物流発展のための人的支援
　中国の生鮮品販売の拡大、消費者の安全意識
の高まりへの対応、また農村振興の観点からも
低温物流の発展加速が急がれる。各地方政府
は「低温物流の発展を加速させ、食品の安全を
保障し、消費の高度化を促進することに関する
意見」(2017年4月)、および「“十四五”低温物流
発展計画の通知」(2021年12月)の要求に基づ
き、低温物流産業を積極的に推進してきた結
果、低温倉庫の新規建設は加速されつつある
が、低温運輸施設の設備開発、作業の専門技
術水準の向上などには依然として課題がある。
政府は「コールドチェーン物流・輸送の高品質
開発の加速に関する実施意見」(2022年4月）
にて、質の高いコールドチェーン物流の発展の
ためのインフラ整備、輸送監督体制の改善、専
門人材育成等の政策支援の推進を謳っており、
これら施策の着実な実行を要望する。
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２. 小売業

業態転換による顧客獲得や業界再編に
よる新たな潮流

2024年の中国消費市場は、全体としては2023年通年の
成長率を大きく下回っている。その理由として必需品消費
は底堅いものの、嗜好品の買い控えやそれを主戦場とす
る小売業態の低迷にある。業界を取り巻くプレイヤーでは
中国のO2O（Online to Offline）戦略を担ってきたアリバ
バが小売業から一部手を引くような動きもみられる一方、
百聯集団やウォルマートなど老舗のプレイヤーによる業態
転換、顧客との接点強化の動きも見られる。今年は消費税
改革や訪日ビザ取得の緩和など小売業にとって追い風に
もなり得る政策への転換も図られており、日本企業はそれ
らの潮流を捉えつつも現地マーケットに根差した戦略実
行が問われている。

本格回復とはならなかった中国消費市場
中国消費市場は2020年と2022年に底を打ち、国家統
計局によると2024年通年では前年同期比ベースで3.5％の
成長に留まり、2023年通年の成長率7.2％を大きく下回る
結果となった。カテゴリ別に見ると、外食や食品類は依然と
して高い成長を維持しており、前年同期比で5.3％、12.3％
となる一方、アパレルは前年比でプラス0.3％、化粧品では
マイナス1.1％となっている。これらのデータから、中国の消
費市場は一定程度の底堅さはある一方で、必需品と嗜好品
で明暗分かれる形となり、商品カテゴリによっては依然とし
て厳しい状況が続いていることが分かる。

アリババの実店舗売却によるO2O戦略は転換期へ
アリババは2024年12月、中国百貨店大手銀泰百貨の
全株式を中国老舗アパレル企業の雅戈爾集団と同百貨店
の経営陣に対し74億元で売却、同取引で93億元の赤字を
計上するというニュースが発表された。アリババと言えば、
2016年頃創業者のジャック・マー氏により「ニューリテー
ル」という概念が打ち出され、実店舗を有するさまざまな
小売業態に出資、銀泰百貨はO2Oを具現化する顧客接点
として重要な役割を果たしてきたため、そのニュースは業界
が与えた影響も大きかった。特にスーパー業態の盒馬鮮生
は、これまで中国国内企業の店舗オペレーションや消費者
体験の底上げに大きく寄与してきている業態であり、その
動向が今後注目される。今回の撤退の理由はECおよびプ
ラットフォームビジネスへの原点回帰とAIやクラウドを始め
とする成長分野へのリソース集中ということであるが、今後
の小売業のイノベーションの担い手が既存のプレイヤーに
戻るのか、新たな「黒船」が現れるのかなどその成り行き
を注視していく必要があろう。

顧客に魅力的な価値を提供し、実店舗回帰につなげ
る老舗事業者
アリババが小売業から撤退する動きがある一方で、老舗
の事業者による業態転換の取り組みも見られる。百聯ZXの
取り組みを紹介する。百聯ZXは百聯集団傘下の新たな商
業施設で2023年に改装オープン、前身は従来型百貨店の
華聯商厦であり、上海市の南京東路の歩行者天国に店舗
を構える。営業面積は地下1階から地上6階まで5,500㎡、
中国初のACG（アニメ・コミック・ゲーム）に特化した商業
施設で、物販に加え、ACGにまつわる飲食、エンタメ関連の
サービスが取り入れられている。売り場作り自体も秋葉原
を彷彿とさせるような新鮮な驚きがあるが、特筆すべきは
ファンを繋ぎとめるための会員施策である。百聯ZXの会員
数は数十万を超えると言われるが、うち9割が40歳以下とさ
れ、2023年の開業から延べ数百回のオフラインイベントを
開催、VR、AR、メタバース、AIなどの最新技術を取り入れ、
ファンとのインタラクティブな交流を図っている。新型コロ
ナ禍後の消費低迷下においても、趣味嗜好のためにはお金
や時間を惜しまない若年層向けに対しての参加型仕掛けづ
くりの方法論、つまりこれまでの「モノ消費」に加え「コト・
時間消費」を提供できる空間演出やその環境提供は、小売
業のみならず、SNSの活用やプライベートトラフィックなどの
構築によりコアなファンの育成を目指す日本の小売業や消
費財メーカーにとっても学ぶべきものが多いだろう。

会員制小売業態も近年勢いを増している。米ウォルマー
ト社の本業の大型スーパー「ウォルマート」は中国市場に
おいても低迷が続く一方で、傘下の会員制スーパー「サム
ズ・クラブ」は好調である。中国商業聯合会と中華全国商
業信息センターの中国TOP100小売企業のデータによる
と、2019～2023年の年平均成長率が9.9％とその好調ぶ
りが際立つ。その要因は2つあると考えている。1つは商品
戦略である。サムズ・クラブのSKUに占めるPB（プライベー
トブランド）比率は約3割とも言われており、売上と収益に
貢献している。PBの開発には会員のニーズに寄り添った商
品開発および商品発売後の効果測定、厳格なベンダー選
定の品質管理の徹底、そして何よりも競争力のある価格設
定がその強さの背景にある。

2つ目は商品の価値を伝える会員制度である。実店舗、
アプリ、Wechatミニプログラムおよび協業パートナーであ
る京東（JD）も含めた会員データを一元管理し、会員の消
費状況を分析、PBの開発や来店頻度の向上につなげてい
る。結果、中国のサムズ・クラブの客単価は1,000元にも達
すると言われており、この消費低迷の時代において非常に
際立った存在となっている。

税制改革で地方の小売業の活性化に期待
政策面で消費税関連について大きな動きがあった。
2024年7月、中国共産党第20期中央委員会第3回全体会
議にて、「改革のさらなる全面深化と中国式現代化の推進
に関する決定」が発表された。その要点は、多くの地方政
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府が財源不足に陥る中で、生産者段階で徴収される100％
中央政府の税収となっている消費税を、小売段階で徴収
し地方政府に税収を移していくという方針が明らかになっ
た。具体的には、消費税の9割超を占めると言われるタバ
コ、ガソリン、自動車、アルコールの4品目の税収が今後順
次、地方政府に配分されることになる。これは人口や消費
力が高い省・市の税収増加につながり、地方政府にとって
は消費を活性化させる新たなインセンティブとなると考え
られる。

日本企業はこのマーケットとどう向き合
うか
業界関係者にとって、長年の懸案となっていた、日本産
食品の輸入規制および実際の輸入手続、模倣品の販売な
どについては、徐々にではあるが改善されつつある。2025
年1月には、江藤農林水産大臣と王令浚海関総署副署長と
の会談において、日本産水産物等の輸入規制の撤廃、牛肉
の輸出再開、精米の輸出拡大などについて議論が行われ、
特に牛肉や精米については双方が努力を継続することで
一致した。関係各所には他の建議事項と合わせて引き続き
の改善をお願いしたい。

これまで見てきたように、魅力的な空間づくりや中国の
消費者に寄り添った商品開発やマーケティングを行ってい
る企業はこの消費不況の中でも一定のプレゼンスを発揮
している。これまで日本の小売業が強いと言われてきた売
り場作りや顧客サービスが果たして今の中国の消費者の
ニーズや時代の空気感に合っているのかもう一度考え直す
必要があるだろう。また、商品開発のプロセス、顧客との
接点構築、ECの運営強化などはまだ改善の余地があると
考えられる。

記憶に新しいが、2024年11月には中国人に対する訪日
ビザ発給緩和措置が発表された。その内容はビザ取得後
の入国期限や回数の条件、観光マルチビザの期間延長な
どである。国内旅行と比較しても「安・近・短」な日本の旅
行市場の魅力は大きく、中国人のインバウンド客の復活が
待たれる。コロナ前は日本で購入した商品のリピート購入
を提供できるチャネルの整備が各社不十分であることも多
かったが、越境ECや実店舗において同様の商品やサービ
スを提供できるだけの下地が徐々に整ってきている。並行
輸入品などの課題もあるものの企業自ら対応策を練りつ
つ、一人一人のお客様に対し、国を跨いだ顧客接点の強化
と顧客生涯価値の最大化を考えていかなければならなら
い時代が来るだろう。

最後に、ECも含め中国の小売業を取り巻く環境で買い手
（消費者）の権利が肥大化していることに若干の懸念を覚
える。「7日間無条件返品可」などの施策は、消費者保護の
観点から業界の急成長に多大な貢献をしたことは否定でき
ない。一方で、近年ではそれを悪用した返品なども常態化

しており、小売業に携わる事業者は大きなコスト負担を余
儀なくされており、また中国政府が目指すサステナブルな
社会の実現にも好ましくない影響を与えている。売り手と
買い手、そして社会の三方よしとなる関係性が築くことがで
きれば、中国小売業の復活もそう遠くはないのではないだ
ろうか。

＜建議＞
 市場の監督・管理面における内資企業・外資企
業の平等性のよりいっそうの確保
　中国経済は質的向上へ産業構造の変化が進
み、小売業界においても、商品やサービスに対
する品質や安全の重視、技術革新による需要の
喚起に重点が置かれている。こうした構造変化
に際しては、透明性が高く統一的な、ルール化
された市場の確立が望まれる。小売業全体に
対する行政による一部の規制について、外資企
業に対しては厳格に施行（立ち入り検査含め）
される一方、内資企業には厳しい適用がされな
い場合がある。内資企業・外資企業が共に平等
な環境で競争できる市場の確立が必要である。
外資企業の合法的権益保護、知財保護をより
いっそう重視し、内資企業・外資企業を平等に
扱うことを要望する。

 公平性の確保
　公平・平等の原則に基づき、内資系や外資系と
いった企業の資本関係、企業の規模（大型企
業、個人営業など）によって、政府は異なる基準
で管理するのではなく、同一基準で管理いただ
くよう要望する。

 日本産食品の輸入規制の解除・緩和
　2011年3月11日に発生した東日本大震災に伴う
福島第一原子力発電所の事故に伴い、日本から
の農産物・食品は、多くの品目で事実上の輸入
禁止となったままである。

　2023年8月24日のALPS処理水の放出以降、
さらにその規制は強化され、現在では水産品
の全品輸入禁止となっている。国際原子力機関
（IAEA）の評価にもあるとおり、放射能が残留
するリスクは極めて低いことが、多くの商材に
対して科学的に証明されている。日本国内でも
問題なく流通消費がなされている商品について
は、輸入規制措置の早期解除・緩和を要望す
る。2024年9月に規制緩和に対する合意があっ
たものの、具体的な実行には進んでいない。食
文化の国「中国」に美味しい食材を提供できる
整備を要望する。

 輸入手続の短縮化
　日本からの輸入に関して、福島第一原子力発電
所の事故以降、通関、衛生許可を取得するのに
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約1カ月半から2カ月、以前に比べ1.5～2倍の時
間がかかる。港や地域によっては早まったとい
うことも聞くが、大きな改善には至ってないの
が現状。賞味期間・消費期間を加味した販売期
間の問題もあり、通関に掛かる時間の短縮を要
望する。

 タバコ、薬、書籍等の取扱制限の撤廃・緩和
　現在、タバコの販売は「烟草専売許可証管理
弁法実施細則（国烟法[2020]205号）」により
外資企業には販売が認められていない。このた
め、多くの外資小売店舗はテナントとしてタバコ
取扱店を併設することで、消費者の利便性への
要求に応じている。タバコ以外にも、薬、書籍
等も、外資企業には取り扱いが認められておら
ず、販売が可能な内資企業との間で、直接的な
売上に限らず、集客力の面においても、不平等
な競争を強いられる要因となっている。消費者
の利便性をより高めるためにも、同じ業態内に
おいて内資企業と同等の扱いとするよう、タバ
コ、薬、書籍等の取り扱い制限の撤廃、緩和を
要望する。

 介護用品の取り扱いに関する規制の撤廃
　介護用品（主に、「医療機械分類目録」第一
類・第二類に属する機器）の取り扱いについて、
地域によっては、売場の最小面積について制限
があると同時に、薬売場を併設した販売形態を
取らなければならないと指導されるケースがあ
る。薬局は他の薬局と直線距離で350メートル
以上離れていなければ出店が許可されないた
め、薬売場との併設規制により、介護用品の取
り扱いは非常に困難になっている。高齢者の増
加が進む社会変化に対応するためにも、介護用
品を個別に買い求められる環境を整備していた
だきたい。介護用品と薬の販売併設に対する規
制および、売場の面積制限に関する規制の撤廃
を要望する。

 チルド即食食品の審査基準の適切な緩和と統一
　チルド商品の保管条件はGBで定められている
が、ハムは0～4℃、カット野菜は1～5℃とレン
ジが狭く、商品特性を考慮しても10℃以下程度
に緩和した方が、より美味しい状態で商品提供
ができる。一部チルド商品の保管条件の10℃未
満への緩和を認めていただくよう要望する。ま
た、こうしたチルド即食食品については北京市・
天津市で審査基準が示されているが、いまだ他
地区ではそれぞれの地区で解釈が異なり、対応
が統一されていない。中国各地で統一した対応
を要望する。

 冷蔵食品の生産許可申請に関する統一した規
定・細則等の策定
　冷蔵食品の食品生産許可申請については、現
在、国家基準や統一の審査細則がない。例えば

北京市は「冷鏈即食食品生産審査実施細則」
に準ずるが、地区により対応方式が異なる。特
に生野菜を使用した商品（例：サラダ、サンド
イッチ）は、「食品生産許可分類目録」に該当す
る項目が設定されておらず、生産許可を取得で
きる地区とできない地区がある。冷蔵食品に関
する統一した規定、細則等の策定を要望する。

 賃貸借契約に関する法律整備
　中国では日本の借地借家法に準ずる法整備が
なされておらず、賃借人の立場が非常に弱くなっ
ている。例えば、賃貸借契約期間が短いため短
期で収益を見込まなければならず、契約更新で
は、新たな賃貸借条件の合意ができなければ
即撤退しなければならないため、中・長期で賃
借人の収益を見込むことができない。第三次産
業の発展を促進するためにも、商業物件賃借人
の権利保全を図る法整備を速やかに行うことを
要望する。

 「職業的クレーマー」による販売監視体制の見
直し
　小売の現場で販売されている商品の中から問
題のある商品（異物混入、商品ラベルの誤表
記など）を探し出し、企業に賠償金を請求する
「職業的クレーマー」は、消費者権益保護にか
かわる問題を消費者の立場から是正していくた
めの仕組みとして適法とされている。「食品安
全法」（主席令第二十一号）第148条の規定に
より、お客様が問題商品を購入された場合、販
売者は販売価格の10倍（もしくは、与えた損失
の3倍）の金額を賠償しなければならない。し
かし、「職業的クレーマー」は一般消費者とは
異なり、問題の商品を見つけると、事前に大量
に購入した上で企業に多額の賠償請求をして
いるのが実態である。賠償金額を一律に10倍
とする本規定を見直し、悪質な販売者とそうで
ない販売者との状況を見極め、「職業的クレー
マー」を消費者代表のように位置付けることな
く、本規定の見直しも含め、行政が主導する販
売監視体制を構築することを要望する。

 就業制度の見直し
　一般従業員の就業制度は総合労働時間制や不
定時労働制を採用しているが、許可制となって
いる。産業構造が大きく変化する中、小売業に
おける従業員の働き方に対しても多様な選択が
可能となることが望ましい。従業員の就業制度
は許可制ではなく、届出制もしくは企業の裁量
での運用を認めるよう要望する。
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第８章
金融・保険業
１. 銀行

2024年、中国人民銀行は低迷が続く不動産セクター等
により力強さを欠く国内経済に対して、基準金利の引き下
げや流動性供給の拡大等、緩和寄りの金融政策スタンス
を継続し景気の下支えに取り組んだ。他方、金融緩和は、
銀行業の利ざやの低下を通じて収益性・効率性に影響を
与えた。

このほか、銀行業にかかわる政策・取り組みでは、「科
学技術」「グリーン」「インクルージョン」「年金」「デジタ
ル」の5分野への重点的な金融支援体制の構築や、不動産
セクターに対する支援策に代表されるよう、金融業の実体
経済へのサポートが強調された。また、在中外資企業や訪
中外国人へのビジネス環境等における改善措置もみられ
た。近年、重要性がいっそう高まっている金融リスクへの
対処については、地方政府における隠れ債務の削減に向
けた新たな方針や、統廃合の加速を通じた中小金融機関
の安定化等を軸に進められた。

2025年も実体経済への支援と金融リスクの軽減という、
「攻め」と「守り」の双方における取り組みが加速すると
見込まれる。2024年12月に開催された中央経済工作会議
では、2025年の金融政策について、前年の「穏健な（中立
的な）」から「適度に緩和的な」へと転換しており、金融緩
和を通じた景気浮揚がいっそう意識されている。金融リス
クの対処については、昨年に示された地方政府の隠れ債
務の削減をはじめ、これまでの方針・取り組みを実行へ移
していくフェーズとなる。

銀行業の経営状況
2024年は力強さを欠く内需を背景に金融政策は緩和寄
りのスタンスが続けられ、預金準備率やLPRの引き下げ、
MLF等のファシリティを通じた市場への流動性供給が継
続的に実施された。2024年末時点の1年物LPRは3.1％、5
年物LPRは3.6％に低下し（図1）、同時点の加重平均貸出
金利は前年同期より0.55ポイント低い3.28％と、統計記録
上の最低値を更新した。そのうち、企業向け加重平均貸出
金利も3.34％に低下した。しかしながら、不動産セクター
における借入需要の減少等の影響が大きく、マネーサプ
ライ（M2）や市中銀行の貸出残高は伸び悩む結果となっ
た。図2に示されるよう、2024年のマネーサプライの伸び
率（前年比）は前年より2.4ポイント低下の前年比7.3％、銀
行貸出残高も3.7ポイント低下の前年比7.0％増となった。マ

ネーサプライの伸び率については、9月以降の景気支援策
や財政支出の加速により年末にかけて小幅に持ち直したも
の、通年では減速となった。

為替市場については、国内金利の低下局面が続き、人民
元は米国との金利差等を背景に対ドルで下落した。2024
年末時点における人民元の対ドル為替レートは7.2988と、
前年末と比べ2.9％低下した。他方、相対的な人民元の価
値を示すCFETS人民元為替指数は、2024年末時点で前年
比プラス4.2％の101.47となり、ドル以外の通貨に対しては
底堅く推移した。

低金利環境の継続により商業銀行の利ざやは縮小し、
2024年の商業銀行全体の純利益は前年割れとなった（前
年比2.3％減の2兆3,235億元）。2024年末時点の資産
総額は前年同期比6.5％増の444兆6,000億元、ROEは
8.10％と前年同期より0.83ポイント低下した。図3の通り、
収益額が減少し経営効率の悪化も続いている。

他方、2024年末時点の商業銀行の不良債権比率は
1.50％と2023年末時点の1.59％より改善しており、商業銀
行の貸出資産は依然として良好な状態を維持している（不
良債権残高は3兆2,792億元）。関注（要注意）類債権比率
は2.22％と2023年末（2.20％）よりわずかに上昇したが、
安定的な推移が確認できる（図4）。国家金融監督管理総
局によれば、2024年の不良債権処理額は3兆元を超えた
としており、2020年以降は毎年3兆元以上の処理を進めて
いる。不良債権引当カバー率も2024年末時点で211.2％と
高い水準を維持した。中国人民銀行の「中国金融安定報
告（2024）」によると、2023年末時点において中国の金融
機関（商業銀行等3,936社）のうち1割弱に当たる357社を
「ハイリスク」と評価したが、当該金融機関の資産規模は
全体の1.8％にとどまった。
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図１： 貸出金利の推移
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図２： マネーサプライと銀行貸出の推移
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図３： 商業銀行の経営状況
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図４： 商業銀行の不良債権
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2024年の銀行業の動向
2024年の銀行業には以下のような、実体経済に対する
サポートや金融リスクの軽減を加速する動きがみられた。

5大分野を中心に実体経済への支援を加速
中央金融工作会議（2023年10月開催）で示された、5大
分野（科学技術、グリーン、インクルージョン、年金、デジタ
ル）への金融支援を重点的に行うべく、2024年1月、中国
人民銀行は貸付市場司の設立を発表した。金融部門が実
体経済の発展により貢献するように体制を整えた。

科学技術分野では、イノベーションの創出を幅広い企業
層で促すべく、2024年7月、財政部は中小企業への支援強
化を発表した。具体的には、革新的な技術を有する中小企
業への銀行貸出を加速するために、国家融資保証基金の
リスク分担率（債務不履行時に基金側が保証する比率）を
20％から最大40％に引き上げた。中国人民銀行によれば、
有力中小企業である「専精特新」（専門化・精密化・特徴
化・新規性）企業向け融資（2024年実績）は前年比13％
増と拡大し、「金融機関より初めて融資を受ける科学技術
型中小企業等への金融支援強化について効果的」だった
と総括した。

グリーン分野ではこれまでも多くの支援策・措置が講じ
られてきたが、2024年10月、グリーンファイナンスの推進
に向けた具体的な行動指針（19項目）が発表された。中国
人民銀行によれば、2024年末時点でグリーン関連貸出残
高は36兆6,000億元、前年同期比22％増と大きく拡大し
た。銀行融資に占める割合も14％まで上昇しており、これ
までの政策が明確な成果に結び付いている（図5）。
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図５： グリーン関連貸出の推移
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出所：	中国人民銀行

金融リスクの防止・解消
不動産セクターの下支えに向けた支援策が相次ぐ
2021年後半以降、調整局面が続く不動産市場につい
て、2024年5月、中国人民銀行は複数の政府部門ととも
に、不動産デベロッパーの資金繰り安定化に向けた支援
策を発表した。具体的には、住宅ローン基準金利の引き下
げや、2戸目までの住宅ローン金利の下限取り消し、住宅購
入時の最低頭金比率の引き下げ（1戸目を15％、2戸目を
25％）による需要喚起を実施した。また、供給側に対する
支援として、地方国有企業による建設済みの未販売分譲住
宅の買い取り（買い取り後は中低所得層向けの低価格・家
賃の住宅「保障性住宅」として利用）に対する金融機関の
融資を促すべく、中国人民銀行は3,000億元の保障性住宅
再貸付を設定した。

2024年9月の中央政治局会議で「不動産市場の安定
化」が言及されて以降は、それまでの支援策がいっそう
強化された。具体的には、住宅ローンの主要指標金利
のさらなる引き下げのほか、2戸目の最低頭金比率を1
戸目と同様に15％とした。保障性住宅再貸付について
も、地方国有企業による未販売分譲住宅の買い取りを
いっそう強化すべく、市中銀行による貸付の100％分ま
で中央銀行が支援できるよう制度を調整した（制度開
始当初の60％より引き上げ）。10月には住宅都市農村
建設部等が、不動産購入や販売、価格等に関する制限
の撤廃（緩和）や、住宅買い替え時の税金負担の軽減
をはじめ追加の支援策を発表した。また、未完成不動
産プロジェクト向けの銀行融資規模（融資審査の決裁
額）を当時の倍に当たる4兆元まで拡大させる方針も示
された。

こうした支援策の効果が少しずつ表れ始め、2024年10
～12月期の不動産販売面積は前年同期比0.3％増と2021
年後半から続くマイナス成長トレンドより浮上し、持ち直し
の兆しが見られた。なかでも、各種制限が比較的厳しかっ
た1級都市における規制緩和が寄与した。

地方の「隠れ債務」解消に向けた新方針
地方財政を巡る債務リスクについては安定化を第一に、
2024年11月の全人代常務委員会において、地方政府の債
務限度額の増額および既存の「隠れ債務」の（地方政府債
務への）置き換えについての決議が可決された。

具体的には、以下の①～③を実施する。①新たに地方
政府専項債の法定債務上限額を6兆元引き上げ、2026年
までの3年間で毎年2兆元ずつ、隠れ債務との置き換えに
充当する。②地方政府専項債の使用用途制限を緩和した
上で、2028年までの5年間において毎年8,000億元分を
隠れ債務との置き換えに充当するよう財源を手配する。③
2029年以降に期限が到来する老朽住宅改造にかかる2兆
元規模の隠れ債務についても、従来の契約に基づき返済
する。

政府発表によれば、2028年時点の隠れ債務は、当初の
14兆3,000億元から2兆3,000億元まで減少する見通し。
また、債務の置き換えにより、今後5年間で6,000億元の利
息負担の軽減が見込まれる等、地方財政の安定化に寄与
することが期待される。

中小銀行では統廃合が進む
中小銀行・金融機関における金融リスクの軽減に向け、
農村の中小金融機関を中心に再編が進められた。2024年
には約200の銀行が整理され、この数は過去3年の合計を
上回った。その過程で、中小銀行が本業に注力することや、
規模や拠点展開をより合理的にすることが求められた。地
域別では、遼寧省、河北省、新疆ウイグル自治区、海南省に
おける統廃合が目立った。

在中外資企業や訪中外国人に対する改善措置
在中外資企業や訪中外国人のビジネス環境等における
改善措置が図られた。外資投資性公司の再投資について、
商務部は2025年1月の記者会見で、「投資性公司の資本投
資において国内借入を利用できない現行の規制を解除す
る」と発表した。投資性公司による中国向けM&A等の資本
投資は、これまで親会社からの外債、中国国内傘下企業か
らの配当より拠出されることが一般的であったが、規制緩
和によりグループ企業の余剰資金等を充当できるようにな
る。商務部によれば、外資企業による国内再投資が拡大す
るなか、外資からの改善要望に対応するものと表明した。

外国人に対する国内決済の利便性向上については、
2024年3月、国務院が「決済サービスの最適化と支払いの
利便性向上に関する意見」を発表した。金融分野における
対外開放の一環で、ポストコロナにおける訪中外国人の増
加に伴い挙げられた改善要望に応えた。多様化した国内
の決済サービスシステムの整備や、海外発行のクレジット
カードを利用した国内モバイル電子決済（アリペイ等）の
利便性向上をはじめ6項目の取り組みを示した。外国人や
高齢者向けに効率的且つ利便性の高い決済サービスを提
供する。
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中国人民銀行も、同時期に「訪中外国人向けの決済ガイ
ド」を発表し、海外クレジットカード、モバイル決済、現金
等による中国内の決済方法を具体的に解説した。民間企業
もこうした利便性向上にかかる動きに呼応し、外国人がア
リペイ等の国内モバイル電子決済を利用する際の取引限
度額を引き上げた。

2025年の銀行業の展望
2024年12月に開催された中央経済工作会議では、中国
内の経済情勢について「少なからぬ困難・試練に直面」と
しており、需要不足、一部企業の生産・経営難、雇用・所
得増加への圧力を挙げた。これを踏まえ、2025年の金融
政策は、前年の「穏健な（中立的な）」から「適度に緩和的
な」へと転換した。同会議が「適度に緩和的な」の表現を
用いるのは、金融危機のさなかにあった2009年以来とな
る。利下げや預金準備率の引き下げを適時に行うと明記し
た一方、「流動性の充足を保持し、（実体経済への資金供
給量を示す）社会融資規模とマネーサプライの伸びを経済
成長と物価の総水準の目標と一致させる」方針は前年の表
現を概ね踏襲した。

2025年1月に開催された中国人民銀行工作会議におい
ても、金融政策については、中央経済工作会議の内容とほ
とんど同じ内容が示された。経済の安定的成長に向けて、
「適度に緩和的な」金融政策を採用し、社会融資規模とマ
ネーサプライの伸びを経済情勢に合わせていく。そのうえ
で、前述した5大分野を中心とする実体経済への支援や、
金融の安定化、金融の改革・開放等を重点任務として掲げ
た（表1）。

金融の安定化に関しては、これまでも掲げてきた通りシ
ステミックリスクの発生防止をボトムラインとして、不動産
市場の安定化、中小銀行を巡る金融リスクや（隠れ債務を
含む）地方政府の債務リスクの解消に注力する。金融の
改革・開放については、人民元の国際化レベルの向上に
加え、多国籍企業の資金プーリングをはじめとするクロス
ボーダー決済の利便化・効率化を推進する。また、G20等
の多国籍プラットフォームを通じたグローバル金融ガバナ
ンスにおける協力に深く関与するとした。

2025年1月に開催された国家金融監督管理総局の工作
会議では、2025年の重点任務として、リスク管理を中心に
6項目が示された（表2）。金融リスクに関しては、重点分野
として扱われてきた中小金融機関や不動産、地方政府債務
にかかる管理・解消に注力する内容が改めて明示された。
この他、銀行・保険業における質の高い発展や金融監督の
質・効率の改善に向けた取り組み、実体経済を支える金融
の役割や金融分野のさらなる対外開放の進展を強調する
方針も含まれた。

表１： 中国人民銀行の2025年重点任務の概要
（2025年中国人民銀行工作会議）

（1）全面的且つ厳格な党の指導の深化
	・	幹部人材の育成と選抜の強化
	・	党規律の学習と教育を推進し、風紀の是正と腐敗防止を進める
（２）適度に緩和的な金融政策
	・	複数の金融政策ツールを用い、必要に応じて預金準備率や主
要金利を引き下げ

	・	流動性の確保と社会融資規模・マネーサプライの安定的成長
を維持

	・	人民元為替レートの安定を図り、過度な変動を防止
（3）「5大分野」を中心に質の高い経済発展に向けた金融サポー
トの強化

	・	科学技術革新や消費促進に向けた金融支援をいっそう強化
	・	融資チャネルの拡大
（4）金融システミックリスクの発生防止
	・	金融市場のリスク監視と対応メカニズムの強化
	・	中小銀行のリスク処理支援、地方政府の債務リスクの解消を支
援、不動産セクターの発展に向けた新たなモデル構築の支援

（5）金融改革・開放および人民元の国際化推進
	・	債券市場の機能強化
	・	上海における国際金融センターの構築支援
	・	慎重且つ着実な人民元国際化の推進やオフショア人民元市
場の発展促進

	・	多国籍企業のキャッシュプーリング等越境資金決済における
利便性・効率性向上

（6）グローバルな金融ガバナンスにおける協力
	・	G20等多国間プラットフォームでの国際金融ルールの制定に参画
（7）中央銀行の金融管理・支援の最適化
	・	多様な国内決済サービスの整備
	・	中央銀行の地方における金融サービスの最適化
	・	内部管理と監査の強化

出所：	中国人民銀行

表２： 国家金融監督管理総局の2025年重点任務の
概要（2025年国家金融監督管理総局工作会
議）

（1）中小金融機関の改革とリスク軽減の推進
・高リスク機関の処理を進める
・ガバナンスの再構築、管理の再構築、業務の再編を促進
（2）重点分野の金融リスクの防止・解消
・不動産ファイナンスの調整メカニズムの拡大
・地方政府の債務リスクの防止・解消を支援
（3）銀行業と保険業の質の高い発展能力の向上
・資産負債管理の強化を促進
（4）金融監督の質・効率改善の強化
・重要な立法と改正の推進
・監督能力の継続的な向上、リスク監視の強化
（5）経済情勢への支援推進
・「5大分野」への取り組みや内需の全方位的な拡大支援
・「新質生産力」の発展を積極的に支援
（6）高水準の対外開放の推進

出所：	国家金融監督管理総局

＜建議＞
 金融市場の自由化にかかわるロードマップにつ
いて
　2018年には外資系金融機関の国内商業銀行
への出資上限が撤廃されたほか、2019年10月
には、外資系銀行に対して、個人向け人民元定
期預金にかかわる最低預入額の引下げ（100
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万元→50万元）や、現地法人と支店の同時開設
を認めるなど、金融市場の自由化は着実に進展
していると認識している。

　中国における金融自由化の動向は、中国の実態
経済や企業活動のみならず、世界経済に大きな
影響を及ぼすと考えられることから、今後の金
融自由化に向けた動きがさらに加速すること、
およびそのスケジュールがより具体化・明確化
されることを要望する。

 外貨管理規制について
　域外貸付業務については、当局認可が下りない
事例や、最低貸付期間や資金使途の厳格審査
などの制約が存在している。

　企業の実需に基づく合法的な対外決済に支障
をきたせば、対中投資に対する潜在的リスクと
とらえられかねないことから、法令法規で明確
な禁止規定がない限り決済に制限をかけない
など、透明性の高い運用を要望する。また、当
局担当者の交代に左右されない、全国で統一
した、明確な外貨管理規定の定着化や、クロス
ボーダー人民元決済と外貨決済のルール統一
化を要望する。

　さらに、2020年1月より施行されている「外商投
資法」第3章第21条では「外資系企業の中国域内
における出資、利益、資本収益、資産処理所得、
知的財産権使用料、法に従って取得した補償・賠
償・清算所得等は、法に従い人民元または外貨
により自由に仕向・被仕向決済を行うことができ
る」とされているが、同法は貨物貿易・サービス
貿易などすべての対外決済を保障するものでは
ない。自由な対外決済を担保する観点から、同法
で認める対外決済の範囲拡大を要望する。

 事業法人が発行する事業債引受主幹事資格の
開放と要件緩和
　日中ハイレベル経済対話を通じて要請してきた
債券業務にかかわる資格について、2019年9月
に日系金融機関に事業債引受資格が、2024年
1月にパンダ債券引受主幹事資格が付与される
など、一定の進展がみられたが、一般事業債引
受主幹資格については、取得要件が厳しく一部
の外銀しか取得できていない。

　事業法人が発行する事業債の引受主幹事資格
の要件緩和（主に発行体・投資家の両方の定量
基準の引き下げ）を要望する。日系金融機関は
域内において金融債の引受主幹事実績を積み
重ねているほか、グローバルに展開する債券ビ
ジネスを通じて蓄積した知見、経験、専門性、
域外投資家とのアクセスを有していることから、
中国債券市場の健全な発展にいっそう貢献で
きると考えている。

 金利変動リスクヘッジ商品拡充について
　2020年2月より、人民元金利にかかわるスワッ
プションやキャップ・フロア取引が試験的に開
始されるなど、金利系デリバティブの商品拡充
には一定の進展がみられる。国債先物取引につ
いても商業銀行にも解禁され、第一陣として中
国5大国有銀行による参加が可能になったもの
の、さらなる対象の拡大は見込まれておらず、金
利変動リスクにかかわるヘッジ手法は拡充の余
地があると認識している。

　人民元金利自由化以降、投資家や事業法人か
らはヘッジ手段の多様化を求める声は強く、ま
た海外投資家にとっての参入障壁を引き下げる
効果もあるため、早期の商品拡充を要望する。

 外貨リスク準備金について
　顧客向け元売りの為替先物予約を取り扱う金融
機関に求める外貨リスク準備金は、2020年10
月に準備金率が20％から0％に変更されたが、
2022年9月に再び20％に引き上げられている。

　準備金の預け入れは為替先物予約のコストアッ
プにつながり、為替リスクヘッジを求める顧客
へのサービス低下を招く恐れがあることから、
本規制の撤廃、または準備金率0％への再引き
下げを要望する。

 国外保証履行規制の緩和
　国外保証（保証書）に基づく中国国内融資につ
いて、2013年より施行されている「外債登記管
理弁法」において、保証履行時に外債登記が
義務付けられおり、保証履行額が外債枠の限
度額管理を受ける。保証履行資金の通貨と融
資金の通貨が一致しないことにより、中国国内
で外国為替が発生する場合、外貨管理局への
事前申請が必要となる（国家外貨管理局「外債
登記管理弁法」第四章第十八条、十九条、附件
2.（五））。

　外国企業の現地法人が中国国外からの保証付
き融資を調達する際、両替を伴う保証履行が
必要となった場合には、外貨管理局への事前申
請が必要となり、その際には外債枠（中国国内
の企業が中国国外から調達できる上限額）がな
くては保証履行が実施できないリスクがある。
また、マクロプルーデンスの外債管理方式で
は、外債枠の上限は純資産の2.5倍、且つ借入
期間・通貨によってリスク因数が設定されるた
め、事前に外債枠、外債残高の確定・算出が困
難である。

　保証履行の外国為替に関して、外貨管理局へ
の事前申請は場合によって時間がかかるため、
中国国外（日本国内）の金融機関にとって、緊
急時の融資回収に支障が生じる。現地企業に
とっても、緊急時保証人による資金支援が遅れ
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る恐れがある。

　保証履行時の外債登記と外国為替事前申請を
撤廃するよう要望する。また保証履行の外債登
記において、中国の外貨管理局が地方、担当者
によって対応が大きく異なり、保証履行の外債
登記を受理しないケースもあるため、実務の統
一を要望する。

 監督管理費用の廃止
　NAFRの監督管理費用として、一定のロジックに
基づいて費用を徴収している。本件は2016年
7月から2020年12月まで国家財政部の通達に
より減免されていたが、2021年1月から徴収が
再開した（中国銀保監会関于繳納　2021年銀
行業和保険業監管費的通知）。年間約900万元
（＝約1.8億円）と負担が大きい。納税との重複
感があり、廃止を要望する。

 支払預金保険料にかかわる企業所得税控除の
見直し
　企業所得税から控除可能な支払預金保険料の
金額は、預金残高×1万分の1.6（0.016％）で計
算された金額となっているが、実際に納付して
いる預金保険料はこれよりも多く、納付額全額
を損金算入できていない。企業所得税における
支払預金保険料の控除可能額の増額を要望す
る。（銀行業金融機関預金保険金の企業所得
税税引前の控除にかかわる政策問題について
の通知）

 カーボンニュートラルに資する貸出に対する特
別ファンディング制度の対象銀行範囲を拡大
　全国性商業銀行や外資系銀行が適用条件を満
たすカーボンニュートラルに資する貸出を行う
際、人民銀行が各行に対し市場調達コストを大
幅に下回る特別ファンディングを提供する支援
（貸出資金の60％まで、利率1.75％）を実施し
ている。制度の対象銀行は主に全国性商業銀
行が中心で、一部の限られた外銀のみに開放さ
れている。また本制度の適用条件は、資金使途
がカーボンニュートラルに資する設備投資向け
のノンリコースローンに限定されていること、さ
らに制度の適用可否は実行後に判明する。

　制度の利便性向上、金融機関および顧客の意
思決定を促進するべく適用条件の拡大を要望
する。具体的には、外銀へのさらなる制度の開
放と適用条件として、リコースローンの追加や制
度の事前承認、対象企業・プロジェクトにかか
る規制の緩和（リース企業を対象に追加するな
ど）を要望する。事前承認により各金融機関の
採算判断が明確になるため、より踏み込んだ金
融サービスの提供・中国のカーボンニュートラ
ルへの発展に貢献できる。加えて、特別ファン
ディングの調達水準（現行利率1.75％）につい

て、足元の市場金利水準を踏まえると水準見直
しが望ましい。

 融資租賃会社（ファイナンスリース会社）に対す
る省またぎ営業規制導入の中止
　2021年12月31日、中国人民銀行が公表した
「地方金融監督管理条例（草案意見募集稿）」
第11条に「地方金融組織（含、ファイナンスリー
ス会社）は地元サービスの原則を堅持し、地方
金融監督管理部門が承認した区域範囲内で業
務を展開し、原則として省級行政区域を跨いで
業務を展開してはならない」という規定案が盛
り込まれている。

　外資系融資租賃会社の大宗は限定的な拠点網
のもとで営業活動を行っているところ、経営環
境に大きな影響を及ぼす可能性がある当該規
定案の削除を要望する。

 金融当局が金融機関より収集する各種データに
関する基準の統一化および明確化
　中国の金融当局（PBOC、NFRA、SAFE）は所管
する銀行に対して、顧客関連データの整備・統
計データの正確性確保に向けた要請を強化し
ている。PBOC銀行基礎データ報告、1104大集
中やEAST報告など、大量の銀行経営情報デー
タの適時・定時報告が求められている他、不定
期にさまざまな部署・部局が報告やデータの提
出を求める通達出状や行政指導を頻繁に実施
している。

　各金融当局の報告データの基準が統一されて
いない、また不明瞭な定義が一部確認される。
さらに、同種の情報・報告が複数の部署・機関
から要求されることが多い。また、データ集計・
報告作業に必要な時間が十分に与えられず対
応に苦慮する事例も一部あり。

　金融当局が収集する各種データの統一化およ
び基準の明確化を要望する。特に、複数の当局
が求める同内容の情報項目に関する当局間で
の調整、また、一定の処理時間を考慮した報告
期限の設定を要望する。
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２. 生命保険
2024年の中国生命保険業界は総収入保険料が前年比

13.2％増の4兆56億元となり、マクロ経済の低迷にもかか
わらず、新型コロナ禍後連続2年で2桁進展を実現した。同
時に、2024年下期の中国株式市場の回復と金利引き下げ
による国債価格上昇の影響を受け、資産運用を通じて投資
収益を確保。大手上場生命保険会社をはじめ、大半の生命
保険会社で大幅な増益となった。生命保険市場全体として
は、上場5社および非上場会社1社の先行内国系生保会社
計6社が引き続き全体を牽引する構図となっており、収入保
険料のほぼ半分のシェアを握っている。そうしたなか、外資
系生保会社の業績は安定的に拡大を続けており、シェアは
前年比横ばいなるも、収入保険料は前年比11.0％増と健闘
を続けている。監督当局は、保険業界のハイクオリティ発展
という国策実現に向け、生命保険の「保障」回帰、度重なる
生命保険商品予定利率の引き下げ、販売チャネルに対する
代理販売手数料の「報行合一」政策、保険販売行為管理弁
法等、次々と行政指導・監督管理を打ち出している。そうし
たなか、9月11日には中国保険業界の将来発展の指針とな
る新「国十条」が国務院より発出され、監督管理強化、リス
ク防止、業界のハイクオリティ発展の3つを軸に、今後5年・
10年のマイルストーンおよびその具体目標と9項目が示され
た。新「国十条」を受け、生命保険業界では厳格な監督管
理態勢維持のもと、業界の規範的且つハイクオリティな発
展に向けたいっそうの取り組みが求められることとなる。

生命保険市場概要
2024年生命保険マーケット業績
2024年、中国生命保険業界の総収入保険料は4兆
0,056億元に達し、前年比13.2％増となった（表1）。低金
利環境において、安全且つ収益が安定している生命保険商
品に対する国民の選好意欲はますます強くなり、前年に続
き2桁成長を実現した。ただし、月別の進展状況を見た場
合「安定成長→急速成長→落ち込み」というトレンドとなっ
た（表2）。これは、コロナ禍後の経済回復に伴い、引き続
き生命保険商品の対面販売が活発に展開されたことに伴う
「安定成長」となった。その後、監督当局より生命保険商
品予定利率調整に関する要請が出されたことから、駆け込
み需要・販売が発生し「急速成長」となった。その後は、そ
の反動を受け12月まで「落ち込み」という流れとなった。

表１： 2015～2024年の生命保険会社全般の収入保
険料推移（単位：億元）

年 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

収入保険料	
保険料 15,859 21,693 26,04026,261 29,628 31,674 31,224 32,091 35,37940,056

前年比 24.9％ 36.8％ 20.0％ 0.8％ 12.8％ 6.9％ △1.4％ 2.8％ 10.3％ 13.2%

出所：	国家金融監督管理総局（元銀保監会）ホームページ

表２： 一般生命保険商品収入保険料各月伸び率
月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月
同期比
(％)	
保険料

7.94 20.02 25.00 13.98 15.55 19.70 16.12 68.40 15.76 △3.77△3.52△0.65

出所：	国家金融監督管理総局（元銀保監会）ホームページ

下表から、新契約（一時払+平準払）収入保険料の割合
は2010年をピークに減少トレンドとなっているが、これは
新契約平準払方式の収入保険料が安定的に伸びているた
めであり、結果的に既契約収入保険料の割合が引き上がっ
ている。

表３： 保険料払込方式別収入保険料割合の推移

年 新契約 既契約収入
保険料新契約一時払新契約平準払

2010 48% 17% 65% 35%
2011 41% 15% 56% 44%
2012 34% 15% 49% 51%
2013 33% 14% 47% 53%
2014 38% 14% 52% 48%
2015 43% 16% 59% 41%
2016 44% 20% 64% 36%
2017 37% 22% 59% 41%
2018 23% 21% 44% 56%
2019 22% 21% 43% 57%
2020 21% 19% 40% 60%
2021 21% 18% 39% 61%
2022 12% 19% 31% 69%

注：	2023年のデータは2025年3月時点公表なし
出所：	2023年「中国保険年鑑」

生命保険種類の状況
2024年、生命保険会社取扱主力商品である「伝統型生
命保険」「傷害保険」「健康保険」の保険料収入はそれぞ
れ3兆1,917億元、7,731億元、408億元だった。低金利環境
において、安全且つ穏健な生命保険商品に対するニーズは
日増しに強くなり、「伝統型生命保険」の占める割合は8割
近くまで上昇、前年同期比で15.4％増となった。健康保険
は健康リスクの高まりから前年同期比で6.2％増となるも、
全体に占める割合は2割程度となり、手軽に加入でき、保険
料が安価な意外保険の割合はわずか1％にとどまった。

表４： 保険種別収入保険料の状況（単位：億元）

保険
種類

2021年 2022年 2023年 2024年

収入保
険料

シェア
収入保
険料

シェア
収入保
険料

シェア 前年比
収入保
険料

シェア 前年比

伝統
生保

23,572 75.5％ 24,519 76.4％ 27,646 78.1% 12.8% 31,917 79.7% 15.4%

傷害
保険

583 1.9％ 499 1.6％ 450 1.3% △9.8% 408 1.0% △9.3%

健康
保険

7,069 22.6％ 7,073 22.0％ 7,283 20.6% 3.0% 7,731 19.3% 6.2%

上記
合計

31,224 100％ 32,091 100％ 35,379 100％ 10.0% 40,056 100% 13.2％

出所：	国家金融監督管理総局（元銀保監会）ホームページ
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販売チャネルの動向
生命保険会社の主要販売チャネルは、依然として保険代

理人と銀行窓口での代理販売であり、全体収入保険料の9
割弱を占めている（表5）。2018年以降、銀行窓口での代理
販売収入保険料は約6割に迫る勢いとなっており、それに伴
い個人代理人チャネル収入保険料割合は大きく縮小する結
果となっている。これは、大手生保会社を中心に、2019年前
後から展開している代理人チャネル改革による影響が大き
く、個人代理人数の大幅減少とそれに伴う業績の押し下げに
起因しているが、足もとでは取り組みが着実に実を結び、個
人代理人チャネルは持続的に回復の兆しを見せつつある。

表５： 販売チャネル別収入保険料割合の推移
銀行・郵政代理 個人代理人 その他

2010 50.0% 41.1% 8.9%
2011 47.8% 44.6% 7.6%
2012 41.5% 48.6% 9.9%
2013 36.7% 51.2% 12.1%
2014 39.0% 48.7% 12.3%
2015 41.7% 47.5% 10.8%
2016 44.1% 46.2% 9.7%
2017 50.2% 40.7% 9.2%
2018 30.9% 58.8% 10.3%
2019 30.3% 58.2% 11.5%
2020 31.9% 56.7% 11.4%
2021 33.3% 54.6% 12.1%
2022 37.2% 50.9% 11.9%
2023 36.7% 50.9% 12.4%

出所：	2024年「中国保険年鑑」および中国保険行業協会

生命保険市場における主要会社の収入保険料状況
現在、中国生保市場には生保会社（養老保険・健康保険
を含む、保険集団除き）が83社、うち内国系60社、外資系
23社（外資独資3社を含む）が存在している。また、上場5
社および非上場会社1社の先行内国系生保会社計6社（表
4）が、依然として市場全体を牽引している。2024年の上記
6社の収入保険料は、合計1兆9,907億元で前年比7％増とな
り、業界全体の収入保険料に対し49.7％（2022年55.2％、
2023年52.6％）とほぼ半分のシェアを占めるに至っている
ものの、近年そのウエイトは徐々に低下し続けている。

表６： 先行大手6社の収入保険料状況（単位：億元）
会社名 2021年 2022年 2023年 2024年 前年比
中国人寿 6,200.0 6,152.0 6,415.0 6,717.0 4.7％
中国平安
人寿 4,570.3 4,392.8 4,665.0 5,029.0 7.8％

中国太平
洋人寿 2,096.1 2,223.4 2,331.0 2,388.0 2.4％

新華人寿 1,634.7 1,631.0 1,659.0 1,705.0 2.8％
中国太平
人寿 1,486.9 1,540.0 1,689.0 1,785.0 5.7％

泰康人寿
(非上場) 1,647.2 1,784.1 2,032.0 2,283.0 12.0％

上記合計 17,635.2 17,723.3 18,611.0 19,907.0 7.0％

出所：	保険協会および各社ホームページによる公表情報

なお、2024年「中国保険年鑑」の統計によると、外資系
生保会社の業績は安定的に拡大を続けており、同年収入
保険料は前年比11.0％増、マーケットシェアは11％と前年比
横ばいである。

生命保険業界の動向
規制動向ほか
「新国十条」
国務院は2024年9月11日に「リスク防止の監督管理強化
を通じた保険業のハイクオリティ発展推進に関する若干意
見」を発表した。これは2006年、2014年の発表に次ぐも
ので、保険業の新「国十条」と呼ばれている。「新国十条」
では、監督管理強化、リスク防止、業界のハイクオリティ発
展の3つを軸に、今後5年間（～2029年）で、保険業ハイク
オリティ発展の枠組み・基礎の構築、10年間（～2035年）
で、高い国際競争力を有する保険業の新たな基本的枠組
みを構築していくという改革・発展のマイルストーンおよ
びその具体目標と9項目が示された。例えば、監督管理面
においては、厳格な市場参入、持続的監督管理、法令順守
の強化が示された。リスク防止の観点からは、制度体系構
築、予兆管理・未然防止などがある。ハイクオリティ発展の
観点からは、サービスレベル向上、改革開放深化、持続可
能な発展能力強化などが挙げられた。

「報行合一」政策
監督当局は2023年8月、「銀行窓口が代理販売する保
険商品の規範に関する通達」を発表した。各生命保険会社
が銀行へ支払う販売手数料については、監督当局に事前に
届け出た手数料と合致すること、いわゆる「報行合一」を
要求した。2024年には関連する規制文書が相次いで発出
され、保険業界は本格的に「報行合一」を全面的に推進す
る時代へと突入した。2024年2月と8月には、代理店チャネ
ルおよび個人代理人チャネルにも同様の取り組みを推進し
ていくことが示された。

「報行合一」という取り組みは、業界としての新たなチャ
レンジであるものの、長期的には保険業界の持続的且つ
ハイクオリティ発展を実現するためには不可避の対応であ
る。経営の規範化、費用差損リスクの低減と同時に、業界
全体の透明性を高め、市場の公平な競争を促進するもので
あると言える。

生命保険商品の予定利率調整
監督当局は2024年8月、「生命保険商品の価格メカニズ
ムの健全化に関する通知」を発表した。そのなかで、長期
保険商品の予定利率引き下げに関する通知を行った。これ
により、保険商品の予定利率上限は従来に比して0.5％引
き下げられた。この調整によって、業界全体の利差損リス
ク解消、保険会社の支払余力に対する圧力の緩和、金融
市場とバランスさせていくという方向性が明らかとなった。
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また、当該通知では、生命保険商品の予定利率を一括して
引き下げ、規定に合致しない商品は切り替えまで販売中止
することが求められた。具体的には、2024年9月1日より新
たに届け出る普通型保険商品の予定利率上限は3.0％から
2.5％へ、10月1日から新たに届け出る有配当保険予定利率
の上限は2.5％から2.0％へ、万能保険の最低保証利率上限
は2.0％から1.5％となった。

老後を支える年金商品
監督当局は2024年10月、「商業保険年金の発展に関す
る通知」を発表し、同年12月には中国人民銀行ほか9部門
と共同で「シニア経済ハイクオリティ発展に向け中国式養
老産業への金融におけるサポートに関する指導意見」を発
表し、年金保険の第1・第2・第3の柱を発展・促進させるこ
と、商業保険年金商品の革新をさらに推進することを求め
た。商業保険年金商品は、保険会社が開発した第3の柱に
区分される商品の総称である。

2024年の展望および課題
新たに示された新「国十条」は、保険業界が発展の過程
で生み出したリスクと問題を段階的に解消しつつ、生命保
険業界の高品質な発展に向けた新たな成長段階に導いて
いく見込みであり、生命保険各社には、ニーズを満たす多
様な商品・サービスの提供、販売ルートの多様化と強化、
穏健且つバランスのとれた資産配置、十分な支払余力およ
び効果的なガバナンスと内部統制システムの構築といった
ことが今まで以上に求められることとなる。

監督当局による厳格な監督管理態勢維持、競争のいっ
そうの激化、科学技術の急速な発展など、環境変化が想定
されるなか、新たなビジネスチャンスの獲得に向けては、転
換と革新が不可欠であるといえる。例えば社会保障面から
見た場合、医療、年金といった分野における政策が深化し
ていくなか、それらと連動していくことで、保険業界の社会
保障機能・補完機能はいっそう強化されることとなり、拡
大する市場ニーズの持続的な獲得を実現することが可能と
なる。また、高齢化の加速と人口構造の変化も、健康保険、
年金保険などの商品・サービス需要が拡大することが想定
される。他にも商品・サービス面では、科学技術の発展・成
熟に伴い、保険会社はデータ分析を通じて顧客ニーズをよ
り正確に把握することが可能となり、それによって顧客ニー
ズに沿ったより多くのカスタマイズされた保険商品・サービ
スの提供が可能となる。

業界全体としては上述の通りであるものの、業界実態と
しては二極化が進展しており、大手生命保険会社はスケー
ルと長年の蓄積による生命保険業発展の陣痛期を乗り越
えつつある一方、中小生命保険会社については、資本補強
ルートの制限・規模拡大面での販路制限・資産運用ルート
の制限等を受けている状況にある。生き残りを賭け、如何
なる差別化戦略によって現状を打破するかが、中小生命保
険会社にとっては大きな課題であると言える。

＜建議＞
1. 外資合弁保険会社規制関係

 「外資保険会社管理条例実施細則」関連条項
の制限緩和
　2019年11月29日より施行されている「外資保
険会社管理条例実施細則」5条では「外資保険
会社主要株主が取得した持分に対し、取得日よ
り5年以内に譲渡しないことを承諾しないとい
けない（通称：5年間ロックアップルール）」と定
めている。当条例は、中国保険市場進出後十数
年経過している外資保険会社の持分構造の最
適化、ガバナンス体制の構築を阻害する要因と
なっている。5年間ロックアップルール対象の精
緻化、例えば当規定施行前に20年以上が経過
している外資保険会社を対象外とするあるいは
削除するよう要望する。

 「保険会社持分管理弁法」関連条項の制限緩和
　2018年4月10日より施行されている「保険会社
持分管理弁法」では、保険マーケットへ参入す
る一般企業（非保険企業）の保険会社株主に
なるための条件を強化し、また、保険会社のガ
バナンス体制規範化を目的に、出資比率上限
（1社あたり上限：保険会社の登録資本の1/3）
を設けている。これにより、外資合弁保険会社
における中方パートナー(中国の非保険企業)の
選択肢は制限を受けている。中国保険市場の
開放と健全な発展・促進を目的に、外資合弁
保険会社における株主条件を細分化、例えば、
一定条件〔コンプラ順守、ガバナンス体制、資
本力、合弁目的等〕を満たす優秀な中方パート
ナー(中国の非保険企業)については、出資比率
上限の緩和或いは撤廃を要望する。

2. 業界情報開示
 中国保険年鑑等の整合性
　中国保険年鑑等の統計データに連続性がない
ため、データそのものに対して確実性への疑問
が残る。同年鑑は、省ごとの集計方法が異なっ
ており、整合性が取れていないケースが散見さ
れ、データ収集が困難な状況である。統計の仕
様や集計方法等を統一するなどの対応をするよ
う要望する。

 業界統計データの再公表
　国家金融管理監督総局（元銀保監会）が毎月
公表していた個社ごとの保険料収入等のデータ
が公表されなくなった。各社HPによる公式なリ
ソースの中でも各社のチャネル（個人、法人、窓
販、ネット・テレマ等）別業績データが公表され
ていないため、市場をより正確に把握するため
に是非再公表するよう要望する。
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３. 損害保険
中国の損害保険市場は、1978年以降の改革開放以来、

高い経済成長と国民生活の向上に伴い、飛躍的な発展を
遂げてきた。2024年は経済底上げ支援策の影響もあり、
実質GDP成長率が5.0％と政府目標を達成する中で、損害
保険会社の元受保険料は前年同期比5.6％増の1兆6,907
億元（約35兆1,704億円）と2023年の増率と比べて成長が
鈍化したものの、経済成長率を上回る水準で安定成長を
実現した。

中国損害保険市場の現状
2024年の損害保険経営状況
損害保険会社の元受収入保険料総額は、1兆6,907億元
で前年同期比5.6％増と、2023年の増率には及ばないもの
の、市場調整局面の中でも安定成長を実現した。業界の最
主力商品である自動車保険は総合改革による保険料引き
上げの影響が一巡したものの、消費回復や政策後押しによ
る自動車保有台数増加の影響もあり、元受保険料は5.3％
増と引き続き市場規模が拡大した。非自動車保険分野は
依然底堅く推移し、特に健康保険が国民の健康意識向上
に伴って販売好調となり、16.6％増で比較的高い成長率を
維持している。

2024年は安徽省の豪雨、湖北省の大洪水、華南地域の
超大型台風等自然災害が平年を上回る規模で発生してお
り、保険金支払額は1兆1,487億元で、前年同期比7.4％増と
大幅に増加した。一方、8割近くの損害保険会社が黒字とな
り、損保業界として堅調な決算が見込まれる。資本市場の
好況による投資利益の増加が利益の飛躍的な伸びに貢献
し、手数料抑制や経営効率化など、各社におけるコスト削
減策も奏功したと見られる。

図１： 中国損害保険会社元受保険料・増収率の推移
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出所：	国家金融監督管理総局統計

図２： 2024年損害保険会社累計元受保険料・増収
率の推移
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出所：	国家金融監督管理総局統計

表１： 中国損害保険会社元受保険料・増収率の推移
年 元受保険料（億元） 前年比（％）

2015年 8,423 11.6
2016年 9,266 10.0
2017年 10,541 13.8
2018年 11,754 11.5
2019年 13,016 10.7
2020年 13,584 4.4
2021年 13,676 0.7
2022年 14,867 8.7
2023年 15,868 6.7
2024年 16,907 6.5(※公表数字：5.6)

出所：	国家金融監督管理総局統計
※公表された「対前年比」と実際の計算の間に差異があり、前年実績
が非公表のうちに修正された可能性あり。

表２： 2024年各種目別元受保険料・前年比・構成比
種目  元受保険料（億元）  前年比（％） 構成比（％）

自動車保険 9,137 5.3 54.0
健康保険 2,043 16.6 12.1
農業保険 1,484 3.8 8.8
責任保険 1,372 8.2 8.1
傷害保険 534 4.9 3.2
その他 2,337 4.5 13.8
合計 16,907 6.5 100

出所：	国家金融監督管理総局統計

損害保険市場の状況と外資系損害保険会社の現状
2024年末現在、認可を受けている損保会社は89社（前
年比2社増）であり、うち中資系が69社（前年比2社増）、
外資系は20社（前年同様）となっている。2024年大手3社
の元受保険料は、PICCが5,381億元、平安が3,218億元、太
平洋が2,032億元となっており、大手3社のマーケットシェ
アが64.9％を占める寡占市場であり、外資系は合計でも約
2.5％程度の低位にとどまっている。

世界損害保険市場において中国はアメリカに次いで第2
位の規模となっている。直近の2023年データによると日本
の3.9倍の損害保険市場であるものの、人口1人当たり損
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害保険料では日本の約3分の1、全世界平均の2分の1以下
であり、中国の損害保険市場は持続的な成長が期待される
マーケットといえる。

表３： 2023年の世界損害保険市場規模比較

国・地域 保険料収入総額
(百万ドル) 順位 世界シェア（％）

1人当たり
保険料(ドル)

対GDP比
（％）

米国 2,511,826 1位 58.5 7,504 9.3
中国 333,264 2位 7.8 234 1.8
ドイツ 152,139 3位 3.5 1,804 3.4
英国 137,995 4位 3.2 1,294 2.6
フランス 112,702 5位 2.6 1,435 3.2
韓国 101,552 6位 2.4 1,968 6.0
カナダ 100,201 7位 2.5 2,507 4.7
日本 85,521 8位 2.0 693 2.1
オランダ 80,223 9位 1.9 4,492 7.2
オースト	
ラリア 58,049 10位 1.4 2,174 3.2

全世界 4,297,176 - 100 528 4.2

出所：	Sigma	World　Insurance	in	2023

表４： 2024年の外資系損害保険会社（合弁含む）の
総保険料（元受保険料および再保険料）およ
び税引後利益
会社名	
（略称） 国・地域 総保険料	

(億元)
税引後利益
(億元)

国泰 台湾 86.1 0.1
アクサ天平 フランス 67.4 △0.7

京東アリアンツ ドイツ 64.0 0.9
グルパマ フランス 33.2 0.3
リバティ 米国 29.3 0.3
AIG 米国 22.1 2
三星 韓国 21.3 0.1
ゼネラリ イタリア 17.0 0.17

あいおいニッセイ同和 日本 14.7 0.4
三井住友海上 日本 14.6 0.8
チューリッヒ スイス 10.7 1.2
現代 韓国 10.7 △1.6
スター 米国 10.3 0.4

東京海上日動 日本 9.8 0.8
富邦 台湾 7.6 0.1
ロイズ イギリス 6.6 0.42

損保ジャパン 日本 5.5 0.7
スイス・リー スイス 5.4 0.2
KBFG 韓国 1.7 0.11
日本興亜 日本 0.4 0.01

出所：	各種報道資料、各社ホームページ

中国における保険業全体の発展方針について
中国保険業全体の発展ロードマップである「保険業の高
品質な発展を目指し、監督強化によるリスク防止を推進す
ることに関する若干意見」(「国十条3.0」と略する)が2024
年9月に公表された。中国政府は「国十条3.0」の公表を通
じて、規制強化を通じたリスク防止にかかわる取り組みの
方向性を示し、2035年までに達成すべき目標を掲げ、保
険業の成長パターンを規模重視から品質重視へ転換させ
ようとする狙いである。

また、「国十条3.0」では、保険分野で「外資系企業の
誘致」を強化し、保険業の対外開放を秩序立てて拡大
し、外資企業の保険機構の新設または既存機構への出
資を支援し、特に養老・ヘルスケア・資産運用等の有望
分野で経営健全な外資系企業の進出を奨励すると掲げ
られた。これを背景に、2024年10月BNP	Paribas	Cardif
（仏）とVolkswagen	Financial	Service（独）が共同で出
資する「北京法巴天星損害保険会社」の設立、Prudential	
Financial（米）による北京市での保険資産運用会社の新
設を認可した。これは対外開放を堅持して保険市場の高品
質な発展を推進していく姿勢を示している。

新エネルギー車（NEV）に関する自動車保険の発展
状況
中国ではダブルカーボン目標の発表後、新エネルギー車
の普及が加速している。強力な政策誘導を背景に、2024
年の中国の新エネルギー車販売台数は前年比30％増の
1,280万台を突破し、過去最高を記録した。それに伴い、新
エネルギー車自動車保険は急激に成長しており、元受保険
料は1,409億元で、商業自動車保険の保険料全体の15％以
上を占めている。

一方で、新エネルギー車の損害率の高騰による引受保険
会社の収益赤字という課題が徐々に表面化している。国家
金融監督管理総局は関連政府部門と連名で「新エネルギー
車自動車保険の高品質発展に向けた改革深化と監督強化
を促進することに関する指導意見」を発表しており、修理費
コストの引き下げ、革新的な保険商品開発の促進、保険料
率設定の合理化、データ共有システムの構築等の多様な支
援政策が打ち出された。中国政府は業界のペインポイント
解決を目指して、トップダウン型の制度作りを推進し、新エ
ネルギー車自動車保険の成長を後押しようとしている。

＜建議＞
  地域限定でのライセンス制の緩和
　保険業務は基本的に省・自治区・直轄市単位
となる地域限定でのライセンス制が適用され
ているが、銀行業同様に本制度の緩和を要望
する。例外規定に該当する一部の大規模商業
物件等の消費者だけでなく、営業地域を跨ぐ
消費者にも均一的に保険サービスの提供を実
現できるよう、全国営業ライセンス制等の導入
を要望する。

 異地引受にかかわる制限条件の緩和（建議①
地域限定でのライセンス制が緩和されない場
合の建議）
　同一グループに属する別法人に対し、中国内で
統一した保険サービスや保険プログラムの提
供を可能にすることで、大手グローバル企業グ
ループによる中国への投資をさらに促進させる
べく、統括保険証券規定の対象範囲を同一法
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人から同一グループに属する法人に拡大いた
だくよう要望する。また、大企業顧客への総合
的なリスクコントロールサービスを可能にする
ため、大規模商業物件の引受対象種目を企業
物件に必要な「全種目」に拡大していただくよ
う要望する。外資系損害保険会社の許認可取
得地域外での損害保険の引き受けは、大規模
商業物件（投資総額1億5,000万元超且つ企業
の保険料総額が40万元超の物件）に限定され
ているが、本規制が実施されて22年経過してお
り、今日的な情勢を踏まえて当物件の限度額引
き下げも要望する。

 外資合弁損保会社におけるパートナーの出資比
率制限の緩和
　「保険会社持分管理弁法」の2018年3月改訂に
より、保険会社株主の規範化が重視され、株主
条件や出資比率上限（1社あたり上限は保険会社
の登録資本の1/3）が厳格化された。一方で外資
合弁損保会社におけるパートナー（中国の非保
険会社）の選択肢は制限されることとなった。中
国保険市場の開放と健全な発展を促進するため
に、一定の条件を満たす（株主ガバナンス、財務
能力、合弁目的等）外資損保会社の場合、外資
損保会社におけるパートナーの出資比率に関し
ては、上限を保険会社の登録資本の1/3から1/2
（程度）まで緩和することを要望する。

 同業競争回避規定の緩和
　2018年4月10日より施行されている「保険会社
持分管理弁法」30条2項により「投資者、その
関連先および一致行動者は、保険会社のコント
ロール類株主と戦略類株主になる場合、合計2
社を上回ってはならない」と定められ、同時に
同条第3項により「保険会社が業務のイノベー
ションまたは専門業務化経営により保険会社を
投資により設立する場合には、第2項の制限を
受けない」と規定された。この規定によって同
業競争回避の制限が緩和されたといえるが、外
資系企業が中国において2社を超える保険機構
を同時に経営する（出資を含む）形態を展開し
ていくうえで、保険会社として事業計画を立てに
くいため、本規定のさらなる緩和を要望する。

 外資保険会社の業務範囲拡大
　保険法第95条では保険会社の経営範囲として、
国務院保険監督管理機構が批准する保険に関
連する「その他の業務」を行う事が認められて
いるが、外資保険会社管理条例（第15～18条）
において外資保険会社には「その他の業務」を
行う事が認められていない。国内保険会社同様
に外資保険会社に対しても「その他の業務」の
取り扱いを開放することを要望する。

　また、外資保険会社管理条例（第15～18条）で
「その他の業務」を行う事が認められていないた

め、日本での保険加入者が中国で事故に遭った
場合のアジャスティング業務（審査業務）サービス
などの提供ができない。日本での保険加入者が
中国で事故に遭った場合のアジャスティング業務
（審査業務）サービスなどが提供できるよう、外
資保険会社管理条例第15条の業務範囲に「保険
関連のその他業務」を加えることを要望する。

　「損保業がリスク減量サービスを積極的に展開
することに関する意見」（銀保監弁発【2023】7
号）一(二)基本原則において、「契約企業のみに
対してロスプリサービスを有料で提供する」こと
が認められているが、契約企業以外（見込み契
約者や同業他社等）に対して有償のサービス提
供が認められない。契約企業以外（見込み契約
者や同業他社等）に対して有償のロスプリサービ
スの提供が認められることを要望する。

 自動車保険のリスク情報開示
　自動車保険に関して、全社・全契約について、
契約情報・事故情報を政府が監督するプラット
フォームに接続して報告しているにもかかわら
ず、リスクの高い運転者や車の情報が十分提供
されていない。中資大手社は、豊富な自社デー
タによる分析ができるが、新興の外資は、それ
がなく、不利な競争（限られた情報でのリスク
選択）を強いられている。個人情報保護対応を
十分行った上で、業界プラットフォームからのリ
スク情報開示を拡大いただくよう要望する。

 非執行董事や監事等の職務遂行に関する諸制
限の緩和
　非執行董事や監事の職務遂行時の場所的・時
間的制限に関する規定を削除することを要望
する。本来、専門人材が有効に職務を果たして
いることが重要であり、たとえ海外所在の人材
がリモートコントロール中心の形式であっても
十分に当該職務を履行していれば、これは認
められるべきである。具体的には「保険会社董
事、監事と高級管理人任職資格管理規定」第7
条（三）における「在中国境内という記載、また
「銀行保険機構董事監事履職評価弁法」第14
条「履職時間の要求」の削除を要望する。

 重要ポストの在任任期制限の緩和
　複数の規定において重要ポストの在任期間を
定める規定が存在している。長期間の任職によ
る不正発生等を防止する観点は理解できるが、
特に多くの外資保険会社のように社員数規模が
小さい会社では、専門人材の複数雇用や早期育
成が難しい実情にある。専門人材の門外漢業
務への異動は、人材有効活用の観点で非効率
で、本人のモチベーションにも影響しうる。従っ
て、一定の小規模会社の場合、定期的な監査実
施等の合理的な対策を講じることをもって、継
続任職できるよう、規定の緩和を要望する。
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４. 証券
2024年末時点の世界の株式時価総額のうち、日中は、

上海証券取引所が7兆1,863億ドルで世界第3位（前年は世
界第4位）、日本取引所（東京）が6兆5,566億ドルで同4位
（前年は世界第5位）、深圳証券取引所が4兆5,287億ドル
で同8位（前年は世界第7位）であった。中国本土の両取引
所では計11兆7,149億ドルとなった（2023年末時点では10
兆8,112億ドル）。

2024年の世界の株式売買代金のうち、日中は、深圳証
券取引所が20兆3,552億ドルで世界第3位（前年も世界第
3位）、上海証券取引所が14兆9,763億ドルで同5位（前年
も同5位）、日本取引所（東京）が7兆7,698億ドルで同6位
（前年も同6位）であった。中国本土の両取引所では計35
兆3,315億ドルとなった（2023年は29兆9,715億ドル）。

2024年の証券分野の市場開放の状況
証券業、資産運用業への外資参入規制の緩和
2018年4月のボアオ・アジアフォーラム（海南省）で、習
近平国家主席が新たな対外開放政策を表明、その後、中国
人民銀行総裁が金融業の対外開放に関する12項目を発表
し、期限を区切って実施することを確約した。2019年は、
6月13日に中国証券監督管理委員会（証監会）が証券業の
対外開放に関する9項目から成る措置を、7月20日に国務院
金融安定発展委員会が金融業の対外開放に関する11条か
ら成る措置をそれぞれ発表した。さらに、2020年1月16日、
米中両国政府は、金融分野も含め、第1段階の経済・貿易
協定に署名した。前述の2つの措置と米中協定の結果、証
券業および資産運用業（基金管理会社）では、2018年から
見て3年後の2021年に外資出資上限を撤廃するとしていた
方針を変更し、2020年4月に1年間前倒しして撤廃した。

外資参入規制の緩和を受け、2024年以降の証券業の動
きのうち、新設の合弁証券会社では、証監会は、2024年
4月12日、仏BNPパリバが出資する法巴証券（中国）の設
立申請を認可した。同社は、2024年3月22日に設立された
スタンダードチャータード銀行（香港）が出資する渣打証
券（中国）有限公司に続き、外資100％出資による新設証
券会社第2号となった。また、シンガポールのDBS銀行が出
資する星展証券（中国）有限公司の中国側パートナーは、
2024年11月21日、持株40％を上海聯合財産権取引所に
て外資側パートナーに譲渡し、外資持株比率が91％になっ
た。UBSが出資する瑞銀証券（中国）は、2025年3月28日、
証監会から外資持分100％の認可を受けたと発表した。証
監会が設立申請書類を受理した伊インテーザ・サンパオロ
（2022年9月15日受理）、米シティーグループ（2023年12
月28日受理）、みずほ証券（2024年6月19日受理）につい
て、2024年の設立認可に向けた動きは特段見られなかっ
た。2025年3月末時点で、世界貿易機関（WTO）加盟後、

中国本土以外の外資による証券会社は計16社が正常運営
しており、そのうち2社が日系（野村ホールディングス、大和
証券グループ本社）でいずれも51％出資、また計5社が外
資100％出資となっている。

2024年以降の公募基金管理会社では、新設・既設と
もに特段の動きはなかった。2024年12月末時点で、外資
100％出資の公募基金管理会社は、新設で6社、既存で3
社、計9社となっている。私募資金管理会社のうち、日系で
は、SMBCグループが100％出資する三井住友德思私募基
金管理（上海）有限公司（2022年7月27日設立登記）が、
2023年9年19日に正式に認可を受け、営業開始している。

中国向け投資規制の緩和
外国人投資家による国内証券市場への投資を認める適
格外国機関投資家（QFII、Qualified	Foreign	Institutional	
Investorsの略称、2002年11月導入）制度、およびオフ
ショア人民元を中国本土で運用するための人民元建て
適格外国機関投資家（RQFII、RMB	Qualified	Foreign	
Institutional	 Investorsの略称、2011年12月導入）制度の
下では、従来、個別機関投資の運用枠の上限を設けてきた
ところ、2019年9月10日、国家外為管理局は上限規制を撤
廃した。同時に、RQFIIについて世界各国・地域市場に配
分する運用枠も撤廃した。

2020年5月7日、中国人民銀行および国家外為管理局
は、QFII・RQFIIの投資上限制度を撤廃するとともに（「適
格投資家」に統一）、外貨・人民元の管理を一本化し、入出
金・為替交換の登録制に移行することなどを公表した。ま
た、同年9月25日、証監会、中国人民銀行、国家外為管理
局は、従来、参入条件・投資対象等を別々に規定してきた
QFII・RQFIIの規則の統合を目的とした「QFIIおよびRQFII
の国内証券・先物投資管理弁法」を公布した（同年11月1
日施行）。

2024年は、7月15日から18日の4日間、中国共産党第20
期中央委員会第3回全体会議（第20期3中全会）が開催さ
れ、「改革のさらなる全面的深化、中国式現代化の推進に
関する中共中央の決定」（改革プラン）が採択された。第
20期3中全会・改革プランの第18条では、金融仲介におけ
る直接金融の役割を高めるとした上で、投資と融資（資金
調達）が調和した資本市場の機能を強化するとしている。
その後、7月26日、中国人民銀行と国家外為管理局は「海
外機関投資家の国内証券先物投資資金管理規定」を公布
し（8月26日施行）、QFII・RQFIIといった適格投資家に関
する制度の最適化を図った。新規定では、いくつかの面で
手続の簡素化が行われている。第一に、適格投資家によ
る投資資金の登録について、従来の国家外為管理局への
申請から、カストディアン経由のオンライン申請に切り替え
られた。また、適格投資家の名称等が変更された場合、変
更登記の手続期間が延長された。第二に、適格投資家が
外貨建てで投資をした場合でも、元転後の人民元口座か
ら、元金および投資収益を人民元のままで送金できるよう
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になった。また、従来、送金のたびに提出が求められてい
た税金納付承諾書の提出が不要となった。第三に、従来
分かれていた証券取引用口座とデリバティブ取引用口座の
専用口座への統合が可能となり、口座管理のコスト削減が
可能となった。そのほか、為替リスクのヘッジ手法につい
て、銀行間債券市場での直接運用に関する内容と統一が
図られた。2024年は新規に72社の適格投資家が認可され
（2023年は80社が新規認可）、同年12月末で証監会に登
録されている適格投資家は865社となった。

対外投資規制の緩和
中国国内の金融機関による対外証券投資を認める適格
国内機関投資家（QDII、Qualified	Domestic	Institutional	
Investorsの略称、2006年4月導入）制度の運用枠は、為
替・資本規制により、過去に新規・増枠ともに認可が止まっ
た時期もあった。2023年は、2022年12月末時点の1,597
億2,900万ドルから、2023年12月末時点の1,655億1,900
万ドルまで、1月に30億ドル、7月に27億9,000万ドルと、合
計57億9,000万ドルの運用枠が追加されている。2024年
は5月に22億7,000万ドルの運用枠が1回追加されたのみ
で、同年12月末時点で1,677億8,900万ドルのままとなって
いる。QDIIの個別運用枠の認可（新規、追加）は、後述の
建議（⑮および⑯）の通り、中国本土での（日本株を含む）
外国指数ETF市場の健全な発展にも直結する重要なもの
である。2024年1月には、中国本土で上場する日米の株価
指数連動型上場投資信託（ETF）に対する中国本土投資家
の買付が殺到し、ETF基準価額と取引価格との乖離が急速
に拡大し、管理会社として、投資家に冷静さを促すための
警告や取引の一時停止等の施策を取らざるを得ない事態
が生じている。

なお、2021年2月、国家外為管理局は、年間5万ドルを
上限に設定した上で、中国国内の個人投資家が海外の証
券・保険等に投資できる仕組みの検討を行う方針を示し
ている。

越境証券取引制度の規制緩和
中国では、2014年11月17日から上海・香港間で、2016年
12月5日から深圳・香港間で、それぞれストックコネクトが
始動している。ストックコネクトの下では、参加する投資家
を機関投資家に限定し、且つ外貨建てでの投資しか認め
ない既存のQFII制度とは異なり、①中国本土・香港の両サ
イドから双方向で、且つ、②人民元建てで投資を行い、③
個人投資家も現物株を直接購入できる。前述の2018年4月
の12項目のうち、中国本土－香港間のストックコネクトの1
日当たりの投資枠の4倍への拡大（上海・深圳の各投資枠
を130億元から520億元に、香港株の各投資枠を105億元
から420億元へ拡大）は、2018年5月1日より実施されてい
る。2024年4月12日、国務院は、2004年、2014年に続く、
3回目の資本市場の発展に向けた9条意見（資本市場の管
理監督強化、リスク予防および質の高い発展促進に関する
若干の意見）を公表し、開放面では資本市場の越境相互

接続メカニズムを開拓し最適化するとした。かかる方針に
基づき、4月19日、証監会は香港との資本市場協力にかか
わる5項目措置を公表した。同措置は、①ストックコネクト
の対象ETF商品の拡大、②ストックコネクトへの不動産投
資信託（REIT）の組み入れ、③人民元建て株式取引プラッ
トフォームの最適化、④基金相互販売制度の最適化、⑤中
国本土企業の香港上場支援から構成される。これらのう
ち、越境証券取引制度では、第1に、ストックコネクトにお
いて、2024年9月10日より、中国本土から香港に投資可能
な銘柄（香港上場のアリババ・グループなど）が追加され
ている。第2に、基金相互販売制度において、2025年1月1
日より、香港ファンドの中国本土での販売額上限を自社の
ファンド総資産の50％から80％に引き上げた。中国本土投
資家による香港ファンドの投資制限の実質的な緩和にな
る。第3に、（香港・マカオ・広東省の）グレーターベイエリ
ア越境理財コネクトにおいて、従来、中国本土投資家は商
業銀行を通じてしか香港の資産管理商品を買えなかった
が、2024年12月4日より、販売チャネルに証券会社14社が
加えられ、併せて購入対象商品にリスクレベルの高い株式
型商品も加えられている。

中国本土・香港間以外で新設された上海・ロンドンス
トックコネクトについては、2018年10月12日、証監会は
「上海・ロンドン証券取引所による市場相互接続預託証
券業務監督管理規定」を公布し（即日施行）、2019年6月
17日、華泰証券のグローバル預託証券（GDR）がロンドン
に上場した。その後、2022年2月11日、証監会は、同規定
の名称を「国内外の証券取引所相互接続預託証券業務監
督管理規定」に変更して公布し（即日施行）、これまでの上
海・ロンドンストックコネクトをベースに、①中国国内では
深圳証券取引所を追加し、②国外ではスイス・ドイツも売
買市場に追加し、③海外発行体が中国国内で資金調達を
行うことを容認した。2025年1月11日、2019年6月以来、5
年7カ月ぶりに開催された第11回英中経済・財政金融対話
（北京市）では、この中国・英国ストックコネクト（the	UK-
China	Stock	Connect）	の活用と中国企業のグローバル
預託証券（GDR）のロンドン上場支援を確認するとともに、
新たに「中国・英国ウェルスマネジメントコネクト」（UK-
China	Wealth	Connect）の創設に向けた検討を進めてい
くことで合意した。

また、2022年は、香港の中国本土への返還25周年（7月
1日）を機に、2つの新たなコネクトが創設されている。第
一番目が、中国本土と香港の上場投資信託（ETF）の相互
売買制度である「ETFコネクト」である（2022年7月4日始
動）。香港以外では、2023年12月4日、上海証券取引所と
シンガポールとのETF相互上場が始動し、米国、ドイツ、フ
ランス、日本（後述）、韓国に続くものとなった。第二番目
は、2022年7月4日に発表されたデリバティブ（金融派生商
品）の相互売買制度である「スワップコネクト」である。ま
ずは香港サイドから中国本土の金利スワップを取引できる
ノースバウンドが2023年5月15日に始動した。
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QFII・RQFIIを含む国内投資規制の緩和による外国人投
資家を含む機関投資家の参画は、（1）市場への流動性提
供、（2）新たな投資手法や評価手法の導入、（3）企業のガ
バナンスの改善等の効果が期待され、市場の質的向上に
つながるものである。中国の株式市場における外国人投資
家の株式保有金額は、過去に遡れる範囲で、2021年12月
末時点の3兆9,420億元（保有比率4.3％）をピークに、直
近の2024年12月末時点で2兆9,147億元（同3.41％）まで
減少している。なお、日本の株式市場の保有比率の場合、
個人投資家が17.6％、外国人投資家が30.1％となっている
（2023年3月末）。

株価維持政策（PKO）の発動後を見据えた政策
2023年2月1日、証監会は、上海・新興市場（科創板、
2019年7月22日より）、深圳・新興市場（創業板、2020年
8月24日より）、北京証券取引所（2021年11月15日より）で
実験的に導入されてきた株式発行登録制度を、メインボー
ドにまで全面的に拡げる株式発行制度改革案を公表し、
同年2月17日より実施したものの、2023年夏以降の市況
悪化の局面では株価維持政策（PKO）が発動され、新規株
式公開（IPO）および増資のペース管理が強化されている。
また、2024年9月24日の証監会等による記者会見で再び
PKOが発動された。一方、PKOの中には、長期的な株価純
資産倍率（PBR）1倍割れ上場会社に対して改善計画の策
定・開示を求める「上場会社監督管理指針第10号一市場
価値管理」（2024年11月6日公布・即日施行）も含まれてお
り、着実な実施が市場関係者から期待されている。2025
年1月22日、中国共産党中央金融委員会弁公室および証監
会等6部門は「中長期資金の市場流入促進に関する実施プ
ラン」を公表し、商業保険、全国社会保障基金、企業年金
基金、公募基金に対して、株式投資割合の増加を奨励する
と共に、業績評価の長期化を通じて中長期投資を促進し
ようとしている。多様な厚みを持った投資家層の育成・存
在が、株式発行制度改革後の企業の株式発行を支える上
で重要であり、今後の進捗が注視される。

日中金融協力および日中証券市場協力
日中金融協力の継続
2018年5月および10月に始動した三点セット（①日本で
の人民元クリアリング銀行の設置、②日本円・人民元通貨
スワップ協定、③日本でのRQFII運用枠の設定）のうち、
2024年10月25日に期限が到来した中国人民銀行において
3兆4,000億円、日本銀行において2,000億人民元をそれ
ぞれ引出限度額とする通貨スワップ協定は、さらに3年間延
長されている。

期待される日中証券市場協力の再始動
2018年10月の安倍首相の公式訪中時には、新たに、証
券市場での協力強化に関する覚書について、両首脳立会い

の下、金融庁長官と証監会主席による署名が行われた。こ
の日中証券市場協力は、①政府および市場関係者による多
層的な協力強化（MOUを締結）、②「日中証券市場フォー
ラム」の相互開催、③日系証券会社等の中国市場参入の早
期実現、④上場投資信託（ETF）の相互上場の早期実現、
⑤市場監視分野における連携・交流の強化、⑥その他（人
材育成、ESG投資、法制度に関する情報交換等）から構成
されている。第1回日中資本市場フォーラムは2019年4月
22日に上海で、第2回フォーラムは2021年1月25日にオン
ライン形式で、第3回フォーラムは2022年9月7日にオンラ
イン形式で開催された。2025年1月15日には、大阪取引所
は、上海先物取引所に上場している天然ゴム先物の価格を
対象とした現金決済型の「上海天然ゴム先物」を2025年5
月26日（予定）に上場することで合意した。

2024年は、中国共産党第20期3中全会・改革プランお
よび2024年版9条意見で、向こう5年間を目途とした中国
金融・証券市場の改革開放指針が策定された。2025年
は、2026年から始まる第15次5カ年規画が策定される年で
もある。2023年10月末に5年ぶりに開催された中央金融
工作会議で示されたように、中国国内での金融リスクの発
生防止・解消を進めようとする一方、対外開放について、①
海外金融機関の誘致と国内金融機関の海外進出を並行し
て重視する、②制度型開放（ストックコネクトやETFコネク
ティビティ等）を着実に拡大する、③クロスボーダー投融資
の利便性を高め、より多くの海外金融機関と長期資本を中
国本土に呼び込む、との方針は今後も堅持されよう。第11
回英中経済・財政金融対話の合意文書では、金融業が資
金配分の最適化、生産性の向上、経済成長の促進の面で
重要な役割を果たすとの認識が示されている。日中の間で
も、金融・証券分野の双方向での市場間協力を通じ、日系
民間プレーヤーの市場参入を促進し、中国の市場化改革を
さらに進め、ひいては中国金融・証券市場のさらなる発展
にも資することが期待される。そのためには、日系を含む外
資系プレーヤーについて、外資出資上限規制の緩和後も、
実態上課せられている業務上の制約が緩和または撤廃さ
れることも期待される。

＜建議＞
1. 外資による中国証券業、資産運用業への参入

規制の緩和ならびに撤廃
 重要金融サービス分野での実質的支配権取得
にかかわる規定運用の明確化
　外資による中国証券業、資産運用業への参入
について、先物会社は2020年1月1日から、証券
会社・基金管理会社は2020年4月1日から、そ
れぞれ外資出資比率が撤廃されている。一方、
国家発展改革委員会および商務部は2020年
12月19日、「外商投資安全審査弁法」を公布し
（2021年1月18日施行）、重要金融サービス分
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野への外商投資による実質的支配権の取得に
関し、外商投資安全審査業務メカニズム弁公
室への自主申告を求めている。同弁法に関し、
「重要」な金融サービスの定義・基準、中国証
券監督管理委員会（証監会）への外資系証券
会社等の設立申請手続との関係・順番を、国家
発展改革委員会、商務部、証監会に確認し、規
定運用の明確化を要望する。

 「外商投資証券会社管理弁法」2019年10月決
議事項に沿った開放政策の推進、証監会の全
面的支援
　証監会は2018年3月9日、「外商投資証券会社
管理弁法」の草案を公表、パブリックコメント
を実施し、2018年4月28日に公布・施行した
が、後に2020年3月20日になり、当該規定を修
正した。国務院常務会議は2019年10月16日、
外資系証券会社、同基金管理会社に対する業
務範囲制限の全面的な廃止を決定しており、同
決定の趣旨に沿った開放政策を証監会に要望
する。同時に、外資系証券会社等の設立申請か
ら認可までの関係機関との手続に対する全面
的支援を証監会に要望する。また、外資系証券
会社、同基金管理会社の中国本土でのビジネス
がグローバルに一体管理できるような各種支援
および評価体系の構築を証監会に要望する。

・	持分比率について、当該弁法では、国外株主が
累計して保有する（直接保有と間接支配を含
む）外商投資証券会社の持分比率は証券業の
対外開放に関する国の方針に適合しなければ
ならないと規定されている。非上場中資系証券
会社と同様の出資比率の規定を外資にも適用
する開放政策の全面的な実施を証監会に要望
する。

・	上記草案の中で、ライセンスについては証券法
125条（改正前）に定める業務を原則、同時に4
つまで申請することができるとし、1年後には追
加申請ができ、毎回2つまで申請できるとしてい
た。その後、2020年3月1日から施行された改正
後の証券法では、証券会社の業務を120条で、
(1)証券ブローカレッジ、(2)証券投資顧問、(3)
証券取引、証券投資活動と関連する財務アドバ
イザリー、(4)証券引受およびスポンサー、(5)証
券信用取引、(6)証券マーケットメイク取引、(7)
証券トレーディング、(8)その他証券業務と定め
ている。ライセンスの申請手続については「証
券会社業務範囲審査・批准暫行規定」（2020
年修正版）の7条において、新設の場合は4つま
で、設立後の追加申請は1回につき2つまでとの
規定が設けられている。設立後の追加申請ライ
センス数に関する上限規制の撤廃を証監会に
要望する。

・	ライセンス面で、投資銀行業務におけるIPOの

スポンサー案件を獲得するためのライセンスを
維持するには規定上、35名証券従業員資格保
有者（内直近3年スポンサー関連業務経験20
名）、スポンサー代表者4名の人員の配置を求
められている。投資銀行業務のスポンサーライ
センス人員要件の緩和を証監会に要望する。ま
た、投資銀行業務と関連するホールセール業務
（機関投資家向けブローカレッジ業務、リサー
チ業務、証券投資顧問業務等）の拡大やクロ
スボーダーM&A業務の展開支援を、証監会に
要望する。証券投資顧問業務に関連して、公募
ファンド等を対象とする投資一任サービス（管
理型投資顧問資格）の外資系証券会社の資格
要件の緩和を証監会に要望する。

・	上記の証券投資顧問業務のライセンスに関連
して、1997年12月25日に証監会が公布した「証
券、先物投資諮詢管理暫行弁法」（1998年4月
1日施行）および中国証券業協会が公表してい
る「証券業従事人員資格管理に関するよくある
質問と回答」No.20では、(1)証券投資顧問業務
（投資顧問）、(2)証券投資顧問業務（アナリス
ト）、(3)証券投資顧問業務（その他）の資格対
象者を中国籍に限っている。外商投資証券会社
のライセンスを証券投資顧問業務にも開放して
いく中で、同業務に従事する資格についても、内
外無差別での取り扱いを証監会に要望する。

・	証券会社の人材管理面で、証監会は2022年2月
18日に公布、同年4月1日に施行した「証券基金
経営機関董事、監事、高級管理者および業務人
員監督管理弁法」の8条において、証券会社・基
金管理会社の董事長、副董事長、監事会主席、
高級管理者について、業界団体が実施する（法
令の）理解度合いを評価する資格試験に参加す
ることが可能であるが、参加しない場合には、就
任できる要件の1つとして、中国本土での10年以
上の証券・基金等の分野での経歴が必要として
いる。なお、同管理弁法の6条について、証監会
は2024年12月20日に下達した「監管規則適用
手引-機構類第4号」の中で、董事長、総経理は
3年以上の証券、基金または金融業務の経験を
有し、且つそのうち1人は就任予定職務に関連す
る証券、基金分野の業務経験を有するべきとし
ている。また、2022年2月16日に中国証券業協
会が特定地域（上海市、海南省、重慶市、浙江
省杭州市、広東省広州市、同深圳市）を対象に
公布した「海外証券専門人材の業務従事実施の
特別手続に関する通知」では、同人材の評価試
験参加への利便性を図るため、協会は中国語・
英語双方での法令試験および高級管理職向け
評価試験を進めることと、海外での証券・基金
等の分野での経歴を中国国内の経歴と同様に
扱うこととしている。そうした中で、第一に、(1)
上記弁法8条および「証券会社董事、監事、高
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級管理者および業務人員管理規則」が定めるす
べての評価試験での英語版の併用、(2)今後の
法改正時の中国本土での業務経歴年数の引き
下げ、または現行法での弾力的運用を証監会に
要望する。第二に、証券業従事人員評価試験に
関しては、上記協会通知の趣旨を踏まえ、(1)一
般評価試験の英語版の併用および上記通知の
適用地域制限の撤廃、または、(2)本国での評価
試験結果の活用を証監会に要望する。第三に、
証券会社の海外人材管理面での体系的なルー
ル設定と分かりやすい運用を証監会および中国
証券業協会に要望する。

・	A株のレポートを投資家に提供する等のリサー
チ業務を行うには5名以上のアナリスト資格者が
最低必要であり、且つアナリスト資格の申請は中
国国籍に限定されている。リサーチライセンス人
員や国籍要件の緩和を証監会に要望する。

 「『証券会社株式持分管理規定』の修正に関
する決定」における基準の緩和
　証監会は2021年3月18日、「『証券会社株式持
分管理規定』の修正に関する決定」を公表し
た。その第5条の規定では、株主を、保有比率に
よって、(1)支配株主（証券会社の50％以上の持
分を保有する株主、または50％未満でも株主
総会の決議で重大な影響力を有する議決権を
持った株主、(2)主要株主(証券会社の5％以上
の持分を保有する株主)、(3)証券会社の5％未
満の持分を保有する株主の3種類に分類し、保
有比率が多いほど満たすべき基準が強化され
る構成となっている。2018年3月30日に公表さ
れた同規定の草案において、支配株主について
は、純資産1,000億人民元以上といった財務面
での基準が設定されていたが、2021年3月18日
に公布された「証券会社株式持分管理規定」
では、支配株主について、総資産が500億元以
上、純資産が200億元以上と財務面での基準
が引き下げられた。今後も、基準の緩和（また
は引き下げ）を証監会に要望する。

 証券投資顧問会社への外資参入規制の緩和と
業務範囲の拡大
　証券投資顧問会社への外資参入規制の緩和と
業務範囲（新三板業務、私募業務等）の拡大を
証監会に要望する。

 銀行理財子会社の外資参入基準・業務範囲の
明確化、外資合弁理財子会社の養老理財商品
テスト展開指定基準の明確化
　銀行理財子会社への外資参入について、孫会社
形態も含め、「商業銀行理財子会社管理弁法」
に基づく参入基準と業務範囲の明確化、および
外資合弁理財子会社による養老理財商品テスト
展開の指定基準の明確化を国家金融監督管理
総局（前中国銀行保険監督管理委員会）に要

望する。

2. 国内外投資規制の緩和
 中国向け証券投資規制の緩和
　適格外国機関投資家（QFII）、人民元建て適格
外国機関投資家（RQFII）、私募（PE）投資、不
動産投資について、証監会（および項目によっ
ては国家発展改革委員会および商務部）、中国
人民銀行（元取引）、国家外為管理局（外貨取
引）に、以下の通り要望する。

・	上場会社への外資保有制限を外商投資参入特
別措置（ネガティブリスト）に応じて緩和。

・	申請手続の登録制への移行・簡素化、報告方
法の簡素化。

・	投資ロックアップ期間の撤廃、または可能な限
りの短縮化。

・	対外送金規制の撤廃。

・	高頻度取引（HFT）に関するルール整備。

 対外証券投資規制の緩和
　適格国内機関投資家（QDII）について、証監
会、国家外為管理局に以下の通り要望する。

・	国務院が認可した中国全体の運用枠の公表お
よび拡大。

・	QDIIの個別運用枠の認可の拡大。

3. 越境証券投資制度の緩和・明確化
 滬港通、深港通の売買対象銘柄拡大および同
制度の他地域への拡大
　上海・香港および深圳・香港相互株式投資制
度（滬港通、深港通）の売買対象銘柄の拡大
継続、同投資制度の他地域（香港以外）への
拡大継続、現物株以外の商品（上場投資信託
（ETF）、株価指数先物など）への拡大を、証
監会、中国人民銀行に要望する。2023年6月19
日に始動した香港市場での人民元建て株式取
引プラットフォームについて、中国本土の投資家
も人民元建てで取引に参加できるサウスバウン
ドの実施細則および実施時期の公表を証監会
に要望する。B株のA株への転換、またはB株の
H株への転換について、進捗度合いおよび今後
のスケジュールの公表を証監会に要望する。

 スワップコネクトにおけるサウスバウンドの実
施細則および実施時期の公表
　2022年7月4日、中国本土・香港間のデリバティ
ブ（金融派生商品）の相互売買制度である「ス
ワップコネクト」の導入が公表された。第一段
階では、香港から中国本土の金利スワップを取
引できるノースバウンドが2023年5月15日に始
動した。サウスバウンドの実施細則および実施
時期の公表を中国人民銀行に要望する。
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 「自由貿易試験区での改革・イノベーションを深
化する若干の措置を支援することに関する通知」
の実施細則制定、個人投資家による対外証券等
投資制度の実施細則制定と実施時期の公表
　国務院は2018年11月23日、「自由貿易試験区
での改革・イノベーションを深化する若干の措
置を支援することに関する通知」を公表し（国
務院の承認は2018年11月7日付）、第42項で自
由貿易試験区での個人による対外証券投資の
展開を支援するとしている。実施細則の制定を
証監会、中国人民銀行に要望する。また、2021
年2月、国家外為管理局は、個人投資家による
対外証券等投資制度（年間5万ドル上限）を検
討するとしており、同局に、実施細則の制定と
実施時期の公表を要望する。

 越境証券投資税制の明確化
　対内証券投資、対外証券投資ともに、証監会、
財政部、国家税務総局に以下の通り要望する。

・	利息・売却益・配当に対する所得税および増値
税（旧営業税）の免税措置の明確化、恒久化。

・	課税か免税か明記されていない場合は、過去
に遡って課税しない方針を明確化。

4. ファイナンス規制の緩和

(1) 株式市場の活用
 国内株式上場手続の明確化、上海証券取引
所・国際板の開設
　中国から見た居住者、非居住者ともに、外資企
業の中国国内市場への株式上場、具体的には
新三板や北京証券取引所への株式上場手続の
明確化や、上海証券取引所・国際板の開設とそ
の日程の公表を証監会に要望する。また、証監
会は、2023年8月27日、新規株式公開（IPO）
および増資ペースを調整する方針を公表してい
る。メインボードにまで拡大された株式発行登
録制度の趣旨に基づき、予見可能性の高い運用
を証監会に要望する。

 中国企業の海外上場にかかわる関連規制・制
度の円滑化ならびに体系化、公開性の確保
　2012年以降、中国企業の海外での全面的な株
式上場規制の改正・緩和が行われてきた一方、
2021年7月6日、国務院・中国共産党中央弁公
庁は連名で「法に基づき証券違法行為を取り
締まる意見」を公表し、海外上場の中国企業に
ついて、国境を越えるデータの流通や機密情報
の管理に関する法律・規制を整備するとした。
その後、2021年12月24日、証監会は「国内企
業の海外での証券発行・上場に関する国務院の
管理規定（案）」と「国内企業の海外での証券
発行・上場登録に関する管理弁法（案）」を公
表し（2022年1月23日までパブリックコメント
募集）、後者については、2023年2月17日、「国

内企業の海外での証券発行・上場管理に関する
試行弁法」という名称に変え公布した（2023年
3月31日施行）。上記規定および管理弁法の中
で、第一に、中国企業は、外商投資、ネットワー
ク安全、データ安全等国家安全に関する法令
に基づき、証監会に登録申請を行う前に、同審
査を受けなければならない。そのため、証監会
は、国内企業の海外上場に関して部門横断的
な管理監督メカニズムを確立するとしている。
第二に、変動持株事業体（VIE）スキームの採
用に基づく上場に関しては、国内の法令順守の
下、登録申請した後に可能としている。第三に、
主幹事になる海外証券会社も、業務開始後10
営業日以内に証監会への登録が必要としてい
る。さらに、2022年1月4日、国家インターネッ
ト情報弁公室等13部門は「ネットワーク安全審
査弁法」を公布し（2022年2月15日施行）、100
万人以上の利用者の個人情報を保有する中国
企業が海外上場する場合、ネットワーク安全に
関する事前審査を義務付け、且つ証監会への
申請前の審査が必要としている。ほかに、2021
年11月14日、国家インターネット情報弁公室は
「ネットワークデータセキュリティ管理条例」
の草案を公表し、パブリックコメントを募集した
（2021年12月13日まで）。同条例でも、100万
以上の個人情報を保有するデータ取扱者が海
外で上場する際には、当局によるサイバーセキュ
リティ審査を受けなければならないと義務付け
るとともに、データ取扱者の香港での上場にお
いても、国の安全に影響し、または影響する可
能性のある場合も、審査が必要と規定した。中
国企業の海外上場に関する関係部門の事前審
査制度、証監会への主幹事証券会社登録制度
など、新たな手続が追加されたことにより、中国
企業の本土以外および海外上場に関する手続
が実務的に円滑に進むよう、手続の全体像や審
査基準に関する体系化・公開性の確保を、まず
は証監会に要望する。また、主幹事証券会社等
に課せられている承諾書の提出の不要化を証
監会に要望する。

(2) 債券市場の活用
 銀行間債券市場と取引所債券市場の相互接続
に向けた発行・流通市場の制度整備
　中国から見た居住者、非居住者ともに、中国国
内市場、具体的には銀行間債券市場や証券取
引所での債券発行枠の明確化や、同枠内での
発行促進に向けた措置（発行登録制の導入な
ど）を証監会、中国人民銀行に要望する。特に
海外機関が中国本土で発行するパンダ債（非居
住者人民元建て債券）の発行市場では、2022
年12月2日に中国人民銀行および国家外為管理
局が公布した「海外機関による中国本土発行債
券の資金管理事項に関する通知」に基づき、発
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行資金の管理について、銀行間債券市場に関
する従来の「全国銀行間債券市場海外機関債
券発行管理暫行弁法」と取引所債券市場に関
する従来の「公司債券発行・売買管理弁法」の
適用が無くなり、両市場での資金登録、口座開
設、外貨両替・使用、対外為替送金等の資金管
理規則が統一された。債券流通市場について
は、上海証券取引所等は2022年1月20日、「銀
行間債券市場および取引所債券市場の相互接
続業務暫定弁法」を公布し（即日施行）、取引
所債券市場の機関投資家と銀行間債券市場の
メンバー（外資系銀行を含む）は相互の市場で
の口座開設が不要で、相手方市場の現物の取
引ができることになった。今後も、銀行間債券
市場と取引所債券市場の相互接続に向けた発
行・流通市場の制度整備が着実に進展するよう
要望する。

(3) 相互上場の促進
 外国指数ETFの上場申請手続の簡素化、QDIIの
個別運用枠の拡大
　（日本株を含む）外国指数ETFの上場申請手続
の簡素化を証監会、上海・深圳証券取引所に要
望する。また、外国指数ETFに関するQDIIの個
別運用枠について、新規および追加の速やかな
認可を証監会、国家外為管理局に要望する。

 ETFおよびETF以外の商品の日中相互上場に向
けた支援
　2018年10月の安倍首相の公式訪中時に締結さ
れた日中証券市場協力に関する覚書では、ETF
の東京と上海での相互上場（ETFコネクティビ
ティ）を実現するためのフィージビリティスタディ
を進めていくことが合意され、2019年4月22日
には株式会社日本取引所グループと上海証券取
引所による署名が、また2021年1月25日には同グ
ループと深圳証券取引所による署名がそれぞれ
行われた。日中のETF管理会社は、特別な投資
枠を国家外貨管理局より取得すれば、ETFフィー
ダーファンドスキームにて相手方ETFを主たる投
資対象とするETFを組成することができるように
なっており、日中ETFの相互上場（計6本）が実現
している。今後も、ETFおよびETF以外の商品の
相互上場に向けた支援を証監会、上海証券取引
所、深圳証券取引所に要望する。

(4) 中国発行体の資金調達支援
 中国国有企業・金融機関の新規公開や株式売
出を通じた資金調達支援における内外無差別
の取り扱い推進
　中国国有企業・金融機関の新規公開や株式売
出を通じた資金調達支援のため、日本の金融
機関も貢献すべく、主幹事獲得に向けた内外無
差別の取り扱いを中国人民銀行、国家金融監
督管理総局、証監会に要望する。
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国連世界観光機関（UN Tourism）の「世界観光指標
（2024年11月号）」によると、2024年のアジア・太平洋地
域の旅行者数は2019年比で85％の水準まで回復した。

2024年の日本の旅行産業の動向
日本政府観光局（JNTO）によると、2024年の日本人出
国者数（年間推計値）は、2,000万人に達した2019年の水
準に届かなかったものの、2023年の962万人強から300万
人増加し、1,300万人強に達した。

2024年の訪日外国人旅行者数は、2023年比で47.1％
増の3,686万人強となった。2019年の3,188万人強から約
500万人増加し、過去最新を更新した。桜や紅葉、学校の
長期休暇などのハイシーズンを中心に、アジアに限らず欧
米豪・中東からの旅行者も増えたことが年間過去最高の更
新につながった。

日本人海外旅行自由化60周年を迎えた
2024年の日本観光産業を振り返って
日本人の海外旅行者数の推移
外貨持ち出し制限の緩和等による日本人の海外旅行自
由化、東京オリンピックの開催など、日本の観光産業にとっ
て大きな節目となった1964年の日本人海外旅行者数は12
万7,749人だった。その後、1990年に1,000万人、2019年に
は2,000万人を突破し、2,008万669人までに増加した。

図１： 1964年以降　日本人海外旅行者数の推移
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出所：	JNTO「年別	訪日外客数,	出国日本人数の推移」より作成

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて2020年の日

本人海外旅行者数は激減、その後は回復傾向にあるもの
の、2019年の水準には届いてない。しかし、2023年3月に
閣議決定された「観光立国推進基本計画」が打ち出した
日本国内旅行消費額20兆円、訪日外国人旅行消費額5兆
円という目標は、2024年に達成された。2024年10～12月
期の日本人の国内旅行消費額は本記事作成現時点で未発
表だが、2024年1～9月期の合計額は18兆5,000億円を超
え、目標の20兆円を突破する可能性が高い。

訪日外国人の消費動向
観光庁が2025年1月15日に発表した2024年訪日外国人
消費者動向調査（速報）によると、2024年の訪日外国人
旅行消費額は2023年の5兆3,000億円を大幅に超過し、8
兆円を突破した。国籍・地域別の消費額では中国（全体の
18.9％）が最多で、次いで台湾（12.9％）、米国（11.6％）、
韓国（11.4％）、香港（7.0％）と続いた。訪日中国人観光客
の消費額のうち「買い物代」が4割強を占めた。「2030年
に訪日外国人旅行者数6,000万人、消費額15兆円」という
目標の実現に向け、2025年4月に開幕する大阪・関西万博
等をはじめ、日本の魅力を世界に発信する動きをいっそう
強めることが重要である。

日本人の海外旅行者層と旅行先の変化
海外旅行の自由化後、日本人海外旅行者の主力年齢層
に変化が見られた。20代から40代男性が1970年代の旅行
消費を牽引し、1980年代は若年層の観光旅行が急拡大し
た。1990年代後半は一転して若年層の海外旅行の減少に
注目が集まった。1990年代の海外旅行市場を下支えした
のはシニア世代だった。

表１： 出国日本人旅行者の変化
年代 牽引層 一部の関連要素
1970	
年代

20代女性。20代～40代	
の男性がリード 男性のビジネスの需要

1980	
年代

20代女性と40代男性。	
若年層の拡大

プラザ合意・円高。	
1978年成田空港の開港等

1990	
年代

若年層の減速。	
シニア層は底支え

経済減速による消費全般に
控えめな考え

2000	
年代

若者の海外離れ。	
2016年以降20代女性増 雇用の安定さ等

出所：	株式会社JTB総合研究所「海外渡航自由化50周年に向けて」
より整理

中国向け旅行については、日中関係の大きな変化の影響
もあり、2010～2019年の10年間の日本人による訪中旅行
は他国・地域への旅行と比べて大幅に減少した。
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図２： 年代別・方面別・旅行者数の変化（2019年と
2010年の比較）

-200 -100 0 100 200 300 400

資料：	各国政府観光局のデ一タ、および(株)JTB総合研究所「海外旅
行実態調査」をもとに作成

注：	図の数値は2019年から2010年の値を引いた差を示している
出所：	「JTB	REPORT	2020	日本人海外旅行のすべて」より引用

2025年の日本人海外旅行の見通し
コロナ後、海外旅行に関する日本人の意識変化
日本人を対象にした調査結果によると、海外旅行の費用
について「高かったが、想像の範囲内」との回答が最も多
く、42.5％を占めた。費用は気にならなかったという趣旨の
回答が6割以上に達している。

図３： 海外旅行費用の印象

出所：	2024JTB総合研究所「海外旅行の費用やコロナ前後の変化に
関する意識調査」より作成

海外旅行先で感じた変化については、「インターネット
に載っている情報と現地での情報が違うことが多かった」
「観光施設などの事前予約が必要になった」が上位に挙げ
られていることから、今後日本人の訪中旅行誘致にあたっ
て、正確な中国国内旅行情報の提供とメンテナンスが重要
である。

図４： コロナ禍後、海外旅行先で感じた変化

出所：	2024JTB総合研究所「海外旅行の費用やコロナ前後の変化に
関する意識調査」より作成

2025年の日本人海外旅行の見通し
JTBが発表した2025年1～12月の旅行動向見通しによ
ると、円安の影響で日本人が海外旅行を控える傾向が見ら
れる反面、為替相場が円高方向に振れて安定すれば、ヨー
ロッパやオセアニアなど中長距離方面への海外旅行が盛り
上がりを見せる可能性がある。

日本人が行きたい海外旅行先は、韓国が最も高く30.4％
に達しており、性別・年代別にみると29歳以下の女性が
52.1％と最も高い。次いで台湾が2位の26.4％。そのうち、
40代男性と50代女性の人気が高い。日本から中国への旅
行については、30代女性は中国に対する興味・関心が他区
分と比較して高いものの、全体として中国への旅行意欲は
低く、4.3％に留まっている。
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＜建議＞
① 訪中旅行の安全性をアピール：安全性をアピー

ルするキャンペーンと多様な日中交流イベント
の推進
　日本人が中国に対する理解を深め、感情的な
不安、言葉の壁や訪問先のインフラ面での不安
を減らし、心理的な距離を縮めることが最重要
且つ最優先であるといっても過言ではない。訪
中旅行の安全性をアピールするキャンペーンや
日中友好イベント・共同開催のフェスティバルな
どを取り組むことが必要不可欠である。今まで
例えば、映画館での中国映画特集や小規模オ
フライン上映会を中国製作者側・イベント実施
側の目線で行われることが多くあったが、より
多くの日本人に響き、話題をつくるよう、日本発
の訪中旅行のプロモーションローカル化を促進
していくことが重要であり、「郷に入っては郷に
従う」といった日本人目線で、日本企業の力を最
大限に発揮させ、日本企業が中心にキャンペー
ンやイベント（例えば、日本人アーティストと中
国人アーティストのコラボなど）を取り組むこと
ができるよう物心両面の支援を強く要望する。

② 訪中意欲を引き上げ、未来のニーズを育成す
る：教育機関との連携による青少年交流の機会
提供および日本人若者にリーチするSNS施策の
実施
　2024年5月、ソウルで開催された日中韓3カ国の
首脳会議で採択された共同宣言の中、2025年
から2年間を「文化交流年」と位置づけ、3カ国
の観光を通じた人的交流や大学間交流を促進
する多種多様な取り組みによって2030年までに

3カ国間の交流人口を4,000万人に増やすよう努
めることが明記された。中国の大学への短期留
学プログラムの充実や中国の日常文化を体験で
きる機会を提供し、「中国現地体験型」教育交
流を促進することを要望する。また、中国の多様
な地域文化や新しい観光スポットなどをSNSや
YouTubeなどを通じて紹介し、日本人の若者に
情報が到達できるよう将来の訪中旅行者を育
成する取り組みを強く要望する。SNSやYouTube
などを活用した効果的な情報提供や運営などは
日本人目線が欠かせなく、日本人若者に興味を
持ってもらえるよう、日本企業が参入できるよう
十分な機会提供と支援を要望する。

 ③ 日本人旅行者にやさしい中国観光地・観光
関連施設情報の整備
　中国公民と同様に移動・注文・支払い・外貨両
替・緊急時対応サービスの恩恵を享受できる簡
便なサービスインフラの改善、整備を促進され
ることを要望する。例えば、中国国内の国際空
港において、入国審査窓口にたどり着く前に、空
港内にある機械でパスポートの読み取りと指紋
認証によって番号が配布されるが、続いて入国
審査窓口でも指紋認証が要求されており、こう
いった中国入国手続の流れの確認と整理および
手続の簡素化を整備することを要望する。中国
は広い国であり、魅力的な観光資源が多くある
中、日本人がよく知っている紹興酒、パンダ、九
寨溝、敦煌、ハルビン氷祭りをはじめ、隠れた中
国名所、日本で放映された中国ドラマロケ地巡り
などといった外国人に親和性が高く、外国人旅
行者の来訪への抵抗が少なく積極的に受け入れ
たい都市・観光地における現在の受け入れの課

表２： 年代別・男女別海外旅行先の違い

韓国 台湾 ハワイ ヨーロッパ 東南	
アジア

オースト
ラリア

グアム	
サイパン

香港・	
マカオ

米国	
本土

ニュージー	
ランド

中国 
本土 カナダ 中東 その他 決まって	

いない

	全体〈652人〉 30.4% 26.4% 24.2% 18.4% 12.9% 10.6% 9.7% 8.1% 8.1% 5.4% 4.3% 4.0% 2.1% 3.5% 12.4%

男
性

29歳以下 36.7% 21.5% 24.1% 20.3% 16.5% 15.2% 8.9% 12.7% 15.2% 8.9% 6.3% 8.9% 5.1% 5.1% 13.9%

30代 29.3% 27.6% 31.0% 12.1% 12.1% 6.9% 12.1% 10.3% 3.4% 3.4% 6.9% 1.7% 1.7% 1.7% 12.1%

40代 27.5% 39.2% 29.4% 13.7% 11.8% 15.7% 19.6% 15.7% 3.9% 3.9% 2.0% 3.9% 5.9% 3.9% 3.9%

50代 20.4% 30.6% 20.4% 20.4% 22.4% 16.3% 8.2% 14.3% 10.2% 8.2% 6.1% 2.0% 2.0% 0.0% 16.3%

60代 20.5% 17.9% 33.3% 23.1% 12.8% 12.8% 7.7% 7.7% 10.3% 2.6% 5.1% 5.1% 2.6% 2.6% 10.3%

70代 4.3% 28.3% 30.4% 15.2% 15.2% 6.5% 6.5% 2.2% 2.2% 4.3% 4.3% 0.0% 2.2% 6.5% 8.7%

女
性

29歳以下 52.1% 21.3% 17.0% 19.1% 4.3% 7.4% 8.5% 4.3% 5.3% 4.3% 1.1% 3.2% 0.0% 2.1% 14.9%

30代 38.9% 27.8% 22.2% 13.9% 13.9% 11.1% 22.2% 11.1% 13.9% 5.6% 13.9% 2.8% 2.8% 2.8% 13.9%

40代 31.0% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 11.9% 4.8% 2.4% 11.9% 2.4% 2.4% 2.4% 0.0% 4.8% 21.4%

50代 35.7% 39.3% 28.6% 12.5% 7.1% 14.3% 16.1% 7.1% 10.7% 8.9% 1.8% 5.4% 3.6% 3.6% 8.9%

60代 34.0% 23.4% 21.3% 21.3% 8.5% 8.5% 2.1% 4.3% 6.4% 6.4% 2.1% 2.1% 0.0% 4.3% 10.6%

70代 10.9% 25.5% 21.8% 30.9% 20.0% 1.8% 1.8% 5.5% 5.5% 3.6% 3.6% 7.3% 0.0% 5.5% 12.7%

出所：	「JTB	REPORT	2020	日本人海外旅行のすべて」より作成
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題を解消する施策を進めていき、特に訪問中に
トラブル・災害が起きた際の対応窓口情報の整
備および支援体制の拡充を要望する。

④ デジタル観光サービスの拡充と中国在住日本人
インフルエンサーを活用したプロモーションを
行い、訪中旅行に関心を持つ日本人を増やす
　2024年11月30日から、日本国籍向けの訪問短
期滞在査証免除措置の再開により、中国への
訪問意欲と訪問需要が高まると考えられる。日
本語対応観光アプリの開発、デジタル技術を活
用した観光体験（例えばVRガイドツアー）や観
光地・観光スポットのリアルタイム案内の拡充
を要望する。それによって中国を訪問する前か
ら中国の観光情報を収集できるとともに、訪中
滞在中と訪中後にも日本人旅行者による情報
発信・拡散にも役立つと考える。また、日本人旅
行者を増やし、新しい訪中旅行需要を開拓す
るため、中国在住の日本人や中国文化を紹介す
る日本人インフルエンサーを活用したプロモー
ションを行い、中国の観光地の紹介や食べ歩き
観光などを発信していくことを要望する。

⑤ メディア戦略を活用し、中国ファンを育成する
日中友好総合プラットフォームの構築
　今まで中国の春節などの中国伝統行事にあわ
せたフェスティバルを日本各地で実施された
が、中国の魅力をより伝わるよう、実際に訪中
した日本人旅行者の体験談を動画で共有した
り、家庭でできる中国料理レシピ動画を発信し
たり、中国現地の最新情報（流行り、グルメト
レンド、お土産など）を取り入れたホップアップ
ショップを展開したりすることによって、中国旅
行への憧れ層を醸成することを要望する。日本
人と中国人同士が交流できるオンラインコミュ
ニティを設立し、歴史を学ぶ「三国志の旅」「四
川料理グルメツアー」など旅行プランを紹介し
つつ、双方の情報共有・発信を促進することを
要望する。

⑥ 外商独資旅行社へ中国公民に対するアウトバウ
ンド業務の全面開放
　中国人訪日客10年ビザの発給に伴い、中国公
民の訪日旅行が再拡大すると予測されている。
日系旅行会社は日本国内外のネットワークを持
ち、長年にわたり日本国内旅行を取り扱ってお
り、応対サービスや緊急対応体制、防災防疫対
応には優位性がある。中国企業と外資企業の競
争ではなく、中国国内企業の成長を促進すると
ともに、外資企業による中国国内での雇用機会
の提供や税金納付にも役立ち、中国公民の快
適且つ安全な訪日旅行実施にも大きく貢献で
きるものと考える。2022年10月8日に国務院よ
り、「天津、上海、海南、重慶におけるサービス
産業拡大開放の総合試験の同意に関する国務

院の認可回答（国函〔2021〕37号）」に基づき、
「上海市および重慶市に設立された適格な外
商独資旅行社は台湾以外のアウトバウンド観光
事業に従事することができる（2024年4月8日
まで実施）」（国函〔2022〕104号）という通知
がなされた。上海市、重慶市という2都市、また
期間も限定的ではあるが、長年、日系旅行会社
が本白書において要望してきた項目について門
戸が開かれたことを心より歓迎したい。今後、日
中の双方交流を促進するにあたって、対象都市
を上海市と重慶市以外にも拡大し、期間制限が
ない外資独資旅行社に対する一部地域の中国
公民のアウトバウンド業務全面開放の早期実現
を要望する。
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２. ホテル
2024年12月の中央経済工作会議にて提示された5つの

「バランス」の1つである「『増量拡大』と『ストック活用』
のバランス」は、中国ホテル業界が健全に発展していくた
めに克服しなければならない課題を要約するうえで、正鵠
を射たものである。ホテル業界は「ストックホテル（存量酒
店）」が過多となっており、優良なホテルの増量拡大とス
トックホテルの再活用を同時に促進していくことが必須で
ある。

短期的視点：需要の底上げと設備投資を
促進
景況感の悪化：ホテルを利用する機会をいかに創造
していくか
ホテル業界データベースの浩華（Horwath	HTL）/厚海
数据平台による景況感調査（図1）によると、2024年第4四
半期のホテル市場総合景気指数はマイナス37となり、コロ
ナ禍と同等の水準まで落ち込む結果となった。2023年に
新型コロナウイルス感染症拡大の終焉を迎え、一時的に回
復した国内旅行需要を下支えに景況感は大幅に改善した
ものの、2024年に入り再びマイナスに転じた。

図１： ホテル業界の景況感推移（2016～2024年）
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出所：	浩華（Horwath	HTL）	/厚海数据平台　統計

また、同社調査の需要カテゴリー別指標（表1）に注
目すると、会議需要が特段軟化していることが見受けら
れる。MICE（Meeting、Incentive	 tour、Convention、
Conference、Exhibition）は国の内外を問わず多くの集客
交流を意図したイベントであるため、同様に軟化している
海外からの商務需要や団体旅行需要との相性も良く、ホテ
ル需要を促進する上で直接的な効果が見込まれる。また
MICEはその性質上、企業・産業活動や研究・学会活動等
と関連しているため、人の集積や交流から生み出される付
加価値や経済的波及効果も期待できる。政府主催のMICE

のみでなく、社団・民営・外資へのMICEイベント開催の動
機付けとなる施策を要望する。

表１： カテゴリー別需要予測（2024年第4四半期）
非常に
良い

比較的
良い 普通 比較的

悪い
非常に
悪い

国内商務需要 0.1％ 9.1％ 44.6％ 43.6％ 2.5％
国際商務需要 0.0％ 12.8％ 31.7％ 38.3％ 17.2％
国内個別旅行 0.3％ 11.2％ 34.7％ 50.2％ 3.7％
国際個別旅行 0.4％ 17.3％ 28.9％ 38.3％ 15.0％
国内団体旅行 0.3％ 9.1％ 32.3％ 52.3％ 6.0％
国際団体旅行 0.1％ 13.5％ 28.2％ 38.9％ 19.2％
会議需要 0.4％ 7.6％ 27.3％ 54.0％ 10.6％

出所：	浩華（Horwath	HTL）	/厚海数据平台統計

「以旧換新」政策を推進：期間、金額、対象となる消
費財を拡充し、投資を促すことが必要
アジア地区を中心としたホテルデータベースのABNData
（亜州旅宿大数据研究院）の2024年度年次報告による
と、ホテルの高評価に繋がるキーワードは「コストパフォー
マンスが高い（性価比高）」「管理が専門的（管理専業）」
「価格が合理的（価格合理）」となっており、利用者が価
格に対して非常にシビアになっていることが見て取れる。
反面、低評価のキーワードが「施設の老朽化（施設老旧）」
「衛生が行き届いていない（衛生細節不到位）」「サービ
ス態度（服務態度）」となっており、設備の老朽化やサービ
スの悪さにより利用者のニーズに応えられていないことが
評価に影響していることが見て取れる（表2）。利用者の満
足度を向上していくうえで、施設・設備への継続的な投資
は不可欠である。投資を促進していくうえで、「以旧換新」
に関連する支援策を拡大適用し、継続していくことを要望
する。

表２： ホテル評価に関連するキーワード
高評価キーワード

コストパフォー
マンスが高い

管理が
専門的

価格が
合理的

サービスが
熱心

サービスの
応答が速い

新中国式	
の設計

朝食の種類
が多い

絶好の	
ロケーション スマート化 衛生的で	

清潔

低評価キーワード
施設が	
老朽化

衛生が行き	
届いていない

サービス	
態度

異臭が	
する

駐車料金	
を取る

朝食が	
少ない

宿泊価格が
高すぎる

毛髪が	
落ちている

管理が混乱
している

無理強い	
をする

出所：	ABNData	統計

一例として2024年11月13日付で発布された「ホテルの
テレビ端末の買い替え活動促進に関する通知」を紹介す
る。当該通知により、ホテルの利用客に対しテレビ視聴体
験を改善することが求められた。個別の事情を勘案しつつ
も、ホテルのテレビ端末を買い替え促進策の対象となる
消費財として補助金の範囲に組み入れられたことで、全国
各地のホテルに設置されている古いテレビ端末のアップグ
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レード、モデルチェンジが推進された。

このような支援策は、設備への投資意欲を促進する一助
になることが期待される。ホテルではテレビ端末以外にも
さまざまな消費財（固定電話、スマートフォン、タブレット、
冷蔵庫等）が数多く設置されており、アップグレードやモデ
ルチェンジの際は、相応の買い替え需要が見込まれる。国
内経済や国内総生産の面でも「以旧換新」は在庫を解消
し、投資の底上げにもつながることが期待される。金額、
期間、対象となる消費財等の範囲を拡大し、「以旧換新」
支援策を継続していくことが望まれる。

長期的視点：ホテル業界の構造的問題の
解決に向けて
「存量盤活」の実現：在庫整理を促し、激化する「内
巻」の解消が急務
中国のホテル業界は改革開放と市場経済移行、および不
動産開発投資への機運に乗り、1980年代以降その規模を
急速に拡大してきた。40年余りの時を経て、施設・設備の
老朽化などハード面での問題のみならず、経営手法が旧態
依然のままでソフト面での改革・改善が遅れているホテル
は、その多くがストックホテルと化してしまっている。ストッ
クホテルには明確な定義がなく、広範囲に及ぶ漠然とした
概念ではあるものの、ハードとソフトの両面で改革・改善が
急務とされるホテル群に、星級ホテルを代表とする全国各
地に建設されたフルサービス型ホテルが挙げられる。

全国星級ホテルの動向：三～二星級（中端～中低
端）を中心に減少傾向
表3は星級ホテル数と客室数の推移である。新型コロナ
ウイルス感染症の影響によりホテル数と客室数は減少の一
途をたどるも、2023年はコロナ禍の収束とともに底打ち感
が見受けられた。しかしながら、2024年は再度減少傾向に
転じ、二番底を探る展開となっている。データが示す通り、
星級ホテル全体の規模は2024年第3四半期時点にて2019
年比で7割足らずまで縮小しており、特に三～二星級（中端
～中低端）がストックホテル化していることが見て取れる。

また星級ホテルに限らず、ここ数年で廃業したホテルは
増加の一途を辿っている。図2は2013年から2023年まで
のホテル競売件数（入札掛値500万元以上）とその成約
件数の推移である。過去10年で競売件数は右肩上がりで
増加しているものの、成約率は下落傾向にあり、2024年の
成約率は2024年第4四半期時点では7％前後で推移して
いる。数多くのホテルが倒産や廃業に陥っているだけでな
く、これらの資産が活用されずに放置されている状況が窺
える。またホテル運営には多くの人手を要するため、雇用の
受け皿が失われていることも意味する。

表３： 星級ホテル数と客室数の推移
2019
年

2020
年

2021
年

2022
年

2023
年

2024
年Q3

2023年vs	
2024年Q3

五
星
級

ホテル数
(軒) 822 820 799 783 772 736 △36

客室数
(万室) 26.0 26.4 26.4 26.4 25.8 N.A. N.A

四
星
級

ホテル数
(軒) 2,443 2,399 2,324 2.285 2,325 2,073 △252

客室数
(万室) 44.3 43.8 43.3 44.1 43.2 N.A. N.A

三
星
級

ホテル数
(軒) 4,350 4,074 3,686 3.487 3,471 2,811 △660

客室数
(万室) 42.4 39.5 37.1 36.0 34.6 N.A. N.A

二
星
級

ホテル数
(軒) 1,268 1,100 853 768 670 505 △165

客室数
(万室) 7.5 6.2 5.1 4.8 3.8 N.A. N.A

一
星
級

ホテル数
(軒) 37 30 14 14 7 4 △3

客室数
(万室) 0.1 0.2 0.1 0.1. 0.0 N.A. N.A

合
計

ホテル数
(軒) 8,920 8,423 7,676 7.337 7,245 6,129 △1,116

客室数
(万室) 120.4 116.1 112.1 111.4 107.5 N.A. N.A

出所：	文化和旅游部統計
注：	2019年～2023年は年間統計、2024年は四半期統計より数値を抽出

図2：2013～2023年中国ホテル競売件数と成立件数の推移
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出所：	盈蝶咨詢

チェーンホテルや外商投資系ホテルの誘致：ホテル
経営のプロによる資産価値の向上と雇用創出
中国飯店協会が発表した「2024年度中国ホテル業発
展報告」によると、2023年末にて中国国内のホテルチェー
ン数は9.06万軒となり、2022年の7.1万軒から28％増加
した。客室数ベースでは、ホテルチェーン化率は38.75％
から40.95％に上昇しており、特にラグジュアリーホテルの
チェーン化率は55％に達している。

チェーンホテルの誘致は、ストックホテル再活用の一助
となることが期待できる。チェーン化率は、一線級都市群
は60.04％と先進国並みの水準である反面、副省級都市お
よび省都都市群では48.58％、その他都市群では38.67％
と、まだまだ発展余地がある。特にこれらの都市群にとっ
て、チェーンホテルが参入することの恩恵は多い。ホテル
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運営の専門性を有し、ブランドと知名度を裏付けにした
利用者への訴求力を持っているだけでなく、OTA（Online	
Travel	Agent）のプラットフォームが充実しており全国から
の集客が期待できる。そして何より、地域住民の雇用創出
に寄与することができる。

もう一つは外商投資系ホテルの誘致である。表4は国家
統計局によるホテルの出資母体別財務統計である。外商
投資系ホテルは中国国内のホテル業界において規模は決し
て大きくない。しかし、外商投資系は内資や港澳台投資系
と比べて、健全な財務体質と収益性を重視した経営手法を
厳格に取り入れている。2019年は3系列とも所有者権益比
率が23～26％であったにもかかわらず、2023年の同デー
タでは、内資が17％、港澳台投資系が20％に落ち込んだ
反面、外商投資系は41％と経営の安全性を高めている。同
期間の収益性指標からも、外商投資系はコロナ禍という未
曽有の危機においても、損失を最小限に抑え、従前より有
していた利益体質をいち早く回復していることが見て取れ
る。経営基盤が強固な企業に対しては、税や付加価値の点
で行政への貢献が見込めるだけでなく、労働者の安定雇用
も期待できる。不良債権化したストックホテルを活用してい
くうえで、チェーンホテルや外商投資系ホテルの誘致は解
決策の一つになると期待される。

表４： 登記種類別宿泊業財務データ（単位：億元）
内資 2019年 2023年

資産総計 12,023.73 14,939.87
負債合計 9,237.12 12,401.74

所有者権益合計 2,771.74 2,540.31
所有者権益/資産比率 23.1％ 17.0％

営業収入 3,708.20 4,644.68
営業コスト 1,503.74 2,200.19
利益総額 △107.19 △55.34

税金および付加 70.55 57.10
利益/営業収入比率 - -

港、澳、台商投資 2019年 2023年
資産総計 1,631.99 1,725.75
負債合計 1,206.48 1,384.85

所有者権益合計 428.33 340.9
所有者権益/資産比率 26.2％ 19.8％

営業収入 342.43 313.38
営業コスト 112.25 113.72
利益総額 △1.00 8.59

税金および付加 9.77 9.15
利益/営業収入比率 - 2.7％

外商投資 2019年 2023年
資産総計 1,115.36 1,271.78
負債合計 822.10 751.34

所有者権益合計 293.17 520.44
所有者権益/資産比率 26.3％ 40.9％

営業収入 207.10 168.84
営業コスト 71.37 65.86
利益総額 5.90 7.40

税金および付加 5.31 4.11
利益/営業収入比率 2.8％ 4.4％

出所：	国家統計局

最後に、不良債権化したホテル資産の再活用を目指す
うえで、ABSやリート等を通じた資本市場の有効活用を示
す。これらのチェーンホテルや外商投資系はホテルを所有・
直営するのでなく、リースやフランチャイズ、HMC（ホテル
マネジメント契約）を通じた運営委託による参入が主であ
り、固定資産を直接取得することは稀である。また外商投
資系の場合は、土地・建物等の不動産の取得に制限がか
かることが常である。このように所有と経営の分離を前提
とした誘致を促進するには、資本市場の有効活用が欠か
せない。日本は2001年3月に東京証券取引所にてリート市
場が開設、9月に本邦初のJリート銘柄が上場し、2006年に
はホテル特化型リートが上場するなど20年近くの歴史があ
る。反面、中国ではいわゆる私募型の取引が中心であり、
公募型リートは2020年に上場したばかりである。しかしな
がら、2024年の不動産投資信託に関する通知（発改投資
〔2024〕1014号）によって、一定の条件下においてホテル
も原資産に組み込むことが許可された。今後は資本市場を
有効に使うことで専門性・収益性の高い経営を導入すると
ともに、運用資産としてのホテルの再活用と価値向上を目
指す好循環を生み出されることが望まれる。

2025年の課題と展望
中国飯店協会は上記の発展報告の発表に合わせ、
「2024年、当協会はグリーンホテル、文化テーマホテル、親
子ホテル、リゾートホテル、療養ホテル、ブティック型民泊、
ランドマークグルメ、国潮飲食など8種類の消費新シーンを
重点的に育成」とのメッセージを発しており、利用者の嗜好
やニーズが急速且つ多元的に変化していることを端的に示
している。常に利用者に選ばれるホテルであり続けるために
は、市場規模、顧客構造、競合他社との比較優位性など多
岐にわたる分析をもとに、不断の改革・改善を続けなければ
ならない。市場原理に基づいた競争ではあるものの、過度
なイスの奪い合いは企業を疲弊させる恐れがある。行政に
対しては、ホテル需要の底上げとなる施策のみでなく、健全
な競争環境のもと供給側であるホテルに対して利用者の利
益に繋がる投資への広範囲な支援が期待される。

＜建議＞
 MICE需要の創出に向けた支援
　MICE需要の創出はホテル需要を促進する上で
直接的な効果が見込まれる。MICEは性質上、
企業・産業活動や研究・学会活動等と関連して
おり、人の集積や交流から生み出される付加価
値や経済的波及効果も期待できる。政府主導
によるMICE機会の創出、および事業法人等へ
のMICE需要喚起のための施策を要望する。

 「以旧換新」推進とホテルへの拡大適用
　「以旧換新」を推進することは政策的要請に応
じるという意義のみでなく、ホテルに対して施
設・設備や消費財への投資を促す一助となる。
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第９章   観光・レジャー　２. ホテル

「以旧換新」の期間・金額・対象となる消費財
の範囲を拡大し、ホテルへ積極的に適用してい
くことを要望する。

 「盤活存量」の実現に向けたチェーンホテルや
外商投資系ホテルの誘致
　ストックホテル（存量酒店）を活用することは、
ホテルの資産価値を回復させ、雇用や税・付加
価値を創出するという実利面での恩恵が期待
できる。「盤活存量」の実現に向け、チェーンホ
テルや外商投資系ホテル等、高い専門性と市場
競争力を有したプロフェッショナルの参入を促
すことを要望する。
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第10章
高齢者関連サービス・産業
高齢化社会の構造転換と新たな成長モ
デルの模索

中国国家統計局の最新データによると、2024年1月時点
での60歳以上人口は3億400万人に達し、総人口に占める
割合は21.3％に及んでいる。この数値は日本の全人口の
2.4倍に相当し、年間1,000万人増加という急速なペースで
高齢化が進んでいる。特に都市部と農村部の格差が顕著
で、上海市では高齢化率が35.6％に達する一方、内陸部の
農村では若年層流出に伴う「未富先老」（豊かになる前に
老いる）現象が社会問題化している。

2023年のシルバー経済総額は7.1兆元（約147兆円）と
GDPの5.9％を占め、医療・介護サービス（1.8兆元）と健康
関連消費（4.3兆元）が二大柱を形成している。政府系シン
クタンクの予測では、2025年までに市場規模が9兆元に拡
大し、2035年には30兆元規模へ到達する見込みだ。この
成長の背景には、一人っ子政策世代の親世代が本格的に
高齢期に突入する人口構造の変化と、可処分所得の増加に
よる消費の高度化が相互に作用している。

政策イノベーションと地域連携
2024年1月に国務院が発表した「シルバー経済発展促
進意見」は、従来の個別対策を体系化した初の国家戦略と
して注目を集めた。政策の骨格は「基盤整備」「産業育成」
「技術革新」の三層構造で構成され、特に介護施設の空間
基準（1人当たり8㎡以上）やAIロボット開発への補助金制
度（最大500万元）が具体策として提示された。北京市海
淀区では政策実施後6カ月間で介護ベッド数が17％増加す
るなど、早期の効果が表れ始めている。

都市クラスター間の連携も進展を見せ、長江デルタ地域
では介護資格の相互認証制度が13都市で導入された。浙
江省と江蘇省の境界地域では、人材共有プラットフォーム
により介護職員の稼働率が68％から89％へ改善するなど、
行政の枠を超えた協力の効果が現れ始めている。

技術革新と未来社会へのシナリオ
2035年を見据えた技術開発が既に始動している。清華
大学の研究チームは量子コンピューティングを応用した個
別化医療プラットフォームを開発中で、2026年の実用化を
目指している。バイオエンジニアリング分野では、幹細胞を
用いた関節再生治療の臨床試験が進み、70歳以上被験者
で運動機能の32％向上が確認された。

金融面では介護施設REITsの拡大が注目される。2024
年6月に上場した「平安シルバーREIT」は初年度利回り
6.8％を記録し、商業不動産を2.2ポイント上回る運用実績
を示した。市場関係者の間では、2025年までに5,000億元
規模に成長するとの予測が主流となっている。

農村部対策と地域格差是正
農村部対策として2024年6月に始動した「3カ年計画」
では、移動介護バスの全国展開が特徴的だ。甘粛省の試
験導入地域では、従来3時間かかっていた山間部への医薬
品配送が45分に短縮され、緊急搬送の成功率が82％から
95％へ向上した。一方で課題も顕在化しており、地方政府
の財政負担増加（平均予算の3.2％増）や人材確保の困難
さが実施上の隘路となっている。

沿海部と内陸部の格差是正が最大の政策課題となって
いる。上海市が推進する「デジタルツイン介護システム」
は、3Dマッピング技術で高齢者の生活動線を最適化し、転
倒事故を37％減少させた。一方、甘粛省白銀市では亜鉛精
錬の副産物を活用した抗菌素材が開発され、地元企業と
の連携でコストを通常製品比45％削減することに成功して
いる。

市場ダイナミクスの多角化
産業構造の変化が最も顕著なのは健康管理デバイス市
場である。2023年の市場規模は437億元から2025年に
は1,050億元へと2.4倍拡大する見通しで、AIを活用した生
体監視機器の需要が牽引役となっている。深圳市のベン
チャー企業「Lifecare」が開発したマット型センサーは、
睡眠時の呼吸パターンから心不全リスクを98.3％の精度
で検知し、病院との連動システムにより早期治療を可能に
した。

消費行動の質的転換も看過できない。60歳以上層の
デジタル決済利用率が78％に達する中、ECプラットフォー
ム「京東健康」ではシニア向けオンライン診療が前年比
220％増となった。文化的消費の拡大も特徴的で、故宮
博物院の夜間特別ツアーには60歳以上参加者が全体の
43％を占め、伝統文化回帰の兆候が見て取れる。

産業プレイヤーの再編成
国営企業の動向では、中国人寿が展開する複合型施設
「長寿プラザ」が新たなモデルを提示している。北京市朝
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陽区の施設では、医療クリニック、レクリエーション施設、
短期入所ベッドを一体化し、入居者の日常生活満足度が
従来型施設比で41ポイント上昇した。民営企業では金太
陽社の「30分サービス圏」モデルが福建省で成果を上げ
ており、GPS追跡システムを駆使した緊急対応体制が要介
護者の不安解消に寄与している。

外資系企業の参入も活発化している。フィリップス（オ
ランダ）は遠隔医療プラットフォームを湖北省で実証実験
し、医療費23％節減を達成。ダノン（フランス）は機能性
食品開発に注力し、シニア向け栄養食品の売上を前年比
で142％増加させた。バイオジェン（米国）やサムスン（韓
国）も認知症治療薬やスマートホームシステムで市場参入
を進めている。

持続可能なエイジング社会の構築
中国のシルバー経済は、単なる市場拡大の段階から「質
的価値創造」の新たな局面へ移行しつつある。政府の政
策誘導、企業の技術革新、地域コミュニティの再編が三位
一体となった包括的アプローチが、2億5,000万人を超え
る高齢者の多様なニーズに応える鍵となる。今後の発展に
は、人材育成システムの抜本改革と技術標準の国際協調が
不可欠であり、これらの課題克服を通じて、中国は世界の
高齢化対応における新たなモデルを提示する可能性を秘め
ている。

＜建議＞
 高齢者をはじめ福祉用車両の架装に関する規
制緩和
　現在の規制では、車両は一旦登録すると後から
架装することが可能な設備や装置は、障害者の
運転補助装置等に限定されている。そのため、
現在所有している車両に対し架装をすることが
できない状況である。高齢者や障害者ならびに
その介護関係者の環境改善のため、車両の改
造範囲の緩和拡大、登録済み車両の後架装の
規制緩和を要望する。

 長期介護保険制度の早期全国統一導入
　政府による介護サービスの安定的提供と国民
負担の軽減を実現するには、財源確保と管理
体制の整備が不可欠である。企業や個人の保
険料負担を基盤とした持続可能な資金調達メカ
ニズムを構築するとともに、全国規模でのモデ
ル事業展開による実践的な知見を蓄積するこ
とが重要である。また、介護サービスの質と効
率性を高めるために、日本のケアマネージャー
制度のような仕組みを導入し、要介護認定や利
用者のニーズに応じた介護レベルの評価体制
を整備する必要がある。このような仕組みによ

り、公平性と透明性が向上し、限られた資源を
最適に配分できる環境が整う。他国の先行事例
を参考にしつつ、安定した財源確保を図り、実
現可能性の高い全国統一制度の設計と政策立
案を要望する。
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１. 北京市
2024年の北京市の域内総生産（GRP）の実質成長率は

5.2％となり、全国の実質GDP成長率の伸び（5.0％）を上
回った。投資（固定資産投資）は前年比5.1％増で、うち設
備投資が32.1％増、インフラ投資が17.7％増と大きく増加
したが、不動産開発投資は10.6％減だった。消費は前年
比2.7％減となり、2023年の4.8％増から減少に転じた。
財の消費は2.5％減、飲食収入は4.9％減といずれも減少
した。

2024年の経済状況
2024年の北京市のGRP総額は前年比5.2％増の4兆
9,843億1,000万元となった。産業別にみると、第一次産
業は前年比1.5％増の116億4,000万元、第二次産業は
5.7％増の7,226億8,000万元、第三次産業は5.1％増の4
兆2,499億9,000万元だった。工業生産額（一定規模以上
の企業が対象、付加価値ベース）は前年比6.7％増となっ
た。特に、コンピュータ・通信・その他電子設備産業が
21.4％増（2023年は0.9％減）と大幅に回復した。また、
自動車製造業は16.4％増（2023年は5.2％増）と前年に続
き牽引した。

固定資産投資総額は前年比5.1％増だった。うちインフ
ラ投資は17.7％増となり、北京市における固定資産投資の
25％を占める割合となった。特に、水利管理業投資は前
年比で2.4倍に伸びた。また、設備投資は「両重」「両新」
政策を受け32.1％増と大幅に増加した。一方で、不動産開
発投資は10.6％減となった。産業別では、リース・ビジネ
スサービス業（78.4％増）、水利・環境・公共施設管理業
（73.9％増）、科学研究・技術サービス業（33.9％増）、情
報通信・ソフトウエア・ITサービス業（30.4％増）向けの固
定資産投資が好調だったほか、ハイテク産業（ハイテク製
造業向けは50.8％増、ハイテクサービス業向けは30.0％
増）が高い伸びを示した。

社会消費品小売総額は前年比2.7％減となり、2023年の
4.8％増から減少に転じた。財の消費（2.5％減）と飲食収入
（4.9％減）はいずれも減少した。商品別にみると、買い替
え支援策の効果もあり、家電・音響機材（9.5％増）、新エ
ネルギー車（22.6％増）が好調だった。

消費者物価指数（CPI）は前年比0.1％となったほか、年
平均都市部調査失業率は4.1％で2023年より0.3ポイント
低下した。また、1人当たりの可処分所得は8万5,415元、物

価上昇率を除いた実質の伸び率は4.4％で、同市のGRP成
長率を下回った。
注：	「両重」は重要な国家戦略の実施と重点分野での安全保障能力
の建設への支援強化、「両新」は設備更新と消費財買い替え推進
を指す。

北京市の特徴
北京市は中国の首都であり、中国における政治・経済・
文化の中心として発展を遂げてきており、世界有数の国際
都市となっている。北京市統計局による発表で2024年の
GRPの産業別シェアをみると、第三次産業の割合が85.3％
と高く、経済構造に占める存在感が大きい。第三次産業に
おける業種別では、金融、情報通信・ソフトウエア、科学研
究・技術サービス、卸・小売、リース・ビジネスサービス（統
括拠点含む）の割合が大きい。特に情報通信・ソフトウエア
と科学研究・技術サービスは先端的サービス業といえるも
のであり、企業の開発力、技術力の向上をもたらし、産業
高度化の過程において重要な役割を果たす。また、金融に
おけるフィンテックや卸・小売におけるIoTを活用した新業
態の発展なども含め、北京市におけるさらなるイノベーショ
ンの進展・生産性の向上に向けて、これらの産業の集積が
よりいっそう求められる。

また、北京市には中国企業や日本を含む外国企業の統
括拠点が多いことなどから、北京市の先端的サービス業
は同市のみならず中国全土を対象に幅広くサービスを展開
していると考えられ、北京市におけるこれらの産業の集積
は、中国全体の産業高度化においても重要といえる。

なお、これらの産業集積を進めるうえでは、引き続き日本
を含む外国の統括拠点や先端的サービス業を含む先進企
業のさらなる誘致を進めることが有益と考える。

優れた人材・企業の集積、サービス業開
放の促進に向けて
北京市において日系企業がよりいっそう発展を遂げ、北
京市の経済発展に寄与するために課題となっている事項
等について、以下の4点を要望する。

第一に、北京市が中国の他都市と比較して、統括拠点お
よび先進企業の立地拠点に相応しい人材の集積を促進す
るため、先進的な人材政策の展開を要望する。北京市が目
覚ましい成長を遂げている中国の首都としてさらに発展す
るためのカギの1つは人材にあると考える。

そのため、外国人材のさらなる活用は有益であり、豊富

第１章
華北地域（北京市、天津市、山東省）

364 中国経済と日本企業2025年白書



長体は96％まで

第
４
部   

各
地
域
の
現
状
・
建
議

第１章  華北地域　１. 北京市

な経験を有する日本人などを柔軟に且つ手厚く配置するこ
とを可能とするため、駐在員にかかわる過剰なコスト（社
会保険や居留許可手続などにかかわる費用コスト、手続コ
スト）の軽減を引き続き要望したい。

加えて、中国の人材がさらに能力を発揮できるような環
境を整えることも有益であり、優秀な中国人を柔軟に且つ
手厚く配置することを可能とするため、条件を満たす地方
出身者へのインセンティブ強化をお願いしたい。

第二に、北京市が中国の他都市と比較して、統括拠点お
よび科学技術分野の企業の集積を促進するために、透明
性の高い政策運営、ハイテク企業や先端的サービス業へ
の優遇強化および優遇策の確実な実施、行政手続の簡素
化を要望する。

透明性の確保は、中国内外企業が積極的な事業展開を
行ううえで不可欠であり、中国政府が進める「近代的な市
場体系の完備」の前提ともいえるものである。高騰する人
件費やオフィス賃料をカバーするような、他の地域に劣らな
い優遇策の追加・拡大を検討いただきたい。加えて、地域
再開発計画や環境規制などの実施などの際には十分な対
応期間を設けることをお願いしたい。

第三に、北京市がサービス業拡大・開放総合試験を推
進するにあたり、進出日系企業の声によりいっそう耳を傾
けていただき、個別分野での積極的な規制緩和等の実施
を要望する。

第四に、北京市が中国の他都市と比較して、統括拠点等
に相応しい生活環境を整備するために、生活に密接にかか
わりを持つ分野において、総合的視野に立った取り組みを
要望する。突発的な交通規制や地域断水、日常的な交通
渋滞などの問題について、市政府による適時適切な対応を
望みたい。

引き続き対話継続を
2024年も北京市政府各部門とのさまざまな交流が実施
できたことに感謝したい。さらなる相互理解に向け、引き続
き中国日本商会との対話の機会をいただきたい。十分な意
見交換の時間を確保するためにも、北京市と中国日本商会
の2者の形での開催が望ましい。また、引き続き、より多様
なチャンネルを通じて相互理解を深めるため、北京市トッ
プおよび市各政府機関との交流の機会をいただくことを希
望する。

＜地方政府との交流の状況＞
北京市商務局との意見交換
・	開催日：2024年8月29日
・	中国側参加者：北京市商務局
・	日本側参加者：中国日本商会、ジェトロ北京事務所

・	交流内容：	2024年白書を用いて主要な建議事項を説
明のうえ要望。

北京市副市長と外国商会との座談会
・	開催日：2024年11月14日
・	中国側参加者：北京市副市長ほか
・	外国側参加者：中国日本商会、中国米国商会、中国
EU商会など

・	交流内容：人的交流の活性化、データ越境移転に関
する対応について要望。

＜建議＞
1. 統括拠点および先進企業の立地拠点に相応し

い人材の集積を促進するため、先進的な人材政
策の展開を要望

 居留許可手続の手続日数の短縮
　2013年7月から施行された「出入国管理法」に
より、居留許可手続の審査期間は従来の5営業
日から「15営業日以内」に変更された。北京市
では2015年8月より「10営業日以内」に短縮さ
れた。2018年からは新たな利便性措置が開始
され、オンラインで居留許可申請手続を予約
した場合、10営業日からさらに7営業日に短縮
するという運用がなされている点は歓迎したい
が、親族の不幸や、経営にかかわる緊急の出張
が生じた際に一刻を争う海外出国ができない
事態が起こりうるので、従前の5営業日に戻すこ
とを要望する。

 外国籍人員の就業条件の運用統一
　2014年6月「北京市外国籍人員の雇用業務を
さらに強化することに関する通知」が公布さ
れ、条件の1つに「学士以上の学位および2年
以上の関連業務の経験を有すること」がうたわ
れている。その後、2017年3月29日に、国家外
国専門家局より「外国人訪中就労許可サービス
ガイドライン（暫定施行）の印刷発行に関する
通知」が公布され、中国で就労する外国人の就
労許可取得申請にかかる管理制度が簡素化さ
れ、事務手続の効率が向上したことは評価され
る。一方で、これまで北京市人力資源社会保障
局から「北京市外国籍人員の雇用業務をさら
に強化することに関する通知」を廃止したとい
う通知は出されていないため、実務において法
律適用に矛盾が生じないよう運用の統一を要
望する。

 中国人地方出身者へのインセンティブ強化
　優秀な中国人を柔軟に且つ手厚く配置するこ
とを可能とするため、地方出身者へのインセン
ティブ強化を要望する。また、北京市戸籍を有
していなければ子女教育などにおいて影響を
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受けることから、地方出身の優秀な人材確保の
ため、条件を満たす企業や個人に対する北京市
戸籍枠の増加を要望する。

 1年未満短期駐在外国籍人員と中国籍人員にお
ける別送品輸入の通関手続明確化と電子化
　北京常駐となる1年未満短期駐在外国籍人員と
中国籍人員の別送品輸入について、2023年11
月2日に北京税関より説明会が実施され、海上
貨物帰任者別送品は天津で通関を行うことする
と発表された。書面での通知は一切なく、具体
的施行日は現在未定。これまでは天津で転関を
行い北京で輸入通関を行っていたものの、転関
と通関の2度の税関手続を2都市で別々に行う
手間を天津でまとめるという施策であるが、重
要な政策の変更は関係部署と綿密な連携・協
議を経た上で十分な周知期間をもって施行する
こと、政策変更については書面での通知を要望
する。また、北京常駐人員がパスポートの原本
を天津税関に提示するとなれば、この期間の移
動が制限される他、居留許可証取得手続にも
影響が出るため、コピーや電子データを通じた
手続を要望する。

2. 統括拠点および科学技術分野の企業の集積を
促進するため、透明性の高い政策運営、ハイテ
ク企業や先端的サービス業への優遇強化、行
政手続の簡素化を要望

 外資研究開発センター設立にかかわる関連規
定の運用強化
　北京市政府は2022年3月に「北京市外資研究
開発センターの設立と発展の支持に関する規
定」（京政弁発〔2022〕	11号）を公布。規定に
は、人材サービス、科学研究の奨励、知的財産
権、ビジネス環境、属地保障の5つの面から北
京における外資研究開発センターの設立と発
展を支援することが盛り込まれた。規定第七条
に、免税条件に符合する外資の研究開発セン
ターは、中国で製造できないか性能が要件を
満たすことができない科学研究、科学技術開発
と教学用品の購入に対して輸入関税と輸入段
階の増値税、消費税を免除すると明記されてい
るが、実態的な運用面で特に税関にこの法律
の精神に則った公平且つ透明性の高い運用が
保証されることを望む。さらに、規定の施行前
に設立された外資系研究開発センターであって
も、中国の科学技術の発展に貢献していること
に変わりはなく、施行前に設立された外資系研
究開発センターも規定の政策の対象範囲に組
み込むよう要望する。

 北京市の指導者レベルと中国日本商会、日系企
業との交流メカニズムの構築
　北京市の指導者レベルと中国日本商会、日系企
業との交流メカニズムの構築を要望する。

 外資系企業を対象とした説明会等での通訳手
配、資料配布
　外資系企業に対する説明会等を実施する際に
は、日本語か英語の通訳を手配するよう要望
する。また、通訳の手配が難しい場合において
も、企業内で情報を共有できるようにするため
に資料配布を行うよう要望する。

 政府と企業のコミュニケーションメカニズムの
構築および運用
　2020年4月28日より実施されている「北京市ビ
ジネス環境改善条例」は2024年11月29日に最
新改正が行われ、第53条において、「政府およ
び関連部門は常態化した政府と企業のコミュニ
ケーションメカニズムを構築し、企業の意見や
提案を聴取し、企業に政策情報を提供するこ
と」、第74条では「政府および関連部門は経営
主体の生産経営活動に密接に関連する政策措
置を制定し、合法性審査を行わなければならな
い。経営主体、業界協会商会の意見を十分に
聴取しなければならない。法的な秘密保持を除
き、社会にパブリックコメントを求めなければ
ならず、期間は通常30日以上とするとともに、
健全な意見採択フィードバックメカニズムを構
築しなければならない。国の安全にかかわるか
直ちに施行しなければならない場合を除き、経
営主体のために30日以上の調整期間を与えな
ければならない」と規定されている。こうした規
定を確実に実施していただくよう要望する。

3. 北京市がサービス業拡大・開放総合試験を推
進するにあたり、個別分野での積極展開を要望

 中外合弁、外資独資旅行会社に対する出境ライ
センスの認可
　2018年7月30日に「北京市の改革の全面深化、
対外開放拡大に関する重要措置の行動計画」
が公布され、同計画の47条において、北京市に
設立された外商独資旅行会社については中国
公民の出境旅遊業務を試験的に認めるよう取
り組んでいくと明記された。2019年2月22日、
国務院より「北京市サービス業の開放拡大の
全面的推進に関する総合試験活動案に関する
国務院の認可回答」が公布され、北京市におい
て、サービス業の開放拡大総合試験の継続と全
面的推進が認可され、その期間は認可回答日か
ら3年間とされた。2019年12月には北京市商
務局より、外資系旅行会社、中外合弁（合作）経
営旅行会社に中国人の海外旅行業務を認める
などサービス業の規制緩和が発表された。その
後、2021年10月18日に国務院より、北京市人民
政府、商務部、司法部に対して「北京市におい
て関連行政法規および国務院承認を得た部門
規則の規定実施を一時的に調整することに同
意する国務院認可回答」（国函〔2021〕106号）
が出された。国函〔2021〕106号においては、旅
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行社条例第23条に規定された「外商投資旅行
社による中国本土居住者の海外旅行事業の制
限」について、「北京に設立された適格な外商
投資旅行社は、台湾以外のアウトバウンド観光
事業に従事することができる」ことを調整実施
するとし、「国務院の関係部門と北京市人民政
府は、上記の調整に従って、各部門と各市が制
定した規定と規範文書を速やかに調整し、北
京市のサービス業拡大開放の新型総合テストプ
ロジェクトの深化と国家サービス業拡大開放総
合モデル区の建設作業に適合する管理体制を
構築する。国務院は、北京のサービス業拡大開
放総合テストプロジェクトの新ラウンドを深化
させ、全国サービス業拡大開放総合モデル区を
建設する作業に応じて、この承認の内容を順次
調整していく予定である」と明記されている。

　北京市関係部門に対し、上記の規定に基づき、
すみやかに許認可の具体的な手続を進めてい
ただくよう要望する。また、国函〔2021〕106号
によって従来2022年1月末までとされてきた実
施期間の制限がなくなり、対象業務の範囲が広
がったと理解しているがこの点を改めて明確に
していただくよう要望する。

 300㎡超の工事に対する申請ルールの要求や手
続の統一
　300㎡を超える工事に対する工事申請のルール
において、北京市と各区の住宅・都市農村建設
委員会およびその街道町主管部門によって政
策の理解や通知されている内容が異なるため、
申請時に要求される内容も異なる。区や申請窓
口にかかわらず要求や手続が統一されることを
要望する。

4. 北京市が中国の他都市と比較して、統括拠点等
に相応しい生活環境を整備するために、生活に
密接にかかわりを持つ分野において、総合的視
野に立った取り組みを要望

 小売・飲食店舗営業許可における行政の協力
強化
　小売店舗の営業許可の迅速化については大幅
な改善が示されており、内外資の不平等を感じ
ることも減少した。コンビニエンスストアや日本
飲食店は人流を活性化させ、都市社会インフラ
につながるものであることから、出店のみなら
ずブランドイメージの維持・向上も含め、引き続
き行政の改善・協力を要望する。

 公共交通機関のいっそうの整備・拡充、交通整
理の強化による交通渋滞の緩和
　北京市の交通渋滞が深刻である。公共交通機
関のいっそうの整備・拡充、交通整理の強化、
駐車場の整備、違法駐車の取り締まり、市民の
交通ルール遵守意識向上のための啓発など、引
き続き改善に向けた取り組みを要望する。

 外国人永久居留身分証制度と北京日本人学校
入学資格の矛盾の解消
　高度人材の受け入れ促進として外国人永住居
留身分証（中国版グリーンカード）の申請条件
を緩和している。一方で、1987年9月1日付大使
館人員子女学校暫定規定第4条では「在中国自
国または在中国第三国の永住者または中国公
民の子女は入学させない」とあり、2004年公布
の「中国に永住する外国人に対する審査批准
管理弁法」（公安部、外交部第74号令）により
グリーンカードを取得した日本人子女は北京日
本人学校への入学が認められないこととなって
いる。当該問題に対しては、2024年1月に外交
部より教育部に対し、外国人永久居留身分証
を取得した在校生が卒業できるよう個別事例
として協議を諮っていただいたが、特別措置は
2024年1月時点の在校生を対象としており、今
後入学してくる生徒の保障は定かではない。外
交部規則の改正を早急に進めていただき、この
ような制度間の矛盾を解消し、高度人材として
の駐在員子女をはじめとする日本人子女の教育
機会が保障されることを要望する。

 天津市・河北省との往来
　京津冀の協同発展に向けた各種施策が発表さ
れるなか、外地ナンバープレートでの北京への
乗り入れができず、不便な事態が散見される。
特に、天津市や河北省への企業配置など、一定
条件を満たした企業への限定配布やダブルナ
ンバープレートなど「一体地域」としての利便性
向上策を検討いただくよう要望する。

 三元橋エリアの地域断水を事例とした再発防止
　2023年および2024年に三元橋エリアで長期
的なお湯の断水が発生し、地域の住人の生活
に支障が出た。2024年11月は約2週間断水し
た。事前通知はあったものの、断水の原因の通
知もなく、当初の断水予定期間から延長するな
ど、対応についても問題が多い。以降同様の断
水が発生しないよう、北京市熱力集団有限責任
公司に対する指導を要望する。
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２．天津市
2024年の天津市の域内総生産（GRP）の実質成長率は

5.1％となり、目標の4.5％を達成した。全国の実質GDP成
長率（5.0％）を0.1ポイント上回った。天津市は2025年の
目標を実現するため、確実にやる、実行するという「穏中
求進」（安定の中で前進することを求める）の方針を維持
し、新発展理念を完全且つ正確に実行し、積極的に新発
展パターンの構築に奉仕・融合し、北京・天津・河北の相
乗的発展を戦略的牽引力とし、質の高い発展のための「十
大行動」を堅持するとした。2025年の経済成長率の所期
目標は5.0％程度としている。

2024年の経済状況
2024年の天津市の域内総生産（GRP）は前年比5.1％増
の1兆8,024億3,200万元だった。GRPを産業別にみると、
第一次産業は前年比3.8％増の284億2,800万元、第二次
産業は4.3％増の6,214億2,700万元、第三次産業は5.5％
増の1兆1,525億7,700万元だった。消費者物価上昇率は
0.2％（2023年は0.4％）、固定資産投資額（農家を除く）
は前年比3.1％増（2023年は前年比16.4％減）、一定規模
以上の工業生産は4.6％増（同3.7％増）、社会消費品小売
総額は3.1％減（同7.0％増）だった。

全市住民1人当たり可処分所得は4.5％増の5万3,581元、
都市部住民1人当たり可処分所得は4.2％増の5万7,705元
となった。

貿易総額は前年比1.3％増の8,115億6,000万元、うち
輸出は7.8％増の3,913億7,000万元、輸入は3.9％減の
4,201億9,000万元、貿易収支は288億2,000万元の赤字
だった。

天津市の特徴
天津市は中国4大直轄市の1つであるとともに、環渤海経
済圏の中心に位置し、中国北方最大の沿海開放都市として
特殊な地理的位置にある。天津港は京津冀（北京市、天津
市、河北省）および「三北」地区（東北、華北、西北）の海
の玄関口であり、雄安新区の重要な海への出口である。さ
らに「一帯一路」の陸と海の交差点、中国・モンゴル・ロシ
ア経済回廊の東の起点、新ユーラシア・ランドブリッジ経
済回廊の重要な節目となっており、対外開放の国際ハブ港
湾である。天津市は「一帯一路」に賛成協力する国家との
貿易総額は前年比4％増の3,771億5,000万元となり、全市
対外貿易総規模の45％以上を占めており、対外貿易の高い
質の発展の新しい動力となった。

天津市は北京市からの産業移転を受け入れ、サプライ
チェーンの連携を強化し、バイオ医薬、自動車産業など地
域で特色のある産業を発展させている。また、科学技術イ

ノベーションを中心とし産業のアップグレードを牽引して、
製造業による地域振興戦略を継続し、経済競争力を高めて
いる。第14次5カ年規画にて消費を全面的に推進し、国際
消費中心都市を作り上げる目標が示され、天津市は5つ（上
海市、北京市、広州市、天津市、重慶市）の国際消費中心
都市建設の1つとなった。中国（天津）越境EC総合試験区の
建設を加速し、国家コンベンションセンター（天津）を利用
して北方最大の商品貿易基地を構築するとしている。

質の高い発展を目指して
すでに進出している企業が天津市で継続的に発展でき
る環境を整備することが、先進的な取り組みをする外国企
業の誘致につながり、天津市が目標とする質の高い発展に
寄与すると考える。天津市に進出する日系企業が、いっそ
うの発展を遂げ、天津市の経済発展に寄与するために挙げ
た建議を整理すると、以下の3点に集約される。

第一に、企業活動の円滑化支援である。新型コロナウイ
ルスの感染拡大以降、天津に進出している日系企業におい
ては業界問わず大きな苦難に直面している。天津市政府か
らも、地場企業ならではの消費刺激策などを検討いただき
たい。また、環境面に関してはカーボンニュートラルに貢献
できる水素ステーションの導入や関連車両導入や補助、工
場内設備の変更に関する規制の緩和等について検討いた
だきたい。突発的な工場への操業停止を避け事前通知を
行う等、予見可能性の向上についても引き続き希望する。

第二に、交通環境の整備である。天津市と北京市および
日本との往来に関する交通環境のさらなる整備を希望す
る。具体的には天津ナンバープレートによる北京への乗り
入れ規制の問題がある。また、天津濱海国際空港では国際
線ターミナル施設がリニューアルされ、アップグレードされ
た。日本への直行便の増増便等、交通利便性の向上のさら
なる拡充を要望する。

第三に、優れた生活環境の整備である。天津は、中国他
地区と異なる観光資源や食、文化や歴史などを多く持って
いる。その魅力を日本にいる日本人にもっと知ってもらう
ために天津の魅力について日本語による広報物の作成を
お願いしたい。またデジタル化の進展による各種デジタル
サービスを享受するにあたりパスポートによる身分認証が
煩雑な場合が多く存在している。利便性をいっそう高める
ために在留許可をカード化し、同じプラットフォームでの各
種認証などが進められるように検討いただきたい。

引き続き対話継続を
天津市商務局と本白書の手交に合わせた交流会を2024
年10月15日に実施した。また、12月17日に天津市商務局と
関連部局の尽力のもと、第9回目の日系企業との意見交換
会が実施できたことにお礼を申し上げたい。同意見交換会
において日系企業のビジネス上の課題に対する天津市政
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府の具体的な改善努力を伺うことができ、非常に有意義な
ものとなった。他方、政策の実施と制度利用者との間の実
感には隔たりがあることもあり、このような課題のさらなる
解決に向けて天津市の各関係当局と在天津日系企業との
対話・交流機会の拡大を希望する。

＜地方政府との交流の状況＞
天津市党委書記との会談
・	開催日：2024年4月11日
・	中国側参加者：天津市党委書記
・	日本側参加者：金杉大使、天津日本人会、中国日本商会
・	交流内容：在留邦人の安心・安全の確保および日系企
業のさらなる活動に対する天津市からの支持を要望。

天津市と日系企業との意見交換会
・	開催日：2024年12月17日
・	中国側参加者：天津市商務局をはじめとする関係15
部局

・	日本側参加者：日系企業10社、天津日本人会会長・
副会長、ジェトロ北京事務所

・	交流内容：建議の各内容について、担当部局から実
態および市政府としての考え方の説明があった。

＜建議＞
1. 企業活動の円滑化、環境対応

 優遇、補助政策
・	新型コロナウイルスの感染拡大が始まった
2020年以降、業界を問わず大きな苦難にあ
る。在天津企業は、天津の一基地三区、京津
冀、また北京からのサプライチェーンの移管と
いう考え方に賛同し、投資を進め、日系企業に
おいては一大生産拠点と言える状況に成長して
きた。全国規模ではさまざまな消費刺激策によ
り政府支援をいただいている中ではあるが、特
に天津市政府からも、例えば地元生産製造の
消費材を対象にした補助金や、政府関連調達
は外資企業を含めた地元企業から優先的に調
達するなど、地場企業向けに特化した消費刺激
策などを要望する。

・	現下、高齢者社会を見据えた各種政策が検討
される中、重要産業である自動車福祉車両は、
装備の観点からも通常車両に対して割高な価
格となっている。福祉車両の認定制度とともに、
（新エネ車両などと同様に）認定車両について
は購入補助支援などの後押しを要望する。

 水素、環境
・	近年、特に北京においては、水素ステーション

を始め、水素関連技術の導入が足早に進んで
いる。天津の一基地三区、京津冀、また北京か
らのサプライチェーンの移管という考え方に貢
献すべく、北京と同等または北京以上の当該
政策を期待、要望する。天津市においてモデル
パークの建設、水素ステーション建設に関する
補助やFCV車購入に対する国同様の地方レベ
ルの補助について、対応いただいていることは
評価できる。今後さらに天津市水素産業の拡大
に資するべく、特に、政府主導による水素ステー
ションの導入や、当該車両導入、購入に対する
政府補助継続につき要望する。

・	AQI警報発令による生産停止措置に関して警報
発令のタイミングを24時間前から48時間前に
前倒し対応し、「津雲」や「生態環境局のオフィ
シャルサイト」において情報提供されたことは
企業にとって良いことである。これらの改善が
すべての日系企業に対して周知徹底されていな
いところがあるため、今後はAQI警報の確実な
事前発令と周知徹底により確実に情報が伝達
されるよう要望する。

 行政管理機関による査察
・行政管理機関（応急局、消防局、市場監督局、
税務局、税関等）による査察に関して、政策法律
等の変更点や専門な知識等の企業に対して情
報提供や教育の機会がほぼなく、一旦問題を発
見したら、すぐ罰金を徴収されている。罰金の問
題について天津市において軽微な安全事故に
関しての処罰免除リスト、および分級分類管理
指導意見と制度化されたと伺っている。制度が
徹底されていないのか、軽微な事故に該当しな
かったのか判断はできないが、処罰免除基準の
説明もなく、依然軽微な罰金徴収が多い。罰金
徴収ではなく安全が目的なのであれば、違反項
目が多かった項目等について十分な説明を要望
する。

2. 交通環境の整備
 北京との往来
　天津には、京津冀、また北京からのサプライ
チェーンの移管という考え方に賛同し、北京に
本社や関連企業を設置しながら事業経営する
企業も多い。そうした際、天津ナンバープレート
では北京への乗り入れができず、不便な事態が
散見される。両地区への企業配置など、一定条
件を満たした企業への限定配布でも、ダブルナ
ンバープレートなど、「一体地域」としての利便
性向上策を検討いただくよう要望する。

 天津空港の利便性向上
　天津空港は充実した国内線ネットワークを活か
して、国際線への乗り継ぎハブ空港として大きく
発展する潜在能力を有する。一方で増便・新規
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就航も限定的であり収益性重視の傾向が色濃
く運航にかかわる費用削減が有効であることか
ら、国際線の維持、増便、新規就航促進のため
に着陸料や施設使用料などの減額措置を要望
する。

3. 生活環境の整備
 市内地下鉄建設の遅れによる工事
　地下鉄建設工事の工期の度重なる延期により、
道路封鎖や工事壁が長期間にわたり継続して
いる状態であり、ビジネスにも影響が出て来て
いる。地下鉄開通により新たな人流を創出し、
経済の活性化を期待できる。工事の遅延が起こ
る場合にはビジネスへの影響を最小限にとどめ
るべく、事前の情報共有や相談等を通じて計画
的且つ早期開通できるように建設することを要
望する。

 在留邦人の安全確保
　在留邦人の安全確保について、今まで以上の強
化を要望する。外資系企業が安心して経営活動
を営むことができるように駐在員および駐在員
家族の安全確保の徹底と再発防止を要望する。
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 ３. 山東省

概況
山東省は人口が全国第2位の1億123万人（2023年、常

住人口）、2024年の域内総生産（GRP）は前年比5.7％増
の9兆8,566億元と全国第3位となっている。また、農業生
産額（農業、林業、畜産、水産）では全国第1位である。面
積は日本の約4割で、省都の済南市を含む計16市で構成
されている。在外公館は日本、韓国、タイが青島市に総領
事館を設置しており、山東省全体の在留邦人数は2024年
10月現在で957人となっている。山東省省内最大の日本人
会として青島日本人会があり、2025年2月現在で260社が
加入している。商工会各部会にはそれぞれ繊維部会に80
社、食品部会に95社、機械・電気・化学品部会に121社、
流通・サービス部会に95社が加入している。

山東省政府の2025年の主な目標では、GRP成長率は
5％以上、都市での就業者は110万人増とし、都市の登記
失業率は約5.5％以内に抑えるとしている。

山東省の経済動向
2024年のGRPは9兆8,566億元で前年比5.7％増であっ
た（2023年は6.0％増）。1人当たりGRPは9万7,369元で前
年比9.9％増だった。また、青島市のGRP総額は1兆6,719億
4,600万元で省内1位、2位は済南市、3位は煙台市であっ
た。産業別にみると、第一次産業総額は3.7％増の6,617億
元、第二次産業総額は6.6％増の3兆9,609億元、第三次
産業総額は5.4％増の5兆2,340億元となった。一定規模
以上の工業付加価値額は8.3％増だった。固定資産投資は
3.3％増となった。

2024年の山東省の社会消費品小売総額は前年比5.0％
増の3兆7,960億元であった（2023年は8.7％増）。業種
別では、飲食業と商品小売業がそれぞれ7.7％増、4.7％増
だった。

消費者物価指数（CPI）は0.2％上昇した（2023年は
0.1％上昇）。都市住民の1人当たりの可処分所得は5万
4,062元（前年比4.8％増）（2023年は5万1,571元）、農村
住民の1人当たり可処分所得は2万5,257元（前年比6.2％
増）（2023年は2万3,776元）となった。

貿易総額は3兆3,806億2,000万元で前年比3.5％増で
あった（2023年は1.7％増）。うち輸出は2兆811億6,000
万元で前年比3.5％増、輸入は1兆2,994億6,000元で前
年比1.8％減だった。国・地域別ではASEAN向けが5.9％
増（2023年は4.5％増）、米国向けが1.2％増（2023年は
5.7％減）、EU向けが3.5％増（2023年は3.5％増）、韓国
向けが14.1％増（2023年は4.3％減）、日本向けが9.5％減
（2023年は0.8％減）となった。

外資による直接投資件数は1,924件（2023年は2,518
件）、金額（実行ベース）は110億1,863万ドルで前年比
32.22％減だった。うち、製造業が33億9,525万ドルで前年
比45.11％減であった（表）。

表： 山東省の経済動向（2024年）
項目 金額 伸び率(％)

GRP（域内総生産）（億元） 98,566 5.7
第1次産業（億元） 6,617 3.7
第2次産業（億元） 39,609 6.6
第3次産業（億元） 52,340 5.4
工業生産付加価値額（一定規模以上、億元） - 8.3
固定資産投資額（億元） - 3.3
製造業投資額（億元） - 15.1
社会消費品小売総額（億元） 37,960 5.0
貿易総額（億元） 33,806 3.5
輸入額（億元） 12,995 △1.8
輸出額（億元） 20,812 7.1
対内直接投資
契約ベース（億ドル） - -
実行ベース（億ドル） 110.19 △32.22
消費者物価指数（CPI） - 0.2
都市住民1人あたり可処分所得（元） 54,062 4.8

出所：	山東省統計局、青島税関、山東省商務庁

2024年の動向（投資環境上の問題）
ジェトロが山東省進出日系企業を対象として実施してい
るアンケート調査の最新の結果（2024年10～11月実施）
によると、在山東省の日系企業のうち、2024年の事業見
込みを「計画通り」と回答した企業は67.6％で、前年調査
（56.8％）より10.8ポイント上昇した。「縮小」は23.0％
で、前年調査（32.6％）より9.6ポイント低下した。業種別
では、非製造業が「計画通り」と回答した企業は80.6％で、
前年調査より19.1ポイント上昇したほか、「縮小」も12.9％
と、前年調査（30.8％）より17.9ポイント改善した。2025年
以降の中期事業展望について「現状維持」と回答した企業
は64.9％で、前年調査（43.4％）より21.5ポイント上昇した。
「縮小」は5.4％で、前年調査（6.1％）より0.7ポイント低下
した。移転・撤退との回答はなかった。業種別では、非製
造業が「現状維持」と回答した企業は74.2％で、前年調査
（43.6％）より30.6ポイント上昇した。「縮小」「移転・撤
退」などはなく、製造業よりも改善が見られた。「中国国内
向け営業の拡大・強化」（59.5％）が前年に引き続き最多
となった。「新規商品の開発」（43.2％）が2位に順位を上
げる一方で、「調達先の多様化」（27.0％）「現地調達率引
き上げ」（25.7％）が後退した。また、「事業のさらなる多様
化」「日本人の駐在員縮小」がそれぞれ7.0ポイント、6.9ポ
イント減少し、事業の見直しはある程度進んだものの、経
済の行き先を見極めようとする姿勢がうかがえる。2024年
の総合満足度が「満足」と回答した企業は64.9％で、前年
調査より19.4ポイント上昇した。「非常に満足」と回答した
企業は1.4％（1.6ポイント低下）で、両者を合わせた肯定的
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な評価が66.3％に達した。山東省におけるビジネス環境と
しては、2019年9月に国務院より認可された「山東省自由
貿易試験区」の重点項目として、日本との経済交流深化が
明記されており、加えて、2021年からは山東省政府と日系
企業間によるビジネス環境向上に向けた対話会開催といっ
た取り組みもなされている。これらの背景も踏まえ、今後の
省内におけるビジネス環境の改善もいっそう促進されるこ
とが期待される。

人材確保に苦しむ進出日系企業
引き続き人材に関する問題に苦しむ企業が多く、経営上
の問題点として「従業員の賃金上昇」を挙げる企業もいる。

法令・制度・運用の制定・変更時の情報不足
法令・制度変更が行われる際の事前周知・関連情報が
必ずしも浸透していない場合や、極めてショートノーティス
なものになる場合があり、このために、操業に際して意図せ
ぬ困難が生じ得る状況がある。企業に対するさまざまな政
策が出されているが、日系企業にとってこれらの情報を自
ら円滑且つ網羅的に得ることは必ずしも容易ではない。

環境、安全生産に対する管理強化
環境・安全面での管理が強化される流れにあるが、安全
管理関連等での工場への立入検査は、省・市・県といった
各行政レベルの担当官が個別に行なう場合、あるいは年度
によって担当官が異なった場合において、担当官ごとに指
摘軸が異なり、対応に支障をきたすケースがある。また立
入検査の実施に際して、事前連絡のないケースもある。

移転・立ち退き要請に際しての配慮
進出より20年もたたないうちに政策による強制的な立ち
退きを要請されるケースが複数発生し、やむなく撤退を決
めた企業もある。工場の移転は事業継続において大きな
負担に、新規進出検討企業にとっても土地計画面での不
明確性はリスクとなる。

外国人の活動に関する不便さ
・	日本からのビジネス関係者の往訪に際して、新型コ
ロナウイルス感染症拡大による影響が収束した現時
点においても、日本主要都市間の定期航空直行便の
復便が限定的であり、コロナ禍前と比して中国との
ビジネス推進に支障が多い状況となっている。

・	外国人は列車の改札などの場面で、対面でのパス
ポート提示を求められる。また、医療機関等各種
サービスを受ける際に身分証明証の番号が求められ
ることが多く、外国人の場合はパスポート番号で代
用されるが、電子予約等一部サービス提供を不可と
するケースが見受けられる。

・	外国人の円滑な医療サービス享受に向けた環境改善
等、外国人が安心して駐在・生活するためのいっそ
うの環境整備を希望する。

＜地方政府との交流の状況＞
山東省党委書記との会談
・	開催日：2024年7月30日
・	中国側参加者：山東省党委書記
・	日本側参加者：金杉大使、斎藤在青島総領事、中国
日本商会、済南日本人会、ジェトロ石黒理事長、
ジェトロ青島事務所

・	交流内容：中国日本商会副会長より中国日本商会白
書を用いて、山東省における経済政策の参考にして
ほしい旨述べた。また、在留邦人の安心・安全な生
活の確保および日系企業のビジネス環境のさらなる
整備について、引き続き山東省のサポートを要望。

青島市党委書記との会談
・	開催日：2024年8月6日
・	中国側参加者：青島市党委書記
・	日本側参加者：金杉大使、斎藤在青島総領事、中国
日本商会、青島日本人会、ジェトロ青島事務所

・	交流内容：中国日本商会副会長より中国日本商会白
書を用いて、青島市における経済政策の参考にして
ほしい旨述べた。また、在留邦人の安心・安全な生
活の確保及び日系企業のビジネス環境の更なる整備
について、引き続き青島市のサポートを要望。

中国国際貿易促進委員会（CCPIT）青島市分会
・	開催日：2024年9月5日
・	中国側参加者：CCPIT青島市分会書記　他
・	日本側参加者：ジェトロ青島事務所
・	交流内容：建議案の内容について日本側から説明。
青島CCPITからは改善に向けて働きかけをしたいとの
回答。

山東省・青島市外事弁公室への白書手交
・	開催日：2024年9月5日
・	中国側参加者：青島市外事弁公室主任　他
・	日本側参加者：ジェトロ青島事務所
・	交流内容：建議案の内容について日本側から説明。
青島市外事弁公室からは改善に向けて働きかけをし
たいとの回答。

山東省・青島市商務局への白書手交
・	開催日：2024年9月5日
・	中国側参加者：CCPIT副局長　他
・	日本側参加者：ジェトロ青島事務所
・	交流内容：建議案の内容について日本側から説明。
青島商務局からは改善に向けて働きかけをしたいと
の回答。

山東省政協港澳台僑和外事委員会
・	開催日：2024年12月18日
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・	中国側参加者：山東省政協港澳台僑和外事委員会主
任　他

・	日本側参加者：ジェトロ青島事務所
・	交流内容：建議案の内容について日本側から説明。
山東省政協港澳台僑和外事委員会からは改善に向け
て働きかけをしたいとの回答。

＜建議＞
 人材確保に対する支援
　人材の確保が難しくなっていることは生産の拡
大や研究開発を行おうとする企業にとって、大
きな成長阻害要因となる。地場日系企業の時
機をとらえた発展を支援いただきたく、地方政
府には、多くの日系企業が経営上の問題点と
して上位に挙げる「賃金上昇」に対する財政補
助や、高品質な人材の現地における輩出、そう
いった人材の現地での確保容易化への配慮、な
どの施策・取り組みの継続・強化を希望する。

 法令・制度・運用の制定・変更時の周知強化
・	法令・制度の制定・変更の際には説明の場を設
けるなども含めた早期の情報提供を要望する。
また企業からの質問や個別の相談にも積極的
に対応いただき、それらを含めた疑義解釈につ
いても当局の公式な解釈を示していただくよう
要望する。対策を講ずるために必要なリードタ
イムを十分に設けていただくことを要望する。

・	日系企業等にとって必要と思われる関連情報や
地域情報を、分かりやすく迅速に発信する体制
整備について、引き続き関連アプリ等公的媒体
への最新・詳細情報の集約等サポートの継続
と充実を要望する。

 環境、安全生産に関するさらなる制度整備
・	行政各部門もしくは省・市・県等各行政レベル
それぞれにおいて企業に立入検査を実施する
際などにおいては、それぞれの階層の法執行管
轄権限、法執行範囲、法執行の重点を明確にす
ることでの複数階層における法執行の重複回
避や、それらの一括実施を通じた、回数削減・
効率化を推進願いたい。指摘に際しては根拠の
明確化をお進め願いたい。また、当局において
意図的に事前連絡を行わないランダムによる検
査である場合を除き、立入検査に際しては前広
に連絡いただくよう要望する。

・	これらの取り組みに関して、省政府におかれては
すでに措置を検討・推進いただき、一部地域での
改善も進んでいることに感謝するとともに、今後
のさらなる深化・広域化・推進に期待している。

 移転・立ち退き要請に際する配慮
・	当該リスクの判断に資するべく、山東省人民政

府は2021年から2035年までの山東省国土空間
計画を制定したが、各地方政府においても2035
年までの各地区の国土空間計画を細分化して制
定するとともに、それ以上の長期的な計画策定、
もしくは長期展望の類推を可能とする当該地域
開発の方向性を公開することを要望する。

・	地域政府において中長期的な計画の整備を
いっそう進めていただくとともに、工場移転を
求める際には、前広な案内、十分な移転補償の
準備、移転先の斡旋、周辺インフラ整備等サ
ポート面で配慮いただくことを要望する。

 外国人の活動における利便性向上
・	短期滞在時のビザ免除再開に伴う日中間の往
来需要拡大等状況に応じた山東省・日本主要都
市間の航空直行便の復便・増便を希望する。

・	中国永住権取得条件を満たさない日本人駐在
員等に関して、列車改札時といった基本的な社
会サービスを活用する際における身分証明面で
の利便性向上を希望する。医療機関等サービス
提供機関におけるパスポート番号入力での受付
を可能にする取り組みの推進なども含めた、区
別のないサービスの享受を要望する。

・	特に、日本人が多く居住する地域において、医
療機関での日本語を含む多言語対応促進策の
整備を要望する。多言語対応医療機関マップの
作製、受診に際しての多言語対応看護師による
タブレットを介した遠隔サポートの提供、多言
語対応総合内科医師スタッフ配置の促進、等。

・	駐在員着任にあたってのビザや就労許可、居留
証取得における引き続きの短時間発行推進に
も期待する。

 定期的な意見交換会の開催
　地域的な包括的経済連携（RCEP）協定の発効
も相まって、山東省と日本のいっそうの相互理
解が不可欠である。政府の具体的な政策やビジ
ネス環境改善に関する議論の場として、省政府
ならびに各地方政府とその地区の日系企業、在
青島日本国総領事館、日本貿易振興機構（ジェ
トロ）青島事務所との定期的な意見交換会を引
き続き開催いただくよう要望する。同時に、それ
らの枠組みや日頃の連携等を介して、省政府と
多くの地域政府において各種課題に真摯に対
応いただいていることに感謝を申し上げる。
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2024年、華東地域（上海市、江蘇省、浙江省）の域内総
生産（GRP）は28兆1,066億元（全国のGDP134兆9,084
億元の20.8％を占める）となった。省市別に見ると、上海
市の実質GRP成長率は5.0％、江蘇省は5.8％、浙江省は
5.5％となった。2省・市の第三次産業のGRP全体に占め
る割合は第一次産業、第二次産業と比べて高く、上海は
78.2％、江蘇省は53.0％、浙江省は58.5％となり、第三次
産業が半分以上を占めた。2024年における華東地域の対
内直接投資実行額は520億ドルとなり、地域別では、上海
市は176億ドル、江蘇省は191億ドル、浙江省153億ドルと
なった。貿易総額では、上海市、江蘇省、浙江省はそれぞ
れ前年比1.3％増、7.0％増、7.4％増となった。

１. 上海市
上海市の経済動向
2024年の上海市のGRPは前年比5.0％増の5兆3,927
億元（全国のGDPの4.0％を占める）となり、成長率は全国
（5.0％）と横ばい。産業別に見ると、第一次産業は前年比
0.9％減の99.70億元で、第二次産業は2.4％増の1兆1,638
億元、第三次産業は5.7％増の4兆2,189億元となった。第
三次産業のGRP全体に占める割合は前年比3ポイント高く
78.2％となり、引き続き経済成長を牽引している。固定資
産投資の伸び率は4.8％増で、全国の伸び率（3.1％増）を
上回った。また、社会消費品小売総額は3.1％減で、全国の
伸び率（3.5％増）を下回った。不動産投資は2.8％増で、
全国の伸び率（10.6％減）を大きく上回った。貿易総額は
1.3％増の4兆2,681億元で、そのうち、輸入額は1.0％減の2
兆4,505億元で、輸出額は4.6％増の1兆8,176億元だった。
上海市の対内直接投資実行額は177億ドルで、中国全体
（1,162億ドル）の15.2％を占めた。伸び率は前年比26.6％
減で全国の平均伸び率（28.8％減）を上回った（表）。

表： 上海市の経済動向（2024年）
項目 金額 伸び率(％)

GRP（域内総生産）（億元） 53,927 5.0
第1次産業（億元） 100 △0.9
第2次産業（億元） 11,638 2.4
第3次産業（億元） 42,189 5.7
工業生産付加価値額
（一定規模以上、億元） 39,442 0.7

固定資産投資額（億元） - 4.8
インフラ投資額（億元） - 2.3
不動産開発投資額（億元） - 2.8
社会消費品小売総額（億元） 17,940 △3.1
貿易総額（億元） 42,681 1.3
輸入額（億元） 24,505 △1.0
輸出額（億元） 18,176 4.6
対内直接投資 - -
実行ベース（億ドル） 177 △26.6
消費者物価指数（CPI） - 0.2
都市住民1人あたり可処分所得（元） 93,095 4.0

出所：	上海市統計局

上海市の対内直接投資実行額の上位3位の業界には、
2024年は賃貸業およびビジネスサービス業、小売業、科
学研究および技術サービス業などがあり、実行額はそれぞ
れ71億8,300万ドル、32億8,200万ドル、26億500万ドルと
なり、上海市全体の74％を占めた。

2024年の上海市の輸出額は前年比4.6％増の1兆8,176
億元で、主要国・地域別にみると、EU向け輸出が3,003億
元（前年比3.2％減）で最も多く、続いて米国向け輸出が
2,773億元（前年比0.1％減）、香港への輸出が1,709億元
（前年比13.8％増）、日本への輸出が1,237億元（前年比
13.6％減）の順番であった。

2024年に上海市に新たに投資した外国企業数は5,956
社で、前年比1.0％減となった。対内直接投資実行額は176
億7,300万ドルで、前年比26.6％減となった。

2024年には多国籍企業の地域本部60社、外資研究開
発センター30社を新たに認定し、累計ベースでは地域本部
1,016社、外資研究開発センター591社を認定している。

＜地方政府との交流の状況＞
上海市政府とは、上海日本商工クラブ事業環境委員会
で取りまとめている「上海市のビジネス環境に向けた建
議」をもとに、対話を続けている。副市長が出席するハイ
レベルな円卓会議から、事務レベルでの対面での会議（分
科会）を通じて、意思疎通や解決を図るようにまで発展し
てきている。日系企業による各政府部門への要望活動は

第２章
華東地域（上海市、江蘇省、浙江省、安徽省）
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第２章  華東地域　１. 上海市 

中国各地で行われているが、一問一答式で書面回答が得ら
れることはほぼなく、上海市政府の真摯な姿勢と併せ、価
値ある取り組みとなっている。

①華源副市長円卓会議
・	開催日：2024年4月11日
・	中国側参加者：華源副市長、関係部局
・	日本側参加者：日系企業4社、上海日本商工クラブ、
ジェトロ上海事務所

・	交流内容：日系企業の要望等に関し、関係部局から
回答。

②副市長円卓会議
・	開催日：2024年8月7日
・	中国側参加者：華源副市長、関係部局
・	外国側参加者：日系企業4社、上海日本商工クラブ、
ジェトロ上海事務所

・	交流内容：上海市より大規模施設更新の施策につい
て紹介の後、一問一答方式で交流。

③副市長円卓会議
・	開催日：2024年10月18日
・	中国側参加者：華源副市長、上海市発展改革委員
会、上海市商務委員会、上海市経済信息化委員会、
上海市公安局等

・	外国側参加者：外資系企業120社、上海日本商工クラ
ブ、ジェトロ上海事務所

・	交流内容：上海市より直近の重点政策について紹介
の後、一問一答方式で交流。

④2024年上海市応急管理局と各国外資系企業との
座談会
・	開催日：2024年11月14日
・	中国側参加者：上海市応急管理局長他
・	外国側参加者：外資企業120名程度が参加（うち、日
系企業5社）、上海日本商工クラブ、ジェトロ上海事
務所

・	交流内容：上海市応急管理局より外資化学系企業向け
の施策などについて紹介の後、一問一答方式で交流。

⑤上海市商務委員会副主任との面会
・	開催日：2024年11月28日
・	中国側参加者：上海市商務委員会副主任他
・	日本側参加者：在上海日本国総領事館、上海日本商
工クラブ、ジェトロ上海事務所

・	交流内容：2024年建議書（61項目）の手交、日系企
業の課題に対し、引き続き解決に向けて取り組んで
いただくよう上海市に要望。

＜建議＞
※	下記内容は、2024年10月17日の上海日本商工
クラブ理事会での承認を得て、2024年11月28
日に上海市に提出したものです（中国を訪問
する日本人への短期ビザ免除措置の再開は、
2024年11月22日に決定）。

1. 人的交流
 ビザ免除の回復等、渡航の容易化
　2023年12月以降、フランス、ドイツ、イタリア、マ
レーシア等多くの国に対し短期滞在のビザなし
渡航を認めている。しかしながら、コロナ禍前
まで認められていた日本はいまだ認められてい
ない。急な出張が無理となり、日本人の訪中に
対する心理的ハードルが高くなっており、投資
促進、ビジネスの円滑な運営に対する影響は大
きい。短期のビザ免除の渡航の再開等の渡航
の迅速化・簡素化を要望する。日中間の人の往
来が安全・安心な形で増えるようさらなる措置
の検討を促したい。

 邦人の滞在に係る安全確保
　2024年6月に蘇州、9月に深圳において日本人
学校の関係者が襲われる事案が発生し、亡くな
られた方が発生していることに、上海の邦人社
会でも不安が広がっている。中国の関係者には
事件の背景を含めた詳細情報を明らかにするこ
とを求めるとともに、上海市におかれても、邦人
の滞在に係る安全確保への対応を要望する。

 トランジット ビザによる滞在可能範囲の拡大
　144時間トランジットビザ免除による入国窓口
が追加され、滞在できる地域の範囲も拡大され
ていることには感謝する。しかしながら、上海
市から入国した場合、滞在可能範囲は上海市、
江蘇省、浙江省に限られている。近年中国国内
の交通機関が整備され高速での移動が可能と
なってきていることから、国家移民管理局に対
し、滞在可能範囲の拡大検討の働きかけを要
望する。

 Mビザ申請手続の簡素化
　現在のMビザ申請書への記載項目は多くその準
備に時間を要している。そこで以下項目などの
簡略化の検討を要望する。

　【3.2】近5年工作経歴

　【四】教育背景

　【五】家庭情况

 外国人工作許可証申請における年齢点数の改善
　日本では60歳を超えると能力があってもその人
材は給与体系を下げて再雇用される場合が多
い。この有能な人財を中国で活用（駐在）する
ため外国人工作許可証を申請すると、給料を高
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くしない限りB類の工作許可でさえ下りない。こ
のような規制のもとでは有能な高齢人財の中国
での活用が難しい。高齢の人材の派遣、活用が
スムーズにいくよう、外国人工作許可証の項目
にある年齢点数の改善を要望する。

 「単一窓口」の拡充と就労手続の簡素化、迅
速化
　工作証および居留許可手続に関して、一部の行
政区で実現している取得期間の短縮、「単一窓
口」での行政サービス（工作証および居留許可
証の申請〔所謂、两証并弁〕）のさらなる拡充、
合わせて上海市内での別の事業会社への移籍
手続の簡素化などの就労手続全般の簡素化、
迅速化を要望する。

 人的交流イベントの増加
　上海市政府主催の「人的交流」イベントをさら
に増やすよう要望する。

2. 情報の透明性
 企業支援策の統一的な情報提供
　中央および地方政府は、産業振興のための各
種の企業支援制度が設定されており、外資系
企業も対象となっていることは大変ありがたい
ものである。しかし、複数の行政部門がそれぞ
れ制度を定めているため、支援策の把握が難し
く認識できない事例が多く発生している。でき
れば統一的に上海市、各行政区の企業支援制
度が一覧できるような情報提供を要望したい。

 税務・財務・経理等にかかわる法･政令の情報提供
　税務・財務・経理等にかかわる法･政令の制定や
変更に関する情報提供が一律に行われていない
ため、変化点に気付かず対応していることがある
ことから、日系企業を含む外資系企業にも都度情
報提供をいただける仕組みの構築を要望する。

 税務政策に関するコンサルサービス
　上海市のより良い投資環境形成を実現するた
めに、これから上海への投資を考えている外資
系企業が、現地税政策を事前にヒアリング・調
査できる税務局窓口の設置を要望する。

 工商関連手続の透明化
　2023年頃から工商関連手続（会社登記手続お
よび特殊ライセンス関連手続等）において、電
子署名、電子営業ライセンスの機能が導入され
ていると認識している。この機能について、具
体的な申請手続、申請範囲や使用方法につい
て、紹介資料（説明資料）の作成を要望する。
また、外商投資企業の駐在員も理解できるよ
う、英語版・日本語版等も作成いただけると、な
お有難い。

 連続的・継続的な統計・調査データの発表
　国家統計局等の発表データについて、突然算

出根拠が変更されることが散見される（例：16
～24歳の都市部調査失業率）。統計・調査デー
タをより実態に即したものにするための根拠変
更の必要性は理解できるが、データの連続性・
継続性は重要であり、算出根拠を変更する場
合は可能な限り過去にさかのぼって既存のデー
タを改訂するなどの対応を要望する。

3. 公平な競争環境
 政府調達：病院への参入障壁の軽減
　病院への海外製品販売規制の軽減をお願いし
たい。特に一部の公立病院では、病院が購入す
る設備は海外製品割合制限や5名以上の医師
による推薦書がないと海外製品が購入できない
制限がある。患者の多様な選択肢を提供し、中
国における産業品質の向上を図るために海外製
品の参入障壁軽減を要望する。

4. 環境規制
 環境情報開示に関するガイダンスについて
　グリーン金融推進に向けた企業の情報開示制
度の枠組みの検討について、従前より取り組ん
でいただいているように、国際基準との整合性、
平仄を重視した継続的な取り組みを要望する。

 温室効果ガス排出量の可視化の推進
　中国国内の温室効果ガス排出に対する規制の
動きに対して、現時点ではインセンティブが弱く
純粋なコスト増となるため可視化が進みにくい。
特に、脱炭素施策の前提となる排出量可視化
は、コスト増に加え温室効果ガスを多く排出し
ていることが明確化してしまう等のデメリットも
あり非常に普及しづらい状況にある。

　まずは炭素の可視化のインセンティブ強化策と
して、①温室効果ガス排出量可視化に対する補
助金支給等の支援制度の強化②温室効果ガス
排出量算出に関する情報（排出原単位に関する
情報等）の外国語での提供の検討を要望する。

 新規化学物質監査改善
　新規化学物質環境登記管理弁法（生態環境部
令第12号）が施行され、登記の実績がある企業
に対して管理状況の現場監査が実施されてい
る。この現場監査は毎年受けている企業とそう
でない企業に別れており監査の選定基準が明
確でない。

　監査内容は毎回同じで、管理上の問題を指摘さ
れない企業は多く、加えて、監査当日は1日待機
状態となることもあり、企業にとって毎年の現
場監査は負担となっている。

　そこで、

（1）現場監査の目的および対象企業の選定基
準の明確化
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（2）監査方法の緩和（例えば前年の監査で指
摘事項が無かった企業や登記実績の更新
のない企業に対しては翌年は現場監査で
はなく報告書提出とする）について検討を
要望する。

 脱プラスチック規制に対する意見聴取と検討
　プラスチック規制の検討に当たっては、企業の
ヒアリングを行い、経済や事業活動への影響も
勘案しながら慎重に進めるよう要望する。

5. 安全規制
 医療機器に対するGB規格適用申請
　2023年5月1日に施行されたGB	9706.1-2020	
「医療用電気機器第1部：基本安全と基本性能
の共通要求」は、医療機器許可製品に対して類
別区分(一類/二類/三類)により、施行日から2年
または3年以内に適合変更認可を取得する事を
規定している。しかしながらGB規格変更におけ
る電気関連医療機器は商品数も多く、特に輸入
品医療機器に関しては検査機関も限定的であ
り、検査開始までに相当の時間を要する状況と
なっている。現状、NMPAが認証している海外
の認証検査機関もないことから、暫定的に海外
認証検査機関の緩和拡大、または、5年に1度の
通常更新申請時にGB規格適用項目の同時申請
などを要望する。

 脆弱性情報の標準化
　中国国内提供の脆弱性情報の精度向上と情報
の標準化を要望する。

 耐圧容器の耐用年数更新許可の緩和
　「固定式圧力容器安全技術監察規程（TSG21-
2016）」にて日常保守管理されている耐圧容器
の耐用年数更新が認められない場合はその理
由を明確にし、制度利用を円滑に行えるよう要
望する。耐圧容器の耐用年数が明確に定められ
ていないため、上海市から市場監督総局へ定
義を明確にするよう働きかけを要望する。

6. 貿易
 ゲルマニウム、ガリウムの輸出許可承認
　輸出規制対象品ゲルマニウム、ガリウムの早期
輸出許可承認を要望する。

 HSコードの判定統一化、書面判定意見取得手
続の簡素化
　貿易通関の利便性向上、および企業の正しい
通関申告と関税納付を実現するため、通関時の
HSコード判定について、各税関の判定基準の
統一化、ならびに税関に対するHSコード書面判
定意見取得手続の簡素化を要望する。

 少量危険物の倉庫管理に関する法整備
　「危険化学品倉庫儲存通則(GB15603 -

2022）」には少量危険物(例外数量与有限数量
危険貨物)に関する言及がなく、少量危険物の
一般倉庫での保管に関する法整備、明文化を
要望する。

7. 金融
 クロスボーダー担保の対象拡大
　域外保証・域内貸付に関して、債権者の対象は
域内登記・経営する非金融機関まで広げること
を要望する。

 融資租賃会社（ファイナンスリース会社）に対す
る省をまたぐ営業規制導入の中止
　2021年12月31日、中国人民銀行が公布した
「地方金融監督管理条例(草案意見募集稿)」
のうち、条例第11条「地方金融組織（の中の
ファイナンスリース会社）は地元サービスの原
則を堅持し、地方金融監督管理部門が承認し
た区域範囲内で業務を経営し、原則として省級
行政区域をまたいで業務を展開してはならな
い」という規定案について、日系リース会社経営
への悪影響回避、日系企業に対する良好な設
備投資環境の保障、日系機械設備メーカーに
対する販売促進、手段制限になることから、第
11条の削除につき中国人民銀行との交渉を要
望する。

 投資性公司の投資原資調達の多様化（M＆A
ローンの利用）
　外商投資性公司の域内ローンを活用した域内
投資ができるよう、商務部、外貨管理局の「外
商投資性公司に関する管理措置のいっそうの
改善についての通知（关于進一歩完善外商投
資性公司有関管理措施的通知）商資函2011年
1078号」の緩和を要望する。

 債券先物市場へのアクセス解禁
　外資銀行・海外投資家が債券先物市場へ参入す
るための具体的要件・基準の開示を要望する。

 大口リスクエクスポージャー規制・カントリーエ
クスポージャー規制の緩和
　グループ会社向けの大口リスクエクスポー
ジャー規制・カントリーエクスポージャー規制
の緩和を要望する。

 投資性公司の投資原資調達の多様化（中国内
の預現金の充当）
　中国人民銀行の「貸出通則」や国家金融監督
管理局の委託貸付諸規定における借入による
国内投資への制限見直しを要望する。

 外資保険会社の業務範囲拡大
　外資損害保険会社がサービスを総合的に行
い、消費者の利便性や満足度を向上させるため
に、企業に対するリスク管理サービスや、日本
での保険加入者が中国で事故に遭った場合の
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アジャスティング業務（審査業務）サービスなど
が提供できるよう、「外資保険会社管理条例」
第15条の業務範囲に「保険関連のその他業
務」を加えることを要望する。

 外資合弁損保会社におけるパートナーの出資比
率制限の緩和
　「保険会社持分管理弁法（保険公司股権管理
弁法）」の2018年3月改訂により、保険会社株
主の規範化が重視され、株主条件や出資比率
上限（1社あたり上限は保険会社の登録資本の
1/3）が厳格化された。一方で外資合弁損保会
社におけるパートナー(中国の非保険会社)の選
択肢は制限されることとなった。中国保険市場
の開放と健全な発展を促進するために、一定の
条件を満たす(株主ガバナンス、財務能力、合弁
目的等)外資損保会社の場合、外資損保会社に
おけるパートナーの出資比率に関しては、上限
を保険会社の登録資本の1/3から1/2（程度）ま
で緩和することを要望する。

 統括保険証券発行制度の規制緩和
　同一グループに属する別法人に対し、中国内で
統一した保険サービスや保険プログラムの提
供を可能にすることで、大手グローバル企業グ
ループによる中国への投資をさらに促進させる
べく、統括保険証券規定の対象範囲を同一法
人から同一グループに属する法人に拡大するよ
う要望する。また、大企業顧客への総合的なリ
スクコントロールサービスを可能にするため、
大規模商業物件の引受対象種目を企業物件に
必要な「全種目」に拡大するよう要望する。外
資系損害保険会社の許認可取得地域外での損
害保険の引き受けは、大規模商業物件（投資
総額1億5,000万元超且つ企業の保険料総額が
40万元超の物件）に限定されているが、本規制
が実施されて約20年となり、今日的な情勢を踏
まえて当物件の限度額引き下げも要望する。

 企業グループ内を含めた企業間の転貸
　2015年8月6日付「最高人民法院関于審理民間
借貸案件適用法律若干問題的規定」で企業間
の金銭貸借が認められたにもかかわらず、人民
銀行「貸款通則」には人民銀行から許可を取得
した金融機関のみが貸付業務を可能とする条文
（21条）が残るため、企業グループ内を含めた
企業間の転貸ができない状況にある。この転貸
禁止ルールを廃止して､グループ企業間の直接
貸付を認めることを要望する。また、2020年9
月9日の金融分科会で外管局より「今回の質問
は企業グループ内の転貸に限るから、持ち帰っ
て人民銀行調査本部に反映し、優先的に考慮し
ていただけるか検討する。」の発言に対して、進
展と新たな政策動向があれば、随時情報共有
を要望する。もし一般企業間の貸付が対象外な

のであれば、その旨の明確化を要望する。

8. 税務
 企業所得税に関する納税調整
　公正価値で測定し、その変動額を当期損益に計
上する未決済デリバティブ取引による損益につ
いては、税務処理上は一時的差異とする調整事
項ではなく、会計認識時期と整合させた上、当
期損益として税前算入できるよう要望する。

 連結納税制度の導入
　諸外国で導入されている連結納税制度（Tax	
consolidation/	combined	reporting）の中国
への導入を要望する。なお、連結納税制度とは
親会社と同一視する一定の子会社集団を含め
て企業集団全体を一つの「課税単位」とみなし
課税する制度であり、日欧米等の先進国では
既にこの連結納税制度を導入済みである。こう
した中、在中国企業に対して企業組織に係る法
制・税制について格差が存在することは国際競
争力の低下に繋がる恐れがあり、海外から中国
への投資がなされる場合にマイナスの影響を及
ぼすことから、導入を要望する。2020～2021
年建議の回答により国家の権限に属し、国家税
法・税制の調整に関連するものである旨理解を
しているが､企業にとっては重要な論点であり、
引き続き関係当局への働き掛けを要望する。

 グループファイナンスにおける財政補助制度の
検討
　多国籍企業がグループ資金を集中運営する所
謂グループファイナンスにおいて、通常はマス
ター会社が外部から資金を調達し、グループ内
企業へ転貸する形で資金提供を行うが、現状、
クロスボーダーでの調達資金について転貸金
利の全額に増値税が課される。しかし、他の国
際金融センターではクロスボーダーの金利収入
を非課税とするケースもある。そのため、グルー
プ内企業はオフショア市場調達が有利となる
場合があり、多国籍企業にとっては、上海にお
いてこの部分の増値税コストがクロスボーダー
グループファイナンスを拡大する際のネックとな
る。この点について、増値税の控除、税の減免、
還付による財政補助等により、上海における多
国籍企業のさらなる競争力の強化について検討
を要望する。2021年建議の回答により国家税
収制度に関するものとの回答があり、内容につ
いては理解しているが、引き続き国家税務総局
への働き掛けを要望する。

 過小資本税制における関連会社への転貸規程
の見直しと明文化
　過小資本税制において、企業は関連会社からの
借入がその純資産の2倍（金融会社は5倍）を
上回る部分を損金処理できない場合があり、グ
ループファイナンス拡大の妨げになっている。
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この係数（関連会社からの借入÷純資産）を計
算する際に、関連会社へ転貸するために他の関
連会社から調達した金額を除外できるよう、税
務当局に対し、規程の見直しおよび明確な通達
の形の明文化を要望する。

　2倍を超えても損金処理できる条件として、独立
取引原則を証明できる資料である【特殊事項文
档】の提出が必要だが、書類が煩雑な上、各地
税務当局の取り扱いも若干違うところがあるた
め、都度各地税務当局と確認の上、資料を準備
する必要があり、非常に時間と手間がかかる。

【対応案】

1、グループファイナンスで資金運用をしている企
業集団に対して、その係数（関連会社からの借
入÷純資産）を計算する際に、関連会社へ転貸
するために他の関連会社から調達した金額を除
外できるよう、規程の見直しおよび明確な通達
の形での明文化を要望する。他の金融センター
所在国では国外からの借入を過小資本税制の
対象とするケースはあるが、中国では国内借入
（グループファイナンスを通じた預託を含む）
も対象に含み厳しい制度となっている。

2、上記1が対応できない場合は、独立取引原則を
証明するための手続と必要書類の簡素化を要
望する。2021年建議の回答により国家の権限
に属し、国家税法・税制の調整に関連するもの
である旨理解をしているが､引き続き関係当局
への働き掛けを要望する。

 繰越欠損金の期限延長
　税務上の繰越欠損金について、現状のルールで
は繰越年限は5年となっているが、この繰越期
限をさらに長く設定していただきたい。繰越欠
損金の繰越期間が5年と言うのは国際的に見て
も最低水準にとどまっており、繰越期間を無制
限としている国も多い。中国企業としても企業
組織に係る法制・税制について格差が存在する
ことは国際競争力の低下に繋がる恐れがあり、
海外から中国への投資がなされる場合にマイナ
スの影響を及ぼすことから、延長を要望する。
2020～2021年建議の回答により国家の権限に
属し、国家税法・税制の調整に関連するもので
ある旨理解をしているが､企業にとっては重要
な論点であり引き続き関係当局への働き掛け
を要望する。

	外国籍人員の免税優遇措置
　外国籍人員が適用可能な個人所得税の免税措
置について、従来、2023年末に廃止となってい
たが、追加の通達により2027年末まで継続適
用されることとなり、感謝している。当該措置が
廃止されると、住宅手当、言語訓練費、子女教育
が課税処理されることになり、外国籍人員の個

人所得税が大幅増になることが見込まれる。上
海市には外国籍人員を多く抱える企業が多数あ
るため、予見性を持って安定的に事業活動を行
う上でも、当該措置の無期限延長を要望する。

 高鉄における領収書発行の利便性向上
　2023年の回答により外国人永久居留身分証を
取得した外国籍の旅客は自動券売機で領収書
を発行することができることを再認識している
が、永住権の無い、在留邦人（出張者、旅行者
など含む）に対するパスポートでの自動発券機
による領収書（発票）を発行できることを要望
する。

9. 通信
 通信事業の参入規制緩和
　2023年に続き、基礎電信業務および付加価
値電信業務（特にPaaS，IaaS，ISP，IDC，CDN
を始めとした事業）への参入に関する外資規制
（合弁会社に限定された参入形態、最低資本
金等）に関して、早期の包括的な規制撤廃に向
けて、上海市が中央に対して影響力を行使する
ことを引き続き要望する。

　Paas、IaaS関連業務はじめ、サービスの影響度
が低いものは規制緩和するようなリスクベース
のアプローチ等についても検討を要望するとと
もに、2024年度特定地域における付加価値電
信業務（*）への参入における外資出資比率の
規制緩和策（**）が公表される中、工業と情報
化部への実行可能な手順の早期公開、ならびに
判断基準の明確化を要望する

　また、上海市が新たな実施方案の策定や規制
緩和を計画する際に日系企業との意見交換や
説明会の実施を要望する。

（*）	1インターネットデータセンター（IDC）、
2コンテンツ配信ネットワーク（CDN）、
3インターネットサービスプロバイダー
（ISP）、4　オンラインのデータ処理・取
引処理、5　情報サービスの情報配信プ
ラットフォームや、配信サービス（インター
ネットニュース情報、インターネット経由に
よる出版、インターネット経由での視聴、
インターネットコンテンツ経営を除く）、6
　情報保護、処理サービスなどを対象と
した業務

（**）2024年4月10日公表、「付加価値電信業務
の対外開放拡大の試行事業の実施に関す
る布告」（工信部通信函〔2024〕107号）

10. 会社運営
 データ三法における再申請サイクルおよび申請
者要件の緩和
　データ三法に基づく等級保護申請を対応してい
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る。グループ会社で同様のシステムを利用して
いるが、各現地法人所在地での申請が必要。ま
た、2年に1度の申請が必要であり、多くの現法
がある集団においては、かなりの負担となる。
再申請サイクルの長期化に加え、同一システム
については、一法人のみの申請対応とするなど
の緩和策を要望する。

 企業の自主的判断での決算期設定
　現在グローバルベースでIFRSへの移行が潮流
となっているが、本社連結決算対応の効率化か
ら、中国の法定による12月決算のみではなく企
業の自主的判断で決算期を変更できるよう様
に要望する。企業の利益管理、決算処理の効率
化・管理コストダウンにつながり、投資促進の
ハードルが下がると考えられる。

 立替給与の外貨送金範囲の拡大
　企業の多様な雇用と派遣形態に合わせた外貨
送金範囲の拡大を要望する。

 立替金決済の規制緩和
　外貨管理局の規定により、「外国籍スタッフの
給料、福利厚生費用、出張費用」以外の国外事
業者への実費立替え請求が認められていない。
一定金額未満の運賃などの諸費用についても、
立替えとして処理できるよう要望する。

 浦東新区重点企業人材賃貸補助金制度の制限
緩和
　浦東新区重点企業人材賃貸補助金（浦東新区
重点企業人才租房補貼）制度には感謝してい
る。優秀な研究開発人材を確保するため、制度
の継続および申請人数の上限緩和などの利用
拡大を要望する。

 中国現法の海外事業展開
　中国法人の香港分公司であっても、他国の香
港分公司と同じように営業行為などの事業活
動（売上計上など）ができ、中国現地法人にて
連結で会計決算でき、中国統括会社として効
率的な事業運営ができるようになることを要
望する。

 同業競争回避規定の緩和
　2018年4月10日より施行されている「保険会社
持分管理弁法」30条2項により、「投資者、その
関連先および一致行動者は、保険会社のコント
ロール類株主と戦略類株主になる場合、合計2
社を上回ってはならない」と定められ、同時に
同条第3項により、保険会社が業務のイノベー
ションまたは専門業務化経営により保険会社を
投資により設立する場合には、第2項の制限を
受けないと規定された。この規定によって同業
競争回避の制限が緩和されたといえるが、外資
系企業が中国において2社を超える保険機構を
同時に経営する（出資を含む）形態を展開して

いくうえで、保険会社として事業計画を立てにく
いため、本規定のさらなる緩和を要望する。

 法人登記変更手続
　事業環境の変化を受けた会社機構再編および
拠点立地の見直し（行政区を跨ぐ移転）に際し
て従前から改善が見られるが、より柔軟且つ簡
易な運用（上海市内行政区間移転での特例適
用等）および法人の登記内容変更に関する手続
の簡素化・見える化を要望する。

11. 上海市の政策
 電子申請アプリの外国人対応改善
　上海市への各種申請のための随申請アプリや
Wechat/アリペイミニプログラムが導入され手
続の電子申請化が推進され利便性が向上して
おり、外国人もその恩恵を受けることができ感
謝している。しかしながら、一部のアプリやミニ
プログラムにおいては外国人の登録ができず、
外国人向けの操作説明や問い合わせチャット
対応が中国語のみのため操作し難いものも見ら
れる。外国人にも手軽に操作できるように整備
を要望する。

 大型自動二輪車ナンバープレートの新規発行
　上海市での大型自動二輪車ナンバープレートの
新規発行の再開を要望する。

 大型自動二輪車ナンバープレートの法人名義
登録
　上海市での大型自動二輪車ナンバープレートの
法人名義登録の承認を要望する。

12. 食品
 震災後の食品輸入の再開
　福島第一原子力発電所の事故に起因する輸入
規制について、引き続き日本政府と継続中の協
議を進めていただき、科学的なデータに基づ
き、合理的な範囲の規制となるように見直すよ
う、国家関係部門への働きかけを要望する。

 農産物輸入規制の緩和
　乳製品、肉類、野菜・果物等の青果物等の輸入
規制について、引き続き日本政府と継続中の協
議を進めていただき、科学的なデータに基づき
早期の緩和措置を検討するよう、国家関係部門
へ働きかけを要望する。

13. 化粧品
 通関検査の統一化
　本年《海関進出口化粧品検験監督管理弁法
（徴求意見稿）》の発布など、化粧品監督管理
条例との整合性を図り、化粧品の管理利便性の
向上に取り組んでいただいていることに感謝し
ている。

　一方で化粧品監督管理条例や化粧品安全技術
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規範など、化粧品の品質管理を規定した法律を
遵守した化粧品申請を基本とする企業にとって
は、通関時の成分検査と化粧品関連条例との
試験法の差異など、品質管理が複雑化、煩雑
化することを懸念している。

　そのため、化粧品の品質管理全般について、化
粧品監督管理条例を参照して統一することを
要望する。

 化粧品新原料登録の促進
　新原料開発を促進できるよう、国際ガイドライ
ンを柔軟に受け入れた運用、および官民対話の
メカニズムの拡大を要望する。

　2023年は「化粧品新原料溝通交流工作機制
(試行)（化粧品新材料に関する意思疎通・交流
メカニズム）」なども発行され、企業側との交流
メカニズムをさらに構築したことに大変感謝し
ている。一方、一般原料であっても、備案完了す
るまでに膨大な時間や試験費用を要している
実態もあり、また審査要件の確認に関しては上
記メカニズムを通しても活用範囲が限定的であ
ることから、継続して国際ガイドラインの柔軟
な受け入れ、届出後の審査段階技術交流等の
交流メカニズムの範囲拡大に関する建議を中
央に提出することを要望する。

 化粧品備案制度に対する企業意見を取り入れ
た運用緩和
　上海市では全国に先駆けて企業要望を汲み
取った通告（Ex.食薬監弁薬化管〔2017〕72	
号、沪薬監通告〔2022〕9号）を発布していた
だいており、さまざまな場面で企業は救われて
きた。2025年は化粧品安全評価の完全版提出
が義務化されるが、現在の中国化粧品規制は
世界に先駆けた取組になっており、厳格に対応
することは非常に困難であるため、実運用上の
課題が残る中で強硬に運用することを避けるべ
く、官民の技術交流および勉強会の開催、各種
ガイドラインのQ&Aの発布など、企業が継続的
に事業展開を図られるよう、地方措置の適応を
提案することを要望する。

 電子ラベルの先行運用
　電子ラベルに関しては本年海南省島内免税で
の取り組みが始まり、上海市でも同時に調査の
開始など、具体的な取り組みを始めており、非
常に感謝している。一方、法改正は既に動いて
おり、企業は特に小型製品やサンプルで現物ラ
ベル貼の対応を余儀なくされており、外包装の
審美性やサンプル品の過剰包装など、市場展開
においてコスト高となり苦慮している。世界の
最先端の化粧品産業を発信していく上で、海南
省と同様に先行的に取組むことにより、さまざ
まな課題抽出が可能となり、また実例を元に中
央提案も検討可能と想定する。

 化粧品業界発展に向けた取組の推進
　上海市では世界各国で取り組んでいるカーボ
ンニュートラルの流れをいち早く取り入れ、サス
ティナビリティに対する企業や消費者意識の向
上に取り組んでおり、中国化粧品産業の革新的
な発展、化粧品分野における新しいモデルの産
業形態の育成に尽力してことを感謝している。
一方、持続可能な取組について規制化等の強制
力をもつ展開をされると、既存品の流通や新製
品の開発に対して過剰な制限になる懸念もある
ことから、企業側との対話を含めたガイドライ
ンの運用や充分な猶予期間の設定等、各企業
が事業継続を続けられる対応を要望する。

14. 地域性外国商会
 商工クラブの合法的権益の明確化
　「一国一商会」制度の見直しを要望する。法律
面で地域制外国商会の地位をさらに明確にし、
肯定することは、企業誘致に積極的な影響を与
えるに違いない。加えて、近年、市民政局の登
録更新に関する手続や提出書類が複雑化して
いるため、毎年更新の時期が近づくと不要な事
務的作業が増え、他の通常業務の遅延などの
影響を受けている。

　また、市民政局が発行する商工クラブ登記証の
有効期限は、理事会の任期と同じ1年となって
いるが、執行機構責任者の実際の任期と合わせ
て、複数年への変更を要望する。

 商工クラブの年会費収入の非課税化
　商工クラブは、外国商会組織と同等であるが、
社会団体である中国日本商会では非課税とな
る会員の年会費が、民営非企業組織である商
工クラブでは課税となっている。商工クラブの
事業活動は、会員企業の中国でのビジネスの発
展・拡大に資するものであり、課税されることに
よる活動資金の減少は、会員の活動を制限する
ことになる。ついては、社会団体と同様に商工ク
ラブの年会費は非課税とすることを要望する。
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２. 江蘇省

江蘇省の経済動向
2024年の江蘇省の域内総生産（GRP）は前年比5.8％増

の13兆7,008億元（全国のGDPの10.2％を占める）となっ
た。成長率は上海市と全国の5.0％を0.8ポイント上回っ
た。第二次産業は5.5％増の5兆9,180億1,000万元でGRP
全体に占める割合は43.2％、第三次産業は6.2％増の7兆
2,582億8,000万元でGRP全体に占める割合は53.0％とな
り、全体に占めるウエイトが最も大きかった。固定資産投
資の伸び率は1.5％、社会消費品小売総額は4.6％増と成
長が大きかった。貿易総額は7.0％増の5兆6,177億元だっ
た。江蘇省の対内直接投資は実行ベースで全国1位、実行
額は190億5,000万ドルとなり、華東地域（上海市、江蘇
省、浙江省）全体の36.7％を占め、前年より0.3ポイント上
回った（表）。

表: 江蘇省の経済動向（2024年）
項目 金額 伸び率(％)

GRP（域内総生産）（億元） 137,008 5.8
第1次産業（億元） 5,245 3.1
第2次産業（億元） 59,180 5.5
第3次産業（億元） 72,583 6.2
工業生産付加価値額(一定規模以上、億元) - 7.7
固定資産投資額（億元） - 1.5
インフラ投資額（億元） - 13.3
民間投資額（億元） - 3.8
不動産開発投資額（億元） - △10.3
社会消費品小売総額（億元） 44,922 4.6
貿易総額（億元） 56,177 7.0
輸入額（億元） 19,646 4.6
輸出額（億元） 36,531 8.3
対内直接投資
契約ベース（億ドル） 118 5.8
実行ベース（億ドル） 191 -
消費者物価指数（CPI） - 0.5
都市住民1人あたり可処分所得（元） 66,173 4.7

出所：	江蘇省統計局の発表をもとにジェトロ作成

＜地方政府との交流の状況＞
①第7回蘇州官民対話日中企業協同発展交流会
・開催日：2024年4月9日
・中国側参加者：李副市長・顧副市長・蘇州市人民政府
・日本側参加者：赤松大使・蘇州日商倶楽部
・交流内容：スマート運転・クリーンエネルギー・カー
ボンニュートラルをテーマに交流会を実施。

②在華日企発展交流会
・開催日：2024年6月28日

・中国側参加者：劉書記・蘇州市人民政府・中諮資本・
智豊領航

・日本側参加者：赤松大使・上海日本商工クラブ・蘇州
日商倶楽部

・交流内容：在華日系企業の状況把握。

③蘇州高新区日系企業懇親会・ビールフェスティバル
・開催日：2024年8月22日
・中国側参加者：蘇州高新区管理委員会
・日本側参加者：蘇州日商倶楽部・高新区所在日系企業
代表者

・交流内容：高新区上半期の振り返り、高新区政府と企
業高官の懇親と交流。

④岡田大使・蘇州市政府会見/夕食会
・開催日：2024年10月11日
・中国側参加者：呉市長・蘇州市人民政府
・日本側参加者：岡田大使・蘇州日商倶楽部
・交流内容：岡田大使就任あいさつならびに邦人安全確
保について。

⑤蘇州市人民政府主催寒山寺除夜の鐘イベント
・開催日：2024年12月31日
・中国側参加者：劉書記・呉市長・蘇州市人民政府
・日本側参加者：蘇州日商倶楽部
・交流内容：46回目を迎える日中友好イベント。日中
会見、懇親。

⑥蘇州市高新区主催寒山寺除夜の鐘イベント
・開催日：2024年12月31日
・中国側参加者：蘇州高新区管理員会
・日本側参加者：蘇州日商倶楽部・高新区所在企業
・交流内容：下半期の振返り、高新区企業表彰、高新区
政府と企業高官の懇親と交流。

⑦無錫市長との会談
・開催日：2025年3月25日
・中国側参加者：無錫市長
・日本側参加者：金杉大使
・交流内容：無錫市における長年にわたる日中間の民間
交流と友好などについて対話。在留邦人の安心・安
全の確保、日系企業がさらに活躍できるビジネス環
境の整備等に対する協力を要望。

＜建議＞
 移転要請について
　再開発政策に基づき、工場が移転要請を受け
ているケースがあるが、移転を要求する際に
は、企業側に早期に事前相談をしていただきた
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く、また、強引な進め方ではなく、十分に余裕の
ある移転期限を設定していただきたい。移転時
の増資要求について、新規進出時と同じ基準で
設定せず、実態に則した要求とするよう見直し
ていただきたい。固定資産の計算方式を一律に
あてはめず、業種や、所有している移転不可設
備の割合を考慮した移転補償金を検討していた
だきたい。

 化学系企業への環境要求について
　近年の中国政府の環境保護方針は十分に理解
する。一方で、特に蘇州地域では、化学系製造
業が事業規模を拡大する際に、排ガスや排水の
総量増加の許可を得ることが非常に厳しく、事
業拡大の障害となっている。企業側では環境改
善の取り組みとして高効率処理装置の導入等を
行い環境負荷低減に努力し、排ガスや排水の汚
染濃度の低減を積極的に実施している。より合
理的な許認可判断をお願いしたい。
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３. 浙江省

浙江省の経済動向
2024年の浙江省の域内総生産（GRP）は前年比5.5％増

の9兆131億元（全国のGDPの6.7％を占める）となった。
成長率は全国（5.0％）を0.5ポイント上回った。産業別で
は、第二次産業が6.1％増の3兆4,783億元、第三次産業が
5.1％増の5兆2,762億元でGRP全体に占める割合はそれ
ぞれ38.6％、58.5％となった。固定資産投資は0.4％増と
なった。貿易総額は7.4％増の5兆2,641億元であった。浙
江省への対内直接投資は実行額で24.5％减の152億7,000
万ドルだった。先行指標となる契約額は50.1％減の191億
3,000万ドルだった（表）。

表: 浙江省の経済動向（2024年）

項目 金額 伸び率
（％）

GRP（域内総生産）（億元） 90,131 5.5
第1次産業（億元） 2,586 3.5
第2次産業（億元） 34,783 6.1
第3次産業（億元） 52,762 5.1
工業生産付加価値額(一定規模以上、億元) - 7.5
固定資産投資額（億元） - 0.4
インフラ投資額（億元） - 13.7
不動産開発投資額（億元） 11,983 △10.0
社会消費品小売総額（億元） 37,708 4.0
貿易総額（億元） 52,641 7.4
輸入額（億元） 13,584 1.9
輸出額（億元） 39,057 9.5
対内直接投資
契約ベース（億ドル） 191 △50.1
実行ベース（億ドル） 153 △24.5
消費者物価指数（CPI） - 0.3
都市住民1人あたり可処分所得（元） 78,251 4.3

出所：	浙江省統計局の発表をもとにジェトロ作成

浙江省への対内直接投資を実行ベースで都市別にみる
と、衢州市は前年比15.5％増と成長率1位であった。杭州市
の投資額は65億4,204万ドルと浙江省全体の42.8％を占
め、引き続き大きな投資額を維持したが、前年比25.9％減
と成長がマイナスに転じた。投資額上位3位の杭州市、寧
波市（31億1,713万ドル）、嘉興市（26億774万ドル）を合
計すると、浙江省の投資総額の80.32％を占めた。

＜地方政府との交流の状況＞
①中国国際貿易促進委員会座談会
・	開催日：2024年6月18日
・	交流内容：当該機構が主催する座談会へ杭州日本商
工クラブが参加。稲田会長より企業の移転問題、免
税契約における手続簡素化、短期ビザ再開、アライ
バルビザの拡大、手続簡素化を提言。

②杭州市人民政府外事弁との意見交換
・	開催日：2024年6月21日
・	中国側参加者：杭州市人民政府外事弁	譚副主任以下
4名

・日本側参加者：杭州日本商工クラブ
・	交流内容：日本人の安全確保、ビザの緩和等につい
て意見交換。

③浙江省人民政府外事弁との意見交換
・	開催日：2024年7月18日
・	中国側参加者：浙江省人民政府外事弁	瞿処長以下2名
・日本側参加者：杭州日本商工クラブ
・	交流内容：日本人の安全確保、ビザの緩和等につい
て意見交換。

④日系企業と中国系企業のビジネスマッチング
・	開催日：2024年8月6日
・	中国側参加者：中国系企業64社程度、商務庁
・日本側参加者：日系25社程度、浙江省・静岡、福井
県経済交流促進機構浙江省委員会事務局、杭州日本
商工クラブ

・交流内容：日系企業と中国系企業のビジネスマッチン
グを実施。

＜建議＞
1. 環境・省エネ、都市開発等における問題点・要

望
 工場立退きに際して、十分な情報開示および補
償の確保
　工場立退きに際して、十分な情報開示および補
償の確保を要望する。

 工業用地譲渡条件に関する透明性の確保
　工業用地譲渡条件に関して、透明性の確保を要
望する。

 電力制限規制の撤廃、ならびに、やむを得ない
制限時の事前通知の徹底
　電力制限規制の撤廃ならびにやむを得ない制
限時には、事前通知の徹底を要望する。

 環境政策の紹介や解説の実施と周知
　環境政策にかかわる紹介や解説をセミナーの
ような形で幅広く行っていただくことを要望す
る。その際、日本企業の接点となる日本貿易振
興機構（ジェトロ）等の日本の機構を通じ、日系
企業に多様な環境情報を紹介いただくことを要
望する。

 化学品や危険物関連規制の漸進的・合理的な
実施
　化学品や危険物関連規制の漸進的・合理的な
実施を要望する。
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 バランスの取れた環境規制への取り組み
　バランスの取れた環境規制への取り組みを要
望する。

 廃棄物処理に対する環境整備
　廃棄物処理に対する環境整備を要望する。

2. 通関上の問題点・要望
 輸出入通関手続の明確化・簡素化と関税負担
の軽減
　輸出入通関手続の明確化・簡素化と関税負担
の軽減を要望する。

 関税率見直しに関する周知徹底と適正な導入
期間
　関税率見直しに関する周知を徹底するとともに、
適正な導入期間を設けていただくよう要望する。

3. 金融に関する問題点・要望
 外貨換金規制の緩和
　外貨換金規制のよりいっそうの緩和を要望する。

 送金金額の上限撤廃、よりいっそうの便利化
　企業の海外送金ならびに海外投資に関し、送
金金額の上限撤廃、よりいっそうの便利化を要
望する。

4. 日系企業の円滑な活動支援への要望
 対外開放、持続的成長の堅持と良好な日中ビジ
ネス環境実現
　対外開放、持続的成長の堅持と良好な日中ビジ
ネス環境実現を要望する。

 日系企業クラブ等への活動支援と交流促進
　日系企業クラブ等への活動支援と交流促進を
要望する。

5. その他
 税務管轄区間をまたがる事業所の移転の円滑化
　税務管轄区間をまたがる事業所の移転の円滑
化を要望する。

 食品安全法に対する細則策定
　食品安全法に対する細則策定を要望する。

 企業ガバナンス強化の政策策定、実施
　企業のガバナンスが強化できるような政策の策
定、実施を要望する。

 政府管理下の大型プロジェクトに関する入札の
公平性、公開性の改善
　政府管理下の大型プロジェクトに関する入札に
ついて、公平性、公開性を改善いただくよう要
望する。

 不動産物件の用途変更・企業登記の際の規制
緩和
　不動産物件の用途変更・企業登記の際の規制

緩和を要望する。

 海外との通信環境の改善
　海外との通信環境の改善を要望する。

 交通、医療を中心とした生活環境の改善
　交通、医療を中心とした生活環境の改善を要望
する。

 外資企業に対する優遇政策の周知
　外資企業に対する優遇政策があれば、漏れなく
すべての情報提供を要望する。現状ではこちら
から調べて申請する形式となっており、そもそも
優遇政策がある事を知らない企業も多い。

406 中国経済と日本企業2025年白書



長体は96％まで

第
４
部   

各
地
域
の
現
状
・
建
議

第２章  華東地域　４. 安徽省 

４. 安徽省

安徽省の経済動向
2024年の安徽省の域内総生産（GRP）は前年比5.8％増

の5兆625億元となり、成長率は中国全体（5.0％）を0.8ポ
イント上回った。産業別に見ると、第一次産業が3.2％増の
3,566億元、第二次産業が7.4％増の1兆9,607億元、第三次
産業が4.9％増の2兆7,452億元とそれぞれGRP全体の7.0％、
38.7％、54.2％を占めた。第三次産業の構成比が第二次産業
を超え、半分以上を占めている。固定資産投資は前年比4.7％
増で全国の伸び率（3.1％増）を上回った。社会消費品小売総
額は4.7％増で全国の伸び率（3.5％増）を上回った。貿易総額
は8,649億元で、前年比7.4％増となった。輸入額は1.0％増の
2,851億元、輸出額は10.8％増の5,798億元となった。また、対
内直接投資の実行額は14.9％減の124億元となった（表）。

表： 安徽省の経済動向（2024年）
項目 金額 伸び率(％)

GRP（域内総生産）（億元） 50,625 5.8
第1次産業（億元） 3,566 3.2
第2次産業（億元） 19,607 7.4
第3次産業（億元） 27,452 4.9
工業生産付加価値額（一定規模以上、億元） - 9.0
固定資産投資額（億元） - 4.7
インフラ投資額（億元） - 11.1
民間投資額（億元） - 1.7
不動産開発投資額（億元） - 14.1
社会消費品小売総額（億元） 24,088 4.7
貿易総額（億元） 8,649 7.4
輸入額（億元） 2,851 1.0
輸出額（億元） 5,798 10.8
対内直接投資
実行ベース（億元） 124 △14.9
消費者物価指数（CPI） - 0.5
都市住民1人あたり可処分所得（元） 49,539 4.4

出所：	安徽省統計局

2024年、安徽省の直接投資実行額は123億7,000万元
で、前年比14.9％減少した。うち、製造業、ハイテク産業の
実行額はそれぞれ51.3％、37.7％を占めている。また、新に
設立された外資企業は606社で、前年比0.7％増加した。
2024年末までに、約110カ国・地域からの投資者が設立し
た外資企業は累計5,000社を超えた。

＜地方政府との交流の状況＞
合肥日商倶楽部総会・懇親会への合肥市政府外事部門
等参加のほか、安徽省政府・合肥市政府（外事弁等）等に
よる省・市政府企画の各種イベント（各種視察会・省内1日
旅行等）への参加募集、日系企業との懇親等、さまざまな
交流が行われている。

合肥日商倶楽部年次総会
・開催日：2024年1月12日
・中国側参加者：合肥市趙副市長、合肥市政府外事部門等
・日本側参加者：合肥日商倶楽部、在上海日本国総領事
館、ジェトロ上海事務所

安徽省人民政府省長との会談
・開催日時：2024年5月20日
・中国側参加者：安徽省人民政府省長
・日本側参加者：金杉大使、赤松在上海総領事、合肥日
商倶楽部、中国日本商会

・交流内容：在留邦人の安心・安全な生活の確保および
日系企業のビジネス環境のさらなる整備を要望。

＜建議＞
※2024年に合肥日商倶楽部が提出した建議につ
いて記載。

 夏場電力制限の抑制
　電力が最費消される夏場の突然の電力制限の回
避および不明確な区域割りの是正を要望する。

 政府調達にかかる国内産優遇制度
　国内産の定義の明確化を要望する。業種ごとに
違いの有無などがあり不明確でもある。

 外人に対する安全管理
　近時、増加傾向の不慮の事件に対する防犯体
制の強化を要望する。

 当局検査縦割り運営の弊害
　いくつもの部門がばらばらに且つ、急に検査に
入り工場稼働に著しい悪影響を与える。当局検
査における縦割り運営の是正を要望する。

 日本語等での現地投資環境情報ならびに現地
規制情報の発信強化

　日本語（もしくは英語）での現地投資環境情報な
らびに現地規制情報の発信強化を要望する。
 円滑な事業運営に向けた支援・協力
　円滑な事業運営に向けた支援・協力を要望する。

 企業の海外送金に関する制限緩和
　企業の海外送金に関する制限緩和を要望する。

 駐在員の生活環境の改善
　日本人および日本語対応可能な医師がいる病院や、日
本人学校の設置、日本人向け和食店等飲食店の誘致・
充実など駐在員の生活環境の改善を要望する。特に医
療面や、医薬品の確保（2022年の新型コロナ蔓延時
期は、薬局では品切れ状態であった）については、在留
邦人に緊急事態が発生した場合に、いつでもサポート
依頼をできる窓口を明確にすることを要望する。
 政府当局との交流のサポート
　日本人在住者と政府当局との交流のサポートを
要望する。
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１. 広東省
2024年の広東省の域内総生産（GRP）は前年比3.5％

増の14兆1,633億8,100万元であった。5％前後と定めてい
た成長率の目標を下回る結果となった。中国の2024年の
GDPは前年比5.0％増の134兆9,084億元で、中国全体に占
める広東省の割合は10.5％となった。

広東省の経済動向
主要経済指標でみると、2024年の広東省の社会消費品
小売額は前年比0.8％増の4兆7,900億元となった。うち、
飲食業は2.5％増、実物商品小売りは0.6％増で、共に微増
だった。オンラインショッピングは引き続き好調な成長を
示し、広東省内で一定規模以上企業（注）の、オンライン
での実物商品の小売額は7.0％増で、一定規模以上の企業
の商品小売額全体の39.6％を占めている。

貿易総額は前年比9.8％増の9兆1,126億元、うち輸出総
額は8.4％増の5兆8,915億元、輸入総額は12.5％増の3兆
2,211億元だった。うち、深圳市の貿易総額は4兆5,048億
元で16.4％増加し広東省の貿易総額の49.4％を占め、9年
ぶりに中国国内1位となった。また、輸出総額は14.6％増の
2兆8,122億元で、32年連続で中国国内1位となった。

固定資産投資額は前年比4.5％減で、うち、インフラ投資
が0.2％増、不動産開発投資が18.2％減だった。業種別に
みると、電子・通信機器の製造業が14.3％増、ソフトウェ
ア・情報技術のサービス業が42.1％増となった。

2025年1月15日に開催された広東省第14期人民代表大
会第3回会議において、王偉中省長は「広東省の経済は外
部環境の変化により、需要の不足、一部企業の経営困難、
不動産市場の不景気などの困難に直面している。ハイテク
産業・イノベーション分野における中核技術が、外国による
技術封鎖の危険にさらされているという問題もいまだに根
本的解決に至っていない」と述べた。また、2025年の経済
成長率目標について、実質GRP成長率を前年比5％前後、
社会消費品小売額を5％前後、一定規模の工業生産増加額
（付加価値ベース）を6％前後増加させるとした。
注：	一定規模以上の企業とは、以下のとおり。主業務の年間収入が
2,000万元以上の卸売業、500万元以上の小売企業、200万元以
上のホテルや飲食業を指す。

広州市の経済動向
2024年の広州市の域内総生産（GRP）は前年比2.1％増

の3兆1,033億元であり、成長率は目標としていた5％以上
を大きく下回った。産業別は、第一次産業が1.0％増、第二
次産業が0.7％増、第三次産業が2.6％増となった。

小売売上高は微増の前年比0.03％増で1兆1,056億元と
なり、うち、オンライン小売売上高が3.9％増で、小売売上
高全体の27.8％を占める。商品別では化粧品が13.8％増、
家具の販売額が55.4％増となった。固定資産投資は0.2％
増となり、分野別では、工業向けが13.6％増、インフラ向け
が7.7％増、不動産開発向けが7.4％減の結果となった。

また、貿易総額は前年比3.0％増の1兆1,238億元とな
り、うち、輸出総額は7.8％増、輸入額は4.0％減となった。
住民1人当たりの平均可処分所得は、都市部が3.6％増の8
万3,436元、農村部が6.0％増の4万914元となった。

深圳市の経済動向
2024年の深圳市の域内総生産（GRP）は前年比5.8％増
の3兆6,802億元であり、目標としていた5.5％を達成した。
産業別は、第一次産業が1.5％増、第二次産業が8.3％増、
第三次産業が4.3％増となった。

小売売上高は前年比1.1％増の1兆638億元で、連続2年
で1兆元を超えた。うち、商品は1.0％増、飲食は1.5％増と
なった。固定資産投資は2.4％増で、分野別では、工業向け
が20.1％増となった。

また、貿易総額は前年比16.4％増の4兆5,048億元とな
り、うち、輸出額は14.6％増、輸入額は19.6％増だった。消
費者物価指数（CPI）は0.1％上昇した。

表： 広東省、広州市、深圳市の経済動向（2024年）
項目 単位 広東省 伸び率 広州市 伸び率 深圳市 伸び率

①GRP 億元 141,634 3.5％ 31,033 2.1％ 36,801 5.8％
うち第1次産業 億元 5,837 3.4％ 334 1.0％ 26 1.5％
うち第2次産業 億元 54,365 4.4％ 7,839 0.7％ 13,909 8.3％
うち第3次産業 億元 81,431 2.8％ 22,858 2.6％ 22,866 4.3％
②一定規模以上
工業企業の付加
価値増加額

億元 - 4.2％ - △3.0％ - 9.7％

③固定資産投資 億元 - △4.5％ - 0.2％ - 2.4％
うち不動産開発
投資 億元 - △

18.2％ - △7.4％ - -

④社会消費品	
小売総額 億元 47,900 0.8％ 11,056 0.03％ 10,638 1.1％

⑤貿易額 億元 91,126 9.8％ 11,238 3.0％ 45,048 16.4％
うち輸出 億元 58,916 8.4％ 7,005 7.8％ 28,122 14.6％
うち輸入 億元 32,211 12.5％ 4,233 △4.0％ 16,926 19.6％

出所：	広東省、広州市、深圳市の各統計局

第３章
華南地域（広東省、福建省、海南省）
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＜地方政府等との交流の状況＞
ジェトロ広州事務所は在広州日本国総領事館、各商工会
と協力し、広東省政府および省内の地方政府との関係強化
を続けており、2024年度には広州市、深圳市、東莞市との
意見交換会を下記の通り行った。

広州市と進出日系企業との意見交換会
・	開催日：2025年1月17日
・	中国側参加者：広州市副秘書長、広州市投資発展局
副局長、広州市商務局副局長等　約50名

・	日本側参加者：在広州日本国総領事館、ジェトロ広
州事務所、広州日本商工会会員企業等　約50名

・	交流内容：生活環境、都市・交通、個人所得税還
付、産業政策、ビジネス環境などの分野より13項目
を要望として提起し、広州市関連政府部門から回答
を得た。

深圳市と進出日系企業との意見交換会
・	開催日：2024年9月20日
・	中国側参加者：深圳市投資促進局副局長、国家税務
総局深圳市税務局政策法規処、深圳市発展改革委員
会等　約40名

・	日本側参加者：在広州日本国総領事館、ジェトロ広
州事務所、深圳日本商工会会員企業等　約40名

・	交流内容：粤港澳大湾区の個人所得税優遇政策およ
び申請、外国人従業員社会保険免除期間延長の申
請、社会保険および住宅積立金の遡及期間、深圳市
の最低賃金、育児休暇の賃金水準、経済補償金の計
算、ビザ問題、AEO認証基準が求める犯罪履歴調査、
クロスボーダーサービスに適用される増値税免税政
策、新会社法の下での従業員董事・監事設置、法定
代表者の変更手続、政府コンサルティング窓口、電
力単価問題、日本人学校の移設、緑証および脱炭素
政策、大規模設備更新の推進行動プラン、脱炭素化
を進める際の奨励金など、全20項目の要望や質問を
提起し、深圳市関連政府部門と意見交換を実施。

東莞市と進出日系企業との意見交換会
・	開催日：2024年11月13日
・	中国側参加者：東莞市人民政府副市長、東莞市政府
副秘書長、東莞市商務局長、東莞市外事局局長等　
約40名

・	日本側参加者：在広州日本国総領事館、ジェトロ広
州事務所、東莞東部日本人会、東莞日系企業連絡
会、東莞石龍日本人会等　約40名

・	交流内容：グリーン電力証書（緑証）および脱炭素
政策、脱炭化奨励政策、循環経済政策、電気料金の
単価、大規模設備更新の推進、個人所得税優遇政
策、新会社法における従業員董事および従業員監事
等に関する問題、権利侵害·模倣行為の取り締まりに
関する問題、外国人の安全保護等9つの問題を提起
し、東莞市関連政府部門と意見交換を実施。

＜建議＞
　各現地政府との意見交換会にて日系企業から
提出された主な課題・要望、および日系企業と
の面談時に提起された問題を以下の通り建議
事項としてまとめた。

 大湾区個人所得税優遇政策
　粤港澳大湾区の個人所得税優遇政策は、引き
続き外資系企業より高い関心が寄せられてい
る。しかしながら、2023年分について一部地域
でまだ申請開始時期・申請方法が発表されてい
ない（2025年2月時点）。前年同様、市によって
は申請期間が短く、企業が通知を知った際には
準備が間に合わず申請できないという例がある
ため、2023年度分・2024年度分ともに十分な
申請期間と周知の時間を設けていただくよう要
望する。

 グリーン分野支援策
　カーボンニュートラルや省エネ/再エネ推進に
あたり、政府が打ち出す関連施策や奨励金、補
助金などがあれば導入を加速できる可能性があ
る。広州市政府は2024年12月4日、「水素産業
の質の高い発展を促進する若干の措置」（穗府
弁規〔2024〕16号、以下、措置）を発表したが、
その他にも新規設備導入などにおける補助金
制度があればインセンティブになるため、企業
のグリーン分野における積極的な取り組みにつ
いて支援を要望する。また、関連政策の実際の
利用事例の公開を要望する。

 工業用地の用途変更の問題
　広東省の一部の都市では、都市化の進展と共
に、従来は工業用地であった土地が住宅用地
や教育用地として用途変更され、日系企業の工
場がある用地に近接して、住宅や学校が建設さ
れるようになってきている。また同様に三旧改
造と称して計画移転を求めるが、具体的進捗が
ないまま中断されている動きがある。こうした状
況に置かれた日系企業はこのまま操業を継続
できるのか不安に考えている。特に賃貸契約で
土地建物を借用している際に、説明がない場合
がある。工場の近隣に住宅や学校を建設する
際には、事前に操業している企業にその旨と今
後の操業への影響等につき十分に説明いただ
くよう要望する。また、工場移転を迫る場合に
は代替地を提供すると共に移転費用を負担い
ただくよう要望する。

 電力料金に関する問題
　2024年は各地で電気料金が時間帯に応じて単価
（単位当たりの価格差）の幅が大きくなる施策が
実施された。これにより企業によっては実質的に
電力料金の負担増が生じている。景気が上向か
ず、経済見通しも不透明な中での電気料金の負
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担増は、企業経営にさらなる経営困難をもたらし
ている。政府には現在の経済状況を考慮して、電
気料金の負担軽減措置の実施を要望する。

 日系企業が安心して中国企業と取引できる環境
の整備
　近年、従来は日系企業への販売が中心だった日
系企業が中国企業へも販売先を拡大しようとす
る動きが見られる。しかし、「中国企業への販
売後は、短くても半年後、長ければ1年後に代
金が支払われる」という話もあり、こうなると多
額のキャッシュフローが必要となるため、中国
企業への販売に踏み切れない日系企業もある。
中国には日本にある「下請代金支払遅延等防
止法」のような法律がなく、取引において優越
的な地位にある企業の支払い遅延行為は納入
元の企業経営に大きな影響を及ぼす。公正な商
取引を促進するためにも、また下請取引の公正
化・下請事業者の利益保護のためにも、同種の
法律の整備を要望する。

 過去の土地契約をめぐる問題の解決
　広東省の一部地域では、進出時に当該企業が
土地使用権を購入しているにもかかわらず、「土
地補償金」「協力サービス費」等の名目で地
元政府の土地開発公社等に定期的に費用を支
払っている例がある。こうした企業は1990年代
から2000年代かけて広東省に進出しており、
土地使用権購入時に当該内容の付帯契約を締
結していることが原因であるが、長年にわたる
このような費用の支払いは企業経営を圧迫して
いる。合理性に欠ける費用の支払いをなくし、
企業の経営環境の改善を要望する。

 日系商工会組織が直面している困難の解決
　広東省には各地に進出日系企業で構成される
日系商工会組織が存在し、その数は10を超え
る。こうした日系商工会組織の中には会員企業
数が数百社に及ぶ大きな組織もあり、銀行口座
が開設できない、事務所借用ができない等、運
営上でさまざまな困難を抱えている。日系商工
会組織は広東省と日本の経済関係の強化に大
きな役割を果たしており、広東省として、こうし
た日系商工組織を含めた外国商工組織が円滑
に活動できるような条例の整備を要望する。

 社会全体の安全確保
　近年、公共の場での暴力事件が増加しており、
日本人が巻き込まれる事件も発生している。
2024年9月、深圳市で日本人学校の児童が通
学中に男に襲われ、亡くなった。また、11月には
珠海市で体育施設の歩行者道路に暴走した自
動車が突っ込み、78人が死傷した。広東省外で
も、2024年6月に江蘇省蘇州市で日本人の母子
が襲われ中国人女性が殺害される事件が発生
している。いずれも、加害者と直接かかわりの

ない人々や罪のない子どもが殺傷されている。
これらの犯行は到底許されないものであり、経
済活動の根幹を揺るがす。日本人や日本人学校
の安全確保に限らず、社会全体の安全の確保と
強化を切に要望する。
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２. 福建省
2024年の福建省の域内総生産（GRP）は前年比5.5％増

の5兆7,761億200万元であり、2023年のGRP成長率（4.5％）
より1.0ポイント拡大した。中国の2024年のGDP（134兆
9,084億元）に占める福建省の割合は4.3％となった。

福建省の経済動向
主要経済指標でみると、福建省の社会消費品小売額は
前年比4.4％増の2兆3,083億8,100万元で、うち、飲食業は
6.7％増、実物商品小売りは4.2％増だった。商品別の販売
額をみると、一定規模以上企業（注1）の化粧品は55.9％
増、撮影機材は69.2％増、スマホは25.2％増だった。

貿易総額は前年比0.8％増の1兆9,898億5,000万元で、
うち、輸出総額は5.3％増の1兆2,386億2,000万元、輸入
総額は5.8％減の7,512億3,000万元だった。都市別にみ
ると、福州市（平潭エリアを含まない）の貿易総額は2.1％
増、アモイ市は1.5％減、莆田市は7.9％増、三明市は8.1％
減、泉州市は4.5％増、漳州市は4.9％増、南平市は13.6％
増、寧徳市は1.5％減、龍岩市は10.4％増、平潭エリア（注
2）は13.2％減だった。

固定資産投資は前年比3.9％増で、うち設備・工具器具備
品購入分野は20.7％増、製造業は12.6％増、インフラ投資
は12.5％増、不動産開発投資は21.3％減となった。

福建省統計局は、2024年の福建省の経済は安定を保っ
た成長をしているが、外部環境の変化がもたらす悪影響が
深刻になり、国内における需要の不足、一部企業の経営困
難などの問題に直面していると述べている。
注１：	一定規模以上の企業とは、以下のとおり。主業務の年間収入が

2,000万元以上の卸売業、500万元以上の小売企業、200万元
以上のホテルや飲食業を指す。

注２：	福建省に設けられている中国（福建）自由貿易試験区の対象地
域の一つである。

＜建議＞
 人材採用難の問題
　厦門地区は従来と比べ、中国景気減速による受
注減生産減に伴い、ワーカー人員離職率も減少
傾向にあるが、依然として高い水準を維持して
いる。労働者の製造業離れや手取りの良い派遣
社員へ労働力が流れやすい傾向を背景に、製
造業で必要な現場担当の正社員の採用が困難
という問題が続いている。また、最低賃金の毎
年の上昇が少しずつ、企業経営へ影響を与えつ
つある状況。政府関連部門に人材確保の支援
やサポートを要望する。

３. 海南省
2024年の海南省の域内総生産（GRP）は前年比3.7％増

の7,935億6,900万元で、全国の実質GDP成長率（5.0％）を
下回った。海南省統計局は、海南省の経済は持続的に回
復しており、海南自由貿易港の建設については継続して一
部措置が実行されていると解説している。

海南省の経済動向
海南省の2024年の主な経済指標をみると、固定資産投資

は前年比7.1％増、うち公共サービス投資は9.9％増だった。

貿易総額は20.0％増の2,776億5,100万元で、うち輸
出額は43.5％増（1,062億2,400万元）、輸入額は8.9％増
（1,714億2,700万元）となり、特にシンガポール、ASEAN、
アフリカ地域への輸出額が増加した。一方、社会消費品
小売総額は4.2％減の2,405億6,102万元で、うち飲食業は
0.8％減、小売業は4.8％減だった。

また、離島免税消費金額（注）は29.3％減の309億
4,000万元となった。これは海外旅行需要が徐々に復活し
てきたためと推測される。
注：	離島免税消費金額とは、航空機などで海南島を離れる（出国を除
く）予定者（観光客のほか、海南省住民も含む）を対象に、免税
品を販売している店舗の売上高。

＜地方政府等との交流の状況＞
海南省書記との会談
・開催日：2025年4月14日
・中国側参加者：海南省書記
・日本側参加者：金杉大使
・交流内容：在留邦人や訪問者の安心・安全の確保及び日系
企業の良好なビジネス環境整備の重要性等を改めて要望。

＜建議＞
 政策周知と日系企業との交流
　海南自由貿易港への進出を検討する際、外資企
業に対する優遇策は日系企業からも高い関心が
寄せられている。2025年の「封関運営」開始に
向けた具体的な施策の早期策定と、施策の詳細
について幅広い日本企業への周知を要望する。

 政府部門との継続的な対話
　海南省政府では職員の任期が短く、特に外省か
ら着任している職員の人事異動が頻繁に発生し
ている。この際、担当者間の引き継ぎが不十分
な場合があったり、後任者が前任者と異なる見
解を持つことがあったりすることで、一貫した対
話が困難となっている。十分な引継ぎ期間の確
保と徹底、担当者の見解に依らない方針の明確
化を要望する。
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2024年の遼寧省の域内総生産（GRP）は前年比5.1％増
の3兆2,612億7,000万元だった。一方で、吉林省は4.3％
増、黒龍江省は3. 2％増と中国全体の実質GDP成長率
（5.0％）を下回る成長率となった。

遼寧省：2024年の経済動向
遼寧省の一定規模以上の企業の工業付加価値額は前年
比3.1％増と、全国平均（5.8％増）を2.7ポイント下回った。

固定資産投資総額は前年比5.3％増と、全国平均（3.2％
増）を2.1ポイント上回った。

社会消費品小売総額は前年比4.0％増の1兆778億
3,000万元だった。都市住民1人あたり平均可処分所得額
は4.5％増と、伸び率が全国平均（4.4％増）を上回った。

貿易総額は、前年比0.5％減と全国平均（5.0％増）を
大きく下回る7,630億5,000万元だった。うち、輸出額が
6.8％増の3,776億7,000万元、輸入額が6.7％減の3,853億
8,000万元となった。

遼寧省統計局は2025年1月19日付発表で「国内経済は
プラス成長傾向が続いている」との認識を示した。

瀋陽市、大連市：2024年の経済動向
瀋陽市
・2024年の域内総生産は前年比5.2％増の9,027億
1,000万元となった。産業別にみると、第一次産業が
4.3％増、第二次産業が5.0％増、第三次産業が5.3％
増だった。

・一定規模以上の企業の工業付加価値額は前年比4.5％
増となった。

・固定資産投資額は前年比4.0％増だった。
・社会消費品小売総額は前年比3.9％増の4,372億6,000
万元で、都市住民1人あたり平均可処分所得額は
4.6％増の5万6,117元となった。

・貿易総額は前年比0.2％減の1,465億6,000万元で、
うち輸出額が11.0％増の582億4,000万元、輸入額が
6.5％減の883億3,000万元だった。対内直接投資額
（実行ベース）は2億5,000万ドルとなった。

大連市
・2024年の域内総生産は前年比5.2％増の9,516億
9,000万元となった。産業別にみると、第一次産業が
4.3％増、第二次産業が6.6％増、第三次産業が4.6％
増となった。

・一定規模以上の企業の工業付加価値額は前年比7.6％
増と、全国平均（5.8％増）を上回った。

・固定資産投資額は前年比2.0％増だった。
・社会消費品小売総額は前年比3.9％増の2,085億9,000
万元となった。都市住民1人あたり平均可処分所得額
は4.7％増の5万6,212元となった。

・貿易総額は前年比1.3％減の4,496億7,000万元で、う
ち輸出額が5.8％増の2,200億1,000万元、輸入額が
7.2％減の2,296億5,000万元だった。

表：遼寧省、瀋陽市、大連市の経済動向（2024年）

項目
遼寧省 瀋陽市 大連市

金額 伸び率
（％） 金額 伸び率

（％） 金額 伸び率
（％）

GRP（域内総生産）（億元） 32,612.7 5.1 9,027.1 5.2 9,516.9 5.2
第1次産業（億元） 2,565.7 4.2 329.3 4.3 585.7 4.3
第2次産業（億元） 11,503.3 5.3 3,167.5 5.0 3,349.0 6.6
第3次産業（億元） 18,543.7 5.0 5,530.3 5.3 5,582.2 4.6
工業生産付加価値額
（一定規模以上、億元）

- 3.1 - 4.5 - 7.6

固定資産投資額（億元） - 5.3 - 4.0 - 2.0
不動産開発投資額（億元） - △20.0 - - - -

社会消費品小売総額（億元） 10,778.3 4.0 4,372.6 3.9 2,085.9 3.9
消費者物価指数（CPI） - 0.2 - 0.6 - △0.2
都市住民1人あたり	
可処分所得（元） 47,982 4.5 56,117 4.6 56,212 4.7

貿易総額（億元） 7,630.5 △0.5 1,465.6 △0.2 4,496.7 △1.3
輸出額（億元） 3,776.7 6.8 582.4 11.0 2,200.1 5.8
輸入額（億元） 3,853.8 △6.7 883.3 △6.5 2,296.5 △7.2

対内直接投資実行ベース 218.6
(億元) - 2.5

(億ドル) △79.7
18.8
(億ドル) 94.2

出所：	遼寧省、瀋陽市、大連市の各統計局

＜地方政府との交流の状況＞
①大連市外事弁公室との意見交換会
・開催日：2024年4月15日
・中国側参加者：大連市外事弁公室副主任、他
・日本側参加者：大連領事事務所、ジェトロ大連事務
所、大連日本商工会

・交流内容：アカシア懇談会開催に向け、ビジネス環境
改善にかかる直近の課題について確認、意見交換が
行われた。

②大連市副市長との懇談会
・開催日：2024年5月11日
・中国側参加者：大連市副市長、商務局処長、他
・日本側参加者：大連領事事務所、ジェトロ大連事務
所、大連日本商工会

・交流内容：商務局を窓口とする商工会との日常的交流

第４章
東北地域（瀋陽市、大連市）
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について副市長より提案があり、関連事項について
意見交換が行われた。

③第6回大連中日アカシア懇談会
・開催日：2024年7月24日
・中国側参加者：大連市長、副市長および市政府幹部、他
・日本側参加者：大連領事事務所、ジェトロ大連事務
所、地方自治体事務所駐連機構、大連日本商工会お
よび日系企業代表

・交流内容：大連に駐在する各機関や企業が抱える課題
について、日中双方で意見交換を行うことを主旨と
するプラットフォーム。

　大連市長をはじめとする市側の関係者、上記企業の実
務担当者と商工会側代表等あわせて約50名が出席。
商工会から提出した提言内容につき、市政府各部局
の責任者から回答があった。

④大連市党委書記との会談
・開催日：2024年9月24日
・中国側参加者：大連市党委書記
・日本側参加者：金杉大使、中国日本商会
・交流内容：在留邦人および日系企業の安心と安全の重要
性を説明。大連市による引き続きのサポートを要望。

⑤遼寧省党委書記との会談
・開催日：2024年9月25日
・中国側参加者：遼寧省党委書記
・日本側参加者：金杉大使、中国日本商会
・交流内容：在留邦人および日系企業の安心と安全の
重要性を説明。遼寧省による引き続きのサポートを
要望。

⑥瀋陽市党委副書記との会談
・開催日：2024年9月25日
・中国側参加者：瀋陽市党委副書記
・日本側参加者：金杉大使、中国日本商会
・交流内容：在留邦人および日系企業の安心と安全の重
要性を説明。瀋陽市による引き続きの協力を要望。

⑦遼寧省商務庁との定期対話
・開催日：2024年10月23日
・中国側参加者：遼寧省商務庁長、商務庁処長　他
・日本側参加者：在瀋陽日本総領事館、ジェトロ大連事
務所、大連日本商工会

・交流内容：遼寧省商務庁長と日系企業代表による第1
回定期対話が開催され、事業環境改善において大連
市レベルでは解決が困難な事案を説明し、その後意
見交換が行われた。

⑧大連市外資企業懇談会
・開催日：2025年1月15日

・中国側参加者：大連市副市長、商務局副局長、他
・日本側参加者：ジェトロ大連事務所、大連日本商工会
および日系企業代表

・交流内容：大連市側より経営環境改善にかかる新政策
について説明があり、その後、日系企業を含む外資
企業との意見交換が行われた。

⑨2025大連市外国友人新年会（2025年2月7日）

＜建議＞
※以下の現状、建議は2025年1月末時点でとりま
とめたもの。

1. 瀋陽市 投資環境にかかわる建議（問題点・改
善要望）

 中小企業に対する負担軽減
現状：
　政府当局は企業に対して業務にかかる問い合わ
せや調査などを不定期に突然実施することがあ
る。一斉指示であったり、銀行を通じたアプロー
チであったりその方式はさまざまであるが、いず
れにしても大企業、中小企業の区別なく実施す
るため、人員の限られている中小企業にとって
はその対応が非常に重い負担となっている。

建議：
　中小企業の負担を軽減し、業務への影響を最小
限にとどめるため、問い合わせ、調査を実施する
際には時間的余裕を十分に確保し、手続のプロ
セス簡素化、必要な調査工数の絞り込みなど事
前に配慮した上で実施することを要望する。

 企業に対する休日対応強要の回避
現状：
　政府の環境関連当局により企業に対する検査
が行われる際、休日または業務時間外に実施さ
れることがある。

建議：
　社会的にワークライフバランスに対する意識が
高まり、労働環境改善の重要性が増しているな
か、検査対応のため企業の従業員に休日あるい
は時間外勤務を強要することとなるのは時代の
ニーズに合致しない。海外から投資を呼び込む
上でもグローバルスタンダートに配慮し、緊急の
必要性がない限り、休日対応を求めないよう姿
勢を改めることを要望する。

2. 大連市 投資環境にかかわる建議（問題点・改
善要望）

 在留日本人の安全確保
現状：
　2024年に中国の複数都市において日本人が被
害に遭った死傷事件は、大連在留の日本人も強
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い衝撃を受けた。特に子女を帯同している企業
駐在員等は、自身および家族の身の安心安全を
第一に考え、その対応策を講じるとともに、企
業においても社員の安心安全の確保に注力して
取り組んでいる。従来大連市は日本人にとって
安全なエリアと評価され、現在もその認識は大
きく変わらないものの、日本人社会としては今後
も引き続き安心して生活できる環境の維持・整
備を希望する声が多い。また他都市に比して路
上駐車が多く、交通渋滞、歩行者の通行障害、
見通しの悪さなどが改善されずに放置されてお
り、そうした状況も治安に対する不安の一因と
なっている。

建議：
　在留日本人の安全確保の強化、特に日本人学
校、日本人の居住エリアへの警備強化を要望す
る。また路上駐車の取り締まり強化や歩行者の
安全確保の面での改善を要望する。

 日本語人材、高度なIT系人材といった人材の確
保と定着に向けた施策

現状：
　近年、大連市の大学を卒業した優秀な人材の
大連市外への流出が問題となっている。大連市
は、新卒者に対する家賃補助や住宅購入補助
などの政策実施により、優秀な人材の大連市へ
のつなぎ止めや市外からの人材招致に力を入
れているが、人材流出に歯止めはかかっていな
い。日本語人材の採用難は、日系企業にとって
大連市の優位性の根本にかかわる課題であり、
人件費の上昇と相まって事業継続の重大なリス
クとなっている。

建議：
　新卒者に向けた日系企業とのさまざまな交流
機会の創出や、住宅手当政策の拡充、労働契約
の柔軟化等の人材流出防止策の強化、各企業
が実施する社員向け日本語教育への助成など
諸施策の充実化を要望する。

 中国内外の航空便の拡充
現状：
　日本人の短期訪中ビザ免除措置も再開され、中
国国内外のビジネス往来の活発化が期待され
る。そうした状況において日本各地と大連を結
ぶ国際線（とりわけ大連―関西空港便）、中国
国内線（例えば大連－上海便のうち虹橋空港発
着便）双方において便数、利便性が不足してい
る。また空港への交通については金普新区（経
済技術開発区・保税区エリア）からのアクセス
が非常に不便な状況にある。

建議：
　空港の離発着における深夜枠の有効活用など
増便に向けた空港のいっそうの効率的運営を

要望する。また空港アクセスの利便性向上と渋
滞緩和策、主要エリア間のシャトル便の就航な
ど、交通アクセスの改善を要望する。また新空
港の開港に際しては、市内だけでなく、金普新
区からのアクセス利便性の確保を要望する。

 電力設備の経年劣化とその対応
現状：
　大連市にある日系工場で、変電所から受電設
備（工場敷地内）まで敷設されている高圧幹線
ケーブルのうち、工場敷地外部分の損傷が原因
で停電事故が発生した。当該ケーブルは電力会
社側との契約では当該企業に属する資産で、維
持管理の責任もすべて企業にある一方、実際の
修理にあたっては工場敷地外部分であるため電
力会社側への申請や承認等が必要となり、同手
続に長い時間を要した。企業側が自由に点検・
修理などを実施することも事実上不可能となっ
ている。大連市の他の日系工場も多くが同様の
状況にあり、施設設置後30年を経過している
ケースも数多く見られる。損傷してからの対応
では生産停止等企業単位での甚大な損害はも
とより、安全・安定的な社会インフラ維持の側
面からも憂慮すべき状況にある。

建議：
　事故が起きる前になし得る対策を検討するた
め、電力管理当局による主導のもと、①個社に
て電力会社との契約を再確認するよう呼び掛
け、②定期点検などの対策について電力会社に
よる説明会を開催することを要望する。
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湖北省、湖南省、河南省、江西省
2024年の湖北省、湖南省、河南省、江西省の域内総生

産（GRP）成長率は、それぞれ前年比5.8％、4.8％、5.1％、
5.1％となった。4省の中では湖北省が最も高い成長率とな
り、湖南省以外の3省が中国全体のGDP成長率（5.0％）を
上回った。

日本人会組織は湖北省武漢市の武漢日本商工会（会員
企業：161社、2025年3月時点）の他、湖北省の湖北日本
人会（会員数約400名程度）、湖南省の湖南日本人会（会
員数約100名程度）、河南省の河南日本人会（会員数約40
名程度）がある。これらの地域では、各省・市政府や日本
人会組織と協力しつつ、ジェトロが積極的な投資環境改善
に向けた取り組みを実施している。

湖北省の経済動向
2024年の湖北省のGRPは6兆12億元（前年比5.8％増）
となり、中国全体の実質GDP成長率（5.0％増）を0.8ポイ
ント上回った。GRPを産業別に見ると、第一次産業が5,462
億1,800万元（前年比3.1％増）、第二次産業が2兆1,573
億7,600万元（前年比6.4％増）、第三次産業が3兆2,977
億300万元（前年比5.9％増）となった。第二次産業のう
ち、一定規模以上の企業の工業生産付加価値額は前年比
7.7％増となった他、鉱業（5.3％増）、製造業（7.9％増）な
どが堅調な伸びを見せた。

固定資産投資額は前年比6.5％増となり、そのうち製造
業への投資が同15.4％増となった。内訳としては、航空・宇
宙機器および設備（77.7％増）、電子機器（21.1％増）、医
薬品（20.0％増）、ハイテク製造業（15.4％）などが高い伸
び率を示した。一方、不動産開発投資は5.9％の減少を見
せ、2年連続のマイナスとなった。

消費の動向を示す社会消費品小売総額は2兆5,276億
7,000万元（前年比5.1％増）となり、新型コロナウイルスの
感染拡大前にあたる2019年（2兆224億2,300万元）を超
えた2023年に続き、さらなる伸びを見せた。業種ごとに見
ると、一定規模以上の企業による売上額はそれぞれ卸売
業（5.8％増）、小売業（8.1％増）、ホテル・宿泊業（4.5％
増）、飲食業（10.0％増）など、前年比増となった。オンラ
イン購入の需要は引き続き拡大しており、インターネット
上での小売総額は前年比24.2％増と大幅な伸びを見せ
た。また、都市住民1人あたりの可処分所得は4万6,987元
（4.4％増）、農村住民1人あたりの可処分所得は2万2,580
元（6.0％増）となった。

貿易額は前年比9.6％増の7,058億4,000万元となった。
そのうち輸出総額は12.4％増の4,863億元、輸入総額は
3.7％増の2,195億4,000万元となった。省内において対外
貿易に従事する企業数は9,500社を突破し、輸出入記録の
ある貿易企業数は前年比8.6％増加、そのうち民間企業が9
割超を占めた。また、輸出を品目別で見ると、ハイテク製品
が前年比19.8％増となり、輸出額に占める割合は25.5％に
拡大した。

貿易相手国・地域別では、ASEANとの貿易額が1,500億
元を突破し、前年比38.7％増となった。ASEANは、4年連
続で湖北省の最大貿易相手となっている。EUが10.1％増の
825億6,000万元となった。通年での外資投資件数は650
件となり、海外直接投資（FDI）額は19億2,200万ドル（前
年比29.6％減）となった。

湖南省の経済動向
2024年の湖南省のGRPは5兆3,230億元（前年比4.8％
増）となり、初めて5兆元を突破した2023年から引き続き
堅調な伸び率を見せた。産業別に見ると、第一次産業が
4,899億6,900万元（3.0％増）、第二次産業が1兆9,534億
6,400万元（5.7％増）、第三次産業が2兆8,796億6,600万
元（4.5％増）となった。第二次産業では、一定規模以上の
工業付加価値総額の成長率は7.3％増となった。

固定資産投資は前年比2.8％増となり、マイナスの伸び率
を記録した2023年（3.1％減）から5.9ポイント上昇した。内
訳としては、工業分野（9.5％増）、設備・機器投資（9.5％
増）、工業技術の改善（5.9％増）などが伸びを見せた。

湖南省の社会消費品小売総額は、2024年から中国各省
で実施されている「設備更新および消費財買い替え推進
政策」の効果もあり、前年比5.4％増の2兆1,300億1,400万
元となり、全国平均（3.5％）を1.9ポイント上回った。都市
住民1人あたりの可処分所得は4万9,243元（4.1％増）、農
村住民1人あたりの可処分所得は2万921元（前年比7.0％
増）となった。

貿易総額は5,636億6,000万元となり、そのうち輸出総
額は3,344億8,000万元、輸入総額は2,291億8,000万元と
なった。省内において輸出入を行った事業主体は8,315を
数え、これは前年と同様の水準だった。民間企業の貿易総
額は4,380億2,000万元となり、省全体における貿易総額の
77.7％を占めた。輸入相手国・地域を見ると、前年から16カ
国および地域の増加が見られた。そのうち、一帯一路参加
国への輸入額は4.4％増となった他、アフリカ諸国への輸出

第５章
中部地域（湖北省、湖南省、河南省、江西省）
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は3年連続で500億元を突破した。輸出品目ごとに見ると、
自動車が266億8,000万元（38.2％増）、自動データ処理設
備および部品が99億3,000万元（23.6％増）、その他建設
機械などの製品が堅調な伸びを見せた。また、輸入額は前
年比5.9％増となり、2年連続で2,000億元を突破した。

河南省の経済動向
2024年の河南省のGRPは6兆3,589億元（前年比5.1％
増）となり、中部地域4省の中で最大となった。GRPを産業
別に見ると、第一次産業は5,491億4,000万元（3.3％増）、
第二次産業は2兆4,346億1,700万元（6.8％増）、第三次
産業は3兆3,752億4,200万元（4.1％増）となった。

固定資産投資額は7.0％増となり、2023年より4.9ポイン
ト上昇した。内訳としては、工業分野（21.6％増）が高い伸
び率を維持したほか、民間投資（10.5％増）も2桁の伸びと
なった。一方、不動産開発投資は7.5％減少した。

社会消費品小売総額は2兆7,596億6,900万元（6.1％
増）となった。一定額以上の企業による小売総額は前年比
8.0％増となり、23品目中19品目の売上総額が増加した。

貿易総額は8,201億7,000万元で前年比1.2％増となり、5
年連続で国内上位10位圏内を記録した。一般貿易は3,314
億4,000万元（3.9％増）となり、省全体における貿易総額
の40.4％を占めた。貿易相手国・地域を見ると、ASEAN
が1,091億5,000万元（1.7％増）、EUが1,066億3,000万元
（13.3％増）、アフリカ諸国が308億3,000万元（20.1％
増）、一帯一路参加国が3,838億7,000万元（3.6％増）と
なった。輸出品目ごとに見ると、自動車が336億2,000万元
（30.1％増）、アルミが242億3,000万元（34.1％増）、家具
が101億5,000万元（8.3％増）となった。

江西省の経済動向
2024年の江西省のGRPは3兆4,202億元（前年比5.1％
増）となった。GRPを産業別に見ると、第一次産業が2,605
億1,000元（3.3％増）、第二次産業が1兆3,688億6,000万
元（6.5％増）、第三次産業が1兆7,908億8,000元（4.2％
増）となった。

固定資産投資は前年比4.8％増となり、全国平均を1.6ポ
イント上回った。内訳としては、インフラ（11.1％増）、製造
業（8.8％増）などが高い伸び率を見せた一方、不動産開発
投資は他省と同様に落ち込みを見せ、8.4％減少した。

社会消費品小売総額は1兆4,332億7,000万元（4.9％増）
となり、特に飲食関連消費が465億2,000万元（10.6％増）
と堅調な伸びを見せた他、一定額以上の企業における新エ
ネルギー車、スマート家電および音響機器・機材の小売総
額はそれぞれ45.3％増、26.9％増となった。都市住民1人あ
たりの可処分所得は4万7,514元（4.3％増）、農村住民1人あ
たりの可処分所得は2万2,673元（6.2％増）となった。

貿易総額は、前年比17.2％減の4,707億5,000万元とな
り、10.2％減となった2023年から2年連続で大幅な減少
となった。内訳を見ると、輸出総額は22.5％減の3,045億
5,000万元、輸入総額は5.5％減の約1,662億元となった。
一般貿易総額は3,044億7,000万元（27.4％減）となり、省
内貿易総額の64.7％を占めた。

2024年の日系企業の動向（湖北省）
湖北省は日系を含む自動車関連企業の生産拠点である
一方、近年の中国完成車市場は地場企業が台頭する状況
となっており、日系企業のビジネス状況は芳しくない。以下
で紹介するアンケート結果は、2023年から引き続き消極
的な内容となっている。

ジェトロが進出日系企業を対象として毎年実施している
アンケート調査の結果（2024年8～9月実施）によると、湖
北省日系企業のうち、2024年の営業利益見込みが黒字と
なった企業は41.7％と、2023年調査の43.9％と比較して
2.2ポイントの低下を見せている。また、同年の赤字比率も
33.3％となり、アンケート対象となった12の省・市の中でも
2番目に高い比率となった。理由としては、現地市場での需
要減少、他社との競合激化が挙がっており、自動車産業を
中心とした湖北省日系企業のビジネス状況悪化が伺える。

また、2024年4月、7月、10月の計3回、武漢日本商工会
およびジェトロ武漢事務所は湖北省進出日系企業に対して
ビジネス実態調査を行った。同調査においては、ビジネス
状況についての質問に加えて、湖北省政府に対する要望等
についてもヒアリングを行っている。湖北省の事業環境に
ついて「満足」と回答している企業は、3回のアンケート調
査結果において57～65％となっており、満足度は比較的高
い値を示している。一方で、「国内企業と同等に扱われてい
ない分野」として「税関手続」「規制執行」「政府調達」と
いった項目を挙げる日系企業もおり、比較的ビジネス環境
の改善に向けての対策が必要となる。

＜地方政府との主たる交流状況＞
湖北省進出日系企業アンケート結果の湖北省政府へ
の提出（2024年5月13日、9月5日、12月11日）
武漢日本商工会とジェトロ武漢事務所は、湖北省進出
日系企業向けアンケートを2024年4月、7月、10月の計3度
実施し、同結果のとりまとめおよび湖北省政府への共有を
行った。主な概要は以下の通り。

湖北省政府への提出（2024年5月13日）
武漢日本商工会とジェトロ武漢事務所は、湖北省進出日
系企業向けアンケートを実施（2024年4月1日～12日）し、
59社が回答。2024年の投資については、売上、受注減、今
後の市場の不透明感などを背景に、「投資をしない」ある
いは「前年同」とする回答が多数あり、「大幅増」との回答
は無かった。本年通年の景況予測についても、63％が「悪
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化」もしくは「やや悪化」と回答。「改善」との回答はゼロ、
「やや改善」も8％にとどまった。将来展望について前向き
な回答ができない企業が増えている様子。一方で、今後の
中国市場については、引き続き「重要な市場」と捉える回
答が多数あった。湖北省政府への要望については、15日間
ビザ免除の再開、武漢への直行便の多様化の他、自動車な
ど主要産業の振興支援などを期待する声が寄せられた。
武漢日本商工会およびジェトロ武漢事務所は5月13日、湖
北省政府（湖北省外事弁公室、湖北省商務庁）に日系企業
からの要望、期待などアンケート結果を提出。ビジネス環
境のさらなる改善を求めた。

湖北省政府への提出（2024年9月5日）
武漢日本商工会とジェトロ武漢事務所は、湖北省進出日
系企業向けアンケートを実施（2024年7月15～26日）し、
68社が回答。2024年の投資については、売上や受注の減
少、需要の改善が見込めないなど、今後の市場の不透明感
などを背景に、「投資を減らす」「投資しない」との回答が
70％を占めた。2024年通年の景況予測については、「悪
化」「やや悪化」との回答が87％。「改善」との回答はなく、
「やや改善」も6％にとどまるなど、通年の景況感は厳しい
見方。今後の中国市場については、引き続き重要な市場と
捉えるとの回答が85％を占めた。湖北省政府等への要望
については、15日間査証免除の再開、武漢への直航便の増
便、多様化の他、工場のカーボンニュートラル化に伴う助
成・補助政策、および老朽施設改善時の補助政策の外資企
業への適用などの声が寄せられた。武漢日本商工会および
ジェトロ武漢事務所は、9月5日、湖北省政府（湖北省外事
弁公室、湖北省商務庁）に日系企業からの要望、期待など
アンケート結果を提出。ビジネス環境のさらなる改善を求
めた。

要望書提出との関連は定かではないが、2024年9月15
日、中国東方航空から「10月27日から関空への直行便を運
航する」旨の通知がなされた。

湖北省政府への提出（2024年12月11日）
武漢日本商工会とジェトロ武漢は、湖北省進出日系企業
向けアンケートを実施（2024年10月15日～28日）し、66社
が回答。2024年の投資については、売上や受注の減少、需
要の改善が見込めないなど、今後の市場の不透明感などを
背景に、「投資を減らす」「投資しない」との回答が70％を
占めた。「大幅に増加」「増加」の回答は8％あり、少数な
がらも新規商品の開発製造、輸出向けに取り組む企業も見
られる。2024年通年の景況予測については、「悪化」「や
や悪化」との回答が86％。「改善」との回答はなく、「やや
改善」も3％にとどまるなど、通年の景況感は厳しい見方。
今後の中国市場については、引き続き重要な市場と捉える
との回答が80％を占めた。湖北省政府等への要望につい
ては、15日間査証免除の再開、武漢への直航便の増便、多
様化の他、在留邦人の安全確保を求める声などが寄せら
れた。武漢日本商工会およびジェトロ武漢事務所は12月11
日、湖北省政府（湖北省外事弁公室、湖北省商務庁）に日

系企業からの要望、期待などアンケート結果を提出。ビジ
ネス環境のさらなる改善を求めた。

要望書提出との関連は定かではないが、2025年1月、中
国南方航空から「2月14日から成田への直行便を週2便運
航する」旨の通知がなされた。

湖北省副省長との座談会（2024年8月2日）
湖北省経済信息庁は湖北省進出日系企業の経営状況、
問題意識をより深く理解したいとして2024年7月18日に在
湖北省の日韓企業との座談会を開催。その後、8月2日には
湖北省の程用文副省長が在湖北省の日韓企業と座談会を
実施。武漢日本商工会とジェトロ武漢事務所は、湖北省進
出日系企業アンケートの結果をもとに日系企業の景況感、
投資の見通し、中国市場の捉え方、および湖北省政府への
要望について説明し、さらなる投資環境の改善を求めた。

＜建議＞
 日本と武漢、日本と長沙の定期直航便の拡充
　武漢-成田便は2023年7月の再開から増便（週5
便）、武漢-大阪便は2024年10月から再開（週7
便）、長沙-成田便も2025年1月から再開（週2便）
と順次再開しているが、よりいっそうの定期直行
便拡充につき、地場政府の支援を要望する。

 外国人の中国駐在にかかる就労許可、ビザ・居
留証取得に関する柔軟対応の継続
　工作許可証取得、居留証取得の際に、高度人材
についてはZビザでなくとも対応して貰えるよう
になっていることに感謝。一方で、一部地域で、
工作許可証取得の際に、大学卒業証書の原本
を必要とするなど、場合によっては対応が困難
な資料の提出を求められる場合があり、さらな
る柔軟な対応を要望する。

 在留邦人の安全確保
　江蘇省蘇州市、広東省深圳市での日本人児童
襲撃事件、そのほか無差別殺傷事件が各地で
起きている。日本企業の従業員とその家族の安
心と安全は、日本企業が中国で活動する基本と
なる。在留邦人の安全確保を要望する。

 日本国総領事館の設立にかかる支持
　中国中部地域には日本公館が存在しない。160
社超の日系企業が拠点を構える武漢市への日
本領事館設立を、地場政府からも支持・支援を
要望する。

 法規執行の安定性・透明性・利便性の維持・
確保
　環境規制や安全基準等の運用について、地域
により運用が異なり、また規制の詳細や運用の
判断基準が明確でない場合がある。透明性が
高く、且つ適正な運用を要望する。
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第５章  中部地域（湖北省、湖南省、河南省、江西省）

 人件費上昇に対する支援（減税、補助金等）
　人件費の上昇により従業員獲得に困難を抱え
る企業もある。人材の斡旋や人材雇用のための
支援を実施して欲しい。また景況の悪化などで
も雇用を維持するため、雇用調整助成金などの
援助を希望する。

 工場運営、生活維持のためのエネルギーの安定
供給確保
　安定的な電力供給とエネルギー使用料金の安
定を実現してほしい。万一限電措置などを実施
せざるを得ない場合、余裕を持った早めの事前
通知を要望する。

 工場グリーン化等に伴う助成政策の外資企業へ
の適用
　中国中部地域の日系企業の多くが補助金、減
税制度の優遇を享受しているとする一方で、ま
だ半分近い日系企業から「優遇を得られていな
い」「制度が分からない」との意見が寄せられ
る。優遇制度の説明会や、外資企業向け相談窓
口を設けていただくよう要望する。
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１. 重慶市
省市別で中国最大の約3,300万人の人口を有する直轄

市・重慶市は、成都市と並んで中国西南地区の中核都市と
して内陸部の経済を牽引している。特に日系企業にとって
は、古くから自動車、二輪車、ノートPCを中心とした電子
機器の一大製造拠点としての地位を有している。

2020年1月に国家プロジェクトとして批准された「成都-
重慶地区両都市経済圏」（中国語では成渝地区双城経済
圏）建設計画に則り、成都市と重慶市を結ぶ地域の開発
が急速に進められ、ポテンシャルを有する中国第4の広域
経済圏として多くの日系企業から注目を集めている。

また2023年9月に「新時代新征途新重慶・製造業の高
品質な発展を促進する行動方案」が発表された。これは
「33618」という計画のもと、3大主導産業（産業規模1兆
元の、コネクテッドカー、次世代電子情報製造業、先端材
料）、3大支柱産業（産業規模5,000億元）、特徴優位性の
ある6大産業、18の新興産業など新たなる産業政策を推進
している。

重慶市の経済動向
2024年の重慶市の域内総生産（GRP）は中国全体（前
年比5.0％増）を上回る前年比5.7％増となった。また、都市
別の同ランキングでは、広州市を追い抜き、上海、北京、深
圳に次ぐ第4位となった。

工業生産付加価値額は7.3％増となった。生産量からみ
ると、特に高い伸び率を示した品目として、自動車9.4％増、
新エネルギー車90.5％増、液晶パネル22.1％増となった。

消費動向を示す社会消費品小売総額は、中国全体の前
年比3.5％増を若干上回る3.6％であった。うち、飲食業は
9.1％増、実物商品小売りは2.6％増だった。

貿易総額は中国全体が前年比5.0％増であったのに対し、
重慶市は0.4％増となり前年に引き続き大きく下回った。

表： 重慶市の経済動向（2024年）
項目 金額 伸び率(％)

GRP（域内総生産)（億元） 32,193.2 5.7
第1次産業（億元） 2,135.8 2.4
第2次産業（億元） 11,690.7 4.6
第3次産業（億元） 18,366.7 6.8
工業生産付加価値額（一定規模以上、億元） - 7.3
固定資産投資額（億元） - 0.1
インフラ投資額（億元） - 0.3
不動産開発投資額（億元） - △8.3
社会消費品小売総額（億元） 15,677.4 3.6
貿易総額（億元） 7,154.2 0.4
輸入額（億元） 2,080.6 -
輸出額（億元） 5,073.6 6.2
消費者物価指数（CPI） - 0.2
都市住民1人あたり可処分所得（元） 49,778.0 4.9

出所：	重慶市統計局、重慶市税関

日系企業の進出状況
重慶市の進出日系企業数は自動車・二輪等の輸送用機器、

IT・電子関連、物流関連企業等を中心に244社となっている
（2022年10月現在、在重慶日本国総領事館調べ）。日系商
工会組織としては、重慶日本商工クラブがあり2025年4月時
点で法人会員74社が加入している。なお在留邦人数は約231
名である（2023年10月時点、在重慶日本国総領事館調べ）。

近年の重慶市における日系企業進出の特徴としては、小売
飲食業の進出が目立つ。類似するマーケットを持つ四川省成
都市に先に店舗を開き、消費者の反応をみてから1年ほど経
てから重慶市に進出するケースが多い。はま寿司、スシロー、
TSUTAYA、ニコアンド等の近年重慶に進出した小売飲食店
舗はすべてこのようなプロセスを経て進出を果たしている。

なお、2024年の製造業での大型の投資案件として、
HOYAが中国の大手液晶パネルメーカーの京東方科技集団
（BOE）と合弁企業の重慶邁特光電としてフラットパネル
ディスプレイ用のフォトマスク工場を両江新区に設立した。
同工場の投資総額は22億元で、2024年11月より生産が開
始された。このように合弁企業が多いことも同地での日系
企業進出形態の特徴の一つである。

日系企業の業績動向等
2024年秋にジェトロが現地日系企業に対して実施した
進出日系企業実態調査（中国版）の結果によると、2024年
の営業利益（見込み）が「黒字」と回答した在重慶日系企
業の割合は50.0％で前年の72.0％から20ポイント以上減

第６章
西部地域（重慶市、四川省、陝西省）
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第６章  西部地域　１. 重慶市

少した。「赤字」と回答した企業は前年の12.0％から27.3％
に増加した。ただ市場シェアの設問では、2019年と比較し
た主力製品・サービスの市場シェアについて、増加と回答し
たのは46.2％で省市別では1位であった。

アフターコロナの事業展開について在重慶日系企業の
多くが挙げたのが、「現地人材の育成」（55.6％）、「駐在
員ポストの現地化」（33.3％）、「CSR（企業の社会的責
任）活動」（27.8％）等であった。

脱炭素化への取り組み状況について「すでに取り組んで
いる」と回答した在重慶日系企業の割合は52.4％であり、
浙江省（58.8％）、北京市（55.3％）、広東省（52.7％）に次
いで全国4番目に高い割合だった。

＜地方政府との交流の状況＞
重慶市長との会談
・開催日：2024年12月3日
・中国側参加者：重慶市長
・日本側参加者：金杉大使、中国日本商会
・交流内容：在留邦人の安心・安全の確保および日系企業
のビジネス環境整備の改善を改めて求めるとともに、
大阪・関西万博についても積極的な協力を働きかけ。

＜建議＞
 日系企業との直接対話の継続的な実施
　重慶市で操業する日系企業にとって直接対話は業
務上の課題等を直接伝えることができる貴重な機
会である。2023年3月に重慶市政府と在重慶日系
企業と一堂に会する対面での意見交換会が復活し
た。2024年は実施の機会がなかったが、2025年
以降も直接対話の機会を継続的に設けていただく
よう要望する。なお2024年9月に上海日本商工ク
ラブ、11月に中国日本商会の視察ミッションを受入
れていただき、政府幹部から経済状況、投資環境
など詳細な説明をいただいたことに感謝する。

 重慶市に投資した企業のさらなる発展に向けた
優遇政策の措置・適用
　企業誘致の際には各種の優遇政策が用意さ
れ、政府も親身な対応を見せるが、投資した後
に事業の拡大を図るにあたり利用可能な優遇
措置が少ないという声がある。追加投資を行う
場合など、投資企業が成長する過程の各段階
で利用可能な優遇政策の整備を要望する。ま
た、企業誘致等を目的に、市および区のレベル
で企業と個別に優遇施策に関する協定等を締
結しているケースがあるが、財源上の理由等で
税金還付等が約束通り履行されないケースがあ
り、着実な実施をお願いしたい。2024年には一

部で、急で理不尽な税務調査や徴税強化が見
られたため、引き続き改善を望む。

 成都-重慶地区両都市経済圏などによってもた
らされる効果の提示
　成都-重慶地区両都市経済圏について、日系企業
からは、当該経済圏が日系企業にどのようなメリッ
トをもたらすのかよくわからないという声が多く聞
かれる。企業のビジネス環境がどのように改善し、
企業にどのような効果をもたらされるのかを、具
体的にわかりやすく提示していただくよう要望す
る。また両都市経済圏に加えて、昨今は「陸海新
通道」「中新項目」「長江経済帯」といった経済振
興スローガンの提示とそれへの協力を求められる
ケースがあり、同様に具体的なメリットの提示を
要望する。また、これらに関連するイベントへの出
席を求められるケースがあるが、具体的なメリット
がない中では積極的に協力しづらい。

 西部大開発の優遇政策における不平等な競争
環境の是正
　中国政府の西部大開発の政策に基づき、「西部
地区奨励類産業目録」に記載のある業種は企業
所得税が15％に引き下げられる優遇を受けられ
ることになっているが、外資企業への適用は「西
部地区奨励類産業目録」ではなく「外商投資奨
励産業目録」に基づく。このため、「西部地区奨
励類産業目録」に記載があっても「外商投資奨
励産業目録」に記載がない業種では、外資企業
は優遇税率の恩恵を受けることができない。同じ
業種でも「西部地区奨励類産業目録」によって
恩恵を受ける内資企業と外資企業の間で、税負
担の適用に不平等が生じる制度設計となってお
り、公正な競争が妨げられる。また中国国営企業
の中には、そのサプライヤーを国産化にしていく
動きもあり、これら不平等の是正を要望する。

 電力供給制限に関する問題
　2024年8月下旬より猛暑による電力供給制限が
行われた。当局からは昼間の電力使用量の削減協
力依頼や可能な限り夜間操業に切り替えることを
推奨する通達を受け、日系企業は可能限りの対応
を取ってきた。世界的な温暖化や異常気象の中、
再び同様の事態が起こる可能性もあり、最近の電
力供給状況や2025年の見通しなどについて共有
いただきたく、また万一、電力供給制限を実施す
る場合は、直前に通知するのではなく、十分な時
間的余裕をもって通知いただくよう要望する。

 工場移転補助金未払い
　重慶市内で工場を移転する際に、工場移転前
に関連部署と工場移転にかかわる支援補助金
（補償金）について合意・締結したものの、現
在に至るまで合意内容が履行されていないケー
スがある。企業の健全な運営のためにも合意内
容の速やかな履行を要望する。
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第６章  西部地域　２. 四川省・成都市

２.	四川省・成都市
中国幸福度都市ランキングで2009年から16年連続

で全国1位に選出されている四川省成都市。多くの人々が
成都市の魅力に引き寄せられ、2020年の国勢調査で中
国4番目の2,000万人都市となった。

経済面では自動車や電子製品、コンテンツなど既存
の産業集積に根差す生産拠点としての投資環境の良さ、一
大消費市場としてのポテンシャルを有し西南地区経済を
牽引する。2020年に批准された「中日（成都）都市建設・
現代サービス業開放協力モデルプロジェクト」および「中日
（成都）地域発展協力モデル区」等の国家級プロジェクト
が追い風となり、日系企業のビジネス参入が期待される。

四川省・成都市の経済動向
2024年の四川省の域内総生産（GRP）は中国全体（前年比

5.0％増）を上回る前年比5.7％増、成都市も5.7％増となった。

工業生産付加価値額は四川省が6.6％増、成都市が
4.8％増となった。いずれも前年より増加しており、四川省
で特に高い伸び率を示した品目として、単結晶シリコン
56.1％増、リチウム電池42.0％増、ガソリン27.1％増、多結
晶シリコン25.2％増、集積回路25.1％増などが並んだ。

消費動向を示す社会消費品小売総額は、四川省は4.2％
増、成都市は3.3％増と中国全体の3.5％と近い数字で前年
と比べ厳しい消費状況を表す結果となった。成都市を業種
別にみると、商品小売りが2.6％増、飲食業が6.2％増、高
級品の消費動向は新エネルギー車が28.9％増、金・銀・宝
石類が11.9％増となった。

貿易総額は中国全体が前年比5.0％増であったのに対
し、四川省の貿易総額は前年比9.4％増、成都市は前年比
12.1％増と回復傾向となった。

表：	 四川省および成都市の経済動向（2024年）

項目
四川省 成都市

金額 伸び率(%) 金額 伸び率(%)
GRP(域内総生産)(億元) 64,697.0 5.7 23,511.3 5.7
第1次産業(億元) 5,619.9 2.5 540.1 1.9
第2次産業(億元) 22,816.9 5.6 6,752.9 5.4
第3次産業(億元) 36,260.2 6.3 16,218.3 6.0
工業生産付加価値額
（一定規模以上、億元） - 6.6 - 4.8

固定資産投資額(億元) - 2.4 - 7.3
不動産開発投資額(億元) - △9.9 - -
社会消費品小売総額(億元) 27,415.0 4.2 10,327.1 3.3
貿易総額(億元) 10,457.2 9.4 8,390.0 12.1
輸入額(億元) - - 3,748.7 27.1
輸出額(億元) - - 4,641.4 2.3
消費者物価指数（CPI） - 0.0 - 0.0
都市住民1人あたり	
可処分所得（元） 47,336.0 4.7 - 4.7

出所： 四川省人民政府新聞弁公室、成都市統計局

日系企業の進出状況
四川省の進出日系企業数は自動車等の輸送用機器、
IT・電子関連、物流、小売・飲食関連企業等を中心に516
社（2022年10月現在、在重慶日本国総領事館調べ）で、
前年の502社から若干増加した。日系商工会組織として
は、成都日本商工クラブがあり、2024年2月時点で法人会
員128社・団体が加入しているが前年と比べ減少傾向にあ
る。なお、四川省の在留邦人数は約318名である（2023年
10月現在、在重慶日本国総領事館調べ）。

近年の四川省における日系企業進出の特徴としては、
沿岸部都市で活動する製造企業が西南地域での販路
拡大を目的に販売会社を設立する傾向が見られる。また
成都を中心とした消費市場に注目する日系企業も多く、
2024年には集英社のJump	caféやアニメイトなど、西南
地域1号店として、日本のコンテンツ関連での出店などが
あった。一方、製造業や小売飲食業の目立つ新規進出は
少ない。

日系企業の業績動向等
2024年秋にジェトロが現地日系企業に対して実施した
進出日系企業実態調査（中国編）の結果によると、2024年
の営業利益（見込み）が「黒字」と回答した四川省の日系
企業の割合は43.6％（前年比1.9ポイント減）で、中国全体
の58.4％を下回る結果となった。営業利益悪化の理由とし
て挙げられたのは「現地市場での需要減少」が62.5％と高
かった。

一方、今後の事業展開の方向性に関して、中国全体で
「拡大」と回答した製造業は22.6％、非製造業が20.5％
となったが、四川省は「販売機能の拡大」が76.9％で、全
国で3番目に割合が高かった。「高付加価値品の生産」
（23.1％）を含め同地区の日系企業は引き続き事業拡大の
意向が強いことがみてとれた。

またアフターコロナに実施した取り組みとして「現
地人材の育成」（57.9％）、「現地人材の雇用増加」
（21.1％）、「駐在員ポストの現地化」（18.4％）が挙げ
られた。

成都市の日系企業誘致の取り組みとしては、2024年10
月にジェトロ成都および日中経済協会成都事務所と共に
「日本企業成都ツアー2024対日開放協力プロモーショ
ン」を実施。3日間に渡り、①水素産業、②コンテンツ産
業、③健康医療産業の3コースに分かれ、市内の関連施
設や中国企業を訪問したほか、3分野の投資説明会や合
同企業交流会などを開催した。約100名の日系企業が参
加し、地方視察イベントとしては最大規模の投資交流会
となった。
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＜地方政府との交流の状況＞
在四川省日系企業懇談会
・開催日：2025年4月28日
・中国側参加者：四川省CCPIT、四川省関係政府部門、
企業関係者など約120名

・日本側参加者：在重慶日本総領事館、成都日本商工ク
ラブ、ジェトロ成都など約30名

・交流内容：2025年の電力需要見通しなどを含むビジ
ネス環境に関する意見交換を実施。

＜建議＞
 日系企業と省市政府との直接対話の継続
　2024年2月に成都市政府と在成都日系企業とが
一堂に会する対面での意見交換会が実現した。
2025年以降も定期的に、ビジネス上の課題解決
や事業環境の改善または四川省および成都市の
政府や企業と日系企業とのビジネス交流を発掘す
るような直接対話の機会を設けていただけるよう
要望する。

 日中モデルプロジェクトの推進に向けた優遇政
策、規制緩和の実施
　「中日（成都）都市建設・現代サービス業開放協
力モデルプロジェクト」の推進と「中日（成都）地
域発展協力モデル区」の効果的な運営を図るた
め、他の都市には見られない成都市ならではの優
遇措置や補助金など全国に先駆けた規制緩和の
適用を要望する。また日本企業が求める具体的な
ビジネスニーズや市場情報などの積極的な情報発
信を要望する。

 成都-重慶地区両都市経済圏によってもたらされ
る効果の提示
　成都-重慶地区両都市経済圏について、その建設
の現状や計画について適時に説明いただくととも
に、ビジネス機会の創出やビジネス環境の改善な
ど、日系企業にとってのメリットを具体的に提示し
ていただくよう要望する。

 カーボンニュートラルへ向けたクリーンエネル
ギーの積極的なPR
　在成都の日系企業（製造業）で、1年間の生産工程
におけるカーボンニュートラルを達成する企業が
出現し始めた。もともとクリーンな電源構成を持
つ四川省は、中国国内でも最もカーボンニュート
ラルの達成が容易な地域であり、当地の投資環境
としての大きな魅力である。ぜひ、積極的にこの点
をアピールし、投資誘致に活用してほしい。また、
引き続き外資系企業でもカーボンニュートラル達
成の認定が受け易くなるよう制度整備を要望す
る。なお新たな環境規制措置等の動きがあれば、
事前の情報提供や説明会等の開催を望む。

 西部大開発の優遇政策の適用に関する不平等の
是正
　中国政府の西部大開発の政策に基づき、「西部地
区奨励類産業目録」に記載のある業種は企業所
得税が15％に引き下げられる優遇を受けられるこ
とになっているが、外資企業への適用は「西部地
区奨励類産業目録」ではなく「外商投資奨励産業
目録」に基づく。このため、「西部地区奨励類産
業目録」に記載があっても「外商投資奨励産業目
録」に記載がない業種では、外資企業は優遇税
率の恩恵を受けることができない。同じ業種でも
「西部地区奨励類産業目録」によって恩恵を受け
る内資企業と外資企業の間で、税負担の適用に不
平等が生じる制度設計となっており、公正な競争
が妨げられる。また中国国営企業の中には、その
サプライヤーを国産化にしていく動きもあり、これ
ら不平等の是正を要望する。

 外資小売店舗におけるタバコ販売の規制にかかわ
る制限の緩和
　現在、タバコの販売が外資企業に認められておら
ず、タバコ販売が可能な他の内資企業との間で、
直接的な売上に限らず、集客力の面においても、
不平等な競争を強いられる要因となっている。四
川省内のコンビニエンスストアの日本資本の比率
が高まっている事から、一般消費者の利便性向上
のためにも当該制限の撤廃、緩和を要望する。

 電力供給制限に関する問題
　2024年8月下旬より猛暑による電力供給制限が行
われた。当局からは昼間の電力使用量の削減協力
依頼や可能な限り夜間操業に切り替えることを推
奨する通達を受け、日系企業は可能限りの対応を
取ってきた。世界的な温暖化や異常気象の中、再
び同様の事態が起こる可能性もあり、最近の電力
供給状況や2025年の見通しなどについて共有い
ただきたく、また万一、電力供給制限を実施する
場合は、直前に通知するのではなく、十分な時間
的余裕をもって通知いただくよう要望する。

 就労許可や居留許可にかかる手続運用の改善
　成都市政府は2024年9月18日に「成都市の外商
投資環境のさらなる最適化と投資誘致の強化に
関する若干の措置」を発表し、駐在員に対する居
留許可の審査短縮等が打ち出された。ただ実際の
運用は十分と言えず、さらなる改善を期待したい。
また2024年1月1日より実施された「四川省市場
監督管理局の経営主体の実名認証登記に関する
通告」により、新規赴任者にかかわる書類の実名
認証も複雑化となった。今までは法定代表者の自
筆署名入りの公的認証済み申請資料等を要求さ
れたが、現在は法定代表者の実名認証も求められ
ている。特に日本本社のトップの署名が必要とな
る場合は時間がかかるため、赴任手続に関する影
響が大きい。これら就労許可や居留許可にかかる
手続運用の改善を要望する。
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３. 陝西省
2024年の陝西省の域内総生産（GRP）の実質成長率は

5.3％で、前年の4.3％を1ポイント上回った。全国の実質
GDP成長率（5.0％）に対しては0.3ポイント上回った。2025
年の経済成長率の所期目標は5.0％前後としている。

2024年の経済状況
2024年の陝西省の域内総生産（GRP）は前年比5.3％増
の3兆5,538億7,700万元だった。GRPを産業別にみると、
第一次産業は前年比3.5％増の2,621億9,600万元、第二
次産業は6.1％増の1兆4,518億9,700万元、第三次産業は
5.0％増の1兆8,397億8,400万元だった。消費者物価上昇
率は0.1％（2023年は0.1％）、固定資産投資額（農家を除
く）は前年比5.2％増（2023年は前年比0.2％増）、一定規
模以上の工業生産は7.8％増（2023年は前年比5.0％増）、
社会消費品小売総額は4.8％増（2023年は前年比3.4％
増）だった。陝西省の住民1人当たり可処分所得は5.5％
増の3万3,905元となった。貿易総額は前年比12.3％増の
4,540億7,400万元、うち輸出は3,063億4,800万元、輸入
は1,477億2,700万元、貿易収支は1,586億2,100万元の黒
字だった。

陝西省の特徴
陝西省の省都・西安市はシルクロードの起点として、古く

から国際的な交易や文化の交流が行われてきた。近年は中
国が国家戦略として進める「一帯一路」（シルクロード経済帯
と21世紀海上シルクロード）構想におけるシルクロード経済
帯の起点として注目されている。また、「一帯一路」構想を担
い、中国の内陸経済を牽引することへの期待から、2017年4
月には中国（陝西）自由貿易試験区が設立された。

陝西省は中国の地理的中心に位置し、中国の東西南北
を結ぶ交通のハブである。西部大開発プロジェクトの進展
に伴い、陝西省では高速道路、高速鉄道の開通、西安咸陽
国際空港の拡張など、急速にインフラ建設が進む。鉄道で
は中央アジア、欧州に至る国際貨物列車「長安号」が開通
しており、2024年の運行本数は4,985本であり、2013年の
運行開始以来、累計で25,000本を超えた。また重箱率、
貨物運送量などの指標において全国上位を占めている。航
空では、全国十大空港の1つである西安咸陽国際空港の第
5ターミナルが2025年2月より運用開始された。

陝西省は教育レベルが高く、人口10万人当たりの高等教育
在校生数が全国3位となっている。豊富な科学教育資源を生
かして、航空宇宙産業、IT産業、先端農業等の分野で中国を
代表する産業基盤が形成されている。陝西省における優秀な
人材と産業基盤を生かした研究開発と技術革新は、中国全体
の産業の高度化においても重要な役割を担っている。

国際都市を目指して
すでに進出している企業が陝西省で安定して操業でき、
外国人が過ごしやすい環境を整備することが、先進的な
取り組みをする外国企業や外国人旅行者の誘致につなが
り、陝西省が目標とする内陸の改革開放の高地の建設に有
益と考える。陝西省に進出する日系企業が、いっそう発展
を遂げ、陝西省の経済発展に寄与するために挙げた建議
を整理すると、以下の3点に集約される。

第一に、予見可能性の向上である。環境規制への対応で
は、自社やサプライヤーが地域の大気汚染濃度が高まった
ときなどに急に操業停止の指示を受けて安定供給の責任
を果たすことが困難になり、顧客の信用を失っている事例
があった。すでに進出している企業が陝西省で安定して操
業し、発展できるよう、インフラを整え、規制措置は公平且
つ合理的なルールを前広に書面で公式に発表することを
要望する。

第二に、外国人も過ごしやすい環境の整備である。古
都・西安を有する陝西省は元来海外からの観光客が多く、
国際文化旅行都市として発展を目指している。こうした海
外からの観光客や生活する外国人も過ごしやすい環境を
整備することが、陝西省の持つ都市としての魅力の海外へ
の発信となり、さらなる企業や旅行者の誘致につながるも
のと考えられる。

第三に、総合的な視野に立った公平で迅速な行政サー
ビスの提供である。陝西省が、世界銀行の報告書「ビジネ
ス環境の現状（Doing	Business）」をベンチマークし、陝
西省のビジネス環境と競争力が、中国国内の経済が発展し
ている地域の水準に追いつき追い越すよう取り組んでいる
ことを歓迎したい。投資環境の改善にあたっては、陝西省
進出企業の実情に即したものとなるよう、政策・法令・計画
の策定過程で日系企業を含む関連企業との情報交換、調
整を十分に行うことを要望する。

対話を通じた互恵関係の構築に向けて
陝西省関係当局と日系企業を含む外資系企業とのビジ
ネス環境の改善に関する対話の機会を継続的に設けること
を要望する。陝西省の投資環境が改善され、企業の円滑な
事業展開につながり、競争力のある産業が成長するという
互恵関係の構築を目指したい。

＜建議＞
1. 安定操業環境の確保

 駐在員、人材
　就労ビザに関して、製造業における技術指導お
よび会社全体の管理に熟練した日本から派遣
する駐在員は、高齢化の問題もあり就労ビサの
取得が難しくなってきている。他方、若手駐在
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員に対しては学歴、就労経験などの条件により
ビザが下りない可能性がある。日本から安心し
て人材が派遣できるようビサ条件の緩和措置な
どの政策の検討を要望する。また、慢性的に製
造ワーカーの供給が不足している。これらにつ
いて効果ある政策措置を要望する。

 環境政策
　日系企業が法令遵守を適切に行うにあたり、生
態環境庁、各区政府当局による監視や取り締ま
りなど執行面において、従来は担当者の恣意的
な対応であったが、合理的な検査に改善しつつ
あることは企業にとっては良いことである。今後
も徹底することを要望する。

2. 交通、生活環境、インフラ整備の改善
 日本からの渡航に関する利便性の向上
　2024年以降、成田空港に加え関西空港、中部
空港からの直行便路線の増加により日本からの
アクセスが改善した。短期訪問ビザ免除による
訪問客増加も予想されることからハイシーズン
における毎日運航等のさらなる利便性の向上を
要望する。

　また、支付宝や微信支付等の電子決済において
国際クレジットカードを紐づけることができるよ
うになり、出張者の利便性が向上した。外国人
が暮らし易い外国語での情報提供の充実等、さ
らなる生活環境の整備を要望する。

 市内渋滞の抜本的な改善
　交通渋滞が頻発していることに関して、改善が
全く見られない。交差点において二進も三進も
いかなくなることが常態化している。バイクの
交通マナーも改善が見られない。交通法規を
無視した逆走や歩道での高速走行、信号無視
等が目に余る状況であり、交通違反の取り締ま
り強化や制限の強化を要望する。

　また近年は雨が多い傾向にあり、道路における
排水不良個所が多すぎる。横断歩道を覆うよう
な水たまりができており、歩道外を歩かざるを
得ない状況で非常に危険である。2024年は特
に中国各地において洪水等の水害が頻発してお
り、温暖化により将来、大災害にもつながりか
ねない重要な問題であり、抜本的な改革を要望
する。
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